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平 成 2 3 年 ６ 月 1 0 日 （ 金 曜 日 ）

午前 10時１分開会

出 席 議 員（39名）
1番 有 岡 浩 一 （郷 中 の 会）

2番 岩 下 斌 彦 （自 民 党 つ く し の 会）

3番 重 松 幸次郎 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

4番 渡 辺 創 （新みやざき）

5番 西 村 賢 （ 同 ）

6番 黒 木 正 一 （自由民主党）

7番 松 村 悟 郎 （ 同 ）

8番 内 村 仁 子 （ 同 ）

9番 後 藤 哲 朗 （ 同 ）

10番 右 松 隆 央 （ 同 ）

11番 二 見 康 之 （ 同 ）

12番 清 山 知 憲 （ 同 ）

13番 外 山 三 博 （ 同 ）

14番 図 師 博 規 （日 日 新）

15番 河 野 哲 也 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

16番 髙 橋 透 （社会民主党宮崎県議団）

17番 太 田 清 海 （ 同 ）

18番 田 口 雄 二 （新みやざき）

19番 星 原 透 （自由民主党）

20番 蓬 原 正 三 （ 同 ）

21番 井 本 英 雄 （ 同 ）

22番 丸 山 裕次郎 （ 同 ）

23番 押 川 修一郎 （ 同 ）

24番 外 山 衛 （ 同 ）

25番 宮 原 義 久 （ 同 ）

26番 山 下 博 三 （ 同 ）

27番 前屋敷 恵 美 （日本共産党宮崎県議会議員団）

28番 新 見 昌 安 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

29番 鳥 飼 謙 二 （社会民主党宮崎県議団）

30番 井 上 紀代子 （新みやざき）

31番 徳 重 忠 夫 （ 同 ）

32番 緒 嶋 雅 晃 （自由民主党）

33番 横 田 照 夫 （ 同 ）

34番 中 野 一 則 （ 同 ）

35番 中 野 廣 明 （ 同 ）

36番 福 田 作 弥 （ 同 ）

37番 坂 口 博 美 （ 同 ）

38番 中 村 幸 一 （ 同 ）

39番 十 屋 幸 平 （ 同 ）

地方自治法第 121条による出席者
知 事 河 野 俊 嗣

副 知 事 牧 元 幸 司

県 民 政 策 部 長 渡 邊 亮 一

総 務 部 長 稲 用 博 美

福 祉 保 健 部 長 土 持 正 弘

環 境 森 林 部 長 加 藤 裕 彦

商工観光労働部長 米 原 隆 夫

農 政 水 産 部 長 岡 村 巖

県 土 整 備 部 長 児 玉 宏 紀

会 計 管 理 者 豊 島 美 敏

企 業 局 長 濵 砂 公 一

病 院 局 長 甲 斐 景早文

財 政 課 長 日 隈 俊 郎

教 育 委 員 長 近 藤 好 子

教 育 長 渡 辺 義 人

公 安 委 員 長 佐 藤 勇 夫

警 察 本 部 長 鶴 見 雅 男

人 事 委 員 長 黒 木 奉 武

代 表 監 査 委 員 宮 本 尊

事務局職員出席者

事 務 局 長 日 高 勝 弘

事 務 局 次 長 成 合 修

総 務 課 長 山之内 稔

議 事 課 長 武 田 宗 仁

政 策 調 査 課 長 福 嶋 幸 徳

議 事 課 長 補 佐 谷 口 浩太郎

議 事 担 当 主 幹 伊 豆 雅 広

議 事 課 主 査 関 谷 幸 二

議 事 課 主 査 前 田 陽 一
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◎ 開 会

○外山三博議長 これより平成23年６月定例県

議会を開会いたします。

ただいまの出席議員39名。全員でございま

す。定足数に達しておりますので、これより本

日の会議を開きます。

◎ 議席の変更

○外山三博議長 この際、議席を変更いたしま

す。

各議員の議席は、会議規則第５条第１項の規

定により、ただいま御着席のとおり指定いたし

ます。

◎ 会議録署名議員指名

○外山三博議長 会議録署名議員に、二見康之

議員、新見昌安議員を指名いたします。

◎ 議会運営委員長審査結果報告

○外山三博議長 まず、今期定例会の会期日程

に係る議会運営委員長の審査結果報告を求めま

す。議会運営委員会、押川修一郎委員長。

○押川修一郎議員〔登壇〕 御報告いたしま

す。

去る６月３日に閉会中の議会運営委員会を開

き、本日招集されました平成23年６月定例県議

会の会期日程等について協議をいたしました。

今期定例会に提案されます知事提出議案は、

合計22件であります。その内訳は、補正予算案

４件、条例８件、予算・条例以外９件、報告承

認１件であります。このほか７件の報告があり

ます。また、さらに人事案件が追加提案される

予定であります。

これら提出議案の内容等を踏まえ、当委員会

において慎重に審査をいたしました結果、会期

については、本日から６月29日までの20日間と

することに決定いたしました。会議日程は、お

手元に配付されております日程表のとおりであ

ります。

今期定例会は、６月15日から５日間の日程で

一般質問を行います。質問人数は合計20名以内

とし、質問順序は、13日の通告締め切り後に行

う抽せんにより決定いたします。質問時間は１

人当たり30分以内といたします。

一般質問終了の後、議案・請願の所管常任委

員会への付託を行います。今回は、肉付け予算

の審査となりますことから、６月22日から24日

の３日間にわたり、各常任委員会を開催してい

ただき、６月29日の最終日に、付託された議案

・請願の審査結果報告を願います。

なお、議員から提出される議案の取り扱い及

び特別委員会については、日程表に記載のとお

りであります。

議員各位におかれましては、円滑な議会運営

に特段の御協力をいただきますようお願いいた

します。

以上で当委員会の報告を終わります。〔降

壇〕

○外山三博議長 議会運営委員長の報告は終わ

りました。

質疑の通告はありません。

◎ 会期決定

○外山三博議長 会期についてお諮りいたしま

す。

今期定例会の会期は、ただいまの議会運営委

員長の報告のとおり、本日より６月29日まで

の20日間とすることに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

平成23年６月10日(金)
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○外山三博議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたします。

本日からの日程は、お手元に配付の日程表の

とおりであります。〔巻末参照〕

◎ 議案第１号から第21号まで並びに報告

第１号上程

○外山三博議長 次に、お手元に配付のとお

り、知事より議案第１号から第21号まで並びに

報告第１号の各号議案の送付を受けましたの

で、これらを一括上程いたします。〔巻末参

照〕

◎ 知事提案理由説明

○外山三博議長 ここで、知事に提案理由の説

明を求めます。

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 おはようござ

います。平成23年６月定例県議会の開会に当た

りまして、ただいま提案をいたしました議案の

御説明に先立ち、県政に関しまして２点ほど御

報告をさせていただきます。

１点目は、口蹄疫からの再生・復興について

であります。

昨年４月に発生し、本県の農畜産業はもとよ

り、県内経済に甚大な被害をもたらした口蹄疫

からの再生・復興につきまして、昨年８月に策

定した「口蹄疫からの再生・復興方針」に基づ

き、これまで、緊急的な対応を要する課題への

取り組みを優先して実施してきたところであり

ます。先月20日、中長期的な対応を要する課題

について、平成23年度からの３年間で取り組む

ための工程表を策定いたしました。今後は、こ

の工程表に基づき、市町村、関係団体、そして

農家の皆様方と一体となって、防疫体制の強

化、畜産農家の経営再開に向けた取り組み、経

済・雇用対策等につきまして、スピード感を

持って取り組んでいくこととしております。

２点目は、東日本大震災による被災者等への

支援についてであります。

３月11日の震災発生から、あすでちょうど３

カ月となります。改めて、犠牲となられた方々

の御冥福をお祈りいたしますとともに、被害に

遭われた方々に対し、心よりお見舞いを申し上

げます。

被災地においては、現在もなお多くの方が行

方不明のままとなっており、また、原発問題の

先行きが見えない中、多くの方々が避難所や仮

設住宅での生活を余儀なくされておられます。

今後、被災地の方々が平常の生活を取り戻すた

めには、インフラや産業なども含めた地域社会

全般にわたる復旧・復興が必要であり、その対

策には、膨大な労力や経費、そして相当の日時

を要するものと思われます。

本県は、昨年来の口蹄疫や鳥インフルエン

ザ、新燃岳噴火の発生に対し、震災の被災地を

初め全国から、心温まる御支援・御協力を賜

り、再生・復興に向け、大きな勇気と励ましを

いただきました。これまでの御厚情に対する深

い感謝と恩返しの気持ちを込め、被災地や被災

者の方々をできる限り支援したいという県民の

皆様の思いを一つにして、現在、県民一体と

なった取り組みを行っていく「みやざき感謝プ

ロジェクト」を進めているところであります。

今後とも、被災地の産業復興、生活物資等の

提供や、職員・ボランティアの派遣、本県への

被災者の受け入れ支援など、さまざまな分野に

ついて、被災地や被災者の方々のニーズに対応

した、機動的かつ中長期的な宮崎ならではの支

援を引き続き行ってまいりたいと考えておりま

す。

平成23年６月10日(金)
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それでは、議案の概要について御説明申し上

げます。

初めに、補正予算案についてであります。

今年度の当初予算につきましては、編成時期

等の関係から「骨格予算」としたところであり

ます。今回提案させていただく補正予算案は、

私の政策提案を具現化するための政策的事業や

新規事業に、口蹄疫・経済復興対策や東日本大

震災対策などの緊急的な課題に対応するための

事業を加えた、いわゆる「肉付け予算」として

編成しております。

当初予算とあわせた平成23年度予算は、「新

しいゆたかさ」の創造に向けて、口蹄疫からの

再生・復興を初め、本県の新生を図る「明日の

みやざきの礎づくり予算」として編成したとこ

ろであり、国の予算や地方財政計画の伸び率

を13年ぶりに上回る伸び率を確保した積極型の

予算となっております。

なお、公共事業につきましては、当初予算で

計上しなかった年間所要見込み額の20％程度に

加え、さらに、口蹄疫・経済復興対策及び活動

火山対策として、別枠で28億円を追加措置する

ことといたしました。

この結果、公共事業総額につきましては、前

年度に比べ7.5％の増となっており、特に、県民

生活に身近な事業が多く、県内の景気全体に大

きな波及効果をもたらす県単公共事業につきま

しては、24.1％と大幅な増を確保したところで

あります。

補正額は、一般会計568億8,700万円、特別会

計6,474万9,000円、公営企業会計3,382万6,000

円であります。このうち、一般会計の歳入財源

は、繰入金208億7,865万9,000円、国庫支出

金126億1,215万5,000円、県債111億8,560万円、

その他122億1,058万6,000円であります。この結

果、一般会計の歳入歳出予算規模は、5,805

億5,000万円となり、前年度の当初予算と比較い

たしますと、0.6％の増となったところでありま

す。

以下、その主なものについて、今回提案して

おります宮崎県総合計画「アクションプラン」

に掲げる10のプログラムに沿って御説明申し上

げます。

１つ目が、「危機事象への対応と再生・復興

プログラム」であります。

地震や火山の噴火といった自然災害、口蹄疫

などの家畜伝染病など、さまざまな危機事象へ

の対応とその後の復興を進めていくものであり

ます。

まず、東日本大震災を踏まえ、東南海・南海

地震や日向灘地震等により想定される本県の被

害規模等の見直しを行い、宮崎県地震減災計画

の改定を行います。

また、東日本大震災により甚大な被害を受け

た被災者等の支援を行うため、企業や団体、県

民の皆様からの寄附金と県の一般財源を原資と

する基金を造成し、被災地の復興支援のため職

員やボランティアの応援派遣や、本県漁業とも

縁の深い宮城県気仙沼漁港の復興支援、本県の

杉を使った机・いすの被災児童への提供、本県

の農林水産物等による被災者への炊き出しな

ど、被災地への人的・物的支援を行うととも

に、被災者の受け入れ支援等に活用してまいり

ます。

口蹄疫からの再生・経済復興対策としまして

は、銘柄豚のブランド力を強化する事業や、口

蹄疫等により深刻な影響を受けている本県の観

光の振興策として、コンベンションの誘致や国

内外からの誘客対策の強化事業を行うととも

に、県内外の企業や自治体等とも連携・協力し
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ながら、「オールみやざき営業チーム」とし

て、さまざまなプロモーション活動を行ってま

いります。

高病原性鳥インフルエンザ対策としまして

は、本県独自に、野鳥の生息状況やウイルスの

保有状況の調査を行うなど、防疫体制の強化を

図るとともに、昨年発生した高病原性鳥インフ

ルエンザにより、移動制限区域外の農家がこう

むった損害に対し、一定の補てん措置を講じて

まいります。

新燃岳の噴火に伴う活動火山対策としまして

は、降灰による農作物被害を防止するためのビ

ニールハウスの整備、洗浄機の導入などに対す

る支援や、県管理道路の火山灰除去や河川・砂

防の火山泥流対策等の公共事業を行ってまいり

ます。

２つ目は、「脱少子化・若者活躍プログラ

ム」であります。

県民、企業、行政等が一体となった協議会を

新たに設置し、社会全体で子育てを応援する機

運づくりを県民運動として展開するなど、地域

全体での子育て・子育ち支援策を実施する一

方、厳しい雇用状況が続く中、若者が県内に定

住できる環境づくりを推進してまいります。

３つ目は、「将来世代育成プログラム」であ

ります。

児童生徒が身につけた知識・技能等をもとに

課題を解決する「活用する力」を高める取り組

みや、普通科高校生を対象にした学力向上のた

めのパワーアップセミナーなどを実施します。

また、「生きる力」を身につける教育や、地域

の産業・社会を支える人財づくり、文化やスポ

ーツの振興などに取り組んでまいります。

４つ目は、「健康長寿社会づくりプログラ

ム」であります。

生涯を通じた健康づくりを推進する一方で、

県と宮崎大学、県医師会、市町村等が連携した

組織を新たに設置し、医師不足病院への医師の

配置や臨床研修のマッチングを図り、医師の育

成及び確保に新たな体制で取り組むなど、医師

確保を初めとする医療体制の整備を推進し、地

域医療の再生を図ってまいります。

５つ目は、「環境・新エネルギー先進地づく

りプログラム」であります。

本県の特徴である豊富な太陽光・太陽熱を活

用し、住宅用太陽光発電システムの補助事業を

実施するとともに、太陽熱による水素製造の標

準化や太陽光発電の高効率化など、最先端の研

究を本県で行うことにより、環境・新エネルギ

ーの先進地づくりを進めるなど、新エネルギー

による循環型社会づくりや、次代へ継承する森

・川・海づくり、持続可能な森林・林業・木材

産業の振興に取り組んでまいります。

６つ目は、「フードビジネス展開プログラ

ム」であります。

県内企業と生産団体等との連携による新たな

需要拡大の取り組みを進めながら、本県農産物

のシェア拡大を図るなど、本県の基幹産業であ

ります農業、水産業の振興を図る取り組みとし

て、農水産物の高付加価値化やブランド化の推

進、担い手の育成など、生産体制の強化を推進

してまいります。

７つ目は、「「地域発」産業創出・雇用確保

プログラム」であります。

東九州地域医療産業拠点構想に基づき、大学

や関係企業等との連携・協力のもと、医療機器

開発につながる研究拠点づくりを推進するな

ど、地域産業の育成や県内の雇用機会の創出、

東九州自動車道の整備など、交通・物流ネット

ワークの高度化を推進してまいります。
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８つ目は、「観光交流・海外展開プログラ

ム」であります。

宮崎ならではの特色、魅力を生かした観光地

づくりや、観光・物産の総合的な展開、県産品

のアジア市場への販路拡大などに取り組んでま

いります。

９つ目は、「持続可能な地域づくりプログラ

ム」であります。

持続可能な地域づくりを進めるため、市町村

間連携支援基金を新たに設置するほか、市町村

と地域住民が一体となって行うソフト・ハード

事業に対し支援を行うなど、地域の魅力を高め

る取り組みの推進や、中山間地域の活性化など

に取り組んでまいります。

最後は、「安心で充実した「くらし」構築プ

ログラム」であります。

障がい者や高齢者などに対し、県に登録され

た駐車場の利用証を発行し、身体障がい者用駐

車場の適正利用等を図り、障がい者等の福祉の

向上と福祉のまちづくりの促進を図るなど、障

がい者等の生活支援など地域における福祉の充

実や、男女共同参画社会づくりに取り組むほ

か、自殺防止の社会づくり、安全・安心なまち

づくりを推進してまいります。

次に、予算関係以外の議案について御説明い

たします。

議案第６号「平成22年４月以降において発生

が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対

処するための手当金等についての個人の事業税

の臨時特例に関する条例」は、口蹄疫で被害を

受けた畜産農家に支給された手当金等に係る所

得について、個人事業税の課税を免除するため

の条例を制定するものであります。

議案第８号「宮崎県市町村間連携支援基金条

例」は、持続可能な地域づくりに向けて、市町

村が連携して取り組む事業を支援するための基

金を創設する条例を制定するものであります。

議案第９号「宮崎県東日本大震災被災者等支

援基金条例」は、東日本大震災による被災者・

被災地の支援などを行うための事業を継続的に

実施するための基金を創設する条例を制定する

ものであります。

議案第16号から議案第20号までは、宮崎県総

合計画ほか８件の計画を変更することについ

て、「宮崎県行政に係る基本的な計画の議決等

に関する条例」の規定に基づき、議会の議決に

付するものであります。これらの計画は、私の

政策提案や長期ビジョンを踏まえてのアクショ

ンプランや、行財政改革、農業・農村、水産業

・漁村、教育など、今後の方針を定めるもので

あります。

議案第21号は、口蹄疫復興宝くじの発売に伴

い、平成23年度における当せん金付証票の発売

金額を変更することについて、当せん金付証票

法第４条第１項の規定に基づき、議会の議決に

付するものであります。

このほか、議案第５号「県税の課税免除等の

特例に関する条例の一部を改正する条例」外８

件でありますが、説明は省略をさせていただき

ます。

次に、報告第１号は、県税の増収及び地方交

付税の確定並びに退職手当の確定等に伴う、平

成22年度一般会計補正予算（第12号）の専決報

告であります。

補正額は12億207万4,000円で、歳出予算の主

な内容は、退職手当の増額７億2,800万円余、公

債費の減額１億2,800万円余、財政調整積立金へ

の積立金５億4,400万円余であります。この結

果、平成22年度の一般会計歳入歳出の規模

は7,599億3,143万6,000円となります。この専決
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につきましては、時間的な制約から専決を余儀

なくされたものであります。

以上、今回提案いたしました議案の概要につ

いて御説明いたしました。執行部といたしまし

ても、気分を一新して取り組んでまいりたいと

考えております。よろしく御審議のほどお願い

申し上げます。〔降壇〕

○外山三博議長 知事の説明は終わりました。

あすからの日程をお知らせします。

あす11日から14日までは、議案調査等のため

本会議を休会いたします。

次の本会議は、15日午前10時開会、一般質問

であります。

本日はこれで散会いたします。

午前10時23分散会



６月15日（水）



平 成 2 3 年 ６ 月 1 5 日 （ 水 曜 日 ）

午前 10時０分開議

出 席 議 員（39名）
1番 有 岡 浩 一 （郷 中 の 会）

2番 岩 下 斌 彦 （自 民 党 つ く し の 会）

3番 重 松 幸次郎 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

4番 渡 辺 創 （新みやざき）

5番 西 村 賢 （ 同 ）

6番 黒 木 正 一 （自由民主党）

7番 松 村 悟 郎 （ 同 ）

8番 内 村 仁 子 （ 同 ）

9番 後 藤 哲 朗 （ 同 ）

10番 右 松 隆 央 （ 同 ）

11番 二 見 康 之 （ 同 ）

12番 清 山 知 憲 （ 同 ）

13番 外 山 三 博 （ 同 ）

14番 図 師 博 規 （日 日 新）

15番 河 野 哲 也 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

16番 髙 橋 透 （社会民主党宮崎県議団）

17番 太 田 清 海 （ 同 ）

18番 田 口 雄 二 （新みやざき）

19番 星 原 透 （自由民主党）

20番 蓬 原 正 三 （ 同 ）

21番 井 本 英 雄 （ 同 ）

22番 丸 山 裕次郎 （ 同 ）

23番 押 川 修一郎 （ 同 ）

24番 外 山 衛 （ 同 ）

25番 宮 原 義 久 （ 同 ）

26番 山 下 博 三 （ 同 ）

27番 前屋敷 恵 美 （日本共産党宮崎県議会議員団）

28番 新 見 昌 安 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

29番 鳥 飼 謙 二 （社会民主党宮崎県議団）

30番 井 上 紀代子 （新みやざき）

31番 徳 重 忠 夫 （ 同 ）

32番 緒 嶋 雅 晃 （自由民主党）

33番 横 田 照 夫 （ 同 ）

34番 中 野 一 則 （ 同 ）

35番 中 野 廣 明 （ 同 ）

36番 福 田 作 弥 （ 同 ）

37番 坂 口 博 美 （ 同 ）

38番 中 村 幸 一 （ 同 ）

39番 十 屋 幸 平 （ 同 ）

地方自治法第 121条による出席者
知 事 河 野 俊 嗣

副 知 事 牧 元 幸 司

県 民 政 策 部 長 渡 邊 亮 一
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◎ 議案第22号から第25号まで追加上程

○外山三博議長 ただいまの出席議員39名。定

足数に達しておりますので、これより本日の会

議を開きます。

本日の日程は一般質問でありますが、お手元

に配付のとおり、知事より議案第22号から第25

号までの送付を受けましたので、これらを日程

に追加し、議題とすることに御異議ありません

か。〔巻末参照〕

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○外山三博議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。

◎ 知事提案理由説明

○外山三博議長 ここで、知事に提案理由の説

明を求めます。

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 おはようござ

います。ただいま提案いたしました議案第22号

から第25号について御説明申し上げます。

まず、議案第22号は、公安委員会委員野中玄

雄氏が平成23年８月７日をもって任期満了とな

りますので、その後任委員として藤田紀子氏を

任命いたしたく、警察法第39条第１項の規定に

より、県議会の同意を求めるというものであり

ます。

次に、議案第23号は、人事委員会委員郷俊介

氏が平成23年７月18日をもって任期満了となり

ますので、その後任委員として、同じく郷俊介

氏を選任いたしたく、地方公務員法第９条の２

第２項の規定により、県議会の同意を求めると

いうものであります。

また、議案第24号及び第25号は、収用委員会

委員野﨑義弘氏及び近藤日出夫氏が平成23年７

月18日をもって任期満了となりますので、その

後任委員として、同じく野﨑義弘氏及び近藤日

出夫氏を任命いたしたく、土地収用法第52条第

３項の規定により、県議会の同意を求めるとい

うものであります。

よろしく御審議のほどお願い申し上げます。

〔降壇〕

○外山三博議長 知事の説明は終わりました。

◎ 一般質問

○外山三博議長 それでは、ただいまから一般

質問に入ります。

質問についての取り扱いは、お手元に配付の

一般質問時間割のとおり取り運びます。〔巻末

参照〕

質問の通告がありますので、順次発言を許し

ます。まず、内村仁子議員。

○内村仁子議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。

まず、去る３月11日、未曾有の災害となりま

した東日本大震災で、多くのとうとい命と財産

が奪われてしまいました。いまだ8,000人の方が

行方不明となっておられ、被災された皆様に心

からお悔やみとお見舞いを申し上げます。そし

て、救助、支援などに従事されました自衛隊、

警察、消防、数多くのボランティア、関係者の

皆様に心から感謝申し上げます。

先般、私は、東日本大震災の被災地に行って

きました。それはそれは大変な被災地の様子

で、その惨状には声も出ませんでした。これま

でメディアのニュースを見聞きしてはいました

が、現場の悲惨さは物すごいもので、涙があふ

れ、立ち尽くしてしまいました。今でも家族を

捜しておられる方、２階建ての屋根の上や墓の

上に車が乗っかかり、田んぼには船や車が入っ

たまま手つかずの状態でした。これは一刻も早

平成23年６月15日(水)
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い復興に日本じゅうで取り組むべきだと、ま

た、この惨状を語り継ぎ、今後の地震・津波災

害に対する認識を共有するべきだと痛感いたし

ました。

さて、平成23年６月県議会一般質問のトップ

バッターとして、これまでの地方行政に携わっ

た経験、そして、この４年間の浪人中に多くの

方々から県政に対する要望や意見を聞いてまい

りました。このことを踏まえ、しっかり県民の

代弁者を務めてまいります。今議会でも、私の

定番であります「女性の立場から生活に密着し

た小さな声も届けます」、これを基本に、身近

な問題を質問してまいります。

まず、宮崎県には、昨年から、鳥インフルエ

ンザ、口蹄疫、新燃岳の噴火による降灰と、暗

いことが次々とのしかかり、全国から「がんば

れ宮崎」の応援、御支援をいただきました。日

本人の持つ温かい心をたくさんいただき、この

ことに感謝、感謝申し上げます。そこで、壇上

からは、知事に、青い海、明るい太陽、肥沃な

大地、静かな自然環境を生かした、展望に立っ

た「スポーツランドみやざき」について、今後

の取り組み、構想をお尋ねいたします。

以上を壇上からの質問とし、後は質問者席か

らお尋ねいたします。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

「スポーツランドみやざき」の推進について

であります。本県におきましては、恵まれた気

候や充実した競技施設などを活用いたしまし

て、これまで行政と民間が協力をして、スポー

ツキャンプや合宿などの誘致に取り組んでまい

りました。その結果、毎年春のキャンプにおき

ましては、プロ野球やＪリーグを初めとする多

くのチームがキャンプを実施しておりまして、

観客やマスコミ関係者、何十万人と来県してい

ただいております。また、経済的な効果、ＰＲ

効果、これは100数十億と試算されております

が、大きな成果をもたらしているところであり

ます。これに加えて、一流選手のプレーを間近

で見ることができること、また、スポーツを通

じて、きょうの内村県議のお召し物のように気

持ちが明るくなるという効果もあるのではない

かと、さまざまな効果が期待されているところ

であります。しかしながら、スポーツキャンプ

・合宿につきましては、近年、他県との競争が

激化するとともに、県内におきましては、受け

入れ地域の偏在や春季への集中、野球、サッカ

ー、陸上が大部分を占めている、偏っていると

いう状況がございます。このため、引き続き、

誘致活動や市町村が行う基盤整備の補助など、

各種の受け入れ支援に努めますとともに、本年

度から新たに合宿補助制度を設けまして、受け

入れ地域の全県化、受け入れ時期の通年化、そ

して新たな競技種目の誘致を目指す多種目化に

も、なお一層取り組んでまいりたいと考えてお

ります。加えまして、恵まれたマリンスポーツ

環境を生かした「波旅プロジェクト」を推進す

るなど、今後とも、市町村や競技団体等と連携

を密にしながら、スポーツランドみやざきのさ

らなる展開に向けて積極的に取り組んでまいり

たいと考えております。以上であります。〔降

壇〕

○内村仁子議員 今、スポーツランドみやざき

に対して知事から答弁をいただきましたが、こ

の件に関連いたしまして、まず教育長にお尋ね

いたします。

プロスポーツの誘致により、宮崎県の生きて

いく未来があると思われます。私は宮崎自動車

道を通ってまいりますが、県外ナンバーの車が

平成23年６月15日(水)
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物すごくたくさん宮崎方面に向かっておりま

す。その施設の不備の一部についてお尋ねいた

します。先般、県総合運動公園で県民体育大会

の開会式がありました。私も参加いたしました

が、終わってから駐車場を出るのに、出口が１

カ所しかなく、35分かかりました。私の後ろに

はずっと車がまだ並んでおりました。もしかす

ると、プロスポーツ等観戦に来られる方が、こ

んなに時間がかかるのではもう行かんというこ

とになるのではないか。スポーツ観光を実施す

る上で、もっとスムーズに出るために出口をふ

やすことはできないか、お尋ねいたします。

○教育長（渡辺義人君） 県総合運動公園の駐

車場につきましては、プロ野球のオープン戦や

巨人軍のキャンプ、全県レベルでのスポーツ大

会など、県総合運動公園で規模の大きな大会等

が行われますと、相当な混雑が発生し、利用者

の皆様に御不便をおかけする状況が見られると

ころであります。このため、これまで中央駐車

場では、料金徴収所での混雑を緩和するため

に、駐車料金の先払いを行う臨時発券所の設置

や、サンマリンスタジアム西側の臨時出口の開

放などを行うとともに、主催者に対しまして

は、シャトルバスの運行や公共交通機関の利用

の呼びかけを行っていただくなど、さまざまな

渋滞対策を講じてきているところであります。

また、県土整備部や県警本部とも連携いたしま

して、国道220号のバイパスへの退出がスムーズ

となるように、バイパスに入る道路の改良や信

号の時間調整などの渋滞対策を行ってきており

ます。御指摘のありました出口の増設につきま

しては、交通安全の確保上、難しいものがある

と考えておりますけれども、県教育委員会とい

たしましては、例えば料金の収受方法、あるい

は車両の誘導方法の改善など、混雑の緩和に向

けて、関係機関との連携も図りながら、さらに

工夫してまいりたいと考えております。以上で

す。

○内村仁子議員 前向きな答弁をいただいて、

ありがとうございます。私どもも、都城から来

て、よくプロ野球観戦のはしごをいたします。

そのときに、どの球場も駐車場に大変苦慮しな

がら観戦をしております。せっかくこのスポー

ツランドみやざきがあって、プロ野球、プロ

サッカー、いろんな競技が来られるわけですか

ら、これからこのことについても十分検討をよ

ろしくお願いしたいと思います。

次は、教育行政について、学校現場での先生

方、そして保護者の方の御意見を申し上げたい

と思います。

まず、今、学校現場では、臨時の先生がたく

さんおられます。児童生徒の減少により先生の

採用数は減っているとは思いますが、どうして

臨時教師の必要性があるのか。予算削減なの

か。臨時を控えて正規教職員の採用はできない

ものか、お尋ねいたします。

○教育長（渡辺義人君） 臨時的任用講師につ

きましては、育児休業や傷病休暇等を取得して

いる職員への補充や、児童生徒数の減少による

今後の学級減への対応などのために必要な人員

を採用しているものであります。また、正規職

員の採用につきましては、児童生徒数の減少や

退職予定者数の推移、さらには職員の年齢構成

等を総合的に勘案いたしまして、今後とも計画

的な採用に努めてまいりたいと考えておりま

す。以上です。

○内村仁子議員 教育長へ再度お尋ねいたしま

す。中学校での昨年度の正規教職員の採用につ

いて、男女別に数字が挙がっておりましたら、

答弁をお願いいたします。
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○教育長（渡辺義人君） 新規採用教員につき

ましては、教師としての能力や適性を選考試験

により判定して採用を行っているところであり

ますが、その結果として、中学校における平

成22年度新規採用教員の男女別人数は、男性20

名、女性21名、それから平成23年度につきまし

ては、男性20名、女性15名であります。以上で

す。

○内村仁子議員 23年度は男性のほうが５名ほ

ど多いということで今、答弁をいただきまし

た。中学校になりますといろんな難しい問題も

出てまいります。まず、小学校になかった部活

が入ってまいります。今、ニーズの多様化で部

活も大変種目が多くなっておりまして、それに

ついていただく顧問の先生が非常に少ない。そ

して、主に外でするスポーツ競技については、

男性の先生でないと、ルールがわかっていらっ

しゃらなかったり、できない部分が多いんじゃ

ないかと思います。それで、今、中学校で臨時

の顧問の先生についてもらっておりますが、臨

時の先生は大変期間が短いものですから、同じ

部活に対して一年一年、先生がかわっておられ

ます。そうすると、生徒も保護者の方もそこで

動揺を来しております。新学期になるたびに、

今度は顧問は女の先生じゃなかろうかという声

が聞こえてくるわけですね。例えばサッカー、

ラグビー、そして野球にしましても、もし女性

の先生が顧問になられたときに─そういうこ

とはないかもわかりませんけれども─中体連

というものがありまして、中体連では顧問の先

生が入っていないと試合にも何にも出られませ

ん。小学校のスポーツ少年団になりますと、民

間の方の指導でできるんですが、中体連の場合

は、学校の先生、顧問がいらっしゃらないとで

きないものですから、どうしてもそこで男性の

先生をという保護者の要望はすごく強いものが

あります。これから先の知・徳・体の子供を育

てる教育をしていくためには、寒い真冬でも、

そして炎天下での指導も、それに耐え得る体力

を持った先生が欲しいという声があるものです

から……。もちろん、女性の先生も一生懸命し

てくださる方もありますけど、こういう種目に

ついてはどうしてもそういう声が強いものです

から、今後はこのことも参考にしていただい

て、県民が望んでおります知・徳・体の子供の

成長を見守っていっていただけたらありがたい

なと思っております。こちらのほうは要望で終

わらせていただきます。

次に、農業行政について、農政水産部長にお

尋ねいたします。

まず、みやざきフロンティア農地再生事業と

いうのを、国が平成25年度までの事業として、

耕作放棄地の解消と食料の自給率アップを目指

して、２分の１の補助を実施してまいりまし

た。県はこれに対して４分の１を上乗せしてこ

られましたが、事業者の方は、23年度について

は補助金はないということで非常に心配してお

られます。これが23年度についてどうなってい

るのか、お尋ねいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 耕作放棄地を

再生整備いたしまして、担い手に農地を集約す

るということは、本県農業の持続的な発展を図

る上では大変重要な課題であると認識しており

ます。このため、県といたしましては、平成21

年度に、国の耕作放棄地再生利用緊急対策交付

金を県担い手育成総合支援協議会に取り崩し型

の基金として造成いたしまして、耕作放棄地再

生のための助成を行ってきたところでありま

す。本年度の県上乗せ分の基金残高は約5,000万

円でございまして、昨年度末に行いましたヒア
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リングにおいて、地権者と利用者の調整が整っ

ているなど、事業実施が可能と判断した地区に

ついては、引き続き補助することといたしてお

ります。

○内村仁子議員 23年度は5,000万円の事業がで

きるということで今、答弁いただきました。こ

のことは私たちも事業者のほうへ伝えていきた

いと思います。そして、国は25年度まで事業実

施とされていますが、今、県は5,000万円の事業

で終わりのような感じを受けたんですが、県と

しては今後どのように取り組んでいかれるの

か。この事業は、国土を守り、中山間地の高齢

化の進んだ農地も再生できる事業と認識してお

ります。費用対効果での判断だけとせず、再開

発された中山間地の放棄地では農産物が見事に

育ち、近隣への農地の広がりもなされておりま

す。これは農振地域に限るということの制約も

あるんですが、日の当たらないところに日が当

たるようにする、民間活用を入れて大地を守

る、これも行政の仕事ではないかなと考えてお

ります。平成25年度まで国が行う事業に対して

県はどう対処されるか、お尋ねいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） みやざきフロ

ンティア農地再生事業によりまして、本年度も

含め約225ヘクタールの耕作放棄地の再生整備が

される見込みでありまして、県の財政的な支援

により、一定の成果を上げたものと考えており

ます。このため、今後、市町村、ＪＡ、県など

の関係機関・団体で構成いたします優良農地創

出プロジェクトチームや、コーディネーターに

よる地権者との調整、事業計画の作成の指導な

ど、事業の効果的な推進を支援してまいりたい

と考えております。

○内村仁子議員 このフロンティア事業につい

ては、今後もまた皆さんの御理解をいただきな

がら取り組んでいただきたいと思います。

次に、６次産業化についてどのようにとらえ

ておられるか、お尋ねいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 本県農業が、

将来にわたり本県の基幹産業といたしまして役

割を果たしていくためには、他産業との連携や

参入によりまして新たなビジネスモデルを創出

し、農業・農村における所得や雇用を確保して

いく必要があると認識しております。このた

め、農業者が、２次・３次産業の事業者との連

携や、みずからが加工や流通・販売の分野に参

入することにより、農産物に新たな付加価値を

生み出していく６次産業化の取り組みは、「儲

かる農業」や農村地域の雇用創出につながる大

変重要な取り組みであると考えております。こ

のため、県といたしましては、本議会に提案し

ております第七次農業・農村振興長期計画の中

で、重要な課題として位置づけ、積極的に推進

することとしているところであります。

○内村仁子議員 前向きな答弁ありがとうござ

います。この６次産業化は、疲弊していく農業

の救世主だと思っております。意欲のあるリー

ダーの育成、支援策についてどのように考えて

おられるか、お尋ねいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） ６次産業化の

推進に当たりましては、農業の枠から一歩踏み

出し、加工・販売分野にも果敢に挑戦するリー

ダーの育成が重要であると認識しております。

県といたしましては、農業改良普及センターに

おける起業型農産加工グループの育成、また、

専門家からのノウハウ提供や、商工部門との連

携による加工・販売に関する研修の実施、ま

た、商工業者との出会いの場の確保などを通じ

まして、新商品の開発や販路開拓などに積極的

に取り組む６次産業化のモデルとして、県全体
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の牽引役となるようなリーダーを育成してまい

りたいと考えております。

○内村仁子議員 リーダーの育成、よろしくお

願いいたします。

もう一つ、この意欲のある農家への担い手認

定、今、担い手認定を国のほうでなされており

ますが、この認定農家取得に関して、書類が複

雑きわまりなくて、とても農家の皆さんが書け

るものではないという声も聞いております。こ

の書類を作成するとか、そういうことの指導は

していただけないものか、お尋ねいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 認定農業者制

度のことだと思いますが、認定農業者制度は、

みずからの創意と工夫により経営の改善を図る

ための農業経営改善計画を市町村長が認定する

制度で、平成22年９月現在で9,068経営体が認定

を受けているところでございます。認定に対し

ましては、市町村、ＪＡ、県などで組織してお

ります地域の担い手育成総合支援協議会を中心

に、新規認定候補者のリストアップや農業経営

改善計画の策定支援を行っているほか、既に認

定されている方につきましては、計画の達成度

合いに応じ、新たな計画の策定を支援するな

ど、きめ細かな支援をしているところでござい

ます。この制度は、本県農業の中核を担う意欲

ある担い手の育成を図る上で大変重要な制度で

あると認識しておりますので、引き続き、関係

機関と密接な連携を図りながら、適切なきめ細

かな支援をしてまいりたいと思います。

○内村仁子議員 ありがとうございます。

続いて、東日本大震災では農作物の被害が出

ております。農林水産省のほうに問い合わせま

したところ、統計では、平成22年度の米の生産

量が、岩手、宮城、福島、茨城の４県で156

万400トン、麦で３万1,812トンあったというこ

とです。しかし、23年度は、災害により、まだ

統計の上げようがないという返事でありまし

た。未開発地等、これからの世界的な需給状況

を踏まえますと、食料危機が来ると危惧してお

ります。このことについて部長の見解をお尋ね

します。

○農政水産部長（岡村 巖君） 東日本大震災

における津波による農地の被害面積は、本県の

水稲作付面積にほぼ匹敵する約２万4,000ヘクタ

ールであると伺っており、改めて自然災害の甚

大さを感じたところであります。このような状

況の中で、世界の食料供給においても、干ばつ

や洪水などの異常気象や自然災害等が頻発して

おり、生産性の低下や不安定さが増大している

状況にございます。また、食料需要は、開発途

上国を中心とした人口増加や経済成長により、

今後とも増大することが見込まれております。

このように、将来的には食料需給の逼迫が懸念

されますことから、海外に食料の６割を依存し

ている我が国においては、食料自給率の向上が

ますます重要になるものと認識しております。

○内村仁子議員 食料危機のほうもよろしく御

検討をお願いしたいと思います。

次に、今後さらに宮崎県は、食料供給県とし

ての役割が大変大きくなると思います。この食

料の自給率アップをどのように図っていかれる

のか、お尋ねいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 国が先日公表

いたしました平成21年度の本県の食料自給率

は、カロリーベースで67％、生産額ベースで263

％と、いずれも国の40％、70％と比べ高く、特

に生産額ベースでは公表以来全国１位を維持し

ており、食料供給県としての貢献度があらわれ

ているものと考えております。今後の食料自給

率向上につきましては、飼料用稲・飼料用米の
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生産拡大による家畜飼料の自給体制の強化を図

るとともに、農地の面的利用集積や二毛作によ

る農地のフル活用や、加工・業務用野菜等の土

地利用型作物の生産拡大、また、食品残渣等の

エコフィード活用による資源循環型農業の推進

などに積極的に取り組むことにより、本県の食

料供給力を高め、ひいては国全体の食料自給率

向上に貢献してまいりたいと考えております。

○内村仁子議員 農政水産部長には多くの質問

をいたしましたが、これからもフロンティア再

生事業が大変重要になってまいります。中山間

地を含む農業政策をこれからもよろしくお願い

いたします。

次に、環境森林部長に、新燃岳の噴火による

降灰の被害状況についてお尋ねします。

降灰により、原木シイタケや林業機械につい

て被害が出ております。特にシイタケについて

は、一番いい出荷時期を迎えた春子についての

処分等が報道されました。支援策についてお尋

ねいたします。

○環境森林部長（加藤裕彦君） シイタケ生産

現場におきましては、降灰により商品価値の低

下を招いたことから、平成23年２月の追加補正

による「新燃岳降灰しいたけ被害対策事業」

で、シイタケ原木に付着した火山灰を除去する

洗浄機や、シイタケ原木を被覆するシート等の

導入を支援してきたところであります。また、

林業の現場におきましても、チェーンソーや高

性能林業機械に火山灰が侵入し、機械が故障す

るなど、作業効率の低下を招いていることか

ら、火山灰を除去するためのコンプレッサー等

の導入支援対策を今議会でお願いしているとこ

ろであります。これらの事業によりまして、シ

イタケの品質確保や作業効率の改善等が図られ

るものと考えております。

○内村仁子議員 ありがとうございました。

次は、商工観光労働部長にお尋ねします。新

燃岳の噴火による影響が出ている商業者への支

援はどうなっているのか、お尋ねいたします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） まず、降

灰の除去費用に対する支援につきましては、県

としても国に対し強く要望を行ったところであ

ります。その結果、アーケードの灰の除去など

に必要な資材の導入や、清掃作業委託等に要す

る経費に対する補助率10分の10の支援措置が講

じられることになりまして、県内でも、ブロワ

ー計20台、高圧洗浄機計10台の購入や、アーケ

ードの清掃などに活用されたところでありま

す。

また、経営面で影響を受けました県内の商業

者を支援するため、県といたしましては、これ

まで噴火発生後、速やかな金融相談窓口の設

置、被災地における中小企業相談会の開催など

による経営・金融面からの支援、また、雇用の

維持を図るための雇用調整助成金の利用促進

や、風評被害対策に取り組んできたところであ

ります。さらに、国に対し、金融支援の充実等

について要望し、その実現を図るなど、さまざ

まな対策を講じてきたところであります。

○内村仁子議員 今、ブロワーとかの購入に充

てたということで答弁をいただきました。この

新燃岳の噴火では、観光客や近隣の買い物客、

入浴客がほとんどいないということで、厳しい

状況であります。そして、中には店を閉鎖せざ

るを得なくなった事業者や、自腹で従業員の給

料を支払っている業者の方もいらっしゃいま

す。今まで3,500万円から4,000万円近い自腹を

切っての給料支払いをしておられ、また、事業

者によっては売り上げが７割落ち込んでおりま

す。温泉にしても、お客が一人も来ない。大変
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な危機を迎えております。このような商業者へ

の休業補償というのはどうなっているのか、お

尋ねします。噴火というのは災害であり、休業

補償については支援が必要であると考えます

が、県ではどう考えておられるのか、お尋ねし

ます。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） ただいま

議員がおっしゃったようなお話については、先

ほどお話ししましたけれども、中小企業相談会

の開催等の中でもそういうお話もあったという

ふうに伺っておりますが、商業者のこうむった

損失に対する直接的な休業補償というのは難し

いところであります。しかしながら、今後と

も、たび重なる災害で落ち込んだ県内の商工業

の経営安定を図るために、先ほど申し上げまし

たようなさまざまな対策を引き続き行うととも

に、観光・消費需要の喚起による地域経済の活

性化などにも積極的に取り組んでまいりたいと

いうふうに考えております。

○内村仁子議員 今、融資の相談とかそういう

のがあるということで、融資の話もしていただ

きましたが、融資については、信用保証協会の

保証料とか利息とか、そういうものがずっとの

しかかってまいります。保証人も入れないとい

けない。保証人を入れることで、また次に自分

が保証人にならないといけないという反応もあ

りまして、なかなか融資ということには、皆さ

ん、今までの事業で大変な思いをしていらっ

しゃいます。そして、固定資産税や税金の支払

いはもう目前に迫っているということで、皆さ

ん大変苦慮しておられます。けさの新聞で、本

県選出の松下新平議員が参議院の災害対策特別

委員長になられるとのうれしいニュースがあり

ました。新燃岳の降灰による被害状況は御存じ

の方でありますので、ぜひ国へ全面の支援をお

願いしてくださるように要望をいたしておきま

す。

続きまして、総務部長にお尋ねいたします。

今回の東日本大震災の状況を踏まえ、市町村が

作成するハザードマップ、これまであったハザ

ードマップにも見直しが必要ではないかと考え

ますが、県としての考えをお尋ねいたします。

○総務部長（稲用博美君） 現在、沿岸の各市

・町が作成しております津波ハザードマップ、

これは県が平成18年度に作成、提供いたしまし

た日向灘地震及び東南海・南海地震による津波

浸水予測図をもとに作成されたものでありま

す。今回の東日本大震災では、これまでの想定

を大きく超える地震、津波により甚大な被害が

生じておりますことから、本県におきまして

も、これまでの想定の見直しと、各市・町の津

波ハザードマップの見直しが必要であるという

ふうに考えております。一部の市・町におきま

しては、ハザードマップに掲載している避難場

所の見直し等に既に着手をされておりますが、

県といたしましては、まず、日向灘地震関係の

見直しを行い、さらに、国がことしの秋ごろに

示す予定とされております東南海・南海地震等

の連動発生による地震規模などの見直し結果を

踏まえ、本県としての新たな津波浸水予測図を

作成いたしまして、これらのデータを沿岸市・

町に提供することにより、津波ハザードマップ

の整備を支援してまいりたいというふうに考え

ております。

○内村仁子議員 ありがとうございます。各市

町村が指定する避難場所についても見直しが必

要ではないかと思います。そして、このこと

は、私の知り合いでＪＩＣＡの理事をしていた

方がボランティアで被災地に行かれましたが、

建築物は５階以上でないと無理だとの報告書も
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書いておられました。避難所の見直しについ

て、部長の見解をお尋ねいたします。

○総務部長（稲用博美君） 地震・津波の発生

時の避難場所あるいは避難経路につきまして

は、市町村が策定いたします地域防災計画にお

いて具体的に定めているところでございます。

今回の大震災におきましては、特に想定を大き

く超えた津波によりまして、避難所あるいは避

難経路そのものが浸水、破壊され、甚大な被害

が生じていることから、避難場所や避難経路の

見直しは喫緊の課題であるというふうに考えて

おります。県といたしましては、大震災の発生

後、３月22日に日向灘沿岸を含め全市町村に対

しまして、避難場所や避難経路についての早急

な点検と必要な見直しについて文書でお願いを

いたしますとともに、沿岸の市・町について

は、直接訪問いたしまして要請を行ったところ

でありまして、各市・町においては、順次見直

しを進めておられるところであります。

○内村仁子議員 この震災につきましては、県

民の命を守るということで大変重要な時期に

なってまいりますので、これからもあらゆる手

だてでの見直しとかを検討していただきたいと

思います。

次に、省エネ対策に絡みまして、総務部長に

お尋ねいたします。現在、県庁には何人の衛生

管理者がおられるか。本庁、出先機関に何人お

られるか、お尋ねします。この衛生管理者は、

就業者数によって配置が決められております。

その数をお尋ねいたします。

○総務部長（稲用博美君） 衛生管理者は、労

働安全衛生法及び労働安全衛生規則によりまし

て、50名以上の事業場においてその規模に基づ

き配置することとされております。知事部局に

おきましては、本庁に４名、この法令が適用さ

れます22の出先機関にそれぞれ１名、合計26名

の衛生管理者を配置しております。

○内村仁子議員 今、衛生管理者のことを答弁

いただきましたが、続いて、知事にお尋ねいた

します。現在、県庁では、昼休み時間に一斉消

灯しておられます。この昼休み消灯は各自治体

でも取り組んでおりますが、私は、昼休みにこ

の県庁の本館、１号館、２号館の各課を回って

みました。職員の皆さんは暗い中で昼休みを過

ごしておられます。部屋のつくりでは、ほとん

ど真っ暗です。一斉消灯の中での職員の健康管

理について知事はどのように考えておられる

か、お尋ねいたします。

○知事（河野俊嗣君） まず、職員の健康管理

という、これは大変重要な課題だと考えており

ます。限られた人材を最大限活用して、より効

率的で質の高いサービスを提供していく、その

上での健康管理、さまざまな形で注意を払い、

徹底を図っているところでございます。昼休み

の時間につきましては、省エネですとか経費節

約の一環といたしまして、必要な部分以外は消

灯しておるところでございます。この休憩時間

の過ごし方につきましては、県庁周辺をウオー

キングしたり、また、午後の仕事の効率を上げ

るためにということで職場内で仮眠をしたりと

―私も可能な限り仮眠をしているところでご

ざいますが―職員それぞれが創意工夫をし

て、リフレッシュ、また、その健康の維持管理

に努めているものと考えております。

○内村仁子議員 職員のウオーキング、そして

リフレッシュということで答弁をいただきまし

たが、どうして私がこの一斉消灯についてわざ

わざ知事に答弁をお願いしたかといいますと、

県庁は職員だけの建物ではない、県民ひとしく

みんなのものであるということを申し上げた
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かったからです。昼休みに県庁にお客さんが来

られたとき、あのように真っ暗では声のかけよ

うもなく、また、相談にも行きにくいのではな

いか。また、職員にとっての昼休みは、午後の

仕事への意欲を持つ時間だと思います。宮崎県

の将来をすばらしいものにしていただく大事な

シンクタンクだと思っておりますので、この一

斉消灯についても考慮いただければありがたい

なと思っております。

以前、都城市役所では、私たち衛生管理者の

資格を持つ職員のプロジェクトがつくられまし

た。職場のルクス測定、職場環境の不備調査、

職員の健康相談等を受ける会がつくられ、これ

により心の病の相談や気軽な健康会話もできる

ようになりました。このようにして、ぜひ衛生

管理者の活用を─26人おられるわけですか

ら、これは要望をいたしたいと思っておりま

す。

質問がたくさんですけれども、次に環境森林

部長に、新エネルギーとしての木質バイオマス

をどのようにとらえておられるか、お尋ねいた

します。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 木質バイオマ

スですけれども、木質バイオマスは、その発生

形態によりまして、未利用間伐材などの林地残

材や製材工場で発生する製材残材、それから建

設廃材などがあります。これらの木質バイオマ

スは再生可能エネルギーでありまして、石油な

どの化石燃料にかわる新エネルギーとして、木

材乾燥用の熱源やバイオマス発電に有効活用す

ることは、地球温暖化防止の観点から極めて重

要であります。本県は、県土の76％が森林であ

り、豊富な森林資源を有していることから、今

年度からスタートした県の森林・林業長期計画

でも、木質バイオマスの利用促進と用途拡大に

取り組むこととしております。

○内村仁子議員 バイオマスのとらえ方につい

て答弁いただきました。本県の木質バイオマス

の活用の状況について、再度お尋ねいたしま

す。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 本県では、１

年間に木質バイオマスが約87万トン発生してお

りまして、そのうち約26万トンが利用されてい

るところであります。主な利用用途としまして

は、製材残材や建設廃材は、製紙用チップや木

材乾燥用のボイラー燃料として活用され、ま

た、樹皮やおが粉は、堆肥や畜産用の敷料とし

て活用されているところであります。一方、林

地残材につきましては、これまでほとんど活用

されていない状況にありましたが、門川町や小

林市で木質ペレット工場が相次いで稼働しまし

たことから、発電燃料などとして新たな活用が

進むものと考えております。

○内村仁子議員 今、この木質バイオマスがペ

レットにより活用されているということを答弁

いただきました。私は、以前、群馬県に調査に

行ってまいりました。群馬県では、平成13年度

から木質バイオマスの検討委員会が立ち上が

り、温泉施設での暖房とかそういうのに全部ペ

レットが使われておりました。市議会でもこの

ことをずっと申し上げましたが、まだ当時は、

木質バイオマスとかペレットということが話題

に上っていなくて、そのままになりましたけれ

ども、国では、林野庁で平成14年度から19年度

の事業として、国の補助２分の１でその事業が

なされました。そして、16年度には10億5,900万

円の予算化がされておりました。残念ながら、

このときに宮崎県では利用申請がなかったとい

うことで─私は、県内の材木の関係の方と群

馬県に視察に行ってまいりましたが、そのこと
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もなかなか受け入れられなくて─15年度、16

年度とも、これだけの予算、10億5,900万円が林

野庁のほうではなされていたわけです。今はも

うボイラーにペレットが使われるようになって

おりますが、これから先、新エネルギーとして

の木質バイオマス、宮崎県には、林業が盛んで

杉の皮とか木材廃材、こういうものがたくさん

あって、この処理に業者の方は大変苦慮してお

られます。これから先、原子力による発電がな

かなか厳しいときに、こういう新エネルギーが

あるということで、この環境が整っている宮崎

県での木質バイオマスの検討をこれからも入れ

ていただいて、そして、各市町村と連携しなが

ら、木材業者の救世主みたいになっていけたら

いいんじゃないかなと思っております。今、都

城の木材業でも、材木の乾燥用として重油を使

われているところもまだありますし、自分の会

社の廃材を使っておられるところもあります。

しかし、こういう杉の皮とか、捨てればごみ、

使えば資源ですけれども、こういうものを使い

ながらの新エネルギーがあるということで、こ

れからもよろしくお願いしたいと思っておりま

す。

質問が多項目にわたり、多くなりましたけれ

ども、これからも県の皆様方の御健闘をよろし

くお願いいたしまして、私の今議会での一般質

問を終わります。ありがとうございました。

（拍手）

○外山三博議長 次は、有岡浩一議員。

○有岡浩一議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。１年生議員であります、郷中の会の

有岡でございます。まず、紹介をさせていただ

きますが、郷中とは、薩摩藩の教育法として400

年の歴史を持つ郷中教育を言います。武士道の

義を実践せよ、うそを言うな、弱い者をいじめ

るな、心身を鍛練せよなど、先輩が後輩へ指導

する教えです。起源は島津義弘17代藩主と言わ

れ、えびの市の木崎原の戦いや飯野城、飫肥城

などにゆかりのある人物です。ぜひ、郷中の精

神に学び、若い世代を育て、よりよい宮崎をつ

ないでいくことを目指してまいります。

まず最初に、20年後の宮崎の将来像として、

宮崎県総合計画「未来みやざき創造プラン」が

本年３月に策定され、県広報誌６月号で広く紹

介されました。このことから、今、県政に携わ

る私たちは、20年後の宮崎県の暮らしや産業に

責任を負うこととなります。大変身の引き締ま

る思いです。さらに、今議会には４年間のアク

ションプラン（案）として、10の重点施策を設

定し、県民の皆さんと一緒に豊かさへの挑戦が

始まります。

そこでまず、課題として人口減少が挙げられ

ます。人口統計では、20年後、県内は全体で

約15万人が減少し、100万人を割り込む見込みで

す。地域によっては３割以上の人口減少が予想

されます。そこで、宮崎県として取り組むべき

最重要課題は、安心して働ける雇用の場の確保

であり、安心して生活できる環境を構築するこ

とです。このことを念頭に質問いたしますの

で、明快な答弁を求めます。

まず、新エネルギー戦略について知事にお尋

ねいたします。

本県では、みやざきソーラーフロンティア構

想など、新エネルギー先進地づくり戦略として

宮崎モデルを目指しています。その中でも、地

域型スマートグリッド（賢い電力網）の実現

は、自然エネルギーを安定的に利用するために

必要なシステムであり、世界各国が注目してい

る技術です。日本企業でも、現在、海外を初

め、実用化に向けた実験を行っています。さら
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に、今後、蓄電池等の技術が確立されると、新

エネルギーへの転換が加速されます。そこで、

本県においても、新エネルギー先進地づくり戦

略として、蓄電技術やスマートグリッドの実現

に取り組み、環境に優しい宮崎県として、新し

い産業の創出のチャンスと思いますが、見解を

お尋ねいたします。

以下は、質問者席にて質問いたします。（拍

手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

新エネルギーの普及拡大に必要な新たな取り

組みについてであります。我が国ではこれま

で、地球温暖化対策の観点から、太陽光や太陽

熱、バイオマスなど、新エネルギーの普及拡大

が図られてまいりましたが、今回の東日本大震

災の状況を踏まえ、今後さらなる取り組みが必

要になると考えております。本県におきまし

て、太陽光を利用したソーラーフロンティア構

想に取り組んでおりますことは、御指摘のとお

りであります。しかしながら、太陽光発電など

の新エネルギーにつきましては、電力供給が不

安定であるなどの課題もありまして、新エネル

ギーを普及拡大させていく上では、蓄電技術の

向上や、ＩＴ技術を活用して電力の需給を調整

し安定して電力を供給するスマートグリッドの

導入というものは、大変重要な課題であると認

識をしております。

このようなことから、今議会に提案をしてお

りますアクションプランにおきましては、「環

境・新エネルギーの先進地づくり」を重要テー

マの一つに掲げて、地域資源を生かした新エネ

ルギーの普及・開発を推進していくこととして

おります。その中で、蓄電技術の活用や、本県

におけるスマートグリッドの導入可能性などに

つきまして、民間とも連携しながら検討を進め

てまいりたいと考えております。以上でありま

す。〔降壇〕

○有岡浩一議員 今、知事から答弁をいただき

ました。先月５月６日の記事にございました

が、宮崎大学工学部の研究グループと企業との

合同研究で、薄膜太陽電池等で期待される低抵

抗酸化亜鉛を薄膜形成する技術を開発し、実用

化が視野に入ったとの記事がありました。これ

らの事業転換へのスピードが求められると思っ

ております。そこで、経済活性化のための企業

誘致についてお尋ねいたします。新エネルギー

利用技術の確立を見据え、「新エネルギー先進

地」というテーマを明確にし、関連企業などへ

の働きかけを戦略的に取り組み、雇用の創出に

つながる「宮崎モデル」の企業誘致や受け皿づ

くりを積極的に進めるべきと考えますが、商工

観光労働部長の見解をお伺いいたします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 企業立地

の推進につきましては、次世代の成長が期待さ

れる太陽電池等を初めとする新エネルギー関連

産業を重点産業の一つと位置づけております。

県内には既に、太陽電池や蓄電池関連企業、バ

イオマス関連企業などが立地しており、また、

産学官による太陽電池関連産業振興協議会を設

置し、県内企業の関連産業への参入促進や人材

育成などを支援しているところであります。今

後とも、積極的な企業誘致や受け皿づくりに努

め、新エネルギー関連産業のさらなる集積を

図ってまいりたいと考えております。

○有岡浩一議員 昨夜、「原発に頼らない社会

へ」という本を読んでおりましたら、このスマ

ートグリッドの話題がございましたので、御紹

介いたしますが、アメリカのオバマ大統領が、

「アメリカはスマートグリッドを推進している



- 26 -

平成23年６月15日(水)

のに、それに使われる装置は日本製の品ばかり

である」という不満をおっしゃったそうです。

スマートグリッドに関する技術、さらに自然エ

ネルギー技術というものは、最先端を走ってい

るわけであります。これまで日本では積極的で

なかったわけですが、これから大いに躍進する

分野だと思っております。日本におきまして

は、これまで宝の持ち腐れであったものです。

しかし、これからは着目され、大いに技術が進

歩してまいります。そういった分野の中で、企

業がこれから準備をしてまいります。しっかり

と準備をして、スピード感ある企業誘致に取り

組んでいただきたいと要望しておきたいと思い

ます。

次に、中小企業の競争力の強化についてお伺

いいたします。

新製品の開発や技術革新は、今後さらに進ん

でまいります。特に、宮崎県産業支援財団にお

いて、産官学連携推進や、ものづくり産業新製

品開発支援の成果も上がっておりますが、中小

企業の競争力において最も力を要するのは、販

路開拓や拡大の販売戦略です。今後の本県にお

ける販路開拓支援についての取り組みについ

て、商工観光労働部長に再度お伺いいたしま

す。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 企業の研

究開発や産学官連携の成果であります新製品等

の販路拡大は、売り上げの向上に直接結びつく

ものであり、企業が発展する上でも、また、新

事業を創出していく上でも、大変重要なもので

あると考えております。このため、県では、産

業支援財団を通じて、マーケティングや販売戦

略に精通したコーディネーター等による相談を

行っておりまして、平成22年度で見ますと、214

件の相談に対応しているところであります。ま

た、ものづくり産業新事業展開支援事業や、み

やざき農商工連携応援ファンドを活用いたしま

して、多くのバイヤーが新製品等に触れる機会

であります展示会等への出展経費を助成するな

ど、販路拡大を支援しているところでございま

す。

○有岡浩一議員 ただいま答弁をいただきまし

た県産品の商品ができ上がった際には、ぜひと

も利用促進のために、一番の県産品の応援団で

あります県民の皆様方に周知をしていただき、

認証制度など工夫していただくことを要望しま

して、次の質問に入りたいと思います。

次に、情報通信格差の是正についてお伺いい

たします。

中山間地域において、若い世代の定住条件と

して、道路などのインフラ整備以上に、ブロー

ドバンド環境や携帯電話などの情報通信環境が

求められています。特に若い世代の方は、ぜひ

こういった環境を整備してほしいという声を

伺っております。そこで、県内の整備状況と今

後の対応について、県民政策部長にお尋ねいた

します。

○県民政策部長（渡邊亮一君） まず、携帯電

話につきましては、県ではこれまで、携帯電話

会社による事業化が困難な中山間地域を対象

に、国や県の補助事業を活用しまして整備を促

進してきたところでございます。その結果、携

帯電話の利用可能世帯は、平成22年度末で

約99.7％となっております。次に、ブロードバ

ンドでございますが、ブロードバンドは、電話

回線を利用するＡＤＳＬや光ケーブルなど、高

速でインターネット等を利用できる通信回線で

あります。これまで民間事業者により、その整

備が進んできましたが、近年では、市町村にお

いても、国の補助制度を活用しまして、ケーブ
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ルテレビ網の整備とあわせてブロードバンドの

整備に取り組む例がふえておりまして、平成23

年５月１日現在で、県内の全世帯の約99％が利

用可能となっております。

携帯電話、ブロードバンドともにサービスが

利用できない地域のほとんどが中山間地域にあ

りますが、これらの整備は、県民の利便性の向

上はもとより、産業の振興、災害時の緊急の連

絡手段としても重要でございますので、今後と

も、国や市町村、通信事業者と十分連携すると

ともに、情報通信技術の動向等にも目を配りな

がら、その整備促進に取り組んでまいりたいと

考えております。

○有岡浩一議員 ただいま答弁がございました

ように、携帯電話の利用で0.3％、ブロードバン

ド整備におきましてはあと１％と、もう少しで

はございますが、大変難しい地域が残っている

と認識しております。どうぞ今後とも整備促進

に御尽力いただけたらと思っております。

続きまして、関連しまして、地上デジタル放

送についてお尋ねしたいと思いますが、７月24

日ということで残り40日と迫っております。ひ

とり暮らしの高齢者など、円滑な移行に向けて

どのように取り組みをされているのか、再度、

県民政策部長にお尋ねいたします。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 地上デジタル

放送への移行につきましては、これまで、国や

ＮＨＫ等におきまして、ＰＲはもとより、共聴

施設の改修あるいは経済的弱者に対するチュー

ナーの無償配布などの対策・支援が行われてお

ります。７月24日の移行を間近に控えまして、

地デジボランティアや、地デジコールセンター

が大幅に充実されており、全国的にも推進体制

が強化されておりますが、県内でも、市町村の

臨時相談窓口の設置や、1,000人規模の地デジボ

ランティアが高齢者宅を訪問するなどの取り組

みが展開されているところでございます。な

お、これらの相談窓口や地デジチューナー配布

等の支援策につきましては、７月24日以降も柔

軟に対応すると聞いているところでございま

す。県におきましては、昨年４月から、地上デ

ジタル放送相談員１名を雇用しまして、市町村

や県民からの相談に対応するとともに、県政番

組等を通じてＰＲに努めているところでござい

ますが、今後とも、国や市町村、関係機関と連

携して、円滑な移行が図られるよう対応してま

いりたいと考えております。

○有岡浩一議員 ただいま答弁いただきまし

た、24日以降もそういった事例が出てきたとき

には対応していただけるということで、ぜひ県

民の安心という部分でも準備をし、対応してい

ただければと願っております。

次に参ります。公共交通の整備についてお尋

ねいたします。

人口減少に伴い、路線バス廃止など交通空白

地帯がふえております。市町村においては、特

に高齢者の安心して生活できる生活交通手段の

確保が求められております。県外では、路線バ

ス、コミュニティバス、乗り合いタクシーを組

み合わせる自治体もありますが、実態はさまざ

まです。宮崎県としても、公共交通の整備につ

いて市町村と連携し、一緒に考え、地域に合っ

た公共交通の整備が求められております。そこ

でまず、利用者の立場では、ドアからドアの利

便性が理想です。また、地元企業の既存の交通

機関の育成、さらには、利用促進による地域商

店街や健康増進など相乗効果が期待されるデマ

ンドタクシーの実用化が有効だと考えますが、

県民政策部長の見解をお尋ねいたします。

○県民政策部長（渡邊亮一君） デマンド方式
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の導入につきましては、御質問にありましたタ

クシーの活用を含め、現在、県内では６つの市

町村において実施されているところでございま

すが、運行コストの縮減や利便性の向上等に効

果的な方式であると考えているところでござい

ます。このため、県では今年度から、デマンド

方式など新しい地域公共交通に係る実証実験等

に取り組む市町村を支援する事業を実施するこ

ととしております。今後とも、国、市町村等と

連携しまして、持続可能な地域公共交通ネット

ワークの確立に努めてまいりたいと考えており

ます。

○有岡浩一議員 どうぞ、デマンド方式を含め

ていろいろな方策があると思いますので、人口

減少対策の面からも、交通空白地帯解消へ向

け、市町村、さらには利用者の皆さん方との話

し合いを通じて連携を進めていただき、安心し

て生活できる環境整備のためにも御尽力賜りた

いと思っております。

次に、きずな社会の再生についてお尋ねをし

てまいります。

３月の東日本大震災を受け、全国各地でボラ

ンティア活動や義援金活動など、一人一人が考

え、できることから始めようという意識が高

まっております。本県においても、口蹄疫以

降、全国から励ましをいただき、復興へ向けて

の元気と勇気をいただきました。そこで、県内

において、ボランティア意識の高揚のために現

在どのような取り組みが行われているのか、県

民政策部長にお尋ねいたします。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 本県では、県

社会福祉協議会が運営するボランティアセンタ

ーにおきまして、県の出捐金により設置したボ

ランティア基金や補助事業を活用しまして、ボ

ランティア活動への理解・関心を深めるための

広報啓発事業等を実施しているところでござい

ます。具体的には、７月から９月までを「みや

ざきボランティア体験月間」としまして、県民

の皆様にボランティア参加のきっかけとしてい

ただけるよう、介護ボランティアなどさまざま

な活動が体験できるプログラムを提供している

ところでございます。また、テレビ・ラジオ等

のメディアでボランティア活動を広く紹介しま

して、若者の関心・活動参加を促すなどの取り

組みを行っているところでございます。今後と

も、県民のボランティア活動の促進に努めてま

いりたいと考えております。

○有岡浩一議員 今後のボランティア活動が一

過性のものではなく、継続していくためにも、

活動分野、受け皿づくりを広げていくことが必

要だと考えております。ぜひ県ボランティアセ

ンターを中心に、市町村連携で広めていただく

ことを要望いたしておきます。そのことで、子

供たちから高齢者の皆さん、男女を問わず幅広

く触れ合う中で、地域のきずなが強くなると信

じております。

次に、４月１日現在、知事部局、教育委員

会、警察官など、１万7,519名の県職員の方々が

いらっしゃいます。職員の皆さんは、事務処理

や課題解決能力は大変すぐれていらっしゃいま

す。その中で、職員がボランティアなどの地域

活動に参加することで、地域という現場の声を

聞き、現場の課題やアイデアが見つかるなど、

期待をするものです。職員の皆さんが県民の一

人として、きずな社会のリーダーとして、ボラ

ンティア活動に積極的に参加すべきと考えます

が、知事の見解をお尋ねいたします。

○知事（河野俊嗣君） 重要なポイントであり

まして、私は、地域のきずなを深めることが今

後の県づくりにおいて大変重要であると考えて
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おりまして、県職員も、一県民として率先して

ボランティア活動や自治会、ＰＴＡなどのさま

ざまな活動に参加し、地域づくりに貢献してほ

しいと考えているところであります。また、こ

のことは、県職員としてタコつぼに入ってしま

うのではなしに、地域に飛び出していって地域

の実情を把握し、県民の視点に立った職務を行

う観点からも、大変有意義なことだと考えてお

ります。私ごとながら、私も子供の通う学校で

今、おやじの会に入っておるところでありま

す。宣伝部長を務めておるところでございま

す。本県では、平成20年３月に「職員力地域貢

献推進指針」を策定いたしまして、職員が地域

活動に参加しやすいよう、意識啓発や情報提供

などに取り組んでいるところであります。例え

ば、「中山間盛り上げ隊」などでは、現在、登

録されている280名のうち２割の56名を県職員が

占めている。また、消防団に入っている職員

も30名程度おるというような状況でございま

す。今議会で提案しております行財政改革プラ

ンの中でも、「県職員の地域活動の参加促進」

というものをテーマの一つとして掲げておりま

して、今後とも、職員の参加意欲を高めるため

の取り組みを進めてまいりたいと考えておりま

す。

○有岡浩一議員 知事のほうから答弁いただき

ましたが、おやじの会の情報とか、また私自身

も現場主義ということを申し上げております。

現場の声を持ち寄って議論していくことが大切

だと思っております。

その中で、１つ御紹介いたしますが、若者の

ボランティア活動としまして、大学生が中心で

つくる宮崎ヤングボランティア協議会が昨年結

成され、防犯キャンペーンなどに取り組んでお

ります。どうぞ郷中の精神で若い人たちを育て

ていただきたいと思っております。

そこで、ボランティア活動を含め、きずな社

会を再生するためには、一歩踏み出す勇気が必

要です。みやざき行財政改革プランの中では、

県庁総力戦として、県民本位の行財政改革を推

進するとあります。２月の議会では既に「知事

等の給与の特例に関する条例」が可決し、知事

が給与を20％減額しております。そこで、私

も、５月１日交付決定の23年度政務調査費11カ

月分を、来年全額返納させていただきたいと

思っております。もちろん、議員として必要な

研修や自己研さんは議員報酬等から捻出し、現

場の声を今後とも伝えてまいります。めり張り

のある県政運営のためには、県庁総力戦で一緒

に身を削るとともに、先行投資である戦略的事

業には大いに投資すべきと考えるからでござい

ます。

さらに、温故知新という先人とのきずなも大

切です。宮崎県平和祈念資料展示室が宮崎県遺

族会館１階にあります。知事も行かれたことが

あると思いますが、今年10年目を迎えます。県

民の皆さんもぜひ、平和を語り継ぐ場として、

先人とのきずなを確かめるために足を運んでい

ただきたいと思っております。

次に、生活保護と自立支援についてお尋ねい

たします。

２月の定例議会の先輩方の質問と重複します

が、再度お尋ねをいたします。生活保護世帯が

増加している中で、福祉事務所やケースワーカ

ーの対応は十分か、福祉保健部長にお尋ねいた

します。

○福祉保健部長（土持正弘君） お話のとお

り、近年、本県の生活保護世帯数も、全国と同

様に増加傾向にございまして、平成22年度の月

平均の生活保護世帯数は１万1,976世帯で、前年
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度に比べ964世帯､8.8％の増加となっておりま

す。このため、各福祉事務所において、生活保

護を担当するケースワーカーの人員の確保に努

めるとともに、生活保護世帯に対しまして、訪

問調査や関係先調査等を適宜適切に行い、世帯

の実情に応じた指導助言に努めているところで

ございます。県といたしましては、今後とも、

ケースワーカーの研修を行い、その資質向上に

努めるとともに、各福祉事務所に対する個別ケ

ースについての指導助言や指導監査等を通じま

して、生活保護の適正実施を図ってまいりたい

と考えております。

○有岡浩一議員 年々、生活保護世帯がふえつ

つあるという報告でありますし、これからもふ

える可能性が高いと感じております。３月時点

では全国で200万人を超えたというふうな話がご

ざいましたが、最後のセーフティネットとし

て、この部分の自立に向けた取り組みが必要だ

と思っております。そこで、稼働年齢層への自

立支援と、ハローワークとの連携とその成果に

ついて、再度福祉保健部長にお尋ねいたしま

す。

○福祉保健部長（土持正弘君） 御質問にあり

ました、稼働年齢層で就労可能な人に対しまし

ては、各福祉事務所におきまして、就労支援員

を配置して、ハローワークと連携しながら支援

に努めているところでございます。平成22年度

は108名が就労を開始しております。厳しい雇用

・経済情勢の影響もあり、就労開始に至るには

難しい状況もございますけれども、引き続き、

ハローワークと連携をいたしまして、自立支援

に努めてまいりたいと考えております。

○有岡浩一議員 生活保護という点で考えたと

きに、実は、大阪では、生活保護受給者に生活

サービスを提供し、その反面、高額の利用料を

徴収するという貧困ビジネスというものがあり

ましたが、大阪府では事業活動を規制する条例

を制定しております。今後とも、このようなビ

ジネスが根絶できるよう実態を注視していただ

くとともに、今後、稼働年齢層の増加が見込ま

れる中で対応できるように、パーソナルサポー

トサービスとして、寄り添い型のパーソナルサ

ポーターの育成も検討していただくことを要望

いたします。

次に、農産物の危機管理についてお尋ねいた

します。

まず、海外において遺伝子組み換え作物が導

入された地域で、既存作物にいろいろな影響が

出ており、安全性が懸念されております。そこ

で、食料増産に向けた遺伝子組み換え作物の導

入について、宮崎県としての見解を農政水産部

長にお伺いいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 遺伝子組み換

え作物の取り扱いにつきましては、生物多様性

を確保するためのカルタヘナ法や、食品として

の安全性を確保するための食品衛生法などに基

づき、既存生物への影響がないことや、また、

食品としての安全性が確認されたもののみを国

が承認するという仕組みになっております。現

在、カルタヘナ法に基づき、日本国内で栽培が

認められているのは10品目、155品種となってい

ますが、商業栽培されているのは、カーネー

ションとバラの２品目のみであり、食用に供す

る作物や家畜の飼料の栽培は行われていないの

が実態でございます。これは、遺伝子組み換え

作物に対する消費者の不安がある中で、生産サ

イドにおいても、既存作物との交雑や混入につ

いて不安が払拭されていないこと等によるもの

と考えております。遺伝子組み換え作物は、世

界的な食料問題や、また、地球規模での環境問
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題の解決に貢献する可能性を秘めております

が、県といたしましては、現状では、先ほどの

ような状況もありますので、慎重に対応してま

いりたいと考えております。

○有岡浩一議員 ぜひ、この分野につきまして

は慎重に対応していただきながら、今後の農業

のあり方について、再度一つのテーマとして検

討していただきたいと思っております。

また、関連しまして、危機管理の中で近年、

一つの例ではございますが、キュウリのＭＹＳ

Ｖなど、難防除病害虫が発生する現状がござい

ます。対策として、地域全体で取り組む一斉防

除などが重要と考えておりますが、宮崎県とし

ての取り組み状況を、農政水産部長に再度お尋

ねいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） これまで病害

虫の防除につきましては、化学農薬による防除

に加えまして、粘着板等の物理的防除や天敵を

活用した生物的防除など、総合的な対策の普及

に努めてまいりました。しかしながら、近年、

ミナミキイロアザミウマが媒介するキュウリ黄

化えそ病、いわゆるＭＹＳＶなど、生産者個々

の取り組みだけでは防ぐことが難しい、いわゆ

る難防除病害虫の防除対策が産地の大きな課題

となっております。現在、農業改良普及センタ

ーを中心にプロジェクトチームを組織し、品目

横断的な一斉防除や地域ぐるみの一斉草刈りな

どの実施により、一定の成果を上げている地域

もございます。したがいまして、地域全体で取

り組む防除対策を、ＪＡ等関係機関と連携しな

がら、県下全域で推進してまいりたいと考えて

おります。

○有岡浩一議員 今、答弁をいただきました、

地域ぐるみで一斉草払いなどをするという地域

力がこれからは求められていると、そのように

理解しております。その中でも宮崎県におきま

して、昨年３月作成の営農支援課のリーフレッ

トの中でも紹介されておりますが、２年連続、

宮崎県の普及指導活動事例が全国大会で発表さ

れ、高い評価を得ております。難防除病害虫対

策としまして、本県は、ＩＰＭ（総合的病害虫

防除）やＩＣＭ（総合的作物管理）など、全国

的にも先進県と伺っております。生産者として

は大変ありがたいことでございます。その中で

も、最も基礎となる土をつくるという土づく

り、そして施肥やかん水などの栽培技術、こう

いったものが前提である中で、宮崎県は、元気

な圃場づくりのための堆肥も各地にあり、大変

恵まれております。綾町の故郷田実氏は、「本

物とは、自然を壊さず、地球を汚さないでつ

くったもの、自分の良心に訴えて恥ずかしくな

いもの、人をだまさないもののことである」と

言われました。全国一安全・安心な食料基地宮

崎県を目指して、今後とも、関係者と一緒に努

力していただきたいと思いますし、私も、農政

水産発展のためにも今後とも提案を申し上げた

いと思っております。

最後に、食育の推進でありますが、自分でつ

くる「弁当の日」への取り組みについて、教育

長にお尋ねいたします。

私自身、現役の子育て世代であります。家の

中で出番や仕事がほとんどない子供たちにとっ

て、今回の自分でつくる「弁当の日」は、家事

に参加でき、食育を推進するすばらしい取り組

みになると思います。そこで、今回の趣旨や効

果について、教育長の事業導入への思いをお伺

いいたします。

○教育長（渡辺義人君） 「弁当の日」は、子

供が自分自身で献立を考え、材料をそろえ、調

理をし、後片づけまでして弁当箱に詰めて、そ
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していただくという一連の活動を通して、自分

の食を自分で考えていくために必要な実践力を

培う取り組みであります。この取り組みにより

まして、子供たちにとりましては、活動の過程

で、食事をつくることの大変さを実感し、毎日

の食事や食材、家族や生産者等への感謝の心を

持つとともに、任され、褒められることによっ

て自立心もはぐくまれるものと考えておりま

す。また、保護者にとりましては、親が一切手

を出さないという約束事でありますが、口も出

さず手も出さないでただ見守る。つらいことで

はありますけれども、その大切さに気づき、子

供とともに成長する機会となり、あわせまし

て、一家団らんや家族のきずなが深まり、さら

には、地域産物や地域の食文化等に対する関心

が高まるなど、さまざまな効果が期待できるも

のであります。私は、「弁当の日」の取り組み

には、みずから考え、判断し、表現する力な

ど、子供たちにとって今、最も必要とされてい

る力、「たくましく生き抜く力」を培うための

教育的要素がすべて含まれていると考えており

ます。また、昨今、家庭や地域の教育力が低下

していると言われておりますけれども、そうし

たものを復権させるという意味におきまして

も、意義深い取り組みではないかと考えており

ます。

現状でありますが、１年ちょっとぐらい前ま

では、実践校数は宮崎県内４校ぐらいでありま

したが、この１年余りでかなりふえてまいりま

して、県内の小中学校及び県立学校合わせて152

校が「弁当の日」に取り組んでおりまして、実

践校数としては全国最多となっている状況であ

ります。全県的な広がりを目指しまして、さら

なる啓発・普及に努めてまいりたいと考えてお

ります。以上です。

○有岡浩一議員 この「弁当の日」という新し

い取り組みの中で、子供たちに自信が芽生えて

くることを期待しておりますし、県民の財産で

ある子供たちの健やかな成長を見守りながら、

私自身も親として少しずつ成長させていただけ

ることに感謝申し上げまして、私の質問を終わ

ります。（拍手）

○外山三博議長 以上で午前の質問は終わりま

す。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時25分休憩

午後１時０分開議

○外山三博議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

次は、河野哲也議員。

○河野哲也議員〔登壇〕(拍手） こんにちは。

公明党県議団、河野哲也でございます。

３月11日に発生した東日本大震災により亡く

なられたお一人お一人の御冥福をお祈りすると

ともに、御遺族の方々にはお悔やみを申し上げ

ます。そして、被災された皆様、福島原発の事

故により避難されている皆様に、心よりお見舞

いを申し上げます。

３カ月たとうとしているのに、このありさま

は何だ。６月１日、私は重松県議とともに、宮

城県石巻市雄勝町、20世帯あったはずの波板地

区に、瓦れき撤去のボランティアに参加させて

いただきました。この時点でまだ、この地域に

はだれも撤去作業に入っていない状況でありま

した。覚悟はしていたのでありますが、目の前

に広がる光景に愕然といたしました。私たち

は、40名の参加者とともに、浜に打ち上げられ

ている瓦れきの撤去を黙々と始めました。地元

の人も一緒に作業を始めましたが、最初は、か
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ける言葉もありませんでした。そのお姿を見た

とき、怒りだけが込み上げてきました。その怒

りを瓦れきにぶつけている自分がありました。

政府の対応の遅さです。口蹄疫での政府対応の

遅さを思い出してしまいました。大震災の復旧

作業、被災者生活支援、復興計画、さらに東京

電力福島第一原子力発電所の事故に対して、菅

総理は何一つ十分なリーダーシップを発揮する

ことなくここまで来ています。大震災からの復

旧・復興作業で大事なのは、非常事態でのスピ

ード感であります。

山内昌之東京大学教授が「危機のリーダー

シップ」との演題で講演した内容を、少し長く

なりますが、引用させていただきます。

今回の東日本大震災、それから平成７年の

阪神・淡路大震災、さらに私たちの祖父や

父の代の大正12年関東大震災、いずれも歴史

的に見ると一つの特徴があります。それは端

的に申し上げると、政権基盤がすこぶる弱い

内閣の時代にこうした大震災が起きたという

ことです。

関東大震災は、加藤友三郎首相の急死後、

後継の山本権兵衛総理が組閣していくタイミ

ングで、権力の真空的な状態で起きました。

いずれにしても、関東大震災は政府が不在の

タイミングで起きたのですが、それでもわず

か５日後には、あの後藤新平が「帝都復興の

議」を提案し、復興院をつくって強烈なリー

ダーシップを発揮して東京の再建を進めまし

た。

阪神・淡路大震災の場合は、違うリーダー

シップのあり方でありました。当時は村山富

市社会党党首を首班とする自社さ連立政権で

した。率直に言って危機管理体制も十分に整

備されていなかった。したがって、村山総理

にもお気の毒な面があったと思いますが、テ

レビで危機の発生を知ったということであり

ます。ですから、初動が非常に遅くてリーダ

ーシップが弱かったという批判が寄せられま

した。しかし、村山総理は非常に謙虚であり

ました。村山さんは、大震災３日後に小里貞

利氏―あのハーレーダビッドソンの―を

震災担当大臣に任命し態勢を立て直しまし

た。それから、できる官僚を信頼し、自民党

の仕事師たちに対応を託しました。そして、

震災の問題にめどが立った後、村山さんは責

任をおとりになって辞職し、政権を自民党に

返したわけです。

と語られています。

そして菅総理については、山内教授は、

「「政治主導」という言葉と「脱官僚」という

情念に呪縛されているのではないか。手足とし

て働くべき官僚機構との連携がとれずに、首相

に連なる縦の指揮命令系統も不全に陥っている

というのが現実だ」と明言しています。

公明党が大震災直後から提案してきました

「復興庁」の設置、復興担当大臣の任命の実現

のために、早期の第２次補正予算成立のため

に、私たちは、危機感も責任感も統率力もない

この人物に、総理として復興支援の陣頭指揮を

とらせるべきではないと思っております。そこ

で、「常在危機」という意識で県政を担ってお

られる知事に、真のリーダーシップとは何か、

まずはお伺いし、壇上からの質問として、後は

質問者席で行います。(拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

危機発生時のリーダーシップについてであり

ます。今回の東日本大震災によりまして、改め

て危機管理のあり方が問われております。気に
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なっておりますのが、「想定外」という言葉が

飛び交っているということでございます。確か

に、未曾有の規模の地震・津波に原発事故が重

なるという、かつてない大規模複合災害であっ

たかもしれませんが、最悪の事態の発生にも備

えておくことこそが危機管理の基本ではないか

と考えておるところでございます。一たび危機

事象が発生した場合におけるリーダーシップ、

ポイントは３点あると思っておりますが、１つ

目としましては、最悪の事態を想定して、それ

を前提にその回避に全力を挙げることでありま

す。２つ目といたしましては、可能な限り情報

収集・集約いたしまして、具体的な対応方針、

その道筋というものを明確かつわかりやすく示

すこと。３つ目といたしましては、迅速かつ最

大限に組織力を発揮させていくこと、このよう

なことではないかと考えております。

今、御指摘がありましたように、私は就任し

た日に、県職員に対しましては、「常在危機」

という意識、常に危機の中にあるという意識を

持って臨んでもらうよう訓辞をしたところでご

ざいます。本県は、未曾有の被害をもたらした

口蹄疫、鳥インフルエンザ、そして新燃岳の300

年ぶりの大噴火という経験を踏まえまして、改

めて危機管理全般について一から見直す必要が

あると考えております。県政を預かる者としま

して、危機事象の発生時にはリーダーシップを

存分に発揮できるよう、日ごろから研さんに努

めてまいりたいと考えております。以上であり

ます。〔降壇〕

○河野哲也議員 県政のリーダーとして、どう

かよろしくお願いいたします。

防災力強化についてお伺いいたします。

まずは、宮崎県地震防災戦略策定事業につい

てお伺いいたします。今、全国どこの自治体も

災害対策の見直しに取り組んでおられると思い

ます。その際必要なのが、「見直しの視点」に

なってきます。東日本大震災から何を教訓にす

べきか、この「見直しの視点」をまずは明確に

した上で、これからの災害対策を見直していく

ことが大事であると考えます。19年に数値目標

を盛り込んだ行動計画とした本県の地震減災計

画は、17年３月に東海地震及び本県に直接影響

する東南海・南海地震に関して国が想定したも

のを受けて策定したものであります。そこで、

宮崎県地震防災戦略策定事業の実施により、ど

のような視点で見直しをされるのか、総務部長

にお伺いいたします。

○総務部長（稲用博美君） 現在の地震・津波

の災害想定は、日向灘地震やえびの・小林地震

について、過去の地震規模などをもとに県独自

で検討を行った結果、また東南海・南海地震に

関しての国の中央防災会議が示しました地震・

津波の想定をもとに策定したものであります。

今回の宮崎県地震防災戦略策定事業におきまし

ては、一つには、地震・津波の研究者等の有識

者を中心に構成する県の地震専門部会での検

討、もう一点は、東日本大震災で発生した地震

や津波の規模及び被害の状況等についての国の

中央防災会議における検討結果をあわせて、見

直しの基本的な方向性としまして、想定する地

震の規模や範囲、被害想定の考え方を改めて検

討したいと考えております。また、建築物や社

会インフラの整備状況など、社会的な環境変化

についても新たに調査を行いまして、最新の状

態でのシミュレーションによりまして、地震・

津波の被害想定と、被害を最小とするための減

災計画の策定まで行いたいと考えております。

○河野哲也議員 見直しの視点、これがぶれな

いというか、今回、何を教訓にするかというこ
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とをしっかりと分析していただいて定めていた

だきたい、そのように思います。

また、防災の見直しには、地震・津波以外の

災害を含めた総点検を行っていく必要があると

考えますが、総務部長、このような点検をどの

ように行う考えでありますか、お聞かせくださ

い。

○総務部長（稲用博美君） 東日本大震災によ

ります甚大な被害状況を踏まえた防災対策の見

直しにつきましては、地震・津波の被害想定、

減災計画の策定など、地震に関連して特に検討

すべき課題がございます。またそれとともに、

住民への情報提供のあり方、避難場所・避難経

路の確保、避難所の運営など、風水害等を含め

まして広く災害発生時の対応に共通する課題に

ついても、再点検を行う必要があると考えてお

ります。震災発生後、当面の対応として、市町

村に避難場所、避難経路等についての再点検を

お願いしたところでありますが、今後も、市町

村と連携しながら、防災全般にわたりまして必

要な点検と防災対策の見直しを継続して取り組

んでまいりたいと考えております。

○河野哲也議員 今回、策定事業を進めるに当

たって、すべてはこれからでありますが、私自

身、冒頭で述べました災害ボランティアへの参

加、また全国ボランティア議員連盟研修会、と

ちぎボランティアネットワークの方々との意見

交換を通じて、ぜひ生かしていただきたい、感

じたことを幾つかたださせていただきたいと思

います。

私が目にした雄勝町の小中学校は、残念なが

ら避難所の機能も果たせない悲惨な状況であり

ました。公立学校施設は、このたびの東日本大

震災において多くの被災住民の避難場所として

利用され、必要な情報を収集、また発信する拠

点になるなどさまざまな役割を果たしており、

その重要性を改めて認識するところでございま

す。しかし一方、多くの公立学校施設におい

て、備蓄倉庫や自家発電設備、緊急通信手段な

どの防災機能が十分に整備されていなかったた

め、避難所の運営に支障を来し、被災者が不便

な避難生活を余儀なくされるなどの問題も浮き

彫りになったところでございます。こうした実

態を踏まえ、現在、避難所として有すべき公立

学校施設の防災機能のあり方について、さまざ

まな見直しが求められているところでございま

す。まず、公立学校施設において、地域住民の

安全で安心な避難生活を提供するため、防災機

能の一層の強化が不可欠であると考えますが、

知事の見解をお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 学校施設であります

が、教育活動の場であるとともに、こうした災

害時には地域住民の避難場所となるなど、防災

拠点としての役割も担っております。今回の大

震災におきましても、その重要性というものが

改めて認識をされたということでございます。

県といたしましては、これまでも安全性の確保

のための学校施設の耐震化を進めてきておりま

して、現在、九州でもトップクラスの耐震化

率、市町村立の小学校では82.3％、県立学校で

は91.6％ということでございます。さらには、

避難場所となる体育館までの経路の段差の解消

でありますとか多目的トイレの設置など、バリ

アフリー化も進めてきております。今後とも、

公立学校施設の防災機能の向上につきまして

は、市町村とも十分連携を図りながら進めてま

いりたいと考えております。

○河野哲也議員 施設内の充実につきまして

は、我が会派の重松議員も、あす、たださせて

いただきたいと思いますので、よろしくお願い
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します。

今回、私たちのボランティア活動は、ＮＰＯ

のネットワークで実現することができました。

とちぎボランティアネットワーク主催のボラン

ティアバスツアーでありました。宇都宮か

ら3,000円で動けました。このネットワークは、

栃木県民の１割、２万人を災害ボランティアへ

とキャンペーンを張り、積極的に被災者支援に

かかわられておりました。宮崎県も６月から、

東日本大震災で被災した福島県いわき市を支援

するため、「みやざき県民復興協力隊」として

派遣していただきました。第１陣が帰ってこら

れましたが、ぜひ報告をお聞きしたいと思いま

す。

これも、被災地に災害ボランティアセンター

が設置されていればこその活動となります。現

在、岩手県22カ所、宮城県13カ所、福島県30カ

所設置されていると聞いております。ここ３カ

月の社会福祉協議会が把握したボランティア活

動数は、３県累計で36万7,400人だそうでありま

す。ちなみに、阪神・淡路大震災のときの３カ

月後、累計で117万人と言われています。ボラン

ティアの数としてはまだまだなのかなという実

感もあります。しかし、このセンターの設置が

震災後スムーズだったかというと、そうではあ

りません。やはり現場では、行政の支援を待つ

ことなく、自分たちのできる精いっぱいを協力

しながら避難所を組織していったところもある

と聞いております。物資の支援、配給もまた、

混乱している行政に先んじてＮＧＯがセンター

を立ち上げ、指揮をとったところがあるとお聞

きしました。残念なことに、社会福祉協議会主

催の災害ボランティアセンターのコーディネー

トが被災者のニーズに合わず、ボランティアが

引き揚げるということも当初あったそうです。

しかし、徐々に体制が整い、社協、行政、ＮＰ

Ｏ等が必ず協議会を開き活動していくセンター

として起動し始めたとお聞きしております。そ

こで、最近の県内における社会福祉協議会での

災害ボランティアセンターの設置についての状

況を、総務部長お聞かせください。

○総務部長（稲用博美君） 最近では、新燃岳

の噴火災害の際に、都城市、高原町、三股町の

３市町において、それぞれの社会福祉協議会が

設置をいたしております。

○河野哲也議員 社会福祉協議会のコーディネ

ート力の向上について、どのような支援をして

いるか、県民政策部長にお伺いします。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 災害時に、支

援を必要とする被災者とボランティア活動希望

者の双方のニーズを結びつけるボランティアコ

ーディネートにつきましては、現在、具体的に

は社会福祉協議会が運営するボランティアセン

ターにおいて行われており、県ではその活動を

活発化するために、県社会福祉協議会が設置し

ておりますボランティア基金に出捐を行い、災

害時における活動を支援しているところでござ

います。先ほど議員から紹介がありましたけれ

ども、先般設置しまして、現在２次派遣をして

おります「みやざき県民復興協力隊」について

も、県社会福祉協議会が、派遣先の福島県いわ

き市の当局と十分コーディネートを実施し、

行っているところでございます。

また、この基金事業の中で、県社会福祉協議

会におきましては、市町村の社会福祉協議会に

配置されているボランティアコーディネーター

を対象にしまして、災害ボランティアセンター

の設置・運営等のノウハウを取得するための研

修会を実施しており、必要な資質や能力の向上

を図っているところでございます。
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○河野哲也議員 雄勝町の災害ボランティアに

参加した40名は、栃木県だけでなく、私たちの

ように県外からも参加がありました。年齢も幅

広いものでありました。しかし、戸惑うことな

く、またけがをすることなく活動できたのは、

ネットワークのリーダーの指揮のもと、被災者

のニーズに合わせ、活動を絞り込み、やること

を明確にしていただいたことに尽きると考えま

す。実は、海岸での撤去作業を行っていると、

リーダーから突然、「上がりなさい」というふ

うに声がかかりました。なぜかなと思って上

がって海岸を見ると、潮が満ちてきたわけで

す。作業ができない状態になりまして、沖を見

ると次の瓦れきが流れてくるという、ちょっと

心が折れる作業ではありました。ただ、リーダ

ーのそういう指示がなければ戸惑う状況があっ

たかなというふうに思います。そのＮＰＯのリ

ーダーのスキルの高さを感じました。このよう

なＮＰＯが存在して初めて被災者の側に立った

支援ができる、このように実感しました。そこ

で、災害ボランティアとして活動できる県内で

のＮＰＯの実態を、県民政策部長にお伺いいた

します。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 県内のＮＰＯ

法人のうち、災害救援活動をその活動の一つと

して定款に掲げております法人については、平

成23年４月末現在の認証数340法人の約１割に当

たる35法人となっております。また、最近の災

害救援活動の具体的な例としましては、新燃岳

の噴火災害に際しての降灰除去作業、あるい

は、このたびの東日本大震災での炊き出しなど

に取り組む法人が幾つか見受けられるところで

ございます。

○河野哲也議員 実は、ネットワークの事務長

が語られた中で、ホスト力のお話がありまし

た。その一例として、新燃岳の件がちょっと挙

がったんですけど、お話の内容を紹介します。

「私たちは宮崎の野菜で東北を支援します」

と、お話を始めました。とちぎネットと動きを

ともにしている被災地ＮＧＯ協働センターは、

１月26日に起きた宮崎県新燃岳噴火災害に対す

る支援を現在も続けており、同センターのス

タッフ１名が、「震災がつなぐ全国ネットワー

ク」の他スタッフとともに活動中であります。

今回、「困ったときはお互いさま、被災地から

被災地を支援しよう！」というコンセプトのも

と、炊き出しに使う野菜買い付けの資金とし

て、１口3,000円の野菜サポーターを募集し、噴

火で被害を受けた宮崎県産の野菜を買い付け、

東北の被災者の方への炊き出しに使う活動をし

ていることを紹介していただきました。

ＮＰＯと行政は、同じ公共サービスを担う団

体でありながら、組織としての性質はそれぞれ

異なります。形態、収入源、スタッフの行動等

さまざまな違いにより、協働を進める上で誤解

や混乱が生じることもありますが、お互いの長

所をサービスに生かすために、相手の特性を理

解して、情報交換を重ねて意思の疎通を図るこ

とが重要だと、今回のボランティア活動を通じ

て非常に感じたところでございます。そこで、

災害時における県行政とＮＰＯの協働が今後非

常に大事になってくると考えますが、どのよう

に促進していくか、総務部長にお伺いいたしま

す。

○総務部長（稲用博美君） 災害が発生しまし

た際に、その災害の規模が大きければ大きいほ

ど、公的支援の機能は減衰すると言われており

ます。このようなことを踏まえた場合に、それ

ぞれの多様な特徴、スキルを有し、かつ機動的

な対応が可能なＮＰＯや民間企業等との連携と
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いうのは、災害時においては非常に有効である

と認識をしております。したがいまして、県と

いたしましては、実際に災害が発生した際に、

ＮＰＯ等の活動がスムーズに立ち上がり、実効

性の高い活動が速やかに実施できるように、情

報の共有等を含めました連携についての意見交

換など、平常時から協働に向けた取り組みをさ

らに進めてまいりたいというふうに考えており

ます。

○河野哲也議員 答弁にありましたように、双

方が役割分担を理解した上で協働を進めること

によって、より豊かで効果的なものにしていき

たい、そのように感じました。策定時も、たし

か地域防災計画の中では海上での災害でボラン

ティアの具体的なものを書かれてありましたけ

ど、それ以外が弱いなという実感をしました。

ぜひ考えていただきたい、そのように思いま

す。

次に行きます。雇用の安定と地域産業を支え

る人づくりについてということで、たださせて

いただきます。

みやざき感謝プロジェクトの一環で、宮崎県

では、東日本大震災により被害をこうむった県

外企業や影響を受けている県内企業を対象に、

ワンストップで総合的に支援する窓口を設置

し、きめ細やかな対応をしていただいていると

思いますが、東日本大震災による本県商工業へ

の影響について、商工観光労働部長にお伺いい

たします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 東日本大

震災による本県商工業への影響につきまして

は、県内すべての商工会、商工会議所を通じ

て、５月中旬から下旬にかけて調査を実施いた

しまして、3,140の事業所から回答を得たところ

であります。その結果によりますと、売り上げ

が減少した事業所が全体の41.7％、増加した事

業所が1.3％、「変化なし」とお答えになった事

業所が56.8％となっており、売り上げが減少し

た事業所は、小売・卸売業、宿泊業、運輸業、

飲食業、製造業、建設業など幅広い業種にわ

たっております。また、売り上げ減少の主な要

因としましては、消費マインドの低下、仕入れ

先等の業務縮小や操業停止、物流の混乱、原料

不足による減産などとなっておりまして、売り

上げが減少した事業所の約60％が「２割以上の

減少があった」と回答しております。

なお、今回は雇用動向については調査をして

おりませんけれども、宮崎労働局が発表してお

ります直近の４月の有効求人倍率について

は0.56となっておりまして、全国の0.61と比べ

ては低いものの、前年同月比0.13ポイントの改

善、また３月と比べると、３月も0.56でござい

ますので横ばいという状況で、今のところ雇用

面では震災の影響はほとんどないのではないか

と考えているところでございます。

○河野哲也議員 また同じく、本県農林水産業

における雇用等への影響について、関係部長に

お尋ねいたします。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 林業・木材産

業分野における影響につきましては、関係団体

に確認しましたところ、県内の製材工場におい

て、５月から製品の受注が減少し、在庫が増加

しつつあると聞いております。これは大震災の

影響もあるのではないかと考えております。雇

用状況につきましては、現在のところ、林業、

木材産業とも影響は見られておりませんが、今

後とも注意深く見守ってまいりたいと考えてお

ります。

○農政水産部長（岡村 巖君） 農水産業の影

響につきましては、まず、販売価格において、
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大震災発生後の計画停電による量販店の休業等

や各種行事の中止等による需要の減退によりま

して、キュウリ、ピーマン、スイートピー等で

価格が低下するとともに、業務・贈答需要の低

迷により、高級牛肉やマンゴーの価格が低下す

るなどの影響が見られました。一方、低価格志

向による需要増等で、豚枝肉、鶏肉、鶏卵は比

較的高値で推移しており、水産物価格につきま

しても、安定した価格となっております。この

ような状況の中、雇用状況につきましては、農

業、水産業ともに、現時点では震災による大き

な影響はないものと認識しております。

○河野哲也議員 ほとんど影響がないというふ

うにとらえられているようでございますが、私

は、雇用の安定という視点で考えたときに、や

はり注視していかなきゃいけないところがある

のではないかというふうに思います。

知事、アクションプランに重点指標として掲

げてあります「雇用創出数１万人」の達成に対

する取り組みに変化はありませんか。

○知事（河野俊嗣君） 本県の経済・雇用情勢

でありますが、昨年の口蹄疫、それからことし

の新燃岳の噴火などの影響に加えて、今、部長

が説明しましたような東日本大震災の影響が加

わり、厳しさが増しているところでございま

す。アクションプランに掲げた「雇用創出数１

万人」という目標ですが、厳しい状況の中で、

さらにハードルが高くなったという感もあるわ

けでございますが、何とかこれを達成すべく、

地域の特色・資源を生かした産業の集積を目指

して、戦略的な企業立地を進めるとともに、高

い技術力を持った地場企業の育成などに努めて

まいりたいと考えております。さらに、緊急雇

用基金を活用いたしました雇用の場の確保であ

りますとか金融支援、農商工連携を通じた地域

産業の活性化など、雇用創出につながる各種施

策の実施に全力で取り組んでまいりたいと考え

ております。

なお、これらの取り組みに当たりましては、

今後想定される震災復興の需要でありますと

か、全国的な企業のリスク分散の動向にも十分

留意をしてまいりたいと考えております。

○河野哲也議員 雇用の安定と地域に定着でき

る企業をふやすという工夫も、ぜひ考えていた

だきたいと思います。

実は、ボランティアは宇都宮から出発したん

ですが、宇都宮では、雇用の安定と地域に定着

できる企業ということで、ＣＳＲの促進をされ

ておりましたので、それも調査をさせていただ

きました。ＣＳＲ（企業の社会的責任）とは、

企業は、利潤を追求するだけでなく、従業員や

消費者、地域社会など、企業活動に関係を持つ

すべての人々に対して責任を果たさなければな

らないという考え方です。最近、地域に根を張

る中小企業、大企業の支社・支店などが地元密

着経営で展開する社会貢献活動が活発化してお

り、それに伴って、地元企業と地方自治体、市

民らが一体となって進める地方版ＣＳＲの取り

組みが注目されています。このたび調査に行か

せていただいた宇都宮市は、平成20年度より、

横浜市が先駆けて行っていました、地域貢献活

動や地域に目を向けたＣＳＲ活動を行う企業を

地域貢献企業として認定する制度を導入いたし

ました。人づくり、まちづくり、環境などのＣ

ＳＲ活動を宇都宮市のまちづくりの重要な仕組

みとして位置づけ、活動に取り組む企業を「宇

都宮まちづくり貢献企業」として認証し、さま

ざまな分野での活動を支援・推奨することで、

企業、市民、行政の協働のまちづくりを行って

いくことを目的とした制度でありました。20年
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度は25企業、21年度は32企業、22年度は29企

業、総計86社が認証されておりました。また、

県レベルでは広島や青森で、県が中心になって

企業と農山村、漁村の間を取り持つ、マネジメ

ントすることで過疎地域の活性化を図る取り組

みもされていました。今後、活力ある地域づく

りを推進する上で、地域に密着したＣＳＲ活動

を支援する取り組みが、雇用の安定も含めて重

要になってくると考えますが、知事にお伺いい

たします。

○知事（河野俊嗣君） 御指摘のとおり、企業

も社会の一員といたしまして、営利行為だけで

はなく、環境やまちづくりなど社会貢献を行う

べきであるという考えのもとに、近年、企業の

社会的責任、ＣＳＲ活動に取り組む企業がふえ

ておるわけであります。本県におきましても、

企業による森林づくりでありますとか、学校教
も り

育の場における教育支援などの活動が行われて

いるところであります。例えば企業による森林
も り

づくりであれば、平成18年から、18の企業に御

協力をいただきまして約100ヘクタールの森林整

備に取り組んでいるところでございます。これ

から本格的な少子高齢・人口減少の社会を迎え

る中で、持続可能な地域社会を維持するために

は、県民やＮＰＯなどに加えまして、企業にも

地域社会の一員として重要な役割を担っていた

だくことが大変大切になってまいります。この

ようなことから、今回のアクションプランにお

きましても、「県民の主な役割」という中に、

企業のＣＳＲ活動なども含めた形で整理をして

いるところでございます。今後、県内企業が積

極的に地域の活動に参加できる環境づくりに取

り組んでまいりたいと考えております。

○河野哲也議員 宇都宮で調査をさせていただ

いたんですが、昨年、そこの商工の部長が宮崎

を訪れていたらしくて、非常にうらやましがっ

ていた点が、今のようなことに関しての施策で

リーダーになる方がいるということをしきりに

おっしゃっていました。最初に戻るかもしれま

せんけど、リーダーシップを発揮する大事さと

いうか、こういうことを推進するのにもやっぱ

り必要だなということを実感して戻ってまいり

ました。

次に行きます。安全・安心な教育環境の充実

について、教育長にお伺いいたします。

先ほども確認しましたが、公立学校施設は防

災施設としても重要であると思います。安心・

安全な教育環境という観点からも、改めて学校

施設の耐震改修が急務であると考えます。今

回、被害の大きかった岩手県、宮城県、福島県

における公立学校の耐震化率はどうだったのか

調べてみました。文科省が2010年４月１日現在

で調査したものとして、岩手県・小中学校73.1

％、高等学校73.4％、宮城県・小中学校93.5

％、高等学校91.3％、福島県・小中学校62.2

％、高等学校60.6％。ちなみにこのときの全国

平均は、小中学校で73.3％、高等学校で72.9％

となっています。宮城県沖地震などで防災意識

が比較的高い宮城県はかなり整備が進んでいた

ものの、福島県の場合、これまで大きな地震が

さほどなかったこともあってか、耐震化が進ん

でいなかったようでございます。宮崎の耐震化

率は高いと認識していますが、それでもやは

り100％を目指し全力で取り組むべきであると考

えます。県立学校耐震化の進捗状況についてお

伺いいたします。

○教育長（渡辺義人君） 平成22年度末現在に

おける県立学校の耐震化率については、先ほど

知事から答弁がありましたけれども、91.6％で

あります。また、今年度におきましては、８棟
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の耐震改修を予定しており、年度末における耐

震化率は93.6％となる見込みであります。

○河野哲也議員 非常に高い耐震化率と考える

んですが、実はホームページでその計画が各学

校ごとに公開されています。27年度末までの完

了を目標としているようですけれども、前倒し

を含めた早期推進と─それから今回の地震で

非常に気になったことが、非構造部材が落下し

たり倒壊したり、そういうことが非常に目立ち

ました。やはりその耐震対策の推進についても

考えるべきだと思いますが、教育長にお伺いい

たします。

○教育長（渡辺義人君） 県立学校の耐震化に

ついては、御案内にありましたように、平成27

年度末の完了を目標に計画的に取り組んでいる

ところでありますが、学校施設の安全性の確保

というのは喫緊の課題でありますことから、必

要となる事業費の確保に努め、可能な限り早い

時期に完了するように努めてまいりたいと考え

ております。

また、天井材や照明器具等のいわゆる非構造

部材につきましては、地震発生時に被害が生じ

ると、人的な被害ばかりではなく、地域住民の

避難場所としての機能を損なう可能性もありま

すことから、今回の東日本大震災の被害状況か

らも、これらの非構造部材の耐震対策が重要で

あることを改めて認識したところであります。

県教育委員会といたしましては、建物の新築や

改修等を行う際には、非構造部材の耐震性にも

十分配慮することとしており、また、既存の建

物について実施しております専門技術者による

定期点検や日常の点検により、改修の必要性の

把握にも努めているところでありまして、今後

とも適切に対応してまいりたいと考えておりま

す。

○河野哲也議員 ぜひお願いいたします。

多数の死者・行方不明者が出ている岩手県釜

石市で、市内の小中学校全14校の児童生徒

約3,000人の避難率が100％に近く、ほとんどの

子供たちが無事でありました。残念ながら、病

気で休んでいた子供たちが不明という状況はあ

りましたが、ほとんど100％だったと。これは、

平成18年の千島列島沖地震の際に、釜石市の小

中学校では避難率が10％未満だったため、釜石

市教育委員会が、避難訓練などを徹底して取り

組み、防災教育の重要性を裏づける今回の結果

となったということであります。市内の児童生

徒は、地震発生時、下校の直前で教室にいたそ

うであります。児童生徒らは警報と同時に避難

を開始し、各学校は、あらかじめ決めていた徒

歩５～10分の近くの高台にそれぞれ避難しまし

た。介護施設だったと思います。ところが、高

台から市内に押し寄せる津波の勢いを見て、さ

らにそれよりも高い高台に移動したわけです。

この間、中学生が不安がる小学生を誘導し、迅

速に避難したといいます。大槌湾からわずか

約800メートルの市立鵜住居小周辺は壊滅状態
うのすまい

だったにもかかわらず、児童全員が無事だった

のであります。小学校の最上階の窓には乗用車

が突き刺さっていました。

市教育委員会では、群馬大学の片田敏孝教授

らと共同で、小中学生を対象に実践的な防災教

育を実施。各地域の津波浸水状況、避難経路な

どを想定したハザードマップを用い、児童生徒

に登下校などの生活時間帯に合わせた避難計画

を立てさせるなどしてきました。また、授業で

は「津波を知る」項目を設け、津波被害の歴史

や津波の構造など防災教育と危機管理意識を高

めてきたと言われます。片田教授は、今回の100

％に近い避難率のデータは、市教育委員会が、
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１、想定にとらわれない、２、状況下において

最善を尽くす、３、率先避難者になるという原

則で、早く高台へ避難するという危機意識のす

り込みを子供たちに徹底してきた結果であると

分析されていました。本県の防災計画の見直し

を考えるべきだと思います。そこで、３点お伺

いいたします。各学校における災害発生時の緊

急連絡体制の現状と今後についてお伺いいたし

ます。

○教育長（渡辺義人君） 各学校における緊急

時の連絡体制でありますが、電話等の通信手段

が使用できる場合は、電話による緊急連絡やメ

ールの一斉配信等によりまして情報伝達を行う

体制を構築しております。また、停電等により

通信手段が使用できない場合を想定し、例え

ば、保護者が迎えに来られるまで児童生徒を学

校に待機させておくことなどを、あらかじめ学

校通信や参観日等を通じて保護者に周知を図っ

ている学校もございます。したがいまして、県

教育委員会といたしましては、児童生徒の保護

者への引き渡しが確実に行われるまで学校で保

護することを家庭に周知徹底するなど、停電等

の緊急時においても学校が適切に対応できるよ

うに、各学校への指導に努めてまいりたいと考

えております。

○河野哲也議員 今回の大震災の後の、各学校

における津波を想定した避難訓練の実施状況に

ついてお伺いいたします。

○教育長（渡辺義人君） 児童生徒の登下校時

等を含め、地震による津波や土砂崩れなどによ

る被害が予想される各学校におきましては、市

町村の防災担当部局等の意見も踏まえながら、

避難場所や避難経路を確認するとともに危機管

理マニュアルの見直し等を行い、避難訓練の実

施やその検証に取り組んでいるところでありま

す。なお、避難訓練につきましては、被害が予

想されるすべての学校において、６月中には終

了する見込みであります。

○河野哲也議員 スピード感を持って、先ほど

の釜石市の教育委員会が取り組んだ防災教育を

一日でも早く立ち上げていただいて、行動を起

こしていただきたい、そのように思います。そ

のために、今後、各学校における防災教育の充

実を図るため、県教育委員会はどのような支援

を行っていくかお伺いいたします。

○教育長（渡辺義人君） 児童生徒が災害発生

時におきまして状況に応じた適切な意思決定と

行動選択ができるようにするためには、防災教

育の充実と、もう一つ、教職員の安全に対する

危機意識の向上を図ることが重要であります。

県教育委員会といたしましては、今回の震災を

受けて作成した「津波災害にともなう安全対策

マニュアル作成指針」を県立学校及び市町村教

育委員会等に配付いたしまして、各学校におけ

る危機管理のあり方の見直しを初め、防災体制

の整備に努めるようにお願いしているところで

あります。また、教職員等を対象に毎年開催し

ております学校安全指導者研修会におきまして

は、今年度の場合、宮崎地方気象台から講師を

招いて、津波発生の仕組みや危険から身を守る

ための方法などについて講話をいただくなど、

教職員の防災意識の高揚と防災教育における指

導力の向上を図っているところであります。

自然災害は、登下校や校外学習時など、い

つ、どこで発生し、児童生徒が遭遇するとも限

りませんことから、今後とも、災害発生時にみ

ずからが判断し適切に行動できる児童生徒を育

成するために、各学校へ効果的な指導方法につ

いて情報提供を行うなど、防災教育の充実を

図ってまいりたいと考えております。以上で
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す。

○河野哲也議員 情報提供ということで、先ほ

どの釜石市の防災教育の中にハザードマップを

生かした取り組みがありましたけど、今回、ハ

ザードマップも見直されるということで、県の

ほうもデータをしっかり伝えていただいて、だ

れしもがわかりやすい、使いやすいハザード

マップの作成ということを今後考えていかな

きゃいけないんじゃないか、そういうふうに考

えております。西東京では、倒壊危険マップと

か火災発生予想マップとか、そういうハザード

マップも作成されているとお聞きしています。

そういうものもぜひ子供たちに提供できるよう

なデータを、県のほうから支援をお願いしたい

と思います。

今回はほとんど東日本大震災関連の質問をさ

せていただきました。なぜここまでこだわった

かと申しますと、怒りはもとより、私たちボラ

ンティアバスを高台の駐車場まで見送りに来て

くださった地元の２人のおばあちゃんの姿が忘

れられなかったからであります。見えなくなる

まで手を振ってくださいました。この方々が安

心して生きるための本当の闘いはこれからなん

だなと考えながら、その場を離れました。一議

員として何ができるか考えた結果、今回、こだ

わって質問を構成していきました。どうか防災

関係を、県政挙げてよろしくお願いしたいと思

います。

以上で質問を終わります。（拍手）

○外山三博議長 次は、渡辺創議員。

○渡辺 創議員〔登壇〕(拍手） 初めて質問に

立たせていただきます、宮崎市選出、新みやざ

きの渡辺創です。

きょう、この場に初めて立ち、これからの宮

崎のあり方を真剣に問い、そして提案をしてい

く、その大切な作業の第一歩を踏み出すことが

できますことに、大きな責任と喜びを感じてい

るところであります。しっかりとした視点で宮

崎の未来を見つめ、そしてきょう、あす何に取

り組んでいくべきか、それを丁寧に考えてい

く、そんな時間を持ちたいというふうに思って

おります。そういう議論を考えておりますの

で、河野知事を初め執行部の皆様には、若輩ゆ

えの失礼もあるかもしれませんが、どうか大局

的な見地から、我々若い世代がこれからの宮崎

に希望と自信を見出せる、そんな答弁を願いた

いと思っております。

それでは、具体的な質問に入ります。

知事就任から間もなく５カ月を迎えようとし

ています。新燃岳の噴火活動、鳥インフルエン

ザの発生、また、直接的な被害地ではありませ

んが、さまざまな意味でこの国のあり方を問い

直す状況を導いた東日本大震災と、宮崎県のか

じ取りを行う上でも非常に難しい状況下にあり

ます。その中での日々の御奮闘に心から敬意を

表します。

さて、大きな変化という意味では、県の要職

ということは同じでも、「総務省出身の副知

事」から、「選挙で選ばれた政治家としての知

事」という転身も、大きく視点の変わるもので

はないかと考えます。また、大きく視点が変わ

らなければならない変化だとも思います。この

５カ月弱を振り返り、政治家・河野俊嗣とし

て、県政に取り組む中で見えてきた知事みずか

らの変化、また新しく見えてきた課題につい

て、現段階での率直な認識、感想をお伺いした

いと思います。

続けて、知事がイメージする将来的な国と地

方のあり方についてお伺いをいたします。「地

方分権」という言葉が政治の大きなキーワード
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となって、決して短くない時間がたちました。

私が党籍を有する民主党は、政権政党として

「地域主権」という考え方を推進する基本姿勢

ですが、残念ながら、道州制のあり方や、九州

地方知事会が求める九州広域行政機構の位置づ

けも含め、まだ依然として、国と地方の関係

性、新しい行政機構のスタイルについて明確な

将来ビジョンが定まらない状況にあります。た

だ、その形が明確に見えてこない環境下であっ

ても、国・都道府県・市町村という形の三層構

造が、当初と時代環境も大きく変わり、交通手

段や通信手段も飛躍的に発展した中で、課題を

抱え行き詰まりつつあることは、多くの国民、

住民が感じているところです。

私個人の見解を申し上げれば、将来的に、今

の県域が私たちのアイデンティティーを担保す

る一種の文化的枠組みとしては必要としても、

必ずしも一つの行政範囲であるべきかについて

は疑問を感じないわけではありません。重要な

ことは、仮に枠組みが大きく変わっていって

も、仮にこの宮崎県がなくなっても、そんな時

代の到来に向けて、私たちの暮らすこの宮崎県

域が、たくましく、そして幸多く暮らせる地域

となるように、その足場をつくっていくことに

力を注がなければならないのではないかと考え

ます。

さて、知事は、あえて申し上げるまでもな

く、旧自治省に入省し、本省のみならず、宮城

県や愛知県春日井市、埼玉県、そしてこの宮崎

県でも重要な役割を担われ、地方自治について

の十分な経験と深い見識をお持ちでいらっしゃ

います。また、40代半ばで官界を飛び出し、宮

崎県のリーダーという立場になられました。御

自分で口にされることはなかなかないでしょう

が、これから決して短くない年月にわたって、

「かけがえのない第二のふるさと」とみずから

位置づけていらっしゃる宮崎県のかじ取りに、

責任を持って臨まれる覚悟でいらっしゃると推

察いたします。さきの選挙でも、県民はその期

待をみずからの１票に込めたものと考えます。

だからこそ知事に求められるものは、20年

後、30年後の国と地方のあり方、都道府県とい

う行政体が今後果たすべき役割などについて、

政治家・河野俊嗣としての考えを明確に示すこ

とだと考えます。行政のトップとしてのきょ

う、あすの判断を求める質問ではありません。

私見で大いに結構です。宮崎県のトップリーダ

ーとして描く将来の自治体像を、私たち県民

に、この議会の場においてわかりやすく示して

いただきたいと考えます。

残りの質問につきましては質問者席から行い

ますので、まず知事の御答弁を求めます。よろ

しくお願いいたします。(拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

まず、県政運営についてであります。本年１

月の知事就任以来、高病原性鳥インフルエンザ

や新燃岳の噴火などが次々に起こりまして、口

蹄疫からの再生・復興等に取り組む中で、本県

の経済・雇用情勢は依然として厳しい状況にあ

ると、改めて認識をしておるところでありま

す。また、地域医療の再生や中山間地域の再生

など、解決すべき喫緊の課題は山積しておりま

す。その一方で、少子高齢化や人口減少、グロ

ーバル化の進展、さらには今回の東日本大震災

を踏まえた災害に強い国土づくり、さらにはエ

ネルギー政策のあり方など、社会や経済のあり

ようは大きく変わっていくものと考えていると

ころでございます。そういう中で、「選挙で選

ばれた政治家としての知事」ということで、視
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点の違いというよりは、そういう知事が果たす

役割といたしまして大変重要なことは、夢を語

ること、未来を語ること、希望を語ることでは

ないかと考えております。アメリカのキング牧

師が「Ｉ have a dream」という演説の中で、夢

を語り、人々に希望を与え、また立ち上がる力

を与えたように、宮崎の希望ある未来、夢とい

うものを語り県民の力を集約していくこと、そ

の先頭に立って走っていくことが大変重要では

ないかと考えておるところでございます。

ことし３月に策定しました総合計画の長期ビ

ジョンの中では、長期的な視点から、本県の目

指す姿、その方向性を整理したところでありま

す。その実現のために、「将来世代育成戦略」

でありますとか「フードビジネス展開戦略」

「持続可能な地域づくり戦略」など、８つの長

期戦略を掲げております。こうした長期ビジョ

ン、それから私が選挙のときに掲げました政策

提案を具体化するために、今議会で提案をして

おりますアクションプランにおいては、これか

らの４年間を、今後20年間を見据えた「明日の

みやざきの礎づくり」の期間として位置づけて

おるところでございます。危機事象への対応、

さらには再生・復興、そういった緊急的な重要

課題にも対応しつつ、長期的視点から、産業づ

くり、人づくり、くらしづくりのさまざまな施

策に取り組んでまいりたいと考えております。

夢を語るという意味におきましては、これか

ら県内各地を回り、多くの県民の皆様との対話

を進めてまいりたいと考えております。県民の

皆様が持っておられる夢、将来への希望といっ

たものを、私なりに吸収させていただき、そし

てそしゃくし、今申し上げました長期ビジョン

なりアクションプランでつくりました政策のフ

レームワークの中で、夢を示すことができるよ

うな政策運営というものを行ってまいりたいと

考えております。

次に、地方分権についてであります。地方分

権の本質は、地方がみずからの意思と力で、そ

れぞれの特性に応じた地域づくりを進めること

でありまして、住民に身近な行政サービスは、

住民目線による意思決定が行われた上で実施を

されるべきというふうに考えておるところでご

ざいます。総務省に入りまして地方自治を志

し、県でも、それから市役所でも働いた経験が

あるわけであります。その中で、最も住民に身

近な基礎自治体である市町村を重視することが

大事ではないかということで、政策提案の中で

も市町村重視という方向性を示したところでご

ざいます。市町村に権限及び財源を移譲し、そ

の基盤と機能の強化を図っていくことが不可欠

でありまして、今後、法改正による県から市町

村への大幅な権限移譲も予定されているところ

でございます。本県は小規模市町村が大変多う

ございます。広域連携などによる市町村間相互

の水平的な補完でありますとか、県による垂直

補完、そういったあり方の検討というものを、

それぞれ進めていく必要があろうかと考えてお

ります。

また、より広域的な視点で考えますと、県境

を越えた広域的な行政課題がますます増大して

いくものと考えておるところでございます。地

方分権の進展を踏まえ、九州各県とも連携の

上、現在も政策連合など「九州はひとつ」とい

う理念のもとに、さまざまな取り組みを進めて

おりますが、必要に応じて、広域連合や道州制

など広域自治制度についても検討していく必要

があろうというふうに考えておるところでござ

います。以上であります。〔降壇〕

○渡辺 創議員 誠意ある御答弁をいただきま
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した。ありがとうございました。

基礎自治体重視、また「九州はひとつ」とい

う発想、非常に共感するところがございますと

ともに、知事の見識の深さに改めて感心をした

ところですが、続けてもう一問、知事にお伺い

をしたいと思います。

宮崎県庁本館に正面玄関から足を踏み入れま

すと、右前方に不思議なものを発見いたしま

す。はっぴ姿の東国原前知事の人形に我々は迎

えられます。正直に申して、このさまには強い

違和感があります。東国原前知事の評価につい

て議論をする気はありません。観光、県産品の

ＰＲなどに大きな功績があったことは間違いな

いと思っておりますし、また就任以降、宮崎県

の注目度が極めて高まったことは―私は当

時、東京で新聞記者をしておりましたけれど

も、むしろ県内にいるよりも強く感じていたと

ころであります。知事が東国原前知事のもとで

副知事を務められ、昨年12月の知事選において

も、東国原県政の発展的継承を唱えていらっ

しゃったことは重々承知をしておりますが、知

事も、きょうの答弁でもその見識等も披露され

ておりますけれども、５カ月間みずからの足で

歩まれ、今回の議会では河野カラーを示すため

の肉付け的な補正予算案も提出をされたところ

です。もちろん、東国原前知事が宮崎県のＰＲ

に協力してくださるお気持ちは大切にすべきで

しょうが、どうしても私は、あの人形の存在が

精神面での依存の象徴のように見えてなりませ

ん。

今、知事にとっても県民にとっても重要なこ

とは、東国原氏の４年間からの、それこそ発展

的卒業であり、発展的脱却ではないかと考えて

おります。調べてみますと、県庁見学来庁者の

数は、ことし１月20日までの東国原前知事最後

の１年間の平均が１日当たり559.7人、これに対

し河野知事にかわられてからは１日平均158.9人

ということになっております。言いかえれば、

正面玄関の人形が持つ観光資源的な価値は大き

く低下しているととらえることもできなくはな

いと思っています。ぜひこの機会に、人形を撤

去し、新しい宮崎県政と自立を明確に示すべき

ではないかと考えております。知事には、むし

ろ御自分の人形を立てて、その人形が県民に親

しまれる、そういう存在になっていただきたい

と思いますが、知事の御答弁を求めます。

○知事（河野俊嗣君） まず、県政の継承とい

う点についてでありますが、前知事のクリーン

な県政運営や行財政改革など引き継ぐべき点は

しっかりと継承するとともに、口蹄疫からの再

生・復興を初めとするさまざまな課題に継続的

に取り組み、本県をさらに発展させていくこと

が、私に課せられた使命である、そういう意味

で発展的な継承を訴えたところでございます。

しかしながら、よく「東国原県政の後継」とい

うふうに言われるわけですが、決して前知事だ

けを引き継いだわけではありません。これまで

も議会で申し上げておりますとおり、今のこの

宮崎をつくってこられた、これまで脈々と築か

れてきたさまざまな先人の皆様の努力、御苦

労、その上に成り立っている今の宮崎をしっか

りと引き継ぎ、その上で見習うべきところは見

習う、見直すべきところは見直す、そのような

思いで県政に取り組んでいるところでございま

す。例えば、前知事の政治スタイルによるとこ

ろもありますが、県議会や市町村、関係団体等

との関係におきましては、「多少なりとも距離

感があったのではないか」という御指摘がある

ところでございまして、私は、「対話」と「協

働」というものを掲げながら、多くの皆様との
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対話を大切にした県政運営を行ってまいりたい

と考えているところでございます。

前知事の写真パネルと人形についてでありま

すが、前知事には「みやざき特命大使」を引き

受けていただいておるところでございまして、

ＰＲの一助にもなっております。実際、今、数

字を挙げて県庁の観光客が少なくなったという

御指摘のあったところでございます。知事の交

代のみならず、いろんな影響もあるかと思いま

すが、その現実は踏まえつつも、今、幾らか観

光客が来られている中で、やはりあそこで記念

撮影をしておられる方がいらっしゃいます。そ

のそばを私が通っても見向きもされないという

経験をしておるところであります。見向きもさ

れないのはいいわけでありますが、あの写真パ

ネルなり人形が観光客にとって商品価値を持た

れる限りは、活用するのがいいのではないかと

考えておるわけでございます。今後は、皆様の

御意見をいただきながら、県庁を初め効果的な

設置場所も考えていきたいと思っております。

○渡辺 創議員 少々残念な御答弁でありま

す。今、お話の中にもありましたが、写真を

撮ってもらう、もちろん観光客の方がそれで喜

んでいただけるのであれば、言葉は失礼かもし

れませんが、十分その利用価値はあると思いま

す。ただ、それは県庁の正面玄関である必要は

全くないと思います。隣にある物産館であれ空

港であれ、ほかの観光施設であれ、十分な効果

を果たせるものではないかというふうに思って

おります。

引き続き、この件に関して質問したいと思い

ますが、知事に伺います。あの人形の位置づけ

は何でしょうか。今、御回答の中にもありまし

たが、功績をたたえる顕彰碑的な意味合いであ

れば、あの場所に東国原前知事だけ人形がある

のは納得ができません。それとも観光ＰＲ用で

あるのか。もう一度その辺を明確にお答えいた

だきたい。

また、未来永劫にあの人形をあそこに置き続

けるのでしょうか。個人的には、東国原氏は既

に、政治的には、宮崎県の前知事というより

も、東京都知事選挙の次点者、そして引き続き

その選挙に関して意欲を持ち続けていると巷間

言われている存在です。これが東国原氏の政治

的な意味合いだというふうに思います。その意

味合いを十分に考えて御答弁いただきたいと思

います。

○知事（河野俊嗣君） 今、答弁申し上げまし

たように、未来永劫置いておくつもりというこ

とでもございませんし、功績をたたえるという

意味で置いてあるわけでもございません。これ

まで、宮崎県庁が観光地になった、その多くの

観光客の皆様の期待の中で、パネルの前で記念

撮影をしているということが今も行われている

実態を踏まえて、利用価値に着目してあそこに

置いてあるわけであります。ただ、正面玄関に

置く必要はないではないかというのは、傾聴に

値するといいますか、重要な指摘だと思ってお

ります。今後、どこに置くのがいいのか、観光

客の皆様の動向なり御意見を伺うなり、しっか

り考えてまいりたいと思います。

○渡辺 創議員 ありがとうございました。我

々の暮らすこの宮崎は、間違っても東国原前知

事の宮崎県ではなく、宮崎県民の、そして宮崎

を離れていても郷土を思って暮らす多くの縁故

者の宮崎県であることを申し上げて、この件に

ついては終わらせていただきます。

続いて、地震対策に関しての質問をいたしま

す。

東日本大震災は未曾有の被害を出しました。
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とうとい命を失われた方々の御冥福をお祈りし

たいというふうに思います。同時に、被災地の

再建に向けて連帯の必要性を強く感じておりま

す。先ほど先輩議員の発言に、菅総理の責任を

問うものがございました。今はまさに総力を挙

げて力を合わせるべきときであり、与野党を含

めて永田町の混乱には、いら立ちが募るところ

であります。

私も５月末に宮城県の被災地を訪ねてまいり

ましたが、その被害は圧倒的で、言葉を失う状

況でした。津波、液状化、長期化する避難、こ

れからの震災対策を考える上でもさまざまな課

題が見えてきていますが、震災という側面を大

きく超えて今回浮上した課題に、原子力発電所

の問題があると思います。福島第一原子力発電

所の事故は、現在まだその実態さえ不透明な部

分も多く、同時に被害の全容もはかり知れる状

況ではありませんが、私たちの暮らす宮崎県

も、周囲に鹿児島県の川内原子力発電所、愛媛

県の伊方原子力発電所などを抱えております。

原子力発電所の安全性、また今後の原子力政策

の方向性を議論する場ではありませんが、東日

本大震災の教訓は、先ほど知事の言葉にもあり

ましたが、まさに「想定外」はあり得るという

ことであると思います。宮崎県の地理的な要素

も踏まえた上で、原子力トラブルも想定した対

処が必要になるのではないかと考えますが、県

の現状認識、そして現時点で地域防災計画に原

子力事故の観点はありませんけれども、今後の

検討の可能性を総務部長にお伺いしたいと思い

ます。

○総務部長（稲用博美君） 原子力発電所にお

ける事故等への対応につきましては、原子力安

全委員会が策定した防災指針におきまして、防

災対策を重点的に充実すべき地域の範囲、いわ

ゆるＥＰＺとして設定された10キロメートルの

範囲に本県が含まれておりませんことから、こ

れまで地域防災計画には具体的な記載は行って

おりません。今後、このたびの東京電力福島第

一原子力発電所における事故を踏まえ、政府を

中心に今行われております周辺への影響に関す

る調査、また今後の調査・分析の結果、そして

防災指針の見直しの状況、こういったものも勘

案しながら、地域防災計画への記載につきまし

ては検討していきたいと考えております。

○渡辺 創議員 ありがとうございました。検

討をよろしくお願いいたします。

今度の震災で、隠れた大きな被害の一つに液

状化があると考えています。大きな被害を受け

た千葉県浦安市に２度足を運びましたが、幹線

道路が隆起し、ブロック塀が大きく傾き、マン

ホールがせり上がり、路上に大量の砂が浮き出

している様子は、地震の非常に大きな力を目の

当たりにした気分にさせました。幹線道路等で

大きな被害が出た場合には、避難にも大きな影

響が出る可能性があると考えておりますけれど

も、県における被害想定と対処策を総務部長に

伺いたいと思います。

○総務部長（稲用博美君） 地盤の液状化につ

きましては、平成19年に行った地震被害想定調

査におきまして液状化の危険度が高い地域の大

まかな分布を調査しており、宮崎県地域防災計

画において２つの点での対策を掲げておりま

す。１点は、液状化を想定した場合の建築物の

安全性を確保するために、木造あるいは鉄筋コ

ンクリートづくりなどの種別ごとに、構造的な

対策となり得る工法等を記載しております。な

お、構造計算を必要とする建築物につきまして

は、建築確認申請時に液状化の対策を行うよう

に指導を行うこととしております。２点目は、
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液状化現象の発生そのものを防止するための地

盤改良工法等の普及に努めるという内容のもの

であります。今回の東日本大震災における液状

化の影響も十分に考慮しながら、今後とも、対

策について必要な見直しを行いますとともに、

県民生活への影響も想定して、必要な情報の提

供や啓発等にも努めてまいりたいと考えており

ます。

○渡辺 創議員 ありがとうございます。今、

御答弁の中でも地盤改良というお話がありまし

たが、浦安市では─私も詳しくはわかりませ

んが─サンドコンパクションパイル工法とい

う、地質の種類の違う砂のくいみたいなものを

打ち込むことで、かなり被害を抑えられたとい

う例もあったようです。宮崎に適した形での対

策をよろしくお願いしたいと思います。

続けて、福祉保健部長に伺います。震災後に

懸命に避難所に逃げ込み、そのとうとい命を守

り切った後にも、被災者は長期にわたる避難所

生活などさまざまな課題に直面するわけです。

特に視覚障がいや聴覚障がい、また特定の疾患

などハンディキャップを背負った方々にとっ

て、避難時の困難に加えて、避難生活でも多く

の障壁を抱えることになるかと思います。新聞

記者時代に、新潟県中越地震の被災地で長期取

材をしてまいりましたが、そのときに感じたの

は、平常時に、そのような方々と被災後の生活

を想定した意見交換等を十分に行うことによっ

て、幾つかの課題は少しでも早く改善すること

ができるのではないかと、常々感じておりまし

た。市町村とも関係性の深いことですけれど

も、その辺の検討をお願いしたいと思うところ

です。今回の震災でも、障がいを持った方が、

数回の避難所移転を繰り返した後に、避難所か

ら行方不明となって雪の中で凍死している状態

で見つかるという不幸な事案も起きておりま

す。宮崎県においての取り組み状況をお伺いし

たいと思います。

○福祉保健部長（土持正弘君） 災害時に特別

な援護を必要とする障がい者などの、いわゆる

災害時要援護者の皆さんが、避難行動や避難所

での生活に支障を来さないよう、行政機関、関

係団体、住民の方々が連携いたしまして必要な

避難支援体制を整えておくことは大変重要であ

ると認識しております。このため県では、関係

団体との意見交換等を通じまして、災害時要援

護者のニーズの把握に努めているところであり

ますけれども、このたびの東日本大震災を受け

まして、団体のほうからも具体的な要望が寄せ

られているところでございます。

また今回、宮城県からの要請を受けまして、

被災地の障がい者等の支援を行う相談支援専門

員を６月12日から２名派遣しているところであ

りますが、避難所で暮らしておられる障がい者

の悩みやニーズ等を直接聴取することは、本県

の今後の避難対策にも参考になるものと考えて

おります。県といたしましては、今回寄せられ

ました要望や相談支援専門員の活動実績等を踏

まえながら、市町村や関係機関と十分に連携

し、それぞれの障がい特性に配慮した避難支援

体制の構築に努めてまいりたいと考えておりま

す。

○渡辺 創議員 ありがとうございます。今、

御答弁の中でもありましたが、相談支援専門員

の方々が宮崎からも被災地に行っていらっしゃ

る。そこで見てきたもの、経験されたものに

よって、もしもの場合には、障がいを持ってい

らっしゃる方々にとっても非常に力強いことに

なるだろうと。そういうことに取り組んでいる

ことを、できれば、さまざまな機会に多くの県
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民に伝えていただければというふうに思ってお

ります。助けを必要とされる方々に重きを置い

た取り組みをお願いしたいと思います。

続いて、質問を教育行政に転じたいというふ

うに思います。

まず、宮崎市から強い要望が出ております、

市町村への教職員の人事権移譲について、教育

長にお伺いしたいと思います。全国的には、大

阪府で先進例が進みつつあるようですが、宮崎

市の検討委員会も終了し、今度は県内の市町村

教育委員会が合同で検討委員会を設置する段階

まで進んでいると聞いております。また、移譲

の形態というのも、必ずしも市町村を受け入れ

先とせずに、広域でのブロック制というのも検

討できると考えておりますが、現時点での県教

委の基本的スタンス、また懸念される課題があ

れば、具体的に御説明をいただきたいと思って

おります。

あわせて、この問題の背景には、地方教育行

政法第59条でいうところの、中核市の持つ研修

権の位置づけがあるかと思っております。大ま

かに言えば、中核市の県費教職員については市

が研修することができるという考え方ですが、

先日、文部科学省の見解をただしたところ、こ

の条文の立法目的は、都道府県の負担軽減にあ

るのではなく、あくまでも地方分権を進める一

環として、一定規模を持つ中核市については独

自色を担保しようというところにあると聞いて

おります。その点を踏まえれば、一定のコスト

をかけて研修教育を行いながらも、人材が流出

していくことを問題視する宮崎市の一種の「嘆

き」は、制度と理念の矛盾が引き起こしている

と言えなくもないと思います。そういう意味で

言えば、決して軽んじていい主張ではないので

はないかとも考えますが、この点についても教

育長の御見解を伺いたいと思います。

○教育長（渡辺義人君） 市町村への教職員の

人事権移譲につきましては、地方分権を推進す

る観点から重要なことであると考えており、御

案内にありました大阪府では、事務処理特例条

例による一部の市町村への人事権移譲を進めて

いると聞いております。しかしながら、人口規

模や交通網の整備状況など、都市圏とは事情が

異なる本県におきまして人事権を移譲した場合

に、都市部に希望者が集中して山間部での人材

確保が難しくなり、その結果として、県全体の

均質な教育水準が確保できるかといったことが

懸念されるわけであります。なお、このことに

つきましては、全国の都道府県どこでも同じよ

うな課題認識を持っているところであります。

県教育委員会といたしましては、中核市の宮

崎市には研修権が与えられているということ

で、今、御紹介がありましたけれども、そう

いった状況もございますし、地方分権の推進と

いうことは必要なことであるというふうには考

えているわけでありますが、一方で、県全体の

教育水準を維持することは大変重要な課題であ

るととらえておりまして、実効性のある仕組み

が必要であると考えております。人事権移譲に

つきましては、今後とも、国や全国の動向等を

注視するとともに、受け手側であります本県の

市町村教育委員会が合同で、「人事権移譲に関

する検討委員会」を設置する意向と伺っており

ますので、この委員会に参加するなど、市町村

の意見も聞きながら調査・研究してまいりたい

と考えております。

○渡辺 創議員 ありがとうございました。

引き続き、教育長に伺います。実施から３年

が経過した普通科高校の通学区域撤廃に関し

て、お考えを伺いたいと思います。早朝に私の
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自宅近くのＪＲ神宮駅を見ていますと、電車が

着くたびに県立大宮高校の制服を着た高校生た

ちが大量におりてきて、駅前から自転車で学校

に向かう姿を目にします。合同選抜の時代に高

校入試を体験し、しばらくの間県内を離れる経

験をしていますと、ある種の隔世の感がある光

景でもありますけれども、基本的に、子供たち

の選択の幅が広がり、それが学習意欲や高校生

活を満喫することにつながるのであれば、学区

の撤廃は望ましいことと考えております。ただ

同時に、学校には地域の柱としての役割など社

会的機能をあわせ持った面もあるかと考えてい

ます。学校間競争の激化を招いているのではな

いかという懸念もございますが、３年を迎えた

ことを一つの契機として、県教委としての現況

認識を御説明いただきたいと思います。

○教育長（渡辺義人君） 本県におきまして

は、平成20年度の高校入試から普通科の通学区

域を撤廃いたしましたが、この制度変更による

旧通学区域以外からの合格者数は100～160名程

度であり、これは普通科合格者全体の３～５％

程度となっております。また、入試志願倍率に

おきましても、特定の高校に集中するなどの状

況にはなく、各高校の受検者数の大きな動きは

認められておりません。通学区域撤廃の大きな

ねらいは─これもただいま御質問にありまし

たけれども─それまでも全県一区であった県

立専門高校や私立高校に加え、県立の普通科高

校におきましても、中学生が「行きたい学校」

を主体的に選択できるようにすることでありま

した。このことによりまして、中学生の進路意

識や学習意欲が高まり、生徒は、各高校の特色

を十分理解した上で、通学距離等の条件も考慮

しながら、個性や能力、適性に応じた学校を適

切に選択しているものと考えております。

また、それぞれの高校におきましては、通学

区域撤廃以降、教育内容の工夫・改善、部活動

の活性化、魅力ある学校行事の実施など、特色

ある学校づくりに関する取り組みや学校をＰＲ

する取り組みが、それまで以上に積極的に行わ

れるようになってきているところであります。

県教育委員会といたしましては、中学生が主体

的に「行きたい学校」を選択できるように、今

後とも各高等学校の特色づくりやＰＲの支援に

努めてまいります。以上であります。

○渡辺 創議員 ありがとうございました。い

ずれにしても、引き続き、子供たちが主体の学

校であってほしいと願うところであります。

それでは、子育て関連の質問に移らせていた

だきます。

私は、かつて新聞社に勤務していた際に、内

閣府で少子化担当の記者をしていたことがあり

ます。ちょうど国の合計特殊出生率が1.26に落

ち込んだ2005年、その１年後から担当しており

ました。また、現在も６歳と３歳の２児の父親

であります。まさに子育ての現役世代でもあ

り、非常に関心の高い政策分野であります。宮

崎県の合計特殊出生率は2009年で1.61と、全国

でも非常に高いレベルにあります。ただ、同時

に離婚率も高く、また経済状態もよくない。つ

まり、子供は生まれますが、その後は課題を抱

えつつ子育てを続ける若者も少なくないと言え

る状況です。一方で、地域の子育て環境を見れ

ば、我が家を振り返ってみても、東京で子育て

をしていた時期に比べて、有形無形で地域の方

々の目が子供たちに向けられていることは、強

く実感するところです。知事も３人のお子さん

をお育て中でいらっしゃると伺っております。

まさに現役のイクメン知事と思います。他の都

道府県でも生活をしてこられ、宮崎の子育て環
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境の特色を肌で感じられる立場にあると思いま

すが、宮崎の子育て環境をどう感じているの

か、また今後の課題をどう考えていらっしゃる

のか。できましたら知事の子育て体験も含めて

御答弁をいただきたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 子育て─御指摘にあ

りましたように２男１女、３人の子供を今、宮

崎の恵まれた環境の中で育てておるところでご

ざいます。子育てに関してしばしば、経済的、

精神的な負担を語られることが多いのですが、

子供を持つことによる世界の広がりといいます

か、その喜びというものを実感しておるところ

でございまして、多くの皆様が、結婚でありま

すとか子育てに、夢や希望を持つことができる

ような支援をしてまいりたいと考えておるとこ

ろでございます。

本県の子育て環境─保育所の待機児童がゼ

ロであるとか充実した保育環境、自然環境、さ

らには地域のきずなが残されているということ

を実感しておるところでございます。私の子供

も、サッカーの少年団でお世話になりながら、

多くの保護者の皆様に支えられて育ってきたと

いう思いがいたしておりますし、午前中の答弁

でも申し上げましたが、子供が通っている学校

で、今、おやじの会もやっておりまして、いろ

んな形でサポートしております。けさも、雨の

中ではありますが、散歩をしている中で、通学

路に先生方が立って見守っておるんですが、そ

れ以外に地域の皆さんも子供に「おはよう」と

声をかけて見守っている。そういう姿を見るに

つけて、家庭、学校とか幼稚園、保育園で点で

子育てをするだけではなしに、サッカーなら

サッカー、文化活動なら文化活動、面で支え

る、地域ぐるみで支えて子育てを進めていく、

これが大変重要なことではないかというふうに

考えております。

そのような観点から、今年度から、子供や子

育て家庭を県民全体で支えていこうという「未

来みやざき子育て県民運動」を展開してまいり

たいと考えておるところでございまして、宮崎

ではだれもが安心して子供を生み、育てること

ができるような「日本一の子育て・子育ち立

県」を目指してまいりたいと考えております。

○渡辺 創議員 ありがとうございました。同

じ子育て世代の仲間としての知事の思いが、私

のような現役の子育て世代の県民にもよく伝わ

る御答弁であったのではないかと思います。県

民総ぐるみで子育て支援、子育ち支援に取り組

むということですから、ぜひ、知事からはさま

ざまな機会にそういうお話をしていただいて、

子育て中の県民が感覚的に知事との距離感を近

いと感じられる機会をつくっていただきたいと

思います。

続けて質問を行いますが、私は、子育て支援

の重要なキーワードは「多様化」であると考え

ております。家庭環境に経済環境、生き方、暮

らし方に関する考え方、社会が多様化するのに

合わせて、子供を育てる世代の置かれた状況

も、またそのニーズも本当に多様化をしていま

す。その多様化するニーズに行政だけで対応す

ることはできません。だからこそ、最善の策で

はないけれども次善の策として、ニーズとサー

ビスのつなぎ役となる現金給付という子育て支

援の方法を重要視していくというのは―もち

ろん現物給付の充実とあわせてでありますが

―一定の効果を持つものだというふうに考え

ています。子ども手当に代表される現金給付の

効果をどう考えていらっしゃるか、一般論で結

構でございますので、知事の認識を伺いたいと

思います。
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○知事（河野俊嗣君） 子育ての重要性につい

ては、先ほど答弁したとおりでありまして、さ

まざまな施策でこの支援に取り組んでいるとこ

ろでございます。今御指摘のありました子ども

手当に代表されるような現金給付につきまして

は、子育て家庭の経済的負担の軽減につながる

ものであり、さまざまな支援策の中でも一つの

重要な取り組みである、子供を安心して生み、

育てられる社会づくりを推進する上での大切な

取り組みの一つであると考えております。

○渡辺 創議員 ありがとうございます。あわ

せて、多様化するニーズに応じようという子育

て支援策の一つとして、以前から私が関心を

持っているものに、ファミリーサポート事業と

いうものがあります。この仕組みは、市町村が

設置したセンターの会員同士が有料で一時預か

りを行う仕組みですが、残念ながらまだ認知度

がそう高くありません。もう少し制度の認知が

高まれば、非常に使い勝手のいい仕組みになる

と期待をしておるところです。県内ではセンタ

ーの立ち上がっているところが―間違いが

あったら申しわけありませんが―５市２町と

いう状況で、会員数、また利用状況にも大きな

差があるようです。市町村に対する引き続きの

センターの立ち上げ支援、また設置の働きかけ

が重要ではないかと考えますが、福祉保健部長

の御見解を伺いたいと思います。

○福祉保健部長（土持正弘君） ファミリーサ

ポートセンター事業でございますけれども、こ

れは、市町村が設置いたしまして、保育施設ま

での児童の送迎や急用時の一時預かりなどを住

民同士で行う相互援助組織でありまして、援助

を依頼する会員と援助を行う会員間の連絡調整

等を行うものでございます。住民同士の共助の

仕組みであるこの事業は、県民参加型の子育て

支援策といたしまして大変有効な取り組みであ

ると認識しております。このため県としまして

は、これまで、センターの立ち上げにかかる経

費や運営経費の一部助成を行い、設置促進の取

り組みを行ってきたところであります。今年度

は、安心こども基金を活用しまして、設置を予

定している市町村へ支援を行うこととしてお

り、今後とも設置に向けて積極的に働きかけを

行ってまいりたいと考えております。

○渡辺 創議員 ありがとうございました。県

は今回の補正予算案の中で、社会全体での子育

て応援の機運を醸成することを目的として、

「未来みやざき子育て県民運動推進協議会」の

設置を提案されているところです。官民の枠組

みを超えた組織になると伺っておりますが、大

変期待をしております。ですからこそ、決して

かけ声倒れであったり、協議会をつくるだけで

終わらず、実効性を上げる運動となりますよう

に、くれぐれもお願いを申し上げたいと思いま

す。

次の質問に移ります。最後になりますが、総

務部長に１問お伺いをしたいと思います。県

は、県立芸術劇場のネーミングライツや広報み

やざきへの広告掲載など、新しい発想での収入

確保策に取り組んでいらっしゃると思います。

私は、ネーミングライツ等の取り組みというの

は、実際の収入額の問題というよりも、そのよ

うな形で県が収入確保策に必死で取り組んでい

る、そういう姿勢を示すことで、宮崎県の置か

れている厳しい財政状況に対する県民の意識啓

発を図ることが最大の役割ではないかと考えて

います。宮崎県における現状と今後の方向性を

御説明いただきたいと思います。

○総務部長（稲用博美君） ネーミングライツ

の活用や広告収入の確保につきましては、これ
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まで積極的に取り組んできております。平成23

年度におきましては、お話にありましたような

県立芸術劇場の命名権収入として2,000万円、ホ

ームページのバナーやサンマリンスタジアム宮

崎、広報みやざき、自動車税納税通知書を活用

しました広告収入として644万円の歳入予算を計

上しております。県財政が非常に厳しい中、新

たな財源確保に努める必要があることはもちろ

んのこと、このような取り組みを通じまして、

御質問にありましたように、県財政についての

県民の皆様の関心が高まることも期待できるの

ではないかと考えるところであります。広告収

入の確保等については、今回策定いたしました

第３期の財政改革推進計画において、歳入確保

の強化策の一つとして位置づけておりますの

で、今後とも、これまで活用していない広告媒

体や施設の活用等について、他県の先進的な事

例も参考にしながら検討してまいりたいと考え

ております。

○渡辺 創議員 ありがとうございました。も

う何年も前になりますが、基礎自治体ではあり

ますが、この手の取り組みの先進地である横浜

市の取り組みを見ている際に、当時、自治体が

ここまでやるのかという気持ちを持ちながら見

たことを覚えております。ただ、その必死さと

いうのはよく伝わってきました。重要なのは、

県の必死な取り組みを県民に伝えることかと思

いますので、ぜひともその観点での取り組みを

お願いしたいというふうに思います。

それでは、最後に少しお話をさせていただき

たいと思います。本日は初めての本会議でもあ

り、ふなれな点も多々あったかと思いますが、

知事を初め執行部の皆様には、真摯な姿勢での

御答弁をいただいたと思います。心から感謝を

申し上げたいと思います。

県議会本会議の場がより一層の活性化を果た

せますように、県民の届けるべき声をしっかり

と提起していくためにも、これからも懸命に臨

んでまいりたいというふうに思っております。

最後に、極めて個人的なことになりますが、

昨年死去しました祖父、渡辺紀がかつて、この

県議会の場でその太い声を張り上げていたであ

ろう、この本会議の場におきまして、四半世紀

の時を超えて、私も初めての質問を、議長以下

皆様の御配慮の上で無事に済ませることができ

ました。胸に込み上げるものがあります。支え

ていただきました多くの皆様に感謝を申し上げ

ながら、若干５分残っておりまして申しわけご

ざいませんが、質問を終わらせていただきたい

と思います。どうもありがとうございました。

（拍手）

○外山三博議長 以上で本日の質問は終わりま

した。

◎ 議員発議案送付の通知

○外山三博議長 次に、お手元に配付のとお

り、委員会から議案の送付を受けましたので、

事務局長に朗読させます。

〔事務局長朗読〕

平成23年６月15日

宮崎県議会議長 外山 三博 殿

提出者 議会運営委員長 押川修一郎

議員発議案の送付について

下記の議案を会議規則第16条第２項の規定に

より提出します。

記

議員発議案第１号

県議会のあり方に関する検討委員会の設置
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◎ 議員発議案第１号追加上程

○外山三博議長 ただいま朗読いたしました議

員発議案第１号を日程に追加し、議題とするこ

とに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○外山三博議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。

議員発議案第１号については、会議規則第39

条第３項の規定により、説明を省略することに

御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○外山三博議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。

◎ 質 疑

○外山三博議長 これより質疑に入ります。

質疑についての発言時間は、１人10分以内と

いたします。

質疑の通告がありますので、発言を許しま

す。前屋敷恵美議員。

○前屋敷恵美議員 日本共産党１人会派の前屋

敷恵美でございます。

ただいま、県議会のあり方に関する検討委員

会の設置について提案がなされました。私は、

同検討委員会の設置に反対するものではありま

せん。しかし、提案にありますように、その構

成について伺いたいと思います。この検討委員

会は、副議長及び議会運営委員会の委員で構成

するという提案になっておりますが、委員会の

目的が、「県議会の今後のあり方について協議

をする」というわけですから、当然、議会を構

成するすべての議員もしくは全会派が対象にな

らなければならないと思うんですけれども、ど

ういう基準、また規定でこの構成が決められた

のかお伺いしたいと思います。

○押川修一郎議員 具体的な検討項目は、今

後、各会派の意見を聞きながら決めていくこと

になりますけれども、委員会を設置するに当た

り多くの会派から御意見のあった、議会活性化

や議会改革等に関する取り組みは議会運営と密

接な関係があることや、効率的な検討を行うと

いう観点から、議会運営全般を所管する議会運

営委員会の委員が構成員として適当であるとい

うことで判断させていただきました。

○前屋敷恵美議員 今後の議会改革の中身はこ

れから検討されることでありましょうけれど

も、やはり、中身を決めていく点については、

先ほど申しましたように、議会を構成する一員

としては、当然意見を述べる義務と権利がある

と思います。少数意見が尊重されるというのが

議会制民主主義の基本であると思うんです。そ

ういった意味では、少数意見はどのように諮ら

れるのか、その辺の検討はなされたんでしょう

か。

○押川修一郎議員 ただいま前屋敷議員が言わ

れたとおりでありまして、委員会の進め方につ

いては今後、検討委員会で決めていくことにい

たしますけれども、例えば、委員会は公開とな

りますので、委員外議員として委員会に出席し

ていただくとか、個別に御意見を伺うような機

会を十分とっていきたいということで、広く議

員の皆さん方の意見を吸い上げるようなシステ

ムでいきたいということで考えておるところで

あります。

○前屋敷恵美議員 公開の中で少数意見も尊重

していくということでしたけれども、私はやは

り基本的には、最初から排除の論理というのは

議会制民主主義にもとるやり方じゃないかとい

うふうに思っています。議会制民主主義が全う

される宮崎県議会であってほしいし、そうでな
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くてはならないという立場から質疑をいたした

ところです。以上です。

○外山三博議長 以上で質疑は終わりました。

討論の通告はありません。

◎ 議員発議案第１号採決

○外山三博議長 これより採決に入ります。

議員発議案第１号についてお諮りいたしま

す。

本案は原案のとおり可決することに御異議あ

りませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○外山三博議長 御異議なしと認めます。よっ

て、本案は原案のとおり可決されました。

あすの本会議は、午前10時開会、本日に引き

続き一般質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時41分散会



６月16日（木）



平 成 2 3 年 ６ 月 1 6 日 （ 木 曜 日 ）

午前 10時０分開議

出 席 議 員（39名）
1番 有 岡 浩 一 （郷 中 の 会）

2番 岩 下 斌 彦 （自 民 党 つ く し の 会）

3番 重 松 幸次郎 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

4番 渡 辺 創 （新みやざき）

5番 西 村 賢 （ 同 ）

6番 黒 木 正 一 （自由民主党）

7番 松 村 悟 郎 （ 同 ）

8番 内 村 仁 子 （ 同 ）

9番 後 藤 哲 朗 （ 同 ）

10番 右 松 隆 央 （ 同 ）

11番 二 見 康 之 （ 同 ）

12番 清 山 知 憲 （ 同 ）

13番 外 山 三 博 （ 同 ）

14番 図 師 博 規 （日 日 新）

15番 河 野 哲 也 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

16番 髙 橋 透 （社会民主党宮崎県議団）

17番 太 田 清 海 （ 同 ）

18番 田 口 雄 二 （新みやざき）

19番 星 原 透 （自由民主党）

20番 蓬 原 正 三 （ 同 ）

21番 井 本 英 雄 （ 同 ）

22番 丸 山 裕次郎 （ 同 ）

23番 押 川 修一郎 （ 同 ）

24番 外 山 衛 （ 同 ）

25番 宮 原 義 久 （ 同 ）

26番 山 下 博 三 （ 同 ）

27番 前屋敷 恵 美 （日本共産党宮崎県議会議員団）
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33番 横 田 照 夫 （ 同 ）

34番 中 野 一 則 （ 同 ）

35番 中 野 廣 明 （ 同 ）

36番 福 田 作 弥 （ 同 ）

37番 坂 口 博 美 （ 同 ）
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◎ 一般質問

○外山三博議長 ただいまの出席議員38名。定

足数に達しておりますので、これより本日の会

議を開きます。

本日の日程は、昨日に引き続き一般質問であ

ります。

ただいまから一般質問に入ります。まず、押

川修一郎議員。

○押川修一郎議員〔登壇〕（拍手） おはよう

ございます。本日、トップバッターをあずかり

ました、自由民主党、西都の押川修一郎でござ

います。

ことしの早期水稲の田植えは、大変な水不足

でありました。ここ数日の雨があのとき半分で

も降ってくれればな、そんな思いでついつい空

を見上げる今日であります。また、ここ数日、

大変な雨が降っておりまして、近くを流れる三

財川を見ますと相当の増水でありまして、水害

の心配をしつつ、遠くにかすむ霧島新燃岳の土

石流の発生も心配をするところであります。

きょうは、足元の悪い中でありますけれど

も、地元西都市の皆さん方を初め、たくさんの

方が傍聴に来ていただいておりまして、心から

感謝を申し上げたいと思います。

それでは、通告に従いまして一般質問を始め

させていただきます。

まず、東日本大震災についてであります。

３月11日午後２時46分ごろに発生した東日本

大震災は、東日本の太平洋を中心に強い揺れと

大津波をもたらし、岩手・宮城・福島県の沿岸

地域は壊滅的な影響を受け、その後も余震が続

き被害が拡大し、自然災害のすさまじさを物語

るものとなりました。警察庁の６月14日現在の

まとめで、死亡された方が１万5,429名、行方不

明の方が7,781名、避難者８万3,951名に上って

おります。お亡くなりになられた方々の御冥福

をお祈りし、並びにお見舞いを申し上げたいと

思います。

また、被災地は１次産業が盛んであり、地域

経済に甚大な影響をもたらしました。農水省の

６月12日現在のまとめで、農林水産関係では１

兆9,511億円。これは、2004年の新潟県中越地

震1,330億円、1995年の阪神・淡路大震災900億

円を大きく上回るものであります。

私も、５月31日から６月２日にかけまして宮

城県山元町と南三陸町の２カ所を、茨城県アク

ト農場の関さん親子と茨城県荻津議員の４人

で、関さんの農場で栽培されている新鮮な野

菜、キャベツ、レタス、ミズナ、ミニトマトな

どを大型ワゴン車いっぱいに積み込み、宮城県

へ行きました。地元の案内は関さんの友達にし

ていただきました。最初に、県職員が派遣され

ています山元町を案内していただきました。宮

崎県から来ていただきと、大変感謝されて喜ん

でおられました。また、資材倉庫となっている

体育館の隣には仮設住宅があり、早速野菜を配

付したら、生野菜を食べられるということで大

変喜んでいただきました。あと２カ所、野菜は

南三陸町のホテルと避難所に届けさせていただ

きました。その後、被災現場２カ所に行きまし

たが、一部原型があったのは学校やコンクリー

トの家ぐらいで、あとは基礎と瓦れきの山であ

りました。南三陸町は庁舎も壊滅的でありまし

た。そして今回実感したのは、自然災害の破壊

力であります。人、物、産業すべてを奪い去る

すさまじいものでありました。また、海岸線が

本県とほぼ一緒、もし本県で同様の規模の震災

が起きたらと思うと、他県のことではないよう

な気がいたしました。そこで知事に、今回の震

平成23年６月16日(木)
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災をどのようにとらえられ、災害に強い県づく

りにどのように生かしていかれるおつもりか、

お伺いをいたします。

次に、県庁舎の耐震性と、災害時に的確に対

応できる庁舎のあり方についてであります。東

日本大震災においては、死者・行方不明者が約

２万4,000人という大きな被害となっている中

で、住民を２次的被害から守り、復旧に取り組

むための拠点施設となる県庁舎や市町村庁舎

も、大きな被害を受けていました。例えば福島

県庁は、もともと耐震診断で耐震補強が必要と

されていたところに、今回、震度５強の地震に

より庁舎が損傷したため立入禁止とし、隣接す

る自治会館に移転して災害対策本部の業務に当

たっているそうです。このような状況を踏まえ

ますと、県の危機管理や災害対策等を担う部局

の入る庁舎については、地震発生時にも業務の

継続ができるよう、耐震性を強化しておく必要

があると考えます。そこで、現在、知事部局所

管の庁舎の耐震性能はどういう状況になってい

るのか。また、本県においても、大震災を想定

し、災害対策拠点施設を含めた災害時に的確に

対応できる庁舎のあり方について検討する必要

があると考えますが、どのように考えておられ

るか、あわせて総務部長にお伺いをいたしま

す。

次に、水産業施設被害についてであります。

今回、宮城県山元町と南三陸町を訪問しました

が、想像を絶するものでありました。水産業が

基幹産業であります。漁港なども大変な被害で

ありました。跡形もないような状況でありま

す。私は、やはりこの地域は水産業の復興こそ

が地域復興の足がかりになると強く感じたとこ

ろであります。そこで今回、「がんばれ宮城！

水産業による経済復興支援事業」を提案されて

いますけれども、この事業に対する知事の思い

をお聞かせください。

以下、質問者席で質問させていただきます。

（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 まず、今回の

大震災についての認識であります。今回の東日

本大震災は、かつてない大規模な、しかも複合

的な被害が生じ、未曾有の大災害となっており

ます。この震災に見舞われた被災地が、過去の

経験から、行政や住民の地震や津波に対する防

災の備えでありますとか防災意識が比較的高い

地域であったということを考えると、自然災害

への対策の難しさを改めて認識いたしますとと

もに、知事として責任の重さを痛感しておると

ころであります。

このような災害において最も優先されるべき

課題というのは、命を守ることであります。ソ

フト、ハードそれぞれ対策があるわけでありま

す。今回の震災からの教訓はいろいろあるわけ

でございますが、例えば釜石市におきまして、

ギネスブックにも載ったような1,200億もかけた

防潮堤─波の到来を６分ほどおくらせること

ができた、また波の高さを減らすことができた

ということですが、それでもすべての命を守り

切ることはできなかったわけであります。ハー

ドだけで守ることはできない、ソフトの重要性

ということもございます。津波に対して「津波

てんでんこ」─とるものもとりあえず高台に

逃げよという教えもあるようでありますが、い

かに早く安全な場所へ避難するかということ

も、今回の教訓であったかと考えております。

県民一人一人が平常時から災害に対する十分な

備えをし、自然災害に対する正しい知識を持っ

て的確な判断と行動ができるようにすること、

これが大変重要なことであるというふうに考え
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ております。今回の大震災から学び取ることの

できるさまざまな教訓というものを社会の隅々

に行き届かせること、そしてそれを20年、30年

ではなしに200年、300年、何百年というオー

ダーで伝えていくこと、これが大変重要である

と考えております。

ちょっとわき道にそれるかもしれませんが、

けさ散歩をしておりましたら、蛇が道を横切っ

ておりまして、蛇が大変苦手で肝を冷やしたん

ですが……。蛇に対する恐怖というものは、根

源的なものとして遺伝子に刻み込まれているん

じゃないかと考えられるんですが、それと同じ

ような意味で、社会に、地震とか津波、さまざ

まな災害に対する恐怖感、どうしたらいいのか

というのをしみ込ませる、そういう作業が必要

ではないかということを考えておるところでご

ざいます。県といたしましては、県民の皆様へ

の周知徹底、また防災計画、減災計画の見直し

など、市町村、また関係団体、県民の皆様との

連携を図りながら、防災対策に最大限の努力を

してまいりたいと考えております。

次に、「がんばれ宮城！水産業による経済復

興支援事業」についてであります。今回の大震

災により、全国有数の水産都市であります宮城

県気仙沼市も壊滅的な被害をこうむっておりま

す。気仙沼は、日本一を誇る本県の近海カツオ

一本釣り漁業の主要な水揚げ港になっておりま

す。気仙沼で水揚げされるカツオの４割を本県

の船が水揚げしておるということでございま

す。三陸沖で操業する約６カ月もの間、船員の

生活の基盤となる地でもあることから、本県関

係者は「第二のふるさと」として慕い、古くか

ら非常に強いつながりを持ってきたところであ

ります。

このような気仙沼が被害に遭うに当たりまし

て、当初は、場合によっては住居を提供する、

仕事も提供するということで、「宮崎のほうに

集団で移転をしませんか」という投げかけもし

たところでありますが、現地の関係者は、「現

場に踏みとどまりたい。特に地域の再生・復興

の足がかりとして、宮崎県の船によるカツオの

水揚げをお願いしたい。それを受けることに

よって、自分たちも励みになり、元気になり、

復興に向けての力になるんだ」という話を受け

たところでございます。この思いを受けとめま

して、本県の漁業関係者も、カツオの水揚げに

必要な給油、えさの供給などの機能の回復に向

けまして、何度となく現地に足を運び調整を行

うなど、現地とともに取り組みたいという気持

ちを強く持っているところでございます。県と

いたしましては、被災地復興の起爆剤となるこ

とを期待して、これらの取り組みへの支援を行

うとしたところでございます。この支援は、こ

れまで気仙沼市を初め全国の人々から受けた、

口蹄疫や、さまざまな災害への復興支援に対す

る恩返し―今、「みやざき感謝プロジェク

ト」ということで取り組んでおりますが、その

一つの重要な柱になるものと考えておるところ

でございます。以上であります。〔降壇〕

○総務部長（稲用博美君）〔登壇〕 お答えい

たします。

初めに、知事部局所管の庁舎の耐震性能につ

いてであります。平成７年の阪神・淡路大震災

による建物被害を受けまして、全庁舎の調査を

行い、特に耐震診断を行いました40棟のうち耐

震補強が必要と判断された23棟につきまして

は、すべて補強工事を終えており、建築基準法

に基づく耐震性能は確保されているところであ

ります。

次に、災害時に的確に対応できる庁舎のあり
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方についてであります。災害時に災害対策本部

が設置される１号館は、既に耐震補強工事を

行っておりますが、一方で老朽化が進んでおり

ますことから、震度６程度の地震に対して、建

物が倒壊することはないものの、ひび割れ等に

よりまして、業務での使用が困難となる事態も

懸念されるところであります。加えまして、本

庁の庁舎につきましては、狭隘化、分散化によ

り、災害予防・応急対策や復旧・復興対策を所

管する部局間の連携が図りにくいという問題な

ども抱えております。このような状況を考慮し

ますと、今後発生が予想されます日向灘地震や

東南海・南海地震を想定した場合、災害対策、

復興対策等を担う部局間の連携をさらに強化

し、県の総力を挙げて取り組めるよう、今以上

に耐震性のある施設の整備が必要であると考え

ておりますので、今後、新たな災害対策拠点施

設整備を含めた本庁舎のあり方について検討し

てまいりたいと考えております。以上でありま

す。〔降壇〕

○押川修一郎議員 それぞれ御答弁、ありがと

うございました。

実は知事、現地でこんな話を伺いました。あ

るデパート、従業員300名ぐらいの規模のところ

でありますけれども、そこで、社長命令で「帰

宅はしてはいけない」ということを出されたそ

うです。なぜそういうことをされたかという

と、デパートでありますから高いところがあ

る、食料がある。そして何より、津波でありま

すから、これはもう大変なことだということ

で、「とにかくそういう指示命令の中で難を逃

れて本当によかった」という声があったこと

を、その案内の方から伺ったところでありま

す。先ほど知事の答弁にもありましたとおり、

命を守ること、安全な場所への避難、判断と行

動力、まさしくそのとおりだと私も思ったとこ

ろでありまして、先ほどありましたとおり、今

後、部局横断はもちろんでありますけれども、

市町村あたりとも十分そこらあたりの防災対策

をしっかりして取り組んでいただければありが

たいな、そのように思ったところであります。

それから、「がんばれ宮城！水産業による経

済復興支援事業」でありますけれども、これも

先ほど壇上で少し言いましたが、山元町や南三

陸町の港は本当に悲惨なものだったというふう

に見てきました。跡形もないような状況であり

ます。そういう中で、東北地方でも拠点港の一

つに数えられるだろう気仙沼港の復興の足がか

りとなる支援を実施していただくことは、本県

並びに被災地の皆様方に元気ややる気が出てく

る。そして、今回のこの事業というのは、知事

においては本当に英断をされたのではないか

な、そのように思いますし、ここが復興のシン

ボルになればいいなと思ったところでありま

す。

それから、総務部長からお答えいただきまし

た、知事部局所管の庁舎の耐震性でありますけ

れども、実は南三陸町の佐藤町長ともお会いを

いたしました。見るも、庁舎はありません。防

災センターも壊れているような状況の中で、25

歳の女子職員の方が最後まで避難を呼びかけら

れたということで、本当に心を痛めていらっ

しゃいました。そのトップとして、そういうこ

とがあってはならないし、こういう災害を避け

るためには、こういったしっかりした施設の中

でやっていかなくちゃいけないということを、

私も思いましたし、先ほど総務部長からもあり

ました。知事には通告しておりませんでしたけ

れども、そういった思いの中で検討あたりをさ

れるかどうか、もし考え方があればお聞かせ願
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えればありがたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 大変重要なことだと

思っておりますので、命を守るためにそれぞれ

の機能をどういうふうに果たすかということ

で、今後しっかりと検討してまいりたいという

ふうに考えております。

○押川修一郎議員 よろしくお願いをしておき

ます。

それでは、平成23年度肉付け予算についてで

あります。

今回の補正予算、肉付け予算の基本的な考え

方について伺います。平成23年度予算編成に向

けては、我が自由民主党からも、昨年９月に

「県政に対する提言」として要望書を提出し

―知事は、当時、副知事でありましたが―

県当局に対してその実現を求めてきたところで

あります。そこで、みずからの政策提案を具現

化した事業として、どのようなものを重点事業

として考えておられるのか、知事にお伺いいた

します。

○知事（河野俊嗣君） 今回の補正予算は、当

初の骨格予算を肉付けするもの、肉付け予算と

して提案をさせていただいておるものでありま

す。政策提案に沿って主な事業を申し上げます

と、まず、「口蹄疫からの再生・復興」という

課題については、これは急ぐんだということ

で、多くのものを当初の骨格予算の中で盛り込

んだところでございますが、その骨格のものに

加え、口蹄疫などにより深刻な影響を受けてお

ります本県観光の振興策としての誘客強化の事

業や、県民生活に身近で経済波及効果の大きい

公共事業、特に県単事業などへの配分というこ

とを考えておるところでございます。「産業・

雇用づくり」につきましては、大学や企業等と

連携した地域医療などの研究拠点づくり─こ

れは県北のメディカルバレー構想であります

─や、新たに「オールみやざき営業チーム」

を設置いたしまして、企業等と連携して取り組

むプロモーション活動。「人財づくり」に関し

ましては、社会全体で子育て・子育ち応援をす

る機運づくりを進める県民運動「未来みやざき

子育て県民運動」の展開でありますとか、児童

生徒の「活用する力」を高めるための取り組み

などを盛り込んでおります。さらに、「くらし

づくり」につきましては、医師確保を初めとす

る地域医療提供体制の整備でありますとか、東

日本大震災を踏まえた地震減災計画の策定事業

などであります。

○押川修一郎議員 ぜひ知事、そういう思いの

中でこの事業に邁進をしていただきますように

お願いをしておきたいと思います。

次に、知事選においては、県内ＪＡグループ

を初めとする経済関係10団体など多くの県民か

ら圧倒的に支持され、県政のさまざまな課題に

ついて提案や要望を受けておられると思いま

す。そこで、肉付け予算の中で、経済関係10団

体など県民のニーズに対し、どのような点に配

慮されているのか、知事にお伺いをいたしま

す。

○知事（河野俊嗣君） まず、基本姿勢といた

しまして、「県民本位の対話と協働の県政」と

いうものを掲げておるところでございます。就

任以来、県内各地におきまして、「知事とのふ

れあいフォーラム」などさまざまな県民の皆様

の意見を聞く機会をふやしたり、経済関係団体

との意見交換を行うなど、これまで以上に対話

を心がけているところでございます。その中で

県民ニーズを踏まえて、肉付け予算におきまし

ては、今申し上げましたような重点的な項目を

盛り込んだところでございます。重なる部分も
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ございますが、県単公共事業の追加的措置であ

りますとか、国内外からの誘客対策の強化─

特に大震災以降、海外からのお客さんも減って

いるところでございます。そういう強化などの

口蹄疫・経済復興対策というものを盛り込んで

おります。それから、県民にとって切実な問題

である地域医療の確保─そのための医師確保

のための地域医療提供体制の充実。さらには、

水産業の復興や農産物の提供など、被災地を支

援していく事業というものを盛り込んでおると

ころでございます。県民の皆様の暮らしを守

る、それから経済を活性化させる、立ち直らせ

る、そのためにさまざまな事業というものを考

案し盛り込んだところであります。

○押川修一郎議員 実は先日、県トラック協会

の総会と懇談会がありました。普通、知事など

の来賓の方は、あいさつをされるとすぐに退席

されるのが今までの慣例といいますか通例で

あったような気がいたしますけれども、お話に

もありましたとおり、河野知事は最後まで多く

の人と対話をされる時間を過ごしながら、有言

実行されているなというふうに私も感心したと

ころであります。そして、参加者の方々もびっ

くりしていらっしゃいましたし、そういうこと

をすることによって、県民との対話を重視され

る知事の思いというものがそういう方々に伝わ

るし、そのことが今後の県の政策なりに生かさ

れると思いますから、今後もぜひそのような姿

勢でやっていただければありがたいと思いま

す。

次に、県単公共事業であります。今回の予算

案を見ますと、我々が主張してまいりました県

単公共事業が、口蹄疫・経済復興対策及び新燃

岳活動火山対策として約22億円が措置されてお

ります。これは公共予算全体として前年度

比107.5％、県単公共予算では対前年度比124.1

％というもので、口蹄疫などにより疲弊する県

内経済状況から、ぜひとも配慮していただきた

かった予算措置であり、私もこれまで何度か取

り上げてきましたので、大変感謝をしていま

す。

そこで、今回、口蹄疫復興対策として実施す

る県単公共事業については、実施箇所などの地

域枠の設定があるのか、知事にお伺いをいたし

ます。

○知事（河野俊嗣君） 今回の口蹄疫・経済復

興対策につきましては、口蹄疫により甚大な影

響を受けた県内の経済全般の回復を図るという

観点から、県下全域において公共事業を行いた

いというふうに考えておりまして、特に地域枠

等は設けていないところであります。

○押川修一郎議員 わかりました。

実は2009年、民主党の衆議院選のキャッチフ

レーズが「コンクリートから人へ」でした。し

かし、それはインフラ整備がほぼ終わったとこ

ろの話であって、宮崎のようなおくれている地

方は、コンクリートもまだまだ必要だというふ

うに思います。今回の政治家・河野知事の英断

に、私は感謝しておりますし、このことが県内

の経済復興につながればいいなというふうに期

待をしております。

次に、第３期財政改革推進計画であります。

長引く景気低迷により本県の税収が伸び悩む

中、社会保障関係費や公債費などが増加の一途

をたどり、収支の改善が図られない状況が続い

ております。大変な予算編成を余儀なくされて

いるということは十分承知をしているところで

あります。加えて、昨年度からの口蹄疫、高病

原性鳥インフルエンザ、新燃岳の噴火、これに

伴う対策の実施といった特殊要因も生じており
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ますので、今後、さらなる財政健全化に向けた

取り組みは確かに必要だと理解をするところで

あります。そこで、今回の第３期財政改革推進

計画のポイントはどのような点になるのか、４

年間の収支改善の目標額であります約1,000億円

の達成は可能なのか、総務部長にお伺いいたし

ます。

○総務部長（稲用博美君） 財政改革につきま

しては、平成19年度から第２期の財政改革推進

計画に取り組んできたところでありますが、今

後とも社会保障関係費が毎年度数十億円単位で

増加していくことが見込まれるなど、引き続き

本県財政は厳しい状況にあります。数年のうち

には財政調整のための２基金が枯渇して予算編

成が困難となるおそれがあることから、今回、

新たに第３期の財政改革推進計画を策定したと

ころであります。ポイントとしましては、第２

期計画の成果等を踏まえ、総人件費の抑制、投

資的経費の縮減・重点化、ゼロベースからの徹

底した事務事業の見直し、広告収入の拡大など

積極的な歳入確保策の実施など、引き続き、歳

入歳出の両面からの徹底した見直しによる持続

可能な財政運営の確立に向けた取り組みを、着

実に進めていくこととしております。これまで

の取り組みに加え、さらなる見直しを行うとい

うことでありますので、大変だというふうには

思っておりますが、最低限クリアしなければな

らない目標と位置づけ、職員の意識改革を図り

ながら、県庁総力戦で取り組んでまいりたいと

考えております。

○押川修一郎議員 第３期の財政改革推進計画

については、昨年度、私が委員長をさせていた

だいた総務政策常任委員会においても、素案の

段階から説明をいただきました。厳しい財政状

況の中、このまま推進すると、平成25年度には

予算編成のできない状況に至るとのことであり

ますので、そうならないようにしっかり取り組

んでいただきたいというふうに思います。我々

議会も一生懸命頑張っていきたいと、そのよう

に思ったところであります。

次に、特定疾病フリーについてであります。

特定疾病フリー地域支援事業については、口

蹄疫発生に伴い無家畜地帯となった西都・児湯

地域において進められようとしているものであ

ります。「特定疾病の無い家畜の導入等に対す

る支援措置を引き続き講じるとともに、必要な

抗体検査等を実施し、特定疾病の無いモデル地

域として再生・復興を図る」とありますが、特

定疾病フリー地域支援事業の内容について、農

政水産部長にお伺いをいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） この事業につ

きましては、口蹄疫の発生によりほとんど家畜

のいなくなった西都・児湯地域の再生に当た

り、豚ではオーエスキー病とＰＲＲＳ、牛では

ＢＬを対象として、生産性の低下につながる特

定疾病のない畜産地帯をつくろうとするもので

ございます。具体的には、豚につきましては、

清浄地域から繁殖豚を導入する場合に、通常よ

りも価格が高いことから、経費の一部を助成す

ることとしております。一方、肉用牛につきま

しては、競りに出荷される前の子牛を検査し、

陽性の場合に、その牛を肥育仕向けに転用する

際に生じる差損の一部を助成することとしてお

ります。

○押川修一郎議員 事業は理解をいたします。

しかし、地元の家畜を処分しなかった農家の皆

さん方は、「陽性子牛の価格補償が明確でな

い」「陽性頭数の多少にかかわらず、陰性の子

牛までが風評被害による価格の下落の懸念があ

る」など、今後十分な議論をしていただきたい
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ということでありますので、今の事業について

は、また常任委員会でも議論させていただきた

いというふうに思います。

そのことを受けて、西都市の家畜を処分しな

かった農家の方から、「牛においては、市場に

出荷する子牛検査ではなく母牛を検査すべき」

「児湯地域だけでなく県内全体で実施すべき

だ」といった声がありますが、県として、この

ような声を受けて今後どのように進めていこう

と考えておられるのか、同じく部長にお伺いい

たします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 牛における取

り組みにつきましては、これまで地域での説明

会や関係者との打ち合わせの中で、関係団体は

もとより畜産農家から、検査のあり方や陽性と

なった牛の対処方法等についてさまざまな御意

見をいただいているところでございます。県と

いたしましては、全国的に増加傾向にあるＢＬ

の発症リスクを低減することは、生産性の向上

に寄与するとともに、県産子牛の市場価値の向

上につながるものと考えております。したがい

まして、引き続き、生産者やＪＡ等の関係団体

とも十分協議を行い、より効果的な方法につい

て検討してまいりたいと存じます。

○押川修一郎議員 そういうことで、生産農家

の皆さん方の心配もたくさんありますので、今

後、今言われましたとおり、生産者、ＪＡ、関

係団体と十分議論していただいて、スタートは

そろえてほしいというふうに思いますので、お

願いをしておきたいと思います。

次に、防疫に必要な資材の備蓄状況について

お伺いをいたします。昨年の口蹄疫発生におい

て、消毒液など防疫に必要な資材が不足してい

るとの話をよく聞きました。そこで、万一、口

蹄疫が発生した場合、初動防疫に必要な資材の

備蓄は十分確保されているのか、同じく部長に

お伺いいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 口蹄疫が発生

した場合は、殺処分、埋却、消毒作業などの各

工程におきまして、防護服や薬剤などの消耗資

材を初め、殺処分機材や動力噴霧機など多種多

様なものが必要となります。現在、これらの防

疫資材は、宮崎、都城、延岡の３つの家畜保健

衛生所に分散して備蓄しており、万一、口蹄疫

が発生した場合でも、肥育牛2,000頭規模の防疫

措置は可能であり、さらに、口蹄疫の発生が拡

大する場合に備えて、調達先のリストアップを

行っているところでございます。今後とも、円

滑な防疫措置が行えるよう、万全の体制を整え

てまいりたいと思います。

○押川修一郎議員 備蓄、そして殺処分、埋却

というのが一番の対策だろうと思いますから、

そういう方向で十分お願いをしておきたいと思

います。

次に、経営再開状況についてお伺いします。

口蹄疫で殺処分された農家の経営再開状況は、

４月20日現在で戸数が50％、頭数で32％と、な

かなか再開が進んでおらない状況であります。

最近の経営再開状況はどのようになっているの

か。また、再開していない理由はどのようなも

のがあるのか、同じく部長にお伺いいたしま

す。

○農政水産部長（岡村 巖君） 経営再開状況

につきましては、今後の見込みも含めたアン

ケート調査を５月末時点で実施しており、既に

経営を再開したのは、農家ベースで54％、頭数

ベースで40％となっております。また、詳細に

ついては現在分析中でありますが、「再開を予

定している」または「状況を見きわめている」

という農家が20％程度、経営中止を検討してい
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る農家が20％を超える状況となっております。

現時点で再開していない主な理由といたしまし

ては、韓国や台湾等での口蹄疫の相次ぐ発生な

どによる再発への懸念、飼料価格の高騰や枝肉

価格の低迷、高齢や健康上の不安や後継者がい

ないこと、また、耕種への転換などとなってお

ります。県といたしましては、調査結果を迅速

に分析し、できるだけ多くの方が再開できるよ

う、その支援のあり方などを検討してまいりた

いと考えております。

○押川修一郎議員 ありがとうございます。

これからは、特に畜産と耕種のバランスのと

れた地域づくりが大変重要になってくるのでは

ないかというふうに考えております。そこで、

畜産と耕種のバランスのとれた地域づくりに向

けた現在の取り組み状況と、畜産農家の経営再

開に対する支援について、今後県としてどのよ

うに取り組んでいく考えなのか、牧元副知事に

お伺いいたします。

○副知事（牧元幸司君） 昨年の口蹄疫につき

ましては、県内の経済全体に非常に大きな影響

を及ぼしたわけでございます。このような中

で、畜産に大きく依存した産業構造の問題点と

いうものが明らかになったわけでございまし

て、これを契機にして、多様な軸を持った強固

な産業構造を築いていくということの重要性が

再認識されたわけでございます。そのようなこ

とから、口蹄疫からの再生・復興を進めるに当

たりましては、畜産の生産性向上や６次産業

化、畜産から耕種への転換、農商工連携などに

よる産地構造・産業構造の転換を進める必要が

あると考えているところでございまして、例え

ば、国、県合わせて約10億円の補助を受けて設

置されるＪＡ経済連の冷凍野菜加工施設を核と

いたしまして、付加価値の高い土地利用型農業

の推進などに取り組んでいるところでございま

す。県といたしましては、今後とも、畜産農家

の経営再開への課題などを分析するとともに、

農家の意向というものを十分把握しながら、御

指摘ございましたような、畜産と耕種のバラン

スのとれた地域づくり、地域経済の安定化に取

り組んでまいりたいと考えてございます。

○押川修一郎議員 畜産から耕種への転換や畜

産の６次産業化、農商工連携による産地構造・

産業構造の転換を進めていくということであり

ますし、牧元副知事、国から９億円もの助成金

を今回、宮崎のほうに持ってきていただいたの

ではないかなというふうに思いますので、今後

も国から十分な支援を引き出していただきます

ように要望しておきたいと思います。ありがと

うございます。

次に、緊急観光誘致促進事業であります。

口蹄疫、鳥インフルエンザ、新燃岳の噴火等

により厳しい状況が続いている本県観光です

が、この事業により、韓国、台湾など海外に対

するイメージ回復のため、どのようにＰＲに取

り組んでいかれるのか、商工観光労働部長にお

伺いをいたします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 昨年来の

口蹄疫、鳥インフルエンザ、新燃岳の噴火で影

響を受けております本県観光が十分に回復に

至っていない中で、３月に発生しました東日本

大震災の影響により、全国的に自粛ムード、観

光需要の低迷が広がり、さらに厳しい状況に陥

るのではないかと強く懸念されますことから、

この事業は、緊急に国内外からの誘客増に向け

取り組むこととして、今議会にお願いさせてい

ただいているものでございます。

取り組む内容には、国内対策と海外対策があ

りますが、お尋ねのあった海外対策につきまし
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ては、現在、原子力発電所事故により、海外観

光客の日本への渡航が激減している状況にあり

ますことから、定期便が就航し、本県への観光

客が多い韓国、台湾を重点に置き、現地の旅行

会社等を訪問し、「宮崎の観光は安全である」

とのメッセージを強く発信するとともに、現地

旅行会社が行う本県への旅行商品造成や、マス

メディア等を活用した広告作成の促進を図るこ

となどによりまして、イメージの回復、誘客の

回復を図ってまいりたいと考えております。

○押川修一郎議員 確かに、海外の誘客に対し

て、特にＰＲの中で神楽などの人気が高いとい

う話を聞いたところであります。緒嶋議員の地

元であります高千穂神楽も物すごくいいわけで

すけれども、実は私の地元、銀鏡神楽もいいわ

けでありまして、こういったものを活用してほ

しいと思っております。実は今月の６月25日、

土曜日でありますけれども、国立劇場で銀鏡神

楽が奉納されるということでありまして、これ

は国立劇場から招待があったということであり

ます。銀鏡神楽―冬の静まりかえった山間に

神楽太鼓が一昼夜響き渡るとき、人々は神に神

楽をささげています。宮崎県のほぼ中央に位置

する西都市銀鏡の地に、自然を敬い、とうと

び、感謝する人々の神への祈りが込められた銀

鏡神楽が脈々と受け継がれています。毎年12月

に行われる銀鏡神楽の祭礼において、13日の星

の舞神楽に始まり、14日から15日に一晩かけて

奉納される全33番であります。神楽は、狩猟や

焼き畑など山の民などの神楽でありまして、今

回は22番までということでありますけれども、

ぜひ、こういったすばらしい地元にある郷土芸

能、地元の行事を活用していただいて誘客対策

にも取り組んでいただきますように、お願いを

申し上げておきたいと思います。

次に、口蹄疫復興中小企業応援ファンド事業

の進捗状況について、同じく商工観光労働部長

にお伺いいたします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 口蹄疫復

興中小企業応援ファンド事業につきましては、

その運用益３億7,900万円を活用し、昨年度から

これまでに、16市町村に対してプレミアムつき

商品券の発行支援を、５市町に対しまして地域

活性化イベント支援を実施しており、合わせて

約２億円の交付決定を行っております。今後と

も、事業を活用していない市町村を中心に助成

していくこととしておりますが、県内経済の早

期浮揚を図るという観点から、各市町村や関係

団体に対しまして、事業のできる限りの前倒し

実施について働きかけているところでございま

す。

○押川修一郎議員 26市町村中21市町村という

ことでありまして、プレミアムあるいはイベン

トの支援ということで、自治体のほうでも大変

喜んでいらっしゃるようであります。私のほう

からもお礼を申し上げておきたいと思います。

それから、宮崎―西都サイクリングロード活

用についてであります。私は先日、久しぶりに

宮崎シーガイア─西都原までの約25キロのサイ

クリングロードを走ってみました。松林を抜け

ると一ツ瀬川河口付近で海岸線が間近に迫り、

潮風を受けながら上流に向かうと妻線跡のサイ

クリングロードに合流し、薗元バイパス付近は

非常に走りやすく、ファミリー向けでありま

す。残念だったのは、一部区間は雑草に覆わ

れ、また案内板も古く、約２時間のサイクリン

グ中、出会った人は10人ぐらいでありました。

そこで、一ツ瀬川河口から妻線跡までの間、特

に雑草が多く、子供などは自転車の通行に支障

があるのではと思いまして、草刈りや利用者が
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走りたくなるような案内板の設置はできない

か、県土整備部長にお伺いいたします。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 宮崎から西都

間のサイクリングロードでありますが、今、議

員から御指摘がありましたように、私も、必ず

しもその維持管理は十分でないと考えておりま

す。この維持管理につきましては、５月から11

月にかけて年２～３回の草刈りを行うととも

に、定期的に自転車による巡回パトロールを実

施するなど、可能な限りの利用者目線の維持管

理に努めているところでございます。このサイ

クリングロードについては、議員のお話にもあ

りましたように、県民の貴重なレクリエーショ

ン資源であると認識しておりますが、完成から

約20年経過をしており、施設の老朽化が進んで

いるところでございます。今後は、議員の御提

案にありましたように、案内板設置も含め施設

の充実や更新につきまして、関係する市や観光

部局などとも連携しながら、検討してまいりた

いと考えております。

○押川修一郎議員 例えば案内板でありますけ

れども、その土地の歴史や文化、あるいはその

地域で生産をされておる野菜や果物などの紹介

等があれば、走られる方々もまた違った意味で

の楽しみ方もあるのではないだろうかと思いま

す。また、このサイクリングロードは県の財産

だと思いますから、ぜひこれを活用していただ

きたいし、整備に取り組んでいただきたいと思

います。

それから、サイクリングを活用した観光誘客

ということで、現在、宮崎シーガイア、使用料

有料で約150台、西都原、使用料無料で約30台の

自転車が設置されております。年々稼働率が高

まり、西都原は21年度利用者が1,271台、22年度

が2,579台の前年対比200％だそうであります。

宮崎市内の中心市街地では、リサイクル自転

車、有料によるレンタルも行われているよう

で、自転車利用者が多くなっているようであり

ます。また、来年３月には大阪で国内最大規

模5,000人のサイクリング大会が予定され、大阪

マラソンと肩を並べるイベントに育てていこう

とのことであります。そこで、トライアスロン

に参加されるなど自転車に親しんでおられる知

事に、サイクリングのイベントや大会を活用し

た観光誘客に本県も取り組む考えはないか、お

聞きをいたします。

○知事（河野俊嗣君） 最近、環境や健康問題

に対する意識の高まりということで、自転車が

大変なブームということであります。通勤に使

う「通勤ニスト」という言葉も生まれたようで

ありますが、サイクリングのイベント、大会が

全国各地で開催されております。こういったイ

ベントなどでは、経済効果、ＰＲ効果がさまざ

ま期待できるところでありますが、一方では、

受け入れ体制の問題でありますとか、特にコー

ス設定に伴う交通規制が大変重要になってまい

ります。私も以前、「ツール・ド・しまなみ」

という、しまなみ海道を走るイベントですと

か、埼玉県におりましたときは「ツール・ド・

秩父」というのに参加したことがあるんです

が、「ツール・ド・秩父」などは、山梨からト

ンネルが開通したことによって通過交通量が多

くなる、安全が確保できないということで、残

念ながら中止になった経緯があります。どうい

うコース設定をするか、どういう交通規制があ

り得るのか、それが大変重要なポイントになっ

てくるところでございます。

本県におきましては、この３月に、全国か

ら1,500名の参加を得て、「宮崎アースライド」

というイベントが予定されておったところです
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が、残念ながら、新燃岳の噴火による降灰の影

響で延期となったところであります。それ以外

に、自転車愛好家によるセンチュリーライ

ド、100マイル（160キロ）を走るという取り組

みが行われているようでありますが、大分には

「ツール・ド・国東」、鹿児島には「ツール・

ド・おおすみ」というようなイベントもありま

すので、本県におきまして、どういうコース設

定をとって、どういう交通規制なり安全が確保

されるか、そういうところがポイントだと思っ

ております。台湾線が開通したときに、台湾も

大変自転車愛好家が多いということで、「ぜひ

宮崎を走ってもらえませんか」という提案をし

て、何人かグループに来ていただいて、日南あ

たりを走ってもらったことがあるんですが、標

示の問題、それからコースの安全性の問題とい

うものを、いろいろ指摘いただいたところであ

ります。そういうさまざまな課題というものを

検討し、自転車愛好家などといろいろ相談をし

ながら、観光振興にどのように活用できるか、

今後検討してまいりたいと考えております。

○押川修一郎議員 ありがとうございます。

今、知事からありました、御出身の広島県のほ

うでは、瀬戸内海のしまなみ海道、こういった

ものもありますし、今ちょうど、ＮＨＫのＢＳ

でありますけれども、心の旅ということで、火

野正平さんも自転車をこぎながら、あるいは電

車に乗りながら、手紙をいただいた方々のとこ

ろに訪ねていく、そういった活動をされていま

す。今まさしく、エコあるいは健康のためにも

いいのではないかなというふうに思っておりま

す。知事、そういうことで、いろんな問題点は

あろうかと思いますけれども、今後前向きに、

本県でサイクリングを使ったイベントができる

ように、お願いを申し上げておきたいと思いま

す。

要望にしますけれども、近年、運動不足や不

規則な食生活が原因で生活習慣病の人がふえて

おります。生活習慣病を予防して健康な生活を

送るために、運動は欠かせないものです。サイ

クリングは、身近で気軽な有酸素運動であるこ

とに加え、二酸化炭素の排出がなく、環境に優

しい自転車を利用することが注目されていま

す。そこで、健康増進や生涯スポーツ振興の観

点から、サイクリング人口の増加につながるよ

うな施策の検討をお願いしておきたいと思いま

す。

最後になりますけれども、浄化槽について質

問させていただきます。

先日訪問した宮城県山元町では、下水道施設

や浄化槽が被害を受け、各避難所ではリースで

設置したくみ取り式のトイレで大変御苦労され

ているようでした。私たちは毎日、多くの水を

使用しています。浄化槽は、微生物の働きによ

り汚水を浄化し、きれいな水にして、私たちの

大切な川や海へと流してくれます。下水道とと

もに、浄化槽は自然環境や生活環境を守るため

に大変重要なものであることを改めて認識した

ところであります。そこで、県内の浄化槽設置

数と浄化槽管理者の３つの義務について、環境

森林部長にお伺いをいたします。

○環境森林部長（加藤裕彦君） まず、浄化槽

の設置基数についてですが、県内の浄化槽は、

平成21年度末で単独処理浄化槽約９万5,000基、

合併処理浄化槽約５万7,000基、合計15万2,000

基となっております。

次に、浄化槽管理者の３つの義務についてで

あります。浄化槽法において、１つ目が保守点

検、２つ目が清掃、そして３つ目が水質に関す

る年１回の法定検査、この３つが義務づけられ
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ております。このうち保守点検は、主にポンプ

・モーターの点検や消毒剤の補充などを行うも

ので、また清掃は、主に浄化槽内の不要な汚泥

の除去や機械類の洗浄などを行うものでありま

す。法定検査は、保守点検と清掃が適正に行わ

れ、浄化槽の機能が十分発揮されているかどう

かを確認するもので、浄化槽管理者が都道府県

知事の指定する検査機関に依頼し実施すること

となっております。

○押川修一郎議員 次に、ここ数年の浄化槽

法11条検査の検査率の状況と、検査率を上げる

ための取り組みについて、同じく部長にお伺い

をいたします。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 11条検査でご

ざいます。法定検査と言っておりますけれど

も。法定検査につきましては、法律上の義務で

あることが十分に浸透していない等の理由か

ら、全国的に受検率が低く、平成21年度で28.7

％となっております。本県におきましても、平

成20年度は13.1％、21年度は14.2％と低い状況

にあります。このため昨年度は、21年度に実施

した浄化槽の実態調査をもとに、法定検査を受

けていない方々に対し、文書や電話により制度

について説明するとともに、受検していただく

よう啓発を行ったところであります。これによ

り受検率は大幅に向上し、22年度は約24％とな

る見込みであります。

○押川修一郎議員 最後になりますけれども、

検査率を上げるために、緊急雇用創出事業で浄

化槽設置者宅を訪問し法定検査のお願いをされ

ているとのことでしたし、「浄化槽の知識のな

い方が行かれても、逆に質問があると答え切れ

ない」という批判も聞いておるところでありま

す。また、ある日突然、浄化槽の法定検査につ

いての案内が届き、「今さら何だろう」と不満

の声も聞いておるところであります。実はこの

案内でありますけれども、「浄化槽の法定検査

について、皆様方には日ごろから、地域の環境

保全に御配慮いただくとともに、毎年法定検査

を受けていただいていますことを厚くお礼申し

上げます」というようなことで、今まで受けて

いない方々にこういったものが発送されていま

す。そういう中で、先ほども答弁でありました

けれども、県内約15万2,000基のうち24％、３

万6,480基が検査され、76％の11万5,520基が残

ることになるわけであります。この法定検査は

一過性じゃなく、検査率を上げる継続的なもの

ですし、検査率100％にすることこそが法定検査

の意味があるというふうに思います。そこで、

保守点検業者の方々は事業内容も理解しておら

れますし、設置されている場所もわかってい

らっしゃるわけでありますから、法定検査の業

務の一部を委託できるようなルールの見直しな

どを検討していただければというふうに考えま

すけれども、同じく環境森林部長にお伺いをい

たします。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 法定検査の実

施につきましては、指定検査機関である財団法

人宮崎県環境科学協会において、検査員の増員

や検査機器の導入等により検査体制の充実強化

が図られております。また、地域の実情に詳し

い保守点検業者等の協力を得るなど、円滑かつ

効率的な検査の実施にも努められているところ

でございます。県としましては、宮崎県環境科

学協会に対し、今後とも検査体制の整備につい

て指導するとともに、県、市町村、関係団体の

連携・協力を進め、検査率の向上に向け検討し

てまいりたいと考えております。

○押川修一郎議員 今後、関係機関や保守点検

業者の皆さん方とも検討していただいて、検査
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率を上げるような努力をしていただくというこ

とであります。本当にありがとうございまし

た。

以上をもちまして、私の一般質問のすべてを

終わります。ありがとうございました。（拍

手）

○外山三博議長 次は、横田照夫議員。

○横田照夫議員〔登壇〕（拍手） 横田照夫で

ございます。おかげさまで、またこの場所に立

つことができました。感謝の気持ちの中で、今

から一般質問をさせていただきます。

今回の東日本大震災では、自然の驚異的な破

壊力の前に、人間の力がいかにむなしいものか

をつくづく感じさせられました。お亡くなりに

なられました皆様、また被災された皆様方に、

心から哀悼の意とお見舞いを申し上げます。

今回の震災では、10万人を超える自衛隊員が

被災地に派遣され、救助活動や捜索活動、復旧

活動、そして生活支援活動などに献身的な活動

をしてくれました。それも自分たちはテントで

野営をしながら、さらに缶詰などの非常食を食

べながらの活動です。本当に頭が下がります。

流された自分の家の周辺の捜索活動を見守って

いた女性が、自分の子供のランドセルを見つけ

てくれた自衛隊員に涙を流してお礼を言ってい

たそうです。どれだけ多くの被災者が、またど

れだけ多くの国民が、自衛隊の活動を心強く

思っていたことでしょうか。私たちは、そうい

う自衛隊員が自信と誇りを持って任務に精励で

きるような環境をつくってやるために、精いっ

ぱい頑張らなければいけない、そのように思っ

た次第です。

今回、すべてが瓦れきと化し、何にもなく

なってしまった被災地の様子を見て、津波の恐

ろしさを改めて思い知らされました。巨大防波

堤も破壊され、家も車もおもちゃのように流さ

れました。身内や仲間、自分の家などが目の前

で流される光景をどんな思いで見られたので

しょうか。平野に建てられたビニールハウスが

津波にどんどん飲み込まれていく映像は、一番

衝撃的でした。宮崎県の中央部には入り江はあ

りませんが、決して安心はできないと考えさせ

られました。さらに、津波の恐ろしさとあわせ

て、原子力発電の怖さもつくづく感じてしまい

ました。避難させられた福島の人たちは、一体

いつ帰れるのでしょうか。とはいっても、九州

の電力は40％を原発に頼っているということで

すし、宮崎県の電力自給率は60％くらいしかな

いらしいです。つまり、宮崎県も原発でつくら

れた電気をかなり使っているということだと思

います。そこで、河野知事にお尋ねしますが、

原発の長所や短所なども含めて、知事の原発に

対する認識をお聞かせください。

後の質問は質問者席からさせていただきま

す。よろしくお願いいたします。（拍手）〔降

壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

原子力発電に対する認識についてでありま

す。原子力発電につきましては、これまで災害

時などにおける安全性が確保されているという

ことを前提に、経済性や電力供給の安定性の面

から、あるいは地球温暖化対策として有効な発

電方式であるというふうに言われてまいりまし

た。しかし、今回の福島第一原子力発電所の事

故におきましては、東日本大震災のような大規

模災害が発生した場合に、これまでの基準や考

え方によっては安全性は必ずしも確保されない

ということ、さらには、一たびこういう事故が

起これば、なかなか制御しがたいエネルギーで
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あるということ、さらには、その周辺に及ぼす

影響、国のみならず海外に向けてさまざまな影

響を及ぼすということが明らかになったところ

でありまして、原子力発電のあり方について、

改めて徹底的に見直しを行う必要があるのでは

ないかと認識しておるところでございます。そ

の一方で、今、御指摘のありましたように、我

が国の電源構成を見てみますと、原子力が３割

を占めている、九州管内におきましては４割を

占めていて、基幹的な役割を担っているという

ことも事実であります。本県におきましては、

太陽光発電を積極的に推進するということで、

ソーラーフロンティア構想を掲げて取り組んで

おるところでございますが、太陽光を初め、こ

うした再生可能エネルギーについては、その安

定性の問題、技術の問題、それからコストの問

題、さまざまな課題があるということをしっか

り認識する必要があろうかと考えております。

例えば、原子力をやめて、こういう再生可能エ

ネルギーを使うという場合に、どのようなコス

ト負担が生じるのか、また国民生活にどのよう

な影響が及ぶのか、経済活動にどのような影響

が及ぶのか、しっかりその辺を見きわめる必要

があろうかと考えておるところでございます。

また、原子力発電には、一つの産業として、雇

用の場であるという面もあります。さまざまな

要素があるところでございます。ただ、大事な

のは、やはり国民の安全をいかに守るかという

ことであります。その観点を中心に、基軸に据

えながら、エネルギー政策、原子力政策を今後

どうしていくのかということは、国の責任にお

いて決定される事項であると考えておりますの

で、今申し上げましたようなさまざまな事柄を

整理した上で、国としての方向性というものを

示していただく、場合によっては選択肢を示し

ていただく、それによって国民的な議論を行う

ことによりまして、今後の原子力発電所のあり

方というものを考えていく必要があろうかと考

えておるところであります。以上であります。

〔降壇〕

○横田照夫議員 ありがとうございます。これ

まで原発は、発電時に二酸化炭素などを出さな

いから環境に優しいとか、発電時のコストが安

いとかいううたい文句で推進されてきました。

でも、本当にそうなんでしょうか。原発は膨大

な量の冷却水を必要とします。我が国には大き

な湖沼とか河川がないために、すべての原発が

海岸沿いに立地しています。例えば川内原発で

は、すぐ隣を流れている川内川の流量と同じぐ

らいの海水が冷却水として使われています。取

水口の水温と排水口の水温は７度Ｃも違うそう

です。この川内川と同じぐらいの流量の７度Ｃ

も高くなった温排水が海水中の生物の生態に大

きく影響することは明白ですし、海水中に含有

される二酸化炭素も、海水が温められることに

より、かなりの量が大気中に放出されるそうで

す。つまり、二酸化炭素は発電時に出さないと

いうだけで、ほかのところで出しているんで

す。放射性廃棄物がいつまでも処理できないこ

となども考えると、決して環境に優しいとは言

えないというふうに思います。また、発電をと

めても、放射能にまみれた原子炉は、簡単には

廃炉とか解体はできないそうですし、膨大な費

用がかかってしまいます。放射性廃棄物の管理

や処理費用も含めて、一体だれが負担をするん

でしょうか。さらに、今回の福島原発のような

事故が起こった場合の補償費などを考えると、

そのコストは決して安いものではないというふ

うに思います。そこで知事に、九州内での原発

に関する動きについてお尋ねします。休止中の
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玄海原発２号機、３号機と川内原発１号機の再

稼働についてどう考えられますか。また、川内

原発の３号機建設についてどう考えられます

か、あわせてお伺いします。

○知事（河野俊嗣君） 原子力発電所は、安全

対策のために、13カ月に１回の割合で定期検査

を行う。したがいまして、九州では、６基ある

発電施設のうち３基が停止中ということでござ

います。また、川内原子力発電所の３号機の増

設につきましては、ことし１月に原子炉設置変

更許可申請が行われたということですが、その

後の手続については進んでいないということで

ございます。この問題につきましては、先日行

われた九州地方知事会におきましても、立地県

である佐賀県、鹿児島県の知事などともさまざ

まな議論を行い、さまざまな悩みを伺ったとこ

ろであります。手続の上におきましては、国に

おけるいわばゴーサインが出されているような

状況でございますが、最終的には、九州電力と

しましては、事実上、地元の同意というものを

求めているということでございます。そういう

地元の大変な悩み、御苦労があるということで

ございますが、原子力発電所についての先ほど

答弁申し上げました基本的な考え方は、安全性

というものを最優先に考えながら、さまざまな

考慮すべきことというのを、しっかりと国のほ

うの整理をして方針を出していただく。地元に

げたを預けるのではなしに、国としてしっかり

とした説明責任を果たして、国民的な議論のも

とに判断をなされるべきであるというふうに考

えております。

○横田照夫議員 議場配付させていただいた資

料をごらんください。この資料ですけれども、

最近、我が国のがんで死亡する人の数は右肩上

がりで増加していて、３人に１人ががんでの死

亡というふうになっております。2007年にドイ

ツ環境省が、ドイツ国内の16の原発周辺地域、

特に５キロメートル以内に住む５歳以下の子供

の小児がんと小児白血病の発症リスクが高いこ

とを立証しました。アメリカの統計学者、ジェ

イ・Ｍ・グールドが、全米3,053郡の40年間の乳

がん死亡数をすべて分類・調査した結果、原子

炉から100マイル─大体161キロメートルとい

うことですが─以内の郡では乳がん死亡者数

が増加、それより遠い郡では横ばい、もしくは

減少だったそうです。つまり、原発の通常運転

下でも、そこから放出される放射能の影響が出

ている可能性があるんです。

お手元に配付させていただきました日本地図

が描かれている図２をごらんください。国内の

各原発から半径100マイル円を描いてみると、日

本はほぼ埋め尽くされてしまいます。これを見

ると、我が国でがん死亡者数が右肩上がりにふ

えていることと因果関係がないとは言えないの

ではないでしょうか。「放射線レベルが低いか

ら安全」とか、「直ちに健康に影響を及ぼすも

のではない」といった専門家の解説には疑問を

感じてしまいます。毎日毎日の少しずつの蓄積

が健康に影響を及ぼしているんじゃないでしょ

うか。

次に、資料裏の南九州の地図が載っている資

料をごらんください。これは、20年前に川内原

発の近くから2,500個の風船を飛ばしました。放

射能がどちらに飛んでいくのかを調べるためで

す。地上の風は微風だったにもかかわらず、思

いもしなかった速さで広がり、４時間たたない

うちに県境を越えました。４時間で80キロメー

トル離れた都城市に届き、100キロメートル以上

離れた日南市にも届きました。こういうことを

考えたときに、宮崎県は果たして原発に関して
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静観でいいのだろうかと思ってしまいます。玄

海原発や川内原発の周辺自治体が連携協議を始

めました。宮崎県としても、特に直近の川内原

発に対しては、周りの自治体との連携協議に参

加をすべきと考えますが、知事、いかがでしょ

うか。

○知事（河野俊嗣君） いろいろ資料を提示い

ただいて、御指摘をいただいたところでござい

ます。私どもは、しっかりこういうデータも踏

まえながら、また科学的な知見というものを踏

まえて、今後のあり方というのを議論していく

べきだということを、改めて認識したところで

ございます。また、本県にとりまして、川内原

発、または伊方原発というものが近くにはある

わけでございます。そうしたものの影響を、こ

れまで以上にさまざまな情報収集をしながら、

知見というものを高めていく必要があろうかと

考えております。今たちまち、この連携協議へ

の参加ということを考えておるわけではござい

ませんが、さまざまな形での情報収集、または

問題意識としてとらまえまして、本県における

安全性というものをしっかりと考えてまいりた

いというふうに思っています。

○横田照夫議員 原発に関しては、先ほど知事

も言われましたように、一義的には国の決定す

ることとは思います。また、隣の県のこととい

うことで、遠慮があるのかもしれませんけれど

も、一たん事故が起こった場合は、隣の県のこ

とでは済まないわけでありますので、鹿児島県

とか周辺自治体としっかり連携協議をして、国

に態度表明をしていただきたいというふうに思

います。

今、放射性廃棄物はたまり続けていますけれ

ども、これは処理方法を棚上げにしたまま発電

事業を始めたツケだというふうに思います。ど

こにも持っていくところがないために、敷地内

にドラム缶に入れて保管しています。ちなみに

現在、全国でドラム缶約80万本以上が保管され

ているそうです。日向市でも、旭化成が研究に

使った放射性廃棄物がドラム缶で約1,600本

分、30年近く保管されています。我が国も、放

射性廃棄物を地下深くに埋めて処分する、いわ

ゆる地層処理を進めようとしておりますが、受

け入れ場所がなく、とまってしまっています。

実際に地層処理を進めようとしているのは、世

界じゅうでフィンランドのオルキルオトという

ところだけだそうです。放射性廃棄物は安全な

状態になるまでに10万年かかると言われており

まして、そのオルキルオトの地層処分場にカメ

ラを向けた「100,000年後の安全」というドキュ

メント映画では、実際にかかわった科学者たち

が、そんなに遠い未来の人間にこの処分場に埋

まっている廃棄物の危険性をどう伝えるのか、

頭を悩ませていました。ちなみに、10万年過去

はネアンデルタール人が生活していたころで、

逆に、そんなにも遠い未来の人たちに伝えるす

べはないのではないでしょうか。日本では、ま

だ地層処分のめどは立っていません。でも、そ

うしているうちにも、毎日毎日、高レベル廃棄

物はたまっていきます。廃棄物を減らすために

原発の利用を控えなくていいのか、そのために

どんな社会を構想していくのか、そもそもどれ

だけのエネルギーや資源を使うことが将来世代

に対して持続的なのか、みんなで考え判断して

いく必要があるのではないでしょうか。県庁内

での議論も期待したいというふうに思います。

九州電力は、当初呼びかけていた15％の節電

は緩和したものの、夏場の高温による電力需要

の急増や電力供給設備の故障発生時には、需給

バランスが崩れるおそれがあるとして、電力の
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安定供給のために引き続きの節電を呼びかけて

います。県としては、節電に対して、県民や事

業者にどのような対応をしていく考えかを、環

境森林部長にお聞きします。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 県民や事業者

の皆様には、これまでも、地球温暖化防止対策

の一環として、節電を初めとした省エネルギー

への取り組みを呼びかけてきたところでありま

す。このような中、今回の東日本大震災によ

り、電力不足が懸念されていることから、まず

は県庁が率先して行動を起こすべきものと考え

まして、これまでの取り組みに加え、エレベー

ターの一部停止や執務室内での照明の15％以上

の消灯など、新たな取り組みを実施することと

しております。現在のところ、九州電力からの

具体的な節電要請はありませんが、県民や事業

者の皆様には、自主的に、なお一層の節電に取

り組んでいただきたいと考えているところでご

ざいます。

○横田照夫議員 例えば、精米業者などは、原

料のもみとか玄米を冷蔵倉庫に保管しています

けれども、もし半日でも停電になれば、結露し

て、品質の悪化とか廃棄とかになってしまうそ

うです。ですから、大規模停電などに絶対なら

ないように、節電を徹底してほしいということ

でした。県庁が率先して行動していくというこ

とですが、県民に大きく波及していくように取

り組んでいただきたいというふうに思います。

次に移ります。ソフトバンクが自然エネル

ギーの普及をさらに加速させることを目指し

て、自然エネルギー協議会を発足させ、宮崎県

もその協議会に参加することを表明されまし

た。ソフトバンクの孫社長は、「全国の休耕田

や耕作放棄地の２割にメガソーラーを設置すれ

ば、原子力発電の50基分に相当する5,000万キロ

ワットを確保できる」としています。電気事業

連合会によりますと、2009年12月末現在で、全

国54基の商用原発の合計出力は4,884.7万キロ

ワットですので、ソフトバンクの試算が正確な

らば、すべての原発をとめても電力の供給はで

きることになります。今まで原子力ありきで進

められてきたエネルギー政策は何だったんだろ

うかと思ってしまいます。黒岩神奈川県知事は

「圧倒的なスピードで普及を進めていく」、ま

た、川勝静岡県知事は「静岡は太陽に恵まれて

いる。用地を確保できれば一気に進めたい」と

述べられています。河野知事の自然エネルギー

協議会に対する思いをお聞かせください。

○知事（河野俊嗣君） 孫社長の構想につきま

しては、私も電話で直接お話をして、本県とし

ても積極的に参加していきたいということで、

方針をお伝えしたところであります。本県にお

きましては、製造から発電、それを利用すると

いうこと、そのすべてにわたって太陽光発電と

いうものに取り組んでいこうという、ソーラー

フロンティア構想を進めておるところでござい

ます。その方向性を同じくする取り組みである

というふうな認識でございます。詳細な内容に

つきましては、今後どのように進めていくかと

いうのはまだ明らかになっておりませんが、全

国に10カ所程度、メガソーラーの発電所を設置

したいというようなことでございます。それを

自治体と連携してということのようでございま

す。しっかりと他の自治体などと連携しなが

ら、この協議会の中で議論し、本県が進めてお

りますソーラーフロンティア構想にも資するも

のでありますので、積極的な参加、それから役

割というものを果たしてまいりたいと考えてお

ります。

○横田照夫議員 全国で10カ所程度ということ
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であれば、宮崎県として積極的に手を挙げてい

ただきたいなというふうに思います。この構

想、いろいろ考えてみますと、農地転用とかの

問題もありますので、難しい面もありますけれ

ども、19もの県が参加しているわけですので、

法律改正とか運用の見直しとかで何とかクリア

していこうじゃありませんか。頑張ってくださ

い。

次に、今年度新規事業であります「新エネル

ギーの拠点づくり事業」の目指すところについ

てお尋ねします。我々自民党会派は、昨年８月

に三鷹光器株式会社を訪問し、ビームダウン式

集光装置を研修しました。本県と三鷹光器がこ

んなにも早く連携できるようになったことを大

変うれしく思っています。水素と酸素が化合す

るときに出るエネルギーをそのまま電気に変え

る燃料電池は、二酸化炭素などの温室効果ガス

を全く出さないなど、次世代エネルギーの本命

と言われています。ビームダウン式集光装置を

使ってつくり出した高熱を利用して水から水素

を分解してつくる仕組みですが、自治体がこの

研究に乗り出すのは初めてということです。燃

料電池の実用化に向けて極めて画期的な取り組

みで、宮崎県を燃料電池生産の拠点にしていけ

ればすばらしいと考えますが、その可能性を県

民政策部長にお伺いします。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 新エネルギー

の拠点づくり事業でございますけれども、この

事業につきましては、大きく研究が２つありま

す。１つは、太陽光の最先端の集光システムを

使いまして、水から水素を取り出す研究であり

ます。それからもう１つは、高効率の太陽光発

電の研究開発を行うものでございます。いずれ

も最先端の研究開発でありますので、すぐに事

業化に結びつくものではありませんけれども、

水素製造に関する研究開発については、実際に

水素の量産化が実現すれば、次世代エネルギー

として大変有望であると考えているところでご

ざいます。また、水素を使った燃料電池につき

ましては、産業界において、事業化に向けた研

究開発あるいは実証等が行われている段階でご

ざいますが、本県での研究が順調に進めば、産

業界の関心は高まるものと考えておりますの

で、産学官連携して、その研究を推進してまい

りたいと考えておるところでございます。

○横田照夫議員 せっかく燃料電池のもとにな

る水素の量産化の研究開発をするんですから、

将来は全国の中での燃料電池の拠点を目指すと

いうぐらいの答弁が欲しかったと正直思いま

す。過去に、宮崎県はリニアモーターカーの実

用化の実験を行いました。そして、実用化のめ

どが立ったら、よそに持っていかれてしまいま

した。どれだけ県民ががっかりしたことでしょ

うか。今回の研究開発も最先端のものですか

ら、そのめどが立った後は、絶対宮崎県で生産

までしていくんだという強い気持ちで臨んでい

ただきたいと、このように思います。

同じく、三鷹光器と県農業試験場との共同研

究で、太陽熱のエネルギーを農業用ハウスの冷

暖房に活用するシステムの実証実験が始まった

と聞いております。マンゴーの場合、冬場でも

温度は24度以上に保つ必要があり、約60アール

で１シーズンの暖房費は650万円ぐらいかかるよ

うですけれども、このシステムが実用化され、

農家のコストダウンにつながればいいなと考え

ます。現在の開発状況と実用化に向けた可能性

について、農政水産部長にお伺いします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 太陽熱ハウス

冷暖房システムにつきましては、世界的な集光

技術を有する県外企業と特殊な蓄熱技術等を有



- 79 -

平成23年６月16日(木)

する県内２企業により共同開発されたものであ

り、実証プラントも完成し、現在、県総合農業

試験場で実用化に向けた試験に着手したところ

でございます。本年度は、その第１段階とし

て、季節や天候等に左右されない安定的なシス

テム稼働の確保に取り組んでおります。今後、

第２段階として、施設園芸栽培における冬場の

暖房コストの大幅な低減や夏場の冷房技術の確

立による高品質・周年栽培の実現など、脱石油

型の生産技術の確立に取り組むこととしており

ます。さらに、第３段階の取り組みとして、実

用化に向け、システムの小型化やイニシャルコ

ストの大幅な低減に取り組んでまいりたいと考

えております。

○横田照夫議員 このシステムの説明を聞いて

いて、久しぶりに楽しくなりました。やっぱり

こういう夢のある話がどんどんふえていかなけ

ればいけないなというふうに思います。今、燃

料の未払いの多さが問題になっていますし、夏

場の冷房ができれば、作付の幅も大きく広がっ

てくるというふうに思います。農家がどれだけ

喜ばれることでしょうか。できるだけ早い実用

化に向けて、御努力をお願いしたいというふう

に思います。

次に、企業局長にお伺いします。企業局の企

業局新エネルギー導入事業では、祝子ダムの維

持流量を利用して、33キロワットのマイクロ水

力発電設備を１億2,520万円の事業費で設置する

ということですが、何年で元が取れる計算に

なっているのかをお伺いします。また、綾北ダ

ムでのマイクロ水力発電設備の事業化の可能性

も調査するということですが、その他のダムと

か農業用水路での可能性はどうなのでしょう

か、企業局長、お願いします。

○企業局長（濵砂公一君） 祝子ダムのマイク

ロ水力発電設備でございますけれども、これは

利用されていないエネルギーの有効活用という

観点から、企業局として初めて取り組んでいる

ものでございまして、来年１月の運転開始を目

指して、現在、整備を進めているところでござ

います。建設費のうちの約半分が国からの補助

を受けておりますので、残りが自己資金という

ことになりますけれども、その回収には、単純

に試算しますと、約17年を見込んでいるところ

でございます。また、ほかの場所でありますけ

れども、新エネルギーの導入については、低炭

素社会の実現という観点から、私ども大変重要

であると考えておりますので、積極的に取り組

むこととしており、これまでも、ほかのダムあ

るいは農業用水など、候補地の調査を行ってき

ております。その調査を受けての具体的な事業

化の判断に当たりましては、発電所の立地条件

等に伴う建設あるいは維持管理のコスト、ある

いは電力の買い取り価格などが経営上重要な要

素になりますので、これまでのところ、お話に

ありました綾北ダムが最有力と考えているとこ

ろでございます。今後の取り組みにつきまして

は、現在、国会に提出されております再生可能

エネルギーの全量買取制度法案─これは再生

可能エネルギーの買い取り価格ですとか期間、

そういう新しい枠組みを定める法案でございま

すが─の審議の動向を注視いたしますととも

に、経営上の観点を踏まえながら、積極的に取

り組んでまいりたいというふうに考えておりま

す。

○横田照夫議員 私としては、こういう事態に

なった以上は、バイオマス発電とか風力発電、

潮力発電など、あらゆる発電の可能性を貪欲に

追求していただきたいと思いますので、よろし

くお願いします。頑張ってください。
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宮崎平野には、まだ宮崎平野が海底にあるこ

ろ、多くの有機物が堆積し、悠久のときを経て

つくり上げられた「かん水」という地下水があ

り、その中にヨウ素と天然ガスが含まれていま

す。この水溶性天然ガスは、古代に地中に埋も

れた有機物が、数百万年という途方もない年月

を経て、バクテリアによって分解されて生まれ

たメタンガスです。佐土原町にある伊勢化学工

業宮崎工場では、この地中からくみ上げられた

かん水を原料としてヨウ素を製造しています。

かん水は、地中からくみ上げられた後、ヨウ素

と天然ガスに分離され、天然ガスはパイプライ

ンを通じて、都市ガスなどのガス事業者や、パ

ナソニック宮崎工場とかホンダロックなどの企

業へも供給されています。伊勢化学工業は現

在、佐土原町と新富町に井戸を掘ってかん水を

くみ上げていますが、宮崎平野にはまだ多くの

埋蔵量があるということです。この天然ガスを

もっと有効利用できないものかと思いますが、

県の考えをお聞かせください。商工観光労働部

長、お願いします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 宮崎平野

一帯の水溶性天然ガス埋蔵地は「宮崎ガス田」

と呼ばれておりまして、全国３位の埋蔵量と

なっております。現状では、県内において天然

ガスを事業化している企業は少なく、発電と熱

生産を複合的に行う天然ガスコージェネレー

ションや、先ほどお話のありました伊勢化学さ

んのように、ヨウ素の製造と付随する天然ガス

の供給などが行われているところでございま

す。また、これまでに県が行った各種調査によ

りますと、天然ガスはＣＯ２削減など環境改善に

大きく貢献することが認められる反面、設備投

資に見合う採算性などの課題が報告されており

ます。しかしながら、天然ガスの活用に関しま

しては、石油代替エネルギー、地球温暖化対策

への貢献も期待されておりますので、その有効

利用について、引き続き研究してまいりたいと

考えております。

○横田照夫議員 これまで自然エネルギーなど

新エネルギーに対する質問をしてきましたが、

先ほどちょっと知事も述べられましたけれど

も、この新エネルギーへの転換が産業の電力需

要に耐え得るものなのか、県民政策部長にお尋

ねします。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 太陽光や風力

などの新エネルギーにつきましては、一般的に

は、気象条件に左右され、安定的な電力供給が

難しいとされております。また、発電コストが

高いなど、普及拡大のためには課題もあるとい

うふうに考えております。このようなことか

ら、産業の電力需要に対応できるような形で新

エネルギーへの転換を進めるためには、例えば

太陽電池パネルの発電効率の飛躍的向上につき

ましては、例えばソーラーフロンティア社、

今、国富に工場がありますけれども、これはＣ

ＩＳでやっているんですが、2010年の発電効

率15％、将来的には40％ぐらいに上げようとい

う研究がなされております。そういう発電効率

を飛躍的に向上させなければならない。あるい

は、蓄電技術のさらなる研究開発、スマートグ

リッドの導入、さらには太陽光やバイオマス、

風力以外の―先ほど来お話がありますけれど

も―新エネルギーの研究開発が必要でありま

して、そのためには、国による明確な方向づ

け、あるいは政策誘導が必要であると考えてお

ります。

○横田照夫議員 私も、新エネルギーで産業の

電力としてのパワーが十分確保できるのかなと

いう心配をしておりました。電力開発と同時
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に、そういった研究開発も行っていく必要があ

るなというふうに思います。

今、照明用途としてＬＥＤが注目されていま

す。日本語では「発光ダイオード」と言われて

います。ＬＥＤが注目されている最大の要因

は、白熱電球や蛍光灯と比べて、消費電力が非

常に少ないという点です。市販されている製品

では、蛍光灯の７～８割程度ということです

が、理論的には約半分になると言われているそ

うです。そのため、現在使われている発熱電球

や蛍光灯がすべてＬＥＤに置きかわったとした

ら、電力不足とか二酸化炭素排出による地球温

暖化といった問題を一気に解決できるのではな

いかということで、大いに注目されているとい

うことです。また、寿命が非常に長いという点

も特徴の一つだそうです。市販物で同程度の明

るさを持つ電球型蛍光灯の５倍も長もちすると

されています。さらに、発熱が少ない点も見逃

せません。発熱量は蛍光灯の４分の１ほどしか

ありません。そのために、部屋の温度上昇も抑

えられますので、空調コストも下げられること

が考えられます。環境森林部の今年度事業であ

る「太陽光発電システム導入促進事業」の対象

者要件に、ＬＥＤ照明器具を複合的に設置する

者という文言がありますが、この事業の内容を

詳しく教えてください。環境森林部長、お願い

します。

○環境森林部長（加藤裕彦君） この事業は、

県内の住宅に太陽光発電システムをＬＥＤ照明

器具とともに設置した場合に、１キロワット当

たり３万円を補助するもので、上限額は８万円

であります。なお、県産材を使用した新築木造

住宅にシステムを設置した場合、また、県内で

生産された太陽光パネルを設置した場合には、

上限額をそれぞれ２万円ずつ増額することとし

ております。予算額は約２億円、補助件数とし

ましては2,300件程度を想定しているところで

す。

○横田照夫議員 この補助事業は、前回も2,500

件ほどの枠があっという間に埋まってしまいま

した。今回も多分そうなるだろうというふうに

思います。県民の関心が非常に高い証拠であり

ますので、来年度もぜひ事業化していただくよ

う、御検討をお願いしたいと思います。

さまざまな利点がある照明器具ですので、私

は会社等の事業所へのＬＥＤ導入への補助事業

化も検討すべきではないかと考えます。先ほど

の太陽光発電システム導入促進事業は発電への

補助ですけれども、ＬＥＤ設置は節電への補助

ということで、方法は異なりますが、目的は同

じだと考えます。環境森林部長、いかがでしょ

うか。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 県が推進して

おります「みやざきソーラーフロンティア構

想」におきましては、「家庭レベルからのエネ

ルギー自給率の向上」を一つの大きな柱に据

え、まずは、一般家庭への太陽光発電システム

の導入を、ＬＥＤの普及とあわせて取り組んで

いるところであります。また、国の住宅用太陽

光発電システム補助とのタイアップを図ること

で、より高い事業効果が得られることなどか

ら、現時点では、住宅用に着目した施策を優先

的に進めているところであります。御指摘のと

おり、ＬＥＤは省エネルギーを進める上で大変

有効な手段であり、コンビニエンスストア等さ

まざまな事業所におきましても、導入が拡大し

つつあります。県としましては、具体的な省エ

ネ効果やコスト削減効果等、ＬＥＤのメリット

を県民や事業者の皆様にわかりやすく情報発信

するなどして、ＬＥＤの一層の普及拡大に努め
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てまいりたいと考えております。

○横田照夫議員 今回、私たちは、国に対し

て、ＬＥＤ照明設備の導入補助など、国民に対

して節電のメリットが実感できる施策を早急に

実施するよう、意見書を出す準備をしていま

す。国の補助事業を引っ張り出して、県として

もＬＥＤ設置に対しての補助事業をやれるよう

に一緒に頑張っていきましょう。

これまで原発ありきで進んできたエネルギー

政策は、私としては転換していくべきではない

かと考えます。川内原発も含めて、これ以上の

新規立地はやめるべきではないでしょうか。で

も、だからといって、原発をすぐに全廃するこ

とにはならないということは十分理解していま

す。しかし、先ほどのソフトバンクの孫社長が

言われるように、太陽光発電などで原子力分を

賄えるのであれば、その方向にシフトしていく

ことは当然考えていかなければいけないという

ふうに思います。それとあわせて、宮崎県民も

含めた国民の生活のあり方の転換もしていくべ

きだと思います。テレビも一日じゅう放送する

必要があるのでしょうか。コンビニなども24時

間営業する必要があるのでしょうか。そういっ

た意味合いでの県民への意識啓発も図っていく

べきだと考えます。宮崎県を新エネルギーの先

進県として推進していければいいなというふう

に考えますが、知事の思いをお聞かせくださ

い。

○知事（河野俊嗣君） ただいま御指摘のあり

ました国民の生活のあり方の見直しであります

とか新エネルギーの利用拡大の必要性、まさに

同感であります。本県におきましては、全国に

先駆けてソーラーフロンティア構想ということ

で、太陽光の利用に努めてまいりました。ま

た、豊富な森林資源を利用したバイオマス発電

などにも取り組んできたところであります。特

に太陽光発電に関しては、先ほども答弁しまし

たように、製造、発電、利用という三拍子そ

ろった太陽光の拠点を目指すソーラーフロン

ティア構想に取り組んできたわけですが、製造

に関していいますと、国富町には世界最大級の

太陽電池工場があります。それから、発電とい

う面からすると、これも全国に先駆けて企業と

連携したメガソーラーが都農町に稼働しており

ます。それから、利用の面でいいますと、住宅

用の太陽光パネルの設置が世帯別では全国２

位、人口比ではトップではないかというデータ

もあるところであります。それぞれの分野で、

宮崎の恵まれた日照環境でありますとか関係者

の御協力、御尽力によりまして、既に太陽光利

用という面では、県レベルの取り組みとしては

トップランナーではないかというふうな自負を

しておるところでございます。これをさらに進

めて、本県を環境・新エネルギーの先進地にす

べきではないかというふうに考えておるところ

でございまして、今回提案させていただいてお

りますアクションプランにおいても、これを重

要なテーマの一つとして掲げております。御指

摘のありました太陽熱を利用した水素製造の研

究、さらにはＣＯ２の削減に資する環境価値とい

うものを証書にして、それを市場流通させると

いうグリーン電力証書でありますとか、そうい

う取り組み、または森林の適正管理によるＣＯ２

の吸収をクレジット化するＪ―ＶＥＲ、そう

いったさまざまな取り組みも進めてまいりたい

というふうに考えております。そのような取り

組みを通じて、新エネルギーの先進地として本

県が認知されるとともに、それが産業面にもさ

まざまな効果を及ぼすような努力をしてまいり

たいと考えております。
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○横田照夫議員 昨年度までの宮崎県総合計画

である「新みやざき創造計画」の基本目標は、

「日本の原点 時代の起点 創造みやざき」と

し、日本の原点とも言える宮崎から日本を変え

るとの気概のもと、宮崎が大きな変革が求めら

れている時代の起点となって、新しいライフス

タイルや経済社会システムの創造を目指すとし

ておりました。今年度から宮崎県総合計画は

「未来みやざき創造プラン」となりましたが、

その中にも、知事も言われましたように、環境

・新エネルギーの先進地づくりの取り組みを積

極的に進めていくというふうにうたってありま

す。知事、今まさにそのときが来たんだと思い

ます。昨年度までの基本目標のように、この宮

崎がエネルギー転換によるライフスタイルとか

経済社会システムの変革の起点となって、宮崎

から新しい日本を創造していこうではありませ

んか。

これまでずっとエネルギー関係の質問をして

きましたが、今度は話ががらっと変わりまし

て、津波対策についてお伺いします。

先月の第４日曜日に防災訓練がありました。

海岸地帯では、津波からの避難訓練が行われま

した。６メートルの津波が15分後に来るという

想定でした。実際に訓練に参加した人の話で

は、高齢者などを連れての避難は、15分では到

底不可能ということでした。また、高台への避

難ということでしたが、６メートルの津波がど

こらあたりまで来るのか、さっぱりわからな

かったということでした。行政で津波ハザード

マップはつくられるとは思いますが、ハザード

マップをしっかり見て図上訓練などをする人は

限られているんじゃないでしょうか。そこで提

案ですが、道路標識や電柱、ビルの壁などに、

６メートルの津波の場合はここまで来ます

よ、10メートルの場合はここまでですよといっ

た標識をつくったらどうでしょうか。また、避

難ルートの標識もあったほうがいいと思いま

す。ハザードマップはなかなか見ませんが、常

日ごろの生活の中でそういう標識を見ていた

ら、無意識のうちに頭に入り、いざというとき

の行動に結びつくのではないでしょうか。いわ

ば「街中ハザードマップ」です。総務部長の見

解をお伺いします。

○総務部長（稲用博美君） 海抜表示等につき

ましては、一部の市・町や地域において、既に

取り組みが進んでおります。津波の被害が予想

される日向灘沿岸部におきましては、住民の生

活の中で意識されやすい場所に、海抜の表示や

避難場所の位置、方角を示すということが、住

民の避難に役立つばかりでなく、今、御質問に

ありましたように、平常時からの防災に対する

意識の高揚にも非常に効果的であるというふう

に考えます。沿岸10市町をずっと回ったときに

─私ではありませんが、危機管理課のほうで

回りました。そのときに、各首長さん等々から

もいろんな御要望をお受けしておるわけです

が、市・町において、そういうような表示もし

ていくという方向のようであります。これか

ら、そういう取り組みに対して、表示のデザイ

ン、そういうものについても示していただけれ

ばというようなお話もありますので、そういう

ことについて、今後できる限りの支援をしてい

きたいというふうに思っております。

○横田照夫議員 ありがとうございます。防災

で一番大事なのは備えだというふうに思いま

す。街中ハザードマップで、いつ地震や津波が

来ても的確な行動ができるように、頭の備えを

したいものだというふうに思います。

今回はエネルギーに関することを中心に質問
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をさせていただきました。今回の福島第一原発

事故をきっかけにして、ドイツやスイス、イタ

リアなど、国外でも原発の是非について動きが

出てきました。当然、我が国でも、そして宮崎

県でも、そういう議論が活発に行われるべきだ

と思います。原発の是非とあわせて、代替エネ

ルギーの可能性、生活のあり方に対する意識転

換への議論も必要だと思います。もしかする

と、近いうちに、日本人の価値観とか進むべき

方向の転換点、いわゆるターニングポイントが

来るかもしれません。そのときに、我が宮崎県

の進むべき方向を決して見誤ることがないよう

に、しっかりと議論をしていこうではありませ

んか。

農業用水の改修についての通告もしておりま

したが、この件に関しては、また次回に回させ

ていただきたいと思います。以上で私の質問を

終わらせていただきます。ありがとうございま

した。（拍手）

○外山三博議長 以上で午前の質問は終わりま

す。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時44分休憩

午後１時０分開議

○十屋幸平副議長 休憩前に引き続き会議を開

きます。

次は、中野廣明議員。

○中野廣明議員〔登壇〕（拍手） 質問に入り

ますけれども、大震災関係、津波のごとく質問

が出まして、質問しても大体答えは読めるよう

な感じでありますけれども、予定どおり、まず

宮崎県の地震・津波対策について質問をいたし

ます。

今回の東日本大震災、発生から３カ月が過ぎ

ました。３カ月たった今でも、見るも涙、聞く

も涙、だれしもが経験したことのない大惨事で

あります。今、頻繁に世界でも大震災が発生し

ております。本県も日向灘に震源があります。

地形は400キロの海岸線に面しており、いつ何ど

き大地震が発生するか、予想だにできません。

今回のような地震・津波が本県で発生した場

合、今回の東日本大震災の教訓を最大限に生か

すことが被害を最小限に食いとめる最善の方法

と、強く感じたところであります。そこで、知

事にお尋ねいたします。宮崎県の知事として、

大震災等を見られてどのような思いと決意をさ

れたか、お伺いをいたします。

後は、質問者席のほうからいたします。（拍

手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

今回の大震災を受けての思いと決意というこ

とでございます。今回の大震災は、未曾有の大

災害となりまして、大変な被害が生じたわけで

ございます。そのようなことを踏まえて大切な

のは、命を守ること、そのために備えをしてい

くこと、しっかりしていくということが大事だ

と思っております。今、御指摘のありましたよ

うに、今回の大震災の教訓というもの、さまざ

まなことを学ぶことができると考えておりま

す。それをしっかりと後世に伝えること、20

年、30年というオーダーではなく、何百年とい

うオーダーで今回の教訓というものを伝えてい

くことは大変重要であると考えております。

今回の大震災の後に読んだのですが、戦前の

物理学者の寺田寅彦さんの、「天災は忘れたこ

ろにやってくる」という語のもとになったので

はないかと言われている「天災と国防」という

文章を読みました。それを読んでも考えたとこ

平成23年６月16日(木)
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ろでありますが、我が国の自然なり、風土、歴

史というものに謙虚になって、改めて自然の脅

威への備え、それからこういった教訓というも

のをしっかりと後世に伝えていくことが大事で

あるというふうに考えております。

常在危機ということを職員にも指示したとこ

ろでございますが、そういった意識を県民の間

にも広げて、さまざまな災害への備えを進めて

いくこと─災害の基本というのは自助・共助

・公助と言われておりますが、それぞれのレベ

ルで、改めていろんな形の見直しを進めてまい

りたいというふうに考えております。県民の皆

様と一緒になりながら、安全で安心な県土づく

りというものに取り組んでまいりたいというふ

うに考えております。以上であります。〔降

壇〕

○中野廣明議員 何か事がありますと、やはり

リーダーシップ、リーダー次第であります。ぜ

ひ、いろいろ教訓を生かして、事あるときには

しっかりリーダーシップを発揮していただきた

いと思います。

県は、ことし、来年度で6,000万円をかけ、防

災計画を見直すことになっております。現在の

宮崎県防災計画における被害想定でありますけ

れども、東南海・南海地震の被害想定がマグニ

チュード8.6であります。最大震度６弱でありま

す。津波の高さが６メートルになっておりま

す。津波による死者が670名であります。日向灘

地震の被害想定は、マグニチュード7.5でありま

す。最大震度６強、津波の高さが５メートルと

なっております。津波による死者は最大670名で

あります。県は防災計画を２年かけて見直すと

いうことでありますが、地震はいつ何どき発生

するかわかりません。今回の大震災を教訓とし

て、県独自で早急にやるべきことがあるだろう

と、私は思います。そこで、現在の宮崎県防災

計画において、まず、県、市町村の役割分担は

どうなっているか、２つ目が地震の情報、津波

警報システムはどうなっているか、３つ目が通

信手段、４つ目が災害時の救援物資、５つ目が

避難場所・避難経路についてどうなっている

か、総務部長にお尋ねいたします。

○総務部長（稲用博美君） まず、県と市町村

の役割分担でございますが、市町村は、住民の

生命・財産を保護するため、第１次責務者とし

て防災活動を行うことになっており、県は、広

域的な対応や市町村に対する支援、国や関係機

関との調整などを行うこととしております。

２点目の地震・津波の情報伝達につきまして

は、県の防災情報処理システムによって、24時

間体制で気象台等から地震データなどを自動受

信し、同時に市町村に伝達することとなってお

りまして、24時間体制で職員を配置し、災害監

視に当たることとしております。

３点目、県と市町村との通信手段につきまし

ては、県の防災行政無線による通信回路を確保

するとともに、中継局が破損した場合などに備

えまして、衛星系回線による二重化など、災害

に強い通信システムを構築することとしており

ます。

４点目の災害時の救援（備蓄）物資につきま

しては、市町村は避難所等において、食料、生

活必需品等の備蓄を行うこととしており、県に

おきましても、速やかな支援ができるように、

県の各総合庁舎等におきまして、例えば食料１

万食のほか、飲料水、毛布などの備蓄を行うこ

ととしております。

５点目の避難場所・避難経路につきまして

は、市町村がそれぞれの地域の状況を踏まえな

がら指定することとなっておりますが、県も避

平成23年６月16日(木)
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難場所として県有施設の利用を推進することと

しております。以上でございます。

○中野廣明議員 東北３県も同じような準備を

していただろうと思いますけれども、ああいう

ふうに大震災になりますと、元も子もないとい

うような状況であります。そこまで言うと何も

ありませんけれども、とにかく今の項目につい

て、でき得る限りの見直しをしていただきたい

と思います。私は、特に通信回路―衛星携

帯、衛星回路は最悪でも大丈夫かと思っていた

ら、これも雲が出ているときにはだめだ、そん

な話も聞いております。万全の備えをしていた

だきたいと思います。

２メートルの津波で木造住宅は全壊と言われ

ております。震度、津波の高さを見直すとして

も、対策は余り変わらんのじゃないかなと。と

にかく一刻も早い通報、一刻も早い避難が人命

救助の最良の手段だと思います。２年かけるの

は別として、今やるべきことは、とにかく津波

警報のあり方、避難場所・避難経路を再検討

し、県民に周知すべきであると思いますが、総

務部長の意見をお尋ねいたします。

○総務部長（稲用博美君） 今、御質問ありま

したように、東南海・南海地震及び日向灘地震

による被害想定とその対策の全体的な見直しに

つきましては、国が進めております検討結果も

踏まえる必要があるということから、来年度ま

でかかるのかなというふうに思っております

が、直ちに取り組むべき対策につきましては、

それと並行して、早目に進めたいというふうに

考えております。

具体的には、今回の震災の津波被害で、避難

所や避難経路の浸水、破壊により、甚大な被害

が発生しておりますので、県内沿岸の市町に対

して、現在指定している避難場所・避難経路に

ついての早急な点検と必要な見直しをお願いし

たところであります。既に各市町では、これら

の見直しや海抜表示を新たに設置するなど、さ

まざまな取り組みが進んでいるようでございま

す。また、県の取り組みとしましても、先月５

月の県の総合防災訓練で、沿岸すべての市町で

津波を想定した情報伝達・避難訓練を行いまし

たほか、各地域における自主防災組織の充実強

化、マスコミや防災イベント、出前防災講座な

どによる県民の皆さんへの広報や啓発など、防

災に対する取り組みについて改めて進めてまい

りたいというふうに思っております。

○中野廣明議員 宮崎平野に５メートルの津波

が来たら、みんなどこに逃げるのかなと。とに

かく市内だったら高層ビルに逃げるのかなと。

国富に行けば大丈夫ですけれども、とにかく津

波が来たら逃げるが勝ちだと。そのためには、

避難場所を市町村と一緒になってしっかり確保

して、周知徹底方をお願いしたいと思っており

ます。

次に、きのうもテレビを見ていました。警察

官、自衛隊の方が胸までつかって遺体の捜索を

されております。本当に大変だと思います。警

官も今回の東北大地震で避難誘導しながら亡く

なられた、そんな話も聞いております。県警に

おける災害時対応はどのようになっておるか、

県警本部長にお尋ねいたします。

○警察本部長（鶴見雅男君） 災害が発生し、

もしくは発生するおそれがあるような場合、警

察におきましては、災害情報等に基づく広報活

動、避難誘導を行うほか、災害が発生いたしま

した災害現場における情報収集、被災者の救出

救助、行方不明者の捜索、及び緊急交通路の確

保、そして被災地における犯罪の予防並びに取

り締まり等の警察活動を実施しているところで

平成23年６月16日(木)
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ございます。

○中野廣明議員 次ですけれども、学校も、校

舎の崩壊、生徒の死亡、行方不明等が発生して

おります。いまだに行方不明の我が子を捜す母

親の姿、避難するために斜面を登りおくれた子

供が津波にのまれた話等々、切りがありませ

ん。教育委員会は災害対応についてはどのよう

な取り組みをされるのか、お尋ねいたします。

○教育長（渡辺義人君） 県教育委員会といた

しましては、このたびの震災発生を受け、各学

校に対しまして、１つには、避難場所や避難方

法等について教職員で早急に確認すること、２

つには、災害発生時に児童生徒を保護者に引き

渡す要領を周知すること、３つ目に、防災体制

の緊急点検や避難訓練を早急に実施することな

どを通知するとともに、公立学校校長会におき

ましても、同様に指導したところであります。

また、震災後に作成をいたしました「津波災害

にともなう安全対策マニュアル作成指針」を県

立学校及び市町村教育委員会等に配付し、各学

校の実情に応じた防災体制の見直しをお願いし

ているところであります。教職員向けには、５

月に開催いたしました学校安全指導者研修会に

おいて、宮崎地方気象台から講師を招いて、地

震・津波発生の仕組みや危険から身を守るため

の方法などについて研修を行い、教職員の防災

意識の高揚と、防災教育における指導力の向上

を図ったところであります。さらに、迅速な情

報伝達への備えとして、県立学校におきまして

は、インターネットを活用した緊急地震速報

サービスを７月中に導入する計画としておりま

す。今後とも、関係機関や専門家等と連携を図

りながら、各学校における防災体制、防災教育

の充実に努めてまいりたいと考えております。

以上です。

○中野廣明議員 特にテレビ等で、小さい子

供、小学生、親を亡くした子供たちを見ると、

本当に胸が熱くなります。私は、孤児になった

人たち、本当にかわいそうだなと思っていま

す。いろいろ金持ちが寄附されます。何か育英

資金でもつくったらいいのになと思っていまし

たら、これはＰＲですけれども、建築家の安藤

さん、ノーベル物理学賞の小柴さん、ユニクロ

の柳井さん等々が発起人になられて、桃・柿育

英会というのができております。年間１人１万

円だそうであります。紹介だけしておきます。

今回の東北大震災で強く感じたことは、人命

第一。そのためには一刻も早い正確な情報と、

ふだんから県民一人一人が災害に対して危機感

を持つことである、そういうふうにつくづく考

えました。今回の教訓を生かして、ぜひ行政の

役割をしっかり果たしてほしいと思います。

次に、口蹄疫について質問をいたします。

口蹄疫については、昨年の話でありますか

ら、別にぶり返すつもりはありません。昨年の

口蹄疫は、宮崎に甚大な被害をもたらしまし

た。二度と同じことを繰り返さないためにも、

しっかりした検証が必要であると思っておりま

す。

そこで、お手元にグラフをお配りしておりま

す。虫眼鏡が要るかなと思いますけれども、数

字が見えない方は赤い棒グラフのところ、これ

をぜひ見ていただきたいと思います。私は、こ

の棒グラフを見ながら─よく国が、初動対応

は県がまずかったというようなことがありまし

たけれども─初動対応というのは大体４月30

日ぐらい、ワクチン、潜伏期間を見ますと、そ

ういうことかなと。ですから、４月30日ぐらい

に発症した疑似患畜は、４月20日前後にウイル

スが潜伏しておったのかなということでありま
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す。要は、このときにしっかり、24時間殺処

分、74時間埋却ができておれば、こんなに拡大

はしなかったんじゃないか。これはあくまでも

私の考え方であります。上をずっと見ていただ

きますと、４月20日、県対策本部設置、４月25

日が740頭を超える国内過去最大の規模になった

ということであります。４月24日、県外に獣医

師派遣要請。これは、知事の権限で全国の知事

に要請ができる、要請された知事は特段の理由

がない限り拒んではいけない、そういうことで

あります。５月１日が自衛隊派遣要請。次、２

ページですけれども、５月17日に国の現地対策

本部ができました。これは喜ぶことじゃないん

です。宮崎県に任せておったらだめだというの

で、国の対策本部ができた、私はそう思ってお

ります。５月25日、６万8,726頭、殺処分がた

まって、やっと埋却地買い上げが決定されて、

ここから県の金で埋却地の買い上げの話ができ

たということであります。そういうことを見ま

すと、とにかくこの赤線―埋却しなきゃいけ

ない未処分頭数がふえてきた。６月５日にふえ

ていますのは、ワクチン接種分の殺処分が始

まったということであります。そして、土地確

保ができて、大体終息したというようなことで

あります。

そこで、質問に入りますけれども、当時、知

事は口蹄疫対策本部の副本部長としての立場、

現在は知事としての立場ですが、特に改正家伝

法、埋却地について、口蹄疫に対する総括をお

願いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 昨年の口蹄疫は前例の

ない規模になり、約30万頭もの家畜を殺処分せ

ざるを得ない状況になったわけでありまして、

県内経済、県民生活に甚大な影響を及ぼしたこ

とはまことに残念に思っております。当時、副

知事という立場でこの対策に携わってきた私と

しましては、まことに申しわけないという思い

がいたしておるところでございます。昨年の教

訓を踏まえて、口蹄疫からの再生・復興を推進

するに当たりましては、二度と同じ事態を引き

起こさないように、まずは防疫体制の充実強化

を最優先として進めてまいりたいというふうに

考えております。

今、グラフを含めていろいろ御指摘があった

ところでございますが、円滑な防疫対策、万が

一発生したときの防疫対策を遂行するに当たり

ましては、埋却地の確保というのが極めて重要

であると認識しております。これが一つのボト

ルネックとなって、なかなか処分が全体で進ま

なかったというところがあるわけでございま

す。最初の数例につきましては、処分が迅速に

進みましたが、やはり今、御指摘のありました

ように、ゴールデンウイークに入りましてから

大規模農場での発生、またウイルスの拡声機と

言われる豚での発症などによるもので、埋却が

追いつかなくなったという状況があるわけでご

ざいます。本年４月に改正されました家畜伝染

病予防法においても、家畜の所有者が遵守すべ

き「飼養衛生管理基準」の中に埋却地の確保も

規定するとされたところでございまして、都道

府県知事の責務として、土地の確保などに関す

る情報の提供、助言、指導、補完的に提供する

土地の準備などが規定されたところでありま

す。県といたしましても、この法の趣旨を踏ま

え、今後、市町村の協力を得ながら、埋却地の

確保─これは工程表にも位置づけたところで

ございますが─に努めてまいりたいと考えて

おります。

○中野廣明議員 国は検証委員会なるものを立

ち上げております。延べ17回開催されておりま
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す。その中の一部でありますが、「口蹄疫の一

義的な責任は都道府県にある。宮崎県は埋却地

の具体的な検討をしていなかった。発生後、埋

却地の確保を試みたものの、地下水が出たり住

民の反対などで早期の確保ができず、時間がか

かった。このことがウイルスの量をふやし、感

染を拡大させた一因となった」ということであ

ります。農水省出身の副知事、所見があれば聞

かせていただきたい。

○副知事（牧元幸司君） 本県における口蹄疫

というものにつきまして、過去に例のない大規

模な蔓延になったわけでございますが、要因と

しては大きく２点あるのではないかというふう

に考えているところでございます。１点目は、

やはり初期段階での同時多発的、面的な広がり

について、認識、対応―初動が大事というこ

とが常に言われるわけでございますけれども、

このあたりのところについて、国、県ともに十

分でなかった点があるということではないかと

思います。この反省を踏まえまして、先般作成

した新たな防疫マニュアルにおきましては、浸

潤状況調査などを迅速に行うことにしていると

ころでございます。

２点目については、今も御指摘ございました

埋却地の確保の関係ですけれども、これが非常

に困難をきわめて、殺処分のおくれが防疫作業

を進める上で大きな支障になったということで

ございます。これについては、工程表でもお示

しをしておりますとおり、今後、埋却地の早期

の確保に向けて取り組んでいくことにしておる

ところでございます。

なお、殺処分などの防疫措置につきまして

は、御案内のように法定受託事務となってお

り、国におきましては、的確な防疫方針を定め

ることなどがその責務ということでございま

す。一方、県につきましては、その方針に基づ

いて円滑な防疫措置を遂行することが求められ

るということでございます。

○中野廣明議員 今、殺処分は法定受託事務と

言われました。そこまではいいんです。権限で

殺した牛は、そのまま家畜主か県かで勝手にし

なさいと、後は自治事務になっているわけで

す。そこが一番の問題だと私は思っておりま

す。これは副知事に言っているわけではないで

すけれども……。

国の口蹄疫対策検証委員会の概要がまた出ま

した。口蹄疫清浄国では、早期発見及び迅速な

殺処分、埋却を基本として対策を講じていると

ころとなっております。診断確定後24時間以内

に殺処分、72時間以内の埋却ができなかったこ

とが感染を拡大させたということであります。

みんな宮崎県が悪いというようなことでありま

す。家伝法、防疫指針の不備は一文字も入って

おりません。そこで、家伝法は法定受託事務と

なっておりますが、簡単に言うとどういうこと

か、農政水産部長。

○農政水産部長（岡村 巖君） 法定受託事務

は、地方自治法によりまして、法律等に基づき

都道府県等が処理することとされる事務のう

ち、国が本来果たすべき役割に係るものであっ

て、国においてその適正な処理を特に確保する

必要があるものとして、法律またはこれに基づ

く政令に定めるものと規定されております。改

正家畜伝染病予防法においては、埋却地の確保

を除く殺処分や移動制限、また畜舎等の消毒な

ど、家畜伝染病の蔓延防止に係る事務が法定受

託事務とされております。

○中野廣明議員 それを受けまして、例えば昨

年４月の時点の家伝法、それから、それはだめ

だというので口蹄疫特措法が出ました。そし

平成23年６月16日(木)



- 90 -

て、ことし３月、改正家伝法が出ました。埋却

地に関する条文はどのようになっているか、農

政水産部長にお尋ねします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 埋却地につき

ましては、従来の家畜伝染病予防法では、確保

に係る具体的な記述はなく、「患畜又は疑似患

畜の死体の所有者は、遅滞なく埋却しなければ

ならない。」と規定されているのみでありまし

た。その後、昨年６月に制定された口蹄疫対策

特別措置法で、埋却の用に供する土地の確保等

について、「国は必要な措置を講ずるもの」

と、「地方公共団体は必要な措置を講ずるよう

努めるもの」とに規定されました。さらに、本

年４月に改定された改正家伝法では、埋却地の

確保についても、家畜の所有者が遵守すべき

「飼養衛生管理基準」の中に規定することとさ

れたところであります。また、都道府県知事の

責務としまして、「土地の確保等に関する情報

の提供、助言、指導、補完的に提供する土地の

準備等必要な措置を講ずるよう努める」と規定

されたところでございます。

○中野廣明議員 要は、法律の改正は、特措法

で一歩前進したかなと思ったら、改正家伝法で

はまた一歩後退、そんな感じであります。

次に、県は今回、マニュアルを作成いたしま

した。今回作成したマニュアルどおり対応すれ

ば初動対応は実施できるか、農政水産部長にお

尋ねいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 今回のマニュ

アルでは、原則として24時間以内の殺処分や72

時間以内の埋却完了を目標として、防疫措置を

迅速に行うための事前準備、また早期発見・早

期通報を確保するためのルールの明確化、そし

て迅速な殺処分等を行うための手順などを定め

たところであります。しかしながら、埋却候補

地について、その確保が十分でなかったり、周

辺住民の同意や掘削時の湧水の影響などで実際

に埋却地として活用できない事態が生じると、

防疫作業のおくれにつながることも予測されま

す。したがいまして、今後、関係機関と一体と

なって各地域の実情に合った埋却地の確保を進

めることにより、迅速な初動防疫の実施ができ

るよう、全力で取り組んでまいりたいと考えて

おります。

○中野廣明議員 要は、埋却地があればオー

ケーですよ、埋却地がなければまだわかりませ

んと、そういうことだと思います。昨年の口蹄

疫での埋却地の確保状況はどうなっていますで

しょうか、農政水産部長。

○農政水産部長（岡村 巖君） 昨年度の口蹄

疫の発生に伴い、埋却地として活用した土地

は、全体で268カ所、総面積は97.5ヘクタールで

あります。このうち個人埋却地は204カ所、50.1

ヘクタール、県農業振興公社が農地保有合理化

事業を活用して買い入れした埋却地は52カ

所、38.9ヘクタール、国、県などの公有地は12

カ所、8.5ヘクタールとなっております。なお、

個人埋却地の確保については、自己所有地が主

体であり、またそれ以外の埋却地も民間の取引

でありますことから、要した費用等は把握して

おりませんが、農地保有合理化事業で買い入れ

した金額は２億4,500万円余りとなっておりま

す。以上でございます。

○中野廣明議員 要は、どこが金を出したかわ

からんような買い方になっておるわけです。農

地保有合理化事業、これは県が保証人になって

国の保有合理化事業のもとから借りている。こ

の返す金は、埋めた土地を10年ぐらい使って、

売って返すということですから、既に不良債務

です。そういうことで何とか土地は取得したと
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いうことであります。

次に、県がマニュアルで埋却地の選定条件を

定めております。１つが農場敷地内、周辺であ

ること、２つ目が人家、飲料水、河川、道路に

近接しないこと、３つ目が水源等がないこと、

４つ目が最低３メートル程度の掘削が可能であ

ること、５番目が機械・資材の搬入が容易であ

ること、６番目が周辺住民及び地権者の理解と

協力が得られることとあります。こんな条件で

農家に土地を用意せえと言って、果たして確保

できるのかなと思うんですけれども、部長の見

解をお聞きいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 今回の家畜伝

染病予防法の改正では、今後、国が定める飼養

衛生管理基準において、万一の発生に備え、迅

速な防疫措置が講ぜられるよう、農家に事前に

埋却地を確保する義務が課せられることとなっ

たところであります。しかしながら、御指摘の

とおり、昨年の発生時においても、埋却候補地

について周辺住民の同意が得られなかったり、

試掘の結果、湧水や、れき、岩が確認されるな

どの事例も数多く見られ、埋却地の確保に困難

を来したところでございます。埋却地の確保は

簡単なことではございませんが、今後、国が定

める飼養衛生管理基準の内容等も踏まえなが

ら、市町村や関係機関と一体となって確保に努

めてまいりたいと考えております。

○中野廣明議員 次に行きます。昨年の口蹄疫

対策費、約600億円であります。殺処分手当―

補償金ですね―530億円となっております。県

取得の埋却地代約２億5,000万円、個人分は土地

代と言わんで環境対策費、ごまかしてこんな言

い方で国は借地料を払っておるわけです。宮崎

の経済に与える影響等を考えれば、私は、土地

代は知れているなと思うんです。口蹄疫拡大を

防ぐためにも、早急に市町村と埋却地の予定地

確保をすべきであると思いますけれども、知事

の見解をお尋ねいたします。

○知事（河野俊嗣君） 埋却地の確保は極めて

重要な要素であります。先ほど申しましたよう

に、再生・復興方針の工程表におきましても、

すべての農場で埋却地を確保するということを

目標として設定しているところであります。具

体的な推進に当たりましては、農家の理解と市

町村の協力が必要であると考えております。７

月上旬には、支庁・振興局単位で市町村と、埋

却地の確保対策に関する協議を行う予定であり

ます。ＪＡなど関係機関の協力を得ながら、県

と市町村が一体となって、それぞれの地域の実

情に合った対策を推進して、埋却地の確保に努

めてまいりたいと考えております。

○中野廣明議員 本当に個人個人が確保して

おって、もし去年のようなことがあったら、も

う農家の畑は牛の墓ばかりになってしまいま

す。また、そうなりますと、これは個人で探

す、つくるのは難しいと思います。昨年の二の

舞にならないようにするためには、共同埋却地

等の確保に全力を注いでほしいと思いますけれ

ども、知事に再度お願いします。

○知事（河野俊嗣君） 現在の家畜伝染病の防

疫指針におきましても、埋却地に関してです

が、発生地の付近において埋却を行うという方

向が出されているところでございます。これは

防疫の観点からということであります。先ほど

お答えいたしましたように、県と市町村、関係

団体が一体となって埋却地の確保に努めるわけ

でございますが、その際には、当該農場に近接

し、かつ発生していない地域へのウイルスの散

逸防止が十分図られるというような観点の防疫

上の必要条件を考慮した上で、複数の農家が活
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用する共同埋却地も含めて取り組んでいくこと

になるのではないかと考えておるところでござ

います。また、各農家において確保した土地

が、水や岩が出るなど実際には埋却に適さない

事態というものを想定した上で、県、市町村の

公有地あるいは国有地について利用可能なもの

のリストアップ、活用のルールづくりを進めて

いくこととしているところでございます。

○中野廣明議員 とにかく、昨年のことを忘れ

ちゃいかんと思います。ぜひ、埋却地取得につ

いて全力を投球していただきたいと思います。

それから、「口蹄疫からの再生・復興方針」

工程表、副題が「再生・復興に向けたロード

マップ」というのができております。私はこれ

を見て、どうも再生・復興の焦点がぼやけてい

るような気がいたします。私は余り好きじゃあ

りません。そういうことで、口蹄疫からの再生

・復興というからには、まずは畜産の復興はど

うか、そして宮崎の経済浮揚はどうか、そこら

辺に区分して議論したほうがいいんじゃないか

と思います。

まず、畜産の復興でありますけれども、畜産

農家の再開状況は、ことしの４月で約50％、633

農家、殺処分頭数―子牛・子豚を除いて―

の32％とされております。畜産産出額は、農業

産出額の約55％を占めております。それだけ畜

産は本県の農業に対するウエートが高いという

ことであります。農政水産部長、口蹄疫の再生

・復興ということですけれども、まずはそうい

う復興等を考える前に、県内の畜産の頭数、農

家数とか、こういう数字がしっかりとれている

かどうか、お尋ねします。

○農政水産部長（岡村 巖君） お答えいたし

ます。

肉用牛飼養頭数及び農家戸数については、毎

年度、全国一斉に２月１日時点の数値を調査

し、７月に公表されることとなっております。

したがいまして、本県の肉用牛頭数の直近の公

表数値は、昨年２月１日現在の29万3,200頭であ

りますが、口蹄疫により約６万7,000頭が減少

し、経営再開後の導入頭数を考慮しますと、現

時点では約24万頭と推計されます。年齢別の農

家数につきましては、平成18年３月の宮崎県繁

殖農家調査のデータが直近のものでございまし

て、39歳以下が310戸で3.3％、40歳代・50歳代

が3,137戸で33.0％、60歳以上が6,058戸で63.7

％となっております。なお、家畜伝染病予防法

の改正により、今後は毎年、農家から飼養状況

等について報告を求めることとなりますので、

その機会等も活用して、正確なデータの収集に

努めてまいりたいと思います。

○中野廣明議員 部長は４月からですから、余

り言いませんけれども、とにかくこういう議論

をするときに、もとになる数字が２年前とかア

ンケート調査とか、そんなのじゃ話にならん。

耳輪とか、ああいうのでもとれるわけですか

ら、しっかり頭数を早急にとってください。で

ないと、計画も何もあったものじゃない、私は

そう思います。

次に、口蹄疫からの再生・復興というなら

ば、高齢化の進んでいる中で、口蹄疫発症前の

畜産規模にどのようにして復興させるのか、こ

のような観点に立って復興計画をつくるべきだ

と私は思いますが、農政水産部長に伺います。

○農政水産部長（岡村 巖君） 本県の肉用牛

飼養頭数は、口蹄疫の発生に伴い減少しており

ますけれども、一方で、肉用牛経営は本県農業

を支える大変重要な産業でございます。特に、

県土の９割を占める中山間地域においては貴重

な所得確保部門となっていることから、今後と
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も、生産基盤の強化を図っていく必要があると

考えております。このため、本議会に提案させ

ていただいております第七次農業・農村振興長

期計画においては、飼養衛生管理基準の遵守や

防疫体制の強化に努めながら、自給飼料基盤の

確立や導入促進などを図り、５年後の平成27年

には、口蹄疫発生前と同水準の29万9,000頭を目

標にしているところでございます。

○中野廣明議員 とにかく、農業は高齢者とか

いろんな問題を含んでおりますから、まずしっ

かりデータをとっていただきたいと思います。

私は議員になって、都市計画の調整区域をラ

イフワークとしてきました。これは大体、今、

７割ぐらいですけれども、今度、この畜産振興

と埋却地取得については、私はまたライフワー

クにして毎回意見をお聞きしますので、しっか

り頑張ってください。

それでは、宮崎の経済浮揚についてでありま

す。昨年は、口蹄疫、鳥インフルエンザ、新燃

岳、しかも日本はリーマンショックから抜け出

していない状況下での出来事でありました。県

内経済は自粛自粛で本当に疲弊したものでし

た。そして、今回の東日本大震災の発生─

今、本県にとっても確かな景気浮揚策が必要で

あります。景気浮揚策の基本は需要と供給の差

を埋めることと、よく言われております。その

ためには、復興財源60億円を使い、思い切った

施策を打ち出すことが即、宮崎の経済復興につ

ながると思います。３年もかけた経済対策は余

り効果がない。経済対策は短期がいいと思いま

す。既に宮崎で実施されていますが、プレミア

ムつき商品券の発行は、宮崎の経済浮揚の効果

的な事業だと思っております。プレミアム１割

でも10倍の金が流通する。10億つければ100億円

の金が流通するわけであります。私は、ちまち

ました小刻みではなかなか経済回復にはつなが

らないと思います。知事、若いんですから、思

い切ったプレミアムつき商品券等の発行をどん

と何かやったらどうですか。今、宮崎の経済は

疲弊しています。思い切って何か……。

○知事（河野俊嗣君） たび重なる災害により

疲弊した県内経済を浮揚させるためには、早急

に消費需要の喚起を図る必要があるというふう

な認識でございます。こういった経済の活性化

を図り、商工業の復興に資するため、口蹄疫復

興中小企業応援ファンド事業によりまして、プ

レミアムつき商品券の発行支援を今行っており

ます。地域の実情や市町村などのニーズをお聞

きした上で、各市町村ごとに助成を行っており

ますが、現在、既に16市町村において取り組ん

でおられます。相当な即効性や波及効果が上

がっているというふうに伺っているところでご

ざいます。こういった市町村や関係団体に対し

まして、なるべく早くそのファンドを活用した

事業の前倒しの実施というものを働きかけてい

るところでございます。これに加えて、３月に

設立されました口蹄疫復興財団では、造成した

運用型ファンドを活用して、市町村あるいは商

工・観光団体などが行う復興への取り組みなど

についても支援をしていくというふうに考えて

おります。今後、経済情勢を見きわめるととも

に、関係団体の意見も聞きながら、再生・復興

に向けた効果的な支援策に取り組んでまいりた

いと考えております。

○中野廣明議員 今のプレミアムつき商品券発

行ですけれども、県で１億6,900万、それがちま

たでは12億900万ぐらいで発行されております。

また、全体の経済損失は2,350億円と言われてお

ります。そんな数字には届きませんけれども、

知事、とにかくここは思い切った対応をしてい
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ただきたい。この30億も年に換算すると６億で

すけれども、６億を毎年使うぐらいだったら、

３年ぐらいで30億使ったほうがよほど効果があ

ると私は思っております。30億円使うのに財団

なんかつくって一々会議せんでも、みんなで考

えれば知恵は出てくると思うんですけれども、

部長、何も考えんようになったんじゃないです

か、こういうので決めてしまうから。ちょっと

はみんなで考えんとだめですよ。何でも外に投

げかけて……。ぜひみんなで議論して─出し

たものでまた決まるわけですから、しっかり議

論していただきたい。思い切った施策をお願い

したいと思います。

それから、もう一つ、そういう復興の手段と

して、横田議員の持論でもあります住宅リ

フォーム事業、こういうのにも30億円の余剰

金、こういうのも使っていいんじゃないかな

と。国でもいろいろエコポイントとかやってお

ります。今、建築業も、新築もなくて冷え切っ

ております。建築業、工務店に、今まで県が何

か補助したような記憶はありません。本当に冷

え込んでおりますから、そういうリフォームも

ぜひ考えていただきたいと思います。

次に、地方分権、道州制についてお尋ねいた

します。

昨年の口蹄疫、ことしの東日本大震災を見て

いますと、政府の対応は、何か口蹄疫と大震災

は似ているなと。とにかく、法律にない限りは

金は出せない、そんなことで非常に共通点が

あって、おくれているなと思うわけでありま

す。そんなことを考えますと、ニア・イズ・ベ

ターという言葉があります。行政は住民に近け

れば近いほどよいということであります。政府

は小さい政府―立法、防衛、外交を所管すれ

ばいいのではないかと思います。地方分権、道

州制、九州広域行政機構（仮称）について、ま

ず知事の所見をお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） まず、基本的な考え方

としましては、急激な社会の変化に対応して、

住民のニーズにきめ細かく対応していくには、

これまでのような画一的な中央集権システムで

はない分権を進めていくべきだ、住民の身近な

ところでできる限り地方が権限も担っていくと

いうことを進めてまいりたいというような基本

的な考え方であります。その地方分権改革の一

環として検討されている国の出先機関改革につ

きましては、地方との二重行政、ガバナンスの

欠如など、さまざまな問題点が指摘されておる

ところでございます。地方への権限・財源移譲

を進める実践的な手法となり得るのではないか

ということで、現在さまざまな検討、議論がな

されているところでございますが、九州知事会

におきましては、その受け皿として九州広域行

政機構の設立を目指すということで、今、議論

を進めております。関西におきましては広域連

合での受け皿ということで、こういったそれぞ

れの地域における議論というものを国に伝えま

して、今後どういうふうに進めていくか、国と

ともに議論を進めております。

○中野廣明議員 私は、地方分権、道州制は、

本当に少しずつですけれども、必ず進んでいく

と思っております。しかし、地方分権、道州制

になりますと、必ず抵抗勢力というのがあるわ

けです。代議士もそうであります。各省庁の官

僚もそうであります。そこで副知事、代表して

所感をお伺いいたします。抵抗勢力じゃないで

すよ。

○副知事（牧元幸司君） 私もこれまで、兵庫

県庁あるいは鹿児島県喜界町役場といった地方

勤務を経験させていただいておりまして、これ
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らの経験を通じて、地方分権の必要性というも

のを実感いたし、地方の繁栄なくして国の繁栄

なしと考えている者の一人でございます。あわ

せまして、複雑化、広域化する行政課題に、御

指摘のように県境を越えて取り組むということ

も重要でございます。道州制というお話もあっ

たところでございますが、例えば南九州３県の

農業産出額は北海道にも匹敵するというような

ことで、十分なスケールメリットというものが

生かせるのではないかということでございま

す。このように、道州制を初めとする広域の自

治制度につきましても、県民の皆様とともに議

論を深めていく必要があるというふうに考えて

おります。

○中野廣明議員 よくわかりました。知事、九

州知事会は「九州はひとつ」と言うけれども、

私の知っている限りでは、何か一つでもしたこ

とはないと思うんです。ぜひ知事、九州知事会

等で、この地方分権等には先頭に立って頑張っ

ていただきたいと思います。

それから、これは質問じゃなくて要望になり

ますけれども、実は知事選の時期変更について

というのを入れております。昨年の12月26日が

知事選だったと思います。私は27日に飲み方が

あったんです。帰りに代行車に乗って運転手さ

んに、「ことしの暮れはどげな」と聞いたら、

「きょうからが商売ですわ」と。「何でや」

「きのうまで知事選じゃった」という話なんで

すね。旅館・ホテル、飲食業は、知事選の暮れ

の一番稼ぎどきは大変な時期なんです。何人か

の人から、何とかならんじゃろうかという話が

ありました。私は単純ですから、知事が宮崎県

のために任期の３カ月前ぐらいにやめて、また

選挙すれば、新しい任期が始まるのかなと思っ

ていたんです。そうじゃなかった。そんなこと

をしたら、通っても後の任期になるということ

で、これはだめだと。後は不信任決議案しかな

いな、これもだめだということで、これはやっ

ぱりどうしようもないなと。一つあることは、

知事が宮崎県にいてもだめだ、限界を感じたと

やめられるときがあれば、３カ月ぐらい前にや

めてもらえば、それが一番いい方法かなと。そ

の場合、退職金は３カ月前にやめれば３カ月の

７割、その分だけ退職金が減るということであ

りますけれども、それは宮崎県への恩返しとし

て寄附してもらえばいいんじゃないかと。そう

いうことで、そういう話があったということだ

けをお話しして、きょうの質問を終わらせてい

ただきます。（拍手）

○十屋幸平副議長 次は、重松幸次郎議員。

○重松幸次郎議員〔登壇〕（拍手） 皆さん、

こんにちは。公明党宮崎県議団の重松幸次郎で

ございます。順次質問をさせていただきます。

初めに、防災対策についてであります。

未曾有の大地震と津波が襲った東日本の大震

災から３カ月以上がたちました。私も、河野議

員とともに宮城県石巻市へ瓦れき処理のボラン

ティアに参加してまいりましたが、廃墟と化し

た海岸近くの集落は、瓦れき、車、漁船が無残

な姿で放置されたままの状況で、その惨状は想

像以上でありました。復興までの長い道のりを

感じて帰ってきたわけであります。

さて、国会では東日本大震災復興基本法案が

衆議院を通過しましたが、その内容は、法律の

名称を初め、１、復興庁の創設、２、復興特区

の整備、３、復興債の発行が盛り込まれるな

ど、公明党の東日本大震災復旧復興ビジョンの

提案が随所に反映されたものであります。その

基本理念には、「東日本大震災からの復興に当

たって最も重要なことは、物理的、物質的な復
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旧・復興はもちろんのこと、日本国憲法に定め

られるところの「幸福追求権」並びに「生存

権」を念頭に置き、一人ひとりの人間に焦点を

当てた「人間の復興」を目指すこと」とありま

す。大災害を初め、想定外の事態はどの地域で

も起こり得ます。また、宮崎は新燃岳の降灰に

よる土石流も予断を許しません。県内各地の防

災計画も抜本的な改善を図り、ハード面、ソフ

ト面から二重、三重にも検証し、万全な防災対

策に取り組まなければならないと思う次第であ

ります。我が党も、住民の皆さんの安全・安心

な生活を確保すべく、これからも全力で取り組

んでまいります。

昨日、河野議員より、「地震・津波の防災に

関する見直しを行うか」との質問に対し、「想

定する地震の規模や範囲、被害想定の考え方を

改めて検討し、また社会的環境変化についても

新たに調査を行い、最新の状態でのシミュレー

ションによる地震・津波の被害想定と、被害を

最小とするための減災計画の策定まで実施した

い」という答弁をいただきましたので、これを

受けて、以下３点、質問させていただきます。

１つ目は、被災者支援システムの普及・活用

についてであります。このシステムの内容は、

本年４月28日に総務省から本県の情報政策担当

課あてに文書が送られてきていると思います

が、ここで少し内容を紹介いたします。このシ

ステムは、1995年の阪神・淡路大震災で壊滅的

な被害を受けた兵庫県西宮市が独自に開発した

ものであります。同システムは2006年から無料

公開され、2009年に総務省がＣＤ-ＲＯＭとして

全国の自治体へ配付しています。そのシステム

の仕組みは、災害発生時の住民基本台帳のデー

タをベースに被災者台帳をつくり、１、家屋の

被害、２、避難先、３、犠牲者の有無、４、口

座番号、５、罹災証明書の発行状況などを一元

的に管理し、氏名などを端末に打ち込めば被災

関連情報をすぐに見つけ出すことができます。

例えば、被災者が義援金などを受け取るために

必要とされる罹災証明書の発行には、住民基本

台帳、家屋台帳、被災状況という３つのデータ

ベースを確認・照合する必要があったため、発

行に手間がかかり、窓口が込み合うことがしば

しばありました。これに対し、同システムで

は、データを一括して管理することで、その都

度、確認・照合する手間が省け、スムーズな発

行業務につなげられます。事例を紹介します

と、震災後に同システムを導入した宮城県山元

町では、データベースが統合され、ここに住家

の被災状況を追加すると、罹災証明書がスムー

ズに発行でき、罹災証明書の申請件数に対する

発行件数は、現在で既に約９割に上っているよ

うであります。同町の保健福祉課によると、

「一度登録してしまえば、一元管理により、義

援金の支給などについても再度申請の手続は要

らない。行政にとっても住民にとっても助か

る」と、罹災証明だけでなく、義援金、支援金

の支給、固定資産税の減免等においても同シス

テムが効率を発揮していると語っておられま

す。この被災者支援システムを県内各市町村に

導入されますよう、県としても積極的な対応が

必要と思われますが、総務部長にお尋ねいたし

ます。

以上、壇上での質問を終了し、以後は自席に

て質問を行います。（拍手）〔降壇〕

○総務部長（稲用博美君）〔登壇〕 お答えい

たします。

阪神・淡路大震災の被災の経験をもとに作成

された被災者支援システムにつきましては、平

成21年に総務省から市町村に対して、ソフトウ
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エアの提供及び各自治体でのシステム導入を推

奨する旨、連絡があったところでございます。

本システムは、今の御質問にもありましたよう

に、主に被災者の基本情報の登録を行うことに

より、被災者証明書の発行や、義援金の交付処

理を管理するなどの機能を有しております。県

内市町村におきましては、ソフトウエアの持つ

機能性と、システム運用に伴う負担との関係な

どを考慮の上、導入、活用について検討される

ものと考えておりますので、県といたしまして

は、過去の活用事例などの情報提供や、導入に

際しての助言などの支援を行ってまいりたいと

いうふうに考えております。〔降壇〕

○重松幸次郎議員 ぜひ、同システムの市町村

への導入に向けた積極的な取り組みをお願いい

たしたいと思います。

次に、地方自治体における事業継続計画（Ｂ

ＣＰ）の策定についてであります。東日本大震

災を機に、ＢＣＰ（事業継続計画）が注目を集

めています。ＢＣＰとは、地震のような大規模

な災害やテロといった不測の事態が発生して

も、企業や行政機関が重要事業を継続できるよ

う、事前に立てておく計画のことであります。

事業継続に重点を置いていることが、一般的な

防災対策とは異なります。地方自治体において

は、万が一での災害時に行政機能が一時的にで

も失われること（庁舎の損壊など、人・物・情

報及びライフライン）も含めて、資源に制約が

ある状況下においても、応急業務や非常時優先

業務など、万全な体制を平時から準備する必要

があります。このＢＣＰについては、平成21年

９月に我が会派の新見議員より、新型インフル

エンザによる対策において一連の質問がありま

した。その後、県と市町村におけるＢＣＰ策定

の進捗状況はどうなっているのか、総務部長に

お尋ねいたします。

○総務部長（稲用博美君） 県におきまして

は、平成21年度に新型インフルエンザの流行に

備える形でＢＣＰの策定に着手し、優先して実

施すべき事業の洗い出しを行うなど、策定を進

めてきたところでありますが、昨年度の口蹄疫

の対応などに追われ、完成には至っておりませ

ん。また、市町村におきましても、一部を除

き、策定がおくれているようでございます。

○重松幸次郎議員 そうであるならば、東日本

大震災の教訓を受け、改めて県と市町村も事業

継続計画（ＢＣＰ）の策定をしておくべきだと

考えますが、総務部長に再度お伺いいたしま

す。

○総務部長（稲用博美君） 大規模な災害に見

舞われた際に、行政や企業に必須の業務、機能

を継続するとともに、早期の復旧を図るため、

事業継続計画、いわゆるＢＣＰの策定は、非常

に重要であるというふうに認識をしておりま

す。県といたしましては、作業が中断しており

ますＢＣＰの策定をできるだけ早急に行うとと

もに、市町村においても策定が進められるよ

う、連携を図ってまいりたいというふうに考え

ております。

○重松幸次郎議員 ぜひ、導入の検討をお願い

したいと思います。

次に、オストメイトへの災害時支援について

であります。昨日も災害時における要介護者の

支援のあり方について議論がございましたが、

障がい者団体からの要望も御紹介いたします。

先日、オストミー協会宮崎県支部の方と意見交

換をさせていただきました。東日本大震災の避

難所で生活されていた同会員の様子を伺いまし

たが、ストーマ装具がないため、排せつ処理が

うまくできない不自由さと、共同作業にも参加
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できないとのことで、とても肩身の狭い思いで

避難所生活をされていた方がおられたようであ

ります。御存じのとおり、オストメイトの皆さ

んはストーマ装具を使い、排せつをされており

ます。災害時における避難所生活を余儀なくさ

れた場合、協会を通じて専用の装具が届くこと

になっておりますが、１週間から10日は時間が

かかる場合があるようです。したがって、その

間の装具を県で備蓄してもらいたいとの要望書

が、東日本大震災後の３月22日に県障害福祉課

へ提出されているようです。要望事項は、１、

福祉避難所に災害用ストーマ用品の備蓄、２、

災害時ストーマ用装具の緊急支給、３、オスト

メイト対応のポータブルトイレとなっておりま

すが、これらの要望にどのように対応していた

だけるか、福祉保健部長にお尋ねいたします。

○福祉保健部長（土持正弘君） オストメイト

の方が災害時に避難所での生活に支障を来さな

いよう、行政機関、関係団体、住民の方々が連

携いたしまして、必要な避難支援体制を整えて

おくことは、大変重要であるというふうに考え

ております。ただいまお話しいただきました要

望事項について、避難所を管理運営いたします

市町村とも十分意見交換をしながら検討してま

いりたいというふうに考えております。また、

団体の方に伺いますと、現状では、オストメイ

トの方に対する正しい理解や啓発が十分ではな

いことから、さまざまな支障が生じているとの

ことでございます。このため、日本オストミー

協会宮崎県支部ではこの秋に、オストメイトや

その家族、医療・福祉関係者、市町村職員等を

対象に、災害対応をテーマとした講演会を開催

される予定でございますので、県といたしまし

ても、同支部と連携して、オストメイトに対す

る正しい理解や啓発にも努めてまいりたいとい

うふうに考えております。

○重松幸次郎議員 ぜひ、対応をよろしくお願

いしたいと思います。そして、オストメイトの

皆さん以外にも、障がいをお持ちの方の災害時

の対応に十分に配慮を行っていただきたく、要

望をいたします。

続きまして、エネルギー対策についてであり

ます。

先日、公明党県議団で宮崎ソーラーウェイ都

農太陽光発電所に行ってまいりました。全長

約3.9キロメートル、リニアモーターカーの実験

線として使われていた高架上に１万2,962枚のパ

ネルを設置したメガソーラー発電所は、本年２

月に完成し、合計で1,050キロワットの発電規模

で、これは一般的な住宅に設置する太陽光発電

の約300軒分に相当する規模であります。実際、

高架の上まで上り、見学をさせていただきまし

たが、未来社会のインフラを象徴しているよう

に見えました。エネルギー問題や地球環境問題

に対応するために宮崎県が進めているみやざき

ソーラーフロンティア構想は、2009年３月の策

定から２年が過ぎました。３つのプロジェクト

のうち、メガソーラー全県展開プロジェクトと

個人住宅ソーラーパネルについて、現在の進捗

状況を県民政策部長にお尋ねいたします。

○県民政策部長（渡邊亮一君） まず、メガ

ソーラーの全県展開については、議員から先ほ

ど御紹介がありましたように、都農町の旧リニ

ア実験線を活用した都農第２発電所の１メガ

ワット、ソーラーフロンティア社の宮崎第２工

場の１メガワット、同社の国富第３工場の２メ

ガワット規模の発電を行っておりまして、これ

まで県内で３件のメガソーラーの立地が実現し

ているところでございます。

また、ソーラー住宅の普及促進につきまして
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は、国の補助制度に加え、県におきましても補

助や融資等を行っており、住宅用太陽光システ

ムの補助件数は、平成21年度に1,357件、平成22

年度は2,535件と、順調に増加しております。

なお、参考でございますが、平成20年度の調

査では、本県の人口1,000人当たりの住宅用太陽

光発電システムの導入による発電量について

は、全国１位となっております。以上でござい

ます。

○重松幸次郎議員 徐々に効果があらわれてい

るようであります。そこで、クリーンエネル

ギーのさらなる普及拡大のために、グリーン電

力証書のさらなる活用を要望したいと思いま

す。以前にも議会で取り上げられたグリーン電

力証書でありますが、改めて普及活動を推進し

ていただきたく紹介いたします。

グリーン電力証書とは、風力や太陽光、バイ

オマスなどのグリーン電力が持つ環境価値を証

書化して取引することで、再生可能エネルギー

の普及拡大を応援する仕組みのことでありま

す。国内のグリーン電力証書取引は、平成12

年11月に開始以来、年々取引量が増加し、平

成19年度から平成20年度にかけましては、取引

量が２倍に急増しました。平成21年には発行量

が２億キロワットアワーを超えました。この背

景としましては、自公政権下の平成21年度環境

省施策（当時、斉藤環境大臣）として、グリー

ン電力証書の需要創出モデル事業を推進したこ

ともあり、地方自治体におけるイベント等での

グリーン電力証書の活用が広がっています。

先進事例としましては、愛媛県松山市が平

成21年に、自治体としては初めてとなるグリー

ン電力証書を発行する事業をスタートさせ、注

目を集めました。これは、生産者側と購入者

側、ともに少量でも取り扱いが可能な制度であ

り、家庭から企業、自治体まで幅広い参加が期

待できる施策であります。グリーン電力を使い

たくても、発電施設を設置するには多額の費用

がかかります。また、自然エネルギーでつくっ

た電気を、電力会社のエリアを無視して送って

もらうにはさまざまな障害があります。そこ

で、企業や団体が直接、グリーンエネルギー電

力を使わなくても、グリーン電力発電者などが

発行した証書を購入することで、環境対策とし

て活用できる仕組みが考え出されました。

そこで、環境森林部長にお伺いしますが、県

でも既にこのグリーン電力証書を購入し、イベ

ント等に活用されたとお聞きしております。つ

きましては、これまでどのようにグリーン電力

証書を活用され、今後どう進めていかれるの

か、そしてどのように広報されるのか、お聞か

せください。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 県では、平

成21年度にグリーン電力証書を５万キロワット

アワー分、約100万円で購入したところでありま

す。このグリーン電力証書は、県内の太陽光発

電によって生み出された環境価値が証書化され

たものであり、「スポレクみやざき2009」等の

イベントで使用された電力の一部として賄われ

たところであります。また、新たなグリーン電

力証書を購入するための予算100万円を今議会で

お願いしているところです。ＰＲ効果の高いイ

ベント等で活用してまいりたいと考えておりま

す。グリーン電力証書の活用は、太陽光発電を

初めとする再生可能エネルギーを普及させる上

で、有効な手段の一つであると考えておりま

す。県といたしましては、各種広報媒体を使っ

ての情報提供や、セミナーなどを通じて事業者

や各種団体等の皆様への周知を図り、グリーン

電力証書の普及拡大に努めてまいりたいと考え
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ております。

○重松幸次郎議員 ぜひとも新エネルギー普及

啓発のために、グリーン電力証書を活用して、

官民一体となって進めていただきたいというふ

うに思います。

続きまして、食品ロス、食品残渣の利活用に

ついてであります。

日本の食料自給率はカロリーベースで40％

と、多くの食料を輸入に頼っております。一方

で、世界の食料需給は、人口増加や経済発展に

より不安定な状況となっております。日本が今

後とも安定的な食生活を送るためには、食料自

給率を上げて食料供給を安定させることが重要

であります。また、その観点からも、県の重点

推進事業であるフードビジネス展開プログラム

を推進し、本県の基幹産業である農業、水産業

の振興を図り、農水産物の付加価値を高めて、

産業活性化と生産力・自給率向上に大いに貢献

していくことに期待しております。その一方

で、食品産業、流通から排出される食品のロス

に対応することもまた重要であります。そこ

で、食品ロスの発生状況について農政水産部長

にお伺いいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 食品ロスと

は、本来食べられるものが廃棄されている食品

量のことであり、その発生状況については都道

府県ごとのデータはございませんで、農林水産

省において、平成18年度に国全体で推計したも

のが公表されております。具体的には、製造業

や外食産業等の食品関連事業者からの廃棄物

が1,100万トンで、そのうち賞味期限切れや返品

による食品ロスが300～500万トン、また一般家

庭からも同じく1,100万トンが廃棄され、食べ残

しや調理残渣等で200～400万トンございまし

て、全体の食品ロスが500～900万トンとなって

おり、結果的に、約9,000万トンの食用仕向け量

のうち、５～10％が食品ロスと推計されており

ます。また、食品関連事業や一般家庭から排出

される2,200万トンの廃棄物のうち、800万トン

が飼料や肥料として再生利用されておりまし

て、残りが焼却または埋立処分されているとい

う状況にございます。

○重松幸次郎議員 それでは、食品残渣の利活

用についてのこれまでの取り組みについて、も

う一度、農政水産部長にお伺いをいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 本県における

食品残渣の利活用につきましては、平成17年度

に宮崎県食品残渣飼料化推進協議会を設置し、

特に本県で発生の多い焼酎かすをエコフィード

として利用する家畜の飼料化を推進してきたと

ころでございます。その結果、焼酎かすの飼料

化プラントが県内12カ所で整備され、県内で産

出される焼酎かすの約半分が、牛、豚などの家

畜の飼料として利用されていると推計しており

ます。また、養豚農家におきましては、約60戸

が、焼酎かすのほか、パンくず、野菜くず、菓

子などを飼料として利用しているという状況も

あります。今後とも、生産コストの低減や飼料

自給率の向上を図るとともに、資源循環型農業

を推進するという観点から、食品残渣の有効活

用を図ってまいりたいと考えております。

○重松幸次郎議員 わかりました。なおかつ、

可食部分と考えられる量が、先ほどありました

推計で500～900万トン、食品ロスが処分されて

いるようであります。そうした食品ロスの削減

の取り組みから、フードバンクについて紹介を

させていただきたいと思います。

フードバンクとは、包装の破損や印字ミス、

賞味期限に近づいたなどといった理由から、品

質には問題がないにもかかわらず廃棄されてし
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まう食品・食材を、食品製造業や食品小売業等

から引き取り、福祉施設等へ無償で提供する団

体や活動のことを言います。フードバンクは、

アメリカでは既に40年の歴史があり、年間200万

トンの食品が有効活用されております。日本で

は2000年以降、フードバンクが設立され始めた

ところでありますが、ようやく宮崎でも１団体

が昨年９月に事業をスタートしたようでありま

す。どうか、こうした活動を後押しする意味か

ら、県としてもフードバンクの動向を注視して

いただきますよう、本日は要望とさせていただ

きます。

続きまして、入札制度についてお伺いいたし

ます。

入札制度改革の中で、地元（県内）業者への

公共工事発注が地域経済の活性化に大きな役割

を果たしているのは、言うまでもありません。

そこで、地元（県内）企業への優先発注への基

本的な考え方を、県土整備部長にお伺いいたし

ます。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 県発注の建設

工事等につきましては、地域における建設産業

の果たす役割等を考慮しまして、特殊な橋梁等

の、県内においては施工可能な業者が少ない工

事など、競争性が不足する場合を除き、原則と

して県内業者に発注することとしているところ

でございます。

○重松幸次郎議員 わかりました。では、その

取り組みを始めた結果、現状はどうなのか。建

設工事、業務委託の両面から、県内企業の発注

件数と落札金額、そして県内発注割合の推移、

平成19年度と22年度の比較でお聞かせを願いた

いと思います。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 公共三部の建

設工事における競争入札での県内業者への発注

につきましては、平成19年度2,075件で、その落

札価格は507億円、22年度1,934件で530億円と

なっております。また、県内業者への発注割合

は、件数ベースで平成19年度は93.7％、22年度

は96.6％、落札価格ベースで平成19年度は91.7

％、22年度は95.5％となっております。

次に、建設関連の業務委託における競争入札

での県内業者への発注につきましては、平成19

年度1,038件で35億円、平成22年度1,159件で47

億円となっております。また、県内業者への発

注割合は、件数ベースで平成19年度は81.6

％、22年度が87％、落札価格ベースで平成19年

度は72.4％、22年度は76.2％となっており、建

設工事、建設関連業務委託のいずれにおきまし

ても、県内業者への発注割合が増加しておりま

す。

○重松幸次郎議員 もう一つ確認させていただ

きます。建設工事は、発注件数、落札金額とも

おおむね95％で地元発注がなされております

が、一方で、業務委託は落札価格で76.2％と

なっております。この差が生じている要因は何

なのか、もう一度お尋ねいたします。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 建設関連業務

につきましては、その後に実施する工事の品質

に大きな影響を与えることから、一定の技術力

や同種業務の実績を有する企業に発注するな

ど、品質確保に努めているところであります。

このため、高度な技術力を要する橋梁設計、あ

るいは地すべり調査・解析業務等につきまして

は、県外業者を入札参加者に含める場合があ

り、結果として、建設工事に比べまして、県外

業者の受注割合が高くなっているところであり

ます。県といたしましては、公共事業の品質確

保を図りつつ、今後とも、県内業者への発注に

努めてまいりたいと考えております。
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○重松幸次郎議員 年々改善が図られており、

努力をしておられると思いますが、引き続き、

県内業者への優先発注の取り組みをよろしくお

願いいたします。

続きまして、商工観光行政についてお尋ねい

たします。

初めに、商工費の予算につきまして、商工観

光労働部長にお尋ねいたします。支出予算の款

別区分では、商工費を見てみますと、平成23年

度は補正後総額で約439億8,175万円、平成22年

度は約490億8,930万円で、51億700万円余の減額

であります。増減率で見ますと、マイナス10.4

％の下げ幅は、ほかよりも一番多くなっており

ますが、その減額の主な要因をお伺いいたしま

す。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 補正後の

商工費予算の減額についてでありますが、その

主な要因といたしましては、平成22年度当初予

算において、臨時的な経費として計上しました

宮崎フリーウェイ工業団地の買い取り等に要し

た経費46億円余について、本年度、予算計上し

なかったことによるものでございます。

○重松幸次郎議員 さらに、中心商店街におけ

る直接の商業支援事業予算が２つございますけ

れども、１つは、大規模小売店舗適正化事業費

でありますが、これは1,000平米以上の店舗が出

店を届けた場合の審査会予算と伺いました。ま

た、もう１つは、まちなか商業再生支援事業で

ございますが、少し圧縮された感がありますの

で、減額になっているのはなぜか。このほかに

も商工費予算の中で、商店街及び中小小売・

サービス業に関連する支援策としてはどのよう

なものがあるのか、あわせてお伺いをいたしま

す。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） まず、ま

ちなか商業再生支援事業につきましては、商店

街等の課題を踏まえ、事業内容の見直しを図っ

たものでございますが、この中で、大きな課題

となっております次世代のリーダー育成事業を

新たにメニューとして加えたところでございま

す。

次に、商店街へのその他の支援策としまして

は、消費需要の喚起を図るため、口蹄疫復興中

小企業応援ファンドを活用し、プレミアム商品

券発行や地域活性化イベントに対する助成を

行っているほか、店舗・駐車場等の新増設や空

き店舗への移転等を行う中小商業者向けの低利

融資、専門家派遣等による経営相談、さらには

国の中小商業活力向上事業を初めとする各種補

助事業に関する情報提供など、さまざまな支援

に努めているところでございます。

○重松幸次郎議員 わかりました。昨年、県内

主要商店街の事業所に県商店街連合会がアン

ケートをとられました。その調査結果を簡潔に

申し上げますと、１つは、後継者及び従業員向

けの研修事業の実施、２つ目が、専門的な知識

を持ったコンサルタントからの指導を望む、３

番目に、資金的な支援及び今以上に低利融資等

の制度融資が求められているということでござ

いました。この視点でもさらなる取り組みをお

願いしたいと思います。

さて、私は、宮崎市内におきまして小売業を

営む傍ら、商店街役員として中心市街地の活性

化に携わってまいりました。しかし、中小小売

業を取り巻く環境は、長引く経済不況を初め、

モータリゼーションの発達により郊外型ショッ

ピングセンターの出店や、インターネット販

売、通販等の拡大により、ますます厳しさを増

しております。そして、昨年の口蹄疫、本年は

鳥インフルエンザ、また新燃岳の噴火降灰によ
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り、畜産農家を初め、すべての産業に甚大な被

害を及ぼし、商工、観光、飲食などのすべての

サービス産業におきましても、経済の低下に一

段と拍車がかかってきております。

県の統計アラカルトによりますと、県内の小

売店舗数においては、10年間で2,521店舗が減少

しております。１年間で約250店舗が閉店してい

ることになり、シャッターが閉まったままの店

舗が市内中心部でも目立ち始めております。し

かし、このまま手をこまねいていてはいけませ

ん。昨年の口蹄疫発生以来、全国の皆様からさ

まざまな温かい応援をいただきました。そし

て、その恩返しと東日本の復興のためにも、ま

ずは宮崎から元気を発信していかなくてはなり

ません。宮崎県内の各市町村の商店街をいま一

度活性化させるその思いにつきまして、知事の

見解を求めます。

○知事（河野俊嗣君） 私も、広島県呉市の商

店街の家具屋の息子であります。商店街の重要

性―商店街は本当に街の顔であり、人々が集

う場、交流の場、経済活動の場、また子育て、

さまざまな機能を有するわけでありまして、街

の活力を維持するためには、商店街の活性化を

図ることが大変重要であるというふうに認識し

ております。ただ、全国的に見て、今、御指摘

のありましたように、郊外型の大規模店舗の問

題でありますとか、空き店舗の増加、それから

後継者の問題―私自身も後を継がなかったわ

けでありますが、弟が後を継いでおります。さ

まざまな厳しい状況がある。それに加えて、本

県におきましては、昨年の口蹄疫以来のさまざ

まな災害ということで、厳しさが増している状

況と認識しておるところでございます。商店街

の活性化は、全国でもさまざまな成功例もある

わけですが、やはり地域の皆さんが一体となっ

てアイデアを出して、ビジョンをつくって、力

を合わせて、人を何とかして呼び込むという取

り組みが必要なのではないかというふうに考え

ておるところでございます。

本県におきましては、これまでも、商店街な

どが行う「まちづくりビジョン」の策定であり

ますとか、空き店舗活用などの事業に対して支

援を行うとともに、口蹄疫復興中小企業応援

ファンドなどを設けまして、消費需要の喚起な

どに努めてまいったところであります。今後と

も、商店街の活性化に向けた取り組みに対しま

して、地元市町村とも連携をしながら取り組ん

でまいりたいと考えております。

○重松幸次郎議員 ぜひとも、商店街活性化に

向けて一層の取り組みをお願いしたいと思いま

す。

そして、これまで活性化事業といいますと、

ハード面ではアーケードや街路灯の補助、また

ソフト面では、お祭り、イベント、講習会等の

支援など、さまざまな取り組みが行われてきま

したけれども、新たなプランを求められている

と思います。そこで、これからの持続可能な地

域づくりを単刀直入に申し上げれば、九州経済

産業局が提案する医商連携によるまちづくりの

推進という新たなキーワードでございます。同

報告書によれば、医療の「医」と「商業」が連

携する。ただし、ここで言う「医」というの

は、病院や診療所などの医療機関に限定せず

に、それに加えて福祉や介護にかかわる施設や

機関、また子育て支援にかかわる施設や機関も

含めて、その総称として「医」と名づけられて

おります。今後の地域の状況を考えたときに、

子供たちを育て教育すること、そして高齢者が

急速に増加する中で安心して生活できる場所を

提供していく、さらには多くの地域住民が生活
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習慣病等を克服し、健康で、しかも心豊かで、

安心して行ける場、そうした場を形成していく

ことが必要になってまいります。すなわち、総

称としての「医」と商店街の「商業」が連携

し、お互いが協力しながら、新たな取り組みを

展開していく。そこには必ずさまざまなＮＰＯ

やボランティアの皆様との交流もあり、その新

たなコミュニケーションの場が広がってまいり

ます。

事例を一つ紹介いたしますと、福岡県久留米

市内で一番街商店街に、「まちなか保健室

ほっとステーションマリア」が、空き店舗活用

事業の一環として平成21年２月に開設をされま

した。ここには、聖マリア学院大学看護部の教

員（看護師・保健師・助産師等の有資格者）が

輪番制で市民からの健康相談に対応しておりま

す。また、キッズスペースは、子育てに関する

情報交換の場にもなっております。学生、ボラ

ンティアの参加も含めて、大学側としても、地

域貢献、社会連携の観点から積極的な運営がな

されております。今後、多くの来街者が商業振

興にも資することが期待をされております。

翻って、自然環境が豊かで温暖で、水も空気

も美しく、いやしとおもてなしの心を持ったこ

の宮崎が、どこよりも安心で、その街に住みた

い、そして何度でも訪れたいというまちづくり

のために、「医」・「商」双方へのアプローチ

と基本フレームづくりを県が主導され、医商連

携によるまちづくりが発信できればと思います

ので、知事の見解をいただきたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 商店街の振興のために

は、まずはそこに足を運んでもらう、集まって

もらうということが大変重要だと思っておりま

す。そういう観点からは、御質問にありました

医商連携というものは、商店街のにぎわい創出

でありますとか、安全・安心なまちづくりにつ

ながる有効な方策の一つであると認識をしてお

ります。これまでも本県におきまして、市町村

が取り組む、空き店舗を活用した健康相談室で

ありますとか、高齢者交流施設の設置などに対

して─これは日南や西都で事例があるようで

ありますが─支援を行っているところであり

ます。県といたしましても、今後の商店街振興

は、従来の商業の枠を超えた多様な主体との連

携という視点が大変重要であると考えておりま

すので、こういった医商連携の取り組みに対し

ましても、引き続き支援に努めてまいりたいと

考えております。

○重松幸次郎議員 ありがとうございます。医

商連携の立場から、今後は医療観光へも取り組

み、より多くの人々を宮崎に呼び込むことが、

本県の観光振興を図る上でも必要となるのでは

ないでしょうか。既に各旅行会社がＰＥＴ検診

などを企画し、取り組んでいる事例が幾つかあ

ります。ヘルスケアツアーやスポーツメディカ

ル等、医療を活用して国内外から誘客をふやし

ていけないかと考えますが、商工観光労働部長

にお伺いをいたします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 現在、人

間ドックや先進医療での治療目的で長目の滞在

をし、滞在中に観光やゴルフ、ショッピングな

どを楽しむヘルスケアツアーや、スポーツ選手

等が医学的な指導のもとに体のメンテナンスが

できるスポーツメディカル等、医療を活用した

誘客の取り組みが各地で実施されていると伺っ

ております。このうち県内でも、先ほどお話の

ありましたようなＰＥＴ検診などの検診を中心

としたヘルスケアツアーについては、幾つかの

病院が取り組まれているところでございます。

また、国におきましても、平成22年６月に閣議
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決定をいたしました新成長戦略の中で、医療と

観光を組み合わせた、いわゆる医療観光を新た

に開拓する戦略分野と位置づけ、実証事業や研

究会を開催するなど、研究を進めているところ

であります。本県においては、豊かな自然環境

や、ゴルフ場などのスポーツ施設といった観光

資源に恵まれており、これらを医療と組み合わ

せた取り組みについては、一つの観光客誘致方

策ではないかと考えておりますが、一方で、受

け入れ体制などの課題もあると伺っております

ので、引き続き、情報の収集に努めてまいりた

いと考えております。

○重松幸次郎議員 ありがとうございました。

これから、まちづくり、そして宮崎県全体の活

性化のためにも、またお互いに努力してまいり

たいと思います。これからもどうぞよろしくお

願いいたします。

以上で私の質問を終了いたします。ありがと

うございました。（拍手）

○十屋幸平副議長 以上で本日の質問は終わり

ました。

あすの本会議は、午前10時開会、本日に引き

続き一般質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時34分散会
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◎ 一般質問

○外山三博議長 ただいまの出席議員39名。定

足数に達しておりますので、これより本日の会

議を開きます。

本日の日程は、昨日に引き続き一般質問であ

ります。

ただいまから一般質問に入ります。まず、山

下博三議員。

○山下博三議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。通告に従い、順次お伺いをしてまい

ります。

３月11日、東北地方沿岸部を中心に未曾有の

被害をもたらした東日本大震災から３カ月が過

ぎ、亡くなった方１万5,434名、警察、自衛隊の

懸命の捜索にもかかわらず、いまだに約8,000人

以上が行方不明であり、収容された遺体のうち

約2,000人の方はまだ身元が判明されておりませ

ん。先月24日、同僚議員３名で宮城県へ視察に

行ってまいりました。被災された地元の皆様に

は、かける言葉も見つからない状態でありまし

た。また、いまだに約12万4,000人以上の方が避

難生活を送られております。心よりお見舞い申

し上げ、一日も早い復興を願うばかりでありま

す。

昨年、本県にとりましては、４月20日の口蹄

疫の発生、７月３日、都城市では１時間の降雨

量134ミリというゲリラ豪雨、そして明けて１

月21日、河野知事県政がスタートした日に４年

ぶりの鳥インフルエンザ発生、そして１月27日

の新燃岳の爆発的噴火と、かつて経験したこと

のない大災害の連続でありました。この１年、

知事を初め、執行部の皆様、警察、自衛隊、消

防団、そして多くのボランティアの皆様が県民

の安全・安心のため、努力いただきましたこ

と、また全国の方々から多くの激励と義援金や

寄附金をいただき、深く感謝を申し上げます。

特に、口蹄疫に関しては平成22年度に1,880億円

の復興対策費が講じられましたが、今、本県

は、全国の皆様からいただいた温かい御支援に

こたえるためにも、さまざまな災害に対して県

民一丸となった復興対策と災害防止策に取り組

まなければなりません。

そこで、先ほど申し上げましたが、今回の東

日本大震災の被害を教訓に、新たな防災対策が

必要となってまいりました。本県は、445キロに

及ぶ海岸線を持ち、津波被害が大変心配される

ところであります。そこで、知事にお伺いをい

たしますが、東日本大震災後、沿岸に住んでお

られる地域住民の方々から心配の問い合わせが

あったのか、何を心配しておられるのか、お伺

いをいたします。また、想定外のことも踏ま

え、どのような防災対策を検討されていくの

か、お伺いをいたします。

次に、総合計画に関連してお伺いしてまいり

ます。

本県は、今後20年を見通した長期ビジョン

と、知事の政策提案を踏まえた４年間のアク

ションプランから成る総合計画「未来みやざき

創造プラン」の策定作業を進めてこられまし

た。長期ビジョンについては、既に２月議会で

議決成立しており、今議会にはアクションプラ

ンが提案されております。私は、これからの10

年、20年は変化の時代であると考えておりま

す。国際的な経済情勢や人口構造の変化、資

源、環境問題などの要因により、社会や経済の

あり方もこれから大きく変わっていかざるを得

ないわけであり、我が宮崎県もこうした時代の

うねりに無関係ではいられないと思うのであり

ます。このような意味で、今回、長期的な視点
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から県が進むべき方向性を示したこと、そして

その礎づくりのため、アクションプランの中

で10の重点テーマを設定し、実行のためのプロ

グラムをまとめられたことについて、私として

は一定の評価をするものであります。

危機事象への対応と再生・復興や、将来世代

育成、持続可能な地域づくりなど、いずれも重

要なテーマが掲げられており、それぞれ戦略性

を持って取り組んでいく必要がありますが、将

来を考えていく上では、やはり本県の経済、産

業づくりが重要であると、私は思うのでありま

す。アクションプランにおいても、環境・新エ

ネルギーの先進地づくりや、フードビジネスの

展開、地域発の産業創出、観光交流・海外展開

などの方向性が示されておりますが、要は、そ

れをどのように実現していくのかであります。

そこで、本県の産業に関する長期的な見通し

や、その実現に向けて、この４年間どのような

ことに力を入れて取り組んでいかれるのか、知

事の御所見をお伺いします。

以上、壇上からの質問を終わります。（拍

手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

まず、防災対策についてであります。東日本

大震災後に所管部局などにありました問い合わ

せの内容でありますが、例えば、「自宅が海の

近くにあるが、津波が到達するかどうか教えて

ほしい」でありますとか、「自宅の近くに高台

がないが、どこに逃げればいいのか」、また

「自宅のある場所の海抜を教えてほしい」と

いった、津波に関連した内容が多く寄せられて

いるところであります。今回の震災では、津波

による被害がクローズアップされたことから、

問い合わせの内容も、そのことを反映している

ものと思っております。

災害におきまして最も優先すべき課題という

のは、命を守ることであります。今回の震災で

の教訓の一つは、津波に対していかに早く安全

な場所へ避難できるかということであったかと

思います。防災対策は、ソフト、ハード、いろ

いろありますが、ハードだけでは防ぎ切れな

い、さらにそれ以外への備え、自助・共助・公

助─基本ではございますが、公助だけでは足

りない、自助・共助の必要性ということも明ら

かになったところであります。したがいまし

て、県民一人一人が平常時から災害に対する十

分な備えをし、自然災害に対する正しい知識を

持って的確な判断と行動ができること、これが

最も重要であると考えております。県といたし

ましても、今回の大震災を踏まえたさまざまな

教訓というもの、防災に関する必要な知識とい

うものを、県民の皆様への周知徹底を図るとと

もに、防災計画、減災計画の見直しなど、市町

村とも連携を図りながら、防災対策に最大限の

努力をしてまいりたいと考えております。

次に、本県産業の方向性、今後の取り組みに

ついてであります。口蹄疫や新燃岳の噴火の影

響などもありまして、本県経済は大変厳しい状

況にありますことから、まずは早期の経済・雇

用の回復を図ることが必要であり、さらには長

期的な視点からは、人口構造の変化やグローバ

ル化の進展に対応しながら、地域経済のエンジ

ンとなる産業を育てていくことが重要な課題で

あると考えております。このため、アクション

プランの中では、まず、「危機事象への対応と

再生・復興」を第一の重点テーマとして掲げま

して、即効性のある経済・雇用対策を講じてい

くこととしております。また、長期的な視点か

らは、太陽光、太陽熱など新エネルギー分野に
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おいて産業創出を図る「環境・新エネルギーの

先進地づくりプログラム」でありますとか、本

県の強みを生かして総合的な食料供給産業を目

指す「フードビジネス展開プログラム」、ま

た、東九州メディカルバレー構想などを推進す

る「「地域発」産業創出・雇用確保プログラ

ム」などを掲げたところであります。さらに、

「観光交流・海外展開プログラム」によりまし

て、今後、成長が期待されるアジア市場に目を

向けた海外展開にも取り組みながら、将来の本

県経済の牽引役となる成長産業を育ててまいり

たいと考えております。以上であります。〔降

壇〕

○山下博三議員 御答弁ありがとうございまし

た。今回の東日本大震災、私も行ってまいった

んですが、地震の被害より津波の被害がひど

かったんですね。沿岸部におきましては、家も

基礎しか残っていない。本当に悲惨な状況で

あったんですが、連日あの映像を見られまし

て、県民の皆さん方、特に沿岸に住んでおられ

る御家族の皆さん方は、本当に心配をされてお

ります。早急な防災マップの見直し等に取り組

んでいただきたい、そのように思っておりま

す。

続きまして、フードビジネスについて知事に

お伺いをいたします。私の出身地の都城市を含

む県西地域は、農業や食品関連産業の一大拠点

地域であります。地域の取り組みとして、地元

の農業者や法人、企業等が集まって、食や農業

に関連した新しい産業展開を起こそうとする動

きも出てきております。これから食料確保は重

要な課題になると予想される中で、まさに時代

の要請にこたえるものであります。そこで、特

にフードビジネスに関連して、地域の強みを生

かした食料供給事業の拠点づくりを進めていく

ことが今後重要になると思いますが、このこと

について知事の御所見をお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 世界的な人口増加もあ

ります。安全・安心な食料の確保は今後、重要

な課題になってまいります。最近では、食料が

世界的な投機の対象にもなっておりますし、ラ

ンドラッシュと言われるような農地の争奪戦も

行われているところであります。そういう中

で、全国有数の食料供給県であります本県は、

我が国の食料の確保という大変重要な役割に大

きく貢献できるのではないかと考えておりま

す。農水産物の生産拡大はもちろんであります

が、それを生かした食品産業につきまして、今

後の産業振興の重要な柱にしていきたいと考え

ております。そのため、アクションプランの中

で、重点プログラムの一つに「フードビジネス

展開プログラム」を掲げまして、その中で特に

農水産業の６次化、農商工連携などによる食品

産業の振興に力を入れていくこととしておりま

す。

具体的な取り組みに当たりましては、農業生

産や製造・加工、流通・販売など、さまざまな

分野の力を結集することが大事だと考えており

ます。御質問にありましたように、農業者や関

係団体、企業の皆様の連携した取り組みが活発

化していくことは、事業化に向けて大いに期待

の持てることであると考えておるところでござ

います。こうした動きを活発化させまして、本

県が日本を代表する食料供給基地になるよう、

積極的に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

○山下博三議員 ありがとうございました。昨

年、県は、県北を中心に、旭化成を中心とする

東九州メディカルバレー構想の地域指定をされ

ました。私も商工の常任委員会におりましたか
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ら、そのオープンのときにも出席させていただ

いたんですが、今から県北は、医療の薬品、器

具等の開発分野で発展していくものと、そのよ

うに大変期待をいたしております。御案内のと

おり、本県の基幹産業は農業であります。特に

都城を中心とする県西地域については、肥沃な

農地が広がっておりますし、今後、フードビジ

ネスを進めていく上では、都城を中心に、広く

言えば大隅半島を中心とするフードビジネスの

あり方を真剣に考えていかなければならないと

きかなと、そのように思っています。アクショ

ンプランの中で─私たちも地元で議論し、こ

の政策の地域指定を目指しながら頑張っていき

たい、そのように思っています。

次に、第七次農業・農村振興長期計画につい

て、同じく知事にお伺いをいたします。

最近の農業情勢は、御案内のとおり、グロー

バル化の進展による国際競争の激化や、少子高

齢化による担い手の減少、地球温暖化の進展、

そして家畜飼料や燃油などの海外に依存した農

業生産資源の高騰、さらに最近では、東日本大

震災における放射能汚染や、食品衛生に係る食

の安全・安心の問題など、かつて経験したこと

のない多くの課題を抱えております。

このような中、今後10年先の本県農業を目指

す将来像、いわゆる長期ビジョンと、最初の５

カ年間の具体的な施策展開を盛り込んだ基本計

画で構成された農業・農村振興長期計画が、今

議会に提出されております。今回の計画が第７

次ということで、これまで過去６回の長期計画

や当時の情勢等について、少々長くなりますが

振り返ってみたいと思います。

最初の計画は、50年前の昭和35年に宮崎県防

災営農計画として策定されたのであります。こ

のころから、牛、馬による耕作から耕運機等に

よる機械化農業のスタートとなったのでありま

す。この防災営農計画は、当時、甚大な被害を

受けていた台風災害の影響を防ぐための営農方

式として、早期水稲、施設園芸、畜産の導入を

進めるなど、当時の農業産出額は全国第31位で

あったものを現在の第５位まで引き上げた、現

在の本県農業の原型を築く極めて革新的な計画

であったと考えております。その後、機械化の

進展や、畜産、園芸品目の選択的規模拡大が進

められ、本県の農業生産力も飛躍的に発展をし

ましたが、一方では、米を初め牛乳等の生産調

整の実施や、農畜産物の輸入拡大などの逆風も

数多く経験してまいりました。さらに、国内経

済が豊かになるに従い、消費の志向も、よりサ

シの入った牛肉や、より糖度の高い果物、規格

の整った野菜を求めるなど、消費ニーズに沿っ

たよりよいものの生産に努めるとともに、近年

は、産地偽装事件や農薬の残留問題などを受け

て、トレーサビリティーによる生産情報提供や

残留農薬検査体制の整備など、日本一安全・安

心な産地づくりを目指してきました。しかしな

がら、昨今の農業情勢はますます厳しさを増

し、さらに本県では、口蹄疫、鳥インフルエン

ザ、新燃岳の火山活動などのたび重なる災禍に

見舞われ、冒頭申し上げましたように、生産現

場は、農産物の価格低迷と資材高騰により厳し

い情勢を強いられる中、再生・復興とともに、

その打開策として提案された本計画は、本県農

業・農村の持続的な発展に向けた施策推進の羅

針盤となる極めて重要な計画であると考えてお

ります。そこで、今回提案された農業・農村振

興長期計画は、どのような特徴があるのか、さ

らに本県農業・農村の将来をどのように見据

え、どのような方向にかじ取りされるつもり

か、知事の考えをお伺いいたします。
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○知事（河野俊嗣君） 先ほど御指摘がありま

したように、県内各地がそれぞれ地域の特色な

り強みを生かして産業振興に取り組んでいく、

それが重要であるのと同様に、本県の強みであ

る農業をさらに磨き上げて取り組んでいく、そ

の観点からも、今回の農業・農村振興長期計画

は、これまでの数次にわたる計画と同様、今後

の農業の展開をにらんだ大変重要な計画である

という位置づけでございます。

特徴といたしましては、１つ目は、常在危機

という意識のもとに、口蹄疫の発生などを教訓

といたしまして、危機事象への備えと対応とい

うものをしっかりしていくこと、２つ目としま

しては、農を核とした他産業・地域などとの連

携による素材供給型の産地から加工・販売まで

の総合食料供給型の産地づくりへの転換を図っ

ていくこと、３つ目としましては、農家の所得

確保を最優先に、農業経営資源をフル活用する

ための関係者の結集を図っていくこと、４つ目

としまして、バイオマス資源や太陽熱など新エ

ネルギーの積極的な利活用などを掲げておると

ころであります。

また、本計画の中では、「儲かる農業の実

現」、さらには「循環型社会と低炭素社会への

貢献」「連携と交流による農村地域の再生」

「責任ある安全な食料生産・供給体制の確立」

という４つの視点を計画推進の柱として掲げて

おりまして、産業間の垣根を越えた連携と参入

によりまして、新たな付加価値を創出して、地

域経済をリードできるような成長産業に大きく

転換してまいりたいと考えております。先人の

たゆまぬ努力により、現在、全国第５位の農業

生産額を誇っておるところでございまして、農

業者が将来にわたって夢と希望を持てるような

本県の農業というものを築いてまいりたいと考

えております。

○山下博三議員 ありがとうございます。

次に、６次産業化の振興策について農政水産

部長にお伺いをいたします。農村社会では高齢

化が進行し、本県では農業法人の育成や、建設

業からの農業参入を進めてきた結果、生産力は

何とか保たれていると思いますが、今まで以上

に生産性を高めていくには、いかに付加価値を

つけていくか、これを引き金として、いかに雇

用拡大による地域経済の活性化を図っていくか

が重要であると考えております。これを進める

上で大切なのは、人材の教育、育成であり、農

業法人でも経営規模が大きくなれば資産がふ

え、雇用の増や関連事業費が増大し、組織とし

ての高い経営管理能力が求められるわけであり

ますが、対応できるリーダーの育成が重要なか

ぎを握っているのではないでしょうか。また、

農村社会で安定した魅力ある労働対価が提示で

きる雇用機会を安定して継続するためには、こ

れまでの原料生産を主体とした産地から脱却

し、付加価値が高いものに加工して供給してい

く産地体制の整備が必要だと考えております。

現在、県内でも地場野菜を使った冷凍加工施設

等の整備が進んでおりますが、これらの動きを

含め、さらに口蹄疫からの再生・復興を進めて

いく上でも、今後ますます農を核とした６次産

業化の推進は極めて重要になると考えておりま

す。そこで、６次産業化の振興策をどのように

進めていかれるのか、農政水産部長にお伺いを

いたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 農業・農村に

おいて所得や雇用を確保し、地域経済を活性化

するためには、地域の特産物に着目して、生産

から加工・流通に至る一連の取り組みを強化す

ることによりまして農業の高付加価値を図る６

平成23年６月17日(金)



- 115 -

次産業化、また農商工連携を推進していくこと

が大変重要であると認識しております。これま

で県では、農業振興公社を中心としたワンス

トップ相談窓口の整備、また商工部門との連携

による加工・流通に関する研修の実施などによ

りまして、６次産業化の事例の発掘や、経営管

理能力を有するリーダーの育成に積極的に取り

組んできたところであります。これに加えて今

後は、食品企業等に対しては、食料供給基地と

しての本県への立地の優位性をアピールし、地

域の具体的な案件に関しましては、関係機関・

団体等による検討会を開催するなど、農業者と

食品企業との連携や、事業化までのフォロー

アップに努めてまいりたいと考えております。

このような取り組みによりまして、「儲かる農

業」の実現と、農村地域の雇用につながる新た

な６次産業ビジネスモデルの創出を、積極的に

推進してまいりたいと思います。

○山下博三議員 ありがとうございます。なぜ

６次化を急ぐかということをちょっと申し上げ

たいと思うんです。都城管内でジャガイモの収

穫が終わったんですが、今、140町歩のジャガイ

モの栽培がされております。湖池屋というポテ

トチップスをつくる会社の、京都、埼玉の２工

場で加工されるんです。ことしは1 4 0町歩

で4,000トンのジャガイモの収穫がありました。

せっかく地元でこれだけのジャガイモ生産が定

着してきたわけですから、できれば企業誘致な

りして地元で加工して、都城から流通をしてい

ただく、これが今からの大事な６次化の目指す

姿であろうと思っています。そのことも踏まえ

まして、強力な農業振興策を中心とする中で、

６次化を目指す生産体制をとっていただくとあ

りがたい、そのように思っています。

次に入らせていただきますが、農村での新エ

ネルギーへの取り組みについて、同じく農政水

産部長にお伺いをいたします。今後のエネルギ

ー情勢につきましては、東日本大震災に端を発

した原子力発電の問題、中東の政治情勢などに

よる供給不安や、地球温暖化対策に向けた今後

の諸産業のあり方として、安全で地球環境に配

慮した対応を求める世論が日々高まっておりま

す。本県産業においても、今後、県民、さらに

は国民への安定した食料供給基地としてあり続

けるためには、生産現場で使うエネルギーの供

給を、産地の責務としても可能な限り県内自給

を図っていくべきであると考えます。そこで、

本県農業・農村の特徴を生かした新エネルギー

への取り組みについて、農政水産部長にお伺い

をいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 本県農業にお

いては、現地実証試験等の成果をもとにしまし

て、マンゴー、ピーマン等でヒートポンプによ

る石油エネルギー低減の取り組み、また畜ふん

バイオマスの活用による鶏ふん発電などの新エ

ネルギーの導入について、全国に先駆けた先進

的な取り組みを進めてまいっております。今後

の取り組みにつきましては、県内の豊富な木質

や畜ふんなどのバイオマス資源の活用はもとよ

りですが、太陽光のエネルギー利用について、

畜舎の屋根などの農業関連施設の利用について

検討を進めることとしております。また、現

在、県総合農業試験場において、世界的な光学

技術を有します三鷹光器と共同で実施している

太陽熱利用技術の実用化に取り組み、本県農業

の持続的で環境に優しいエネルギー自給率の向

上を図ってまいりたいと考えております。

○山下博三議員 宮崎県は全国平均より５年間

早く高齢化が進んでおるわけです。特に、農村

社会ではさらに早く進んでおる状況でありま
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す。何か早く思い切った施策を農村部を中心に

持ってこないと、ますます高齢化が進むものと

思っております。やはり農村社会に雇用の場が

なければ、大学進学や就職などで若年層の人口

流出がさらに続いていき、早く人口構造が変

わってくるものと思っています。長期計画、そ

して新エネルギーの農村社会の中で果たす役割

もひっくるめて、早くこの計画を進めていただ

ければありがたい、そのように期待をいたして

おります。

次に、口蹄疫の検証について、同じく農政水

産部長にお伺いをいたします。

今回、口蹄疫からの再生・復興方針が工程表

で示されました。今日においても、韓国、台湾

等における相次ぐ発生を踏まえると、口蹄疫に

ついてのウイルスリスクは減少しておらず、い

つ我が国で発生してもおかしくない状況であり

ます。昨年我々は、一たん口蹄疫が発生し、蔓

延状態にまで達すると、経済全体に甚大な影響

を及ぼすことを体験いたしました。口蹄疫から

の再生・復興は前例のない取り組みであり、ま

た推計で約2,350億円という大規模な影響からの

脱却という大変難しい課題への挑戦でもありま

す。今日まで、国、県の検証委員会においても

感染経路は解明されておらず、農家の皆様も、

今日も大変不安な気持ちで経営に取り組まれて

おります。発生地におきましても、今日まで経

営の再開に取り組まれた方は50％台ということ

であります。感染経路の究明につきましては、

いまだに解明されておりませんが、国、県にお

ける口蹄疫対策検証委員会の調査報告を踏ま

え、国内、県内、あるいは農場へのウイルス侵

入防止等の防疫対策についてお伺いをいたしま

す。

○農政水産部長（岡村 巖君） 昨年の口蹄疫

について国の検証委員会では、特に、国、県、

市町村の役割分担を中心にさまざまな御指摘が

ありました。また、県の検証委員会において

は、防疫の各段階における具体的な対応や県の

危機管理体制について問題点の指摘をいただき

ました。これらを踏まえ、国においては家畜伝

染病予防法の改正を、県では防疫マニュアルの

改正や再生・復興の工程表策定を行ったところ

でございます。国内への侵入防止は、家畜伝染

病予防法の改正によりまして、水際防疫を強化

し、外国からの入国者に対する質問や、携帯品

の検査、消毒を行うこととしており、県内への

侵入防止は、防疫マニュアルに基づき、空港、

港湾における徹底した消毒等について関係機関

に協力依頼し、積極的に対応していただいてい

るところでございます。また、農場は農家みず

からが守るという観点から、飼養衛生管理基準

の徹底を図るため、その周知に努めますととも

に、本年度中には、家畜防疫員による全戸立入

検査を実施し、指導することとしております。

今後とも、一たんウイルスが侵入した場合のマ

ニュアルに基づく迅速な対応を含めて、防疫体

制の強化には一生懸命努めてまいりたいと考え

ております。

○山下博三議員 埋却地の確保について農政水

産部長にまたお伺いいたしますが、今回示され

た工程表の中に、埋却地の確保については、あ

くまでも個人の責任で確保することと明記をさ

れております。今回の蔓延の原因は、埋却地の

確保がうまく進まなかったことが一番の原因だ

と言われております。酪農家、和牛生産農家等

は自給飼料基盤がありますから、さほど心配を

いたしておりませんが、問題は、養豚、肥育牛

農家だろうと思います。今、その農家の人たち

が埋却予定地を求めようとすると、農地の耕作
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者でないために農地の購入ができないなど、問

題が生じておりますが、その確保に向けてどの

ように取り組みをされるのか、お伺いをいたし

ます。

○農政水産部長（岡村 巖君） 今回の家畜伝

染病予防法の改正では、万一の発生に備え、迅

速な防疫措置が講じられますよう、今後、国が

定めます飼養衛生管理基準において、農家に事

前に埋却地を確保する義務というのが課せられ

ることとなったところであります。一方で、埋

却候補地として、耕作を目的としない農地の取

得等が制度上難しいことは事実であります。し

たがいまして、まずは関連法制度の中で農地を

確保する方法など、農家ができるだけ少ない負

担で埋却地を確保できるよう、市町村や関係機

関と一体となって検討してまいりたいと考えて

おります。また、国に対しても、必要に応じて

迅速に埋却地の確保ができるよう、制度の柔軟

な運用等につきまして、要望を行ってまいりた

いと考えております。

○山下博三議員 都城管内で、酪農家が今、152

戸、和牛の生産農家が1,849戸あるんです。この

人たちは何とか埋却地の確保はできるというこ

となんです。しかし、養豚農家は151戸あっ

て、200農場あるんです。埋却地の確保調査を都

城市でされたそうなんですが、136戸の人たちか

ら回答が返ってきたそうです。そして、84

戸、62％の人たちからは確保が大丈夫だと回答

があったみたいなんですが、52戸の38％から、

「ない」という回答が返ってきたんです。農地

法の中に─同じ農業で養豚をされていても、

５反歩以上の耕作をしないと農地は買えないん

です。そこに法の穴があるんです。埋却地を確

保せよという行政主導のもとにやると、農地法

という国がつくった法律で壁ができているんで

す。畜産が主軸の本県でありますから、恐らく

児湯地域においても、同じ悩みを抱えた農家は

たくさんあるだろうと思うんです。ぜひとも国

と、何とか特例措置を求めていただくように交

渉していただくことをお願いしておきたい、そ

のように思っています。

続きまして、環境森林部長にお伺いをしてま

いります。本県林業の状況についてお伺いをし

てまいりたいと思いますが、我が国では、戦後

の伐採跡地への植林や昭和30年代以降の拡大造

林などにより、1,000万ヘクタールの人工林が造

成され、これらが成長した結果、森林蓄積は昭

和26年と比較して２倍以上の約44億立方となっ

ており、10年後には50年生以上の高齢級の森林

が67％にまで増加すると推測されております。

本県においても、杉を中心とする民有人工林

の68％が伐期を迎えているなど、森林資源は着

実に充実してきており、本格的な利用段階に

入ってきております。

このような中、国は平成21年12月に、我が国

の森林・林業を再生していくための指針となる

「森林・林業再生プラン」を策定いたしまし

た。プランでは、森林・林業の再生に向け

て、10年後の木材自給率を50％以上に引き上げ

る目標を掲げており、今後、路網の整備や森林

施業の集約化、必要な人材の育成等を進めると

ともに、木材の安定供給と利用に必要な体制を

構築することとしております。本県における木

材利用の現状と利用拡大の取り組み状況につい

てお伺いをいたします。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 本県の平成22

年における素材生産量は、北海道に次いで全国

第２位の約155万立方メートルとなっており、そ

のうち約９割が県内で製材品などに加工されて

おります。また、製材品のほとんどは柱やはり
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などの住宅の建築資材で、約７割が県外に出荷

されております。こうした中、県では、県内の

公共施設等における木材利用に対する助成や、

木造住宅を建設する県民への県産杉の柱81本プ

レゼント、首都圏等の大消費地における知事の

トップセールスのほか、行政と民間が一体と

なって大口需要者に売り込む「チームみやざき

スギ」による取り組みなど、県内外での需要拡

大に取り組んでおります。また、韓国への輸出

拡大に取り組む団体に対し、商談会等への活動

支援を行っております。さらに、木材利用技術

センターでは、杉とヒノキのハイブリッド集成

材の開発支援など、新たな製品の開発等に取り

組んでいるところでございます。

○山下博三議員 ありがとうございます。次

に、集成材建築物の建設状況について、環境森

林部長にお伺いをいたしますが、その前に、６

月10日の宮日新聞に、「木材韓国輸出で連携」

との見出しで記事が出ておりました。南那珂、

都城、曽於の３地区の森林組合で、今月中旬、

杉、ヒノキ合わせて約2,100立方を、杉立方当た

り１万円、ヒノキ立方当たり１万3,000円から１

万5,000円の単価で、韓国の製材所に丸太で試験

輸出するとのことでありました。

私は、３つのことに疑問を持ちました。ま

ず、売り渡し価格であります。この価格でまず

林家の手元に残るお金が幾らになるのか、次

に、なぜ加工して出荷しないのかであります。

私は、この地区は日本一の製材所群があり、そ

して加工技術、木材の乾燥施設、すべて日本一

だと思っております。そして、国も県も莫大な

資金を投入しているはずであります。３点目

は、記事の中の、「人口減少などで国内住宅着

工戸数が年々減り、将来的に資源蓄積で飽和状

態となって丸太の販路が窮地に立たされること

を懸念。」との内容であります。確かに、昭

和30年代から拡大造林ブームに乗り、民有林、

国有林合わせて35万4,000ヘクタールの人工林が

造成され、その大半が伐期を迎えており、生産

過剰になっていることは理解をいたしておりま

す。しかしなぜ、日本にある資源を建築に有効

利用しないのか、官民挙げて、山の果たしてい

る多面的機能や、豊かな水、緑の資源を再生産

できる方向性が出てこないのか、いま一度、木

材利用を真剣に考えるべきではないでしょう

か。そこで、本県における集成材の建築物の建

設状況をお尋ねしたいと思います。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 集成材は、乾

燥や強度等の品質や性能が明らかであるという

長所があります。県内では６つの工場で生産さ

れております。本県における集成材を使用した

事例としましては、大規模な建築物では、木の

花ドーム、サンドーム日向、南郷くろしおドー

ム、日向市駅舎などがあります。さらに、体育

館や幼稚園などの公共建築物や一般住宅などに

も幅広く活用されております。

○山下博三議員 同じく環境森林部長にお伺い

いたします。先ほど壇上からも申し上げました

が、私は先月24日、同期の黒木正一議員、松村

悟郎議員とともに、宮城県で大震災による津波

被害の調査をしてまいりました。皆様の手元に

資料として配付をさせていただきました。一番

上の写真から説明をしますが、場所は、今回の

東日本大震災において死者、行方不明者、そし

て被害状況が一番ひどかった石巻市に建ててあ

ります。海岸より60メートルの場所に建設され

ており、1985年完成であり、築26年になりま

す。スパン20メートル、けたゆき16メートル、

最高の高さ10メートル、建築面積880平米で、ご

らんのように２階建ての展示住宅がすっぽり入
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る形で、屋内展示場として利用されていたそう

であります。中にありますモデル住宅は売買が

成立し、その後は自社製品展示場として使用し

ていたそうであります。構造につきましては、

集成材アーチ構造で、北海道のエゾマツ、トド

マツが材料として使われており、強度等級は杉

を材にしたものと同じであります。３月11日の

大震災により10メートルの津波が押し寄せた後

は、石巻港を初め、以前の町並みの面影も全く

なく、何とも説明のしようもない愕然とする状

況でありましたが、消えた町並みの中にこの建

物が残っておりました。信じられない気持ちで

写真におさめましたが、悲惨な現場を前に、集

成材の強さを知ることができました。右の基礎

の部分をごらんください。想定外であったと言

われるあの大きな地震、津波の中、ゆがみもな

く、どの部分の接合金物もしっかりと土台を支

えておりました。私は建築のことに詳しくあり

ませんが、ただ、この建物がしっかりと残って

いるこの事実を、本県の木材利用振興につなげ

られないか、真っ先に感じるところでありまし

た。

そして、このことを５月31日、都城北諸の地

連協の場で紹介させていただきましたところ、

この建物は、都城にあります県木材利用技術セ

ンターの飯村所長の設計、施工指導でできたも

のであることが判明をいたしました。飯村所長

は、当時、三井木材工業株式会社東京本社にて

集成材アーチ構造のセールスエンジニアをされ

ており、2001年、センター開設と同時に、当時

の所長だった大熊先生の紹介で宮崎県に招聘さ

れたそうであります。そして、その後の本県の

集成材で建築された大型公共建築物に携わって

こられたそうであります。そこで、東日本大震

災の津波に耐えて残った集成材建築物に対する

見解をお伺いいたします。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 山下議員が撮

影された写真や、別の建物周辺地域を写した写

真を見まして、周辺施設が大きな被害を受け、

瓦れきが散乱する中で、津波や地震に耐え残っ

たこの建物には、大変感銘を受けたところで

す。当建築物は、大断面集成材を活用したアー

チ構造で丈夫であったことに加えまして、写真

にもありますように、集成材とコンクリート基

礎が、さびに強い亜鉛メッキの金具でしっかり

と固定されていることや、間口が広かったこと

などにより、津波に耐えられたものではないか

と推察されます。被災地の沿岸部にもかかわら

ず、津波や地震に耐えたこの建物は、木材利用

を促進する私どもにとりまして、自信と勇気を

与えてくれます。今後、被災地における建物に

つきましては、国の研究機関などにより、被災

要因等の検証がなされるものと思われますの

で、県といたしましても、引き続き、情報収集

に努めながら、集成材建築物のよさをさらに研

究してまいりたいと考えております。

○山下博三議員 実は集成材の歴史は昭和27年

ごろから始まっているんです。いろいろ私も飯

村所長と何回かお話をしてまいりました。そし

て、飯村所長の出された文献も拝見させていた

だきました。当時、北は北海道の三井木材、南

は都城の島津で集成材の歴史が始まったそうな

んです。都城にまだ残っているんですが、島津

の丸十産業の中にボイラー室があるんですけれ

ども、アーチ型の集成材で昭和37年にでき上

がったものがまだ残っております。非常に集成

材の歴史があることを知っていただきたい、そ

のように思っています。

続きまして、この建物の話をさせていただき

たいんですが、この建物の持ち主である山大産
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業株式会社は、資本金11億300万で、住宅建築用

木材加工、建材、資材、設備機器卸・小売販売

をされており、高橋常務さんと何回か電話でお

話をいたしました。まず、この建物は今後も十

分使えること、鉄骨だったらさびて、とても使

えないということであります。集成材建築は、

地震、津波、火事にも強いということを言われ

ました。なぜ火事に強いのかということを聞き

ましたら、燃えても表面だけが焦げて、後は炭

化するそうなんです。だから非常に集成材は強

いということを言われました。以前はコストが

高くつくこともありましたが、技術の進歩や、

重量が鉄骨に比べて軽いことから基礎の部分で

安くつくこと、日本には鉄骨の資源はないが、

木材の資源が豊富であること、先日、林野庁長

官が視察に見えたそうでありますが、大変驚か

れていたとのことでありました。今回、改めて

集成材の特徴を知ることができましたが、宮崎

県には豊富な森林資源があります。今回の東日

本大震災において、日本国民総力で復興に当た

らなければならないと思いますが、木材の利点

を生かし、災害復興に向け、本県県産材の利用

は考えられないか、また公共・民間福祉の分野

において集成材建築の普及拡大は考えられない

か、知事の御所見をお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 被災地における復興段

階でのさまざまな木材需要につきましては、そ

の動向を注視いたしまして、可能な限り対応し

てまいりたいと考えております。さらに、今後

予想されます復興需要を背景とした全国的な木

材需要の高まりに対しましては、私が本部長を

務める「チームみやざきスギ」が中心となりま

して、民間と行政が一体となって、県産材の需

要拡大に向けて取り組んでまいりたいと考えて

おります。また現在、感謝の思いとともに、被

災地、被災者を支援していこうという「みやざ

き感謝プロジェクト」の中で、本県産の杉でつ

くった学童用の机といすを宮城県に送ろうとい

う取り組みをしておるところでございますが、

これも現地のニーズに対応した支援の中で、本

県産の杉、またその製品の優秀さをアピールす

るという取り組みであるわけであります。

集成材のこの建築につきまして、私もこの写

真を拝見して感動しておるところでございま

す。木材利用を促進しようとする本県にとりま

して、大変心強いことですし、手ごたえを感じ

られるものだと考えております。県におきまし

ては、「公共建築物等における木材の利用の促

進に関する法律」でありますとか、これに基づ

きまして、昨年11月に県の基本方針を改正して

おります。これを踏まえて、より一層の木造

化、木質化を進めることとしておるところでご

ざいます。公共・福祉分野におきましても、先

ほど来説明がなされております、集成材の長所

を生かした建築物の普及に取り組んでまいりた

いと考えております。

○山下博三議員 期待いたしております。よろ

しくお願いいたします。

鳥獣被害についても出しておりましたが、時

間がありません。お許しください。ありがとう

ございました。（拍手）

○外山三博議長 次は、中村幸一議員。

○中村幸一議員〔登壇〕（拍手） 久方ぶりの

質問であります。けさ、年をとると早く目が覚

めまして、ゆがんだ家から窓をあけて外を見ま

すと、アジサイの花が雨に打たれて咲いており

ました。アジサイの花というのは、花言葉で

「移り気」というんだそうですが、まさしく

今、日本の政治の移り気なところを言っている

のかなと思ったところでありました。
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さて、去年の今ごろ、口蹄疫の真っ最中であ

りました。去年のきょう、何をやっていたかと

いうと、ちょうど講堂で県議団と対策本部の責

任者等との意見交換会が行われた日でもありま

す。また、23日になりましたら山田農林水産大

臣がお見えになりまして、知事の控え室で意見

交換会が行われました。そのときは既に、前東

国原知事と山田大臣はバトルの真っ最中であり

ました。私も前東国原知事に、農水大臣に余り

いろいろなことを申し上げると予算が来ない

じゃないかという話を、苦言を呈しましたとこ

ろ、明くる日は早速、ブログに載せていただき

ました。ありがたいことでございます。

しかしながら、先ほどからいろいろ話があり

ますが、宮崎県は口蹄疫あるいは鳥インフルエ

ンザ、あるいは新燃岳の降灰等々がございまし

た。一番かわいそうな県というふうに思ってお

りましたが、３月11日、あの東日本大震災が勃

発して、すべてのものが飛んでしまったような

感さえしたわけであります。残念ながら、いろ

んな方がおっしゃいましたが、まだまだ行方不

明の方がおられます。心から、亡くなった方々

に哀悼の意を表し、そしてお見舞い申し上げた

いと思います。

それにつけても、201名の子供たちが両親を失

いました。いわゆる震災孤児ということになっ

たところでございます。この子たちを何とかし

てあげたいなという気持ちでいっぱいでありま

すが、いかんせん、私どもどうにもなりません

けれども、何とか支援できればいいなというふ

うに思っているところであります。地球の規模

からいいますと、長いスパンでこういう震災あ

るいは津波がやってくるわけです。100年、200

年、あるいは1,000年という規模でやってきま

す。人間というのは、長年生きたって100歳ぐら

いしか生きられない。その中でだんだん風化し

て忘れてしまう、そういうことではないかなと

思います。

日本人は、まだまだ忘れてはならないことが

たくさんあります。思い出してください。66年

前、第二次世界大戦の折であります。昭和20年

ごろでありますが、日本はアメリカによって本

当に大爆撃を受けて、大きな被害を受けまし

た。東京などは大空襲により約10万の人たちが

亡くなられました。そして、都城や宮崎、主要

都市にも爆弾の雨が降ったわけでありまして、

日本全国で都合24万人の人たちが亡くなりまし

た。また、それに追い打ちをかけるように、広

島、長崎に原爆が投下されました。広島に原爆

が投下され、14万人の方たちがお亡くなりにな

りました。長崎で７万人であります。本当に腹

立たしく思いませんか。非戦闘員ですよ。一般

の国民は非戦闘員です。この非戦闘員に対して

無差別攻撃をして多くの国民を死に至らしめ

た。これは明らかに国際法違反であります。こ

れは日本人として忘れてはならない。何です

か、トモダチ作戦。ちょこちょこやってきてし

てくれました。福島原発が危ない、飛んで逃げ

たじゃないですか。私たちはどこの国も本当に

信用していいのかどうか、今考えなくちゃいけ

ないと思います。この震災によって自助・共助

というのが芽生えつつあります。日本を何とか

しよう、どげんかせないかんということで、日

本国民が今考えつつあります。こういうときで

あるからこそ、日本を本当に今、立て直さなく

ちゃいけない、そういう時期に来ているんじゃ

ないかというふうに私は思います。知事にお伺

いするのは酷な質問かもしれませんが、この現

状を見てどのようにお考えか、知事の答弁をお

伺いいたしたいと思います。
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後は質問者席でさせていただきます。（拍

手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

ただいまの御質問をお聞きいたしまして、議

員の国を憂える心というものがひしひしと伝

わってきたところであります。まさにこの大震

災、未曾有の被害を目の当たりにいたしまし

て、今、国民というものは、日本のあり方、そ

の将来というものを真剣に考える一つの大きな

ターニングポイントを迎えているのではないか

と考えております。政治のあり方、経済、外交

の問題、自然環境、エネルギー問題、さまざま

な課題があるわけでございます。そういった中

で、これまでの日本の歩みというものを振り返

り、そして今回の大震災のさまざまな教訓を踏

まえて、これからの国づくりを真剣に考えてい

く、そのような段階にあるものというふうに考

えております。大変重要なこととしましては、

災害に強い国土づくりを進めていくこと、それ

から今御指摘のありましたような助け合いの精

神、日本の一つの美徳である、本県にも強く残

されているきずなというものを生かしながら、

地域をつくっていく、社会をより強固なものに

していく、そのような取り組みが必要であろう

かと考えておるところでございます。以上であ

ります。〔降壇〕

○中村幸一議員 皆さんいろいろと被災地に

行っておられますが、私は４月24～25日、蓬原

議員とともに気仙沼に行ってまいりました。な

ぜかというと、御案内のとおりでありますが、

気仙沼にカツオの水揚げを40数％するというこ

とで、気仙沼の市長さんあるいは副市長さん、

県議会議長さんともお会いをしてまいりまし

た。そして、一日も早く水揚げができるように

努力をしていただけないか、また宮崎県として

もできることがあれば力をかしてあげたい、そ

のようなお話をさせていただきました。非常に

喜んでいただいて、対応していただいたわけで

ありますが、漁業組合長さんには、こちらの漁

業組合長の親書を携えてお願いに行ったところ

でございました。そして、るる申しませんが、

県議会議長さんが自分の車に私どもを乗せて、

被災地を案内していただきました。目を覆うば

かりの惨状でありました。皆さんおっしゃった

とおりであります。その中で、自衛隊の皆さん

が腰までつかって被災者を捜索されている。こ

れを目の当たりにして、本当に感動し、感謝を

いたしました。自衛隊を暴力装置などと言った

閣僚がおりましたが、そいつをひっ捕まえて、

ここで遺体の捜索に当たらせたいと強く感じた

ところでありました。

天皇皇后両陛下が被災地をお見舞いになられ

ました。あの優しい言葉をかけられて、どれだ

け被災地の皆さん方が感激し、やる気を出され

たかわかりません。その中で、天皇陛下がこの

ような言葉をおっしゃいました。なかなか固有

名詞を使っておっしゃらない天皇皇后両陛下で

ありますが、自衛隊、消防、警察の皆さんには

本当に感謝したい、非常に感謝していますとい

うことをおっしゃったのであります。そのこと

に関して本当に国民も胸を打たれたわけであり

ますが、私も、その後、１カ月たちまして、気

仙沼がどのようになっているのかなということ

で、同僚議員３人と、また三陸方面に行ってま

いりました。気仙沼は１カ月のうちに立派に片

づけが、ある程度されておりました。そういう

状態を見て、何とかなるんじゃないかなという

気持ちにもなったところであります。

このようにいろいろと皆さんが努力されてお
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る中で、今の政府は何でしょう。不信任決議

案、そして内部の抗争、我が自民党もいけませ

ん。そしてまた、いわゆる宇宙人とか市民運動

家が日本を本当にかき回しておる。こんなてい

たらくで本当にこの国はいいのだろうか。この

人たちは地元におるときはいいことを言うんで

すが、永田町に行ったらわけがわからなくなる

んじゃないか、このように思うのであります。

非常に残念であります。早く県議会議員が国会

議員に行ったほうがいいのじゃないか、このよ

うに思うときがあります。このことについて、

腹立たしい思いを知事はどうお考えか、お聞か

せいただきたい。

○知事（河野俊嗣君） いろいろな熱い思いを

伺ったところでございます。今の状況でござい

ますが、もちろん一番大切なことは、復旧・復

興をしっかり図っていくこと、一致団結をして

日本の再生を図っていくことであります。そう

いう中で、今、見ていて残念に思いますこと

は、まず一つは、政治不信、行政不信というも

のが極めて高まっているということでございま

す。これにしっかり政治も行政もこたえていく

ことが大事であろうかと思っております。ただ

一方で、そういう政治なり行政に対して国民が

一方的に批判をしておるわけですが、政治家な

り政治を選んだ責任は国民にもあるわけであり

ます。また、行政のただすべき部分をただして

いくということも必要でありまして、単に批判

だけをしていていいということではないと思う

んです。そういう意味で、復旧・復興へ向けて

今、心を一つにして、前向きな議論というもの

が必要ではないかというふうに思っておりま

す。

あともう一つ思いますのは、判断の幅がどん

どんどんどん狭くなっていって、二者択一であ

るかのような、白か黒か、すぐにレッテルを

張って決めつけてしまうというような議論があ

るところでございます。少し幅を持って懐深く

受け入れて、「小異を捨てて大同につく」とい

う言葉がありますが、日本の復旧・復興という

大きな課題に直面する中で、大同につく、その

ような議論が必要ではなかろうかと考えておる

ところであります。

○中村幸一議員 農政水産部長にお伺いしま

す。１カ月で大分復興していたということを話

しましたが、きょうの新聞にも載っておりまし

たけれども、今、最新情報は、どのようなとこ

ろまで復旧しているか、情報があれば教えてい

ただきたいと思います。

○農政水産部長（岡村 巖君） 気仙沼漁港

は、本県カツオ漁船の主要な水揚げ港でござい

まして、操業に必要な燃油やえさ等の供給など

を担う非常に重要な漁業基地でありますが、今

般の東日本大震災によりまして、岸壁の崩壊、

荷さばき施設の沈下、燃油タンクの流出など、

漁業基地としての機能が壊滅的な被害を受けて

おりますことは、お話しいただいているとおり

でございます。本県では、現地に職員を派遣

し、被災の状況を確認してまいりましたが、そ

の報告によると、想像を絶する状況にあり、今

回の震災被害の甚大さを実感しているところで

ございます。

気仙沼におきましては、６月中のカツオ水揚

げの再開を目指して、使用可能岸壁の選定や荷

さばき施設のかさ上げ、また燃油タンクの代替

施設の検討、電気・水道の復旧などが鋭意進め

られているところであります。現在の状況とい

たしましては、１日当たり50トン程度のカツオ

水揚げのめどが立ったところでございます。そ

の後、復旧に合わせて順次、取扱量をふやして
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いくということでお伺いしております。

○中村幸一議員 次に、副知事にお伺いいたし

ます。副知事は今回、気仙沼の対策にいろいろ

と携わっておられるという話を聞いております

が、先ほど農政水産部長から最新の情報をお伺

いしました。私が行って思ったのは、気仙沼の

皆さん方は、本県の漁船が入ると、まず燃油、

氷、えさ、そして生活全般のことを、会社とい

うか世話人というような人がやっていらっしゃ

る。そういう人たちとコミュニケーションを

とっていかなくちゃいけないと思いますが、本

県と気仙沼とのきずなというものについてどの

ように感じておられるか、そしてまた、気仙沼

に対する復興支援についてどのように取り組ん

でいかれようとしているか、お伺いいたしたい

と思います。

○副知事（牧元幸司君） 今、きずなというお

言葉が議員からあったわけでございますけれど

も、本県漁業者の皆さんと気仙沼の皆さんとい

うのは、本当に深いきずなで結ばれているとい

うふうに思うところでございます。本県のカツ

オ漁船の船団の皆さんというのは、１年の半分

近くを気仙沼とその周辺の海で過ごされて、カ

ツオがとれるたびに気仙沼に水揚げをして、町

で過ごすということでございまして、文字どお

り本県の漁業者にとって第二のふるさとと言っ

てよい存在かなというふうに思います。

そして、この深いきずなゆえに、昨年の口蹄

疫以来、本県が非常に厳しい状態にあったとき

には、気仙沼の皆さんは直ちに募金活動などを

やっていただいたということがあるわけでござ

います。また一方で、ことしに入りまして、東

日本大震災で気仙沼が被災すると、速やかに、

今度は逆に本県の漁業者の皆さんが募金活動を

やったり支援活動をやったりということでござ

います。まさに深いきずなというものを実感す

るところでございます。

それでは、気仙沼の支援に何が必要なのかと

いうことでございますが、それにつきまして

は、ともかくカツオを気仙沼に揚げるというこ

とが最大の復興だということを、気仙沼の皆さ

んがおっしゃっておるわけでございます。ま

た、本県の漁業者の皆さん方もその思いにこた

えたいという思いを強く持っているというふう

に聞いているところでございます。したがいま

して、県としても、気仙沼との深いきずなとい

うものを大切にいたしまして、支援をするため

には本県のカツオ船団が気仙沼で水揚げをす

る、そのための支援をぜひしていく必要がある

のではないかということでございまして、今回

の肉付け予算の中でも、「がんばれ宮城！水産

業による経済復興支援事業」というものを上げ

させていただいているわけでございます。この

ような事業を通じまして、漁業者の皆さん方と

ともに、現地の意向を踏まえた支援を行ってい

きたいというふうに考えているところでござい

ます。

○中村幸一議員 今度は話を変えますが、四役

の機能についてお伺いをいたしたいと思いま

す。

２月定例議会の折に、勇退されました萩原議

員が、「三役というのは、知事、副知事、出納

長で今までやってこられた。それでは今度は、

知事、副知事、県民政策部長が三役なのか」と

いう話をされました。その場で知事がお答えに

なったのは、「いや、今からは、知事、副知

事、県民政策部長、総務部長の四役体制でやっ

ていくんだ」、こういう話をされました。聞い

ていて、部長に格差をつけるのかなという感も

しましたが、それは為政者のあなたがされるこ
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とですから、とやかく言う必要はございません

が、この四役、そして担当部長とで協議をして

やっていくんだというような話をされました。

これはやっていただいているのか、うまく機能

しているのか、それをお伺いしたいと思いま

す。

○知事（河野俊嗣君） まず、２月議会のとき

の四役体制という説明でございます。これにつ

きましては、今御指摘がありましたように、こ

れまで出納長も含めた三役であったものが二役

になったということ、その中で、大丈夫だろう

か、場合によっては副知事２人体制にしてはど

うかというような御提案もいただきました。ま

た今回、牧元副知事の就任に伴いまして、２人

とも本県出身ではない、また官僚出身である、

地元の声をくみ上げることができるんだろう

か、さまざまな御懸念をいただいたところであ

ります。そういう思いに対しまして、現体制の

中で、行革の観点もありまして、新たな特別職

の任命というのも大変難しゅうございます。現

体制の中で可能な限りの対応をするということ

で提案させていただいたのが四役ということで

あります。ただ、それは、今御指摘のありまし

たように、部長の中に序列をつけるという意味

合いではございません。これまでの仕事の実体

以上の位置づけをするというものではございま

せんで、県民政策部長であれば政策の総合調

整、総務部長であれば人事、財政、組織などを

持ち、全庁的な調整に当たっておりますし、こ

れまでも、予算、また議会に向けての勉強会

は、必ず県民政策部長、総務部長同席のもとに

進めておるところでございます。そういう観点

から、四役という位置づけの中でしっかりとし

た重要政策を各担当部長とともに進めてまいり

たい、そのような考え方で申したところでござ

います。就任後も、東日本大震災への支援策な

どをめぐって、四役なり必要な部長との調整と

いうものを行っておりますし、これからも、そ

ういう意味で新たな位置づけということではな

しに、現有体制の中での重要な意思決定という

ものを、そういう仕組みの中で、体制の中で進

めてまいりたい、そのような考えでございま

す。

○中村幸一議員 震災直後でしたが、私と副議

長、そして県議団の会長３人で文書を持って知

事のところにお伺いしました。東日本大震災の

復興についてどのような取り組みをされるか、

私ども文書で持ってまいりました。義援金を集

めてちゃんと被災者に送ろうじゃないかという

のが１つ、２つ目は、救援物資をたくさん集め

て送ろうじゃないか、今まで口蹄疫で全国の皆

さんから非常にお世話になったその恩返しだ

と、少々パフォーマンスでもやるべきだという

話をいたしました。そのとき知事は非常に冷た

い顔で、「いや、宮城県の副知事とは友達なん

ですが、今、何を望んでいるのか、まだ迷って

います。混乱のさなかですから、それはできま

せん」、そうおっしゃったんです。そういう言

い方でした。断定したらいけませんけれども、

そういう言い方でした。もう一つは、県営アパ

ート、市営アパートを洗い出して提供しましょ

う、我々の家庭でも余っている部屋がある、一

戸建てのところがある、それを提供しましょう

よ、１万戸ぐらいおいでくださいという話をし

ましょうよと。非常に乗り気のない、積極性の

ない言葉であったと私は記憶しているんです

が、その間にほかの県はどんどん物資を送っ

て、マスメディアにどんと載る。大分県が何を

送ったとか載るわけです。本県は全然そのパ

フォーマンスがなかったんです。私は、10団体
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の長の皆さん方から、「何やっているんだ。お

まえは議長のくせに知事に意見具申ができない

のか」と言われたんです。そんな状況で非常に

残念でしたが、いつも知事は、何事に対しても

スピーディーにスピード感を持ってやるんだと

言っていらっしゃいます。これはどういうこと

だったのか、お聞かせいただきたい。

○知事（河野俊嗣君） 18日の日に申し入れを

いただいたところでございます。そのときの私

の説明をそのようにとられたということに対し

て、大変残念に思っておるところでございま

す。この震災発生後に、私が勤務経験もある宮

城も含めてでございますが、被災地のことを考

え、被災地のニーズに合った対応をしてまいり

たいということで懸命に努めてまいりました。

救命救急が大事な段階から、必要な物資を送

る、それから人を送る、被災者を受け入れる、

義援金を送る、「みやざき感謝プロジェクト」

ということで取り組んできたところでございま

す。

パフォーマンスという言葉がありました。パ

フォーマンスというのは、辞書で調べますと、

人目を引く行為ということで、どちらかという

とネガティブな意味合いで使われたりするわけ

でございます。ただ、質問議員の御趣旨としま

しては、宮崎の口蹄疫以来お世話になったその

感謝の気持ちを伝える、そのために支援をして

いるんだということを県民の皆様、県内外の皆

様にお伝えする、その発信を適切にすべきでは

ないかという御指摘だと思っております。それ

につきましては、いろいろ工夫をしながら取り

組んできたところでございます。本県におきま

しても、さまざまな独自の取り組みをやってき

たところでございます。先ほど、冷たいだと

か、戸惑っているだとか、いろいろございまし

たが、発生直後から向こうの副知事―当時の

直属の上司でもありましたが―と、電話でも

連絡をとって、本当に何が必要ですかというこ

とを伺いながら、またそれ以外の担当者ともメ

ールでやりとりしながら、必要なことをやって

まいりました。

私が一番やるべきでないと思ったのは、アピ

ールなりをするために現場に迷惑をかけるこ

と、負担をかけることでありました。特に、発

生直後に個人の支援物資を送ると現場が大混乱

するというのは、これまでの阪神・淡路大震災

なり中越地震で経験のあるところであります。

そういったところをしっかりとコントロールし

ながら―当時はテレビを初めマスコミで現地

の悲惨な状況が伝えられます。県民の皆さんは

何とかしたい、何とかしたいという思いがある

わけですが、それは適切にコントロールしてそ

の思いを届けなければ、かえって現地に第二の

災害というような事態を引き起こしてしまう、

そういう判断のもとに取り組んでおりますとい

う御説明をさせていただいたところでございま

す。それが大変冷たいだとか、やる気がないと

いうようにとられたことは大変残念に思ってお

るところでございますが、これからもしっかり

と県民の皆様に、どういうことを考えてどうい

うことをしようとしているのかというのをお伝

えしてまいりたい、そこを心がけてまいりたい

と考えております。

○中村幸一議員 知事も残念であったなら、私

も残念でありましたね。官僚を長くされて、実

務の面においては、それはやりとりをされて、

今、迷惑ですよ、ああそうですか、それで済む

かもわかりません。大事なときに送りましょう

と。私が言うのは、政治家として、パフォーマ

ンスはお気に召さないかもわかりませんが、目
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立つこともやらなくちゃいけないんですよ。ほ

らも吹かなくちゃいけないときがあるんです。

私もほらも吹きます。最近、ほらは吹かないで

尺八でも吹こうかなと思っていますが、ひとつ

そういう知事としての実務―知事の誠実さは

高く評価しますよ。しかし、今からはそういっ

た部分も政治家として取り入れてほしいなとい

うことを要望いたしておきます。

それから、アクションプランについてお伺い

をいたします。

今回発表されたアクションプランに目を通し

てみますと、おおむね了とするものであります

が、県民がアクションプランを十分理解してい

ただくために、あえて厳しいことを申し上げた

いと思います。この中では、「地域」「地域の

絆」という言葉が全ページにわたって出てきま

す。どこか１カ所をあけると「絆」というのが

出てくるんですね。「絆」を拾ってみました。

最初にこのようなことが書いてあるんです。

「対話と協働による県民総力戦の推進」、これ

を紹介しておきましょう。「人間関係が希薄化

したと言われていますが、本県には、地域の絆

が十分に残されています。また、これまで取り

組んできた県民総力戦の精神はしっかりと根付

き、自発的な行動の輪は拡がりつつあります」

とあって、地域のきずながあることが前提でア

クションプランも成り立っています。地域のき

ずながあることが、全部あることが条件でこの

アクションプランは成り立っているということ

です。どれだけ全ページに出てくるか、ちょっ

と紹介しましょう。まず、「分権時代にふさわ

しい地域社会の構築」「地域防災」「消毒の日

など地域ぐるみの取り組み」「地域全体で子育

て・子育ちを支援する」「自立困難な若者を地

域全体で支援する」、読んだら長くなりますの

で読みません。全部すべてが地域、地域、さら

に「自殺のない地域社会づくり」「一人ひとり

が主役となる地域の「絆」づくり」、この中を

ぱっとあけたら「地域づくり」が出てくるんで

す。お伺いしますが、知事、本県には十分に地

域のきずなが残っておると思っていらっしゃい

ますか。

○知事（河野俊嗣君） 今の御指摘、いろいろ

なポイントがありますけれども、十分残ってい

るかといいますと、ほかの地域と比較して、ま

だきずなというものが残されている地域ではな

いかという認識でございます。それが１点と、

もう一つは、いろんな場面で、地域、地域とい

うのが出てくるということでございますが、そ

の地域での結びつき、つながりをより強めてい

くことが、それぞれの政策課題の中で、防災、

教育、子育て、福祉、非常に重要であるという

認識のもとに記述をしておるわけでございま

す。十分残されているから、それを前提に書い

ているということではないというところは御理

解いただければと思います。

○中村幸一議員 今、県民政策部長が手を挙げ

そうになりましたが、お聞きします。地域のコ

ミュニティーが構築されているというのは皆さ

ん方の過信ではないですか、お伺いします。

○県民政策部長（渡邊亮一君） ただいま議員

からいろいろ御紹介がありました、「地域全体

での子育て・子育ち」あるいは「地域の教育力

の向上」、地域、地域でございますけれども、

この地域の概念でございますが、そこに住む人

の営みや人間関係を含めた、いわばコミュニ

ティーと同様の意味合いで使っているわけでご

ざいますけれども、アクションプランに掲げて

いる個々の施策が、地域が十分に機能してい

る、あるいはきずなが十分に残っている、そう
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いうことを前提にしているわけではありませ

ん。むしろ、今後築き上げていく部分もあると

いう思いを込めて、さまざまな施策を構築して

いるところでございます。ここは非常に重要な

ポイントでございます。個々の施策を見ていた

だくとわかるわけでございますが、例えば地域

防災、自主防災、議員も例を挙げられました。

アクションプランではどういうことを書いてあ

るかといいますと、ちょっと読み上げます。

「地域の防災力向上のため、自主防災組織の育

成や組織率の向上、消防団員や災害ボランティ

アなど地域における人材の育成・確保を図りま

す」、こういうふうに書いてあるわけでござい

ます。この記載からもわかりますように、地域

のコミュニティー力が高く、自主防災等に熱心

な地域については、さらにその取り組みを充実

させていただきたい。そしてまた、逆に、地域

のきずな、コミュニティー力が薄れている地域

につきましては、やはり自主防災組織も弱いと

考えられるわけでございますから、地域住民へ

の啓発や意識改革を促す、住民が地域防災に主

体的に取り組むような施策を打っていく、そう

いう意味合いのものと理解していただけたらい

いのではないかというふうに思います。

○中村幸一議員 余りぴたっと来るような感じ

ではわかりませんでしたが、アクションプラ

ン、ずっと見せていただきました。おおむねい

いと思います。しかし、例えば都城市ですら公

民館の組織率が62.5％、宮崎市が59.4％。時間

がありませんが、いろいろ調べてきています。

ただ、市町村合併があったればこそ、この数値

になっているんです。都城市で例えれば、市内

の中心市街地は低い。周りは、農村地域は100％

なんです。そういう状況を皆さん方は踏査しな

いで、地域のコミュニティーと言う。これで本

当に地域のコミュニティーがとれると思います

か。もう一遍聞きましょうか。

○県民政策部長（渡邊亮一君） ただいま議員

から公民館の加入率等いろいろ例を出されまし

た。確かに公民館だけでなく、自治会の加入

率、こういうのが近年低くなっているのは事実

でありますし、地域のコミュニティーが弱まっ

ているということは否定できないと考えている

わけでございます。また、総合計画の策定に当

たりまして、我々は各地で地域別県民会議を開

いて、いろいろと御意見を聞きました。近所づ

き合いが少なくなったとか、あるいは祭りなど

地域の行事に参加する人が減ったなど、地域力

の低下を指摘する意見をいただいたところでご

ざいます。しかし一方で、今、議員がおっしゃ

いましたように、見方を変えれば、合併後の状

態かもしれませんけれども、都城市にもま

だ62.5％も加入している方がおられる。むし

ろ、我々はそういう方々に目を向けまして、生

かしていく、それを伸ばしていく、そういう視

点も必要ではないかと考えているわけでござい

ます。地域によって異なると思いますけれど

も、我が宮崎には、まだまだ人と人とのつなが

りを大切にする、あるいはさまざまな分野にお

きまして、地域づくりに参画しようという人が

おられるわけでございます。中村議員も毎朝、

都城市で通学の児童生徒に交通指導等をやって

おられます。そういう地域活動に熱心な人も数

多くおられるわけでございまして、私たち行政

につきましては、そのような方々がさらに活動

できるよう環境づくりを行っていこうと。そし

て、同時に、そのような活動の輪を広げてい

く、結果的に公民館加入率あるいは自治会の加

入率、そういうものが高くなっていくような取

り組みを地域づくりの大きなテーマとして進め
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なくてはいけない、そういう心がこのアクショ

ンプランにはあるというふうに御理解いただき

たいと思います。

○中村幸一議員 毎日、朝立ちをしていること

を褒められましたからといって質問を緩めるわ

けにはまいりません。私も若いとき、公民館の

役員をしました。30代でしょうか。副館長も長

くさせていただきました。きょうは公民館長さ

んもお見えになっております。その中で、現場

を踏襲しないでつくるというのは机上の論理と

しか言えない。やっぱり現場を踏襲して、いろ

んなものに耳を傾けて聞かないと、机上の空論

に終わる。ですから、今もおっしゃいましたよ

うに、アクションプランを実行していくには、

やはりコミュニティーを図る運動も並行しなが

らやっていかなければ成り立ちませんよ。どこ

にそういうものが書いてありますか。コミュニ

ティーを並行して醸成していきましょうという

か、私はずっと読んでも全然見当たらなかった

んですが、どこかに書いてありますか。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 議員の御指摘

のとおり、今後の県づくりに当たりましては、

住民や地域のきずなを再構築して、住民が主体

的に地域運営にかかわっていくことが、何より

も重要であると考えております。このため─

アクションプランで今どこに書いてあるかとい

うことでございますが─アクションプランの

４ページの「未来を築く地域創造システム」の

１つに─これは３つ挙げているわけですが

─「地域有縁システムの構築」というのを掲

げました。住民一人一人が地域の問題や未来に

関心を持ち、ともに力を合わせ、支え合いなが

ら、地域が運営される仕組みづくりに重点的に

取り組もうということでございまして、これは

全編に共通する一つの大きな横断的な考え方で

ございます。

具体的な行動としましては、個々のプログラ

ムに書いておりますけれども、子育て・子育ち

を応援する県民運動、あるいは地域の防災力の

向上、また日ごろから声かけや見守りなどのさ

まざまな施策を重点施策の各プログラムの中で

規定しておりまして、県民の皆様を初め、市町

村や企業、団体との連携・協働により取り組ん

でまいりたいというふうに考えております。以

上でございます。

○中村幸一議員 わかりました。都城市が取り

組んでいるんですけれども、公民館に加入して

いないのは大体、貸し家、アパートなんです。

都城では不動産業者の皆さんと一緒になって、

入るときに、公民館に入ってくださいねという

ような運動をしているんです。ここでも取り組

みなさいと、この前、特別委員会のときに言っ

ておきましたが、早速、手を打ってみてくださ

いよ。不動産業者の皆さんと手を携えて、新し

く人が入るときは必ず公民館に入ってください

よと、そういう運動を展開するんです。大分上

がりますよ。これは提案いたしておきます。

そして、この中で欠落しているものがあると

私は感じたんです。本県の基幹産業は農業であ

ります。それに次いで建設産業だと私は思うん

です。建設産業は、社会資本の整備をやらなく

ちゃいけない、そういう大事な部署であろうと

思う。この建設産業を今からどういうふうに４

年間運営していくのか、どのように育てていく

のか、これを書かなくちゃいけないのが、ほと

んど触れられていない。県土整備部長はこのア

クションプランをつくるのに携わったんです

か。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 庁内における

アクションプランの作成段階におきまして、県
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土整備部が抱える現状や課題、優先的に取り組

むべき事項等につきまして、意見を述べてきた

ところでございます。

○中村幸一議員 述べるならだれでもできるん

です。後でちゃんと検証しなくちゃね。そんな

に網羅されていませんよ。そして、教えておき

ましょう。屈辱的な言葉が出ています。12ペー

ジを開いてください。「災害に強い県土づくり

の推進」という中で、「防災体制の構築に不可

欠な建設業者の育成を図り、連携を強化しま

す」。防災体制の構築に不可欠なんです。ほか

はせんでいい、防災対策だけすればいいととれ

るじゃないですか。こんな屈辱的な言葉をここ

に並べて、建設業の皆さんは怒りませんか。怒

りますよ。防災対策のときだけ必要だから育て

ましょうと。言葉じりだと言われればそれまで

だけれども、だれが読んでもそういうことじゃ

ないですか。このことについてどう思われます

か。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 今、議員御指

摘の文面の趣旨につきましては、災害時の対応

は建設業者の皆様がいて初めてできる、そうい

うものでありまして、昨年から本年にかけての

口蹄疫あるいは高病原性鳥インフルエンザの防

疫作業、さらには新燃岳の噴火に伴う道路等の

降灰除去作業、そういったものを通じまして、

災害時において建設業者の皆様が果たす役割が

いかに大きいものであるかを改めて痛感してい

るところでありまして、そういう趣旨で書いて

いるものでございます。

○中村幸一議員 まだ突っ込みたかったんです

が、時間がありませんのでいいでしょう。

次に、統一地方選挙についてお伺いをいたし

ます。

今回の統一選挙は、４月１日告示、４月10日

の投票日でありました。私も非常に苦戦をし

て、やっと軟着陸して６回目の当選を果たさせ

ていただきました。本当にありがたいことであ

ります。しかし、ふたをあけてみますと、宮崎

県全体の投票率が49.02％ですか、都城市です

ら42.97％、こんな数字ですね。新燃岳、鳥イン

フルエンザ、口蹄疫等で厭世気分があったのか

もしれません。しかし、有権者が本当に真剣に

ならないかん。今まで選挙をする人は有権者の

批判をしたことがない。しかし、有権者は悪い

んです。だから行っていないんです。選挙管理

委員長、投票率を上げるために、どのような手

だてを打って、今からどのようにされようと

思っていますか、お聞かせください。

○選挙管理委員長（川崎浩康君） 今回の県議

会議員選挙におきましては、新たにインター

ネット広告とか、選挙公報を初めて発行するな

ど、有権者に投票参加を働きかけてまいりまし

たが、投票率の低下に歯どめがかけられず、先

ほどおっしゃいましたように、49.02％と過去最

低の投票率となり、県選挙管理委員会といたし

ましても大変危機感を持っているところでござ

います。投票率は、その時々の政治情勢、候補

者の政策や争点、天候など、さまざまな要因に

左右されますけれども、有権者の政治離れも相

当進行しているのではないかと危惧していると

ころでございます。このため、若者を初めとい

たします有権者が少しでも政治に関心を持って

いただき、自分の一票が世の中を変えるんだと

いう実感が持てるような、若者を対象としたリ

ーダー養成研修事業やフォーラム開催事業等を

充実しながら、有権者の政治意識の向上に積極

的に取り組みまして、投票率のアップを図って

まいりたい、このように考えております。

○中村幸一議員 よくマスコミあたりで、魅力
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ある人がいないから投票率が下がるんですとい

うようなことを言うことがあります。皆、魅力

ある人たちばかりじゃないですか。選挙管理委

員長もすばらしい人ですが、ひょっとして、魅

力がないから投票率が低くなったんだと思って

はいませんか、お聞かせください。

○選挙管理委員長（川崎浩康君） 近年の投票

率の低下傾向には、主権者意識が低く、仕事や

行楽、趣味など、他の予定を優先しまして、安

易に投票を棄権する、また価値観の多様化によ

り無党派層が増加しまして、特に若い世代に政

治的無関心や政治離れなどが増加していること

など、さまざまな要因が絡み合っているという

ふうに考えております。

ちょっと資料が古くて恐縮なんですが、前回

の統一地方選挙のときに、こういう調査がされ

ております。道府県議の選挙で、「なぜ投票に

行かなかったんですか」という質問に対しまし

て、最も多かったのは、「ほかに用事があった

から」という方が約40％に上っております。そ

れから、先ほど御質問にもありましたように、

「適当な候補者がいなかったから」というのは

約10％でございます。この結果からもおわかり

いただけますように、魅力的な候補者がいない

から、少ないから、投票に行かないんだという

ことだけではないというふうに考えておりま

す。

○中村幸一議員 ところで、川崎委員長は、魅

力ある候補者がいなかったとは思っていらっ

しゃらないということですね。ありがとうござ

います。無理やり言わせたような気がしますが

………。しかし、有権者というのは本当にバラ

ンス感覚がいいと思います。一方で、例えば民

主党が余計とった、次は必ず自民党がとると

か、そういうバランス感覚には非常にたけてい

ると思うんです。ただしかし、余りにも選挙を

軽んじていると、投票率がだんだん下がってい

くと、いわゆるとんでもない人が首長に出て当

選してしまう。その人が当選してしまったがた

めに、その負の財産は有権者が背負わなくちゃ

ならない事態になってくるということを、ちゃ

んと心に銘記しなくちゃいけないと思うんで

す。投票行動こそが政治を変える、こういうア

ピールをやっていただきたいなと私は思うわけ

であります。

そして、威張って言う人がおります。「おれ

は10年も投票に行っていない」と。こういう恒

常的に投票権を行使しない人には─これは法

律的に無理だとわかっていて聞いているんです

が─ペナルティーを科してやりたい、そうい

うことはできませんか。できないでしょうね。

○選挙管理委員長（川崎浩康君） 選挙権は国

民に与えられた権利でございまして、選挙権を

行使しないことによってペナルティーを科すと

いうことは、やはり現行法のもとでは不可能で

はないかというふうに考えております。

○中村幸一議員 委員長に余り聞くのもあれで

しょうが、後援会連絡事務所という看板があり

ますね。中村幸一と書いて、後援会連絡所と書

いてある。あれは１人で12枚張れるようになっ

ているんです。ちょうど選挙の真っ最中、忙し

いさなかに、選挙管理委員会から電話が来たん

です。あの看板を撤去してくださいと。何のこ

とはない、シールを張るようになっているんで

すが、このシールを張っていなかったんです。

私が悪いんだけれども、暇な人もいるものです

ね。あのシールを一回一回見て、あっちこっち

回って、私も都城全域に立てていたわけです

が、一個一個チェックして、都城志比田町のど

こどこに張っています、どこについています、
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全部撤去してくださいと。撤去しました。私だ

けじゃなくて何人もの皆さんが撤去されまし

た。その後にみんな立てていません。非常に景

観がよくなった。いっそこの際、国会議員、県

会議員、市町村議員、全部抜かせたらいいんで

す。町並みの景観がさわやかになる。それも法

律上できませんね。感想だけで結構です。

○選挙管理委員長（川崎浩康君） もう皆様既

に御承知のように、政治活動のために使用する

事務所ごとに掲示される候補者の氏名等が表示

された立て札や看板は、公職選挙法によりまし

て、選挙管理委員会が交付する証票により表示

を行った上で、規定の枚数内において提示でき

るものとされております。今後、引き続き適正

な運用に努めていきたいというふうに考えてお

ります。

この場をかりましてですが、今、皆さんが

張っておられる証票は来年３月末で有効期限が

切れることになっております。それで我がほう

で、来年になりますと、今、証票交付を受けて

おられる皆さんには期限が参りますので、また

手続をお願いいたしますという文書を差し上げ

ることになっております。今の御質問の趣旨と

は全く反対で申しわけないんですが、そういう

ことで御理解いただきたいと思います。

○中村幸一議員 あちこち脱線していましたら

時間がなくなりましたが、県土整備部長にお伺

いをいたします。御池都城線の取りつけ道路、

上町の2587番地、鹿児島銀行付近の件でありま

すが、長年、陳情してまいりました。なかなか

であります。私も北側の駐車場の人とお友達に

なりまして、お願いしました。ぜひ売ってくだ

さいと。それが功を奏したどうかわかりません

が、うまくいきました。そして、そのときに言

われたのが、代替地が欲しいということだった

んです。ところが、皆さん方にお話をしたとこ

ろ、だめですよと、つれない返事でした。県と

いうところは、けんもほろろですね。やはり今

までみたいに、出納長的な役割をしていた調整

役がちゃんと調整して、本当に代替地として分

けられないのか、そういうことをすべきだと思

うんです。大体、北側のほうは終わった。次は

店舗側です。御案内のとおり、これは相続問題

でもめています。私と萩原議員は４年前から毎

日のように日参して陳情しました。部長が一生

懸命やってくれました。おかげでここまで来ま

した。後、収用の段階に入るようになりまし

た。ありがとうございます。ただしかし、もっ

とスピード化してほしい。収用も９カ月ぐらい

かかると聞いていますが、これをもっと早く

やってほしい、こういう要望をいたしておきま

す。答弁は要りません。時間がありませんので

……。

次に質問しますが、私の後援会長は獣医師で

ありまして、この獣医師さんとちょいちょい意

見を交わしながら飲むんですが、はしょって言

います。

１番、口蹄疫に対する対応は、宮崎県と鹿児

島県では取り組みがどうであったか検証された

か、両県で意見交換会をされたのか、また宮崎

県はどのように考えておるか、お伺いいたしま

す。

２番目、宮崎県が畜産王国を標榜するなら、

県獣医師職員の処遇改善が必要である。鹿児島

県と宮崎県の獣医師の採用試験を受けると、両

方合格した場合は間違いなく鹿児島県に行く。

なぜなら、鹿児島県のほうが処遇がよく、働き

やすいからである。就職するというのは、夢と

希望を持って働きたい、金だけがすべてじゃな

いんです。獣医師で採用されて、役付になるの
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に一般職と非常に差がある。部長職にはなれな

いと聞くが、なぜなのか、教えていただきた

い。

そして、臨床技術の向上。昨年の獣医師の注

射する映像を見て、なれていないなと感じたそ

うです。このことを深く申し上げると傷がつき

ますから言いませんが、県獣医師会との関係は

どのようになっているのか、お伺いをいたした

い。

○総務部長（稲用博美君） 獣医師が部長職に

なれないというようなお話でございますが、獣

医師につきましては、屠畜検査や家畜防疫と

いった資格を要する業務、畜産・衛生分野にお

ける企画、指導、許認可などの専門性を生かし

ました業務に従事することを基本としながら

も、本人の希望や適性等に応じまして、幅広い

経験ができるように配慮はしておるところでご

ざいます。御質問にありました本庁部長ポスト

につきましては、求められる知識や経験が多岐

にわたりますことから、一般行政職、専門職を

問わず、適材の登用に努めてきたところであり

ます。獣医師につきましては、平成５年度に農

政水産部長として起用した例がございます。ま

た、農政水産部次長や農林振興局長などの次長

級ポストにも従来から配置しておるところであ

りまして、処遇面において他の職種との大きな

違いはないのではないかというふうに考えてお

ります。今後とも、県政の課題解決のために、

適材適所の人事配置に努めますとともに、専門

職を含めた人材育成に積極的に取り組んでまい

りたいというふうに考えております。

○農政水産部長（岡村 巖君） 宮崎県と鹿児

島県の取り組みについての検証とその後の意見

交換ということでございます。県の検証委員会

では、特に事前の防疫対策のあり方を検証する

という観点から、鹿児島県など隣接県の調査を

実施されたところでございます。その結果、例

えば鹿児島県においては、22年１月の韓国での

口蹄疫の発生を受けて、全農家に注意を呼びか

けるチラシを配布するなど、かなり具体的な注

意喚起を行っておりました。また、熊本県や大

分県でも、飼養衛生管理基準の遵守指導や農家

情報の収集等について効果的な対策がとられて

おりました。このような点についての検証委員

会の指摘を踏まえ、県では、農場衛生管理マ

ニュアルの全戸配布や、防疫メールというのを

つくりまして、その普及等を行うとともに、今

後、防疫マップの作成、また家畜防疫員による

全戸調査等を行っていくこととしております。

また、４月に実施いたしました新たな防疫マ

ニュアルに基づく説明会とか実動演習に、鹿児

島県からも多数参加していただいておりまし

て、その場で意見交換を行うなど、日ごろから

情報交換を行っているところでございます。今

後とも、毎年実施しております隣接県との防疫

会議などの機会をとらえて情報交換を行うなど

により、隣接県との協力関係を強化し、全国の

模範となるような防疫体制となるよう努力して

まいりたいと考えております。

次に、県の獣医師会との関係でございます。

昨年の口蹄疫では、感染拡大期において県内外

のさまざまな獣医師の方に応援いただきまし

て、殺処分やワクチンの接種等に従事していた

だきました。その中に、牛、豚の扱いの習熟度

にばらつきがあったことは事実でありまして、

家畜の扱いに習熟した獣医師の確保・育成の必

要性を認識したところであります。このため、

今回策定いたしました防疫マニュアルでは、宮

崎県農業共済組合連合会と防疫協定を締結しま

して、初動からＮＯＳＡＩ獣医師に派遣要請を
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行うこととしたところであります。また、日ご

ろから家畜の診療を行っている民間獣医師の皆

様につきましても、殺処分等の防疫作業におい

て、ぜひ御協力いただきたいと考えております

ので、今後、宮崎県獣医師会と、種々の課題等

を整理した上で、できるだけ早く防疫協定を締

結し、防疫体制の強化を図らせていただきたい

と考えております。

○中村幸一議員 獣医師のほかにも、医者、薬

剤師、こういった特別職がありますね。この辺

も配慮いただきたいと思います。

それから、県土整備部長、先ほど時間がない

と思いましたが、あと１分ありますので、お答

えいただきたいんだけれども、先ほど言った御

池都城線、北側の車庫のところは買収は終わり

ますね。今からどういう段取りであそこをされ

ていくか、その辺の流れをお聞かせください。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 北側の用地に

ついてでございますが、ここは契約は既に済ん

でおります。ここにつきましては、物件の移転

完了が本年７月末までという予定で契約を結ん

でおります。現在、まだ物件の撤去が済んでお

りません。物件の撤去が済み次第、速やかにそ

の部分の歩道の工事に着手したいと考えており

ます。

○中村幸一議員 ありがとうございました。知

事、これは職員録―県民歌は御存じですね。

副知事も御存じですね。いきなりここに県民歌

が出てきたものですから……。今度、本会議の

ときは、国歌斉唱して、県民歌を歌って、厳か

にやりましょうよ。何を言おうとしたか忘れま

したけれども、ここに河野知事と副知事の写真

が載っていますね。裏を見てみたら白紙なんで

す。四役というんだったら、ここに県民政策部

長と総務部長の顔写真を載せればいいじゃない

ですか。これもだめでしょうけれども、次の機

会にやってください。要望です。

これで私の質問を終わります。（拍手）

○外山三博議長 以上で午前の質問は終わりま

す。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時48分休憩

午後１時０分開議

○十屋幸平副議長 休憩前に引き続き会議を開

きます。

次は、前屋敷恵美議員。

○前屋敷恵美議員〔登壇〕（拍手） 日本共産

党の前屋敷恵美でございます。早速、一般質問

に入らせていただきます。

東日本大震災、福島第一原発の事故から３カ

月が経過をいたしましたが、依然として震災復

興、原発の収束にはほど遠いのが現状です。被

災された皆さんを思うと本当に胸が痛みます。

日本共産党も全国での救援募金活動を初め、現

地でのボランティア活動を続けています。全国

からもさまざまな支援が寄せられ、国民総力挙

げて被災者、被災地を支えることは言うまでも

ありませんが、何といっても政治がその責任を

全うすることだと思っています。私は、この大

震災、原発事故を目の当たりにして、命を大切

にする政治が何より大事であること、犠牲にな

られた方々の無念の思いに報いるためにも、こ

の惨事を教訓として県政にしっかり生かすこと

の重要性を痛感しております。

まず最初に、地震、津波に対する防災対策に

ついて質問をいたします。

東日本大震災を踏まえて、当然、地震や津波

の想定の見直し、それに基づく対策を、スピー

ド感を持って具体化することが重要です。地域
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防災計画の見直しについてどのように検討して

おられるのか、伺います。

後は質問者席から質問を行います。（拍手）

〔降壇〕

○総務部長（稲用博美君）〔登壇〕 お答えい

たします。

地域防災計画の見直しについてであります。

地域防災計画の見直しにつきましては、地震、

津波に対する防災対策の見直しが最大の柱にな

ると考えております。このため、地震、津波等

の専門的な知識を有します県の地震専門部会に

よる検討や、国の中央防災会議での検討結果等

も踏まえ、また、今回の東日本大震災の対応の

課題等も検証・点検した上で、被害想定や減災

計画の見直しを行いたいと考えております。な

お、見直しに当たりましては、国の中央防災会

議が行う検討結果や、今回の震災被害に関する

さまざまな課題の整理に一定の時間を要すると

見込まれますので、来年度にかけて行うことに

なりますが、避難経路の見直しなど直ちに取り

組むべきものについては、早目に取り組んでま

いりたいというふうに考えております。以上で

ございます。〔降壇〕

○前屋敷恵美議員 地震・津波対策の具体的な

見直しについて、今、若干お示しいただきまし

たが、私は、正確な津波予想と情報の伝達方法

など警報のあり方、そして、減災対策、避難対

策、住宅や建築物、公共施設・学校の耐震化、

防災教育など、本当に多面的な取り組みになる

というふうに思っています。例えば避難対策に

ついて言えば、避難広場や避難路の整備、避難

ビルの設定、避難施設の効果的な建設、また要

援護者の避難対策など、それぞれの分野での検

証、そして検討が求められてまいります。それ

ぞれどのように検討しておられるのか、もう少

し具体的にお伺いしたいと思います。また、福

祉施設入所者の避難についての指導などについ

ても伺いたいと思います。総務部長、福祉保健

部長、お願いいたします。

○総務部長（稲用博美君） 今回の東日本大震

災によります被害の状況を踏まえた地震・津波

対策としまして、地震、津波の発生情報が正確

かつ迅速に住民まで伝達されること、そして、

情報をもとに早く安全な場所へ避難することの

２点が、人命を守る上で最も重要であるという

ふうに考えております。今後進める地震、津波

の想定と対策の全体的な見直しには一定の時間

がかかりますが、このような情報伝達や避難に

関する点検と改善など、早急に取り組める部分

については、市町村とも連携して、スピード感

を持って取り組んでまいりたいというふうに考

えております。

なお、高齢や病気などさまざまな事情により

避難が難しい災害時の要援護者の対応につきま

しても、今年度内に県内すべての市町村で避難

計画が策定されるように働きかけてまいりたい

というふうに考えております。また、災害情報

を受け取りまして、適切な避難行動をとるため

には、平常時における県民への啓発が非常に重

要となりますので、自主防災組織の充実強化を

含め、県としましても積極的に取り組んでまい

りたいというふうに考えております。

○福祉保健部長（土持正弘君） 社会福祉施設

は、地震、津波等の災害時に特に配慮を要する

高齢者、障がい者等が入所しているため、ふだ

んから十分な対策を講じておく必要がございま

す。このため、県におきましては、各社会福祉

施設に対しまして、指導監査の際などに、具体

的な避難計画の策定や避難訓練の実施を確認す

るなど、災害発生時に適切かつ迅速な行動がで
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きるよう指導に努めているところでございま

す。また、本年４月には、今回の東日本大震災

を踏まえた上での防災管理体制や避難経路の確

認の徹底など、各施設における防災対策の点検

を行っていただくとともに、実態に応じた避難

訓練をできる限り早い時期に実施していただく

よう、文書でお願いをしたところでございま

す。

○前屋敷恵美議員 私はこの５月末に、和歌山

県が新しく防災センターを建設して、東海・東

南海・南海地震を想定した防災対策、津波対策

で、県民減災運動や、津波警報受信と同時に水

門が自動的に閉まるシステム、また津波避難タ

ワーの建設などを取り組んでおられるというこ

とで、視察をしてまいりました。特に東日本大

震災を踏まえて、緊急点検を行う短期対策をこ

の６月末までに行い、緊急点検の結果に基づい

て予算措置を含んだ中期対策を今年度内に、そ

して国の見直しに対しての長期対策と、スピー

ディーに対策が講じられているのが印象的でし

た。また、細かな対策にも力を入れており、こ

れは大いに学ぶことだというふうにも思いまし

た。

本県でも、今後の地震・津波防災に対する見

直しのスケジュールが示され、先ほど対策の方

向も伺いましたが、もっと具体化を急いでいく

ことが必要だと私は思います。そして、常に自

助・共助の重要性が言われます。自分の身を、

命を守ることですから、当然のことです。しか

し、そこには公助が十分にあってこそ、より成

果ももたらされると思います。和歌山県では、

地震から命を守る方策として、「県民減災運

動」という名称で、木造住宅の耐震化、家具の

固定、ブロック塀の安全対策、この３つが家庭

でできる最も身近な対策として推進されており

ました。県が木造住宅の耐震診断を無料で行

う。補強設計や補強工事への一定の助成を行

う。家具固定の研修を無料で行う。ブロック塀

の倒壊で避難通路をふさぐことのないように、

補強するか生け垣に変更を促すなど、非常に身

近な具体的な取り組みが進められておりまし

た。本県でも減災対策の一環として、防災意識

を各家庭や県民一人一人に持ってもらうことと

あわせた取り組みにしていくと効果を上げるの

ではないかというふうに思いました。特に私が

申し上げたいのは、木造住宅の耐震化の促進を

図るということです。これは、昭和56年以前の

木造住宅ということになっておりますが、今、

宮崎での対象戸数、そして耐震診断の状況、耐

震改修状況についてお聞かせください。県土整

備部長、お願いします。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 木造住宅の耐

震化についてでありますが、平成17年度に補助

制度を創設しまして、まず、木造住宅の耐震診

断をやっております。この実績が、17年度の制

度創設以来404戸診断をしたところでありまし

て、このうち何らかの補強が必要と診断された

住宅が約９割ございました。その中の１割程度

が実際に改修を行っているという状況でござい

まして、この耐震化の促進策としましては、こ

れまでの耐震診断アドバイザー派遣に加え、住

宅所有者の耐震診断費用のさらなる負担軽減策

を本議会に提案中でございます。また、耐震改

修費の直接の補助につきましては、国の制度を

活用できることから、より地域に密着した市町

村が独自に取り組みを始めている状況でござい

ます。

○前屋敷恵美議員 対象戸数は何戸になります

か。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 今、数字が手
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元にございませんので、調べまして後ほどお答

えしたいと思います。

○前屋敷恵美議員 診断を受けたのが404戸で、

そのうち９割は何らかの改修が必要と。しか

し、そのうち１割しか改修をしていないと。非

常に耐震診断も耐震化率も低いというふうに思

います。阪神・淡路大震災で亡くなられた方の

８割が、建物の倒壊による窒息や圧死という状

況がございます。ですから、私は、もっとこの

耐震化の促進のために力を入れるべきじゃない

かというふうに思います。ですから、診断の無

料化であるとか、耐震改修への県の補助である

とか、一定の支援が必要と思いますが、いかが

でしょうか。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 現在、まずは

耐震診断ということで取り組んでおりますが、

改修の補助については、先ほども申しました

が、社会資本整備総合交付金を活用できること

になります。市町村が今、取り組みを始めてお

りますので、私どもとしては、そういった情報

を市町村にお伝えして、まずは市町村で取り組

んでいただきたいということで、そういったお

願いといいますか、情報を市町村にお流しして

いるというような状況でございます。

○前屋敷恵美議員 実は私も、一般財源を投入

することはもちろんなんですけど、今、財政的

に大変な中ですので、国の社会資本整備総合交

付金というのを活用することを提案したいとい

うふうに思っておりました。今、市町村にもそ

ういう通達を出しておられるということです

が、実際、今、この取り組みでこういう事業が

始まっている自治体があるのでしょうか。

○県土整備部長（児玉宏紀君） ちょっと手元

にございませんが、幾つかの県内の市町村で、

この交付金を活用して実際に耐震改修について

―個人の方がされるわけですが―その一部

を補助しているという事例はございます。

○前屋敷恵美議員 実は、私、以前、住宅リ

フォーム助成事業も提案をして、この事業にも

社会資本整備総合交付金を活用することで、財

源を生み出して、耐震化も含めて地域経済の活

性化にもつながるということも申し上げてきた

んですけれども、ぜひ県の施策としても積極的

に取り組んで、自治体と一緒にあわせて行うな

らば、今、非常に低い耐震化率をもっと高め

て、安心・安全なまちづくりに寄与することが

できるというふうに思います。ぜひ積極的に取

り組みを進めていただきたいと思います。

続いて、津波から命を守る避難対策について

伺います。先ほど御答弁もいただきましたが、

この避難対策について、和歌山県では、県が市

町村と協力して地震被害想定調査を行いまし

て、その結果、地震発生から津波到達までに安

全な場所への避難が困難だという津波避難困難

地域があるということを明らかにいたしまし

た。そして、困難地域への支援対策のプログラ

ムを策定して、新たな津波避難ビルの指定であ

るとか、避難目標地点を設定するとか、また、

避難路の整備、そして津波避難の施設─ここ

は津波避難タワーというものが建設されており

ましたけど─そういった整備などが着々と計

画的に進められておりました。宮崎も、日向灘

の沿岸は長いわけですし、津波による避難とい

うのは、午前中の知事の御答弁でもありました

が、多くの皆さん方が不安を持っておられま

す。津波避難困難地域を、いろんなシミュレー

ションをして設定し、まずは安全に津波から逃

げ切る、命を守り抜くということを大前提に、

かけがえのない命を守ること、そのための施策

をスピードを持って進めていくことが必要だと
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いうふうに思っておりますが、こうした点では

いかがですか。そのお考えを総務部長、お願い

します。

○総務部長（稲用博美君） 避難が困難となる

地域、これは、想定される津波の規模と市・町

が設定します避難場所の配置状況から判断でき

るのではないかというふうに考えております。

そういうことで、県としましては、被害想定の

情報あるいは資料を、提供できるものから随時

提供することにより、市町村を支援してまいり

たいというふうに考えております。

○前屋敷恵美議員 ぜひ市町村とも協力をし

て、そういった方向性、対策を強めていただき

たいと思います。また、先ほど紹介しました津

波避難タワーの設置というのも、実際見て、ど

こにでも建てればそれで安全かというものでは

ないんですけれども、やはり効果的な利用の仕

方という点では大いに必要かなというふうに思

いました。ぜひこういった点も研究・検討もし

て進めていただきたいと思います。

次に、原発の問題についてお伺いをいたしま

す。

東京電力福島第一原発事故は、日本と世界の

人々に大きな衝撃を与えました。事故から３カ

月が経過をしても被害が拡大し続け、計画的避

難地域に指定された多くの人々が家から追い出

され、不自由な避難生活を強いられています。

いつになったら自宅に帰れるのか、農業ができ

るのか、事業が再開できるのか、全く先が見え

ないという状況に置かれて、目に見えない放射

能の不安におびえる毎日を過ごしておられま

す。日本の災害史上でも類を見ない深刻さを持

つ災害となって、原発に依存してきたエネルギ

ー政策をこのまま続けていいのかという重大な

問題を突きつけているというふうに思います。

そこで、知事に、この原発事故を踏まえて、原

子力発電についての御見解をお伺いします。

○知事（河野俊嗣君） 福島第一原子力発電所

の事故でありますが、震災から100日たとうとし

ているのに収束をしておりません。さらに、収

束に向けた工程表が示されてから２カ月たちま

したが、その見直しというものも課題になって

おるところでございます。まだまだ長い時間が

かかるということでございますが、これまでと

同じ基準や考え方では、この原子力発電につい

ては国民の理解は得られないのではないかとい

うふうに考えているところであります。まず

は、今起こっていることを正確に国民に伝え

て、それから、ほかの場所に立地します原子力

発電所の安全性に対する考え方というものを

しっかりと整理して、国のほうから示していた

だく必要があろうかというふうに考えておりま

す。

一方で、電源構成の中で、全国でいきますと

３割、九州管内でいきますと４割、この原子力

が占めておるという現実に向かい合うことも必

要であると考えております。本県は、太陽光の

利用など再生可能エネルギーの促進に懸命に努

めておるところでございますが、技術面、コス

ト面、安定性、いろんな課題もあるところであ

ります。こういったもろもろをしっかりと整理

をする中で、今後のエネルギー政策、原子力政

策をどうするのかという国の方針をしっかり示

していただく、選択肢を示していただく、その

上で国民的議論を高めて、このあり方を考えて

いくというのが本筋であろうかと考えておりま

す。

○前屋敷恵美議員 1979年にアメリカのスリー

マイル島での原発事故が起こりました。アメリ

カ政府は、この事故の受けとめ、そして対策に
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ついて公表もいたしましたけれども、その中身

について御存じでしょうか。アメリカは、この

事故が起きる前から、原発事故が起きれば、10

マイル（16キロ）以内は直接人体に危害を及ぼ

す危険があること、また、50マイル（80キロ）

以内では、水源地や食料を汚染することで口か

ら放射能が体内に入ってくる、いわゆる体内被

曝の危険があるとしていましたけれども、この

スリーマイルの事故が起きてからは、事態はそ

れ以上に深刻だという認識に立ちました。アメ

リカは、事故からの最大の教訓を、「事故の根

源は安全神話にあった。原子力発電所は十分に

安全なんだという考えが根をおろしてしまっ

た。これを一掃しなければならない」というふ

うに公表いたしております。スリーマイルの事

故はレベル５という過酷事故でした。今度の福

島の事故はレベル７ですから、さらに深刻な事

態が予想されるところです。仮に鹿児島の川内

原発で事故が起きれば、県境のえびの市や小林

市あたりまで影響が及ぶのではないかというふ

うに思いますが、そういった認識はございます

か。県民政策部長、お願いいたします。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 今、質問の中

にありました半径80キロの区域を川内原発に当

てはめた場合、本県ではえびの市のほか、小林

市と都城市の一部がその範囲に入ってくる、そ

ういうふうに認識しております。

○前屋敷恵美議員 県内にも影響が確実に及ぶ

という中で、この川内原発があるだけに、原発

に対する不安というのが県民の皆さんの中にも

非常に広がっております。そこで、これまで知

事にもさまざまな形でその思いが届いていると

いうふうに思うんですけれども、どのように受

けとめておられますか。

○知事（河野俊嗣君） 原子力発電事故を受け

ての原発に対する不安というものは大変強うご

ざいますし、県民の生命、安全・安心を守るべ

き立場にある知事としては、大変重大な問題だ

というふうに受けとめておるところでございま

す。いずれにいたしましても、原子力発電所

を、これまでのような考え方で整備するのでは

なく、先ほど申し上げましたようなさまざまな

論点というものを整理し、国民的な議論を重ね

た上で結論を得ていくことが必要であろうかと

考えております。

○前屋敷恵美議員 そこで、私は、やはり何よ

りも県民の命と健康、暮らしを守るという知事

の立場から、川内原発の運転開始以来、30年に

なる１号機、２号機ですけれども、当面の総点

検とともに、計画的な停止、そして、新たな３

号機の増設計画については中止を求めることが

必要かと思います。それとあわせて、串間市で

も原発建設が持ち上がっておりました。事実上

住民投票はなくなりましたけれども、今、まだ

建設については白紙という状況を脱してはおり

ません。この宮崎県に危険な原発は持ち込まな

いという立場に明確に立って、県民の命と安全

を守ることが大切だと思いますけれども、そう

いった方向で国にも提言をし、また、宮崎県に

原発を持ち込まないという態度表明が知事とし

ても必要ではないかと思いますが、知事、どう

でしょうか。

○知事（河野俊嗣君） 原子力発電所等を含め

た具体的な立地の話というものが、今、県内に

あるわけではございません。もしそういう原発

立地をめぐる議論があるのであれば、エネルギ

ー事情、安全性の問題、地元の意識というよう

なことをいろいろ考慮する必要がございます

が、いずれにせよ、具体的な話が今ない段階で

それについて申し上げることは困難であろうか
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と考えております。いずれにいたしましても、

いかに県民の安全を守るかということが第一で

あるというふうに認識をしております。

○前屋敷恵美議員 現在の原発そのものは本質

的にまだ技術が未完成なもので、そして、使用

済み核燃料を始末するという方策も全く持って

いないという極めて危険性が高いもので、この

エネルギーに依存をしてしまうということが将

来危険を伴うことは、今、周知の事実だという

ふうに思います。これまでも論議がありました

が、やはり自然エネルギーへの転換を図ってい

くこと─特にこの宮崎は自然エネルギーの宝

庫だというふうに思います。多くの皆さん方が

そういう提案もされました。知事も言われる、

自然エネルギーに転換していくその先頭を走る

という方向性、さらに、原発ゼロという立場に

立って明確に進めていくという方向が必要かと

思います。ぜひそういう方向を推し進めていた

だきたいと思いますが、コメントがありました

ら、お願いします。

○知事（河野俊嗣君） 今、御指摘がありまし

た中で、将来世代に対する責務というのは非常

に痛感をするところであります。何十年、何百

年先にわたってこの地球環境等も考え、先ほど

言いましたようなさまざまな論点を整理した上

で、原子力発電のあり方について考え方を整理

する必要があろうかと思います。その一方で、

今、御指摘にありましたような新エネルギーへ

の転換を積極的に進めてまいりたいと考えてお

ります。本県の恵まれた日照条件でありますと

か、さまざまなこれまでの蓄積によりまして、

太陽光発電、またはバイオマス発電などに先進

的に取り組んでおるところでございます。これ

からも将来をにらんだ、本県がリードできるよ

うな環境・新エネルギーの先進地づくりに取り

組んでまいりたいと考えております。

○前屋敷恵美議員 もう一点ですけれども、国

が抜本的にエネルギー政策を転換することが責

任ある立場だというふうに思います。しかし、

国がそういう立場に立つまでもなく、県民の命

を守るという立場に立てば、この原子力エネル

ギーの危険性も含めて、やはり転換を図るべき

だということを知事として国に進言することも

私は必要であると。国の方向を待つ、そういう

受け身の立場ではなくて、より安全性を求める

知事としての責任ある行動が必要かというふう

に思います。ぜひそういう立場に立っていただ

きたいと思います。

次に進めていきます。宮崎空港の騒音対策の

見直し問題についてお尋ねをいたします。

国は、宮崎空港の騒音対策区域を見直し、縮

小することを決めて、空港周辺の関係住民に周

知徹底を図ろうとされました。しかし、住民か

らは、「納得できない」、こうした声が地元説

明会でも大きく上がりました。国は、航空機の

低騒音化が進んだ、音が小さくなったというこ

とで、防音工事の助成や空調機の取りかえ工事

などの助成、ＮＨＫの受信料の助成、また地域

の共同利用センターなどの維持管理費などの助

成をなくすとしております。そういうことで、

対策地域として従来どおり残るのは、わずかに

月見ヶ丘３丁目だけ、あとは全く外されるか、

ごく一部が残るというような、まさに大幅な見

直しが提案をされました。自分の家の前の道路

で見直しの線が引かれるという人たち、同じ空

間で生活をしている方たちにとっては、生活実

感からいっても納得しかねることであるわけで

す。

そこで、私は、知事に対しても、これまで、

国が騒音対策地域の指定を解除することについ
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ての知事の国への意見書は、空港周辺の住民の

皆さんの納得が得られない限りは提出を見合わ

せることを申し入れてきました。しかし、この

４月21日、知事はこの意見書を国に提出されま

した。どのような内容で提出をされたのか、関

係住民の方々の意見が反映をされたものになっ

ていたのか、御説明いただきたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 今、御指摘のありまし

た騒音対象区域の見直しでありますが、航空機

の低騒音化や、離着陸における航行制限などの

騒音対策が進んだことにより、騒音対策区域と

実際の騒音影響範囲に乖離が生じているため

に、全国的に実施されているものであります。

この騒音対策区域の指定の基準については、関

係法令におきまして明確に規定がされており、

今回の見直しは、騒音測定の結果など、客観的

なデータに基づいて行われておりますことか

ら、「県としてはやむを得ないと考える」旨、

回答したところであります。また、この回答に

際しましては、地元宮崎市長の意見も伺った上

で、地元の意見として十分尊重するよう、国の

ほうにお願いをしたところであります。

○前屋敷恵美議員 航空機騒音の実態からやむ

を得ないとしたということが根拠のようであり

ますけれども、実際、政府が調査をしたのは、

１週間、２回だけなんですね。しかし、航空機

騒音の実態ですけれども、この地域では、国が

航空機騒音に係る環境基準を定めて、県はその

基準に基づいて、宮崎空港の航空機騒音を70Ｗ

以下にすることを告示しております。そして、

これは定期的な測定も行ってきているんですけ

れども、その実態はどうなっているのか、環境

森林部長にお尋ねをいたします。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 県では、宮崎

市月見ヶ丘の１地点において、宮崎空港に係る

航空機騒音の常時測定を行っております。これ

までの測定結果を見ますと、測定値はここ数年

低下してきておりますが、環境基準は未達成と

なっております。

○前屋敷恵美議員 事実上、この環境基準が守

られていないというのが地域の実態でありま

す。ですから、国がこういう規制を緩めるとい

うのではなくて、その環境基準をまず守ること

が大前提じゃないかというふうに私は思いま

す。また、騒音の対策という点では、ちょっと

話がさかのぼりますけれども、この県議会で昭

和47年以降、空港の拡張問題が論議をされてま

いりました。滑走路をどこに建設するかという

問題も含めて議論が行われ─当時は黒木博知

事でありました─離発着を海からの着陸、海

に向けての離陸で70～80％は騒音対策ができる

んだということで、滑走路は海のほうに延長さ

れることになったんですけれども、現在の飛行

の状況はどういうふうになっておりますか。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 空港の御質問

にお答えします前に、先ほど数字を把握してい

なかった分について、まずお答えしたいと思い

ます。56年以前の木造住宅の戸数が、推計であ

りますが、13万7,000戸ございます。これが旧建

築基準でつくられた木造ということで、対象と

いう意味では対象でございます。それから、耐

震化改修の助成をしております市町村は、22年

度は宮崎市のみとなっております。

それでは、空港の問題でございますが、国土

交通省の宮崎空港事務所に確認をいたしました

ところ、航空機の離着陸については、航空機の

安全運航を図るため、基本的に風上に向かって

行っているということでございました。なお、

航空機の安全運航に支障とならない場合には、

海側からの離着陸を行うとともに、陸側への離
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着陸につきましても、急上昇方式を採用するな

ど、周辺環境に配慮した飛行が行われていると

いうふうに聞いております。

○前屋敷恵美議員 その頻度というのは、今の

御説明ではよくわかりませんけれども、事実

上、住宅の真上を常に飛んでいるということ

は、１日数十便あるわけですから、そういう実

態です。ですから、やはり騒音対策というのは

真摯な形で進めていかなければならない課題だ

というふうに思っています。それと、県議会で

の責任ある知事の答弁ですから、やはりこれは

しっかりと守っていただくことが必要だという

ふうに私は思います。

それともう一つ、騒音とは別に、テレビなど

の電波障害もあるというふうに、住民の方々は

説明会の場でも訴えておられましたけれども、

私は、改めてこの調査も行うことが必要じゃな

いかというふうに思いますが、県土整備部長、

いかがでしょうか。

○県土整備部長（児玉宏紀君） テレビの電波

障害につきましては、平成14年度に国土交通省

が調査を実施しており、宮崎空港周辺において

は、対策を必要とする電波障害がないことが確

認をされたことから、平成17年４月からＮＨＫ

受信料補助対象区域の見直しが行われたという

ふうに聞いております。なお、空港周辺におき

ましては、航空機騒音に伴う障害は残っており

ますので、騒音対策区域においては、ＮＨＫ放

送受信料に対する補助が引き続き行われるとい

うふうに聞いております。

○前屋敷恵美議員 平成14年、15年に調査をさ

れたということですけれども、あれから10年近

くたっているんです。ですから、そのときの調

査結果、観測結果が今に通じるかどうか、ほか

があるのか。まさに私はお役所仕事だなという

ふうに感じざるを得ません。実際そこで生活を

している人でなければ、そういう実態はわから

ないわけですから、住民の声を尊重することが

何よりも必要だというふうに私は申し上げてい

るところです。そして、今度の見直しについて

も、そういった関係住民の理解を得る努力がこ

れからも必要だというふうに私は思っていま

す。騒音の環境基準がいまだに守られていない

中、長年にわたって騒音と事故の不安に苦しん

できた空港周辺の住民に対して、先ほどもお話

ししましたが、昨年わずか２回調査をして、音

が軽減をした結果が出たからといって、一方的

に対策区域を縮小するというやり方には問題が

あるというふうに言わなければなりません。そ

こに暮らす住民の方々が本当に騒音の軽減が実

感できないのでは、問題の解決にはならないと

いうふうに思うからです。知事には、こうした

騒音の中で毎日生活しておられる県民の立場に

立っていただきたい、そういうふうに思うわけ

です。実施は来年の４月、そして10月というこ

とになっております。まだ時間もありますの

で、ぜひそういう立場で、国にも、さらに住民

の納得、理解が得られる努力を進めていくこと

を進言していただきたいというふうに思います

が、知事、いかがでしょうか。

○知事（河野俊嗣君） 今回、見直しが行われ

るに際しましても、国が実施した説明会におき

まして、住民の皆さんから、テレビや電話が聞

こえにくいとか、そういう騒音の実態に関する

声があったというふうに伺っております。先ほ

ど申し上げましたが、国への意見書の中で、宮

崎市の意見を十分尊重するとともに、必要な環

境対策は、引き続き国の責任において適切に実

施するよう要望したところでありまして、これ

からもそのような姿勢で臨んでまいりたいと考
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えております。

○前屋敷恵美議員 ぜひ政府がそういう立場に

立って、住民の意見を受け入れる、履行ができ

るように継続的に、監督と言うとおかしいです

けれども、国に対してもそういう立場で臨んで

いただきたいというふうに思います。

次に、ＴＰＰ参加問題についてお伺いをいた

します。

東日本大震災で漁港や魚市場などの施設も壊

滅的な被害を受けて、漁が一部再開されている

のに補助金の交付は７月以降になるとか、１次

補正でついている瓦れきの撤去費用もすぐに底

をつくといった、漁業復興も深刻な状況になっ

ております。今、政府がやるべきことは、一刻

も早く２次補正予算を編成して、スピード感を

持って復興支援に当たることだというふうに思

います。こうしたときに、今、政府からは、日

本の農林漁業を壊すＴＰＰの交渉参加を早くと

いう話が浮上しております。関税が撤廃される

と、水産物の生産減少額は4,200億円程度、漁業

関連産業の就業機会の減少は10万3,000人程度に

なると、政府は試算を明らかにいたしました。

国産のヒジキやワカメはほぼ全滅、コンブ、干

しノリは７割の減です。ワカメ生産量は岩手県

が全国第１位、宮城県が２位、コンブ生産量は

岩手県が２位で、宮城県は３位など、多くの水

産物を被災地が担っているという状況です。Ｔ

ＰＰへの参加は、被災地に二重、三重に打撃を

与え、復興への足を引っ張ることになり、大事

な日本の水産業を崩壊させてしまうことになり

ます。ＴＰＰ参加は絶対にすべきではないとい

うふうに思っております。ＴＰＰ参加による本

県の水産業への影響はどうか、また、東日本大

震災による本県の水産業への影響なども伺いた

いと思います。農政水産部長、お願いいたしま

す。

○農政水産部長（岡村 巖君） それでは、ま

ず、ＴＰＰ参加による本県水産業への影響につ

いてでございます。農林水産省の試算を踏まえ

て算出した結果、カツオ・マグロ類などの海面

漁業で28億円、ウナギ養殖で40億円の生産が減

少するなど、合計で本県の漁業総生産額の約15

％に相当します68億円程度の減少が見込まれて

おります。近年の本県水産業は、漁獲量の減少

や魚価の低迷などにより非常に厳しい状況にあ

り、関税が撤廃されれば、輸入品への需要のシ

フトや価格の低下等により、その経営がさらに

厳しくなるものと考えております。

次に、東日本大震災による本県水産業への影

響でございます。今般の地震で発生した津波に

よりまして、本県水産業は、養殖業等で約4,000

万円の直接的な被害をこうむったところでござ

います。また、東日本の多くの漁港が甚大な被

害を受けており、今後、三陸沖で操業いたしま

す本県のカツオ・マグロ漁業の水揚げに支障が

生じることが考えられます。さらに、福島第一

原発事故に伴う風評被害により、買い控えや価

格の下落等も懸念されるところであります。こ

のため、県といたしましては、本県漁業団体と

連携して、被災港の機能回復のための支援を行

い、円滑な水揚げの実現に努めてまいりたいと

考えております。また、風評被害対策につきま

しては、国と連携し、県漁業調査取締船「みや

ざき丸」による本県漁船の操業海域における漁

獲物の安全確認を実施するとともに、円滑な輸

出に支障が生じないよう、国に対応をお願いし

ているところでございます。

○前屋敷恵美議員 私は、一昨年の11月議会の

一般質問で、農業関連でのＴＰＰによる影響を

ただしました。宮崎の米は全滅、生乳のほとん
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どが消滅、肉質４等級・５等級の国産牛以外は

外国産に置きかわるといった事態が予測され、

宮崎の農業が立ち行かなくなることが明らかと

なり、知事には、ＴＰＰ参加に反対の立場に立

つことを求めました。また今、漁業関係者から

も、かなりの水産物が外国から入っている状況

の中で、今、部長からも御答弁いただきました

が、安い農畜産物が入ってきたら、魚価に影響

して大幅に魚価が下がってしまうだろうという

危機感が語られております。ことしの１月に

は、漁業を守ろうと、ＴＰＰ参加反対の1,000名

の集会を開いたというふうにも言われておりま

した。ＴＰＰ参加は、第１次産業を基幹産業と

し、また食料基地を自負する本県にとって、宮

崎の農林漁業を守り、地域経済を守ることは、

本当に重要な課題となっています。県として、

ＴＰＰ交渉参加に反対する立場を明確にして、

国に進言することが必要だというふうに思いま

すが、知事の御見解を求めます。

○知事（河野俊嗣君） 食料自給率40％の我が

国にとりまして、食料の安全保障を確保してい

くことは、大変重要な国の課題であります。世

界的な人口増加に伴って、ますます食料需給は

逼迫していくわけでありますし、食料供給基地

である本県、また、さらにそれを生かした産業

振興を図っていくという観点からは、大変重要

な課題であるというふうに認識しております。

当初、国は、ＴＰＰなどの経済連携と食料自給

率の向上などの両立について、「食と農林漁業

の再生実現会議」におきまして議論を重ねて、

６月に基本方針を、10月に行動計画を示すとい

う予定でありましたが、今回の大震災の影響に

より、そのスケジュールも定まっていないとい

う状況でございます。基本的なＴＰＰに対する

スタンスは、これまでも申し上げてきたところ

でございますが、国が今後の農業戦略、食料戦

略というものを明らかにした上で、ＴＰＰ参加

いかんについて国民的な議論を行うべきである

というふうに考えておるところでございます。

そういったプロセスがなされていない今の段階

におきまして、ＴＰＰへの参加を表明、判断を

するということには反対をしておるところでご

ざいます。県といたしましても、この問題につ

いては、地方の視点から、国際競争に負けない

農業を構築するための対策でありますとか、農

業の持つ多面的機能の維持方策などについて、

しっかりと検討してまいりたいと考えておりま

す。

○前屋敷恵美議員 食料も含めて自国で生産を

していくというのが基本だというふうに思って

おります。そのために、経済を守るということ

も含めて関税というものが設けられているわけ

です。今、この関税を撤廃することになろうと

しているときに、改めて関税の持つ意味という

のをもう一度考え直していくことが、食料、そ

して経済を守るという立場から、ぜひ必要なこ

とだというふうに思っているところです。私と

しては、ＴＰＰ参加ではこの宮崎の農業も漁業

も経済も立ち行かなくなってしまうことを明ら

かに示されている状況ですから、ぜひ知事には

そういう立場に立って、国にはしっかりと物を

言っていただきたいというふうに思います。よ

ろしくお願いいたします。

それでは、最後になりますが、特別支援教育

についてお尋ねをいたします。

宮崎市などが、国の緊急雇用対策基金を活用

して、発達障がいなどのある児童生徒に対して

学習指導や生活指導のサポートを行う特別支援

教育支援員の配置、また、重度の障がいのある

児童生徒が在籍をする特別支援学級において、

平成23年６月17日(金)



- 145 -

学習指導や生活指導を行う非常勤講師の派遣な

どを行って、子供たちの教育の充実を図ってお

り、実績、成果を上げているという報告を聞い

ております。しかし、この緊急雇用創出事業

は、今年度で事業が終了をいたします。発達障

がいや自閉症の子供さんを持つ保護者の方々か

ら、来年度も引き続き支援員の配置をしてほし

いと、要望が強く出されているところです。市

町村が引き続き、子供たちの教育レベルの維持

のために事業を継続する場合、県が応分の支援

をすることが、私は重要、必要だというふうに

思います。市町村の要望を踏まえて、来年度の

予算化をぜひ図ってほしいと思っております。

教育長の御見解をお伺いいたします。

○教育長（渡辺義人君） 特別支援教育支援員

は、御紹介にありましたように、障がいのある

子供の学校生活上の介助や学習活動上の支援を

行うために、各市町村がそれぞれの判断により

まして小中学校等に配置をしているものであり

ます。こうした取り組みを支援するために、国

におきましては、すべての公立小中学校に特別

支援教育支援員の配置ができるように、市町村

に対する地方財政措置が講じられているところ

であります。また、支援員の配置のために、市

町村によりましては、国の緊急雇用対策基金事

業を活用している例もあると承知いたしており

ます。この特別支援教育支援員の配置につきま

しては、その制度の趣旨から、市町村において

適切な対応が図られるべきものと考えておりま

すが、県の教育委員会といたしましては、全国

都道府県教育委員会連合会を通じて、その配置

に係る地方財政措置の拡充について要望してま

いりたいと考えております。以上です。

○前屋敷恵美議員 事業は終了するけれども、

国の交付金があるから、それを活用することも

必要じゃないかというようなお立場だと思いま

す。保護者の方々は、「これまで担任１人では

とても大変だったけど、支援員の配置で、子供

たちの状態の把握や対応に手が届くようになっ

た」「１年生で学校生活も未経験なところから

来る不安感や緊張感が和らいで、学校生活が落

ちついてきた」「パニックになる状態が少なく

なってきた」というふうに喜んでおられ、こう

した体制を続けてほしいという要望を寄せられ

ているわけです。子供たちにとって、よりよく

学ぶ環境を整えることは、政治や行政の務めだ

というふうに思っています。確かに事業が終わ

る、しかし、国の交付金というものがあろうか

と思います。それは、やはりそこの自治体独自

の判断になるというか、交付金はどこに使って

も自由なわけですから、そこの自治体の考え方

によるだろうというふうに思います。また、こ

の支援員の配置を今すべての自治体で運用して

いるわけではないという状況も十分に知ってお

ります。しかし、実際、この支援員の方々の手

助けによって学校生活が安定し、子供たち一人

一人が楽しいものになっていくという成果は、

非常に大きな意味合いを持つというふうに思っ

ております。ですから、その教育レベルを下げ

ないためにも、やはりここは、交付金はありま

すけれども、県が一定の支援をするといいます

か、そういったものが本当に必要だというふう

に私は思っているところです。ぜひそういった

期待にこたえられるよう、検討、努力をしてい

ただきたいと思っております。どうぞよろしく

お願いをいたします。

あと、残り時間もなくなりました。今、地方

政治に、また国政には、東日本大震災や原発事

故、そういうものを踏まえて、本当に安心・安

全なまちづくりや暮らしそのものが求められる
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という状況です。こういった県民の皆さんの不

安や期待にもこたえられるような県政運営をぜ

ひ進めていただきたい。このことを最後に強く

申し上げて、私の一般質問を終わらせていただ

きます。ありがとうございました。（拍手）

○十屋幸平副議長 次は、丸山裕次郎議員。

○丸山裕次郎議員〔登壇〕(拍手） 小林市・西

諸県郡選挙区、自由民主党の丸山裕次郎でござ

います。選挙区の見直しにより、初めて小林市

を含む選挙区になり、選挙戦で私が訴えた事項

を中心に今回は質問させていただきます。河野

知事とは初めての議会での議論になりますの

で、どうかよろしくお願いします。また、執行

部の皆様方の明快な答弁を期待しております。

多少重複することがありますけれども、通告に

従いまして一般質問を行いたいと思います。

まず初めに、農商工連携についてお伺いいた

します。このことにつきましては、何度か質問

をした事項でありますけれども、改めて行わせ

ていただきます。

宮崎県は、食料供給基地として多くの農産物

を生産しておりますが、農産物の付加価値化を

積極的に行う目的として、農商工連携応援ファ

ンド、約25億円の基金が約２年前に創設されま

した。農産物を加工することにより、農家所得

の向上・安定はもとより、雇用の場の創出を図

ることは、今後の宮崎県の発展のみならず、日

本全体の食料自給率向上につなげなければいけ

ないと、私自身も自分なりにＰＲをしてきたつ

もりでありますが、思ったよりもこの農商工連

携応援ファンドの知名度は低いと感じておりま

す。県としましても、出先機関に農商工連携担

当を設置していただきましたが、相談があれば

受けるといった体制という感じですので、もっ

と市町村と連携し、地元の農家、商工業者との

意見交換の場を設置し、農商工連携の掘り起こ

しを積極的に行うべきではないかと考えており

ます。そこで、農商工連携についてどのように

取り組んでいかれるのか、知事にお伺いいたし

ます。

また、これまで農商工連携に認定された事業

についてのフォローアップが重要だと考えてお

りますが、あわせて担当部長にお伺いいたしま

す。

次に、新燃岳対策についてお伺いいたしま

す。

新燃岳が噴火いたしましたのは、１月26日で

した。約50年前にも噴火があったということで

ありますが、その当時は、１回の大きな噴火で

おさまったということでありましたけれども、

今回の噴火は、大きな噴火が数日続き、約300年

前に起きた噴火に相当するということを、火山

研究者の鹿児島大学准教授から聞きまして大変

びっくりいたしましたし、さらに、300年前は終

息するのに１年半かかったということも聞き、

非常にショックも感じたことを覚えておりま

す。

１月30日未明に、新燃岳の火口にできていた

溶岩ドームが一気に盛り上がり、大規模な火砕

流が発生する可能性が高まったということで、

高原町内に避難勧告が出されました。真夜中に

もかかわらず、役場職員、消防団、区長さんな

どの的確な呼びかけにより、無事に避難するこ

とができました。自助・共助の大切さを改めて

感じつつ、自助につきましては、急な避難勧告

でありましたので、多くの方々が着のみ着のま

まで避難したという感じで、日ごろから非常持

ち出し袋等は準備していなかったのが現実であ

りました。

先日も、私の地元高原町で県主催の防災訓練
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が行われ、さらには、３月11日に起きました東

日本大震災を契機に、県民の防災意識は高まっ

ていると思っております。しかし、実際に避難

生活をした私としても、日がたつにつれ、防災

意識が薄れがちになってしまうときもありま

す。常に防災意識を持っている防災士等の地域

リーダー育成が重要だと考えております。そこ

で、総務部長に、県としてのこれまでの地域防

災リーダー育成の状況と今後の取り組みについ

てお伺いいたします。

また、あわせて、大規模災害を考慮し、市町

村間及び県を越えた連携も必要となってくると

考えておりますが、現状をお伺いいたします。

避難勧告が出てから、私自身も高原町新燃岳

噴火災害対策本部に夜遅くまで詰め、避難所に

帰る生活がありました。そのときに、避難所生

活をしている方から要望がありましたのは、正

確な情報が欲しいという声が一番多かったので

あります。避難所で生活している人は、テレビ

などのマスコミの取材は受けますが、実際には

テレビを見ることができない状況があります。

高原町としても精いっぱいの努力をして情報を

流しておりましたが、実態は先ほど言いました

とおり、非常時にはなかなか正確な情報が伝わ

らないのが現実であります。今回発生した東日

本大震災でも同じだったというふうに思ってお

ります。そこで、非常時での住民に対する情報

伝達方法を検討する必要があると考えています

が、総務部長の見解をお伺いいたします。

住民からは、「新燃岳はこのままおさまるん

だろうか」「いつ噴火するの」という質問をよ

く受けます。昨日午後６時５分に約２カ月ぶり

に小さい噴火をしていたということを、本日11

時に気象庁が発表しておりますが、多少、情報

発表のおくれに違和感を感じております。新燃

岳の最新情報、特にマグマだまりの状況・地盤

のひずみ（ＧＰＳ調査）、傾斜の状況及び堆積

土砂について、総務部長にお伺いいたします。

今回の新燃岳噴火で苦労したのは、避難所で

生活していた方々のほかに、降灰により被害を

受けた方々として、ホウレンソウ、お茶、シイ

タケ等を栽培している農家、温泉・旅館業並び

に飲食業の自営業の方がいます。前年同月から

すると半分以下になった方々も多くおり、生活

ができない状況に追い込まれている方々も多い

わけであります。県として、緊急融資等の支援

をしていただいておりますが、被害を受けてい

る方々からしますと、直接的な援助が欲しいと

いうのが率直な意見であります。県では、新燃

岳火山活動被害に対する義援金を募集していた

だいており、義援金が全国より集まっていると

聞いておりますが、配分するときには、先ほど

述べた方々に手厚く支援できないかと考えてお

ります。そこで、新燃岳火山活動被害に対する

義援金の状況と今後の配分についての基本的な

考え方を、福祉保健部長にお伺いいたします。

次に、地震・津波対策についてお伺いいたし

ます。

３月11日に発生しました東日本大震災、大津

波により、残念ながら命を落とされた方々、ま

た、いまだに行方不明になっておられる方々の

御冥福をお祈り申し上げます。また、被災され

た方々に心からお見舞いを申し上げます。

さて、地震等の災害時の対応として、自助・

共助・公助のそれぞれの役割があります。お互

いが十二分に役割を果たすことにより、減災に

大きな差が出てきます。災害発生当初は、自助

・共助が大きな役割を果たし、その後に公助が

続くと私は思っております。公助としてまず取

り組むべきことは、正確な被害状況などの把握
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を行い、正確な情報を住民に伝えることが大き

な役割であろうと考えております。今回、東日

本大震災が発生し、特に福島原発の問題では、

政府は情報収集・伝達という極めて重要な公助

を行ってきたのか、非常に疑問を感じておりま

す。

本題に戻ります。県の危機管理局が入ってい

る県庁１号館でありますが、耐震補強は済んで

いるということです。恐らく震度６前後であれ

ば倒壊するおそれはないと思いますが、日向灘

沖地震で想定している震度６強もしくはそれ以

上の地震が来た場合、地震発生後、本当に宮崎

県全体の情報収集ができるだけの強度があるの

か、お伺いいたします。

また、情報収集する上で非常用電源の確保も

重要だと考えておりますが、あわせてお伺いい

たします。

また、情報伝達として防災無線が重要な役割

を果たすと考えております。現在、防災無線の

デジタル化の検討に入っていると聞いておりま

すが、耐震化及び電源確保を含めどのように進

んでいるのか、あわせて総務部長にお伺いいた

します。

次に、地震等で負傷した被災者の治療拠点に

なる県立病院の耐震化、及び非常時の電源確保

及び薬剤等の医療資材の確保はどのようになっ

ているのか、病院局長にお伺いいたします。

次に、被災者の救助や情報収集などを行う警

察本部並びに各警察署の耐震化の状況、並びに

非常時の電源確保はどのようになっているの

か、警察本部長にお伺いいたします。

次に、口蹄疫復興対策についてお伺いいたし

ます。

昨年度は、口蹄疫一色と言ってもおかしくな

いくらいの年でありました。県、市町村職員、

ＪＡを初め畜産関係者、防疫作業等に従事して

いただきました自衛隊、建設関連業を初め、多

くの県民の協力により終息することができまし

た。終息後の子牛競りも口蹄疫対策事業により

比較的に高値で推移し、ほっとしておりました

が、東日本大震災後、枝肉価格の低迷がさらに

続き、その影響で子牛価格の低迷が生じ、畜産

全体の活力が減退しております。特に繁殖農家

より、「人工授精業務ができなかった約３カ月

間の影響で適時に種つけができなかったため、

受胎率の低下や分娩間隔の延長といった影響、

さらには、ことしの年末などに子牛の出荷がで

きない時期が発生し、収入がなくなる。また逆

に、同時期に人工授精業務を行ったことによ

り、来年の３月ごろに大量の子牛が出荷される

ため、価格低迷があるのではないか」という不

安の声を多く聞きます。ちなみに、私の地元の

西諸畜連での子牛競りは、年11回開催だったの

が９回になり、ことしの11月競り並びに来年の

１月競りは開催できず、２月競りでは繁殖農家

に通常より早い出荷をお願いし、それでも通常

の半分程度の約800頭が出荷予定であります。３

月競りでは、２月の早期出荷があったにして

も、約1.5倍の2,200頭が一気に出荷される予定

になっております。そこで、県として、人工授

精業務自粛に伴う子牛出荷不均衡などにどのよ

うに対応していくのか、農政水産部長にお伺い

いたします。

次に、鳥インフルエンザ対策についてお伺い

いたします。

残念ながら、ことし全国で24件発生した鳥イ

ンフルエンザのうち、本県で発生したのが13例

で、全国の半分以上を発生させてしまい、約101

万羽の鶏を処分し、食鳥処理場などの被害を含

めて約102億円という損失をこうむりました。
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「何で宮崎だけがこのように発生するのだろ

う」という思いを持った方も多くおられると思

います。また、私の地元で種鶏業をしている方

から、清浄性の確認を行った上で防疫を徹底す

ることを前提に、卵の移動制限措置などの見直

しについて農林水産省に要請を行ったというこ

とを聞くことができました。そこで、今回の発

生、経験を踏まえて、本県として、家畜伝染病

防疫指針の見直しに際し、どのような要望を考

えているのか、農政水産部長にお伺いいたしま

す。

壇上からの最後の質問として、行財政改革に

ついてお伺いいたします。

行財政改革は、近年の大きな課題であり、早

急に解決の道筋を示す必要があるということ

で、平成21年度に設置された行財政改革特別委

員会に所属し、委員長として行財政改革につい

て取り組みました。特別委員会として、議員発

議で、「宮崎県の出資法人等への関与事項を定

める条例」を制定することができ、この条例が

本格的に機能していくのがことしからというこ

とで、県議会のチェック機能が強化される元年

でもあります。

さて、今回提案された「みやざき行財政改革

プラン」についてでありますが、前回出された

プランと同様、現状分析として、県債残高の急

増や基金残高の激減などの厳しい財政状況につ

いて詳細な問題提起をしていることは、ある程

度評価できます。しかし、今回も、切りやすい

投資的経費につきましては、ことしだけはある

程度確保した状況になっておりますが、次年度

以降は大きく削減するようになっていたり、固

定経費の人件費については大きな削減はなく、

だれのための行財政改革だろうと感じてもしま

います。財政状況が厳しい中、住民ニーズに対

応していく上では、行政のコアな部分以外は原

則、民間活力に可能な限りシフトし、行政を可

能な限りスリムにしていくべきだと考えており

ます。そこで、行財政改革を進める上での民間

活力の活用について、県の基本的な考え方を知

事にお伺いし、壇上からの質問を終わります。

（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

まず、農商工連携に対する取り組みについて

であります。農商工連携は、農林漁業者と中小

企業者が連携いたしまして、新たなビジネスを

生み出すことで本県の豊かな農畜産物の付加価

値を高め、「食」産業の振興を図る重要な施策

でありまして、本県のこれからの経済活性化を

考える上で非常に重要な、有効な方策であると

考えております。このため、県におきまして

は、取り組みを円滑に推進するために、産学官

で構成されます「農商工連携推進ネットワーク

会議」などの推進体制を整備するとともに、

「農商工連携応援ファンド」を活用した支援

―２年間で41件の採択をしておりますが―

に努めておるところでございます。また、西臼

杵支庁や各農林振興局単位に推進組織を設置い

たしまして、地域の農業者や商工業者の持つシ

ーズ・ニーズの掘り起こしでありますとか、

マッチングなどにも取り組んでいるところであ

ります。今後とも、このような掘り起こしや、

応援ファンドを含む関連事業の周知徹底に努め

ますとともに、市町村や関係機関などと一層の

連携を図りながら、農商工連携の取り組みを積

極的に推進してまいりたいと考えております。

次に、行財政改革についてであります。民間

活力の活用につきましては、さきの「行財政改

革大綱2007」の中でも、「協働改革」の一つと
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して積極的に取り組んでまいりました。具体的

には、県が管理する公の施設のうち、80の施設

で指定管理者制度を導入しましたほか、介護支

援専門員実務研修受講試験の業務でありますと

か、県立病院における医事業務など、各種業務

の民間への委託を進めるなどの改革を行ってき

たところであります。今議会で提案をいたして

おります「みやざき行財政改革プラン」におき

ましても、「県民等との連携・協働」というテ

ーマの中で、企業や大学など多様な主体との協

働を推進していくこととしており、今後とも県

の業務のアウトソーシングの推進も含め、積極

的に民間活力の活用を図ってまいりたいと考え

ております。以上であります。〔降壇〕

○総務部長（稲用博美君）〔登壇〕 お答えい

たします。

まず、地域防災リーダーの育成についてであ

ります。地域の防災力を高めるためには、リー

ダーの育成が最も重要であるとの認識のもと、

平成18年度から自主防災組織リーダー研修会

を、平成21年度からは防災士研修を実施してき

たところであります。この間、地域等のリーダ

ーとなる防災士につきましては、平成18年度

に10名、19年度15名、20年度78名、21年度に104

名、22年度76名を県で養成したところでありま

す。今後も引き続き、年間100名の養成を目標と

して防災士研修を実施し、最終的には県内の自

治会数と同数の3,000人を養成し、地域防災力を

向上させたいと考えております。

次に、大規模災害の場合の連携についてであ

ります。市町村を越える災害時の連携につきま

しては、県内の全市町村間で宮崎県市町村防災

相互応援協定を平成８年に締結しているところ

であり、大きな災害時の場合は、県といたしま

しては、市町村間の調整等を適切に行い、迅速

に対応したいと考えております。県を越えた連

携につきましては、平成７年に締結されました

九州・山口９県災害時相互応援協定をもって大

災害等に備えております。大災害時におきまし

ては、大規模な救助・救援活動が必要であり、

この応援協定を最大限に活用してまいりたいと

考えております。

次に、避難者への情報の提供についてであり

ます。災害等の非常時において、住民にとって

正確な情報の入手は極めて重要なことだと認識

しております。このため、県におきましては、

報道各社との間で放送要請に関する協定を、ま

た、新聞各社との間で報道要請に関する協定を

結び、緊急時の情報伝達に努めているところで

あります。住民に対する情報の提供について

は、基本的に、直接的には市町村が行うことに

なりますが、新燃岳の災害の場合、例えば高原

町におきましては、避難対象地域の全世帯に個

別受信機を配布し、情報伝達できるようにして

いるほか、ＦＭラジオで聞ける放送を高原町役

場から放送しております。そのほか、ケーブル

テレビの設置が６月末に完成するということで

あり、その活用もできるものと考えておりま

す。今回の新燃岳災害や東日本大震災の例を見

ましても、避難所における迅速・的確な情報提

供は、避難者の不安の軽減や円滑な災害対策の

ために重要と認識しておりますので、今後、市

町村等とも連携を図りつつ、そのあり方につい

て検討してまいりたいと考えております。

次に、新燃岳の火山活動についてでありま

す。１月26日から本格的なマグマ噴火が始まり

ました新燃岳は、４月19日以降、噴火は発生し

ておりませんでしたが、先ほど御質問にありま

したように、昨日、ごく小規模な噴火が発生し

たところであります。火山噴火予知連絡会によ
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りますと、マグマだまりは、ＧＰＳ観測では、

１月26日から２月１日の本格的な噴火に対応し

て急激に収縮いたしましたが、現在は、2009

年12月以降と同程度の割合で緩やかな膨張を続

けていると発表されております。また、堆積土

砂につきましては、新燃岳火口東側の内壁で

は10メートル前後の厚さの噴出物が堆積し、そ

の近傍ではおおむね４メートルの厚さで堆積し

ていると報告されております。

次に、県庁の耐震化等についてであります。

県庁１号館は、平成８年度及び平成16年度に耐

震補強工事を行い、建築基準法に基づく耐震性

能は確保されているところであります。しかし

ながら、老朽化が進んでおりますことから、日

向灘地震で想定されている震度６強もしくはそ

れ以上の地震が発生した場合に、建物が倒壊す

る危険性は低いものの、ひび割れ等によりまし

て、県全体の情報収集など業務が困難となる事

態も懸念されます。万が一そのような事態と

なった場合は、緊急的な対応としまして、耐震

性能が比較的高い本館の講堂等に災害対策本部

を移すなどして対応してまいりたいと考えてお

りますが、今回の東日本大震災を踏まえまし

て、災害時の行政機能の維持を図るため、今

後、新たな災害対策拠点施設の整備を含めた本

庁舎のあり方について検討してまいりたいと考

えております。

また、非常用電源につきましては、庁舎の一

部の電力を賄う非常用発電機とは別に、防災行

政無線の発電機を１号館の屋上に、災害対策室

用の発電機を議会棟西側に設置しており、商用

電力の供給が絶たれた場合でも、情報収集や災

害対策が行えるよう電源を確保しております。

次に、防災行政無線についてであります。現

在の防災行政無線は、前回の整備から14年が経

過し、機器の老朽化が進んでいることから、デ

ジタル化を含むシステムの全面的な更新を行

い、情報通信機能の強化を図る必要があると考

えております。このため、平成20年度に電波伝

搬調査、そして、平成21年度に基本設計を行っ

たところであります。今後、実施設計、更新工

事を行い、数年のうちに整備を完了したいと考

えております。なお、県庁、総合庁舎及び中継

局に設置しております無線機等の電源は、常用

電源、非常用発電機及び直流電源装置で三重化

しております。非常用発電機は１回の給油で４

日以上運転可能であり、仮に非常用発電機に不

具合が生じた場合でも、直流電源装置で10時間

以上、運用可能になっております。また、現在

の中継局舎及び鉄塔の耐震化につきましては、

震度６強の地震、風速60メートルの台風にも耐

え得る強度で建設しております。以上でござい

ます。〔降壇〕

○福祉保健部長（土持正弘君）〔登壇〕 お答

えします。

新燃岳火山活動被害義援金についてでありま

す。新燃岳火山活動被害義援金につきまして

は、３月10日から７月29日までの募集期間と

なっており、６月10日現在ではありますけれど

も、県内外の多くの方々から約8,400万円の義援

金が寄せられているところであります。心から

感謝申し上げる次第でございます。義援金の配

分につきましては、現在、重大な人的被害や住

居被害は発生しておりませんが、引き続き、大

雨による土石流被害等も懸念されるため、募集

期間終了後に被害全体を見きわめた上で、有効

に役立てる方向で、配分委員会において協議・

決定してまいりたいと考えております。以上で

ございます。〔降壇〕

○商工観光労働部長（米原隆夫君）〔登壇〕
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お答えいたします。

農商工連携事業のフォローアップについてで

あります。県におきましては、産業支援財団に

設置した「みやざき農商工連携応援ファンド」

を活用いたしまして、新商品や新サービスの開

発及び販路開拓の取り組みに対して助成を行っ

ており、事業の計画段階からの助言、計画書策

定時のブラッシュアップ、採択後の進捗管理や

各種支援策の活用など、段階に応じたアドバイ

スを行っているところであります。先ほど知事

もお答えしましたとおり、ファンド創設後の２

年間で計41件の事業を採択しており、その中

で、例えば、ウナギの養殖池における水質管理

コストの削減や、生産量増に効果のある浄化装

置の開発、養鶏場と食品会社が連携いたしまし

た、県産地鶏の余り使われない胸肉を活用した

ウインナーの開発、それから、水産会社と印刷

会社が連携いたしました、産地やブランドの偽

装を防ぐ偽装困難なセキュリティラベルの開発

など、すぐれた事例が生まれてきており、いず

れも市場化または市場化準備中の状況にござい

ます。今後とも、このような事例が続きますよ

う、関係機関と連携を図りながら、計画、研究

開発、販路開拓の各段階で効果的なフォロー

アップを行ってまいりたいと考えております。

〔降壇〕

○農政水産部長（岡村 巖君）〔登壇〕 お答

えいたします。

まず、農商工連携に認定された事業のフォロ

ーアップについてでございます。農商工連携

は、地域の多くの農業者が参加する地域ビジネ

スにつなげていくことで、農業・農村における

所得向上や雇用創出に大きく貢献するものであ

り、認定後のフォローアップは重要であると認

識しております。県では、これまで、県単独事

業の「宮崎発・大地を活かす農商工連携ビジネ

スモデル創出事業」によりまして、東京のＩＴ

企業や三重県の商社と県内農業者との連携によ

るミニトマトやデルフィニウム栽培の先進的な

取り組み、また、千葉県の農業法人との連携に

よる冷凍加工事業の取り組みなど、４件を採択

したところでありますが、これらの事例につき

ましても、現在、人材の育成確保に係る支援

や、原料供給を担う新規産地の育成、生産技術

の高度化の支援などを行っているところであり

ます。今後とも、関係機関・団体との一層の連

携のもと、西臼杵支庁、各農林振興局における

農商工連携の推進体制を通じまして、生産から

加工・流通に至る一連の流れが確立する新たな

農商工連携モデルの創出とフォローアップに努

めてまいりたいと考えております。

次に、家畜人工授精の自粛に伴う影響への対

応についてであります。口蹄疫発生時に家畜人

工授精を自粛していただいたことにより、例え

ば、本年２月から４月にかけて子牛生産頭数が

激減し、その後に急激に増加するという現象が

生じており、今後の一定期間は、競りの上場頭

数や開催日程等に影響することが懸念されてお

ります。このため、県といたしましては、「口

蹄疫からの再生・復興方針」工程表において

も、「畜産経営再開への支援」の課題の一つと

しまして、「人工授精の自粛に伴う対応」を位

置づけ、競り市場開設者等とも十分協議しなが

ら、早期出荷の奨励策等について検討してまい

りたいと考えております。

最後に、家畜伝染病防疫指針の見直しについ

てであります。高病原性鳥インフルエンザが一

たん発生しますと、防疫指針に基づき、原則10

キロメートルとする移動制限区域内の家禽や卵

の移動制限、食鳥処理場、ふ化場など、養鶏関
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連施設の閉鎖などを行うこととなります。これ

らの制限により、養鶏場や関連産業に大きな影

響を及ぼすことから、現行制度でも、一定の清

浄性が確認された時点で、食用卵の出荷が認め

られるとともに、移動制限区域が５キロメート

ルに縮小されますが、この場合も、移動制限区

域内の食鳥処理場や、ふ化場については、業務

再開が認められておりません。県といたしまし

ては、防疫対策をしっかりと行いながら、一方

で、経済的損失をできるだけ少なくすること、

また、区域内の感染リスクを減少させることな

どの観点から、移動制限区域の範囲を狭めるこ

とや、一定の条件のもとで食鳥処理業務などを

認めるよう、国へ要望しているところでござい

ます。以上でございます。〔降壇〕

○病院局長（甲斐景早文君）〔登壇〕 お答え

いたします。

県立病院の災害対策についてであります。各

県立病院の建物は、いずれも現行の耐震関係規

定に適合しており、耐震性は確保されておりま

す。また、災害用の医薬品につきましては、３

県立病院ともおおむね３日分に相当する医薬品

を備蓄しており、災害時に必要となる簡易テン

トやベッド等の医療資材につきましても、相当

な量を備蓄しているところであります。非常時

の電源確保につきましては、いずれの病院も自

家発電装置を備えており、基本的には十分対応

できると認識しておりますが、東日本大震災の

ような津波災害にも備えるため、現在、より確

実に電源を確保できる方法を検討しているとこ

ろであります。県立病院は、御指摘にもありま

したように、災害時における救急患者の受け入

れや、被災地の医療機関の支援等を行う災害拠

点病院としての役割を担うこととされておりま

すので、今回の大震災の被災状況等を踏まえ、

今後とも災害対応機能の強化を図ってまいりた

いと考えております。以上であります。〔降

壇〕

○警察本部長（鶴見雅男君）〔登壇〕 お答え

します。

耐震化の状況でありますが、警察本部庁舎

は、平成10年度に建設しており、十分に耐震基

準を満たしたものとなっております。また、県

内の13の警察署でありますけれども、11警察署

は既に建てかえや耐震補強工事を行いまして、

現行の耐震基準を満たしたものとなっておりま

す。残る警察署のうち、日向警察署につきまし

ては、御理解をいただきながら、現在、建てか

え計画を推進中であります。非常時の電源確保

につきましては、警察本部及び各警察署に、停

電になると自動的に起動いたします非常用発電

機を設置しております。加えて、警察本部に

は10階に大型バッテリーを備えた無停電電源装

置を設置いたしておりまして、被災者の救助、

情報収集に必要な対策をとっているところであ

ります。以上であります。〔降壇〕

○丸山裕次郎議員 多少時間がありますので、

再質問をさせていただきますが、まず、新燃岳

関連であります。昨日も大雨が降りまして、土

石流の発生があるのではないかということで避

難準備情報などが出されましたけれども、大雨

が降るたびに土石流が発生するんじゃないかと

非常に心配しております。現在のところ、大き

な土石流等は発生しておらず、安堵しておりま

すけれども……。国のほうで、立ち入りが可能

な箇所について現地調査を行うと聞いておりま

すけれども、現在の新燃岳噴火による降灰の状

況並びに各渓流の状況をどのように把握されて

いるのか、県土整備部長にお伺いいたします。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 先ほど総務部
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長の答弁にもありましたが、新燃岳の火口近傍

では、最大10メートル程度の厚さで噴出物が堆

積している状況にあります。また、立ち入りが

可能である霧島山系の14渓流におきまして、国

が現地調査した結果、高千穂峰付近で最大10セ

ンチメートル程度、火口から３キロメートル離

れました高原町側で３センチメートル程度の厚

さの火山灰が確認されております。また、都城

市山田町周辺の21渓流におきましては、県が現

地調査をやっておりますが、その結果、２セン

チメートル程度の厚さの火山灰を確認いたしま

した。これらの35渓流では土石流発生のおそれ

があることから、国と県では、一定規模以上の

降雨があった場合、現地調査を実施しておりま

すが、これまでのところ、土石流の発生は確認

されておりません。先日も時間雨量69ミリとい

う大雨が降ったわけですが、けさからずっと現

地調査しておりますけれども、今のところ発生

の状況は確認されていないところでございま

す。しかしながら、今後の梅雨前線豪雨あるい

は台風の襲来により、これまで以上の降雨が予

想されますことから、引き続き土石流に対する

警戒が必要であり、県といたしましては、今後

とも、国や都城市、高原町などと連携して、土

石流被害の防止に努めてまいりたいと考えてお

ります。

○丸山裕次郎議員 ありがとうございます。ぜ

ひ万全の対応をお願いしたいと思っています。

次に、地震・津波対策についてお伺いいたし

ます。先ほど、危機管理局がある県庁１号館の

耐震化の答弁の中で、総務部長のほうから、

「建物が倒壊する危険性は低いものの、ひび割

れ等により、県全体の情報収集など業務が困難

となる事態も懸念され、緊急的に耐震性能が比

較的高い本館の講堂等に災害対策本部を移すな

どして対応してまいりたいと考えている」とい

う答弁がありましたけれども、大きな地震が発

生した後に、仮に使えないとして、「緊急的に

対策本部を本館の講堂等に移す」と、簡単に答

弁されましたけれども、実際はなかなかできな

いのが現実ではないのかなと思っております。

災害時はやはり初動が重要だと言われておりま

すので、災害対策本部の機能を果たすために、

混乱が起きないためには、早急に何らかの対策

が必要だろうと思っております。「新たな災害

対策拠点施設の整備を含めた本庁舎のあり方を

検討してまいりたい」という答弁でありまし

た。確かに現在、財政的に厳しい状況と理解し

ておりますが、私は、早急に特命チームを立ち

上げるべきではないかと思っております。知事

の見解をお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 大事なポイントであり

まして、災害時の行政機能の維持、また復旧・

復興対策のために、新たな災害対策拠点施設の

整備を含めた本庁舎のあり方について、しっか

りとした検討をする必要があると考え、担当の

ほうに指示をしたところでございます。御意見

にありましたように、早急に関係部局から成る

プロジェクトチームを立ち上げて、検討してま

いりたいと考えております。

○丸山裕次郎議員 ぜひ早急にプロジェクトチ

ームを立ち上げていただきたいと思っておりま

す。また、本年は、県議会の中に防災対策特別

委員会が設置されまして、井本委員長のもと、

さまざまなことを調査研究したいというふうに

思っておりますので、プロジェクトチームが立

ち上がって、行った業務につきましても、県議

会のほうにも適宜、報告をお願いしたいと思い

ます。

実は、私も宮原県議とともに、「チーム小
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林47」というボランティアチームの一員とし

て、宮城県石巻、気仙沼に行ってまいりまし

た。そのときに感じましたのが、割とスムーズ

に被災地に行けたということでありました。道

路整備の重要性も感じたところであります。そ

こで、災害発生時の緊急輸送路の確保が重要だ

と感じておりまして、現在の本県の緊急輸送路

の状況と耐震化の進捗状況について、県土整備

部長にお伺いいたします。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 緊急輸送道路

は、地震などの災害発生後、応急復旧や救援の

ための物資輸送など、応急対策を実施する上で

重要な道路であり、地域防災計画において位置

づけられたものであります。本県におきまして

は、主な都市間及び重要港湾、空港などを連絡

する第１次緊急輸送道路と、これらの道路と市

町村役場等の防災拠点を連絡する第２次緊急輸

送道路として、高速道路を初め、国道、県道等

の40路線の1,567キロメートルが指定されており

ます。県では、これまで、緊急輸送道路の機能

強化を図るため、道路改良や橋梁の耐震補強、

落石防止等の防災対策を重点的に実施してきた

ところであります。このうち、橋梁の耐震補強

につきましては、対策が必要な橋梁が149橋あ

り、現時点で対策工事が完了した橋梁が116橋と

なっております。進捗率としましては77.9％と

なっておるところです。今、議員のお話にもあ

りましたように、大変重要だと考えております

ので、今年度については26橋の対策工事を予定

しておりまして、進捗率としては95.3％となる

見込みであります。また、橋梁以外の道路施設

につきましては、被災時の復旧が比較的容易で

あること、また経済性から、一部の重要施設を

除き、地震時の影響を考慮した設計とはなって

おりません。今回の東日本大震災では、救援ル

ートの確保が非常に重要であると再認識したと

ころでありまして、今後はさらに、橋梁耐震化

の早期完了など、地震に強い緊急輸送道路の重

点整備に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

○丸山裕次郎議員 緊急輸送道路として大きな

役目を果たすのは、やはり高速道路とか高規格

道路だというふうに思っております。本県で

は、未整備の東九州道、横断道、志布志道路

等、早急な整備が必要な道路がまだまだありま

すので、これは国のほうにも強く要請をしてい

ただきたいというふうに思っております。

次に、津波の被害を受けやすい場所として、

港湾付近があると思っています。また、港湾付

近には多くの事業所等もありますが、津波対策

はどのようになっているのか、県土整備部長に

お伺いいたします。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 港湾での津波

対策につきましては、これまでも、事業所や関

係機関と合同で、情報伝達訓練などを実施して

おりますが、今回の東日本大震災を受けて、新

たに津波の特徴についての講習や、港湾区域内

の標高を示した地図の提供などを行いまして、

情報の共有や防災意識の高揚を図っているとこ

ろであります。今後とも、地元自治体や防災関

係機関と連携を密にしまして、事業所ごとの緊

急避難先や避難ルートの安全性の確認を行うな

ど、さらなる津波対策に取り組んでまいりたい

と存じます。

○丸山裕次郎議員 東日本大震災では、津波被

害が大きく報道等で取り上げられています。地

震による被害で住めないような危険な家が約１

万戸以上あるというふうな報道も聞いているん

ですが、それを考えますと、住宅の耐震化は極

めて重要だと考えております。そこで、現在の
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本県の住宅耐震化の状況と今後の対策をどのよ

うに考えているのか、あわせて県土整備部長に

お伺いいたします。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 住宅の耐震化

の状況は、平成20年時点での国の推計によりま

すと、全国平均が79％、本県は72％となってお

り、昭和56年の建築基準法改正以前に建築され

た木造住宅につきましては、耐震性の向上を図

ることが重要な課題となっております。県とし

ましては、耐震化を進めるためには、まず耐震

診断が必要であることから、住宅所有者に対し

て補助を行う市町村を支援するとともに、耐震

化を促進するためのアドバイザー派遣事業につ

きましても、市町村に本制度の活用を働きかけ

ております。今後の対策としましては、本議会

に提案しております住宅所有者の負担軽減策を

活用することにより、耐震診断を積極的に推進

するとともに、建築物防災展など、より一層の

広報・啓発を行い、木造住宅の耐震化を促進し

たいと考えております。

○丸山裕次郎議員 住宅の耐震化は重要である

と思っております。今、防災意識が高まってお

りますので、積極的に進めていただきたいとい

うふうに思っております。

また、東日本大震災復興のために巨額な災害

復旧が行われると思っておりますけれども、本

県の建設関連業者の方々から、復興支援に寄与

したいという意見を多く聞きます。県としても

建設産業団体と連携し、被災地支援を行うべき

だと考えておりますが、県土整備部長の見解を

お伺いいたします。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 県の建設業協

会では、被災地の支援につきまして、全国建設

業協会の要請に基づき、可能な限りの協力を行

う予定であると伺っております。また、被災地

でボランティア活動を行うために編成されまし

た「みやざき県民復興協力隊」に、会員企業の

技術者等を隊員として派遣いただいているとこ

ろであります。県におきましても、被災地の要

請に応じ、土木技術職員を長期派遣しておりま

して、今後は、これらの現地に派遣された隊員

の方々や県職員などを通してインフラ整備の状

況を把握するなど、情報収集に努めながら、今

後予想されるハード整備のための支援要請など

に適切に対応できるように、建設産業団体との

緊密な連携を図ってまいりたいと考えておりま

す。

○丸山裕次郎議員 県内の投資的経費の伸びが

今後なかなか見込めない中でありますので、で

きれば、今回の東日本大震災の復興に当たって

は、県内の建設業者も活用しやすい環境づくり

をぜひお願いしたいと思いますので、そちらも

よろしくお願いしたいと思っております。

また、大きな地震を引き起こす可能性がある

ということで、活断層が最近よく報道されてお

ります。その中で、関東の立川断層が多く取り

上げられておりますが、宮崎県内にはこの活断

層があるのかないのか、私自身もわからないも

のですから、総務部長にお伺いいたします。

○総務部長（稲用博美君） 国では、地震の震

源として特定できる主要活断層による地震や海

溝型地震について、今後30年以内に地震の発生

する確率を予測し、毎年公表しております。主

要活断層として全国で110カ所が対象となってお

りますが、本県は含まれておりません。なお、

文献によりましては、本県にも活断層があると

されているものもありますが、いずれも存在が

確実なものではなく、推定のレベルのものでご

ざいます。

○丸山裕次郎議員 多少安心いたしましたが、
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今後もしっかり調査をしていただきたいという

ふうに思っていますし、今回の地震で、津波で

はなくて、ため池の破壊による山津波も発生し

ていると聞いております。これは恐らく活断層

も影響しているのではないか。地震で断層がず

れたというふうに思っておりますが、ため池等

の耐震化も重要と考えております。そこで、本

県のため池の耐震化の状況と今後の対策につい

てどのように考えているのか、農政水産部長に

お伺いいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 本県におきま

しては、699カ所の農業用ため池があり、そのう

ち359カ所を危険ため池として指定しまして、国

の耐震設計基準に基づき、緊急性の高いため池

から鋭意改修を進めており、現在、162カ所の改

修を完了したところであります。今後とも、計

画的な改修を進めるとともに、適切な管理につ

いて、市町村や管理団体である土地改良区等と

も連携を図りながら、その安全確保に努めてま

いりたいと考えております。なお、地震発生時

におきましては、国が策定した「地震後の農業

用ため池緊急点検要領」に基づき、管理団体等

において、異常の有無を緊急に点検し、必要に

応じて応急措置を講ずることとしております。

○丸山裕次郎議員 危険性が高いため池359に対

して整備済みが162でありますので、まだ半分以

下ということであります。これは、予算獲得、

また土地改良区との連携を含めて、早急にしっ

かりと取り組んでいただきたいと思っておりま

す。

地震災害では最後にしたいと思っております

が、東日本大震災後、福島原発問題による計画

的な停電や全体的な自粛ムードにより、本県の

主要品目であるキュウリ、ピーマン、メロン、

マンゴー、スイートピーの価格低下があらわれ

ているということであり、さらに、ことしは寒

かったということで、原油高騰等もあり、農家

所得低下が懸念されております。県として、品

目ごとにどのような把握を行っており、今後ど

のような対策を考えているのか、農政水産部長

にお伺いいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 東日本大震災

の発生により、関東以北の物流が停滞しまし

て、量販店などの稼働率が低下したため、全国

的に青果物価格が下落しており、本県主要野菜

につきましても、４月のキログラム当たり単価

が、キュウリでは前年の312円から175円へ、ピ

ーマンでは613円から359円に低下するなど、大

きな影響を受けております。スイートピーにつ

きましても、卒業式や謝恩会の中止などによ

り、３月の価格が前年の約７割と低迷いたしま

した。アールスメロン、マンゴーにつきまして

は、母の日など贈答向け需要の荷動きが悪く、

４月以降の価格が前年の７割から９割となって

おります。県といたしましては、このような状

況を踏まえ、野菜価格安定制度による交付金の

支払いを迅速に進めるとともに、農業団体と一

体となって実施しているＰＲ対策を強化し、さ

らなる需要の喚起と販売促進を図ってまいりた

いと考えております。さらに、最近の重油高騰

が農家経営の負担となっていることから、省エ

ネ設備の導入を推進するなど、農家経営の向上

に、さらに努めてまいりたいと考えておりま

す。

○丸山裕次郎議員 次に、口蹄疫復興関連に移

ります。先ほどの答弁で、「人工授精の自粛に

伴う対応を位置づけ、競り市場開設者等とも十

分協議しながら、早期出荷の奨励策等について

検討してまいりたい」ということでありますけ

れども、２月・３月競りに間に合わせるために

平成23年６月17日(金)
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は、ことしの８月から９月に行われる生産検査

までに県の具体的な施策を示さないと、生産者

は安心して出荷できないと思いますが、農政水

産部長にお伺いします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 今後、一定期

間は、子牛生産頭数の時期的な変動により、競

り日程や子牛競り価格等への影響も考えられま

す。子牛価格への影響を軽減するためには、早

期出荷等を奨励し、子牛出荷頭数の平準化を図

ることが、大変重要な課題と十分認識しており

ます。このため、関係機関と協議し、その具体

的方策についてしっかりと検討してまいりたい

と考えております。

○丸山裕次郎議員 しっかりと検討していただ

きたいと思いますが、先ほど述べましたとお

り、早急に具体的な施策を示していただきたい

と思っております。早期出荷等の奨励とあわせ

て、できれば、口蹄疫が終息したときに出され

た生産農家、肥育農家への支援とかを含めて

やっていただきたいというふうに思っておりま

すし、今回の早期出荷により、逆に言います

と、生産農家と肥育農家の連携がうまくいくな

り、ピンチをチャンスに変える時期であるかも

しれませんので、畜産技術指導もどうかよろし

くお願いいたします。

最後に、行財政改革についての再質問であり

ます。今回出されたプランによりますと、アウ

トソーシングを行っていくということでありま

す。前回は、県では、県民提案型市場化テスト

を含めたアウトソーシングを行うということで

ありましたが、この市場化テストが消えてお

り、行財政改革が後退したような感じがするん

ですが、知事の見解をお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 市場化テストという項

目についてでありますが、さきの行革大綱の指

針に基づき、検討を行ってまいりました。これ

は根拠法がございまして、法律の定める県の導

入事務の対象というものが、納税証明書の交付

事務のみでありまして、限定的なものとなって

おったわけであります。そこで、本県では、県

独自の方法といたしまして、県のすべての業務

を対象としたアウトソーシングの提案を、県民

の皆様から募集したところであります。その結

果、ＩＴ調達や公用車の管理など26件の提案が

ありまして、そのうち６件について現在具体化

に向けた検討を行うとともに、それ以外の提案

についても実施可能性を探っていくこととして

おるところでございます。今回提案しておりま

す「みやざき行財政改革プラン」におきまして

は、ＮＰＯはもとより、企業や大学など多様な

主体との協働を進めることとしております。そ

ういった多様な主体との協働提案公募型事業の

実施など、県の業務のアウトソーシングにつき

ましても積極的に取り組んでまいることとして

おります。

○丸山裕次郎議員 今回のプランが真の改革に

なることを御祈念しまして、私の一般質問を終

わります。ありがとうございました。（拍手）

○十屋幸平副議長 以上で本日の質問は終わり

ました。

次の本会議は、20日午前10時開会、本日に引

き続き一般質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時53分散会

平成23年６月17日(金)
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◎ 一般質問

○外山三博議長 ただいまの出席議員39名。定

足数に達しておりますので、これより本日の会

議を開きます。

本日の日程は一般質問であります。

ただいまから一般質問に入ります。まず、清

山知憲議員。

○清山知憲議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。自由民主党の清山知憲でございま

す。きょうは足元の悪い中、大変多くの方々に

お越しいただきまして、本当にありがとうござ

います。私は、医師として臨床医学の道を突き

進んでおりましたが、一転して政治の世界へ足

を踏み入れてしまいました。御承知のとおり、

医療という公共の社会基盤におきましては、政

策サイドも現場サイドも、いずれも車の両輪の

ように重要でございます。現場の人間が幾ら汗

をかいて努力を重ねても、極端な話をすれば公

立病院がつぶれてしまったり、診察室が多数の

患者さんであふれ返ってしまっては、理想の医

療を実践することはできません。私は医師とし

て、直接的に患者さんの命、生活にかかわって

きましたが、今までの宮崎県政は余りに現場の

声が反映されていないのではないか、自分たち

の覚悟でもって宮崎県の医療、患者さんたちを

守っていく、そうした覚悟に欠けているのでは

ないか、そうした思いでここに立たせていただ

いております。

きょうここに入院中の病院から外出許可をも

らって傍聴に来ていただいております私の92歳

の祖母が、私の医師を志した原点でございます

けれども、私は、その初心に照らしてみても、

今こうして政治家として宮崎県の政策にかか

わっていくことは、少しも恥じることはござい

ません。思えば、私もすぐ近くの宮崎小学校へ

６年間通学しておりまして、この県議会棟と本

館の間の中庭を通って、毎日のように祖母と通

学しており、非常にこの県庁には親しみを覚え

ております。きょうここの壇上に立たせていた

だいていることにも、大変感慨深いものがござ

います。

ことしから、知事、副知事ともに県外の御出

身でございますけれども、私は出身地など全く

関係ないと考えております。私は、同じ大学の

後輩として、まずはその胸をかりるつもりで、

是々非々で対応してまいりたいと考えておりま

すので、何とぞよろしくお願い申し上げます。

また、見てのとおり、私の体格は非常に小柄で

議会でも最軽量級、同期の若手議員の二見議員

や渡辺議員と比べても半分ぐらいの容積しかご

ざいませんけれども、言論、中身についてはだ

れにも負けないつもりでございますので、何と

ぞ執行部の皆様方も明瞭な御答弁をよろしくお

願い申し上げます。

それでは、質問に移らせていただきます。１

点目は、知事の政治姿勢についてでございま

す。

現在、民主党政権は、社会保障と税の一体改

革の集中検討会議を行っておりまして、本日20

日にもその成案をまとめる見込みでございま

す。私もこの集中検討会議の経緯を拝見してお

りましたが、民主党政権は、社会保障と税の一

体改革の成案について、平成23年半ば、まさに

この６月に成案をまとめるという閣議決定を昨

年の12月に行っております。しかし、それから

３月、戦後最大の災害、東日本大震災が起き、

３月11日以降は、国を挙げて震災対応に追われ

ておるところでございますが、民主党政権は６

月20日の成案の取りまとめにこだわり、私に

平成23年６月20日(月)
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とっては大変拙速な議論に映ります。まずは、

この政府案に対する河野知事の見解についてお

伺いしたいと思います。

それとあわせて、宮崎県も社会保障関係経費

約500億円、毎年20億程度増加していると聞いて

おりますけれども、今後、持続可能な社会保障

体制のために、知事はどういった財源をお考え

でしょうか。その点についてもお考えをお伺い

できれば幸いでございます。何とぞよろしくお

願いします。

以下、質問者席より質問させていただきま

す。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 おはようござ

います。お答えいたします。

社会保障改革案についてであります。社会保

障・税一体改革案につきましては、今月２日の

原案発表までに、地方の参画なしに議論が進め

られ、また、地方単独事業が社会保障経費の対

象外となるなど、地方の意見が反映されていな

かったことから、大変遺憾に思っていたところ

であります。しかしながら、13日に法制化後初

めて開催されました「国と地方の協議の場」を

踏まえ、17日に発表された修正案におきまして

は、地方の意見が一部取り入れられている状況

でございます。しかしながら、地方単独事業分

の取り扱いが明確になっていないことなど、今

後の検討状況を注意深く見守っていく必要があ

ると考えております。県としましては、これま

でも全国知事会を通じて、地方の意見を反映す

るよう国に要請してきたところでありまして、

今後とも「国と地方の協議の場」などを通し、

国に働きかけてまいりたいと考えておるところ

であります。

次に、社会保障改革の財源についてでありま

す。県や市町村は、高齢者医療、介護などの国

の制度化事業のほか、地方単独事業といたしま

して、地域の実情に応じて、乳幼児医療費の助

成、予防接種などのさまざまな社会保障サービ

スを提供しております。国と地方が一体となっ

て、我が国の社会保障を支えているものと認識

しております。したがいまして、社会保障改革

の中で、国だけでなく、地方単独事業をも含む

地方の社会保障の財源についても、安定的な確

保が図られるよう配慮されるべきと考えており

ます。今回の改革案では、2015年度までに消費

税率を段階的に10％まで引き上げ、社会保障の

安定財源とすることが盛り込まれておるところ

でありますが、17日に発表された修正案では、

地方単独事業が社会保障経費の試算の対象に含

まれ、消費税収についても、地方への配分を基

本として検討されることになっておるところで

あります。今後とも、この具体化に向けて、地

方に対して十分配慮していただくよう、国に要

望してまいりたいと考えております。以上であ

ります。〔降壇〕

○清山知憲議員 知事のおっしゃるとおり、こ

の成案についても明確になっていない部分が非

常に多過ぎると考えております。実際、政府案

では、「引上げ分の消費税収（国・地方）につ

いては（１）の分野に則った範囲の社会保障給

付における国と地方の役割分担に応じた配分を

実現することとし」とあり、引き上げ部分のど

の程度が地方の財源となるのか、全く予断を許

さない状況であると考えております。しかも、

当初、非常に批判を受け、急遽、地方の代表を

交えた議論を行い、また20日に成案決定を行う

など、非常に拙速に見えます。まだまだグレー

な部分が残っておりますので、知事としては常

によい緊張感を与えていただきますよう、よろ

しくお願い申し上げたいと思います。

平成23年６月20日(月)
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そして、再質問でございますけれども、財源

に関して言えば、例えば税以外の部分、保険料

の改革や、今回の政府案の中でも、「現行の地

方税制度を「自主的な判断」と「執行の責任」

を拡大する方向で改革する」と記載されており

ます。これはつまり、地方独自の税ということ

もあり得ると考えられます。大震災直後で、日

本経済が傾いているこのタイミングで消費税増

税というのは、さらに経済を冷え込ませ、税収

の低下が懸念されるところでございますし、実

際にそうした異論を聞くこともございます。河

野知事としては、集中検討会議の成案にあるよ

うに、まず消費税を段階的にアップ、そして地

方の割合を確保していただくという方向で賛成

ということでよろしいでしょうか。

○知事（河野俊嗣君） 御指摘のありましたよ

うに、大震災後の経済の動向に対する影響とい

うのは、十分慎重に検討する必要があろうかと

考えております。大震災の復興財源をどう確保

するかという、また別途の要請もあるわけであ

ります。その中で、この社会保障改革につきま

しては、今後の中長期的なことをにらみなが

ら、しっかりとした安定的な財源を確保してい

く必要がある。そういう中で、消費税収という

のは、一つの有力な財源であるというふうに認

識しております。

○清山知憲議員 ありがとうございます。宮城

県の復興計画も10年スパンで今回上げられてお

りますけれども、この消費税増税がまた東北４

県等にどういう影響をもたらすか、そうした点

も慎重にならなければならないと私自身、推移

を見守っております。

次に、道州制についてでございます。ことし

の１月の知事選の新聞社アンケートを拝見いた

しましたが、河野知事は、市町村への権限移譲

に関しては強い意欲を示されておりましたけれ

ども、道州制に関しては言及を避けられている

ようでありました。私は、国から地方への権限

や財源の移譲、地域独自の成長戦略や行政経費

の削減といった観点から、やはり道州制へ移行

することは、本格的に検討していかなければな

らない課題だと考えております。道州制につい

ての見解と、もし道州制への移行があるのであ

れば、各地域の独自性が失われないような、九

州全体が均衡して発展するための宮崎県の立ち

位置と、九州府もしくは九州道かもわかりませ

んけれども、そうした広域自治体の仕組みにつ

いて、知事自身の構想、お考えがあればお伺い

したいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 道州制につきまして

は、地方分権を確立するための選択肢の一つと

して、これまでも国、地方、経済団体など、さ

まざまなところで議論がなされておるところで

ありますが、九州におきましても、九州知事会

や経済界が合同で研究会を設置し、道州制の九

州モデルを策定する―これは総務部長時代、

私も委員として参画しておったところでありま

す―とともに、シンポジウムの開催などによ

る情報発信などをしておるところであります。

私は、道州制につきましては、広域自治制度と

いう議論にとどまらず、国のあり方にかかわる

問題であるかと考えております。これも国民的

な議論が必要であろうと考えておるところであ

りますが、議論に当たっては、特に、ブロック

内で既に一極集中が進んでおるというような問

題や産業集積、インフラ整備等の格差を是正す

るという観点が重要だと考えておりますし、九

州の均衡ある発展のために、各地域が持つ特性

を生かした政策ビジョンの策定や、地域の実情

を把握して施策に反映させていく仕組みの構築
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などを主張してまいりたいというふうに考えて

おります。また、道州制に移行した場合におき

ましても、本県が活力ある地域であり続けるよ

うに、他県よりも優位な分野を少しでもふやす

ことによって、投資価値のある地域づくりを進

めたいというふうに考えておるところでござい

ます。またあわせて、地域経営の主体となるの

は市町村でありまして、その市町村の基盤の強

化にも取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

○清山知憲議員 今、十分な議論が必要だと

おっしゃっていただきましたけれども、既にこ

のテーマは数年前から議論されており、知事の

おっしゃるとおり、九州知事会や市長会、経済

同友会等も、明確な姿勢を表明されていると思

います。また一方では、町村会のように反対の

部分もございます。知事においては、福岡、佐

賀、大分、熊本等、明確な推進を表明されてい

るところもございますが、私は、インフラ整備

などにおくれをとる宮崎県だからこそ、先んじ

て明確なビジョン、道のりを示して、最低限の

インフラ整備が担保されるような仕組み等の構

想を打ち出していただきたいと思いますし、そ

れを打ち出した後に十分な説明責任を果たすこ

とでも、リーダーとしての役割を果たすことが

できるのではないかと考えております。知事と

しては、基本的には九州知事会の流れで、道州

制は推進したいという方向でよろしいのでしょ

うか。

○知事（河野俊嗣君） 足並みをそろえて取り

組んでまいりたいというふうに考えておりま

す。九州知事会の研究会の中でも、参画して、

いろんな議論をしてまいりました。経済界とも

議論をしてまいりました。そのときに、経済界

はどちらかというと、道州制バラ色論、道州制

になればすべてが解決するというような議論を

しておりまして、それについては、いささか疑

問なり違和感も感じておったところであります

が、先ほど、冒頭申し上げましたように、地方

分権を推進するという観点から、道州制につき

ましては、この国のあり方を考えるという視点

も踏まえて、積極的に議論を進めるべきと考え

ております。

○清山知憲議員 ぜひ、議論と同時に、知事と

しても迅速な意思決定をよろしくお願いしたい

と思います。

３つ目に、九州広域行政機構についてでござ

います。九州広域行政機構について九州知事会

は、国の出先機関の事務、権限の受け皿として

立ち上げる構想で、そのうち３つの国の出先機

関について、国と協議を進めていると聞いてお

ります。政府も平成26年度中に事務、権限の移

譲を目指す方針を閣議決定しております。先ほ

どと議論は重なりますけれども、道州制とは全

く別の仕組みとして現在立ち上がっていると思

います。この行政機構について、宮崎県の意思

がきちんと反映されるような仕組みについても

考えるべきだと思いますが、知事のお考えはい

かがでしょうか。

○知事（河野俊嗣君） 九州広域行政機構であ

りますが、国の出先機関の事務、権限、人員、

財源などを丸ごと受け入れることによりまし

て、国の出先機関が抱える問題を解消し、地方

のニーズを反映した迅速・的確な対応を図るた

めに、九州知事会として提案をし、その実現を

目指しているところであります。機構の主な機

能としましては、社会基盤整備や産業振興など

各県に共通する政策については、九州全体の均

衡ある発展の視点に立ちまして、予算の選択と

集中を図りながら進めていく、これも各県の共
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通認識としておるところであります。今、御指

摘のありましたように、この機構については、

現在、意思決定機関として想定しております各

県の知事で構成する執行機関や、各県議会から

選出した議員で構成する議決機関の組織、運営

方法、これは具体的な検討はこれからとなって

おりますが、このような仕組みを通じて、十分

な意見調整が図られる組織となりますよう、県

議会の皆様の御意見も伺いながら、本県として

の意見を強く主張してまいりたいと考えており

ます。

○清山知憲議員 ありがとうございます。具体

的な検討はこれからということでございますけ

れども、ぜひ議長とも歩調を合わせて、具体的

な運営方法について、速やかに我が県としての

考えや主張を定めていただきたいと思います

し、我々議員としても考えていかなければなら

ない問題だと思います。

続いて、県民政策部長に、県の総合計画、ア

クションプランについてお伺いいたします。

私が県議に就任してからすぐ、このアクショ

ンプランが自宅に送られてきました。一つ一つ

の各論的な話は避けますけれども、私が興味を

持ったのは、それぞれの項目の政策目標につい

てでございます。例えば、日ごろから文化に親

しむ県民の割合、目標50％、災害に対する備え

をしている人の割合、目標40％というぐあいに

数値目標が掲げられておりますが、確かに政策

目標の設定というのはなかなか困難でございま

して、一つ一つ外部の意見を反映していくプロ

セスというのも本当に大変だと思います。それ

は総合政策課が各部署と話し合って策定してい

ただいても結構なんですけれども、こう散見し

てみますと、いかにも甘過ぎる政策目標が幾つ

かうかがえます。これらの目標について、どの

ような策定基準とプロセスで決めてこられたの

か、お伺いしたいと思います。

○県民政策部長（渡邊亮一君） アクションプ

ランでございますけれども、アクションプラン

につきましては、御案内のとおり、重点施策

を10のプログラムとしてまとめており、プログ

ラムごとにそれぞれ重点項目を掲げておりま

す。そして、全体で31に重点項目を整理したと

ころでございます。その上で、重点項目ごと

に、最もその成果を評価することができる指標

を基本的には１つ、そして施策内容が多岐にわ

たる項目については複数設けておりまして、全

体で48の重点指標を設定したところでございま

す。この中で、例えば企業立地件数や東九州自

動車道の整備率などのように、成果がそのまま

数値化できるものもあれば、持続可能な地域づ

くりでは、「今の地域に住み続けたいと思う

か」など、県民意識の変化を見たほうが適切な

ものもあるわけでございます。このように、成

果指標につきましては、政策の目的や性質に

よってさまざまな形がありますので、公表され

た統計データや県民意識調査の結果の中で、よ

り最適なものを選んだというふうにお考えいた

だいたらいいんじゃないかと思います。なお、

目標値につきましては、４年間の実行計画でご

ざいます。実現不可能な高い目標とするのでは

なく、努力と工夫を重ねることで達成可能とな

るレベルに設定しておりますので、過去の推移

等を勘案しながら担当部局と調整し、総合計画

審議会の審議を踏まえた上で原案を決定したと

ころでございます。また、各プログラムにおけ

る具体的な取り組みにつきましては、毎年度、

工程表を作成することとしておりまして、その

中で、それぞれの取り組みの進捗を見ていくた

めの数値目標を設定することとしているところ
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でございます。

○清山知憲議員 数値目標の設定、後半の部

分、非常に文学的な文章かなと思いますけれど

も、「実現不可能な高い目標ではなく」とおっ

しゃいましたが、実現可能か不可能かは、努力

してやってみなければわからない部分もあるの

ではないかなと思います。努力するというのは

全くもって当然のことで、県内各企業の方々、

小売の方々、農家の方々は、非常に血のにじむ

ような努力をしておられると思います。実現可

能か不可能かではなくて、真に達成しなければ

ならない政策目標を掲げて、それに向けて各課

が知恵と工夫を凝らすという形が本当ではない

かと考えております。災害に対する備えをして

いる人の割合40％という目標にしても、例え

ば50％は本当に実現不可能な数字なのか、それ

は私の常識からしてみればちょっと甘いのでは

ないかと、そうした判断も個々の項目で出てき

ております。これはこの場で意見として申し述

べておきます。

次に、知事の基本姿勢は「対話と協働」とい

うことでございますけれども、県民参加型の県

政という視点で県民政策部長へ質問申し上げま

す。今回、アクションプラン、４年間の総合計

画策定時に、宮崎県は県民意見、パブリックコ

メントを募集いたしましたが、当初は、ゴール

デンウイークを挟んで、たった９日間の募集期

間でございました。私は５月６日に気づいて、

慌ててこの募集期間の延長を総合政策課にお願

いして、９日間から21日間に伸ばしていただい

たんですけれども、４年に一度しか策定しない

総合計画に関する意見募集なのに、ゴールデン

ウイークを挟んだ９日間、平日はたった３日間

しかないというのは、河野知事の「対話と協

働」という基本姿勢に真っ向から反するもので

はないかと、私自身、県議に就任した直後に感

じてしまいました。さらに、５月19日に開かれ

たアクションプランの最後の審議会でございま

すけれども、私、ぜひ一般傍聴で参加したいと

思っていたんですが、これは一般傍聴可能なん

ですけれども、審議会の日程が公表されたの

が、たった３日前の５月16日でした。５月19日

開催の審議会が16日に予定が公になったという

ことで、私も傍聴したいと思っていたのに、気

づいたら終わっておりました。この１年間、鳥

インフルエンザとか口蹄疫とかいろんな仕事

で、とても平常業務ができなかったという事情

はわかりますけれども、何しろ４年に一度の総

合計画でしたので、少しばかり、県民の方々に

県政へ参加していただこうという姿勢が欠けて

いたように思われますが、この点に関してはい

かがでしょうか。また、こうした審議会のよう

な県民の一般傍聴可能なものに関しては、ホー

ムページ上で、もうちょっとわかりやすく広報

していただけないか、より工夫していただけな

いか。私も秘書広報課に教えていただくまでは

探し切れませんでした。その点、いかがでしょ

うか。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 議員の御指

摘、我々もそのとおりだというふうに思ってお

ります。県の計画策定に関するパブリックコメ

ントの手続については、県のパブリックコメン

ト手続実施要綱というのがあります。また、審

議会等の開催に関する広報につきましては、附

属機関等の会議の公開に関する指針により、事

務手続の標準的な取り扱いが定められているわ

けでございます。今回のアクションプランにつ

いては、策定作業に着手後、取りまとめるまで

の期間が非常に短かった─御指摘のとおりで

ございまして、我々としましても、事務手続が
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おくれた面があると強く認識しております。な

お、今回のパブリックコメントについては、先

ほど議員からもありましたけれども、議員の御

指摘等も踏まえ、当初の受付期間を途中で10日

間延長したわけでございます。そのこともあり

まして、120件の多くの貴重な御意見をいただき

ました。そういう意味で、この期間延長という

のは、我々としても非常によかったと思ってお

ります。今後、県の計画策定に当たりまして

は、少しでも多くの県民の皆様にパブリックコ

メントや審議会の情報を知っていただける、こ

れが大切でございます。情報提供の時期やホー

ムページ等でのわかりやすい広報の工夫など、

改善に努めてまいりたいと考えております。以

上でございます。

○清山知憲議員 誠意ある答弁、本当にありが

とうございました。ちょっと意地悪かもしれま

せんが、審議会の広報についてですけれども、

「事務手続の標準的な取り扱いが定められてお

ります」では、ちょっと答弁になっていないよ

うに思われます。今回、３日間しか告知期間が

なかったことも、その標準的な取り扱いの範囲

内だったということでしょうか。いかがでしょ

うか。

○県民政策部長（渡邊亮一君） この審議会の

告知につきましては、当該開催日の１週間前ま

でに記者発表を行う、あるいは県庁のホームペ

ージに掲載する、これが標準的な内容になって

おりますが、我々としても、そういう標準はあ

りますけれども、それに沿って、あるいはそれ

以上の事前の準備をちゃんとやって告知すべき

だというふうに考えております。

○清山知憲議員 ありがとうございます。ぜひ

そうした取り扱いをできる限り守っていただき

たいと思います。今後とも、アナウンス期間や

広報手段を工夫していただければと思います。

ちなみに、県の広報に関してですが、私、最近

気づいたんですけれども、宮崎県秘書広報課の

ツイッターアカウントは余りに周知が図られて

おりません。フォロワーがたった300人ちょっと

で、河野知事の10分の１程度しかございませ

ん。河野知事もみずから、ツイッターやブロ

グ、フェイスブック等を用いて宮崎県の広報に

努められておりますので、ぜひ、秘書広報課の

担当の方に関しましては、画期的な活用やフォ

ロワー拡大に努めていただくようにお願い申し

上げます。今回の大震災におきましても、ライ

フラインが途絶した中で、スマートフォン上の

情報拡散が見られました。これだけに頼るのは

いけないと思いますが、さまざまな広報手段を

あわせ持つことはリスクの分散になると思いま

すので、御検討をよろしくお願い申し上げま

す。

引き続きまして、知事に質問を申し上げま

す。医療行政についてでございます。

周知のとおり、宮崎県の抱える恒久的な最重

要課題の一つに医師不足問題がございます。若

手医師、研修医の数というのは、全国でも宮崎

県は最下位の状況が続いておりまして、これは

本当に異常事態だと思います。私は、決して毎

年のこの状況になれてはいけないし、これはボ

ディーブローのように５年後、10年後─もう

既に来ておりますけれども─医療体制を弱く

していくのではないかと考えております。率直

に申し上げれば、宮崎県の場合、これらの対策

に非常に出おくれてきたのではないかと考えて

おります。毎年行われている行事でございます

けれども、ことしの夏にも2,000人程度の医学生

が集まって、各都道府県の研修病院のＰＲが繰

り広げられる全国最大規模の研修病院説明会



- 169 -

平成23年６月20日(月)

が、東京国際フォーラムで開催されます。一度

でいいので河野知事にこの現場にお越しいただ

いて、全国の都道府県の活発な取り組み、非常

に苛烈な若手医師の獲得競争の現場について、

その目でごらんいただきたいと思います。ま

た、対話と協働を重んじる河野知事には、ぜひ

医学生や看護学生、また研修医の前に姿をあら

わして、地域医療の現場を説明し、宮崎県の発

展のための協力をお願いしていただきたいと思

います。知事も政治家になられて、言葉が武器

でございます。県の象徴たる知事が彼らの前に

姿を見せて熱弁を振るうことで、彼らの意識も

非常に変わるところもございます。私が知る限

りでも、香川県や和歌山県、青森県、新潟県

等、他県の知事はそうした取り組みをされてお

りますので、よろしくお願いしたいと思います

が、いかがお考えでしょうか。

○知事（河野俊嗣君） 対話と協働の県政を進

めてまいりたい、その基本姿勢で取り組んでお

りまして、この医療体制の充実など、本県に

とって大変重要な課題につきましても、今、御

指摘にありましたように、実際に医療に従事し

ている医師の方、また医学生の方、看護学生の

方など、多くの皆様との対話をしながら、現場

の実態を踏まえてさまざまな対策を講じていく

ことは、大変重要な課題であり、重要な御指摘

であると考えております。今、御指摘のありま

したように、今年度から、県外で実施します臨

床研修病院説明会など、いろいろな機会を通じ

て、医療現場の現状把握や関係者との意見交換

に努めてまいりたいと考えております。また、

これまでも、例えば医師会が実施します研修医

を激励する懇談会などに、前知事も参りまし

て、私も代理で副知事の立場で参加したことが

ございます。機会をとらえて、さまざまな場面

で訴えを続けてまいりたいと考えております。

○清山知憲議員 非常に前向きな答弁をありが

とうございます。

引き続いて、知事に質問いたします。県内の

医療者の話を聞きましても、とにかく医療関係

の県の担当者はくるくるかわるし、医療につい

てようやく理解が深まったと思ったら、今度は

新しい人と交代してしまうと。私も本当に同感

なのでございますが、さらに、医師確保の問題

となりますと、医局との関係も出てきます。県

職員の方々にとっては、本当にわけのわからな

い医局を相手とするのは、非常に慎重な姿勢を

とらざるを得ず、自然と消極的な医療行政を

行っているのが現状ではないかというのが私の

率直な印象でございます。どうして我が県で

は、健康増進課以外に行政医師の方が技術職と

して広く活躍されていないのか、不思議でなら

なかったんですが、今回、議会事務局の協力も

得て、全国の都道府県の体制を調べてみました

ところ、東京、大阪、東北４県を除いたところ

では、行政医師が病院局や地域医療政策担当部

署に、例えば福祉保健部長でも病院局長でもそ

の下の課長でも、そうしたところにいない県

は、宮崎県を含んでたった４県しかございませ

ん。残りの41県は、すべてそうした技術職の方

がついておられます。やはりかつて臨床現場に

身を置いたことがあり、また医師としてもキャ

リアを積んできた方、また保健行政でもいいで

すけれども、そうした方々は、地域医療政策や

県立病院の医師確保、経営・運営の面でも、そ

の力を発揮してくださるものと私は期待してお

ります。宮崎県として、現場に即した医療政策

を強力に推進していくために、併任ではなくて

専任の行政医師に、病院局や医療薬務課、でき

れば双方で活躍していただくお考えはないで
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しょうか。よろしくお願いします。

○知事（河野俊嗣君） 医師確保を初めとする

地域医療対策の立案・実施に当たりましては、

御指摘のように、現場なり実態を熟知した医師

等の意見を踏まえることが大変重要だと考えて

おります。専任でという話がございましたが、

まず県では、今年度から、県立宮崎病院及び健

康増進課に所属する医師を医療薬務課に併任し

まして、医師招聘事業等に取り組む体制を整え

たところであります。今回、補正でお願いして

おります「宮崎県地域医療支援機構（仮称）設

置事業」におきましては、この併任医師と宮崎

大学医学部の専任医師が連携して、医師不足病

院への医師配置やキャリア形成支援などを行う

仕組みをつくることとしておるわけでありま

す。その併任をかけたということで一歩前進し

たわけでございますが、専任でということにつ

きましては、今年度の成果等を十分勘案し、ま

た他県の実績等も十分参考にしながら研究して

まいりたいと考えております。

○清山知憲議員 前向きな御答弁ですが、最

後、「研究」というふうに聞こえましたけれど

も、これは「検討」の間違いではないでしょう

か。やはり県は大学のような研究機関では決し

てないので、研究の後には、その研究結果を踏

まえて検討の段階に入ると思いますけれども、

そのあたりについてはいかがでしょうか。

○知事（河野俊嗣君） 早速、鋭い議会用語の

チェックをいただきまして、ありがとうござい

ます。いずれにせよ、研究も含めて、前向きに

どういう体制がいいのかというのは、今年度の

併任という実績を踏まえて、しっかりと検討し

てまいりたい考えております。

○清山知憲議員 ぜひ、ことしの取り組みの成

果を踏まえてと言わず、スピード感を持って、

本当に並行して検討していただきたい。既にこ

の問題については、先ほど他県の状況も紹介し

たとおり、宮崎県は大変出おくれていると感じ

ております。何とぞよろしくお願い申し上げま

す。

続きまして、病院局長にお尋ね申し上げま

す。若手医師数が全国最低レベルにあるという

宮崎県の地域医療基盤については、繰り返し申

し上げておりますけれども……。甲斐局長は医

療関係者の中でも大変人柄のよいことで評判

で、また大変困難な職務につかれているので、

大変御苦労されているだろうなと思いますけれ

ども、県民の皆様、現場の思いを受けとめる私

の立場としては、研修医確保に関して、その結

果に対する御認識をお伺いしたいと思います。

甲斐局長も、ことしで既にこの職務につかれて

４年目ということでございますが、どういう御

認識であられるでしょうか。

○病院局長（甲斐景早文君） 病院局におきま

しては、医師不足の中で、県民への良質な医療

の提供という使命を果たすために、医師の中で

もとりわけ正規医師の確保を最重要課題とし

て、病院長ともども医師招聘への取り組みを行

うとともに、その条件整備としての医師の待遇

や勤務環境の改善を進めてきたところでありま

す。一方で、臨床研修医の確保を図るため、研

修指導医をふやすとともに、研修医の処遇改善

などに取り組み、また、宮崎県臨床研修運営協

議会において、宮崎大学や県医師会などと連携

しながら、県全体での臨床研修医確保に取り組

んできたところでありますが、医学生に対する

ＰＲが十分でなかったことなどから、残念なが

ら、定員に満たない状況が続いてきたものと考

えております。このような状況を踏まえまし

て、県内外の医学生が魅力を感じるプログラム
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を提供するため、このたび、従来の各県立病院

個々の研修プログラムに加え、３県立病院を一

つの病院群として研修を行う新たな研修プログ

ラムをスタートさせるとともに、このプログラ

ムの魅力や県立病院の特色などを広く紹介して

いくため、東京など各地で行われる病院説明会

等に積極的に参加するなど、これまで以上に臨

床研修医確保に取り組んでいくこととしている

ところでございます。

○清山知憲議員 局長、今までの現状分析や取

り組みの内容についてではなくて、今までの結

果について、どのように受けとめておられるか

を質問申し上げました。お願いします。

○病院局長（甲斐景早文君） 御指摘のとおり

です。本県の場合は、正規の職員そのものが非

常に不足しているということもありまして、日

常の勤務そのものに疲弊を感じている医師も多

くございます。このようなことから、順番とし

て、まずは正規の職員の勤務環境の改善を行い

まして、その上で、その受け皿を十分整えなが

ら、臨床研修医の確保に取り組んでいきたいと

いうことがありました。それともう一つは、こ

れまで全県的な立場から、宮崎大学さん、それ

から医師会、こういったところと全体的な取り

組みをしてきたということで、このような今日

の状況に至っているのではないかと。そういう

ことで、十分な説明会といいますか、そういう

ＰＲが足りなかったんじゃないかというふうに

反省をしているところでございます。

○清山知憲議員 今の答弁をまとめますと、つ

まりは、私は研修医確保の結果についてお伺い

したんですけれども、正規医師の確保が最重要

課題とおっしゃいましたので、そっちのほうが

最優先ということで、研修医確保が二の次に置

かれているように思われます。

続いて、過去３年間の県立病院の研修医定員

と実際の就業者数の推移、それから２年間の研

修を終えられた医師が３年目にどれほど県内に

定着しておられるのか、データをお示しいただ

きたいと思います。

○病院局長（甲斐景早文君） 過去３年の臨床

研修医の定員と採用数でございますが、平成21

年度が定員13名に対し採用者数７名、22年度は

定員14名に対し採用者５名、23年度が定員14名

に対し採用者４名であります。また、研修修了

者の県内就業率でございますが、これまでに40

名が研修を修了しており、そのうち、修了翌年

度に県内で就業された方は24名でありまして、

率にして60％となっております。

○清山知憲議員 研修医の確保という点で

は、14分の４とか14分の５とか、大変厳しい数

字が続いております。しかし、３年目、それら

の研修を終えられた先生方がなおも６割県内に

残っているという事実を見ましても、研修医確

保がその後の県内の医師数、局長のおっしゃる

正規の医師の数を規定するのは事実でございま

す。先日の南日本新聞でも、鹿児島県内では、

研修を終えられた方々は８割が県内に残ってい

るというデータがございます。

そこで、先ほども行政医師の登用という点を

申し上げましたけれども、今の体制のまま、病

院のＰＲに出かけますとか粘り強くとおっ

しゃっても、私としてはなかなか納得できませ

ん。例えば、この本は「研修医をひきつける病

院づくり」という、市立堺病院の先生が書かれ

たものですけれども、この本でも列挙されてお

りますが、研修事業を強化して、多くの若手医

師を引きつける上でやるべきこと、やらなけれ

ばならないこと、可能なことは本当に山ほどご

ざいます。先ほど、局長も県外での病院のＰＲ
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とおっしゃいましたけれども、これは本当に初

歩中の初歩で、県議会の答弁で出てくるような

レベルのものではないと考えております。

私は昨年の１月、大学病院に勤めていたとき

に、医療薬務課の職員に「この病院、県外、東

京や大阪でのＰＲをやってくださいよ」とお願

いしましたが、そのときは「まず大学がやって

くださいよ」と非常に冷たいつれない対応をさ

れ、見送られてしまいました。結局、我々の医

局がＯＢの方々のお金、篤志を募って大阪に

行ってまいりまして、それから県知事、医療薬

務課、双方に報告書を出して、新聞記事にも取

り上げていただき、ようやく今回の動きにつな

がることになりました。

逆に聞きたいのは、どうして今まで、そうし

た初歩的な取り組みにだれも取り組もうとされ

なかったのか、そこに私は非常に強い疑問を抱

いております。もちろん研修事業を強化してい

く上では、業務量は一方的に増加してまいりま

すし、それぞれの病院の担当の先生方の業務も

ふえていくばかりでございます。非常に構造と

してはジレンマの状況にあるのかなと思います

が、病院局として、本当に見える形で組織的に

効果のある研修事業を強化していくためには、

例えば、最も多くの研修医枠を抱える県立宮崎

病院等に、研修事業を専任で責任を持って担当

していただける職員を置く─これは臨時でも

嘱託でもいいですけれども─そうした研修セ

ンターという組織を置かれてはいかがかと思い

ますが、いかがお考えでしょうか。

○病院局長（甲斐景早文君） 県立病院におけ

る臨床研修医の確保についてでございますけれ

ども、現在、３病院とも研修担当副院長が研修

全般を統括しておりますし、研修医や医学生か

らの相談・問い合わせの窓口を担っておりま

す。また、研修に関するさまざまな事務につい

ては、事務部の職員が担当業務の一部として

行っております。現在、来年度の臨床研修医確

保に向けＰＲ等に取り組んでいるところであり

ますが、病院現場の負担軽減と医学生から見た

魅力的な研修病院づくりを進めるという観点か

ら、御質問にありました専任スタッフの配置を

含め、今後、必要となる研修実施体制につきま

して、病院現場の意見を踏まえながら検討して

まいりたいと考えております。

○清山知憲議員 非常に前向きな答弁をありが

とうございます。やはりきょうの局長の答弁で

も感じましたが、病院局として研修医確保に余

り重点が置かれていないのではないか。正規医

師の確保とおっしゃいますけれども、ことしの

２月にも、病院局長は松田県議に対して、県立

病院は専門医の確保、医療薬務課は総合医の確

保というふうに、業務分担のことを言及されて

おりますけれども、決して専門医が必要だから

専門医を連れてくる、総合医が必要だから総合

医を連れてくるのではなくて、とにかく１年目

の新人医師をより多く確保して、その方々を育

てていく、その方々が専門医なり総合医なりに

育っていく、その土壌を用意するのが必要じゃ

ないかなと考えております。沖縄県はことし４

月から、125人の新人医師が就任しておりますけ

れども、宮崎県は29人でございます。来年から

県立病院の研修医定数は18人にふえると聞いて

おりますけれども、ぜひこの18人の枠をすべて

埋めることを政策目標として、県立病院には努

めていただきたいと考えております。これは意

見を申し述べておきます。

続いて、福祉保健部長にお伺いいたします。

宮崎県は県立看護大学を擁しておりまして、大

変充実した教育環境のもとで、看護分野におけ
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る人材育成を担っていただいております。しか

し一方で、課題としては、卒業後の県内への就

業率が大変低い状況と伺っております。県内の

県立看護大学、そして宮大の看護学科、医師会

立の看護師養成所、それぞれの県内就職率はど

うなっているのかをお伺いしたいと思います。

○福祉保健部長（土持正弘君） 本年、平成23

年３月、卒業いたしました学生の県内就職率で

ございますけれども、お尋ねの県立看護大学

が45.8％、宮崎大学医学部看護学科が45.2％、

医師会立の看護師等養成所─これは准看護師

等を含みますけれども─全体で86.7％という

ことになっております。

○清山知憲議員 ありがとうございます。非常

に今、医師会立の看護師養成所も県内就業率85

％ですか、高い状況でございますが、小林や延

岡など、この養成所は県内全域に存在してお

り、国や県の補助を受けながら運営しておりま

すが、業務の過酷さからやめていく学生もいた

り、経営も医師会からの繰り入れ、補助金等を

県内で総額5,000万程度投じておられると聞いて

おります。こうした県内就業率等の地域への実

績に基づいて、特に経営が厳しいところには、

県としても支援を強化できないかお伺いしたい

と思います。

○福祉保健部長（土持正弘君） 県内における

看護師等の養成・確保でございますけれども、

これは医師と同様、本県医療の充実において大

変重要な課題であるというふうに認識しており

ます。このため県では、県内14校の看護師等養

成所に対しまして助成を行っているところでご

ざいますけれども、そのうち、御質問の医師会

立の看護師等養成所９校に対し、運営や教員研

修に要する経費といたしまして、毎年度、１億

円強の助成を行っております。県の財政状況が

大変厳しい中ではありますけれども、卒業生の

就職状況や各養成所の経営状況等も踏まえなが

ら、引き続き、適切な支援を行ってまいりたい

というふうに考えております。

○清山知憲議員 ぜひ、就職状況と経営状況を

適切に踏まえた上で、今後、御検討いただけれ

ば幸いでございます。

続きまして、福祉保健部長にお伺いします。

東日本大震災を受け、私も被災地を視察してま

いりました。多くの議員が既に質問に盛り込ま

れている宮崎県の防災対策でございますけれど

も、私なりの視点で申し上げれば、宮崎県とし

ては、平成18年３月に策定している災害医療対

策マニュアルがございます。私が視察した宮城

県は、さすがに定期的に地震や津波に襲われて

いるだけあって、災害発生時の災害医療につい

ては、非常に現実的な構想とシステムを備えて

いたように思われます。今回の東北における教

訓などを踏まえますと、我が宮崎県の災害医療

対策マニュアルも、前回策定時から５年以上経

過しておりますが、全面的な改定が必要だろう

と思われます。この点に関して伺いたいと思い

ますが、例えば、電気などのライフラインが途

絶したときには、唯一、無線や衛星電話などが

通信手段でございます。県としては、防災無線

を配置しているところは幾つかございますけれ

ども、例えば、県内の防災拠点病院に関して言

うと、この防災無線が配備されていないところ

もございます。今後、このマニュアルをそうし

た視点から改定する予定はございますでしょう

か。あるとすれば、具体的にどういった予定を

検討されておりますでしょうか。

○福祉保健部長（土持正弘君） 「宮崎県災害

医療活動マニュアル」につきましては、お話が

ございましたとおり、平成17年度の策定から５
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年を経過しておりまして、現状に合っていない

部分がありますことや、今回の東日本大震災の

教訓を踏まえた体制のあり方の検討を行う必要

がありますことから、できるだけ早期の見直し

を行いたいと考えているところでございます。

その中で、特に、ただいまお話がございました

ように、被災情報の収集・伝達の方法、災害時

における医療チームの派遣体制及び指揮系統の

あり方等につきまして、今後、上位計画であり

ます県地域防災計画の改定スケジュールも踏ま

えながら、具体的な検討作業を進めてまいりた

いというふうに考えております。

○清山知憲議員 上位計画である地域防災計画

の策定を待たずに、並行して改定作業を進める

べきではないかと考えております。防災無線の

拡充や衛星電話による補完、そして厚生労働省

の持つ広域災害救急医療情報システムであるＥ

ＭＩＳ─全国都道府県では７つの広域自治

体、宮崎県も含みますけれども、参加しており

ませんが─こうしたところへの参加について

はどのようにお考えでしょうか。

○福祉保健部長（土持正弘君） マニュアルの

見直しにつきましては、議員がおっしゃったよ

うに、地域防災計画の策定が終わってからとい

うことではなくて、あくまで並行して速やかに

検討作業に入りたいと思っております。その

際、医師会、それから消防機関、災害拠点病院

等、災害医療関係者の意見も十分伺いながら、

検討作業に着手してまいりたいというふうに考

えております。また、災害時における情報・通

信手段の確保は極めて重要でございますので、

今後、お話がありましたようなさまざまな手段

について、幅広く検討してまいりたいというふ

うに考えております。

○清山知憲議員 私も、現地の診療支援を行っ

た上でこのマニュアルを拝見いたしました。５

年前、大変多くの方々が策定に関与しており、

大変よくできているとは思いますが、今や全く

使われていないというか、廃止されました「ひ

むか救急ネット」とか、もしくは災害発生時の

連絡手段は基本はファクシミリとするとか、こ

うしたものは、電気などのライフラインが途絶

したときに、全く非現実的なところだと思いま

すので、ぜひその点も踏まえて改定していただ

ければと考えております。

最後になりましたけれども、東日本大震災に

おいて命を落とされた方々、被災された方々に

対しましては、心より、お見舞いの心、哀悼の

意を表したいと思います。瓦れきさえも片づか

ないのに、被災地それぞれの医療・福祉体制の

復旧は全く先が見えません。私も現地に行きま

したが、国のリーダーシップは被災地では何一

つ感じることがございませんでした。それどこ

ろか、福島県では、私の友人が現在、放射線医

療の説明会等いろいろ入っておりますけれど

も、ＳＰＥＥＤＩの情報を隠されたまま避難を

指示され、余計な放射線被曝をしてしまった方

々もいらっしゃいます。このような国難のとき

に、国政が混迷をきわめていることは第二の災

害でございますし、私は今回の不信任案提出に

おいても、被災地の民意にかなうものでは決し

てないと考えております。

ここで申し上げたいのは、知事に対して、や

はり国がどうであれ、我々は地方として自立し

てやっていける地域、地方を目指さなければい

けないと痛感したということでございます。私

としては、宮崎県、我々宮崎県民は、昨年の口

蹄疫のときに受けた民主党政権の対応─当時

の山田農水大臣が前宮崎県知事を前にして、

座ったまま「そこに置いといて」と言って県の
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要望書を手に取ろうともしなかったあの国の態

度を、私は決して忘れることができません。国

と地方との関係というのも、まだまだ旧態依然

としたものがございまして、宮崎県が少しでも

自立していくためには、知事にはしっかりとし

たリーダーシップを発揮していただき、また国

に対しても言うべきことは言う、そうした頼も

しいリーダーシップを期待したいと考えており

ます。

本当に何もない平時、平和な日常であれば、

調整型の指導者を求めますし、一方、危機的な

局面では、みずから先頭に立って、県民が進む

べき道を指し示してくれるような強力な指導者

を我々は必要とします。今まさに地方、国とも

に危機的な局面で、宮崎県も口蹄疫、鳥インフ

ルエンザ、新燃岳、そして今回の東日本大震

災、ＴＰＰ等、本当にさまざまな問題を抱えて

おり、正念場を迎えております。河野知事や執

行部職員の方々には、強い覚悟と責任感を持っ

て、その職責を果たしていただきたいと思いま

すし、私自身も全力で取り組んでまいりたいと

考えております。以上で私の一般質問を終わら

せていただきます。ありがとうございました。

（拍手）

○外山三博議長 次は、西村賢議員。

○西村 賢議員〔登壇〕（拍手） 日向市選出

の新みやざき、西村賢でございます。この議場

も39名になりまして、少し寂しい感じもします

が、私もここに戻ってくることができました。

その喜びとまた責任感を持って、新たな４年

間、一生懸命に頑張ってまいります。まだまだ

若輩者でありますので、先輩また同僚議員各位

には、御指導賜りますようによろしくお願いい

たします。

私も２度、被災地に伺いました。１度目は、

支援ボランティアの方々と一緒に、被災地を物

資を持って回りました。２度目は、新みやざき

会派、そして日日新会派の図師議員とともに、

被災地を訪問いたしました。先日、河野知事も

話をされました「津波てんでんこ」という三陸

地方に独特に伝わる言葉を、私も行ってすぐに

聞きました。この地域には「津波てんでんこ」

という言葉があって、津波が来たら自分だけで

も逃げろ、もしくは助けられなかったとして

も、それはおまえが悪いんじゃない、そのよう

な意味を持っているそうです。やはり現地に

行って被災の状況を見ますと、本当に絶望の中

で一生懸命に頑張っている方、前に前に突き進

もうとしていらっしゃる東北の方々には、逆に

勇気をもらいました。私もこの宮崎県から少し

でも行動して、何かできないか、力になれない

かと思って、今もこの場に立っております。こ

の宮崎県も日本です。そして、宮崎県もこれか

ら東北の方々にいただいた御恩を返していかな

ければなりません。私も日本人の一人として、

これからの日本の復興に頑張ってまいりたいと

思います。これから質問を始めさせていただき

ますが、まず、今回被災された多くの被災者の

方に哀悼の意を表したいと思います。

それでは、質問に移ります。一生懸命に調査

をしてまいりましたので、執行部の皆様方の明

快な答弁をよろしくお願いいたします。まず、

宮崎県総合計画アクションプランについて質問

いたします。

河野知事のもと、宮崎県総合計画が作成され

ました。何といっても、本県にとっては口蹄疫

からの復興、そして今回の被災から多くの県民

が不安に思っている防災の問題、この問題をど

うしていくのか、ある意味、この設計図とも言

えるアクションプランは大きな意味を持ち、ま
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た、その具現化こそが、この宮崎県を将来発展

させていく上でも重要だと思います。この中

で、画期的な取り組みでありますが、「県民の

主な役割」というものが今回明確に記されてお

ります。国民には義務と権利があります。しか

し、最近は、義務を怠り、権利ばかりを主張す

る国民も少なくありません。一部の権利だけを

誇張して報道するマスコミにも問題があるかも

しれませんが、最近では、クレーマー、またモ

ンスターといった呼び名で呼ばれております。

まじめに生活している県民にとっては、非常に

迷惑な話でもあります。まさしく今回の「県民

の主な役割」の中身は、至極当然なことが書か

れているわけですが、県民への義務として果た

していくためには、どのように県民に周知さ

せ、また協力していただくのか、知事にお尋ね

をいたします。

以下、質問者席より質問を続けさせていただ

きます。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

「県民の主な役割」の普及についてでありま

す。今後ますます複雑・多様化する行政需要に

対応しながら、地域活力を維持し、持続可能な

地域社会を実現していくためには、県だけでは

なく、県民の皆様を初め、民間との連携・協働

を深めていくことが大変重要であると考えてお

ります。このため、今回提案いたしております

アクションプランにおきましては、基本姿勢の

最初に「対話と協働による県民総力戦の推進」

を掲げるとともに、重点施策の各プログラムの

中には、県がこれから実施する取り組み内容だ

けではなく、県民の皆様に期待する取り組みの

例を、今、御質問のありましたように、「県民

の主な役割」として具体的に盛り込んだところ

であります。これまでも県民総力戦に取り組ん

でまいりました。県民の皆様から寄せられる声

としては、「県民総力戦に参加したいんだけ

ど、何をしたらいいのかよくわからない」とい

う声もあったわけでございます。今、議員は、

権利と義務というような話で、義務という表現

を使われたわけでございますが、義務というよ

りは、県民総力戦で、皆さんそれぞれ県民一人

一人ができることをやってみましょうよと、そ

ういう呼びかけの思いで「県民の主な役割」を

整理したところであります。このことを県民の

皆様が理解し、実践していただくことが何より

も重要でありますので、ホームページや広報紙

での周知に加え、県内各地での県民座談会であ

りますとか出前講座の実施など、さまざまな機

会をとらえた普及啓発に努めるとともに、各企

業や団体などの協力も得ながら、積極的な推進

に取り組んでまいりたいと考えております。以

上であります。〔降壇〕

○西村 賢議員 今、知事のお言葉をいただき

ました。これは義務という押しつけではなく

て、自発的に県民総力戦として頑張っていくた

めの指針というか、目標のようなものだという

説明でありました。そこまで自発的に考えてい

ただく県民の方にとっては非常にありがたいも

のだと思いますが、私はもう一つ、やはり無関

心層といいますか、その方々にもメッセージ

を、どんどん知事のカラーを伝えていただきた

いと思います。今、答弁にありました広報紙と

か座談会でありますとか、そういうものに参加

される方は、その時点で重々わかっているんで

すよ。わかっているんですけれども、それに来

ない方、広報紙も見ない方、そういう方々にど

のようにメッセージを伝えていくのか、もし知

事にお考えがあればお聞きしたいと思います。
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○知事（河野俊嗣君） それは大変重要な指摘

であります。さまざまな施策を行うに当たっ

て、今言われましたように、多少なりとも、ホ

ームページにアクセスするなり、いろんな座談

会に来ていただく方は、いろんな関心を持って

いただいている方だと思います。それ以外の方

に、どういうふうに思いを届けるかということ

であります。これからも、さまざまな情報媒体

─先ほどツイッターとかブログというような

御指摘もありましたが─いろんな新しいそう

いう手法も取り組んでまいりたいというふうに

考えておりますし、ぜひ県議会の皆様にも、そ

れぞれの地域における話題喚起なり情報提供に

御協力をいただければと思っております。これ

からも、さまざまな市町村、それから関係団体

と連携して、県民総力戦に向けた取り組みとい

うのを進めてまいりたいと考えております。

○西村 賢議員 ありがとうございます。一つ

これは提案といいますか、せっかくこういうも

のをつくったのでありますから、一番興味がな

い人でも無理やり目に耳にするものとして、震

災直後にＡＣのコマーシャルを嫌でも見まし

た。すべてが金子みすゞさんの詩でありますと

か、非常に多くの方が同じものを見たわけです

が、あのように、期間を限定してでも目に入れ

る、耳に入れるということを、県のほうも頑

張ってみてはいかがかと思います。これも予算

がかかることですので、即答は難しいと思いま

すが、もし御意見があれば、知事。

○知事（河野俊嗣君） いろんな機会を通じ

て、目に触れる、耳に届くといいますか、工夫

を凝らしてまいりたいと、一つの御意見として

承ります。

○西村 賢議員 これは非常に斬新なアイデア

だと思います。先日も中村議員の質問の中に、

知事はもうちょっとアピールしたらどうかとい

う別の話題で議論がありましたけれども、ぜひ

アピールに努めていただきたいと思います。

次に、東日本大震災の本県への影響について

伺いたいと思います。

私も被災地を目の当たりにしました。実際に

見る、感じることは、重要であると思いまし

た。ほかの訪問された議員の方々もそのように

思ったことだと思いますが、今度の東日本の被

災地に河野知事はみずから行かれたのかお伺い

します。

○知事（河野俊嗣君） 参りたい気持ちは重々

でございますが、まだ行っておりません。県議

会が終わりましたら、機会をとらえて現地に運

んでまいりたいと考えております。

○西村 賢議員 せっかく宮崎県も「みやざき

感謝プロジェクト」、また復興基金をまずはつ

くって、それを今度、実現に移していくわけで

すから、ぜひとも、実現に移す前に、知事もみ

ずから行っていただきたいと思います。実際、

荒廃した町の中でいろんな方の意見を聞くと、

本当にメディアを通して見たものとは違った目

線で見えますので、ぜひよろしくお願いしたい

と思います。

次に、被災地の企業移転について、商工観光

労働部長にお伺いをいたしますが、今回の東日

本の震災を受けまして、企業によっては、西日

本に企業の移転や工場の移転を行う動きがある

ように報道されております。広島県は既に、東

日本大震災で生産拠点が被災した企業、またリ

スク分散を目的に広島に移転する企業には、賃

貸オフィスを１年間、無償で提供する、このよ

うな記事を見ました。本県にはそのような準備

はないのかお伺いをいたします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） お話にあ
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りましたように、今回の大震災の被災、あるい

は電力不足への懸念から、企業の中には、工場

移転等を検討する動きが出てきております。こ

のため県では、東日本復興を支援することなど

を目的に、４月に被災企業等に対するワンス

トップ相談窓口を設置するとともに、企業立地

促進貸付の要件を緩和したところであります。

また、お話がございましたが、貸しオフィスに

つきましても、みやざき新ビジネス応援プラザ

などの施設があり、被災企業等から具体的な御

要望があれば、受け入れ等について検討するこ

ととしております。今後とも、移転等の企業の

動向に対しましては、県外事務所等を通じてい

ち早く情報収集するとともに、本県の工業団地

や空き工場の情報をＰＲするなど、迅速かつ的

確に対応してまいりたいと考えております。

○西村 賢議員 済みません、通告していない

んですが、その相談というのは、今、件数とか

どのぐらい来ているとかいうのはわかります

か。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） ワンス

トップ相談窓口は、県内で震災の影響を受けた

企業も対象にしておりまして、そちらのほうで

の御相談というのは２件あったというふうに聞

いております。それから、企業立地を担当する

課のほうに、この窓口とは別に、県外事務所等

を通じまして４件ほど、例えば東北地方で被災

し、設備を県内に移せないかとか、あるいは被

災地ではないんですが、やはり節電等の懸念か

ら、宮崎県内へ、同じように設備ですけれど

も、移設が検討できないかということで、これ

は情報サービス業関係ですが、こういったもの

が数件来ているという報告は受けております。

○西村 賢議員 ぜひとも迅速かつ的確に行動

していただくようにお願いいたします。

次に、総務部長にお伺いをいたします。他県

との災害対策協議についてお伺いしますが、今

回被災した地域は、非常に広範囲に及んでお

り、広域的に麻痺することがわかりました。宮

崎県の場合は、九州・山口災害時応援協定とい

うものがあるそうですが、現在、その協定はど

のようになっておりますでしょうか。

○総務部長（稲用博美君） 今おっしゃいまし

た「九州・山口９県災害時相互応援協定」であ

りますけれども、九州・山口地域において災害

が発生した場合に、被災県からの要請に応じま

して、隣接県等から食料、飲料等の物資の提

供、避難施設の提供、それから緊急輸送手段の

確保、医療支援などについて、相互に協力する

体制を構築しているところであります。

○西村 賢議員 ありがとうございます。

次に、節電対策について伺おうと思いました

が、既に横田議員の質問がありましたので、割

愛いたします。ただ、この宮崎県は、非常に夏

場が暑くて期間も長いものですから、熱中症対

策もあわせてお願いしたいと思います。

また、これも横田議員の質問に一部ありまし

たが、きょうお配りしておる資料があります。

これは海抜表示の質問に関してなんですけれど

も、絵がありますね。３点、図がありますが、

これは国際機関の認証によって、どの国の人が

どの地域でこのマークを見てもわかる、いざと

いうとき、津波のときはここに逃げろという統

一的な標識となっております。宮崎県も地域に

よっては、今、日向市、門川町を初め、いろん

な地域で市が予算を計上して、何メートルの高

さに設置しようか、もしくは九電さんの電柱を

借りようかというような協議がなされておるよ

うですが、これは早くやらないと、地域によっ

てばらばらのものができてしまう可能性もあり



- 179 -

平成23年６月20日(月)

ます。この辺に対しましても、既に横田議員の

質問にありましたので質問は控えますが、被害

の大きさというのが、私が調べましたら、リア

ス式のような幅が狭まってくる、それだけじゃ

なくて、遠浅の海岸のほうが、より大きな被災

であることが今回改めてわかりました。同じ海

面からの高さであっても、非常に波の大きさ、

強さというものが異なることがわかりました。

特に、地上の地形はだれでもわかります。た

だ、海面下の地形となるとわかりませんので、

そのあたりも踏まえた津波対策をよろしくお願

いしたいと思います。これは質問は割愛させて

いただきます。

次に、県土整備部長にお伺いをいたします。

防災の観点からの土地利用について幾つか伺い

ますが、三陸地方には、この石碑の下には家を

建てるな、もしくはここまで津波がやってきた

というような記念碑が200カ所以上あるというの

を新聞で見ました。先人たちが津波の脅威を教

訓として残してきたものでしょうが、その子孫

にとっては、避難や家を建てる目安になったも

のであります。しかし、時の流れで次第に脅威

が薄れていくことも、人間の悲しいところであ

ります。６月12日、宮日新聞に、釜石市の

唐 丹 町というところの記事がありました。昭
とうにちよう

和三陸地震で被災して高台に移転していた住居

が、78年後には低地に戻り、被災したというも

のでありました。防潮堤などの建設による安心

感によって、住民も低地に移った方も多いと聞

きます。実は、日向市の細島にも、この石の上

まで津波が来たというのがありまして、住民の

方から聞いて、実際、見に行ってまいりまし

た。特にそこは石碑はなかったんですけれど

も、その地域の高齢者は、ここが目安だという

ことを口々に言っておられました。腰ぐらいの

高さでしょうか、海面からは３メートルぐらい

はあると思います。しかし、80歳の方が案内し

てくれたんですが、その80歳の方も「実際に自

分は見たことはない」と言っているんです。恐

らくこれは90年前とか100年前のことだとは思い

ますが、こういうことを教訓に、やはり被害を

出さない災害に強いまちづくりをどのように

─沿岸部とか河川域、また中山間地において

は急傾斜地などに、今後被害に遭うとわかって

いるのに家屋等を建ててしまう。そういうこと

を避けるためにも、例えば、家屋等が建てられ

ないように規制することや、また建物の構造に

制限を設けたりするべきだと私は思いますが、

県土整備部長、いかがでしょうか。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 確かに傾聴に

値する御意見だと思います。建築基準法により

まして、地方公共団体は、条例で、津波、高

潮、出水等による危険の著しい区域を、災害危

険区域として指定できることとなっておりまし

て、例えば県内で河川事業で宅地のかさ上げ等

を行った箇所などで災害危険区域を指定した事

例がございます。また、指定した場合には、区

域内での建築を禁止したり、建築物の構造、地

盤のかさ上げ等、災害防止上、有効な措置を求

めることとなっております。なお、災害危険区

域の指定に当たっては、地域防災計画やハザー

ドマップ等との整合を図る必要があることか

ら、地域事情に精通した市町村が指定すること

が望ましいと考えております。

○西村 賢議員 指定ができるということです

が、当然これは市町村であるいわゆる身近な自

治体が指定していくのが望ましいということで

ありました。しかし、宮崎県民がこの津波の脅

威を心に刻むというのは、数年のことだと思い

ます。だからこそ、今のうちに大胆な土地利用
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計画の変更等々を行わなければならないと思い

ます。今、ハザードマップ等の見直し、もしく

は災害が起こりやすい地域について再考してい

るところであると思いますけれども、突き詰め

れば、この計画が行政ができる最大の防災対策

だと私は思います。今回の震災を踏まえて、防

災の観点から土地利用の見直しを行うべきでは

ないかと思いますが、県民政策部長、いかがで

しょうか。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 土地の利用の

あり方につきましては、国土利用計画法に基づ

く、国、県、市町村の国土利用計画がありま

す。県の計画におきましても、防災、減災の考

え方を踏まえた土地の利用を図ることとしてい

るところでございます。今回の震災を機に、今

後、土地の利用区分を大きく変更するような場

合には、さまざまな私権間の調整が必要であ

り、住民の合意形成が前提となるわけでござい

ます。このため、住民に最も身近な市町村の国

土利用計画の変更等の手続を行う中で、そのよ

うな合意形成を図ることが妥当ではないかと考

えております。県といたしましても、国の法律

制定の動きや、あるいは今後予定している県の

地域防災計画の見直し等を踏まえながら、必要

に応じて市町村の国土利用計画の変更等に対し

適切に助言を行い、安全・安心な県土利用につ

ながるように努めてまいりたいと考えておりま

す。

○西村 賢議員 これも市町村がメーンでやら

なくてはならないことだと思います。例えば急

傾斜地の災害対策をしてくれと言っても、５軒

以上が被災に遭う状況にないと対策が打てない

という、法マニュアルというものを優先してい

るところがあります。それはどうしても仕方が

ないことであるかもしれませんけれども、今後

はぜひとも、しゃくし定規にならずに対応して

いただきたいと要望申し上げます。

次に、細島工業団地にある旧旭化成のウラン

濃縮研究所に保管されている廃棄物についてお

伺いをいたします。この研究所は、既に平成11

年には研究を終了しておりますが、その研究機

関で使われていたウランの低レベル廃棄物がい

まだに保管されております。私も現地に行って

見てまいりました。企業もしっかりとした保管

・管理体制をとっておりますし、実際に放射能

測定装置もつけて回りましたけれども、その場

所には自然界と同じ程度、もしくはその保管庫

内に至ってもやや高いレベルで、人体に影響が

ある程度まではいかないというような説明を受

けました。この保管されているウラン廃棄物自

体も、核分裂などの危険性はないとの説明を受

けました。しかし、今、福島原発の問題もあ

り、地域住民の不安も非常に大きなものがあり

ます。なぜに研究機関終了から10年以上がた

ち、保管されていなければならないのか。国と

しても、ごく低レベルの汚染廃棄物について

は、平成20年の法律改正で、埋却処分計画が10

年から15年後に始まるというものを打ち出して

おりますが、低レベルのものに対しては、まだ

処分方法もわかっておりません。移動できない

以上、保管場所がとりあえず被災しないように

しなければなりませんが、特段の配慮を行う必

要があるのか。また、低レベル廃棄物に対して

も、廃棄方法の確立を急がねばなりませんが、

今後の処分がどのように行われるのかを伺いま

す。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 旧ウラン

濃縮研究所は、今お話がございましたように、

平成11年に研究を終了しており、現在は研究に

より生じた低レベルの放射性廃棄物を保管・管
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理しております。その防災対策につきまして

は、旭化成におきまして、国の安全対策に関す

る指針等を踏まえ、震度６弱程度の地震及び高

さ４メートルを超える津波を想定した施設の整

備や、廃棄物を入れたドラム缶の転倒防止対策

を講じるとともに、定期的に周辺環境調査を行

い、放射線量等を測定・確認するなど、県、地

元自治体及び旭化成による協定書に基づいた管

理体制をとっております。今回の東日本大震災

を受け、県では、３月に開催いたしました宮崎

県ウラン対策専門委員連絡会及び４月の現地調

査において、旭化成に対し、必要な対策と情報

の公開を要請したところであります。旭化成に

おかれましても、地域住民等に対する現地での

説明会を４月から、私どもが訪問した調査を除

き３回開催するとともに、今回の大震災を受け

た国の指針等の見直しの動きに先行して、大規

模な地震や津波を想定したシミュレーションの

検討を開始し、特に津波を想定したドラム缶の

散逸防止の一層の補強工事を実施する予定と

伺っております。また、全国各地の研究施設等

から発生する低レベルの放射性廃棄物の処分に

ついては、お話にありましたように、法律が平

成20年に改正され、独立行政法人日本原子力研

究開発機構が一元的に埋設処分を行うこととさ

れておりまして、現在、機構において、浅い地

中に埋設可能なものを対象に、埋設処分地の選

定や施設設計等の検討が進められていると伺っ

ているところでございます。

○西村 賢議員 今、細島港は、重点港湾に指

定されまして、宮崎県の海の玄関口として、ま

た新たに生まれ変わろうとしております。今後

の発展が期待できるこの工業地帯を、将来有効

活用していくためにも、このことが足かせにな

らないか、本当に心配をしておるわけです。い

ち早く処分を終わっていただきたいと思います

が、河野知事、この件に関しまして御意見があ

ればお伺いしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 御指摘にありましたよ

うに、細島港の整備を進めており、この細島工

業地域の有効活用は、本県の経済活性化にとっ

て、非常に重要な課題であります。そのために

も、現在、先ほど部長が答弁しましたように、

独立行政法人が一元的に処分を行うこととされ

ておるわけでございますが、県民の安全・安心

を守る、その不安にこたえるためにも、できる

だけ早く安全に処分がなされることが必要であ

るというふうに考えておりますので、原子力行

政に責任を持つ国などに対し、早期かつ安全な

処分について要望してまいりたいと考えており

ます。当面の対応といたしましては、今、答弁

もありましたように、補強工事などを行ってい

ると、また、保管されている廃棄物から出る放

射線の影響というものは、自然界から出される

ものと大差ないものというふうに伺っておると

ころでございますが、さらなる大規模地震や津

波対策を検討していただきますとともに、その

ような国に対する働きかけをあわせて行ってま

いりたいと考えております。

○西村 賢議員 今、あたかも、あと10年、15

年後ぐらいから処分が始まるという話のように

聞こえましたけれども、実際はごく低レベルの

ものに関して、10年から15年後には、埋却地を

今から見つけて、そこに埋却しましょうとい

う、本当にまだ先がどうなるかわからない。ま

して低レベルのほうに関しては、全く今のとこ

ろ道筋も立てられていないわけですよ。これが

全国に、いろんなところにあるとは思いますけ

れども、これは知事、非常に力強く国に訴えて

いただきたい問題の一つだと思います。特に、
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細島の問題だけではなくて、実際に原発の問題

しかりですけれども、国の安全神話というもの

が今非常に、国民から見たら信用が持たれるも

のではありません。特に、核燃料でも何でも、

使い終わった後の処分方法が何も決められてい

ない。こういう研究所施設の使ったものでさ

え、どうしていいか決められていない。これは

宮崎県も安全協定に企業誘致のときからかか

わっているわけですから、実際に、これを使い

終わったらどうしようもないということではな

くて、最後まで責任をとっていただきたいと思

います。よろしくお願いいたします。

次に移ります。沿岸部の高波・高潮対策につ

いて伺います。今回、専門家の意見を伺おう

と、宮崎大学の村上准教授を訪ねまして、意見

交換の中で防災対策のアドバイスをいただくと

ともに、高潮対策、高波対策に対して有効な防

波護岸工事、フレア工法というものを紹介いた

だきました。現在、大分県や広島県で導入され

ているようであります。これは波の力を押し返

すようなつくりになっておりまして─また議

員の皆様方には資料をお配りしたいと思います

が─この高潮対策について、例えば台風時に

よく通行どめとなります国道10号の門川尾末湾

付近、もしくは国道220号沿いなどで有効である

と思いますが、本県に導入検討はできないの

か、県土整備部長にお伺いをいたします。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 海岸に隣接す

る道路におきましては、波が通行車両や歩行者

にかかることを防止するために、波返しのつい

た護岸工法が採用されておりまして、県ではこ

れまでに、沿岸部の国道や県道の６路線の一部

で波返し護岸を整備しております。議員から

今、御提案のありましたフレア護岸工法につき

ましては、波を防ぐ性能が高く、護岸の高さを

低く抑えられる構造であると聞いておりますの

で、今後、県において波返し護岸を整備する場

合には、その効果や経済性等を総合的に判断し

た上で、比較工法の一つとして検討してまいり

たいと考えております。

○西村 賢議員 よろしくお願いいたします。

次に、県北・日向地域の課題について質問を

いたします。

まず、雇用情勢について伺います。議会登壇

のたびに伺っておりますが、先日、日向市のハ

ローワークを訪ねました。雨の日でしたけれど

も、20名以上がお仕事を探しておられました。

今回、４月に宮崎市から来られた森山所長さん

に話を伺いました。なぜに県北、なぜに日向市

の雇用情勢が好転しないのか。非常に長い期

間、悪い状態が続いておりますが、このことを

県はどのように分析しておりますか。これは商

工観光労働部長にお伺いします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 日向地区

の有効求人倍率が、他の地区と比較して確かに

低い状況がございまして、その低い理由につい

ては、ハローワークでも明確な理由はわからな

いということでしたので、県といたしまして

も、地区の求人求職の状況、事業所数、従業者

数、倒産件数の推移など、さまざまな面から分

析をしてみました。その結果、近年、日向地区

においては、県全体と比較して、サービス業や

建設業の新規求人数の減少幅がやや大きいとい

うことと、最近、新規求人数が大きく伸びてい

る医療・福祉の占める割合が比較的低いなどの

傾向はあるものの、これといった決め手となる

理由はございませんでした。なお、県といたし

ましては、ハローワークと連携して、県で設置

しております雇用推進員等による求人開拓に努

めるとともに、市町村と協力して雇用創出事業
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を実施するなど、今後とも、雇用対策にしっか

りと取り組んでまいりたいと考えております。

○西村 賢議員 私も同じ所長さんに伺ってい

ますから、同じ返事をいただきました。この回

答は同じだと思いますけれども、今回お尋ねし

た一つの理由に、私は以前、平成21年９月の代

表質問で、東国原知事にハローワークの地方移

譲に行動を起こすべきだと訴えました。就職の

かなめとなっているハローワークは、地域の実

情を把握している行政がやるべきではないか、

国から権限や財源を移譲するべきではないか

と、当時の東国原知事に訴えました。河野知事

も御存じだと思いますけれども、今回やはり県

の方がみずから地域の実情を調べていただきま

した。本当に広域的に、要因を見つけて対策を

講じることが県の役割だと思いますので、今後

ともどうぞよろしくお願いしたいと思います。

次に、小倉ヶ浜有料道路について伺います。

本日から、無料化実験が終わり、通常に戻りま

した。昨年12月に開通した日向―門川間も、無

料化実験効果も手伝い、交通量が非常に増加し

たと思います。その逆に、小倉ヶ浜有料道路の

交通量の変化はどのようであったのかをお伺い

いたします。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 小倉ヶ浜有料

道路の１日当たりの交通量についてでありま

す。昨年４月から11月までの８カ月間の平均

が、前年比で10％減の1,395台でありましたが、

無料化社会実験の対象路線となっておりました

東九州自動車道の門川―日向間が開通した昨

年12月から本年５月までの６カ月間の平均で

は、1,188台となっております。

○西村 賢議員 おととしから昨年が10％減、

そして無料化実験の影響で、さらにそこから15

％程度落ちたということでした。この小倉ヶ浜

有料道路の料金徴収期間が平成25年５月までと

なっております。これまで何度も質問をしてま

いりましたが、現在のペースで借金返済をして

いけば、たしか40年以上はかかるという試算で

あったと思います。平成25年となると、あと２

年を切りました。今後の国道10号の拡幅、もし

くは東九州自動車道の進捗を考えると、残念で

すが、有料道路としては重要な路線ではなく

なってきております。今後の活用のためには、

いち早く無料開放の方向性を示していただきた

いと思いますが、県土整備部長、御意見をお願

いします。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 小倉ヶ浜有料

道路については、議員のお話にありましたよう

に、平成25年５月９日までに借入金の返済を完

了して、無料化する計画となっております。し

かしながら、期日までには返済が完了せず、多

額の未償還金が残る見込みであることから、そ

の処理について、管理運営しております道路公

社とともに検討しているところであります。県

といたしましては、今後とも、関係機関との協

議を進め、未償還金の取り扱いを含めた料金徴

収期間満了後の方針につきまして、できるだけ

早い時期に方向性を出したいと考えておりま

す。

○西村 賢議員 ぜひ早目にお願いしたいと思

います。ここは財光寺もしくは日知屋、細島方

面にとって、これからのまちづくりを考える上

では重要な道路になると思いますので、ぜひと

も早い時期に方向性を出していただくようにお

願い申し上げます。このような有料道路は、つ

くるときはみんな万々歳でいいんですけれど

も、借金を後の世代に残していくというやり方

は、本当に悪い見本でもあります。そのイメー

ジからの脱却のためにも、有効活用できるよう
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によろしくお願いしたいと思います。

次に、日向市平岩、籾木・鵜毛地区の農道整

備の見通しについて伺います。この地区だけで

はなくて、農道整備というものは、県内さまざ

まなところで要望があるわけでありますが、こ

の地域だけを取り上げるのには理由がございま

す。１つは防災の観点から。国道10号の最も渋

滞区間となっております平岩区間は、海岸線と

並行であり、また傾斜地も並行して走ることか

ら、台風の際などはたびたび通行どめとなりま

す。その迂回路、避難路として、広域農道に抜

ける道でもありますが、台風の際、一時、通行

どめとなって、迂回した車でごった返す地域で

もあります。また、２つ目は、この地域は農業

後継者のために、住民が一致団結して、今、基

盤整備事業に取り組もうとしております。せっ

かくのこの機会に、基盤整備と並行して道路整

備もやっていただきたい。そして最後に、この

地域は旧日向市にあるために過疎認定など受け

られず、最も半端な地域となりました。この籾

木・鵜毛地区から小学校まで、12人の子供が通

学バスで通学しております。中学生になると自

転車で通学するんですが、非常に道幅が狭くて

危ない状況が続いております。この地域の道路

問題は、将来この子供たちが住んでいくために

も必要だと思いますが、農政水産部長の御見解

をお伺いいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 農道整備事業

は、農畜産物の効率的な輸送体系の確立や農作

業の効率化はもとより、農村地域の生活改善な

ど、農業・農村の持続的な発展を支援する重要

な事業であると認識しております。しかしなが

ら、国の公共事業予算の大幅な削減など厳しい

財政状況から、現在は、継続路線のみに重点化

して取り組んでいるところであり、新たな路線

の整備は行っていない状況にあります。したが

いまして、鵜毛・籾木地区を初めとする新たな

路線の整備については、継続路線の実施状況や

国の予算の動向、事業効果などを見据えなが

ら、関係市町村とも協議の上、検討してまいり

たいと考えております。

○西村 賢議員 今後も検討を進めていただい

て、採択になるにはどうしたらいいのか、そう

いうこともアドバイスをいただきたいと思いま

す。

次に、日向警察署についてお伺いいたしま

す。現日向警察署が日本で最も古い警察署であ

ると、４年前に私の初登壇の際に東国原知事に

訴えました。警察署は、まさに防犯・防災の拠

点でもあります。地震になったら真っ先に倒壊

してしまうとの私の訴えに、当時の東国原知事

がテレビ等でそれをネタに笑いをとりました。

日向警察署を訪問したら、署長や職員が壁を押

さえながら仕事をしておったと、そういうこと

をネタにしてきたわけですが、その後の知事の

英断で建てかえが決まりました。河野知事も御

存じのことだと思いますが、いよいよ着工に向

けて動きが始まりました。今、警察署がある日

向市本町地域は、区画整理事業にも入ってお

り、住民の中では跡地利用がどうなるのか関心

も高いこともありますので、そのことも含め、

警察署の移転の進捗状況、また跡地利用につい

て、警察本部長にお伺いいたします。

○警察本部長（鶴見雅男君） 日向警察署の庁

舎建設については、おかげをもちまして、昨年

度までに基本設計や実施設計を終了しておりま

す。本定例県議会提出の補正予算におきまし

て、庁舎建設に係る工事費等をお願いしている

ところであります。御承認をいただければ、入

札等の手続の後、９月末ごろに着工し、平成25
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年２月ごろの完成を目指して工事を進めてまい

りたいと考えております。なお、現庁舎につき

ましては、経年による老朽化が著しいというこ

ともあり、平成25年度中の取り壊しを予定して

おりますが、その跡地については、財政状況を

勘案しつつ、今後、警察内部での有効活用のみ

ならず、他部局や民間での利活用の意向も踏ま

え、しっかりとした検討をしてまいりたいと考

えております。

○西村 賢議員 次に、口蹄疫復興対策につい

て質問いたします。

まず、昨年７月の臨時議会で、口蹄疫復興宝

くじの導入を提案させていただきました。当時

の―今もですけれども―稲用総務部長の答

弁は、難しいという御見解でありましたけれど

も、執行部の皆様方のお力で実現できたこと、

とてもうれしく思います。宝くじの発売を楽し

みにしております。また、新みやざき会派とし

て、今月１日に、農林水産省の篠原副大臣、ま

た財務省の櫻井副大臣のもとを訪問し、口蹄疫

からの復興協力の要望、そして意見交換を行っ

てまいりました。復興への力強い助言もいただ

いてまいりました。そのことも踏まえまして質

問させていただきます。

まず、家伝法改正について伺います。これま

で本県は、畜産県として増頭拡大路線の繁栄の

陰に、防疫対策が不十分であったことは反省し

ていかなければなりません。国の家伝法の不備

もありましたが、それも11年前の口蹄疫発生時

にしっかりと改正をしていればよかったのにと

残念でなりません。今回はしっかりとその反省

が生かされたのか、農水省出身である副知事に

お伺いいたします。

○副知事（牧元幸司君） 昨年、本県は、口蹄

疫の発生というものを経験したわけでございま

す。そして、その後、県の検証委員会というの

もできまして、報告も受けたわけでございま

す。これらを踏まえまして、やはり家伝法につ

いては、いろいろ改正すべき点が多いのではな

いかということで、本県といたしましては、そ

の改正の提案・要望を行ってきたところでござ

います。国におきましても、本県も含めたいろ

いろな意見等も踏まえ検討が行われまして、

今、御指摘ございましたように、本年４月に家

伝法が改正され、公布されたところでございま

す。この改正家伝法には、幾つか重要なポイン

トがあるというふうに思っております。まず一

つには、予防的殺処分の規定が置かれまして、

その補償が行われるということが明記されたと

ころでございます。また、海外からの水際防疫

の強化も図られたという点もございます。さら

には、防疫指針につきまして、３年ごとに再検

討を行うということで、その際、都道府県の意

見を求めるということも明記されたわけでござ

います。また、口蹄疫などにつきましては、特

別手当金というものが交付され、通常の手当金

と合わせまして、評価額の全額─これは今ま

で全額でなかったことが問題になったわけでご

ざいますけれども─が支給されることになっ

たわけでございます。以上のような改正点を踏

まえますと、おおむね本県の要望に沿ったもの

であるというふうに考えておるところでござい

ます。

〔「当たり前の話じゃが」と呼ぶ者あり〕

○西村 賢議員 今、当たり前の話という声も

聞きましたが、家伝法改正が行われたことで、

今後、本当に安心して再開できることを望んで

いきたいと思います。

次に、復興工程表について質問いたします。

大きな目標である本県畜産の再興であります
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が、もとの状態にただ戻してはいけません。今

後は適正な家畜の管理が求められますが、西都

・児湯地域の経営再開に当たって、これまでの

密集地帯の解消にどう取り組むのか。また、工

程表では、経営再開の見通しを９割程度の導入

としていますが、密集地帯緩和とこの９割導入

の整合性をどう図っていくのか、農政水産部長

にお伺いいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 口蹄疫からの

再生・復興に当たりましては、昨年の経験を踏

まえ、防疫や環境に配慮した適正飼養密度等の

課題につきまして、関係団体や生産者の代表、

また大学関係者等と意見交換を行い、その効果

や具体的な取り組み方法等を検討することとし

ており、この検討結果に基づいて、適正な飼養

密度に係る取り組みを進めてまいりたいと考え

ております。このことにより、西都・児湯地域

においては、経営の基盤となる母牛、母豚が減

少することも想定されますが、一方で、生産性

の向上を図り、子牛、子豚を含めた総飼養頭数

としては９割程度を確保したいと考えておりま

す。

○西村 賢議員 母牛、母豚、１頭当たりから

たくさんの子供が生まれる、それが早目に出荷

されれば、総頭数は９割ぐらいになるんじゃな

いかと。これは非常に、できるのかなという疑

問もありますが、またこのことは経過を踏まえ

ながら判断していただきたいと思います。

最後の質問になりますが、観光復興に対して

お伺いをいたします。今回、明るい話題の一つ

に九州新幹線の開通があり、また、本県にとっ

ても少なからず恩恵があると伺いました。九州

新幹線の開通効果により回復が期待される観光

客の現状と今後の展望についてお伺いいたしま

す。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 本県の観

光は、昨年来の口蹄疫等の影響を受けまして、

十分に回復していない中で、３月に発生した大

震災の影響により、全国的に自粛ムード、観光

需要の低迷が広がり、さらに厳しい状況が続い

ております。一方、お話がありましたように、

ＪＲ九州では、全線開通いたしました九州新幹

線の利用が当初、大震災の影響で伸び悩んだも

のの、その後は実績を伸ばし、県内の宮崎駅、

都城駅等でも、前年を上回る利用実績を見せて

いると伺っております。県といたしましては、

主要な新幹線停車駅からの誘客対策として、南

九州３県が一体となったプロモーションの展開

や、「ぐるりんひむか号」の運行、レンタカー

プランの造成要請などの二次アクセス対策に取

り組みますとともに、旅行会社への旅行商品造

成支援などを行ってきたところであります。６

月からはＪＲ西日本等とタイアップしたキャン

ペーンを展開しておりまして、一昨日は、大阪

駅での「開業100日イベント」に本県も参加して

まいりました。さらに、10月から12月にかけま

しては、ＪＲグループを挙げてのＰＲと全国か

らの集中的な送客を行う「熊本・宮崎・鹿児島

デスティネーションキャンペーン」を実施いた

します。今後とも、このような各種の誘客対策

に切れ目なく取り組み、新幹線効果が県内全域

に波及するよう努めてまいりたいと考えており

ます。

○西村 賢議員 以上で終わります。ありがと

うございました。（拍手）

○外山三博議長 以上で午前の質問は終わりま

す。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時44分休憩
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午後１時０分開議

○十屋幸平副委員長 休憩前に引き続き会議を

開きます。

次は、太田清海議員。

○太田清海議員〔登壇〕（拍手） 質問をいた

します。

18世紀フランスの思想家ヴォルテールがある

言葉を残しています。「君の言うことには一切

同意できないが、君がそれを言う権利は死んで

も守ってみせる」、この言葉は、少数意見に対

してどう我々が対峙すべきかということを見事

にあらわしていると思います。これまでの人間

の歴史を振り返ってみると、真実は少数意見の

中にあることもあり、もっと言いかえるなら

ば、弾圧された少数意見が真実で、結果として

多数派になったりした事実を考えると、ヴォル

テールのこの言葉は、民主主義の多数決の誤謬

を補完するものとして示唆に富む意味を持って

いると思うのです。

さて、我が会派社民党もこれまで、少数意見

ながら、原子力発電所は地震列島であるこの日

本にはなじまない、そう脱原発を訴え続けてき

ました。核エネルギーは核廃棄物の最終処分も

確立されていない中、人間が制御できない火で

あり、核エネルギーに手をつけてはならないと

訴えてまいりました。一度原発をつくってしま

えば、半減期の長いもので何千年も人間は放射

能とつき合わなければなりません。半減期6,500

年の猛毒物質プルトニウム240、そのプルトニウ

ムの語源は、地獄の王様という意味の「プルー

ト」から名づけられています。今回の東日本大

震災での原発事故を見たときに、我々がこれま

で訴え続けてきたことが、そしてその危惧が不

幸にも的中、証明されたように思います。

そこで、まず、知事に質問をいたします。ド

イツやイタリアは、今回の原子力発電所の事故

を受け、政策を転換しましたが、知事は、原子

力発電についてどのような認識を持っておられ

るのか、伺います。

以上で壇上からの質問を終わり、後の質問は

質問者席で行います。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

原子力発電についてであります。東日本大震

災により福島第一原子力発電所ではさまざまな

問題が起こっております。国民の不安にこたえ

るためにも、まずは実際に起こっている事態を

正確に把握し、国民が十分理解できるような説

明が行われる必要があると考えております。原

子力発電につきましては、経済性や電力供給の

安定性の問題等指摘をされてきたところでござ

いますが、やはり一たびこのような事故が起こ

ると、なかなか制御が困難なエネルギーである

ということ、また、将来世代にわたって地球環

境への負荷を与えるおそれがあるということが

あるわけでございます。その一方で、発電量全

体の３割を占めるなど基幹的な役割を担ってい

ることも事実でありますし、新エネルギーを拡

大させる場合に、現時点では、安定性や効率

性、設置コストなどさまざまな課題があること

も事実であります。原子力政策につきまして

は、我が国のエネルギー政策全体の問題とし

て、国の責任において決定されるべき事項であ

りますが、何よりも国民の生命、財産を守ると

いう視点を基本に置いた上で、国民の理解が得

られるような形での国民的な議論が行われる必

要があるものと考えております。以上でありま

す。〔降壇〕

○太田清海議員 国民的な議論をということで

ありますが、本当に真摯な議論をお願いしてお

平成23年６月20日(月)
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きたいと思います。念のための質問であります

けれども、県内では串間市で原発の動きがあっ

たわけですが、青森県の六ヶ所村の再処理工

場、これも調べてみますと、建設した当時の費

用は7,600億円でスタートしたようであります。

そして、その後のトラブル続きで延期に延期を

重ね、今日まだ正式に稼働していない状況。そ

の建設費用7,600億円が、現在では２兆1,930億

円もかかっておるという事実があります。念の

ための質問でありますが、こういった再処理が

できない状況の中で、宮崎県にそういった再処

理をというような動きはないのかどうか。念の

ためであります。質問いたします。

○知事（河野俊嗣君） 現時点において、県内

で具体的な話はありません。

○太田清海議員 わかりました。それと、横田

議員から質問がありました。私もそういう質問

をしたいなと思っておったんですが……。事故

が起こった場合の隣県との連携が必要ではない

か、事前にやっておくべきじゃないかというこ

とを考えておりましたが、横田議員の質問の中

にも出てきまして、私はそれを聞いたとき、常

在危機という言葉を使われた割にはと言っちゃ

失礼だが、少しその辺の危機感がないような気

がしたものですから、もう一回ちょっと確認を

させていただきたいと思っております。特に鹿

児島の川内原発、佐賀の玄海原発もあります

し、四国には伊方原発もあります。囲まれてい

る状況なんです。ということで、その辺の隣県

との連携というのをどのようにお考えになって

いるか、知事にお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 福島第一原子力発電所

の事故の教訓を踏まえますと、本県といたしま

しても、重大な関心を持ってさまざまな情報収

集に取り組むべきと考えております。横田議員

の御質問では、川内原発周辺の自治体がつくっ

ております協議に参加するかというようなお話

がございました。そのような形での参加という

のは考えておりませんが、今後は、鹿児島との

さまざまな情報交換というのも必要だと考えて

おりますし、科学的知見というものもしっかり

と集めながら、本県として必要な情報収集に取

り組んでまいりたいと考えております。

○太田清海議員 ＥＰＺということで、10キロ

とか８キロというのが決められているようです

が、今、政府の中で、ＥＰＺを拡大しよう、30

キロにしようとかいうことも動きとしてはある

ようであります。今、知事の見解もお伺いしま

したが、ひとつ問題のないような対応を事前に

研究なり検討なりしていただきたいと思ってお

ります。

それから、知事の今回の議案提案の説明の中

でも言葉として使われておりますが、「原発問

題の先行きが見えない中、その対策には膨大な

労力や経費、そして相当の日時を要するもの」

という表現もあります。私も、個人的な見解で

すが、これは10年、20年とかかったり、30年と

かかったりするような状況があるのではないか

なという思いから、以下の質問をしていきたい

と思います。

今回、震災が３月11日に起こりましたけれど

も、実はその後、宮崎での同窓会みたいなもの

が中止という連絡が来ました。それを受けたと

きに、口蹄疫のときの自粛とかいうのは、ウイ

ルスが蔓延するかもしれないということで、人

間の移動をとめてほしいということから、ある

程度はやむを得なかったにしても、今回の災

害、地震の事故は、日本人の心として哀悼の意

をあらわすことは本当に大事なことだと思うん

ですが、余り自粛してしまうと、宮崎県の経済
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に、こういう中でマイナスの効果を与えるん

じゃないか。だから、知事のほうからも、最初

の哀悼の意をあらわす期間がある程度終わった

時期には、自粛しないで頑張ろうじゃないか、

応援しようじゃないか、何かそんなメッセージ

が必要ではないかなと思いました。口蹄疫と

違ってですね。その辺の知事の見解を伺いたい

と思います。

○知事（河野俊嗣君） 御指摘のとおり、被災

地なり被災者に思いを寄せる─大変重要なこ

とであるわけでありますが、一方で、東日本の

このような大震災から復旧・復興を図っていく

ためには、西日本が、九州が、宮崎が元気を出

していくことが大変重要だと考えております。

特に本県は、昨年の口蹄疫以来、鳥インフルエ

ンザ、新燃岳とさまざまな災害が続きまして、

飲食業、観光業、商工業、全般にわたり、非常

に深刻な影響を受けておるところでございま

す。したがいまして、発生直後から大変心配を

しておるところでございまして、私自身も自分

のブログで、３月14日には、過度な自粛という

ものが全国に行き渡ることによっての経済への

影響に非常に不安があるということを申し上げ

たところであります。例えば４月１日、新年度

の開始に当たりまして、職員には、そのような

自粛は決してしないようにという話も申し上げ

ましたし、発生から１カ月がたった４月11日に

は、県民の皆様向けのメッセージといたしまし

て、しっかりと経済を回していこう、自粛をし

ないようにしようという呼びかけを行わせてい

ただいたところであります。その中で、しっか

りと消費を拡大する、飲食を行う、その中の売

り上げを、場合によっては義援金として送ると

か、そういった震災支援消費ということ、チャ

リティー消費というようなことを呼びかけなが

ら、県民の皆様にはお伝えしたところでありま

すが、これからも機会をとらえて、我々がしっ

かりと経済を回していく、元気を出していくこ

とによる復旧・復興への支援の取り組みの必要

性、これを訴えてまいりたいと考えておりま

す。

○太田清海議員 いろんなイベントの中で逆に

カンパを募ったり、復興のためにということも

いい取り組みだなと思っているんです。私たち

も、いろんな集会の中でカンパに取り組んで

送ったりもしております。

次に、ちょっと関連がありますので、飛ばし

て、４番の防災対策とウラン廃棄物貯蔵施設に

ついてという項に移らせていただきます。

先ほどの西村議員の質問と重なっている部分

もありますが、私は現地視察には呼ばれていな

かったものですから、事情がわからずに……。

質問でありますけれども、日向市の旧ウラン濃

縮研究所には、ドラム缶入りの放射性物質が保

管されておりますが、あの施設というのは海抜

が４メートルというふうに聞いております。先

ほどの質問のやりとりの中で、４.何メートルの

津波が来るということを想定されておるようで

すが、海抜４メートルで問題がないかどうか、

商工観光労働部長、お願いいたします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 旧ウラン

濃縮研究所の防災対策につきましては、午前中

もお答えいたしましたが、旭化成において、国

の安全対策に関する指針等を踏まえ、震度６弱

程度の地震及び高さ４メーターを超える津波を

想定した施設の整備や、廃棄物を入れたドラム

缶の転倒防止対策が講じられております。今回

の大震災を受け、県では、３月に開催いたしま

した宮崎県ウラン対策専門委員連絡会、及び４

月の現地調査において、旭化成に対し、必要な
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対策等を要請したところでありますが、旭化成

におかれましても、今回の大震災を受けた国の

指針等の見直しの動きに先行して、大規模な地

震や津波を想定したシミュレーションの検討を

開始し、特に津波を想定したドラム缶散逸防止

のさらなる補強工事を実施する予定と伺ってお

ります。

○太田清海議員 先行してということですが、

今度また見直しもありますので、その辺の問題

をクリアしていただきたいと思います。この施

設は昭和56年に建設着工されていますが、ちょ

うど私が二十代のころでありました。20何歳の

ころですか、反対運動に身を投じたこともあり

まして、当時の関係者には旭化成を含め迷惑を

かけたかもしれませんが、そういう反対運動を

取り組んだことによって、宮崎県の海岸線沿い

に一切、原発も含め施設ができなかったという

のはよかったのではないかと思っております。

また、関連をしますが、濃縮研究所に保管さ

れている放射線廃棄物、これはずっと永遠に保

管していかなきゃならんものなのか、ある程度

処分が決まっているのがあるのか、先ほどの西

村議員の質問と関連するんですが、その辺はど

うでしょうか。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 旧ウラン

濃縮研究所のような研究施設等から発生する低

レベルの放射性廃棄物の処分につきましては、

法律により、独立行政法人日本原子力開発研究

機構が一元的に埋設処分を行うこととされてお

ります。現在、機構におきまして、埋設処分地

の選定や施設設計等の検討が進められていると

ころでありますが、機構にお尋ねしますと、今

回の原子力発電所の事故等の影響もあり、現時

点では、具体的な処分開始の見込みを説明でき

る状況にはないということでございます。しか

しながら、できるだけ早くかつ安全に処分なさ

れることが必要でありますので、県といたしま

しても、国や原子力機構等に対し、早期かつ安

全な処分について要望してまいりたいと考えて

おります。

○太田清海議員 残念なことに見込みがまだな

いということでありますが、これはひとつ厳粛

な事実として受けとめながら今後の対策を考え

ていかにゃいかんだろうと思います。

あと、日向灘の地震とか東南海・南海地震の

発生確率なんですが、私、ちょうど選挙期間中

でしたので、ＮＨＫの報道を見ることができな

かったんですけれども、それを見た人が、日向

灘は大変じゃないかということで質問されたり

もいたしましたが、総務部長、この日向灘等の

発生確率というのは今どのように見ておられる

のか。

○総務部長（稲用博美君） 文部科学省の地震

調査委員会におきまして、主要な活断層による

地震あるいは主な海溝型地震についての長期評

価を行っております。今月の９日に最新の情報

が公表をされております。それによりますと、

日向灘地震の場合、マグニチュード7.6前後の地

震が30年以内に発生する確率は10％程度、マグ

ニチュード7.1前後では70～80％の発生確率とさ

れております。東南海・南海地震について申し

上げますと、東南海地震については、マグニチ

ュード8.1前後で70％程度の発生確率、南海地震

につきましては、マグニチュード8.4前後で60％

程度の発生確率とされております。

○太田清海議員 三陸沖も当初、発生確率は低

かったと思うんです。ああいう結果になりまし

たので、地震というのは本当にわからないとこ

ろもありますが、科学的にある程度証明できる

ところは、常在危機ということで今後、地域防
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災計画も改められるということですので、早急

に対応していただきたいと思っております。

私たちも脱原発ということでずっと訴えてき

たわけですが、原発がなけりゃどうするんだと

いう質問も受けます。知事もよく言われます

が、自然エネルギーというのを考えていかにゃ

いかんというメッセージも送られております。

自然エネルギーに行く前にもっとやらなきゃい

かんことがあるということを訴えている人もい

ます。私もこの前、宮崎市の市民文化会館で田

中優さんという方の講演会がありましたので、

聞きに行きました。この方は未来バンク事業組

合の理事長をされている方で、全国をこういっ

た問題で講演をされておる人のようです。その

人の指摘によると、当面やればそれだけで原発

に頼らなくていいんだという手法もあるんだよ

ということで、３つぐらい挙げておられまし

た。それは、電力需要のピーク時の問題を平準

化すれば原発に頼らなくていいんだというこ

と。基本的に電力というのは、蓄電というのが

できることはできるんですが、ピーク時のため

に原発をというのはもったいない。なぜかとい

うと、ピーク時というのは、７月から９月ぐら

いの間の平日の、しかも31度以上に上がったと

きにピークを越すかなというようなことなんで

す。しかも時間帯でいえば２時から３時あたり

なんですよ。となると、そんなに毎日あるわけ

じゃない。そのための原発となると何かもった

いないなという気がします。その辺の問題。

それから、家庭用と事業用の電力料金の違

い。家庭用の電力料金というのは、使えば使う

ほど電気料金が上がる制度になっています。税

でいうと累進的な電気料金になっておる。とこ

ろが、事業用は、電力の自由化でいろいろ変

わってきておりますが、使えば使うほどスケー

ルメリットが効いて安いということで、家庭用

は自己規制が働く方向の電力料金だけれども、

事業用は使えば使うほど安いということで、そ

の辺の問題をきちっとせんといかんとじゃない

かなと。

最後に、総括原価方式というやり方です。県

の企業局でも総括原価方式で電気料金を決めま

すけれども、これは私たち県議会というチェッ

ク機能がありますので、そう問題ないと思いま

すが、例えば原発に何百億かけても、その中の

３％は電気料金に上乗せされるということで、

言葉は悪いかもしれんけれども、どんな高価な

ものをつくっても痛くもかゆくもないことにな

るかもしれない。この総括原価方式というのも

改めたほうがいいのではないかというふうに指

摘もありました。

それで、具体的にそういう視点を持ちながら

総務部長にお伺いしたいんですが、宮崎県庁の

電気料金、これは入札で契約をやっておるとい

うことでありますが、私、九電だけかなと思っ

たら、いろんな業者がいらっしゃるようですけ

ど、本館についてはどのような業者が入札に参

加して、その結果、どの業者と契約されたの

か、また、料金体系についてはどのようになっ

ているのか。事業用ですからお聞きしたいと思

います。

○総務部長（稲用博美君） 県庁舎の使用する

電気につきまして、規制緩和に伴う電力の自由

化ということで、平成16年度から一般競争入札

を導入しております。平成22年度の本庁本館の

入札については、一般電気事業者であります九

州電力株式会社と特定規模電気事業者でありま

す株式会社エネット及びイーレックス株式会社

の合計３者が参加しており、イーレックス株式

会社が落札しております。料金体系につきまし
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ては、基本料金と使用電力料金の合計となって

おり、基本料金につきましては、前年度の最大

需要電力に契約単価を掛けたものとなるため

に、ピーク時の電力の抑制が次年度以降の基本

料金の低減につながるということになります。

○太田清海議員 難しい説明でありますが、実

績によっては翌年度が多少安くなるという意味

では、節約方向に行く制度が今度の契約の中で

は結ばれているということですね。わかりまし

た。ただ、基本的に私が指摘したことがあると

思います。

今度は、電力需要のピーク時の問題でありま

すけれども、先ほど私が言いました、31度を超

えたわずかな日時のためにということで、そこ

を平準化すればいいんだということでありま

す。これは愛知県とか静岡でしたか、自動車産

業のほうも、日曜日に働いていただいて平日を

休みにして、働く人たちの勤務体系のシフトを

しているところもあるようです。福島原子力発

電所の事故で国が電力需要削減を要請している

と思いますけど、このため、企業の中には、先

ほど言った休みの振りかえをやっているところ

があります。問題になってくるのは、日曜日に

働かにゃいかんということであれば、従業員の

方が、介護者を抱えておったり、保育に欠ける

子供さんを持っておれば、受け入れてやらにゃ

いかんという問題が出てくるわけですが、県は

こういったことに対してどのように対応してお

るのか、伺いたいと思います。これは福祉保健

部長ですね。

○福祉保健部長（土持正弘君） 電力の需給対

策に伴います企業の就業時間の変更に対応した

休日の保育事業等についてでございますが、５

月に厚生労働省より、事務連絡という形で協力

要請がありましたことから、県内市町村及び保

育所への周知を図ったところでございます。ま

た、その際、市町村に対しましては、個人から

の個別の問い合わせの対応についても依頼を

行ったところでございます。

○太田清海議員 十分対応されておるというこ

とですが、実は、きのう、おとといでしたか、

私たちの会派に宮崎市の自動車関連業界のほう

から、そういうことをやりたいんだがというこ

とで要請に来られたんです。具体的にそういう

事例が出てくると思いますので、働く側の問題

もありますが、円滑なやり方を、ピーク時を平

準化するという視点からよろしくお願いしたい

と思います。

原発問題については以上で質問を終わりたい

と思いますけれども、私たちも、ただ原発に反

対というか、脱原発ということで考えていきま

すが、できるだけ頼らなくていい方法というも

のも一生懸命模索をしていきたいと思います。

知事も、自然エネルギーとかにどんどん移って

いこうというメッセージを発せられましたの

で、ぜひそういう方向でと思っております。

それから、私たち人間の生活のあり方も変え

る努力を県民がせにゃいかんとじゃないかなと

思っております。実は、こういう場ではあれで

すが、以前、私の先輩議員であります井本議員

が、この議場でブータンの国の話をされまし

た。人間の幸せって何だろうかという問いかけ

をされたわけですが、非常に感銘を受けた演説

の一つであったと思います。ぜひ今後ともそう

いった視点から、私どもみんなで考えていか

にゃいかんかなと思っております。

次に、知事の政治姿勢ということに戻りまし

て、知事に質問したいと思いますけれども―

これは総務部長にお伺いいたします。みやざき

行財政改革プランによりますと、平成17年度比
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で1,133人の職員を減らしておられます。純減と

いうことでありますが、どの部門をどのように

減らしてきたのかについてお伺いいたします。

○総務部長（稲用博美君） 行財政改革大

綱2007に基づきまして、業務の見直し、組織の

統廃合、指定管理者制度の導入等の業務のアウ

トソーシングなどによりまして、総職員数の純

減に取り組んできたところであります。部門別

には、知事部局等で375人、企業局及び病院局の

公営企業部門で148人、教育委員会では、児童生

徒数の減少等により625人を純減しております。

なお、警察本部におきましては、政令で定める

定数の増によりまして15人の増員というふうに

なっております。

○太田清海議員 この減らす根拠というもの

─生身の人間が働いて家族を養いながら、そ

して、自分が働くことが地域経済にいろんな影

響をもたらすということでは、単に数値上の目

標でというのは余りなじまないんじゃないかと

いう思いがあります。そして、先ほど知事にも

質問しましたが、自粛ムードの問題─こうい

う宮崎県の中で自粛していいのだろうかという

視点から考えると、みんなが職を持ち、豊かに

生きていくというこの視点も、私は大事ではな

いかと思うんです。数値目標を達成したからオ

ーケーだということで喜ぶばかりでは、宮崎県

という県はますます疲弊するのではないかとい

う思いがあります。職員数の削減というのが、

県の業務への支障を来し、地域経済にいろんな

影響を与えるんじゃないかと思いますので、必

要な部署には必要な人員を配置すべきである

と。今度の新たなプランではどのように取り組

んでいくのか、知事の見解を伺いたいと思いま

す。

○知事（河野俊嗣君） 職員数につきまして

は、非常に厳しい財政状況の中で、今後とも方

向性としましては、組織のスリム化を図る、人

員の削減にも取り組んでいくという必要はあろ

うかと考えております。一方では、県民サービ

スの水準を維持し、社会経済情勢の変化であり

ますとか、さまざまな危機事象への対応等も

図っていく必要がある、これも大変重要なこと

であると考えております。したがいまして、今

回提案をいたしております行財政改革プランに

おいては、知事部局につきまして、４年後の平

成27年度当初には、17年度当初対比で１割減と

いう数値目標を設定するとともに、スクラップ

・アンド・ビルドを基本としまして、新たな行

政需要にも対応できるよう、適正な人員配置や

定員管理に努めるとしたところであります。ま

た、職員が能力を最大限発揮できるようにする

ために、人材育成、風通しのよい職場づくり、

さらには心身の健康管理等にも十分配慮してま

いりたいと考えております。なお、地域経済へ

の影響につきましては、職員数や人件費の削減

という一方で、民間へのアウトソーシングや、

ほかの事業予算への充当ということも考えられ

ますので、プラスマイナス両面の要素があるの

ではないかと考えておるところであります。

○太田清海議員 アウトソーシングという言葉

も出されましたが、県では今度、獣医師もふや

すという方向も出されましたね。私はプラスの

意味でいいと思うんです。私も前回、２月議会

のときにそういった指摘もしました。アウトソ

ーシングという話が出ましたけど、私も２～３

週間前に、延岡の話でありますが、自殺しかけ

たような人を２人、生活保護につないだりいた

しました。考えてみると、今、アウトソーシン

グで行った先が例えば派遣労働とか、地域では

若者に仕事がないとか、この人たちがいずれ無
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年金者になる可能性というのは、以前と比べる

と物すごく高くなっているんですね。アウトソ

ーシングでもいいんですが、受け入れるところ

が、働く人たちの、そして、将来、家族を養っ

ていくためのその視点が本当にあるのかどう

か。公的な職場におる者がその辺も考えた上で

対応していかないと、単に国から示された基準

のままに動いていってしまっては、せっかくの

地方自治という─地域主権ではないですが、

そういう視点のものに問いかけているんじゃな

いかなと思っております。政治家の知事であり

ますので、行政のトップとしてだけではなく、

ぜひそういった配慮も私は求めておきたいなと

いう気がいたします。

次に移らせていただきます。海岸漂着物の処

理についてであります。

平成19年の台風だったと思いますが、延岡の

海岸に杉とかいろんなものが流れてきて、それ

をどう処理するかという問題がありました。私

は水辺林という提案も以前したことがありま

す。渓谷といいますか、川沿いぎりぎりまで杉

を植えている。大水のときに杉が流されて、そ

れが橋げたにかかってダムのようになって水害

をもたらす。水辺には雑木林だと、自然林でい

いんだという話もしたことがありますけど、そ

ういうのはちょっと置いておきまして、海岸の

漂着物の処理、これは県と市町村の役割はどう

なっているのか、環境森林部長にお伺いいたし

ます。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 県では、平

成21年７月に施行された「海岸漂着物処理推進

法」に基づきまして、沿岸市・町の意見も十分

に踏まえながら、平成23年３月に「宮崎県海岸

漂着物対策推進地域計画」を策定しました。こ

の計画において、海岸管理者である県や市町村

などの基本的な役割分担等を整理したところで

す。それぞれの主な役割としましては、県が漂

着物の収集・運搬・処分を、市町村は、廃棄物

処理施設での受け入れやボランティアへの協力

要請などを担うこととしております。

○太田清海議員 これは県と市町村の良好な関

係というのを期待しながら質問するわけです

が、円滑な処理のために市町村との協力が不可

欠だと思うんです。どのような協力体制を構築

されるのか、お伺いいたします。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 海岸漂着物の

円滑な処理のためには、県と市町村が適時適切

に連携・協力をしながら、それぞれの役割を

しっかりと果たしていくことが重要であります

が、これまでは県と市町村の役割が必ずしも明

確ではなかったところです。そこで、先ほど申

しましたように、ことし３月に地域計画を策定

し、具体的な役割分担を整理いたしましたの

で、今後は、それを踏まえながら定期的に意見

交換を行うとともに、適宜、情報提供や相談へ

の対応に努め、市町村とのよりよい協力体制を

構築してまいりたいと考えております。

○太田清海議員 私たち議員も、市町村と県と

の間が円滑にいくようにということで立ち回り

せにゃいかん任務もありますので、これは丸投

げということではないと思いますが、そういう

気分にとらせてもいけないし、ひとつ配慮して

よろしくお願いしたいと思います。

次に、地域医療とドクターヘリについてとい

うことでお伺いいたします。

ドクターヘリを来年度導入するということに

なっておりますが、現在行っている消防機関職

員の研修内容とその進捗状況、並びに研修の効

果についてお伺いしたいと思います。

○福祉保健部長（土持正弘君） ドクターヘリ
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に関する消防機関職員の研修につきましては、

昨年度から、県外の先進病院や消防機関の協力

もいただきながら実施をしているところでござ

います。研修の具体的な内容は、ヘリ要請の判

断方法や運航における安全管理等につきまし

て、現場体験も交えて行われており、昨年度

は49名が受講し、本年度も同様の内容で実施す

る予定でございます。研修の成果を受講者のア

ンケートで見ますと、ドクターヘリが必要であ

るとの意識が高くなったとか、救命率の向上に

効果がある、今後県民へのＰＲが重要である、

幅広い職員が研修を受けてほしいといった意見

がございまして、ドクターヘリの有効性等に対

する理解が深まったものと考えております。ド

クターヘリの運航に当たりまして、消防機関と

の連携は極めて重要でございますので、今後と

も、市町村と十分連携を図りながら研修を進め

てまいりたいと考えております。

○太田清海議員 来年度実施ということであり

ますが、震災の事故もありまして、いろいろ対

応が大変だっただろうと思いますが、おくれの

ないように研修はお願いしたいと思います。

それから、ドクターヘリを導入するに当たっ

ては、防災ヘリと違って、ランデブーポイント

というものを設けなければならないというふう

に聞いております。防災ヘリの場合は、いかに

被災者を救出するか、ドクターヘリは、いかに

早く被災者とドクターを引き合わせるかという

任務の違いがありますので、最適な条件のもと

に、さっとできるだけ１秒でも早く会わせてい

くというようなランデブーポイントが必要であ

ります。聞いてみますと、そのランデブーポイ

ントが、出動したときにここにおりるんだよと

いうことがわかれば、消防署職員はそこにさっ

と行って事前に水をまいたり、ビニール袋がな

いかどうか、あれば全部取っ払ったり、救急車

も配置しておかにゃいかんということでありま

す。そういったドクターヘリのランデブーポイ

ントの条件とか選定状況についてお伺いしたい

と思います。

○福祉保健部長（土持正弘君） ドクターヘリ

は、お話にございましたように、防災救急ヘリ

に比べて機体が小さいことから、機動性が高

く、おおむね20メーター四方のスペースが確保

できれば、基本的に着陸可能となっておりま

す。しかしながら、救急現場によっては、その

ようなスペースを緊急に確保することが困難な

場合もありますことから、救急車とドクターヘ

リが合流する緊急離着陸場、いわゆるランデブ

ーポイントをあらかじめ選定しておくことが有

効でございます。現在、ランデブーポイントと

いたしましては、県防災救急ヘリコプター「あ

おぞら」の離着陸可能地を想定しているほか、

今後、宮崎大学において、運航会社とともに現

地調査等を実施した上で場所の選定を行うこと

といたしております。

○太田清海議員 もう一つ質問します。県北で

は山間部が多いわけです。ランデブーポイント

というのがなかなか難しいところもあるのでは

ないかと思うんです。都市部、平野部と山間部

の条件の違いというのがあると思うんですが、

選定する際の違いについてお伺いしておきま

す。

○福祉保健部長（土持正弘君） ランデブーポ

イントの選定に当たりましては、都市部と山間

部で面積等の基本的な条件に差はございません

けれども、一般的には、山間部では学校や広場

といった平地が少ないことから、ランデブーポ

イントが必ずしも多くないということも考えら

れます。このため、山間部においては、緊急時
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には道路や畑等の活用も想定しておく必要があ

りますことから、道路管理者、警察、地域住民

等の理解を得ていくことも今後重要になってく

るものと考えております。

○太田清海議員 ランデブーポイントについて

は、私、聞き漏らしたかもしれませんが、ある

程度設定してあるということでいいんですか。

○福祉保健部長（土持正弘君） 先ほど申し上

げましたように、「あおぞら」のそういったと

ころを活用すると。たしか現在220カ所ほど選定

されていると思いますけれども。それに、今後

実施いたします宮崎大学と運航会社のほうとで

改めて調査をするということになろうかと思い

ます。

○太田清海議員 ひとつランデブーポイントに

ついては、いろんな違いを考慮して選定をお願

いしたいと思います。要望として伝えておきま

すが、実は延岡市役所が今度、新庁舎建設とい

うことで動いております。平成23年度から５年

間で建設していくわけですが、建設検討市民懇

談会の報告がありまして、その中で、市役所の

庁舎に防災拠点としての機能を備えることが重

要であると述べられています。そういうこと

で、この新庁舎に、ランデブーポイントなり、

防災ヘリの発着場なり、どうかなという意見も

お聞きしたこともありました。県病院にもでき

ますので、これは無駄じゃないかという意見も

あろうかと思いますが、いろんなことを多角的

に考えて、県のほうからも、せっかくつくるの

であったらこういうのはどうだろうかというこ

とで、助言なりしていただくといいかなという

ふうに思っております。

次に、病院局のほうにお伺いしたいと思いま

す。私は、最近、ある民間の大病院の事務長と

話をする機会がありました。その方が言うに

は、民間病院から見た場合は、県立病院という

のは県立で残ってもらわんと困るんだというこ

とでありました。いろんなところで努力はされ

ていると思いますが、平成22年度の決算見込み

によると、ある一定の改善が図られていると思

うんです。さまざまな経営改善に取り組んでこ

られて一定の成果があらわれつつあると思いま

すが、地元住民の協力とか働く職員の頑張り、

こういったのをどう評価されているのか、病院

局長にお伺いいたします。

○病院局長（甲斐景早文君） 病院局におきま

しては、御指摘のとおり、平成18年度に策定し

た第１期の中期経営計画に基づきまして、これ

までさまざまな経営改善や良質な医療の提供に

取り組み、赤字体質の改善が相当程度進んでき

たのではないかと認識しているところでありま

す。これもひとえに職員一丸となった地道な取

り組みはもとより、県民の皆様の御理解と御協

力のたまものと考えておりまして、非常に心強

く、またありがたく思っているところでありま

す。特に、医師への過重な負担が地域医療の確

保に深刻な影響を及ぼした県北地域において、

県議会の皆様の御支援もいただきながら、地元

市町村や医師会、住民の皆様と一体となって、

いわゆるコンビニ受診の自粛に取り組んだ県立

延岡病院支援キャンペーンは、医師の負担軽減

に相当な効果があったと考えておりまして、大

変感謝をしているところであります。非常に厳

しい経営環境の中ではありますが、今後とも、

県立病院が全県レベルあるいは地域の中核病院

としての役割を果たせるよう、これまでの成果

を踏まえ、職員一丸となって、また、県民の皆

様の御理解、御協力を得ながら取り組んでまい

りたいと考えております。

○太田清海議員 延岡病院支援キャンペーンで
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ありますが、議員の中にも、いろんな会合の中

で、例えば、コンビニ受診を控えよう、かかり

つけ医を持とう、医師に対して感謝の念を持と

うといって、一生懸命いろんな集会の中で訴え

られた議員さんたちがいます。市会議員の中で

もそういった訴えをされている方が多かったの

ですが、延岡病院支援キャンペーンの成果につ

いて、病院局長にお伺いしたいと思います。

○病院局長（甲斐景早文君） 延岡病院におけ

る、救急で来られた患者さんのうち、入院治療

を必要としない外来診療のみの患者さんの数

は、平成22年度で3,098人となっておりまして、

延岡病院支援キャンペーンを実施する前の19年

度に比べまして、約５割減少しているところで

あります。なお、このうち、医師を初めとする

医療スタッフにとって最も負担を感じておりま

す深夜帯の外来患者数も、地元市町村の初期救

急医療体制の整備に向けた取り組みや、地元医

師会や医療機関を初め住民の皆さんの御協力に

より、平成22年度は19年度に比べ約３割減少す

るなど、確実に成果が上がるとともに、医師の

派遣元である大学医局からも一定の評価をいた

だいているところであります。

○太田清海議員 一つの成果としては上がって

おるのではないかなと。今後もまた難しい問題

があろうかと思います。病院局が開設されて５

年、医師確保についてさまざまな取り組みをさ

れてきたと思うわけですが、これまでどのよう

な方針で臨んで、その成果がどうだったのかに

ついてお伺いしたいと思います。

○病院局長（甲斐景早文君） 医師確保につき

ましては、これまで各病院長ともども、各大学

医局に対しまして医師派遣を粘り強く要請する

とともに、本県ゆかりの医師への働きかけを行

うなど、さまざまな手だてを講じながら全力で

取り組んだところであります。また、医師の確

保のためには、待遇改善や負担軽減も重要であ

りますことから、初任給調整手当の増額や医療

秘書の導入、臨床工学技士の増員、さらにはコ

ンビニ受診の自粛要請などに取り組んでまいり

ました。このような取り組みにより、全国的な

医師不足という大変厳しい中、平成17年度まで

は150人台で推移してまいりました医師総数が、

今年度は過去最高の175名となったところであり

ます。しかしながら、特に延岡病院や日南病院

においては、休診を余儀なくされている診療科

がありますことから、その解消に向け、また、

派遣いただいている診療科も継続してもらえる

よう、現在、全力で取り組んでいるところであ

ります。

○太田清海議員 わかりました。私の個人的な

意見でありますが、医療というのは、各県が競

争して医師を奪い合う状況というのはどうもな

じまないんじゃないか。県民の命を守る、国民

の命を守るという業務でありますから、国の制

度として、きちんと医師を配置できるようなも

のがあるべきではないかなという思いを持って

おります。これは後ほどにすることにしまし

て、次に、アニマルウェルフェアについてお伺

いしたいと思います。

私もこれまで議会で、家畜の免疫力を向上さ

させるためにそういった必要があるんじゃない

かということ─豚は、密飼いするとしっぽを

かみ合うので、最初からしっぽを切って密飼い

するということであります、こういうことを

言ったことがあります。今回、口蹄疫からの再

生・復興方針工程表で、アニマルウェルフェア

という言葉が使われていますが、その意味につ

いてお伺いしたいと思います。

○農政水産部長（岡村 巖君） 社団法人畜産
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技術協会が取りまとめた「アニマルウェルフェ

アの考え方に対応した飼養管理指針」におきま

しては、「アニマルウェルフェア」とは、「快

適性に配慮した家畜の飼養管理」と定義されて

おります。その対応においては、適切な飼養ス

ペース、日々の観察や記録、丁寧な取り扱い、

良質な飼料や水の供給などの家畜のストレス等

に配慮した適正な飼養環境や管理により、家畜

が健康であることが重要であるとされておりま

す。

○太田清海議員 私が免疫力の問題で言ったと

ころのテーマだったのかなと思ったりもします

が、復興指針の中で、「これまで県として考え

方を十分に示しておらず、関係者の共通の理解

が得られていない」という表現がありまして、

これは適正飼養密度（ゾーニング）のところの

テーマでありました。アニマルウェルフェアと

いうのも、みんなで今後議論せにゃいかんこと

なのかなというふうにも感じたわけですが、今

後、このアニマルウェルフェアというのをどう

位置づけるのか、農政水産部長にお伺いいたし

ます。

○農政水産部長（岡村 巖君） 口蹄疫からの

再生・復興に当たりましては、昨年の経験を踏

まえ、防疫や環境に配慮した適正飼養密度など

の課題につきまして検討を行うということにし

ております。検討に当たりましては、ウイルス

の侵入を防ぐことのできる農場や、埋却地の確

保、生産性の向上などに加えまして、アニマル

ウェルフェアへの対応をその視点とすることと

しております。

○太田清海議員 次に移らせていただきます。

電磁波と健康被害についてであります。

ＷＨＯの専門組織から、今回、携帯電話の電

磁波と脳腫瘍との関連性についての調査結果が

発表されましたけれども、これに対する県の認

識をお伺いしたいと思います。

○福祉保健部長（土持正弘君） お話のとお

り、ＷＨＯの専門組織であります国際がん研究

機関から、携帯電話の電磁波に、「脳腫瘍の危

険性が、限定的ながら認められる」との調査結

果が発表されたことにつきましては、私どもも

報道等により承知をいたしております。現段階

では国からの見解は示されておりませんが、県

民の健康にかかわることでもありますので、今

後とも情報収集には努めてまいりたいと考えて

おります。

○太田清海議員 情報収集に努めるということ

でありますが、延岡市で、携帯電話基地局の電

磁波の健康被害を訴える裁判が起こされており

ますけれども、これは福祉保健部長、御存じで

すね。

○福祉保健部長（土持正弘君） はい、承知し

ております。

○太田清海議員 県としての担当課というのが

きちっとしていないし、法制度上ないというこ

ともありますので、これ以上の質問はいたしま

せんが、健康相談─いわゆる電磁波のそばに

住んでいる人たちが、耳鳴りとか睡眠障害、め

まい、肩凝り、鼻血、中には自殺する人もおっ

たわけですね、全国で見ると。そういうことで

平成19年の11月ごろに健康相談というのが行わ

れております。被害を受けている人たちの健康

相談を延岡市のほうで行われたわけですが、県

のスタンスはどうなんでしょうか。

○福祉保健部長（土持正弘君） 県では、健康

相談などの業務につきまして、市町村のほうか

ら協力要請があった場合には、できる限りの協

力を行っているところでございます。御質問の

件につきましても、保健所のほうに確認をいた
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しておりますけれども、延岡市からの要請を受

けまして、延岡保健所の保健師が対応したとい

うことでございます。

○太田清海議員 この人たちの裁判に至る経過

というのは本当にかわいそうなんです。県民で

ある人たちが健康で悩んでいる。これに県の行

政としても手がつけられない。それぞれ大変で

はあろうと思いますけれども。ある有名な携帯

電話会社のホームページにはこういうことが書

かれています。「今後想定される企業リスク」

という項に、「電磁波の健康への影響」という

項目が入っているわけです。入っているという

ことは、その企業は、この電磁波がいずれ問題

になるということを察知しながらも、訴えられ

るまでは動かない、国の法律が変わるまでは動

かないというスタンスのように思います。この

人たちは訴えるところがなくて裁判に訴えた。

この前の公判の最後のメッセージではこういう

ふうに言っておられます。「大事なのは国の基

準ではない。実際の影響を裁判所がいかに早く

キャッチするかだ」と。裁判所が最後のよりど

ころとしてぜひ救済をしてほしいという願いで

あります。土呂久の公害でも、学校の先生が家

庭訪問なり運動会なりで子供たちの実害を認め

て探していったというのもありますけれども、

だれかがやらなきゃいかんのにだれも手が出せ

ないという意味では、今後、県民の健康被害の

問題については、福祉保健部長が言われるとお

り、県も多大な関心を持っていただきたいと

思っております。

あと２つ残しましたが、これで質問を終わり

たいと思います。ありがとうございました。

（拍手）

○十屋幸平副議長 次は、田口雄二議員。

○田口雄二議員〔登壇〕（拍手） 本日最後の

質問となりました。新みやざきの田口雄二で

す。

まず初めに、３月11日の東日本大震災で被災

され、お亡くなりになった方々や、被災されま

した方々に、心から御冥福をお祈りし、お見舞

いを申し上げます。いまだ行方不明の皆様もた

くさんいらっしゃいますが、一刻も早く見つけ

出されますことを願ってやみません。

私どもの会派は宮城県と千葉県の被災地を視

察してまいりました。自然の破壊力のすさまじ

さと、悲しいまでの人間の無力さをまざまざと

見せつけられました。本県がこのような惨状に

ならないよう、しっかりと防災対策を講じるこ

とと、一日も早い再生・復興に国民総力戦で取

り組まなければならないと痛感いたしました。

今回の東日本大震災は、阪神・淡路大震災と

よく比較され、政府の対応がとかく批判され、

この議場でも批判されました。しかし、その被

害や範囲においては、阪神・淡路大震災と余り

にも規模、けたが違い過ぎます。また、原子力

発電所の問題は、どの政権時代につくられ、防

災基準が設けられたのか、巨額の献金をもらい

ながら建設推進したことを忘れたかのように批

判します。未曾有の被災対策と原子力発電所の

事故処理等々、どの時代の政権も経験したこと

のない対応が求められました。よって、一時的

とはいえ、今は党派を超え、国難の対応をとも

にしようと各党に呼びかけをいたしました。し

かし、被災者の救済や被災地の再生・復興を事

あるごとに口にはしますが、一緒にやると解散

総選挙が遠のくとでも思ったのか、一丸となっ

ての震災の対応は実現しませんでした。再生・

復興の当事者になることなく、政府批判だけす

るのは簡単ですが、本当に被災者や被災地のこ

とを考えているのか疑問です。再生・復興は長
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丁場になります。清濁あわせのんで、被災者、

被災地のため、度量の大きな決断を再度求めま

す。

さて、改選後初の議会で質問する機会をいた

だきました。４年前の初当選直後の６月議会で

も、就任直後の話題沸騰の東国原知事へ質問を

させていただきました。議場内は、地元マスコ

ミは当然のことですが、全国ネットのテレビ局

も中央から多数駆けつけ、カメラの放列、そし

て傍聴者も殺到し、すごい熱気を感じたもので

した。しかも、初めての試みでもある一問一答

方式の導入、そしてこの知事だったら逆に質問

してくるのではないか等々、大変緊張しながら

登壇したことが思い出されます。それを思いま

すと、現在の議場はもとの状況に戻り、少し寂

しい思いもいたします。延岡の市民から私は２

期目の４年間を託されましたが、今回の定数削

減により、課題山積する県北の議員が２名減と

なりました。しかし、今まで以上の声を県政に

つなげるために、初心を忘れることなく、志は

高く、目線は低く、緊張感を持って課題解決に

全力を注いでまいりますので、どうかよろしく

お願い申し上げます。

それでは、通告に従い質問をとり行います。

まず、知事の政治姿勢についてお伺いいたし

ます。

２月議会に提示された23年度当初予算は、知

事が就任直後ということもあり、主に義務的経

費を盛り込んだ骨格予算として編成されまし

た。今回の補正予算案は、当初予算の肉付け予

算として568億8,700万円が提示され、補正後の

総額は5,805億5,000万円、前年度当初予算比

で0.6％増となり、３年連続の増加です。「明日

のみやざきの礎づくり予算」と称し、口蹄疫で

疲弊した本県の復興対策や東日本大震災対策等

の事業も盛り込まれた前向きの予算と理解いた

します。この予算案が功を奏し、本県が元気を

取り戻すことと、東北地方の復興の一助となり

ますことを望んでやみません。ただ、気にかか

ることは収支不足の状況で、財政関係２基金か

ら121億円、当初予算と合わせると195億円を取

り崩し、基金残高は373億円となる見込みです。

県債発行額も当初予算と合わせると795億円と、

県債残高は１兆580億円となります。このままの

予算規模を今後続けることは無理があり、基金

もすぐに枯渇します。昨年のような口蹄疫の悲

劇は二度と起こしてはなりませんが、近隣諸国

においては蔓延しており、完全な防疫体制は難

しい上、大きな災害も心配です。いつまた大き

な財政負担が発生するかわからない中、「みや

ざき行財政改革プラン」の確実な実施と一層の

改革が求められます。また、県民に理解を求め

ながら、事業の選択と集中が必要かと思います

が、知事の見解をお伺いいたします。

次に、今回の補正予算案は、知事が選挙で示

したマニフェストの具現化のための予算であり

ます。ただ、思いもしなかった東日本大震災に

関する事業も発生いたしましたが、今回の補正

予算案の中で河野カラーが一番濃いもの、知事

自身の思い入れの強いものはどのあたりか、お

伺いいたします。

次に、国と地方の関係について質問いたしま

す。このたび、「地方のことは地方で決める」

という地方分権改革の関連３法が、長い継続審

議を経てようやく成立いたしました。この３法

の最大の目玉の、全国知事会が５年前から法制

化を求めてきた「国と地方の協議の場」が設置

されました。国側の官房長官や主要閣僚と全国

知事会など地方六団体の代表が、政策を企画段

階から協議します。条文には、「協議の結果を
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尊重しなければならない」と明記されており、

地方の声が今までより国の施策に反映されるこ

ととなります。また、国が法令で自治体の施策

を縛ってきた義務づけ・枠づけの見直しも、大

きな地方の成果と言えます。国の基準から地方

の実情に応じた独自の基準に条例で規定できる

ようになり、効率性や利便性が向上します。ま

だまだ本格的な地方分権はこれからですが、国

と地方の関係にとって新たな一歩となります。

知事は今回の地方分権３法の成立に関してどの

ような御感想を持ち、どのような期待をしてい

るか、お伺いいたします。

次に、今年度から施行された通称「一括交付

金」についてお伺いいたします。この一括交付

金も、地方からの要望がようやく受け入れら

れ、本年度から創設されたものであります。そ

して、本県に内閣府から示された交付限度額

は68億1,600万円です。しかし、全国の交付限度

額を見ると、基準は一体何だったんだろうと首

をかしげたくなるような額が提示されておりま

す。九州では宮崎が最も少なく、トップの沖縄

は振興自主戦略交付金も含まれるそうですが、

福岡の倍以上の約332億円で、本県の約５倍、佐

賀県でも本県より約10億円も多い約78億円で

す。人口78万人の島根県に至っては本県の２倍

に近い約115億円、またインフラも整い財政的に

も豊かな東京都にも約256億円と、素直にうなず

けない、納得のいかない交付金となりました。

今回の一括交付金の交付限度額の本県の配分額

の評価、そして各都道府県の納得いかない格差

について、知事の見解をお伺いいたします。

以上４点を知事にお伺いして、壇上からの質

問は終わります。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

まず、財政改革についてであります。財政改

革につきましては、平成19年度から第２期財政

改革推進計画に取り組んできたところでありま

すが、長引く景気低迷により税収が伸び悩む

中、今後とも、毎年度数十億円単位で社会保障

関係費等の増加が見込まれるなど、引き続き、

本県財政は厳しい状況にあります。数年のうち

には財政調整のための２基金が枯渇し、予算編

成が困難になるおそれもあります。このため、

今回、第３期財政改革推進計画を策定したとこ

ろでありまして、今後、第２期改革の成果など

を踏まえまして、特別職の給料減額を初め、一

般職を含めた総人件費の抑制、投資的経費の縮

減・重点化、ゼロベースからの事務事業の見直

しによる一般行政経費の抑制、さらには広告収

入の拡大等の積極的な歳入確保対策など、歳入

・歳出の両面からさらに徹底した見直しを行

い、基金の取り崩しに頼らない持続可能な財政

運営を目指して、積極的に取り組んでまいりた

いと考えております。

次に、今回の補正予算案についてでありま

す。今議会に提案させていただいております補

正予算案は、私の政策提案を具現化するための

政策的事業や新規事業を盛り込んだ「肉付け予

算」として編成したところでありまして、特に

口蹄疫の発生などにより大きな影響を受けた県

内経済の復興でありますとか、東日本大震災対

策など、緊急的な課題に対応するための事業に

ついては、別枠で追加措置を行うなど積極型の

予算案といたしました。

思い入れの強いものということでございます

が、主な事業について幾つか申し上げますと、

口蹄疫などにより深刻な影響を受けている本県

観光の振興策としての誘客強化事業であります

とか、県民生活に身近で経済波及効果の大きい
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公共事業がございます。また、新たに「オール

みやざき営業チーム」として取り組むプロモー

ション活動や、医療機器開発などにつながる研

究拠点づくり、また社会全体で子育てを応援す

る機運づくりを進める県民運動の展開や、医師

確保を初めとする地域医療提供体制の充実、さ

らには新たに５億円規模の基金を設置して、県

民の皆様や団体等とともに東日本大震災の被災

地支援等を行う「みやざき感謝プロジェクト」

の取り組みなどにつきまして、今年度の重点推

進事業として位置づけ、積極的に取り組んでま

いりたいと考えております。

次に、地方分権３法についてであります。い

わゆる義務づけ・枠づけの見直しや、国と地方

の協議の場の法制化などを内容とした地方分権

改革に関する３法律の成立につきましては、地

域住民がみずからの判断と責任において地域の

諸課題に取り組む真の分権型社会の実現に向け

た第一歩として、地方が待ち望んでいたもので

あります。これを契機に、停滞している地方分

権改革が今後加速していくことを期待している

ところであります。特に、国と地方の協議の場

につきましては、先日６月13日に法制化後初め

て開催をされたわけでありますが、今後とも、

社会保障と税の一体改革など、地方自治に影響

を及ぼす重要課題について、地方の意見や実情

を踏まえた政策が確実に実現されるよう随時協

議を行いまして、実効性を高めていく必要があ

ると考えているところであります。

最後に、地域自主戦略交付金、いわゆる一括

交付金についてであります。地域自主戦略交付

金につきましては、ひもつき補助金を廃止し、

地方の自主性を高めるために創設されたもので

あり、地方分権の推進に資する取り組みとして

一定の評価をいたしております。今年度は、全

体の９割が継続事業の見込み額などを基礎に、

残りの部分が客観的指標に基づいて配分された

ところでありますが、本県を初め、要望額を下

回る配分となった県も多く、これは交付金総額

が抑制される中で、継続事業見込み額の算出に

おける各都道府県間の温度差、また姿勢なども

影響したのではないかと考えているところであ

ります。また、客観的指標につきましては、道

路延長など既に整備された社会資本の量を示す

指標が用いられていることや、土地価格の高い

地域に、より多く配分される仕組みが導入され

ていることなど、必ずしも社会資本整備のおく

れた地方の実情を反映しているものとは言いが

たい配分指標となっているところであります。

このようなことを踏まえまして、今後、本県と

いたしましては、社会資本整備のおくれた地方

の立場から国に対し、適切な見直し等を、関係

の県ともスクラムを組みながら求めてまいりた

いと考えているところであります。以上であり

ます。〔降壇〕

○田口雄二議員 今お話がありましたように、

一括交付金には本当に納得いきません。特に、

島根県はこれまでも県民１人当たりの公共工事

の額も突出して多かった県でもあります。政治

力の差があったころからの流れをまだ引きずっ

ているのかと、全く腑に落ちません。知事の

おっしゃるとおり、適正な見直しとしっかりと

した基準を求めていかなければならないと、私

たちも思っております。

それでは、次の質問に移ります。本日から高

速道路の無料化社会実験が凍結されました。昨

年の６月から実験が始まり、本県の車の流れが

劇的に変わりました。特に、延岡南道路の無料

化は建設以来20年にわたる地元の悲願でもあり

ました。その効果は歴然としており、国道10号
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の土々呂地区の渋滞は見事に消え去り、昨年末

に東九州道の門川―日向間が開通し、延岡南道

路と連結すると、その効果はさらに顕著になり

ました。また、宮崎市においても清武―西都間

が無料化と同時に利用者が激増し、口蹄疫で児

湯郡が大変な状況のさなか、西都―高鍋間が昨

年７月に開通してからは、観光や物流に大きく

貢献してくれました。実験の効果は県内の各路

線ともに大幅な増加で、実験終了後も継続され

るものと思っていました。そんな中、東日本大

震災での被災地の支援ということもあり、昨日

で無料化実験が凍結されてしまいました。道路

建設の財源として有料化を訴えてきた政党の皆

さんは、よかったと思っているのかもしれませ

んが、延岡では既に、無料化の再開に向けて新

たな動きも始まっております。しかし、今回の

無料化実験は終了ではなく凍結です。これまで

同様に、渋滞対策として延岡南道路と日向間の

無料化、そして東北が震災の対策として、関連

する車は無料化されるようですが、児湯郡内か

ら始まる高鍋―清武間も、口蹄疫からの再生・

復興対策として無料化の継続を県として働きか

けるべきだと考えますが、知事の見解をお伺い

いたします。

○知事（河野俊嗣君） 宮崎県内の高速道路無

料化社会実験につきましては、実験中、例えば

延岡南道路に並行する一般国道10号の土々呂地

区において交通量が約35％減少しまして、渋滞

の緩和が図られるなど、効果があらわれている

ものと評価をしているところであります。今

回、東日本大震災の復旧・復興支援の財源確保

という観点から、高速道路無料化社会実験が凍

結されることになったわけでございますが、今

後、本県では、並行する国道が再び渋滞という

ようなことも懸念されるところであります。そ

もそも本県におきましては、高速道路の整備と

いうものが必要―しっかりとした財源を確保

しながら、まだまだ未整備な区間が多いわけで

すから、高速道路を整備していただきたいとい

うスタンスであったわけでございますが、国の

方針によりまして、無料化の社会実験が行われ

てきたところであります。実験というからに

は、その効果の検証というものを国はしっかり

と行っていただく必要があろうかと考えており

ますし、県民生活や本県経済への影響を見きわ

めながら、継続の働きかけ云々いかんにつきま

しては、検討してまいりたいと考えておるとこ

ろであります。

○田口雄二議員 延岡南道路は、先ほども申し

ましたように、国道10号の渋滞緩和が目的で建

設されました。また有料になれば本来の目的は

果たせません。細島港との産業道路としての機

能も失い、経済的にも大きなロスとなります。

私どもも国に訴えてまいりますが、県もぜひと

も御協力賜りますようによろしくお願い申し上

げます。

次に、防災対策についてお伺いをいたしま

す。

今回の震災を見ていますと、自衛隊の存在の

大きさを改めて実感いたしました。阪神・淡路

大震災の経験をしっかりと生かし、自己完結型

の災害現場での活動には頭が下がります。ふだ

んからの大規模な出動の計画や訓練が役立ち、

立ち上がりの早さと活動の的確性が際立ちまし

た。災害現場での人命救助や気の重たくなる遺

体捜索などの作業も含め、献身的に活動してい

ただいています。本来の任務である国防はもち

ろんですが、災害における自衛隊は本当になく

てはならない存在と、私も認識しております。

本県は既に口蹄疫を初め何度も応援をいただい
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ています。県内の防災訓練は既に自衛隊との連

携のもと、実施されていますが、今回の東日本

大震災の自衛隊の評価と、今後の災害時におけ

る自衛隊との関係についてどう考えているか、

知事にお伺いをいたします。

○知事（河野俊嗣君） 自衛隊は、我が国の平

和と独立を守り、国の安全を保つという国家存

立のための最も重要な使命を担いますととも

に、このような大規模災害時の救助・復興活動

などの災害派遣におきまして、国民の生命や財

産の保護にも当たっていただいているところで

ございます。特に、３月に発生をした東日本大

震災におきましても、国民の心を打つような献

身的な働きをされたということは記憶に新しい

ところであり、災害救援活動に極めて重要な役

割を果たしておられるという認識でございま

す。また、昨年の口蹄疫、そしてことしの高病

原性鳥インフルエンザ発生時における出動であ

りますとか、例年の風水害への対応など、本県

としても自衛隊には大変お世話になっておりま

して、ありがたく思っているところでございま

す。

私も、昨年の口蹄疫のときに、川南町の役場

から撤収される折、これは７月16日でありまし

たが、知事代理として行ってまいりました。今

回の鳥インフルエンザは、新富町からの撤収が

２月３日であります。これも知事の立場で現地

で住民の皆さんとともに感謝の思いでお送りを

したところであります。大変お世話になったと

ころであります。本県は現在、危機管理局に自

衛隊出身者が１名勤務しております。日ごろか

ら連携を図っておりますし、県の総合防災訓

練、さまざまな行事などを通じて、日ごろから

意思の疎通を図っておるところでございます

が、今後とも、自衛隊との緊密かつ良好な関係

というものを、さまざまな機会をとらえて構築

してまいりたいと考えておるところでありま

す。

○田口雄二議員 県内には、新田原、都城、え

びのの３カ所に自衛隊が存在しております。知

事には、いざというときのための信頼関係の構

築をしっかりとしていただき、県民の安心・安

全に努めていただきたいと思います。よろしく

お願いいたします。

次に、医療福祉行政について質問をいたしま

す。

私は、これまでの１期目の４年間、深刻な県

北の医療状況をかんがみ、安心・安全の医療提

供のため、医師や医療スタッフの確保、医療環

境の改善等々について、質問のたびごとにしつ

こく取り上げさせていただきました。しかし、

全国的な医師不足、医師の偏在により厳しい状

況は容易には変わらず、大きく改善されること

はありませんでした。この間、延岡市を中心に

市民運動が起こり、県北の住民の命を預かる県

立延岡病院の医師確保の署名活動や、コンビニ

受診の回避運動が起こり、市民の意識も大きく

変わりました。また、地域医療を守り、将来に

わたって市民が安心して医療を受けることがで

きる体制を確保するとともに、市民の健康長寿

を推進するため、延岡市は全国で初めて「地域

医療を守る条例」を制定いたしました。さら

に、地域医療対策室も新たに設置し、新規開業

医への市独自の補助金も新設いたしました。延

岡市医師会においては、限られた医療資源の

上、医師の平均年齢が非常に高いにもかかわら

ず、平成21年に県立延岡病院の担当医師の不在

により、消化管出血と脳梗塞の輪番制を受け入

れ、既に２年が経過いたしました。そして、本

年４月からは、延岡市医師会と日向市東臼杵郡
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医師会と広域連携し、小児科の日曜と祝日の在

宅当番医制を実施し始めました。さらに、医師

会が運営を任されている延岡市夜間急病センタ

ーは、365日準夜帯の診療に加え、土曜日の午後

まで拡大をいたしました。その上、金曜日と土

曜日の深夜帯、そしてこの６月からは県医師会

の応援も得ながら、木曜日も実施することとな

り、深夜帯も週３日体制へと拡充させてまいり

ました。この間の県当局の医師確保の取り組み

には感謝を申し上げますが、延岡市医師会、延

岡市、そして市民の最大限の取り組みについ

て、知事はどう評価しているか、お伺いをいた

します。

○知事（河野俊嗣君） 県北地域におきまして

は、救急医療体制が大変厳しい状況にある中

で、延岡市による「地域医療を守る条例」の制

定でありますとか、住民団体による医療機関の

適正受診等の活動、また延岡市医師会による救

急医療充実のための新たな取り組みが行われて

いるところであります。限られた医療資源の中

で地域の医療を守るためには、こうした地域住

民や関係機関の相互協力が必要不可欠なもので

あるというふうに考えておりまして、県北にお

けるこのような地域を挙げた取り組みというの

は高く評価されるものであり、私としても敬意

を表し、感謝を申し上げたいと考えておりま

す。県といたしましても、引き続き、これらの

取り組みを積極的に支援し、また連携を図りな

がら、県民の皆様が安心できる地域医療体制の

充実に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

○田口雄二議員 私がちょっと心配しているの

は、延岡市医師会が頑張り過ぎているんじゃな

いかと。無理し過ぎて、一つ歯車が狂うとすべ

てが崩壊する可能性もありまして、これ以上求

められても、もう無理な状況だと思っておりま

す。お願いばかりになりますけれども、県北地

区の医療の体制の充実にさらに御尽力賜ります

ように、よろしくお願い申し上げます。

次に、本県の若手医師不足の要因の一つとし

ては、宮崎大学医学部に本県出身者が少ないこ

とでした。本県は、平成18年度から定員10名の

地域枠を設け、さらに平成21年度から地域特別

枠を医学部の定員の枠外に新たに定員５名設

け、22年度には10名に増加してまいりました。

これが功を奏し、宮崎大学医学部の平成17年度

の本県出身者の割合は16％でしたが、地域枠を

導入した18年度に31.7％へ、そして今年度は、

地域枠、特別枠ともに12名ずつが合格し、さら

に一般入試で合格した学生が21名となり、合

計45名の合格者になりました。そして、本県出

身者の割合はついに40.2％と、飛躍的に向上し

ております。余りニュースになっていないのは

残念ですが、県内の高校生も、福祉保健部の取

り組みや教育委員会との連携で、生まれ育った

本県の医療危機に対して認識も変化したものと

思います。まず、福祉保健部長に、この結果を

受けてどのような感想をお持ちか、お伺いをい

たします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 宮崎大学医学

部における本県出身者の増加を図るため、県で

は、ただいま議員のほうからお話がございまし

たように、宮崎大学の御協力のもとに、平成18

年度の入学者から地域枠、そして平成21年度か

ら地域特別枠の導入を進めてきたところでござ

います。また、教育委員会と連携をしながら、

宮崎大学医学部に本県出身者が一人でも多く入

学するように、教育関係者等への働きかけを

行ったところでございます。このような中、今

年度の入学者のうち本県出身者が、先ほどお話
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がございましたように、４割を超えたことは、

将来、県内への医師の定着につながるものと期

待をしているところでございます。

○田口雄二議員 続きまして、教育長に、どの

ような取り組みをしてきたのか、またあわせて

今回の結果についてどのような所見をお持ち

か、お伺いをいたします。

○教育長（渡辺義人君） 医師の確保というの

は、県政の緊急かつ重要な課題であり、県教育

委員会といたしましても、医学部医学科への進

学者増、中でも地元宮崎大学への進学者をふや

すことが大切であると考えております。そのた

めに、医学部医学科を志望する生徒の志を高め

る取り組みや、指導体制の充実及び高校生の学

力向上に取り組んでいるところであります。

具体的には、全県下の高校３年生を対象に実

施している夏の合同学習会におきまして、医歯

薬コースを開設し、医学部を志す生徒が一堂に

会して学び合い、切磋琢磨する機会を設けてお

ります。また、宮崎大学医学部の協力を得て、

同大学におきまして、中学校３年生と高校１・

２年生を対象に、医療に関する実習等を行う

「宮崎サイエンスキャンプ」を実施するととも

に、福祉保健部と連携をいたしまして、全県下

の医学科進学希望者を対象に、宮崎大学医学科

の紹介等をする医学部講座を行い、医師を目指

す生徒の意識を高める取り組みを進めておりま

す。さらに、本年度から、延岡高校の理数科を

メディカル・サイエンス科に改編しましたよう

に、医師確保という地域の課題や、地域の状況

を踏まえて、より質の高い学びを提供する体制

も整えてまいりました。各県立高等学校におき

ましても、病院等での体験実習や医学部教授等

による出前講座、医学科に進学した卒業生の体

験発表等により、地域医療に貢献する志をはぐ

くみますとともに、通常の授業の改善や課外授

業、習熟度別指導を実施するなど、確かな学力

の養成にも取り組んでいるところであります。

今年度につきましては、お話ございましたよう

に、宮崎大学への進学者がかなりふえましたけ

れども、この成果が継続的に安定的に続くよう

に、教育委員会としても今後とも、本県の医療

を担う人材の育成に積極的に取り組んでまいり

たいと考えております。以上です。

○田口雄二議員 私の知人は御夫婦ともに北九

州市の出身ですが、子供さんたちは延岡で生ま

れ、延岡で育っています。その御長男は「宮崎

の医療を何とかしたい」と、残念ながら宮大で

はありませんが、大分大学医学部に入学いたし

ました。現在３年生で、宮崎の医療に携わるこ

とに熱意を持って一生懸命勉強しています。私

自身が高校生のときに、宮崎のためになどとい

う崇高な思いがあったかは全く自信がありませ

んが、高校生たちの本県の医療に対する思いは

かなり変わってきているのではないかと思って

おります。本県の医療を担う人材の育成にさら

に尽力いただきますよう、よろしくお願いいた

します。

なお、ちなみに、現在大学生の次男に確認し

ましたら、大宮高校で実施されたサマーセミナ

ーに参加しておりました。「宮崎に行くにはバ

スだったので大変疲れた。しかし、ほかの学校

の学生と勉強するのは非常にいい刺激になっ

て、参加してよかった」と申しておりました。

次男は病院の薬剤部で先月から実習に入りまし

た。卒業までにはあと２年弱ありますが、「資

格取得後、早く宮崎の医療現場の一員として貢

献してほしいな」と、親としては思っておりま

す。

次に、平成18年度に地域枠採用した医学部生
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が、いよいよ今年度、卒業年度を迎えます。全

員が今年度卒業とはいかないかもしれません

が、地域枠と一般入試の約30名近くが医師国家

資格に挑戦するものと思います。本県出身者の

本県での臨床研修への取り組みについて、福祉

保健部長にお伺いをいたします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 宮崎大学医学

部の卒業生が県内に残るためには、まずは県内

で臨床研修を行ってもらうことでございまし

て、そのほか、専門医等の資格取得ができる環

境づくりなどが重要であるというふうに考えて

おります。このため、臨床研修病院説明会を年

２回開催し、県内での臨床研修の魅力をＰＲし

ているほか、優秀な指導医を養成するため、研

修指導医養成講座を実施しているところでござ

います。さらに、今回の補正でお願いしており

ます「宮崎県地域医療支援機構（仮称）設置事

業」におきましては、学会等への参加支援な

ど、キャリア形成の支援等にも取り組むことと

いたしております。また、医師修学資金を貸与

することによりまして、本県の地域医療を担う

医師の養成にも努めているところでございま

す。今後とも、このような事業を、宮崎大学、

それから県医師会、市町村と一体となって実施

することによりまして、宮崎大学医学部卒業生

の県内定着を図ってまいりたいというふうに考

えております。

○田口雄二議員 県内の臨床研修医の本年度の

状況を見てみますと、29名ですが、この中の14

名は県外出身者であります。彼らを引き続き本

県で勤務させるような手だても必要だと思って

おりますので、引き続き御尽力賜りますように

お願いいたします。

次に、臨床研修医の本県への取り組みの一環

として、来年度から実施予定の県立３病院連携

の臨床研修プログラムがありますが、学生から

見るとどのようなところに魅力があるのか、病

院局長にお伺いをいたします。

○病院局長（甲斐景早文君） この新しい研修

プログラムは、「フェニックスプログラム」と

名づけておりますが、その魅力を申し上げます

と、１つには、２年間の研修期間中に全県レベ

ルあるいは地域の中核病院である３つの県立病

院すべてを回ることで、豊富な指導医のもとで

高度医療についての多様な症例経験ができるこ

とが挙げられます。２つ目には、がん治療など

多数の診療科の連携による総合性を生かした診

療機能を担う宮崎病院、あるいは県北地域の２

次・３次救急医療の拠点である延岡病院、さら

には県南地域の急性期医療の拠点である日南病

院といった、県内全域の医療事情を踏まえた各

病院の特徴に応じた研修が履修できること、ま

た３つ目には、２年間の研修期間のうち約１年

間は研修医の希望に応じて診療科が選択できる

など、自由度の高いプログラムとなっているこ

とが挙げられます。今後、これらの魅力を県内

外の医学生に積極的にＰＲすることにより、県

立病院における研修医の増加を図ってまいりた

いと考えております。

○田口雄二議員 次に、医師修学資金貸与制度

についてお伺いをいたします。医師不足が深刻

な公立病院や診療所で、医師として将来、県内

で勤務を希望する学生に、月額10万円と入学

金28万2,000円を貸与する制度です。そして、医

師免許取得後２年間の臨床研修終了後、貸与期

間と同じ期間、県が指定する病院等に勤務すれ

ば、返済が免除されます。医学部卒業後も本県

に残る確率を上げるための制度ではあります

が、同様の制度は各県ともに取り組んでいま

す。
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そんな中、昨年度の医療対策特別委員会の報

告書を見て驚きました。静岡県では毎年100名に

本県の倍額の月額20万、年額240万円の貸与を目

標に掲げ、平成21年度に127名、22年度に95名に

貸与するとともに、県内の公的医療機関等で臨

床研修を行った場合、義務勤務年限を１年間短

縮するといった大胆な取り扱いを行っているこ

とです。また、山梨県では平成19年度に修学資

金制度を開始し、わずか４年でこれまで365人に

貸与を行い、既に卒業し医師免許を取得した貸

与者の74名のうち、84％の62名が山梨県内の医

療機関に勤務しているようです。本県は特別枠

の定員10名を含む16名程度が対象となります。

静岡県や山梨県ほどとは言いませんが、本県の

今後の取り組みとして、対象者の増員や増額は

できないのか、福祉保健部長にお伺いをいたし

ます。

○福祉保健部長（土持正弘君） 医師修学資金

貸与者の状況でございますけれども、平成18年

度の制度創設以来、66名となっておるところで

ございます。そのうち９名が医師免許を取得し

て、現在、臨床研修等を行っております。ま

た、募集定員につきましては、お話がございま

したとおり、制度開始当初の４名を平成22年度

から16名に増員したところでございます。お話

のありました、人口規模で３倍、財政規模で２

倍、また公表された医師不足ということでは、

公的病院だけで600名の医師不足ということでご

ざいますけれども、そういった静岡県の取り組

みと比較をされますと、さすがに見劣りはいた

しますけれども、当面は、この貸与者の動向等

を見きわめてまいりたいというふうに考えてお

るところでございます。

○田口雄二議員 確かに、静岡県は財政規模が

全然違いますが、後で言った山梨県は宮崎より

も財政規模は小さいんじゃないかと思います。

そういう意味では、非常に大胆な取り組みだと

思います。ただ、医師不足の問題は修学資金だ

けで何とかなるというものではありません。総

合的な取り組みが当然必要になってくると思い

ますので、引き続き、総合的な取り組みをよろ

しくお願い申し上げます。

それでは、医療関係の質問は終わりまして、

次に商工観光行政について質問をいたします。

本県の大きな課題である企業立地、雇用に関

する件で何点かお伺いいたします。本県はイン

フラ整備が非常におくれており、物流という点

で企業立地に大きなハンディを持っています。

しかし、おくればせながらとはいえ、東九州自

動車道の宮崎―延岡間が平成25年度内に完成供

用のめどが立ち、また細島港が重点港湾に指定

され、平成26年度までの集中整備が決まりまし

た。今後４年間の企業立地の目標について、知

事にお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 企業立地の促進であり

ますが、地域経済の振興、雇用の確保に即効性

がある効果的な施策でありますので、政策提案

の一つに盛り込んだところであります。これか

らの今後４年間の目標は、大変厳しい状況の中

ではありますが、新規企業立地件数を100件、企

業立地に伴う雇用創出数を5,000人ということで

ございます。長引く景気低迷、大震災、企業の

投資意欲の低迷など、大変厳しい状況の中では

ありますが、こういった目標を掲げて積極的に

取り組んでまいりたいと考えております。

○田口雄二議員 午前中に私どもの西村代表も

申し上げましたが、今回、東日本大震災では、

製造拠点が１カ所であったために、被災によ

り、日本だけではなく世界じゅうの工場が一時

停止の大混乱になり、完全復帰には相当な時間
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を要するような状況です。私も、この５月にリ

ース契約満了のため、新しい車への契約を震災

前に行っておりました。ところが、震災後、半

導体等の部品調達がままならなくなりまして、

１カ月以上、つなぎの代車に乗っています。ま

だ手元に届くめどが立っておりません。３万点

以上の部品の集合体である車が売れないという

だけでも、日本経済に与える影響ははかり知れ

ません。リスク分散や部品調達先の見直し等が

当然、必要になりました。本県に災害リスクが

ないわけではありませんが、海外に行かれては

元も子もありません。本県立地への積極的な働

きかけも必要だと思います。これらのことも考

えながら、新規企業立地100社・新規雇用5,000

人の本県の特徴を生かしながらの主な取り組み

について、知事にお伺いをいたします。

○知事（河野俊嗣君） 先ほど答弁申し上げま

した目標に向けて、私が本部長を務める企業立

地推進本部会議におきまして、全庁一丸となっ

て企業立地を進めていくよう確認をし、また指

示をしたところであります。この取り組みの中

におきましては、今後の成長が期待される新エ

ネルギー関連産業でありますとか、メディカル

バレー構想に基づく医療機器関連産業のほか、

本県の特性を生かした食品関連産業、また多く

の雇用が期待できるコールセンターなどの情報

サービス産業を重点産業として位置づけて、戦

略的な立地活動を展開してまいりたいと考えて

おります。

先週も、一般質問が行われている最中であり

ましたが、昼休みに、本県を候補地の一つとし

て考えておられるような関係者とお会いして、

いろんなお話をしたところであります。やはり

大震災後のリスク分散ということも随分意識を

しておられるようでございます。今後も、そう

いった問題意識等にしっかりおこたえをしなが

ら、また私みずからが企業を訪問するなど、さ

まざまな機会をとらえたトップセールスも積極

的に行いまして、目標達成に向けて取り組んで

まいりたいと考えております。

○田口雄二議員 今回の大震災では多くの住宅

が被災し、東北の方々には申しわけないんです

が、今後、住宅建設等の需要が見込めること

は、当然予想されます。そんな中、以前から細

島港への進出をみずから申し入れしてきて、そ

の後、足踏み状態の中国木材の動きはどうなっ

ているのか。中国木材が新たな進出の条件のよ

うに言い出した港湾整備のめども、重点港湾指

定によりクリアすることになります。知事の目

標を達成するに当たり、中国木材の新規立地は

外せません。進出に関する動きはどうなってい

るのか、知事にお伺いをいたします。

○知事（河野俊嗣君） 中国木材株式会社でご

ざいますが、これまでも、さまざまな訪問活動

を通じて接触を図り、要望を伝えてきたところ

でございます。現段階で進出する意思に変わり

はないということでありますが、景気低迷に伴

う市場の動向や東日本大震災の影響等をにらみ

ながら、進出時期を見きわめているというふう

に伺っておるところでございます。私自身も、

実は３月下旬に本社のほうに参りまして、社長

さんに直接ということで予定はしておったんで

すが、大震災の影響によりまして、実現できな

かったところでございます。今後とも、機会を

見つけまして、私みずから訪問するなど、早期

の進出を働きかけてまいりたいと考えておりま

す。

○田口雄二議員 知事は広島県呉市の御出身で

あります。と言えば、何を私が言いたいかとい

うのはわかっているかと思いますが、中国木材
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は同じ呉市が本社になります。早急にトップセ

ールスで本社に乗り込んでいただきまして、知

事就任の御祝儀ということも兼ねて、早く進出

していただくように申し入れをしていただきた

いと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。

先ほど、企業立地の取り組みについて、重点

産業の一つとして東九州メディカルバレー構想

に基づく医療関連産業の戦略的な企業立地活動

を取り上げていただきました。求人倍率の数値

でもわかりますように、県北の最重要課題の一

つが雇用の場の確保です。この東九州メディカ

ルバレー構想に基づく医療機器産業の一層の集

積により、地域の活性化に大きな期待を寄せて

います。延岡市は厳しい財政状況の中、約10ヘ

クタールの工業団地を東九州自動車道の延岡

ジャンクションの隣に自前で新たに完成させた

ばかりです。この構想の実現に大きな期待を寄

せるものとして、総合特区の指定があります。

地域の可能性を最大限に引き出すため、地域を

限定して規制緩和や税の優遇を集中させるもの

で、薬事法関連の規制での特例や、財政支援を

国に求めてまいります。この総合特区の指定の

見込みについて、商工観光労働部長にお伺いを

いたします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 総合特区

制度は、昨年６月に閣議決定されました国の新

成長戦略を実現するための施策として打ち出さ

れ、今国会におきまして、関連法案の審議が行

われているところであります。東九州メディカ

ルバレー構想の取り組みを促進するためには、

お話のありましたように、総合特区の指定を受

け、規制や制度の特例措置と、税制、財政、金

融上の支援措置を活用することが重要であると

考えております。総合特区の指定を受けるため

には、我が国の成長に資する先駆的な取り組み

であること、地域での必然性があること、国の

規制・制度改革の提案があることなどの要件を

クリアする必要があると、国からも伺っている

ところでございます。このため、現在、国との

事前協議を進めるとともに、大分県や医療機器

メーカー、大学などと連携して、提案内容のブ

ラッシュアップを行っているところでありま

す。

○田口雄二議員 今お話もありましたが、東九

州メディカルバレー構想は、本県だけではな

く、隣の大分県と進めているものです。大分

県、各自治体や企業、そして大学や医療機関等

々の関係するところとの連携に基づいて、総合

的に進めなければなりません。現在の取り組み

状況について再度お伺いいたします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） メディカ

ルバレー構想の策定に当たりましては、構想研

究会を設置し、宮崎・大分両県の産学官が連携

して取り組んできたところでありまして、こと

しの３月には構想推進会議に移行したところで

あります。本県におきましても、５月に宮崎県

構想推進会議を設置し、医療機器メーカーを初

め、地元自治体、大学、関係機関に御参加いた

だいているところでありまして、地元自治体に

は、医療機器関連企業の誘致や地場企業の参入

支援など、大学には、研究開発や医療技術人材

の育成などの役割が期待されるところでありま

す。今後とも、両県の産学官が密接に連携しな

がら、構想の実現に向けて取り組んでまいりた

いと考えております。

○田口雄二議員 次に、東九州メディカルバレ

ー構想における地場企業の育成と参入支援につ

いて伺います。医療機器関連産業や新エネルギ

ー関連産業は、余りに速い事業転換に地元の企
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業の技術革新がついていけず、せっかく目の前

に仕事がありながら対応できず、県内に２次、

３次の経済効果が上がっていません。大手企業

が成長していくだけではなく、地元の企業がと

もに育つことが医療機器産業の集積に向けて大

きな強みとなります。地場産業の育成と参入支

援について、商工観光労働部長にお伺いいたし

ます。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） メディカ

ルバレー構想では、取り組みの一つとして「医

療機器産業の拠点づくり」を掲げておりまし

て、お話がありましたように、地場企業の参入

が重要であると考えております。そのため、今

年度から、「東九州メディカルバレー構想推進

事業」によりまして、地場企業の参入支援に重

点的に取り組むこととしており、４月には医療

機器に関する豊富な経験を有する連携コーディ

ネーターを九州保健福祉大学に配置し、支援を

始めたところであります。また、県の工業会や

延岡鐵工団地などと連携して、医療機器産業に

参入する意欲のある地場企業を組織化いたしま

して、セミナーの開催など体系的な支援を行う

ことにより、参入の促進を図っていくこととし

ております。

○田口雄二議員 今回の補正予算案には、「東

九州地域医療産業研究開発拠点づくり事業」850

万円が出されています。構想に関連して、延岡

市を中心とする県北地域で地域医療の向上や医

療機器開発につながる研究拠点づくりを推進す

ることを目的としています。研究開発の拠点づ

くりの目玉として、寄附講座の開設を目指して

いると聞いています。この寄附講座の内容と開

設に向けて、今後の予定等につきまして、県民

政策部長にお伺いいたします。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 東九州メディ

カルバレー構想では、研究開発や血液・血管に

関する医療など、４つの拠点づくりに取り組む

こととしております。その中で、研究開発の拠

点におきましては、医療分野において大学と産

業界が意見交換しながら、血液・血管に関する

新たな研究開発のプロジェクトを企画し、実行

していくこととしておりまして、これを動かし

ていく仕組みとして寄附講座を開設するもので

ございます。具体的には、宮崎大学医学部に寄

附講座を開設しまして、研究者を派遣していた

だくことにより、県北地域に研究開発の拠点を

設置し、九州保健福祉大学や企業などと連携し

ながら、研究開発に取り組んでいただくことと

しております。なお、講座開設の時期につきま

しては、今後、宮崎大学における人選等の手続

を経まして、今年度内の開設を目指してまいり

たいと考えております。

○田口雄二議員 メディカルバレー構想に関し

て何点か聞いてまいりましたが、今、延岡市民

は、地域医療への意識向上や県北の医療環境が

変わることによって、医師不足の解消にもつな

がるんじゃないかと、大変この構想に期待をし

ております。しっかりと期待にこたえられるよ

うに、よろしくお願い申し上げます。

次に、テーマががらりと変わりまして、食を

生かしたまちづくりと観光開発について質問い

たします。近年は全国的に、地元では当たり前

の食べ物でも、実はかなり局地的なもので、

ちょっと離れると全く知られていないレアな食

を売りにして、全国的なブームになっている地

域がたくさんあります。話題づくりやマスコミ

をうまく利用したところに、わずか200～300円

から700～800円のものを食べるために何時間も

かけて行く人が珍しくありません。その火つけ

役になったのは、香川県の製めん所が提供する
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「讃岐うどん」だろうと思います。御当地ラー

メンや焼きそば、佐世保バーガー等のＢ級グル

メが今、大ブームです。そのＢ級グルメの頂点

を決めるＢ級グルメの祭典「Ｂ-１グランプリ」

に延岡生まれの「チキン南蛮」がついに出場権

を得ました。何としてもいい結果が出ることを

期待したいと思っていますし、県もしっかりと

後押しをしてほしいものです。昨年のグランプ

リは山梨県甲府市の「鳥もつ煮」です。受賞と

同時に、市内の店に行列ができるほど、人の流

れが変わり、経済効果も大きく、また地域が自

信を持ってまちづくりに精を出すようになりま

した。グランプリでなくても、上位入選した地

区も同様の効果が出ています。県内には、児湯

地区でも鍋合戦など、おもしろい企画でまちお

こしに取り組む地域も出てきています。中山間

地域の活性化にもつながるものと思っておりま

す。このような地域の取り組みに対して県とし

ての支援は、また食を生かした観光客誘致につ

いてどうお考えか、商工観光労働部長にお伺い

をいたします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） チキン南

蛮につきましては、県といたしましても、「宮

崎観光遺産」の一つに選定し、イベントでのＰ

Ｒやホームページの作成などにより、積極的な

情報発信を行っているところであります。しか

し、チキン南蛮につきましては、何といいまし

ても、地元の関係者の方々における自主的でユ

ニークなまちおこしの取り組みが全国区の食べ

物に押し上げ、「Ｂ-１グランプリ」の参加資格

を得たものと考えております。このように食は

地域の魅力の一つでございまして、有力な観光

資源でもありますことから、県においては、

「都城焼き肉三昧炭火定食」や「日南一本釣り

カツオ炙り重」などといった新たなメニューの

開発や、先ほどお話がありましたけれども、東

児湯鍋合戦の開催―この鍋合戦では都農町の

「トマト鍋」が優勝いたしましたが、このよう

な地元の素材を生かした取り組みに対し支援を

行っているところであります。今後とも、地域

と連携しながら、食を生かした観光客誘致に取

り組んでまいりたいと考えております。

○田口雄二議員 実は、昨年新しくなった国会

の議員会館で昼食をとりに行きましたら、レジ

の前に置いてあった本日のお勧めが、何とチキ

ン南蛮でした。早速、注文していただきました

が、味はいまいちだったんですけれども、東京

のど真ん中でチキン南蛮とは、うれしくなった

ものであります。30年ほど前の学生時代に、東

京の自動販売機で南日本酪農の「スコール」を

見つけて飲んだときのような思いがいたしまし

た。現代人は結構お金と時間を持っている人が

多く、Ｂ級グルメに不便なところでも何時間で

もかけて出かけて行く人がたくさんいます。イ

ンフラのおくれている宮崎には逆にいいのかも

しれません。しっかりと取り組んでまいりま

しょう。

次に、警察行政についてお伺いいたします。

最近の事件の解決の発端が防犯カメラの映像

がきっかけになることが非常に多くなってきた

ようです。本年２月の東京の目黒区の高級住宅

街の老夫婦が殺傷された事件は、まさに各ポイ

ントの防犯カメラがとらえた膨大な記録を詳細

に検証した結果、犯人に結びついたものです。

つい先日の西諸地区の県庁職員の不祥事も、コ

ンビニの防犯カメラの映像がきっかけです。今

から質問します警察本部長には申しわけありま

せんが、先週の大阪府警の巡査長の交通事故に

関する事件も、カメラがとらえた映像からでし

た。市内には至るところに、知らぬ間にカメラ
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が設置されているというのは、不気味な反面、

逆の意味では、動かぬ証拠として捜査や防犯に

は大きく貢献しています。防犯カメラの活用事

例と設置に向けた警察の取り組みについて、警

察本部長にお伺いをいたします。

○警察本部長（鶴見雅男君） 防犯カメラは、

繁華街や街頭犯罪が多発する地域におきまし

て、公共空間等の安全を見守って、犯罪の抑止

に効果が認められるという、大変効果の大きな

ものでございます。また、犯罪が発生した場合

に、犯人や犯行状況が記録されているというこ

ともございまして、管理者からその提供を受け

て、捜査にも活用しているところであります。

当県におきましても、コンビニ強盗などの幾つ

かの事件の検挙に大きく役立ったという事例が

ございます。これら防犯カメラの設置に向けた

取り組みにつきましては、犯罪抑止の観点か

ら、現在、各自治体、事業者、商店街関係者等

の方々に対して設置の働きかけを行っていると

ころであります。現在、開発が進められており

ます宮崎駅西口拠点整備事業におきましても、

同所に防犯カメラの設置をするということで、

具体的な助言、指導を行っているところであり

ます。今後とも、防犯カメラの設置促進を図る

など、犯罪の起きにくい社会づくりに努めてま

いる所存であります。

○田口雄二議員 知らないうちに映像として

残っているのがカメラであります。そういう意

味では、悪用されてはたまりません。プライバ

シー保護の観点から、設置者に対する助言・指

導はどのようにされているのか、お伺いいたし

ます。

○警察本部長（鶴見雅男君） 防犯カメラは、

ただいま申しましたように、大変大きな効果が

ある反面、やはりプライバシー保護の観点とい

うのも大変大切なことでございますので、設置

責任者の方々に対して、撮影の範囲、画像の保

存管理、及び画像の第三者に対する提供等、そ

ういったものに関するガイドラインを作成する

ように、助言・指導を行っているところであり

ます。

○田口雄二議員 次の質問に入ります。昨年９

月に、日向市平岩から美々津中学校間の国道10

号の渋滞対策について、本部長に伺いました。

県北の地元紙が１面に取り上げたことにもより

ますが、日向、延岡の市民からの反響は非常に

大きいものがありました。南北を貫く幹線道路

が国道10号しかない上に、住宅も少なくなった

郊外に入った途端の渋滞に、みんな相当不満を

持っていたようであります。この間は信号機が

９基もあり、流れを阻害している可能性があ

り、信号機の調整等をしてみるとの回答をいた

だきましたが、その後の検討状況について警察

本部長に伺います。

○警察本部長（鶴見雅男君） この区間の交通

量は、調査をいたしましたけれども、１日平

均、上下線ともに約１万1,000台程度で、多くの

交通量があるわけであります。警察ではこれま

でに、この区間の渋滞解消に向けて検討をいろ

いろしてまいりました。その一つとして、ま

ず、信号機の表示時間の調整でありますが、こ

れは、朝夕の渋滞時間帯に、交差道路への影響

を考慮しつつ、国道10号の青色信号をおおむ

ね10秒程度長く調整したところでありますけれ

ども、これでは渋滞解消には至らなかったとこ

ろであります。また次に、信号機の連動化とい

うことでございまして、信号機の表示時間の調

整と並行して、隣接する信号機を連動させて、

順次青色にしていくことによって国道10号の車

両をスムーズに走行させる、そういった対応を
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講じましたけれども、カーブや急な坂道等も連

続しているということもございまして、一定の

速度で走行することは困難なことなどから、そ

の効果は余り認められなかったところでありま

す。この区間は、主要幹線道路であり、大型車

両の通行が多いことなどもありまして、信号機

の調整等だけでは渋滞解消は困難であるという

のが実情であります。

○田口雄二議員 その後、渋滞の変化がなかっ

たものですから、何もしていないのかと思って

おりましたが、早速動いていただいておりまし

たことに感謝申し上げます。ただ、信号の改良

だけでは渋滞の解消は難しいことがわかりまし

た。この間はアップダウンもきつく、バイパス

的な道路がほかになく、ここからほかの道路に

逃げられないという、これまでの道路行政の問

題と構造上の問題があります。

それから、午前中に西村議員も申しました

が、この間は海のすぐ横を通っており、津波警

報だけでも通れなくなってしまいます。実際に

は、津波が来たら完全に南北の物流はストップ

します。辛うじて、乗用車であれば何とかなり

そうな広域農道が山間部を通っていますが、国

道10号とこの広域農道が連結する道路は離合も

難しい道路ばかりです。防災対策を兼ね合わせ

まして、この平岩―美々津間の渋滞対策はどう

お考えか、県土整備部長にお伺いをいたしま

す。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 国道10号は国

土交通省において管理をされておりまして、お

尋ねの日向市平岩から美々津中学校までの間

は、２車線で整備されております。現在、この

区間に並行する東九州自動車道の整備が進めら

れており、平成25年度には延岡から宮崎までの

供用が予定されております。東九州自動車道が

開通しますと、災害時には国道10号の代替道路

ともなりますことから、防災上の機能が向上す

るものと考えており、また渋滞対策の観点から

も、通行車両が分散しまして、混雑状況の改善

も期待されるところであります。県としまして

は、今後の交通動向を注視しながら、災害時の

対応等も含めまして、国土交通省と協議をして

まいりたいと存じます。

○田口雄二議員 質問項目が多くて、ちょっと

早口になりましたが、用意した質問は無事に全

部終わりました。ありがとうございました。

（拍手）

○十屋幸平副議長 以上で本日の質問は終わり

ました。

あすの本会議は、午前10時開会、本日に引き

続き一般質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時53分散会



６月21日（火）



平 成 2 3 年 ６ 月 2 1 日 （ 火 曜 日 ）

午前 10時０分開議

出 席 議 員（39名）
1番 有 岡 浩 一 （郷 中 の 会）

2番 岩 下 斌 彦 （自 民 党 つ く し の 会）

3番 重 松 幸次郎 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

4番 渡 辺 創 （新みやざき）

5番 西 村 賢 （ 同 ）

6番 黒 木 正 一 （自由民主党）

7番 松 村 悟 郎 （ 同 ）

8番 内 村 仁 子 （ 同 ）

9番 後 藤 哲 朗 （ 同 ）

10番 右 松 隆 央 （ 同 ）

11番 二 見 康 之 （ 同 ）

12番 清 山 知 憲 （ 同 ）

13番 外 山 三 博 （ 同 ）

14番 図 師 博 規 （日 日 新）

15番 河 野 哲 也 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

16番 髙 橋 透 （社会民主党宮崎県議団）

17番 太 田 清 海 （ 同 ）

18番 田 口 雄 二 （新みやざき）

19番 星 原 透 （自由民主党）

20番 蓬 原 正 三 （ 同 ）

21番 井 本 英 雄 （ 同 ）

22番 丸 山 裕次郎 （ 同 ）

23番 押 川 修一郎 （ 同 ）

24番 外 山 衛 （ 同 ）

25番 宮 原 義 久 （ 同 ）

26番 山 下 博 三 （ 同 ）

27番 前屋敷 恵 美 （日本共産党宮崎県議会議員団）

28番 新 見 昌 安 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

29番 鳥 飼 謙 二 （社会民主党宮崎県議団）

30番 井 上 紀代子 （新みやざき）

31番 徳 重 忠 夫 （ 同 ）

32番 緒 嶋 雅 晃 （自由民主党）

33番 横 田 照 夫 （ 同 ）

34番 中 野 一 則 （ 同 ）

35番 中 野 廣 明 （ 同 ）

36番 福 田 作 弥 （ 同 ）

37番 坂 口 博 美 （ 同 ）

38番 中 村 幸 一 （ 同 ）

39番 十 屋 幸 平 （ 同 ）

地方自治法第 121条による出席者
知 事 河 野 俊 嗣

副 知 事 牧 元 幸 司

県 民 政 策 部 長 渡 邊 亮 一

総 務 部 長 稲 用 博 美

福 祉 保 健 部 長 土 持 正 弘

環 境 森 林 部 長 加 藤 裕 彦

商工観光労働部長 米 原 隆 夫

農 政 水 産 部 長 岡 村 巖

県 土 整 備 部 長 児 玉 宏 紀

会 計 管 理 者 豊 島 美 敏

企 業 局 長 濵 砂 公 一

病 院 局 長 甲 斐 景早文

財 政 課 長 日 隈 俊 郎

教 育 委 員 長 近 藤 好 子

教 育 長 渡 辺 義 人

警 察 本 部 長 鶴 見 雅 男

代 表 監 査 委 員 宮 本 尊

人事委員会事務局長 四 本 孝

事務局職員出席者

事 務 局 長 日 高 勝 弘

事 務 局 次 長 成 合 修

総 務 課 長 山之内 稔

議 事 課 長 武 田 宗 仁

政 策 調 査 課 長 福 嶋 幸 徳

議 事 課 長 補 佐 谷 口 浩太郎

議 事 担 当 主 幹 伊 豆 雅 広

議 事 課 主 査 関 谷 幸 二

議 事 課 主 査 前 田 陽 一
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◎ 一般質問

○外山三博議長 ただいまの出席議員39名。定

足数に達しておりますので、これより本日の会

議を開きます。

本日の日程は一般質問であります。

ただいまから一般質問に入ります。まず、二

見康之議員。

○二見康之議員〔登壇〕（拍手） 皆さん、お

はようございます。会派自由民主党、都城選挙

区選出の二見康之と申します。このたび初め

て、こちらの一般質問に立たせていただきます

ので、至らない点や不備な点もあるかもしれま

せんけれども、どうか先輩方におかれましては

温かく見守っていただきますように、まず心か

らお願い申し上げます。

早速ですが、今回、私もいろいろと考えてき

たこともありますので、少し自分の考えも含ま

せながら質問を進めさせていただければと思っ

ております。

まず、中国の古典の中で、皆さん御存じだと

思うんですけれども、「故きを温ねて新しきを

知れば、似って師と為るべし」、先人の教えや

歴史について学び、そこから新しい考えや取り

組みを見つけられれば、人を教え導く先生とな

ることができるという意味です。皆様御存じの

とおり「論語」の言葉です。「論語読みの論語

知らず」という言葉もありますけれども、いま

だ至らない勉強中の身でありますが、少しでも

向上できるように努めていきたいという思い

で、今回取り上げさせていただきました。

この孔子は、今から約2500年前の中国・春秋

時代の思想家、政治家であります。理想の政治

を実現するために、その生き方、考え方を説

き、また多くの弟子の育成にも尽力され、その

数は3,000人いたと言われております。その孔子

の言行や弟子たちとの問答などを記録した書物

が「論語」であります。この中で孔子は「仁」

というものをとても大切にしております。思い

やりの気持ち、優しい心、強く正しい生き方と

いった解釈になるかと思います。今、全国的に

この「論語」が大きく見直される流れがありま

す。人道的な事件が多い今の時代、私たちの心

の中に欠けているものを改めて気づかせてくれ

る書物だからではないでしょうか。

私が評議員を仰せつかっている都城市のさく

ら幼稚園では、年長園児を対象に１年間、安岡

定子先生が書かれました「こども論語塾」とい

う本を使って論語の素読を教えているところで

あります。子供たちは本当に記憶力がいいで

す。すぐに本１冊くらい暗記してしまいます。

ただ、論語の言葉は覚えてしまうのですが、意

味についてはまだぼんやりしているところがあ

るようです。しかし、子供たちの生活の中にお

いて、何か背骨のようなもの、行動の規範のよ

うなものができてきているように感じていま

す。先生や友達との会話の中、遊んでいると

き、いろんな場面において、何か相手を気遣う

というようなところを感じます。子供というも

のは本当に素直であります。論語というものは

宗教色が全くないとも言えませんので、一斉に

取り入れるということは難しいかもしれません

が、個人的に興味のある方はぜひ検討してみら

れる価値はあるかと思います。また、教育長、

教育委員長、ぜひ一度御検討いただきますよう

にお願いいたします。

もう一つ、論語の言葉を取り上げさせていた

だきます。「吾十有五にして学に志し、三十に

して立ち。四十にして惑わず。五十にして天命

を知り、六十にして耳順う。七十にして心の欲

平成23年６月21日(火)
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するところに従いて矩を踰えず」、孔子は自分

の一生を振り返り、15歳で学問に志し、30歳で

自立した。40歳で心の迷いがなくなり、50歳で

天が与えた自分の使命・運命について自覚

し、60歳でどんなことでもよく理解して聞き取

り、70歳には自分の思いのままに行動しても人

の道に外れることがなくなったと言っておりま

す。私はまだ30歳でありますが、自分といたし

ましても、まだまだだと思っております。しか

しながら、このたびこの県議会の場にお送りい

ただいたことに対し、感謝の気持ちを持ち続

け、またその責務を全うすべく努めてまいる覚

悟であります。知事におかれましては40代、不

惑であります。国内外を問わず津々浦々を回ら

れ、見聞を広めてこられたものと感じておりま

す。これまでに培われてきたその御経験を、第

二のふるさととして宮崎の地にすべてをかけて

いかれる御覚悟に対し、まず心から敬意を表し

たいと思います。

また、先日、１冊の本に出会いました。「ふ

るさと再生 架け橋を創る人たち」という本で

す。今、全国どこにおいても都市と地方の格

差、地方の疲弊という大きな課題を抱えており

ます。その大きな課題に対して取り組み、そし

て成功をおさめてきた多くの例が紹介されてお

りました。具体的な例まで今回取り上げはしま

せんが、その中にすべて共通していることがあ

ります。それは、地域にあるものを生かすとい

うことです。そして、そこにいる人を生かすと

いうことです。ないものねだりをしても始まり

ません。この宮崎の地においても、他のどこの

地域にも負けないすばらしいものがあります。

そして、それを生かす人のやる気を起こさせる

ことです。これから多くの、そしてさまざまな

成功事例に学び、この宮崎県を活性化していく

ために、生かせるものをしっかり考えてまいり

たいと思っております。

また、この本の中に大変感慨深いテーマがご

ざいました。それは、「よそ者の知恵と情熱で

地域を掘り起こす」というものです。今まさ

に、この宮崎の地において動き出していること

であります。広島県出身であり、６年前に総務

部長としてこの宮崎県に来られ、これまでずっ

とこの宮崎を見つめてこられた河野知事であり

ます。広く学んでこられましたこれまでのさま

ざまな思いが決意へと変わり、「この宮崎をど

げんかせんといかん」という熱い思いととも

に、このたび知事となられました河野知事が、

昨年の口蹄疫発生や土砂災害、鳥インフルエン

ザ、新燃岳の噴火と課題山積のこの宮崎県を再

生・復興へと導いていかれる、まさに始まらん

とするときであります。今回、御提示いただき

ました宮崎県総合計画「未来みやざき創造プラ

ン」と、肉付け予算である補正予算を携え、こ

れらの課題に対し取り組んでいこうという知事

の熱意を感じております。

その補正予算の中に「みやざき感謝プロジェ

クト」がございます。東日本大震災の被災者に

対し支援を行う内容と伺っております。私も６

月頭に宮城県に行ってまいりました。レンタ

カーを借りて石巻市から仙台空港あたりまで回

りましたが、海岸沿いは道路の瓦れきは撤去を

終わっておりましたけれども、それ以外のとこ

ろはほとんど手つかずのままでした。雄勝中学

校に行きましたら、３階の窓ガラスも全部割れ

ておりました。道路向かい側の小学校も同じよ

うな状態でした。どこにも逃げ場のないような

状況です。役場にいた職員の方々は屋上に上り

何とか九死に一生を得られたそうです。私が

行ったときにはほとんど人気はなく、庁舎は立
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入禁止になっておりました。そんな殺風景の

中、庁舎の玄関上に横断幕が１つ掲げてありま

した。「全国の皆様ありがとうございます お

がつ ふっかつ ぜったい勝つ 雄勝中学校生

徒一同」と書いてありました。強い意志と明確

な目標があれば、時間はかかるかもしれません

が、必ず町は復興すると思いますし、またそう

なってほしいと心から願います。このたびの震

災は、岩手、宮城、福島と大変広域にわたって

おりますので、全部に支援をということは無理

かもしれませんが、この宮崎からできるだけの

支援をお送りいただきますように、知事、ぜひ

お願いいたします。

これまで約３カ月の時間がたちましたが、ほ

とんど復興は進んでいないというのが率直な感

想です。いまだに避難所生活をされている方も

たくさんいらっしゃいます。この国政の現状に

ついて、私としましては、国民の思いが届いて

いない、反映されていないように感じておりま

す。

それでは、質問に入ってまいりたいと思いま

す。

まず初めに、この国政の現状を踏まえ、「未

来みやざき創造プラン」の基本姿勢として「対

話と協働」というものを取り入れられた知事の

思いを、まずお伺いいたします。

以上、壇上からの質問は終わり、以下は質問

者席より質問いたします。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

「対話と協働」についてであります。人口構

造の変化や地方分権の進展などに伴いまして、

今後、行政課題や県民ニーズはますます複雑多

様化してまいります。このため、これからの県

政を進めていく上では、県だけでなく、市町村

を初め企業、ＮＰＯ、関係団体、そして県民の

皆様との対話を重ねることにより、それぞれが

みずからの役割を意識するとともに、お互いが

連携・協働しながらさまざまな課題に取り組ん

でいくことが、また、県民一人一人の力を結集

してよりよい宮崎を築いていく、地元の方であ

ろうとよそ者であろうと、宮崎を愛する気持ち

でよりよい宮崎をつくっていく、その思いを結

集していくことが、何よりも大切なことである

と考えております。議員御指摘のように、地域

が持つ最大の資産である人財、それが人材を生

かすということ、人の力を生かすということで

あると考えております。

このようなことから、アクションプランで

は、計画推進に当たっての基本姿勢の中で、ま

ず最初に「対話と協働による県民総力戦の推

進」を掲げたところであります。また、重点施

策としてまとめました10のプログラムの中で、

県が行う「取組事項」のほかに「県民の主な役

割」というものを整理いたしまして、県民の皆

様に取り組んでいただきたい具体的な内容を整

理して記載したところであります。私といたし

ましては、ぜひこのことを県民の皆様にも御理

解をいただき、本県の課題、またこの宮崎の未

来について、一緒に考え、語り合い、それぞれ

の立場で「明日のみやざきづくり」に参加して

いただきたいと考えております。以上でありま

す。〔降壇〕

○二見康之議員 さきの県議会議員選挙、県知

事選挙において、投票率の低下に歯どめがかか

らないという大きな課題があるかと思います。

これは、県政に対し県民の方々が何かを求めて

いないということのあらわれとも言えると思い

ます。この問題を解決するための一策として、

県民との対話を重ねること、その民意を酌み取
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り県政に反映していくという過程は、県民の県

政に対する意識、関心を高めていくためにも必

要なことであると思います。私もできるだけ多

くの県民の皆さんの思いを酌み取り、県政に反

映していくことができるようにと、意見交換会

などといった活動を続けていこうと思います

が、実際に県民との対話を進めるために、どの

ように取り組み具体的に進めていかれるのか、

知事にお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 御指摘にありましたよ

うに、県政に関心を持っていただくこと、そし

て県政に対するさまざまな御意見、御提言をい

ただくこと、そういう双方向での対話は大変重

要なものであると考えております。まずは県の

情報を正確に発信していくということで、県の

広報紙でありますとかホームページ―ホーム

ページは今、約２万3,000ページございますが

―そういったものを通じたわかりやすい県政

情報の提供に努めているところであり、一政治

家の立場としましても、ツイッターやブログな

どで自分の思い、考えというものを発信してい

るところであります。

また、県民の皆様からの御意見をいただく手

法といたしましては、はがきやメールなどで御

意見をいただく「県民の声」というような事業

も行っておりますし、また、私は現場主義を掲

げておるところでございまして、直接地域に足

を運び県民の皆様との意見交換を行う「知事と

のふれあいフォーラム」というような事業も、

就任をいたしまして、今５回ほど行ったところ

でございます。県内全域でこれを開催してまい

りたいと考えております。

また、それ以外にも、私個人としての活動と

いうことになりますが、先日も北浦から島浦に

泳いで渡るという遠泳大会にも出たところであ

ります。各地のマラソン大会などのスポーツイ

ベント、また祭りや各種行事、そういうイベン

トなどにも積極的に参加して、その過程で県民

の皆様との意見交換、触れ合いというものも進

めてまいりたいというふうに考えております。

また、商店街での勉強会でありますとか異業種

交流会、そのようなものにも今、参加をしてお

るところでございます。いろんな手法を通じて

正確に情報発信する、そしていろんな御意見を

吸収する、そのような形で対話を進めてまいり

たいと考えております。

○二見康之議員 よくわかりました。

また、実際に知事の思いを受けて政策を実

行、作業していかれるのは県職員の方々だとい

うわけですけれども、その県職員の方々との対

話、意思疎通というものも非常に重要なのでは

ないかと考えるわけです。広い意味でこれも県

民の中に含まれていると思います。やはり政策

実行において県職員の方々がやる気になるかな

らないかということは、その効果に大きな差が

出てくると思います。県職員の方々との対話は

どのように進めていかれるのか、知事にお伺い

いたします。

○知事（河野俊嗣君） 人の力を生かしていく

ことは大変重要だという御指摘があったところ

でございますが、まさに県のさまざまな施策の

企画・立案・実行を担っていくのは県の職員で

ありまして、県の財産であると考えておるとこ

ろでございます。知事のいろんな考えを体して

さまざま施策に取り組んでいく、その職員との

いろんな形でのコミュニケーションを図ってい

くことは、大変重要なことであると考えており

ます。知事室にレクチャーに来られるときのい

ろんな意見交換、それから各種行事で顔を会わ

せるときのさまざまな意見交換というのを取り
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組んでおるところでございますし、出先機関に

行ったときなどは、お昼の時間を利用して、ラ

ンチミーティングといいますか、一緒にお昼を

食べながら意見交換というのも行っておったり

します。また、若手の勉強会と意見交換をやっ

たようなこともあります。また、私の考え方を

お伝えするという意味でツイッターやブログな

ど一般的なものも使っておりますが、県職員向

けには、県庁のＬＡＮの中に「知事の窓」とい

う職員向けのメッセージを発するコーナーを設

けてもらっております。大体平均すると月４

回、ほぼ毎週いろんな形でメッセージ─例え

ば口蹄疫が１年たったときの思いですとか、４

月１日のいろんな思いとかを伝えておったりし

ます。また、個別でメールのやりとりも行って

おったりしますし、いろんな形でしっかりと職

員とのコミュニケーションを図ってまいりたい

と考えております。

○二見康之議員 河野知事の人柄があらわれて

いるような対応ではあるかなというふうに感じ

るんですけれども、大変お忙しい中、御苦労が

あるかと思いますが、ぜひ続けていっていただ

ければと思います。

続きまして、行財政改革についてお伺いして

いきたいと思います。これまで第１期、第２期

と財政改革推進計画を進めてこられました。そ

して今回、第３期財政改革推進計画を含む「み

やざき行財政改革プラン（案）」についてお伺

いしてまいります。

本県を取り巻く状況としましては、景気低

迷、社会保障費の増加、債権残高の増加と極め

て厳しい状況となっています。また、口蹄疫、

鳥インフルエンザ、ゲリラ豪雨による土砂災

害、新燃岳の噴火など多くの自然災害に見舞わ

れるという苦境に置かれております。そんな状

況での改革案でありますから、大変厳しい内容

になっているようですが、財政改革の基本的な

考え方に挙げられておりますように、将来世代

への負担を軽減し、持続的に健全性が確保され

る財政構造へと転換していくことが、非常に大

きなポイントであると考えます。

そこで、今計画における県債、基金の残高見

込みについてですが、まず、県債残高につい

て、口蹄疫対策転貸債等、臨時財政対策債を除

いた県債残高は減少しておりますが、臨時財政

対策債は年々増加しております。そして、全体

としての県債残高は増加する計画となっており

ます。続いて、財政関係２基金の残高見込みに

ついてですが、平成23年度残高見込み455億円に

対し、平成26年度残高見込みが99億円、その

差356億円の減少となっております。前の計画に

おきましては、平成19年度506億円に対し平成22

年度198億円、その差308億円の減少となってお

りました。第２期のときより４年後の残高が厳

しく、今後さらなる財政の硬直化が進むことに

なるかと思いますが、県債残高の増加と基金残

高が減少し続けている状況についてどのような

認識をお持ちなのか、知事にお伺いいたしま

す。

○知事（河野俊嗣君） まず、本県の県債残高

であります。国の経済対策でありますとか、近

年の臨時財政対策債の発行、また昨年度の口蹄

疫対策転貸債等の発行によりまして、平成23年

度末の残高見込み額は、今御指摘のありました

ように１兆円を超えておるということで、今後

十分留意していく必要があると考えておりま

す。ただ、１兆円を超えたというこの数字が大

変インパクトがあるものですから、それだけを

とらまえて大変だ大変だというふうに認識する

のもどうかというところで、そこを正確に理解
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していただく必要もあろうかと考えておりま

す。１兆円の中身のうち臨時財政対策債が

約3,000億あるわけでございますが、これにつき

ましては、後年度に元利償還金が地方交付税で

措置されるということ、それから口蹄疫対策転

貸債等につきましても、５年後には元金全額が

県に償還をされる、発行した転貸債を活用して

事業を行っている。したがって、償還財源はそ

こにあるわけでありますので、臨時財政対策債

と口蹄疫転貸債とを除いた実質的な県債残高と

いうものが、第１期の財政改革推進計画を策定

しました平成15年度以降徐々に圧縮が図られて

おり、23年度末の残高は、ピークでありました

平成14年度末が8,100億円程度あったわけでござ

いますが、それから1,763億円減少して6,343億

円となる見込みだということでございます。

ぜひ御理解いただきたいのは、臨時財政対策

債も、これまで国、地方を通じた財源不足の中

で、交付税特別会計で地方全体で借金をして交

付税で配っておったものが、それは借金をして

いても実質的に負担として感じないのではない

か、問題じゃないか。それを個々の自治体が負

担をすることによって、これだけ借金をせざる

を得ない―国、地方を通じた財源不足です

ね。個々の自治体で借金をしましょう。そのか

わり、それは交付税で見るということではある

んですが……。したがいまして、顕在化したこ

とによって、これまでも地方全体で借金してい

たものを、実感として我々は感じているという

ことでございますので、そういう意味において

危機感を感じるというのは正しい行動であると

は思うんですが、１兆円の中身というのは正確

にそれぞれ御理解いただきたいという思いでご

ざいます。

基金残高につきましては、景気の低迷による

税収の伸び悩みなどにより、基金の取り崩しを

余儀なくされる状況が続いておりまして、財政

調整のための２基金、これもピークであったの

は平成４年度末の874億円でありましたが、23年

度末では373億円まで減少しているということで

ございます。今後とも、財政運営を見通してみ

ますと、社会保障関係費の増加等に伴いまして

多額の収支不足が発生するという厳しい見通し

ではございます。引き続き、財政改革の取り組

みを着実に進めて、できる限り県債発行額を抑

制していくということと、一定の基金残高の維

持確保に努めていく必要があると考えておると

ころであります。

○二見康之議員 臨時財政対策債というのは平

成13年度に制度が変わったということでありま

す。確かに私も十分に熟知しているとは言えな

いと思うんですが、ただ、この制度は後年度に

元利償還金が地方交付税で措置されて、また口

蹄疫対策転貸債についても５年後に全額が償還

されるということなので、現状認識としては、

残りの県債残高の圧縮に取り組まれ、結果を残

されている、これは評価されるべきことだと私

も感じております。

ただ、気になることがあります。臨時財政対

策債というのは、近年、財務省においても地方

公共団体のモラルハザードの原因であると考え

られている方もいるという話を聞いておりま

す。理由としては、先ほど御説明いただいたこ

とも関係すると思うんですが、地方債の元利償

還金の交付税措置によって、自地域での租税負

担をほとんど負わずに起債できるため、財政規

律が働かず、必要以上に将来あるいは他地域の

負担に転嫁するインセンティブが生じている、

また地方公共団体の受益と負担の関係が見えに

くくなっているという御指摘もあるんですけれ
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ども、宮崎県としていかがお考えなのか、総務

部長にお伺いいたします。

○総務部長（稲用博美君） 臨時財政対策債に

つきましては、地方財政計画の策定上見込まれ

る財源不足額を補てんするために─仕組みに

つきましては今、知事のほうから詳しく説明が

あったとおりなんですが─本来、地方交付税

として交付される額の一部について、特例的な

地方債に振りかえられているものであり、地方

交付税の代替財源であります。この臨時財政対

策債の元利償還金相当額につきましては、その

全額が基準財政需要額に算入され、国債の取り

扱いとは異なりまして、償還に自主財源である

県税等の負担を伴わない、こういうことをもっ

てモラルハザードという指摘がある、そういう

意見があるようであります。しかしながら、臨

時財政対策債を含む地方交付税制度は、地方団

体間の財政力の格差を解消し、本県のように自

主財源の乏しい地方であっても、標準的な行政

サービスの提供に支障が生じることのないよう

に、財源調整等の機能を果たしているものであ

ります。景気が低迷し、国全体の税収が伸び悩

み、地方交付税の財源総額の確保が困難な状況

にある中にありましては、臨時財政対策債につ

きましても、地方交付税制度の一部として必要

な役割を果たしているというふうに考えており

ます。

○二見康之議員 今、御説明いただいたとお

り、確かに国の制度でもありますから、県のほ

うからいろいろと要望を出しても、うまくいか

ないところもあるかと思います。しかしなが

ら、この制度自体は、最初は３年の期限つきと

いうことで始められた制度であります。特例的

に始められた制度だというふうに考えるんです

けれども、これが今まで10年間以上続いている

ということは、やっぱり何らかのこれから先検

討していかないといけないところがあると思い

ます。それに、国債だろうが県債だろうが、そ

の原資は国民の税金から来ているということを

留意していかないといけないと思っておりま

す。消費税増税論とかいろいろ今、話がされて

おりますから、県民の方々も県の財政運営に非

常に高い関心を持っていらっしゃると思います

ので、この件につきましては、私も今後さらに

調査等深めていきたいと思っております。どう

かその節は御協力のほうをよろしくお願いいた

します。

では、また財政改革について話を戻させてい

ただきますが、景気低迷の厳しい見通しの中、

持続可能な財政運営の確立に向けてどのように

取り組んでいかれるのか、同じく総務部長にお

伺いいたします。

○総務部長（稲用博美君） 本県では、平成15

年度に策定いたしました第１期の財政改革推進

計画からこれまで、財政健全化のための取り組

みを進めてまいりました。しかし、長引く景気

低迷等によりまして税収が伸び悩む中で、今後

とも毎年度、数十億円の単位で社会保障関係経

費等の増加が見込まれておる状況にありま

す。200億から300億を超える収支不足の発生に

よりまして、数年のうちには、財政調整のため

の２基金が枯渇して予算編成が困難になるおそ

れがあると思います。このために今回、第３期

の財政改革推進計画を策定したところでありま

すが、具体的には、総人件費の抑制、投資的経

費の縮減・重点化、ゼロベースからの事務事業

の見直し、また収入面ですが、広告収入の拡大

等の積極的な歳入確保対策など、歳入・歳出両

面から徹底した見直しを行いまして、一定の基

金残高を確保し、また県債発行額の抑制に努め
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ていくとしているところであります。これまで

の取り組みに加え、さらなる見直し等を行うと

いうものでありますが、毎年度の収支不足を圧

縮し、基金の取り崩しに頼らない持続可能な財

政運営を目標に、職員の意識改革を図りなが

ら、全部局挙げて取り組んでまいりたいという

ふうに考えております。

○二見康之議員 先ほども基金のことはお話し

させていただきましたけど、やはり前計画より

か、今回はちょっと厳しい見通しとなっている

と思いますので、今期はさらにしっかり取り組

んでいただきますように、よろしくお願いいた

します。

今、御答弁いただいた中に、県職員の人件費

削減についてがありましたが、平成17年度か

ら23年度にかけて1,0 0 0人の削減目標に対

し、1,133人の純減を達成されたというふうにあ

ります。今期、知事部局等について、平成27年

度までにさらに平成17年度比で１割程度―

約60人ぐらいになると思うんですが―の削減

目標が示されております。第２期計画に比べて

削減率のほうは緩やかにはなっている、また行

政改革によって効率化等が図られていると思い

ますが、やはり職員お一人お一人の負担がふえ

ているのではないかということも気になってい

るところであります。また、さらに職員数を減

らしていくことにより負担がふえ、職員の方々

のモチベーションが下がるのではないかという

影響を考えているのですが、これに対しどう対

応していかれるのか、総務部長にお伺いしたい

と思います。

○総務部長（稲用博美君） 職員数につきまし

ては、非常に厳しい財政状況の中で、今後とも

組織のスリム化を図り、人員の削減にも取り組

んでいく必要があると思っております。同時

に、少ない職員数でありましても、さまざまな

行政需要に的確に対応できるように、職員一人

一人が能力を最大限に発揮して、相互連携のも

とに県庁全体として実効性の高い組織体制を構

築することが重要であると思っています。この

ため、新しい行財政改革プランにおきまして

は、職員研修の充実を初めとしまして、職員の

意欲や適性を重視した人事管理等に取り組むと

ともに、風通しのよい職場環境の醸成や心身の

健康管理等にも努めることとしております。

私たち部長も、知事とよく話し合いができて

いないんじゃないかということを以前言われた

こともあるんですが、今、知事と部局長とのフ

リートーキングというようなこともやらせてい

ただいております。また、部局長から職員への

メッセージの発信などをしまして、役職や職場

の壁を取り払って、自由で活発に意見交換がで

きるような環境づくりに努めているところであ

ります。県職員みんな、宮崎県の発展あるいは

県民福祉の向上という高い志を持ちまして、

日々、業務に励んでおります。行財政改革の推

進に当たりましても、その職員の思いというも

のが実現できるように、十分に配慮してまいり

たいと考えております。

○二見康之議員 私も、この宮崎に住みなが

ら、いろいろな前知事との話は伺っておりまし

た。職員の方々との対話というのがうまくいっ

ていなかったのかなという、うわさは聞いてお

りましたが、やはり意思疎通というものが非常

に大事なものだと、特に組織においてはそこが

非常に大事なポイントだと思っておりますの

で、知事におかれましては、御多忙かと思いま

すけれども、ぜひ継続していただけるようによ

ろしくお願いいたします。

続いて、労働関係についてお伺いしていきた
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いと思います。

長引く不景気によって、企業側も人材育成に

力を入れる余裕がなく、即戦力を求めるところ

が多いと思います。雇用の場において労働者の

能力をはかる一つの目安になるのが、さまざま

な資格だと思います。その資格の中でも国家資

格である技能検定制度というものがあります

が、職種も約130種以上もあって、日本の伝統的

な技術を守ってきた業種も数多くあります。こ

の制度は、労働者の技能と地位の向上、そして

技能習得意欲を増進させるなどを目的としてお

ります。これまで県のほうでも技能士育成につ

いて取り組んでこられていると思いますけれど

も、技能士育成の現状について、啓発の取り組

みも含めて、商工観光労働部長にお伺いしま

す。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 技能士に

つきましては、平成22年度末で県内で延べ３

万4,127名の方がいらっしゃいますが、その育成

は、ものづくりを初めとする本県産業を支える

上で大変重要であると考えております。そのた

め県におきましては、県職業能力開発協会や県

技能士会連合会と連携をいたしまして技能士の

育成に取り組んでおり、高度な技能者の確保を

図る取り組みとして、中堅技能者に対する短期

訓練を行うほか、技能五輪全国大会への派遣な

どにより、技能水準の向上を支援しておりま

す。また、若年技能者のすそ野を広げるための

取り組みとして、工業高校等において熟練技能

者による技術指導を実施するとともに、若年者

ものづくり競技大会への派遣などを行っている

ところであります。さらに、毎年、卓越した技

能者の知事表彰を行うとともに、技能まつりや

小中学生を対象にいたしました技能体験教室を

開催することなどにより、技能者の社会的地位

の向上と技能を尊重する機運の醸成・啓発に努

めているところであります。

○二見康之議員 ありがとうございます。

この件に関しては、私も調べたところ、さき

の２月議会のときに横田議員が質問にて取り上

げていらっしゃいまして、建築工事の入札状況

について、元請業者の低価格での落札に対し、

そのしわ寄せが下請になられる大工や左官など

の業種の方々に来ているという御指摘がありま

した。私もそのようなお話も伺っております。

啓発とかで支えるというのも確かに限界がある

のかと思っております。こういった専門的技術

を持っていらっしゃる方々がこの社会を支えて

いるという部分を─先ほど３万何人いらっ

しゃるということでしたけれども、それも非常

に大きな下支えになっていると思います。これ

からも十分に取り組んでいただければと考えて

おります。

また、人材育成という点においては、学校教

育の中でもさまざまな取り組みをしていらっ

しゃるということですが、子供たちの能力、可

能性を育てていくことはとても大切なことです

ので、今後とも、こちらも継続のほうをよろし

くお願いいたします。

ところで、この宮崎の地で育ててきた人材

が、なかなかふるさとに定着または帰ってくる

ことができない、都会のほうに流出している現

状があります。私の周りでも、「希望する企業

がない」「収入が少ない」など数多くの声が寄

せられております。求職者の希望、雇用環境な

どさまざまな課題もあるかと思いますが、せっ

かく育ててきた人材が県内に定住せず外に出て

いくことは、大きな問題であると考えておりま

す。今年度予算において、若者の地元への定着

を図る特徴的な事業があれば教えていただきた
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いと思います。商工観光労働部長お願いいたし

ます。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 県におき

ましては、若年者の県内への就職促進を図るた

め、若年者就職支援推進事業において、県内の

経済団体に対する求人枠の確保・拡大の要請

や、ヤングＪＯＢサポートみやざきにおける就

職相談等を実施しております。また、県内での

就職を希望する若年者等と県内企業との出会い

の場を提供するため、県内就職説明会開催事業

におきまして県内就職説明会を実施するととも

に、Ｕ・Ｉターン推進事業において、ふるさと

宮崎人材バンクによるＵ・Ｉターン希望者と県

内企業とのマッチングや、県外での「ふるさと

就職説明会」を実施しております。

○二見康之議員 ありがとうございます。個別

の政策を見ると、一つ一つは非常に大事なこと

だと思うんですけれども、何となく全体的なつ

ながりがなかなか見えてこないような気がする

んですが、そこのところもまた、私もこれから

いろいろ考えていきたいと思います。

その中で、ふるさと就職説明会について、先

日ちょっとお話を聞いたものですから、お伺い

したいと思います。昨年及びことしの県内外の

就職説明会の開催状況について、同じく商工観

光労働部長にお伺いいたします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） ふるさと

就職説明会につきましては、これは県外の事業

でございますが、東京、大阪、福岡の県外の３

会場で開催しておりまして、昨年度は県外で参

加企業が57社、参加者が351名、今年度は４月か

ら５月にかけて実施しており、53社、241名と

なっております。また、県内就職説明会につき

ましては、宮崎市を初めとする県内の６会場で

開催しており、昨年度は合計で参加企業が220

社、参加者が1,424名となっております。なお、

今年度は８月に開催する予定としております。

○二見康之議員 昨年、就職説明会に参加され

た方で、最終的に就職された方はどのくらいい

らっしゃるのかお伺いします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 昨年度の

就職説明会に参加され、参加企業に就職された

方は、ふるさと就職説明会と県内就職説明会合

わせて81名となっております。

○二見康之議員 そういったところを調査され

ているということは、アンケート調査等をして

いらっしゃると思うんですけれども、今後、参

加企業や求職者の数がふえるように、また就職

決定者の数がふえていくようにどのように取り

組んでいらっしゃるのか、同じく商工観光労働

部長にお伺いします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） お話にあ

りましたとおり、就職説明会の実施内容の評

価、それから参加者の企業訪問状況等を把握す

るために、企業及び参加者に対してアンケート

を実施しております。これによりますと、企業

からは「大いに役立った」、参加者からは「満

足している」などの回答も多くいただいており

ますが、一方で、企業からは「参加者が少な

い」、また参加者からも「もっと幅広い業種の

企業に参加してほしい」などの御意見をいただ

いているところでございます。県といたしまし

ては、これらの意見も踏まえ、就職説明会につ

いては県ホームページや新聞、テレビ等を活用

した周知に努めますとともに、企業を訪問いた

しまして、参加企業の掘り起こしに努めている

ところでございます。より多くの企業と求職者

等に参加していただき、出会いの場を提供する

ことによって、一人でも多くの就職につながり

ますよう、今後とも就職説明会の充実に努めて
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まいりたいと考えております。

○二見康之議員 ありがとうございます。この

ふるさと就職説明会の目的というのは、参加企

業者と求職者の方のいわゆる出会いの場という

ところに主眼が置かれているということです

が、できるだけ宮崎に一人でも多く帰ってきて

いただけるように、また来ていただけるよう

に、県としても強い気持ちを持ってもっと取り

組んでいっていただければと、新しいもう一歩

進めた施策もぜひ考えていただければというふ

うに思います。

続いて、エネルギー関係についてちょっとお

伺いします。

３月11日の東日本大震災において福島の原発

事故が深刻な問題となっております。被災され

た方々のことを思えば、一刻も早い復興・解決

を心から願うところであります。そして、この

たびの出来事は、今後のエネルギー施策を議論

する大事な機会になったと考えております。今

回、新エネルギーの拠点づくり事業として、三

鷹光器株式会社のビームダウン式集光装置の設

置事業が提出されておりますが、「地元企業へ

の技術移転等を促進する」と事業目的にありま

す。実用化、研究が成功するということが前提

条件になると思いますが、事業費5,000万円を投

じる大きな事業です。どのような分野の県内企

業への波及効果が期待されるのか、県民政策部

長にお伺いします。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 新エネルギー

の拠点づくり事業でございますけれども、この

事業につきましては、最先端の研究開発であり

ますので、すぐに事業化に結びつくものではご

ざいませんが、光を集める装置については、水

素製造や太陽光発電以外にも太陽熱発電など幅

広く利用される可能性を持っております。した

がいまして、今後、鉄鋼や電気機械等を中心と

した地元企業への技術移転や事業化が進めば、

将来、量産化に向けた部品製造やシステムの設

置工事など、県内産業に大きな効果があるもの

と期待しているところでございます。このほ

か、本県での水素製造の研究が順調に進むこと

により、関連する産業界の関心は高まるものと

考えておりまして、将来的には、水素を使った

燃料電池関連企業の育成や誘致、あるいは県内

の自動車部品関連産業の新たな事業展開などに

つながるよう、産学官連携して取り組んでまい

りたいと考えているところでございます。

○二見康之議員 今回の事業は、集光装置の移

転設置となっておりまして、今後の研究等につ

いては、宮崎大学、新潟大学により進められて

いくということでお伺いしておりますが、以後

の内容について県が関与しているところは明記

されていません。しかし、この技術を宮崎に根

づかせていくためには、やはり行政のサポート

も必要だと思います。波及効果が期待される分

野の企業に対し、これからどのような支援、取

り組みを進めていかれるのか、県民政策部長に

お伺いします。

○県民政策部長（渡邊亮一君） まず、集光装

置につきましては、宮崎大学への設置を進める

に当たり、地場の製造企業が多くメンバーと

なっております県の工業会など、県内産業界を

含めた協議会を発足させまして、県内企業への

理解促進を進めるとともに、部品製造技術やシ

ステムの設置工事などの技術を学べる機会をつ

くっていきたいと考えております。また、水素

製造や高効率の太陽光発電につきましては、最

先端の研究開発として宮崎大学や新潟大学を中

心に取り組んでいただくことになりますが、こ

れらの研究開発についても、県内企業が参画し
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やすい環境を創出しまして、県内産業の発展に

波及するよう、産学官で連携しながら推進して

まいりたいと考えております。

○二見康之議員 宮崎県は１回、リニアモー

ターカーの件で痛い目に遭っていると思います

ので、今回は何とか成功していくように御祈念

申し上げます。

続いて、省エネについてお伺いしたいと思い

ます。

さきの２月議会を通過しました宮崎県環境計

画ですけれども、さまざまな分野について網羅

された大変すばらしいものであると感心いたし

ました。その中で省エネについては間接的に、

地球温暖化対策として二酸化炭素の排出・吸収

を中心に構成していらっしゃいます。確かにこ

れは環境問題の大きな流れとして取り組んでい

かなければならないことだと思いますが、原発

問題により、今は全国的に電気エネルギーに対

する関心が高まっている時期だと感じます。や

はり多くの方々の関心・意識が高いということ

は、取り組む政策についても反応も大きく、ま

た高い結果・効果が見込めるかと思います。こ

の機会を最大限に生かすためにも、ひとつ節電

に特化し、それを前面に打ち出していくときで

はないかというふうに思います。タイムリー、

スピーディーに取り組むことが必要だと思いま

すが、今、県としてどのように節電に対し取り

組み、県民に対してどう啓発していくのか、環

境森林部長にお伺いいたします。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 節電を初めと

する省エネルギーへの取り組みは、二酸化炭素

削減対策として大変重要でありますので、お話

にありました宮崎県環境計画において、地球温

暖化防止対策の施策の一つとして位置づけ、啓

発や実践活動に取り組んでいるところです。こ

のような中、東日本大震災を機に、県民の節電

に対する関心が高まっておりますことから、今

こそ国民、県民が心を一つにして節電に取り組

む必要があると考えております。県といたしま

しても、一事業者として新たな節電対策に取り

組むことに加え、各種広報媒体を使った情報発

信や、専門家を招いての省エネセミナーの充実

など、県民の皆様への啓発を推進することに

よって、なお一層の二酸化炭素削減に取り組ん

でまいりたいと考えております。

○二見康之議員 この時期を逸することなく、

ぜひ取り組んでいただきたいと思います。ま

た、こういうことはできるだけ簡単にといいま

すか、わかりやすく伝えることが大事だと思い

ますので、二酸化炭素削減のための節電ではな

くて、節電のための取り組みというような、

もっと具体的なところをそういった形で伝えて

いくことが大事じゃないかと思います。

また、今の御答弁の中で、県として新たな節

電対策に取り組むとおっしゃいましたが、これ

までの取り組みに加えほかにございましたら、

教えていただければと思います。環境森林部長

お願いします。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 今回、県庁に

おきましては、昼休みの消灯などのこれまでの

節電対策に加え、エレベーターの一部停止や執

務室内での照明の15％以上の消灯、あるいはす

べてのパソコンでのこれまで以上の省エネの徹

底などに取り組むこととしております。また、

これまでの毎週水曜日に加え、新たに金曜日を

一斉消灯デーとし、午後６時以降の節電に努め

ているところであります。県といたしまして

は、このような取り組みを通じて、県民や事業

者の皆様の自主的な節電の取り組みが広がって

いくことを期待しているところであります。
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○二見康之議員 ありがとうございます。

県が率先して行動していくことによって、周

りがそれに感化されていくと思いますし、また

そのように期待しております。実は今の御答弁

いただいたことにつきましては、先日、担当の

方からもちょっとお話を伺っておりました。こ

ういう時期的なものがあったのかもしれません

けれども、この震災を受けて、早速、次の新し

いことに取り組んでいかれているということを

伺って、私も心から感心したところでございま

した。しかし、何よりまた感銘を受けたのは、

その担当の方が本当に楽しそうにお話をされて

いたことです。これまでの取り組みに加え、新

たな努力目標、取り組みをつくるということは

大変なことだと思います。あれはどうか、これ

はどうかと、そのときも本当に楽しそうにいろ

んな方法を思索され、考えておられ、話を聞い

ているうちに、いつの間にか、こちらのほうか

らそのことに対して何か協力できることはない

かと考えたくなるような気持ちになっておりま

した。

またちょっとここで、最後になると思うんで

すけれども、もう一つ「論語」の一節を使わせ

ていただきたいと思います。「之を知る者は之

を好む者に如かず、之を好む者は之を楽しむ者

に如かず」という言葉があります。あることを

理解している人は、それを好きになった人には

かなわない。それを好きな人は、それを楽しん

でいる人にはかなわないという意味です。知っ

ているだけではなく、それが好きになる、そし

てさらに楽しめるようになれば最高だと私も考

えます。また、楽しそうな人の話は、また聞き

たいなとか、また話したいなと思いますし、ま

た楽しそうなことをしていれば、自分も一緒に

やってみたいな、自分もやってみたいなと思う

ものです。知事が基本姿勢に掲げておられます

「対話と協働」というところも、このことが一

つのかぎになるのではないかというふうに個人

的に考えておりました。

最後に、今回、初めての質問ということで、

段取り、要領の悪い私のサポートを親身になっ

て対応してくださいました担当の方々に対し心

から感謝申し上げ、私の質問を終わらせていた

だきます。ありがとうございました。（拍手）

○外山三博議長 次は、髙橋透議員。

○髙橋 透議員〔登壇〕（拍手） 日南市選

出、髙橋透でございます。

先月21日、ちょうど一月前でございました

が、私の地元酒谷地区のある小さな集落で出身

者が集うふるさと会がありました。遠くは東

京、千葉、名古屋、愛媛などから帰省されてい

まして、中には40年あるいは50年ぶりに会うと

いうこともあって大変盛り上がりました。自己

紹介をされる中で大変印象に残った言葉がござ

いました。60歳弱の女性でしたが、「子供のこ

ろは家にアリがはって虫がいて貧しかったけ

ど、それでも幸せだった」ということをおっ

しゃっていました。そしてもう一人男性の

方、50代半ばの方でしたが、昭和30年代から40

年代初めのころに小学時代を過ごした方ですの

で、まだ現金収入が定期的に入らなかった世帯

が多かったと思うんです。「だから給食費が払

えない。それについて母親が近所を回って工面

をしていた。だから私はこの集落で育てても

らった。だから感謝している。だからこのふる

さとを大事にしたい」ということをしんみりと

私に話をしてくださって、昔は貧しかったけれ

ども、それぞれがみんな助け合って支え合って

頑張ってきた。いわゆるこの貧しかった経験が

今日の日本の繁栄を築いてきたんだなというこ
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とを考えさせられました。家族のきずなも地域

のきずなも深かったんだなということを、改め

てここで申し上げるところでございます。

翻って、あの未曾有の東日本大震災、今、日

本は戦後最大の危機、国難にあります。福島原

発事故でエネルギー政策の抜本的な見直し、節

電も叫ばれます。効率や便利さ、豊かさを追求

し続けてきた今日の社会、豊かさにブレーキを

かけることができるのか、いささか心配をしま

す。また、中央の政治は国民目線とほど遠く、

党派を超えて難局を乗り越えようとする状況に

はありません。我が宮崎県議会は、是々非々で

議員が切磋琢磨をして、県民目線を失うことな

く、党派を超えてこの県政の難局を乗り越えて

いこうではありませんか。まだ本県にはきずな

が残る地域が数多く存在しています。地方から

日本を再生する、宮崎から日本復興を発信して

いくことを申し上げて、質問に入ります。

まず、総合計画についてお伺いします。知事

は、宮崎をどのような県にされようとしている

のか。今、人と予算が限られて、選択と集中が

ますます必要になる中では、潜在する能力、強

みを伸ばすことが大切です。あれもこれもでは

なく、本県の得意分野である農業に重点を置

き、全国トップの農業県を目指すべきではない

でしょうか。知事の見解を伺います。

後は質問者席から行います。（拍手）〔降

壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

本県産業の方向性についてであります。本県

産業の将来を考える上で、本県の強みを伸ばす

という視点が非常に重要だと考えております。

本県の産業を見ますと、農業産出額は全国第５

位であります。また、生鮮カツオ（近海カツオ

一本釣り）漁獲量は全国１位、それからマグロ

の漁獲量が静岡に次いで全国第２位となってお

ります。高い食料供給能力を誇っておりまし

て、食料品製造業も盛んとなっております。し

たがいまして、農林水産業を含む食料関連産業

は、将来にわたって本県経済を牽引できる大き

な可能性を持っていると考えておりまして、そ

の可能性をぜひとも実現していきたいと考えて

おります。

また、世界的な人口増加、あるいは食の安全

・安心に対する関心が高まる中で、時代のニー

ズにこたえる総合的な食料供給産業をこの宮崎

県でつくりたいという思いから、アクションプ

ログラムの中でも重点プログラムの一つとして

「フードビジネス展開プログラム」を掲げたと

ころであります。農水産物の生産拡大はもちろ

んでありますが、豊富な農産物・水産資源を加

工することによる高付加価値化、さらには流通

・販売も含めた食の総合産業化を図りまして、

「食の王国みやざき」の確立に取り組んでまい

りたいと考えております。以上であります。

〔降壇〕

○髙橋 透議員 ありがとうございます。

東日本大震災によって、東日本の農業生産量

・出荷額ともに低下をしていくと思うんです。

福島原発の風評被害も重なって非常に深刻な問

題でございます。東日本の経済が今後落ち込む

分、西日本、この九州が頑張らなくてはならな

いということをしっかり確認する必要があると

思います。特に農業に至っては、この九州が、

おっしゃいましたように日本の食料供給基地

に、絶対間違いなくなると思うんです。作物に

よっては、宮崎は２～３回作付できるものもあ

るんです。そういう優位性もありますから、ぜ

ひ本県が日本一の農業県となるようなアクショ
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ンプランを期待したいと思います。

次に、太陽光発電について、私も質問しま

す。原発の代替エネルギー、今脚光を浴びてい

るメガソーラーですが、これまでの質問でもご

ざいましたように、発電効率が低いんです。だ

から、より発電量を大きくするためには広大な

敷地を要します。そういった課題があります

が、本県としても今後、メガソーラーを推進し

ていかれるのか、知事にお尋ねいたします。

○知事（河野俊嗣君） 御指摘のとおり、この

メガソーラーは、大きな面積を要するというこ

ととか、発電効率あるいは採算性の問題で課題

があるということも認識をしているところであ

りまして、これまで本県で実現しているものに

つきましては、工場の屋根でありますとかリニ

ア実験施設など、余り活用されることのないス

ペースを有効利用しようと、そういう形で進め

ておるところであります。原発の代替エネル

ギーという話がございましたが、今、原発が発

電全体の約３割を占めている、自然エネルギー

が１％という状況であります。これを一気に代

替ということではありませんが、メガソーラー

につきましては次世代のエネルギーのあり方を

示す一つの有力な選択肢ということで考えてお

ります。新たな意味での「太陽と緑の国」を目

指す本県、この日照条件を生かしながら、新エ

ネルギーの開発につきましても宮崎ならではの

貢献ができるのではないか、そういう思いで、

今後ともその特性を勘案しながら、例えば遊休

地の有効活用などさまざまな可能性を検討しな

がら推進してまいりたいと考えております。

○髙橋 透議員 おおむね知事のお考えは同意

できるんですが、ただ、遊休地の活用というの

はちょっと疑問があります。幾ら耕作放棄地が

ふえているといえども、田畑には作物をつくる

活用をすべきだ。先ほど食料基地として頑張ろ

うという確認をし合ったばかりですが、太陽光

発電、スケールメリットはないわけですよね。

だから、冒頭知事が答弁でおっしゃいましたよ

うに、工場の屋根とか、いわゆる小型分散型、

それこそ今議会でも提案されている発電システ

ム導入事業、これをずっと継続していく。そう

いったことを、今年度、単年度事業じゃなく

て、来年度もその後も─そういうお気持ちは

ないでしょうか。知事、答弁をお願いします。

○知事（河野俊嗣君） はい、そのように考え

ておるところでございます。県では、住宅用の

太陽光発電システムの普及拡大を図るというこ

とで、平成21年度にこの補助事業を創設してお

ります。21年度には１億5,000万、22年度には２

億5,000万の予算措置を行いまして、これまで

に3,892件の補助を行っているところでありま

す。今議会に約２億円の予算をお願いしている

ところであります。太陽光を初めとする自然エ

ネルギーについては、今回の東日本大震災を契

機としましてエネルギー政策全体が見直されて

いる中で、積極的に推進していくべきではない

かという議論が、国においてなされているとこ

ろであります。こういった住宅用太陽光発電の

導入支援のあり方につきましては、これまでの

議論、また実績というものをしっかり踏まえる

とともに、今後のシステム価格の動向、余剰電

力の買い取り価格、さらには国からの財政支援

などを見きわめながら、補助制度というものを

含めて検討してまいりたい、推進してまいりた

いと考えております。

○髙橋 透議員 よろしくお願いします。

宮崎が持つポテンシャル（潜在能力）、たく

さんあります。その一つが先ほど申し上げまし

た農業であります。ピーマン、キュウリ、ホウ
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レンソウ、里芋は生産量日本一、口蹄疫の被害

を受ける前の平成20年は、肉用牛飼育頭数、肉

用牛農家数も全国１位でありました。ほかにも

日本一があります。人口10万人当たりパチンコ

台数、ユニクロ店舗数であります。一方で誇れ

ないワースト１位があります。鉄道旅客輸送

量、きのうも議場でございました研修医比率、

研修医数、若年医師比率、全国最下位でござい

ます。ワースト１位ではありませんが、ワース

ト上位にあるものが、県民所得、完全失業率、

自己破産、離婚率など、それと人工死産率も宮

崎は高いんです。こういった悩みや不安に結び

つくと思われる要素が、残念ながら本県は上位

を占めております。そこで自殺対策についてお

伺いするわけですが、平成19年に394人、これま

で最多の自殺者を出して、自殺死亡率は34.6で

全国ワースト２位でありました。この間の本県

の自殺者の推移と、宮崎県自殺対策行動計画に

よりますと平成24年に自殺者数を300人以下にす

るとありますが、その見込みについて関係部長

に答弁を求めます。

○福祉保健部長（土持正弘君） ただいまお話

がございましたとおり、平成21年に策定いたし

ました宮崎県自殺対策行動計画で、平成24年に

おける自殺者数を300人以下とするという目標を

定めております。厚生労働省の統計でございま

すが、本県の自殺者数は、平成19年の394人を

ピークに、その後３年連続で減少いたしてお

り、平成22年は307名でございまして、着実に目

標に近づきつつあるというふうに考えておりま

す。

○髙橋 透議員 だからといって24年に間違い

なく300人以下になるかどうかわからないわけ

で、しっかりと対策をお願いするわけですが…

…。

各保健所の自殺者も気になるところでありま

して、ひところ西諸地域が自殺死亡率が高いと

いうことで話題になりましたが、各保健所の自

殺者数はどうなっているのか。今申し上げまし

た西諸の自殺率、状況について教えてくださ

い。

○福祉保健部長（土持正弘君） これは平成21

年の厚生労働省の統計ということになりますけ

れども、お話のございました平成17年と比べて

自殺者数が大きく増加している地域でございま

すが、高千穂保健所管内と小林保健所管内でご

ざいます。小林保健所管内につきましては、一

時、市町村等の努力もございまして自殺者数と

しては減ったのでございますけれども、再度増

加をしておりまして、そういう結果になってい

る状況でございます。

○髙橋 透議員 自殺に関する相談窓口、数年

前はかなり指摘をされた窓口の状況だったんで

すが、努力によってかなり改善されてきまし

た。まだ24時間までは体制ができていません

が、相談窓口の状況について、福祉保健部長、

答弁をお願いします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 本県の自殺相

談窓口といたしましては、平成19年からＮＰＯ

法人が自殺防止電話を開設しておりまして、現

在は、日曜日、水曜日及び金曜日の午後８時か

ら11時まで相談を受け付けております。また、

本年３月からでございますが、宮崎県看護協

会、宮崎県臨床心理士会、宮崎県精神保健福祉

士会に委託いたしまして、ＮＰＯ法人が相談を

受け付けていない曜日の午後７時から11時ま

で、新たな自殺防止電話「ライフネット宮崎」

を開設いたしたところでございます。これによ

りまして、一部の時間帯を除き年間を通じて相

談できる体制が整ったということになります。
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また、自殺専用の相談窓口ではございませんけ

れども、平日の午前９時から午後７時までにつ

きましては、精神保健福祉センターの「こころ

の電話」においても相談を受け付けているとこ

ろでございます。

○髙橋 透議員 かなり努力をされているとい

うことがうかがえます。あとは早朝の時間帯と

か深夜そういう課題が残っていますが、今後と

もいろんな機関とも連携していただいて改善を

お願いしたいと思っています。

警察本部の統計によりますと、自殺の原因・

動機、健康問題、経済・生活問題、家庭問題の

順となっております。さらに詳しい原因を調べ

てみますと、体の病気、うつ病、多重債務と

なっています。そこでお尋ねするわけですが、

生活福祉資金という制度がございます。その貸

付状況はどうなっているのか、福祉保健部長、

答弁をお願いします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 生活福祉資金

貸付制度につきましては、厳しい雇用経済情勢

に対応するために、平成21年10月に連帯保証人

要件の変更とか貸付利子の引き下げなどの貸付

条件の緩和が図られたところでございます。こ

の結果、平成22年度の生活福祉資金の貸付状況

は、貸付件数837件、貸付金額４億6,000万円余

りとなりまして、制度改正前の平成20年度と比

較いたしますと、貸付件数は９倍、貸付金額は

約4.4倍ということになっております。

○髙橋 透議員 制度改正がいろいろと不評

だったんですよね、保証人を書かにゃいかんと

いうことで借りにくい。そういうこともあって

改善されたわけですが、かなり件数がふえ、額

もふえた。問題は、貸した金は返してもらわ

にゃいかんわけで、返済が滞ることがないよう

な取り組みもされているとは思うんですが、回

収は大丈夫なのか、その辺をひとつ教えてくだ

さい。

○福祉保健部長（土持正弘君） 制度改正によ

る貸付件数等の増加に伴いまして、御指摘のと

おり、今後、滞納者の増加ということが懸念さ

れるところでございます。このため、実施主体

であります県社会福祉協議会のほうでは、返済

が滞らないように、借受者に対しまして償還計

画等について必要な助言等に努めているところ

でございます。県といたしましても、生活福祉

資金の適正な管理・運営が図られるよう、県社

会福祉協議会に対しまして適宜、必要な助言・

指導等に努めてまいりたいというふうに考えて

おります。

○髙橋 透議員 よろしくお願いします。

生活福祉資金制度、この制度で救済をされな

い、いわゆる借りられない方がいらっしゃると

思うんです。そういう多重債務者がいらっしゃ

ると思います。いわゆる所得制限があります

ね。新たな貸付制度が別途必要じゃないかと思

いますが、県の考え方について、関係部長、県

民政策部長でしょうか、よろしくお願いしま

す。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 多重債務問題

につきましては、任意整理あるいは個人再生手

続等の債務整理により解決することができるも

のと考えておりまして、１人で悩まずに、まず

は関係機関に相談していただくことが重要であ

ると考えているところでございます。このため

県では、消費生活センターにおきまして多重債

務者からの深刻な悩みを聞く中で、債務整理や

生活再生に向けた助言に努めますとともに、相

談窓口があることの周知などの啓発に取り組ん

でいるところでございます。

なお、多重債務者向けの貸付制度につきまし
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ては、借り入れや返済に対するモラルハザード

発生の危険性に加えまして、公平性という観点

などから、一般県民の理解が得られるかどう

か、さまざまな問題があると考えております。

したがいまして、県として取り組むべきかどう

か十分研究する必要があると考えております。

○髙橋 透議員 相談、そして指導・助言を受

ける。これで解決できない。それはなぜかとい

うと、いわゆる救済する制度がないわけです。

今の答弁では、今後研究したいということであ

りましたが、そのことも今後いろいろと議論さ

せていただきたいと思います。

ひところ交通戦争と言われて、毎年１万人亡

くなっていた時代がありましたが、１万人とい

うのは24時間以内に亡くなる死亡者数だったと

思います。１年間に交通事故で死んだ数は昭

和45年ごろは２万2,000人近くいらっしゃったみ

たいです。今それがぐっと減りました。今、24

時間以内に亡くなる方は5,000人切りましたよ

ね。交通死亡事故対策─警察の努力もあった

と思います。私の近所にも駐在所がございます

が、夕方、人だかりがあるものだから何だろう

かと思ったら、自治会長とか交通指導員が一々

車をとめて交通安全対策をやっているんです。

１年のうちに何回かこの光景を見るんですが、

そのほかにも高齢者団体等が安全パトロールで

やってくださいますし、もちろん保護者も出て

います。けさも出ていらっしゃいました。そう

いう意味では交通死亡事故対策、地域総ぐるみ

でやっていらっしゃるんです。そこが自殺対策

との違いの一つかなと考えたりします。今後、

自殺対策について―大事なことです。宮崎県

としてどう本気で取り組まれるのか、知事に答

弁を求めます。

○知事（河野俊嗣君） 大変残念な自殺者数に

直面をいたしまして、本県としましてもさまざ

まな対策に、市町村なりと連携をしながら取り

組んできたところであります。今、御指摘のあ

りましたように、自殺というもの、うつ病など

の健康問題でありますとか、多重債務、事業不

振などの経済問題、さまざまな要因が複雑に絡

み合っているものであります。県では、私が本

部長を務めております宮崎県自殺対策推進本部

と、保健、福祉、医療、教育、労働等の民間団

体等から成る宮崎県自殺対策推進協議会が連携

いたしまして、総合的な自殺対策に取り組んで

まいりました。新たなアクションプランにおき

ましても「自殺のない地域社会づくり」を重点

項目としておるところであります。議員が冒頭

おっしゃいました、家庭や職場、地域でのきず

なを深めること、これも大変重要であると考え

ております。そのきずなを深めることによりま

して、身近な人の自殺のサインや心身の不調に

気づいていく、そして相談支援などの自殺予防

につなげるなど、県民一人一人がその対策に取

り組む、これが大変重要であると考えておりま

す。今後とも、ＮＰＯなどの民間団体、また市

町村とも連携しながら、１人でも多くの県民の

とうとい命を救うために全力で取り組んでまい

りたいと考えております。

○髙橋 透議員 自殺対策、本当に重要な課題

だというふうに思います。それと、参考のため

にいま一度申し上げますが、次に自殺行動計画

をつくられるときには、300人という数字はぜひ

出さないようにしてください。人の死に数をつ

けるというのはそぐわないと、前にも何回も

言っていますが、御検討をお願いしたいと思っ

ています。

次に移りますが、防災対策です。

いわゆるアクションプラン、総合計画にあり
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ますが、重点指標になっています緊急輸送道路

の防災対策、今回も質問に出ています。私は、

新聞に出ていたので気になって質問するわけで

すが、進捗率が今42.6％ですね。これを26年に

は50％に引き上げるという計画見通し。その見

通しについて、まず知事にお尋ねしたいと思い

ます。

○知事（河野俊嗣君） 御指摘のありました緊

急輸送道路であります。災害時における救急救

命活動を支えまして、被災地の応急復旧や物資

の輸送に不可欠な道路となっております。今回

の東日本大震災におきましても、その重要性と

いうものが改めて認識をなされたところであり

ます。県ではこれまで、緊急輸送道路の機能強

化を図るために、橋梁の耐震化でありますと

か、落石防止などの防災対策を積極的に進めて

きたところであります。今後さらに重点的に整

備を図りまして、アクションプランの目標を確

実に達成できるよう取り組んでまいりたいと考

えております。

○髙橋 透議員 進捗率の目標50％というの

は、素人感覚で目標値としては低いんじゃない

かと思ったわけで、災害時における緊急輸送道

路でありますから最優先して整備が急がれるべ

きだというふうに思っております。聞いており

ますと、中山間地域の未整備の箇所が多いとい

うことのようでありますが、今後、緊急輸送道

路の確保についてどのような対策をとっていか

れるのか、県土整備部長お願いします。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 緊急輸送道路

内の防災対策が必要な箇所は985カ所と非常に多

いことから、すべてを整備するまでには多くの

時間と費用を要する状況にございます。このた

め今後の防災対策につきましては、主な都市間

や重要港湾、空港を連絡する第１次緊急輸送道

路におきまして、引き続き優先的な整備を進め

ることとしております。特に橋梁につきまして

は、地震により被災した場合に復旧が長期化す

ることから、耐震補強を早期に完了させたいと

考えております。

なお、東日本大震災では、「くしの歯作戦」

と呼ばれる救援ルートの応急復旧が短期間で行

われたところでありますが、本県においても、

地震や津波などによる大規模災害が発生した場

合には、国や市町村と一体となりまして、緊急

輸送道路の応急復旧を最優先に、被災地へ向け

た救援ルートの確保に全力で取り組みたいと考

えております。

○髙橋 透議員 ひとつよろしくお願いしたい

と思います。

自主防災組織についてちょっと触れてまいり

ますけれども、これは市町村によってカウント

の仕方が違っておるようであります。定義等の

違いがあるようでありますが、例えば、自治会

に加入していない世帯、最近ふえて問題となっ

ているわけですが、自治会未加入世帯まで網羅

する集落が自主防災組織としてあれば、その未

加入世帯もカウントしている、そういうことな

んですよね。自主防災組織率を引き上げること

は大事なことなんですが、その前に自治会の加

入をしっかりしておかないと、いざというとき

に自主防災組織が機能しないこともあるわけ

で、地域力をつけてきずなを育てる、このこと

が大変重要であります。その対策にどう取り組

まれていくのか、知事に伺います。

○知事（河野俊嗣君） まず、自主防災組織率

であります。平成21年度末現在で63.5％となっ

ております。これをまずは70％まで向上させた

い─当面の目標であります。東日本大震災に

おきましても、日ごろからの訓練に基づいて集
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団で避難することにより犠牲者がなかった地区

もあるということで、この自主防災組織、防災

上の自助・共助・公助という場合の共助の非常

に重要な役割を果たすものであると考えており

まして、少しでも高い組織率を目指して取り組

んでまいりたい。市町村長との会議におきまし

ても私から直接要請をいたしましたし、県の担

当職員が沿岸部の全市町を訪問しまして、それ

ぞれの首長と自主防災組織向上のための取り組

みにつきまして意見交換を行い、進捗に取り組

んでおるところでございます。さまざまな啓発

活動を行うとともに、防災用の資機材を提供す

る、そのような支援を行うなどして、防災力の

向上、組織率の向上に取り組んでまいりたいと

いうふうに考えております。

御指摘のありましたように、地域力を高める

ことが組織率の向上にも非常に結びつくもので

あると考えております。今回のアクションプロ

グラムの中では、計画全般にわたる横断的な取

り組みとしまして「地域有縁システムの構築」

を掲げたところでありまして、それぞれのプロ

グラムの中で、地域防災力の向上でありますと

か、福祉、保健、介護、医療さまざまな分野で

郷土に対する誇り、愛着をはぐくむ教育などを

掲げておるところでございます。県民の皆様、

市町村、企業・団体等とも連携をしながら地域

力の強化に努めていく、その過程で防災力の向

上をしっかりと図ってまいりたいと考えており

ます。

○髙橋 透議員 地域力を高めるという方法の

一つに、社会教育をいま一度地域に根差して広

げていくことが大事ではないかというふうに思

いますが、社会教育のあり方について、教育長

にお尋ねします。

○教育長（渡辺義人君） 近年、核家族化、少

子高齢化、それから価値観の多様化などにより

まして地域力が低下しているという懸念の声が

ございますけれども、この地域力を高めるため

には、御所見のとおり、地域の人材を育成して

住民の連帯意識を向上させる社会教育の充実が

大変重要であると考えております。県教育委員

会といたしましては、これまで市町村と連携を

図りながら、公民館や子供会、婦人会などの社

会教育関係団体の活動支援を行ってきていると

ころであります。今後も引き続き、これらの活

動を支援してまいりますとともに、学識経験者

や社会教育関係者等から構成される県の社会教

育委員会議の中で御提言をいただきながら、さ

らなる社会教育の施策の充実に努めてまいりた

いと考えております。以上です。

○髙橋 透議員 社会教育のいろんな施策等を

今、教育長がおっしゃいまして、文章づらでは

あるんですが、社会教育、なかなか現場で生き

ていない現実があります。最近、学力向上がや

けに声高らかに叫ばれています。しかも上のほ

うばっかり向いて学力を伸ばそう伸ばそうとし

ている、そう感じるのは私だけかもしれません

が……。できる子はほっておいてもできるんで

す。教育環境に恵まれていない子供、あるいは

ハンディを持つ子供、いわゆる低いところを伸

ばす教育が公教育、公の仕事だと思っておりま

す。極端な言い方をするかもしれませんが、現

代社会は、常識が通用しない、せからしい、そ

ういう世の中になったというふうに言われてお

ります。この社会教育―ちょっとおかしいん

ですけど、常識を学ぶ手段として今後ぜひしっ

かりと力を発揮していただきたいということを

申し上げたいと思います。

次に、特別支援教育の関係で質問を続けます

が、県立高等学校に生活支援員が配置をされて
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います。本当に全国に先駆けて、宮崎は特別支

援教育、生活支援員制度を取り入れて頑張って

もらっています。ところが非常勤なんです。非

常勤の働き方で十分な対応ができているのか、

教育長にお尋ねいたします。

○教育長（渡辺義人君） 県立高等学校の生活

支援員は、身体に障がいのある生徒が必要な教

育課程を円滑に履修できるように、移動や授業

の準備、それから要約筆記等の支援を行うため

に県独自の措置として配置してきたものであり

まして、本年度は県内８校において16名の非常

勤職員が生徒の支援を行っているところであり

ます。この生活支援員の支援に加え、例えば課

外授業や登下校の補助等につきましては、教師

や友人等の協力により各学校で対応していると

ころでありますが、このような触れ合いの中で

お互いの理解やきずなが深まる姿が見られた

り、支援の輪が広がるなど、共生社会の実現に

つながる幅広い教育効果も見られております。

このような取り組みのもとに、これまで３名の

生徒が卒業いたしておりますが、全員が希望す

る進路に進んでおりまして、本人の夢の実現へ

向けての支援ができているものと考えておりま

す。

○髙橋 透議員 今の教育長の答弁を聞きます

と、いわゆる非常勤の１日の勤務時間は６時間

ですよね。６時間では足りないから、教師とか

友人が生活支援員にかわってお世話をしている

ということだと聞き取りましたが、一方で、教

師の負担になっているんじゃないかというこ

と。それと、こういう話も聞きます。トイレに

行く際に、友達だったら嫌だよということもあ

るらしいんです。やっぱり専門の生活支援員

じゃないと嫌だという子もおるらしくて、ニー

ズがあると。高校は義務教育と違って学校にい

る時間が長くなります。だから６時間じゃ足り

ないんです。一気に正規職員化せよとは言いま

せんが、非常勤にかわる、６時間を超えて生活

支援員が配置できる体制はとれないのか、いま

一度教育長に答弁をお願いします。

○教育長（渡辺義人君） 県立高等学校の生活

支援員につきましては、その業務が学校生活に

おける介助や学習活動の支援でありますことか

ら、非常勤職員として対応しているところであ

ります。また本年度から、公立高等学校につき

ましても国による地方財政措置が講じられたと

ころでありますけれども、この措置につきまし

ても、市町村の公立小中学校における特別支援

教育支援員と同じく、非常勤職員として措置さ

れる見込みであります。御質問にありましたよ

うな実態につきましては、これを常勤化すれば

という御指摘かと思いますけれども、今のよう

な事情がありまして、生徒とか教職員の方々の

御負担を一部おかりせざるを得ないという場面

もあります。ただ、御指摘の点は十分受けとめ

て、現場において十分な対応が図られるように

今後とも研究してまいりたいと思います。

○髙橋 透議員 現場において対応を余りやら

れると負担になりますから、現場の負担にもな

らない、そこに通う子供が安心して学校生活を

送れる生活支援員の配置の仕方を、いま一度研

究、検討なさっていただくようにお願いしたい

と思います。

次に、県立高等学校のバリアフリー化の状

況、そして整備計画はどうなっているのか、教

育長にお伺いいたします。

○教育長（渡辺義人君） 県立高等学校のバリ

アフリー化につきましては、これまで玄関や体

育館までの経路の段差解消や多目的トイレの設

置に取り組んできたところであり、これらにつ



- 239 -

きましては、閉校予定の学校等を除き、整備を

ほぼ完了したところであります。また、階段で

の移動が困難な障がいのある生徒への支援とい

たしましては、入学が決定した段階で手すりの

設置や既存トイレの改修などの施設面での整備

を行うとともに、教室の配置がえや職員等によ

る介助などの学校運営面での体制も整えること

で対応してきているところであります。それで

も学校生活に支障を来す場合には、必要に応じ

てエレベーターの設置に努めてきているところ

であります。以上であります。

○髙橋 透議員 最後のエレベーターの設置な

んですけれども、ちょっと資料を取り寄せてみ

ましたら、まだ少ないんですよね。延岡にあり

ます。小林にあります。都城にあります。宮崎

には３校もあります。私の住む県南、あるいは

児湯・西都、日向とかそういうところにぜひ、

まずは１校ずつは整備いただきたい。23年の４

月から新しくなりました振徳高等学校、聞いて

みましたら、校舎が３棟あって、その１棟にエ

レベーターの枠があるという話じゃないです

か。聞きますと、入学してからつくりますよ

と、そういう段取りになっているらしいですけ

ど、入学する前に整備をしておくことが、障が

いを持つ子供たちの目標になるんです。あそこ

に入るために頑張ろうということなんです。ま

ず受け皿をきちっとつくってください。そうい

う対象者が入ってくるから整備を始めようじゃ

なくて。県南だけじゃなくて、西都・児湯、日

向、ぜひ御検討をよろしくお願いしたいと思い

ます。

それと、今回の大震災、津波の関係で関連し

てお聞きするわけですが、日南くろしお支援学

校、海のそばにあります。あるいは赤江とか土

々呂とか海岸端に近いわけですけれども、こう

いったところの津波対策はどうなっているんで

しょうか、教育長にお尋ねします。

○教育長（渡辺義人君） 各学校におきまして

は、津波対策も含めた防災体制につきまして、

現在、市町村や消防署等の関係機関の意見を踏

まえながら、それぞれの学校の実情に応じた危

機管理マニュアルの見直しや避難訓練の実施な

ど、多面的な視点から検証に取り組んでいると

ころであります。特に津波の被害が想定される

特別支援学校におきましては、肢体不自由や知

的障がいなど、子供たち一人一人の障がいの状

態に配慮いたしまして、迅速かつ安全に高台等

へ避難することが最も重要であります。このた

め、車いすの移動やパニックへの対応などを適

切に行うことができるように、教職員の役割や

手法を含め、避難体制の確立に向けた取り組み

を進めているところであります。また、津波な

どの自然災害は、登下校や校外学習時など、い

つ、どこで発生し児童生徒が遭遇するとも限り

ませんことから、スクールバス運行時の対応

や、保護者、医療機関等への緊急連絡体制な

ど、よりきめ細かな対策の構築に取り組んでい

るところであります。

なお、議員の地元の日南の油津支援学校につ
※

きましては、これまで避難訓練を２回実施して

おりまして、もう１回今月中にやるということ

で、３回にわたって避難訓練を実施あるいは計

画しているということであります。以上です。

○髙橋 透議員 万全な対応をひとつよろしく

お願いしたいと思います。

ちょっと前後して申しわけないんですけど、

先ほどのバリアフリー化の関係で、今、保護者

は、障がいがあっても何とか普通の学校に出し

たいという希望がだんだん強くなっています。

御存じのとおりだと思います。特別支援学校に

※ 244ページに訂正発言あり

平成23年６月21日(火)
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高等部がいよいよ完全に配置されるわけです

が、高等部─知らない方が多いと思うんです

が、高等学校卒業資格がすべて取れるわけじゃ

ないんです。日南くろしお支援学校の高等部は

中学卒なんです。教育課程じゃないんです。そ

ういうこともあって、ハード面と、今申し上げ

た特別支援学校の教育課程の配置、後ほどまた

話を出しますけれども、そういう保護者のニー

ズが物すごく高まっている、そのこともしっか

り受けとめていただきたいと思います。

次に、障害者差別禁止条例について、知事の

認識をお伺いしますが、2006年12月に国連総会

において障害者権利条約というのが採択されま

した。この条約において、障がいのある人に特

別な権利を創設するのではなく、一般との格差

を埋め、実質的な人権の平等を確保する責任が

確認をされました。既にアメリカ、韓国、ＥＵ

諸国など30以上の国が障がいのある人への差別

を法律で禁止しております。社会が障がい者を

社会の一員として認めている条約を、日本政府

はまだ批准をしておりません。今、日本で差別

を定義したり、差別を禁止する法律はありませ

んが、国内での差別をなくす条例制定の動きは

あります。2006年10月に、まず千葉県が差別禁

止条例を制定しました。その後、北海道、岩

手、さいたま市で成立しております。さらに、

熊本とか沖縄ではその条例の制定の動きがある

と聞きますが、障害者差別禁止条例について、

知事の御認識をお伺いします。

○知事（河野俊嗣君） まず、基本的なスタン

スといたしまして、障がいのある方が、障がい

を理由として差別されることなく、個人の尊厳

が配慮され、住みなれた地域で社会の一員とし

て自立して生活できる社会づくりというものが

大変重要であると考えております。このような

社会づくりを進めるために、国においては、

今、御紹介のありました障害者権利条約の批准

に向けた法整備の一つといたしまして、障害者

差別禁止法案の平成25年通常国会への提出を目

指し、昨年11月から障がい者制度改革推進会議

の差別禁止部会におきまして具体的な検討が進

められているところであります。また、今国会

に提出されました「障害者基本法の一部を改正

する法律案」では、「差別の禁止」という新た

な条項が設けられまして、「社会的障壁の除去

のための合理的な配慮がなされなければならな

い」という規定がなされたところであります。

本県としましては、このような国の法制定に向

けた具体的な動きが進んでおるところでござい

ますから、こういった動きというものを引き続

き注視してまいり、制定された暁には、しかる

べき役割を果たしてまいりたいというふうに考

えております。

○髙橋 透議員 今の知事の御答弁によると、

国の動向を見てからということでありますか

ら、ちょっと物足りない部分もありますが、ま

たこの点についてはおいおい申し上げていきた

いというふうに思います。

次に、医療・福祉対策でありますけれども、

介護支援待機者が多いということで非常に問題

化した時期もありましたが、今でも待機者はい

らっしゃいますね。県としてどう考えていらっ

しゃるのか、本県の特別養護老人ホームの待機

者について、福祉保健部長に答弁を求めます。

○福祉保健部長（土持正弘君） 申込者への対

応についてでございますけれども、これまで、

特別養護老人ホームに併設されております

ショートステイ床の定床化、それから介護基盤

緊急整備等臨時特例基金を活用いたしました認

知症高齢者グループホームや小規模特別養護老
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人ホームの整備等に努めているところでござい

ます。また、在宅での生活を支援するため、デ

イサービスや訪問介護等の利用促進にも努めて

いるところでございます。さらに、平成24年度

からの第５期介護保険事業支援計画の策定を行

うわけでございますけれども、これら申込者の

状況、現状等を踏まえた取り組みにつきまし

て、市町村とも十分協議しながら検討してまい

りたいというふうに考えております。

○髙橋 透議員 この件については次の機会に

移したいと思います。

看護師確保対策、昨日も出ていましたが、ま

ず、県立病院の看護師の確保についてお尋ねし

ていきます。平成22年度の県立病院の看護師採

用試験、採用予定者数50名に対して44名しか合

格していません。その原因について伺いたいと

思います。

○病院局長（甲斐景早文君） 昨年度の看護師

採用試験におきましては、御指摘のとおり、50

名の採用予定に対し応募者が68名と少なく、県

立病院の看護師として必要な能力を勘案した結

果、予定数どおりの採用は困難であったもので

あります。この主な要因は、最近の全国的な看

護師需要の増加等にあると認識しております

が、そのような中でも、県立病院の看護師を確

保するためには採用試験応募者をふやしていく

必要があります。このため今年度は、従来の

ナースガイダンスや県立病院での就業体験であ

るインターンシップ事業に加えまして、大学や

看護専門学校など県内の看護師養成施設へのＰ

Ｒの強化等に取り組んでいるところでありま

す。

なお、昨年度は、別途病院局で実施しており

ます経験看護師採用試験において、予定数10名

を上回る15名を採用したことから、必要な看護

師数については確保しているところでありま

す。

○髙橋 透議員 50名に対して44名、しかし、

１人辞退が出たらしいですね。だから43名だっ

たというふうに聞きます。その分は経験者枠

で、これも当初10名だったのが15名にふやされ

たみたいですね。それで何とかカバーをしたと

いうことですけど。この経験者枠をもっとふや

すことにはならないんでしょうか。あるいは、

今度の採用試験は東京でされるというようなこ

とも新聞で読みましたが、その辺少し詳しく説

明いただくと……。病院局長にお願いします。

○病院局長（甲斐景早文君） 毎年の採用者数

につきましては、それぞれその年度の退職者の

状況を勘案したり、現在の職員の年齢構成も勘

案しながら、将来の人事管理までできるよう

に、そういったことまで考慮しながら当面の看

護師の確保を含めた対応をやっているところで

ございます。特に昨年は、経験看護師の採用、

御指摘のとおり10名予定のところを15名とした

んですが、非常に優秀な看護師が確保できたと

いうこともありました。さらに、人事委員会の

試験の採用が下回ったということもあります

し、また年齢構成あたりから考えても非常に将

来的にもプラスになる採用であるということか

ら行ったところでございます。それに加えまし

て、御指摘のとおり、ことしから東京で行いま

すけれども、県外での看護職の方から、地域

で、ふるさとで貢献したい、そういうような意

向を相当感じ取ったものでございますから、そ

ういったニーズに合わせた形で、今回の試験場

所として東京を準備するというものでございま

す。

○髙橋 透議員 一長一短あると思うんです。

経験者枠をふやすと新卒者の間口が狭くなっ
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ちゃう、そういうこともあったりして、バラン

スも必要かなと思いますが、経験者枠、即戦力

ですから、今回の取り組みは大変いい取り組み

だと思いますので、この経験者枠、何とかカ

バーできるような工夫をしていただきたいと思

います。

次に、きのうもございましたが、看護師の充

足率、新聞でもありました。県内の医療機関、

福祉施設の看護職の充足率95.3％らしいです。

もっと具体的に、県内の看護師を養成する学

校、看護大、宮大、高等学校あります。その中

の準看護師を除く県内の定着率─民間あるい

は国公立病院へ行くと思うんですが、その就職

状況について、福祉保健部長にお尋ねします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 平成23年３月

卒業の看護師の状況でございます。就職者が623

名、そのうち県内が315名、県外が308名で、県

内就職率が50.6％となっております。また、県

内就職者315名のうち、国公立病院に就職した者

が81名、民間病院に就職した者が234名となって

おります。

○髙橋 透議員 先ほど私は、宮崎県の全国で

の順位を並べて申し上げましたが、１つだけ言

い忘れていました。全国ワースト上位にあるも

のがありました。看護師の平均給与、宮崎は下

から２番目です。こういったところも優秀な看

護師が宮崎に定着しない要因になっているので

はないか、その辺はどう分析されていますか。

福祉保健部長、御答弁ください。

○福祉保健部長（土持正弘君） 私どもも、県

外に就職されました看護師さん等から、県外を

選択するに当たって優先的に考慮した理由等を

聞いておりますが、「給与、勤務条件、福利厚

生などの労働条件」とか「卒後教育の充実」、

また「目指す専門分野で、看護師として学校で

の学びを生かせるか」などとなっておりまし

て、看護師の給与水準が就職先を決定する際の

大きな要因の一つではないかと思っておりま

す。

議員のお話にございましたが、決まって支給

する現金支給額は、本県が27万3,700円、全国平

均が32万1,900円ということでございます。平均

年齢で本県が33.9歳、全国が37.5歳でございま

すので、それをどう解釈するかということはご

ざいますが、統計上の数字といたしましては、

おっしゃったような状況でございます。

○髙橋 透議員 宮崎の看護師の平均年齢が低

いとおっしゃっていましたね、若いと。これは

裏返せばやめているんです。やめざるを得ない

何かがあると思います。その辺はまたおいお

い、時間がありませんから次回に移したいと思

います。

次に、農林水産業の振興に移りますが、地産

地消対策をかなり本県も取り組んできました。

これまでやってきた取り組みの中で特に成果が

あったものについて、関係部長に答弁を求めま

す。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 県では、県内

における県産材の需要拡大を図るため、県産材

の利用促進やＰＲに努めてきました。具体的な

取り組みとしましては、マイホーム建築を予定

している県民の方々を対象に、県産杉の柱81本

プレゼントを実施し、県産材の県内での需要拡

大につなげてきたところです。また、木材のよ

さをＰＲするイベントである「宮崎やまんかん

祭り」の開催を通して、県民が木材に親しむ機

会を創出し、平成19年から４年間で５万人以上

の来場者があったところです。これらの取り組

みによる成果を数値的に把握することは難しい

面もありますが、平成22年の新設住宅着工戸数
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の木造率は、全国平均の57％に比べて、本県

は13ポイント高い70％となっており、一定の成

果が上がっているものと考えております。

○農政水産部長（岡村 巖君） 本県ではこれ

まで、「みやざきの食と農を考える県民会議」

が主体となりまして、「「いただきます」から

はじめよう！みやざきの健全な食生活」を基本

目標として、地産地消、食育と一体的に推進し

てまいりました。具体的な成果といたしまして

は、1,300名を超えるボランティアの地産地消推

進協力員や、地域活動の核として育成した食育

推進リーダーによる食文化継承、また農業体験

学習など地域に根差した活動が広がるととも

に、とれたての地場産物を地域や都市住民に提

供する農産物直売所の増加や、学校給食におけ

る地場産物の使用率の増加、全国最多となった

県内の小中学校等における「弁当の日」の取り

組みなど、地産地消や食育は、家庭や学校、地

域等において着実に浸透してきていると考えて

おります。

○髙橋 透議員 その地産地消について、今後

どんな取り組みを施策の中でやっていくのか、

それぞれ関係部長に答弁を求めます。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 昨年10月、

「公共建築物等における木材の利用の促進に関

する法律」が施行され、これを踏まえ県で

は、11月に「県産材利用推進に関する基本方

針」を改正し、公共建築物における現在の木造

率約15％を10年後に倍増する目標を掲げたとこ

ろであります。今後は、この法律や基本方針に

基づき、県はもとより市町村、民間を含めて、

公共建築物における県産材の利用促進を積極的

に図ってまいりたいと考えております。

また、森林資源の充実に伴い増加が見込まれ

る杉等の県産大径材を積極的に活用した「みや

ざきの家」づくりに対する支援や、子供から大

人まで、木のよさやその利用の意義を学ぶ「木

育」の取り組みを通じて、県産材の利用推進を

図ってまいりたいと考えております。

○農政水産部長（岡村 巖君） 本県における

地産地消の今後の取り組みにつきましては、全

国トップクラスの食料供給県としての特色を生

かし、県民の皆様が自発的に参画する活動の輪

を広げていくことが大切であると考えておりま

す。このため、今後、特に力を入れる施策とい

たしまして、現在推進しております学校給食に

おける地場産物の活用に加え、新たに医療・福

祉分野等への安定供給体制づくりに取り組むと

ともに、地域の伝統的な食材や郷土料理など

「食」を生かした活性化資源の創出、さらには

民間企業との連携による加工用原料などの県内

需要の開拓・拡大を図る取り組みなど、これま

での県民運動とあわせまして、「食の宝庫みや

ざき」を実感できる地産地消の取り組みを展開

してまいりたいと思います。

○髙橋 透議員 今、最後に加工用原料のお話

もされましたが、私はふだん、ペットボトルは

買わないんですけれども、きのうたまたま、い

ただき過ぎまして、お茶を買いに行きました。

ちょうど議会棟の２階の新みやざきの前の自販

機でしたが、お茶が出てきましたら「静岡県産

茶葉100％使用」とあるんです。メーカーはダイ

ドードリンコでありました。話を聞きますと、

県外の自販機については、できるだけ宮崎県産

の飲料水を入れてくれというふうにお願いはし

てありますけど、なかなか実現していないのが

現実らしいんです。これは徹底した入札制度が

こうさせていると思うんです。どうしても貸付

料ですか、この部分で大手に負けちゃうんで

す。地場の例えばサンＡジュースとか。なかな
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か気づかれないと思いますが、サンＡジュース

は公の施設からどんどんなくなっているはずで

す。私は、そういう苦情も聞いたことがありま

す。これはほんの一例ですけれども、こんなと

ころからでも地産地消というのは崩れているん

です。入札制度も大事なんでしょうけど、何か

めり張りをつけて地産地消が推進されるような

仕組みにすべきだという、意見を申し上げてお

きたいと思います。

最後に、教育問題について申し上げます。

高校再編問題であります。次期の県立高等学

校再編整備計画が着々と進められていると聞き

ますが、その策定スケジュールについて、教育

長に御答弁をお願いします。

○教育長（渡辺義人君） ただいまの御質問に

お答えする前に、訂正しておわびを申し上げた

いと思います。先ほどの特別支援学校の津波対

策の中で、「日南市油津の支援学校」と申し上

げたように記憶しておりますが、正しくは「日

南くろしお支援学校」であります。失礼いたし

ました。

それでは、ただいまの御質問でありますが、

平成25年度以降の県立高等学校の教育整備計画

につきましては、現在、教育庁内に策定委員会

を設置しまして検討しているところでありま

す。この計画につきましては、高等学校の各学

科の特色づくりや高校入学者選抜制度の改善、

さらには小規模の学校のあり方など、今後の本

県高等学校教育の姿を総合的に示す計画として

策定することにいたしております。策定スケジ

ュールにつきましては、学校教育改革推進協議

会から本年２月にいただきました「報告」を踏

まえて教育整備計画（案）を作成し、その後、

パブリックコメントの実施などにより県民の皆

様からの御意見をいただき、平成23年度中の公

表を目途に取り組んでまいりたいと考えており

ます。

○髙橋 透議員 定員割れに悩む学校があるわ

けですが、再編の対象となっていました、えび

の市とか串間市、ここから存続を要望する申し

入れが知事、教育長にあったと聞いております

けれども、どう受けとめていらっしゃるのか、

それぞれ御答弁ください。

○知事（河野俊嗣君） えびの市の皆様からは

昨年の12月に、串間市の皆様からは本年の３月

に、それぞれ地元にある県立高等学校の存続に

つきまして県に対する要望書をいただいており

ます。また、現場に足を運びまして県民の皆様

と対話を行う「知事とのふれあいフォーラム」

におきましても、地域の方々が地元の県立高等

学校を大切に考えておられるということを強く

感じたところであります。今後の高等学校のあ

り方につきましては、教育委員会におきまして

生徒、保護者、地域のニーズなどを勘案しなが

ら、生徒にとってよりよい教育環境の提供とい

う観点から検討されていくものと考えておりま

す。

○教育長（渡辺義人君） 教育委員会にも、

「飯野高等学校を守り育てる市民の会」や「福

島高等学校を育てる市民の会」の皆様がお見え

になりまして、高等学校存続についての要望書

をいただき、地元にある県立高等学校としてな

くてはならない存在であるとの地域の方々の思

いを伺ったところであります。教育委員会にお

きましては、平成21年度から２年間にわたり、

学識経験者等から構成される学校教育改革推進

協議会、そしてその下部組織である地区別協議

会等におきまして、延べ29回の会議を開催する

などして幅広く御意見を伺い、この協議会から

ことしの２月に「報告」をいただいたところで
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あります。この報告の中で、「地域の小規模の

学校がさらに学級減となる場合は、生徒の通学

時間や保護者の経済的負担、地域の実態等に十

分に配慮しながら、「生徒にとって、より良い

教育環境を創造する」という視点に立って、そ

れぞれの学校の在り方を検討する必要がある」

という提言をいただいております。この提言を

踏まえますとともに、県民の皆様からの御意見

もいただきながら、いかにして生徒にとって魅

力と活力のある教育環境を提供できるかという

視点で、平成25年度以降の高等学校のあり方を

検討しているところであります。

○髙橋 透議員 今、串間市で１年間に子供が

生まれる数130人ぐらいですか。福島高校の定

員120名です。どう思われますか。全員行かにゃ

いかんとですよ。現状では展望はないというふ

うに思うんです。だから、地域の方から残せと

いう要望に対してどんな工夫をするかが大事な

んです。先ほど私、ちらっと言いました。特別

支援には教育課程がないところもあるんです。

だから、普通科とは別に、特別支援が必要な子

も入れる学科をつくるとか、そういった工夫を

して、地域に必要であれば、いかに残すかとい

う議論を、ぜひ教育委員会でしていただきた

い。要望しておきたいと思います。

最後に、「弁当の日」について。この「弁当

の日」については、食材の安全性とか栄養のバ

ランスへの配慮が非常に必要であります。子供

みずから食材を吟味して、地産地消に関心がわ

くような取り組みが大切だと思いますが、教育

長の見解を求めます。

○教育長（渡辺義人君） 学校では、家庭科や

給食の時間、学級活動等におきまして、子供た

ちに食に関する指導を行っているところであり

ます。その具体的な内容につきましては、食品

の品質や安全性、調理時の安全確保等について

みずから判断できる能力や、望ましい栄養や食

事のとり方を理解し、みずから管理していく能

力を身につけること、さらには各地域の産物や

食文化等を理解し、尊重する心を持つことなど

であります。各学校が「弁当の日」に取り組む

際には、こうした指導をもとに、保護者の見守

りや協力を得るなど家庭と十分に連携しなが

ら、食の安全や栄養に留意することや、地産地

消に関心を持つことなどに配慮した取り組みが

なされているところであります。

お尋ねの地産地消とのかかわりでありますけ

れども、例えば「地産地消弁当の日」あるいは

「旬の食材を使った弁当の日」といった特定の

テーマを設けて「弁当の日」に取り組むという

取り組みも考えられるところではないかと思っ

ております。「弁当の日」を実施したある学校

のアンケート調査を見ましたけれども、子供の

立場から言いますと、「栄養のことを考えて食

べるようになった」あるいは「地域の食材・料

理に関心を持つようになった」、それから親の

意見としては、「安全な食品を選ぶようになっ

た」あるいは「買い物のときに適切な食材を選

ぶようになった」、こういった具体的な効果が

あらわれていると伺っております。「弁当の

日」は、食に関する実践力を身につける上で大

変効果的でありますので、今後とも取り組みの

充実に努めてまいりたいと考えます。以上で

す。

○髙橋 透議員 教育長がおっしゃるとおりだ

と思います。学校給食は自校方式がほとんどで

したが、今、安上がりのセンター方式に打って

変わりました。だから、直接、食材を目で見て

さわったりする機会は以前はあったと思うんで

す。今はそれができなくなりました。そういう
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意味ではこの「弁当の日」、非常にタイミング

よく実践をされる、大変いいことだというふう

に思っています。今、特に、いかにミネラル不

足の野菜を食べさせられているか、なぜ低体温

の子供が多いのか。いわゆる免疫力が低下して

います。すぐ風邪を引く。そんな子供たちの食

材をしっかりチェックすると原因がわかるんで

す。そういう意味では、今回の「弁当の日」の

予算100万ですけれども、ゼロが１つ足りないん

じゃないですか。もっともっと「弁当の日」を

充実させていくことをお願いしたいと思いま

す。

最後に、河野知事にお願いします。河野知事

が就任されて、はや５カ月ですけれども、いろ

いろ御苦労も多いと思いますが、個性の強かっ

た前知事と違って、どちらかといえば、私と同

じく控え目でスマートだと、私は思います。そ

れと、公務員出身だからこそ職員の気持ちがよ

くわかる、私はそれをすごく考えています。だ

からこそ、潜在能力の高い職員の士気を高める

ために、少ない予算で最大限の効果を上げる、

そんな職場環境をつくってくれる知事だと思っ

ているんです。ところが、今回もまた行革大綱

が出ておりまして、2007年で1,000人を超える人

員削減をしました。今回も何らかの数字が盛り

込まれておりますが、乾いたぞうきんをさらに

絞ったところで、よい結果は生まれないと思い

ます。要は、職員がいかに考えて働いてくれる

か。一人一人の力は小さいですから、その小さ

な能力をしっかり引き出して束ねる役目が知事

であります。優秀な副知事も迎えられましたの

で、力を合わせて施策推進をしていただきた

い。私たち議会も、執行機関のチェックをしっ

かり行いながら県勢発展のために精進していく

ことを申し上げて、私の質問を終わります。あ

りがとうございました。（拍手）

○外山三博議長 以上で午前の質問は終わりま

す。

午後は１時再開、休憩いたします。

午後０時１分休憩

午後１時０分開議

○外山三博議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。次は、松村悟郎議員。

○松村悟郎議員〔登壇〕（拍手） 自由民主党

の松村悟郎でございます。改選後の初議会の一

般質問ということで、この席をおかりしまし

て、選挙区の皆様に心から感謝を申し上げま

す。その責任の重さを改めて痛感しているとこ

ろでございます。きょうは、地元からも、ぜひ

とも河野知事を見たいということで、傍聴に来

ていただいております。そして、選挙権のない

宮崎市からも２人の姉が来ております。県民の

皆さんと議会との距離が、これまで以上に近く

なることを願っております。

それでは、早速質問に入ります。今回は５つ

の項目について質問いたします。まず、観光資

源の磨き上げについてであります。

宮崎県においては、昨年の口蹄疫発生以来、

鳥インフルエンザの発生、新燃岳の噴火と災害

が続き、県内経済へ大きな影響を与えました。

そしてまた、３月11日の東日本大震災により、

日本全体の経済活動に大きな打撃を与えまし

た。一日も早い復興を心から願っております。

そんな中、県内にとっては、久々の明るいニ

ュースがありました。先月13日にフランスで発

売された世界で最も権威のある観光ガイドブッ

ク「ミシュラン・グリーンガイド・ジャポン」

の改訂版に宮崎県が初めて掲載され、二つ星を

獲得した青島神社、一つ星を獲得した鵜戸神宮
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や国見ヶ丘の眺望など、県内12カ所の観光施設

や文化が追加されました。今回取り上げられま

したものを見てまいりますと、特に外国人から

見た日本らしさ、歴史や神話などスピリチュア

ルな体験ができる要素が多く掲載され、宮崎県

の本来からある観光資源が見直されたと言って

いいと思います。

さて、ミシュランについては、４年前の一般

質問でも私はお話をさせていただきました。日

本で初めて「ミシュランガイド東京編」が出版

されたときのことであります。主に東京のレス

トランやホテルを格付するもので、当時は、三

つ星レストランでは１年先まで予約がとれない

ことや、１人３万円以上もする店でも予約がな

かなかとれない、そんな華やかな東京の経済力

をうらやましく思ったことと、地方分権と言わ

れながらも東京一極集中する現状や地域格差の

拡大を憂う発言をしたことを思い出しました。

まさかこんなに早く我が宮崎県が取り上げられ

るとは、遠い昔のことでありますが、私もミシ

ュランに在職しておりましたので、大変うれし

く思いました。そこで、「ミシュラン・グリー

ンガイド」に宮崎県が初めて掲載されたことへ

の所感と、本県観光の活性化にどのように生か

していくのか、知事にお伺いいたします。

後は質問者席で行います。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

本県観光の活性化についてであります。今

回、「ミシュラン・グリーンガイド・ジャポ

ン」（改訂第２版）に本県の観光地が初めて掲

載されたわけでありまして、三つ星が最高であ

りますが、二つ星に青島神社が、一つ星に鵜戸

神宮と高千穂町の国見ヶ丘からの眺望が選ばれ

るなど、海外の権威ある旅行ガイドに取り上げ

られたことは、高い評価を得たものと、また、

私たち自身がすばらしいと思っているものが、

外から見ても、また海外から見ても評価をいた

だけたということで、大変うれしく思っている

ところであります。６月２日には、ミシュラン

社の担当者とともに、ミシュラン社のキャラク

ター「ミシュランマン」─白いタイヤを積み

重ねた雪だるまみたいなあのキャラクターであ

りますが─に、私も直接お会いしたところで

あります。ミシュランマンが来たのは、九州で

は本県が初めてということでありまして、その

来訪の様子がインターネット上の動画サービス

で国内外に配信されまして、これも一つの大き

な情報発信になったのではないかと考えており

ます。その際、ミシュラン社の担当者の話によ

りますと、宮崎の評価のポイントは、神話・伝

承の舞台であるおもしろさや神道の影響、また

おもてなしの精神であったというふうに伺って

おります。外国の方々が日本の文化や歴史に大

きな関心を抱かれているということ、また、そ

の関心に沿った素材というものを宮崎が提供で

きるんだということを改めて感じさせられ、ま

た手ごたえを感じたところでありました。県と

いたしましても、今回の掲載をきっかけといた

しまして、本物の魅力、また宮崎ならではの魅

力を生かした観光地づくりにこれまで以上に取

り組むとともに、日本の始まりにつながる神

話、またその舞台となった宮崎の観光地を国内

外に積極的にＰＲすることで、一層の誘客を

図ってまいりたいと考えております。以上であ

ります。〔降壇〕

○松村悟郎議員 ありがとうございました。６

月２日には、ミシュラン関係者と県内観光関係

者の意見交換会が行われました。その席にも御

配慮で参加させていただきましたことに改めて
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感謝を申し上げます。これを機に、県内観光地

のさらなる磨き上げがなされることを期待して

おります。

さて、新たな観光資源の掘り起こしとし

て、10件を宮崎県観光遺産として、取り組みが

なされております。一村一祭もまた新たな取り

組みだと思います。延岡は、チキン南蛮の発祥

の地として食の発信を手がけており、高鍋の石

仏群、高鍋大師も、地域を挙げて草刈りや標識

の設置など環境整備を行っております。それぞ

れの地域での取り組みがなされておりますけれ

ども、さらなる磨き上げを、県も一緒になって

支援してもらいたいと思いますが、これまでの

取り組みや今後の対策について、商工観光労働

部長にお伺いします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 県では、

各市町村一押しの祭りやイベントを一村一祭と

して、また、集客可能性を秘めた本県ならでは

の資源を宮崎観光遺産として選定し、これらの

磨き上げや情報発信等の取り組みに対して支援

を行っているところであります。また、地元市

町村等と連携しながら、その魅力を再度見直す

観光地総点検を実施し、さらなる資源の発掘や

磨き上げの取り組みに対して支援を行っており

ます。さらに、本県には、水と緑に恵まれた豊

かな自然、ふるさとやいやしを感じさせる原風

景など、資源が数多くございますので、こうし

た素材を組み合わせ、体験・滞在型の観光

「ゆっ旅宮崎」として、市町村とともに取り組

んでいるところであります。今後とも、地域が

主体となった取り組みを、市町村や関係団体等

と一体となりまして支援してまいりたいと考え

ております。

○松村悟郎議員 次に、体験型スポーツ観光に

ついてであります。市民マラソンについては昨

年も質問しておりますが、青島太平洋マラソン

には県外からの参加も多く、１万3,000人の選手

がエントリーし、応援の方を含めると─大変

大きな観光資源であります。そのほか、綾マラ

ソンが7,000人、都農マラソンが3,000人の参加

と、地場産品の販売、そして地元の温かいおも

てなしが売り物の観光イベントとなっておりま

す。また、トレッキングやサイクリング、ウ

オーキングも全国組織があり、全国で大会があ

るようでございます。そして、世界チャンピオ

ンが地元高鍋にいらっしゃるサーフィンの磨き

上げであります。本県は、１年を通してこれら

のスポーツが楽しめる温暖な気候に恵まれてお

ります。その地の利を生かして、これらを磨き

上げていく必要があると思いますが、商工観光

労働部長にお伺いいたします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 観光ニー

ズが多様化する中、体験型スポーツの活用につ

きましては、「スポーツランドみやざきづく

り」の推進を通じた観光振興を図る上でも、大

変重要な視点であると考えております。このた

め県におきましては、例えば国際青島太平洋マ

ラソン大会の運営の支援を初め、県内で開催さ

れる各種のマラソン大会のＰＲや、韓国を中心

に人気の高いトレッキングに着目した旅行商品

造成の働きかけを行っておりますほか、サー

フィンを初めとするマリンスポーツを観光振興

に活用する「波旅プロジェクト」の推進に取り

組んでいるところであります。今後とも、市町

村や関係団体等と連携を図りながら、年齢や性

別を問わず、あるいは家族でも気軽にスポーツ

体験を楽しむことができるような環境整備に努

めますとともに、ホームページ等を活用した情

報発信、旅行エージェントへのセールスなどを

行ってまいりたいと考えております。
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○松村悟郎議員 サーフィンにつきましては、

新たな取り組みがなされているようです。楽し

みにしておきたいと思います。

観光のニーズも多様化、少人数化しており、

特に地域のすぐれた自然、文化、歴史など、本

物志向が強まっており、同時に、好きなスポー

ツや趣味に固執する、よりマニアックなニーズ

も期待されてくると思います。そこで、恋旅プ

ロジェクトなどの周遊ルートの魅力づくりを手

がけている本県ですが、観光地をつなぐルート

づくり、商品化について、商工観光労働部長に

お伺いいたします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 本県は、

日本神話ゆかりの観光地や西都原古墳群を初め

とする歴史文化遺産など、豊富な観光資源を有

しており、こうした個々の観光地の魅力を結び

つけ、テーマ性や物語性を持った観光ルートづ

くりを行っていくことが、観光客を本県に呼び

込むための重要な取り組みであると認識してお

ります。このため県としましては、先ほどお話

にありましたような、例えば縁結びの神社や恋

や愛にちなんだ地名あるいは土地をめぐる旅を

「宮崎恋旅プロジェクト」として商品化に取り

組み、青島神社から都井岬までのルートとか、

都農神社から延岡愛宕山までのルートなど、県

内各地をめぐる５つのルートを設定したところ

でございます。また、この恋旅プロジェクト

は、県内24カ所を回るキャンペーンを実施して

おりまして、若い女性を中心に支持を集めてお

ります。今後とも、このような本県の観光資源

を生かしたルートづくりに取り組み、さらなる

観光客誘致に努めてまいりたいと考えておりま

す。

○松村悟郎議員 例えば、時間はかかりました

が、フェニックスゴルフトーナメントを中心

に、ゴルフマンスとして多くのゴルフ愛好家が

来県して観戦しプレーをする観光は、長く根づ

いた観光資源となっております。成功例の一つ

と言えると思います。地方都市にとっては、観

光を振興することは、交流人口の拡大や観光消

費により大きな経済効果をもたらします。さら

に、地域の自然や文化が見直されることで、地

域住民の自信と誇りを生み出すことにもつなが

ります。地域活性化の原動力として、新しいま

ちづくりが期待できるものと思います。

次に、口蹄疫対策についてであります。

昨年の９月末の畜産経営再開意向調査により

ますと、81％の農家が経営再開の意向を示して

おりました。西都・児湯地区の被災地において

も、農業、とりわけ畜産業が極めて重要な産業

であること、さらには農商工連携や６次産業化

を進める上でも、畜産業は大きな柱になると言

われます。二度と同じ事態を引き起こさないと

いう防疫体制をつくり、新生畜産業として再生

・復興していかなければならないと思います。

本年４月の時点で、家畜を導入されたのは50％

の農家にとどまっています。家畜導入を躊躇し

ているのはなぜでしょうか。導入に向けての施

策が弱いのではないでしょうか。発生地の家畜

の再導入の状況と、畜産の再生・復興に向けた

見解について、知事にお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） ５月末の時点で実施し

ましたアンケート調査によりますと、家畜の再

導入の状況につきましては、農家の数でいきま

すと54％、家畜の頭数でいきますと40％、その

ようになっているところであります。これは韓

国での蔓延でありますとか飼料価格の高騰、枝

肉価格の低迷、さまざまな畜産を取り巻く環境

に対する農家の不安というものがあらわれてい

るんではないかと考えておるところでございま
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す。県としましては、市町村や関係団体と一緒

になりながら、農家の皆様に寄り添って、しっ

かりとサポートして、再導入に向けて取り組ん

でまいりたいというふうに考えております。畜

産の再生を進めるに当たりましては、単にもと

に戻すということではなく、これを契機として

新しい畜産の構築を目指していくんだという意

味におきまして、「新生」という考え方が必要

だろうと考えております。例えば、徹底した防

疫体制を確立すること、適正な飼養規模である

こと、環境に優しいこと、収益性が高いこと、

さまざまなそういう方向を目指してまいりたい

と考えております。具体的には、さきに決定い

たしました「口蹄疫からの再生・復興方針」の

工程表に基づきまして、農家の方々の意向など

も踏まえながら、農場防疫の強化、飼料自給率

の向上、エコフィードや家畜の排せつ物の活用

によります資源循環、さらには畜産の６次産業

化、農商工連携などによりまして、全国のモデ

ルとなるような新しい畜産の構築を進めてまい

りたいと考えております。

○松村悟郎議員 再建に向けての不安材料の一

つとして、経営環境改善の設備資金投入への農

家の皆様たちの不安があるのではないかと思い

ます。新たな畜産地帯を構築するためには、施

設の改善や機械の導入などが必要となってくる

と思います。施設整備に対する補助制度など、

支援策をどのように考えているのか、農政水産

部長にお伺いしたいと思います。

○農政水産部長（岡村 巖君） 新たな畜産地

帯の構築に当たりましては、農場段階での防疫

体制の確立や家畜排せつ物の適正処理・有効活

用といった観点からの取り組みが重要であると

考えております。このため国におきましては、

本年度の事業として、防疫体制を強化するため

の動力噴霧器や簡易車両消毒装置などのリース

事業を実施しております。また、県におきまし

ても、経営再開農家の施設整備を促進するた

め、本年度、貸し付け当初から５年間無利子の

口蹄疫復興対策資金を創設するとともに、農畜

産業振興機構の口蹄疫畜産再生基金を活用した

堆肥センターやＴＭＲセンターの整備を実施

し、畜産農家の再生・復興を支援することとし

ております。今後とも、先般行いましたアン

ケート調査結果を分析するとともに、これらの

制度を総合的に活用することによりまして、新

たな畜産地帯の構築に向けて支援をしてまいり

たいと考えております。

○松村悟郎議員 次に、特定疾病フリーの取り

組みについてでありますが、家畜が全くいなく

なり、ゼロからのスタートを切ることになりま

した。これを機に、若い養豚経営者を中心に新

生養豚プロジェクトが設立され、特定疾病のな

い養豚地域として再生が進められております。

また、牛についても、尾鈴地区を中心に検討も

されているようですが、特定疾病フリーの取り

組み状況と県の支援策について、農政水産部長

にお伺いします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 特定疾病フ

リーの取り組みといたしまして、まず、豚につ

きましては、生産者、関係団体等が中心となっ

た西都・児湯新生養豚プロジェクト協議会が主

体となって、オーエスキー病、ＰＲＲＳの清浄

地域をつくることを目的に、清浄な繁殖豚の導

入に取り組んでおり、生産者からは、「事故が

少なくなった」、また「発育が改善した」など

の声が届いております。県では、清浄な繁殖豚

を導入する際に、到着時の検査を実施しますと

ともに、導入経費の一部を助成し、この取り組

みを推進しているところであります。一方、牛
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につきましては、ＢＬを対象として実施するこ

ととしておりますが、関係団体や畜産農家の皆

様から、さまざまな御意見をいただいており、

引き続き、関係者と十分協議を行い、検査のあ

り方や陽性牛の対処方法等について、より効果

的な方法を検討してまいりたいと考えておりま

す。

○松村悟郎議員 次に、防疫体制についてお伺

いします。本県では、毎月20日を「県内一斉消

毒の日」として、防疫意識の高揚啓発が行われ

ております。しかし、さきの畜産農家への立入

検査においては、ネズミの駆除の実施など、項

目によっては４割は不適格という厳しい結果と

なりました。どのように改善していくのでしょ

うか。また、今回は対象農場を絞ったもので、

今後、全戸の立入調査を実施すると聞いており

ます。どのような結果が出ると予想されます

か、農政水産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 本年４月に実

施いたしました家畜防疫員等による大型農場を

中心とした立入調査の結果、踏み込み消毒槽の

設置が９割以上であるなど、おおむね適切な対

応がとられておりました。しかしながら、一方

で、飲用水の消毒やネズミの駆除等に課題があ

りましたことから、これらの農家に対しまして

は、文書で改善指導を行うとともに、改善結果

を確認することとしております。今後、すべて

の農場を対象に立入調査を行ってまいります

が、これまで農場衛生管理マニュアルの配布等

により周知を図ってきましたとはいえ、やはり

十分でない状況も考えられますので、立入調査

前の関係者が一体となった啓発及び立ち入り後

の改善指導が重要になると考えております。

○松村悟郎議員 全戸調査を実施し、その結果

をもとに、改めて農家の指導を実施するとのこ

とです。調査体制をどのように考えているの

か、農政水産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 農場防疫の徹

底のためには、飼養衛生管理基準の遵守が大変

重要でありますことから、「再生・復興方針」

の工程表において、すべての農場に対して、年

１回、家畜防疫員による立入調査を実施し、遵

守状況の検査、指導を行うこととしたところで

ございます。現在、巡回の実施体制や年間計画

等について、鋭意検討を進めているところであ

りますが、対象戸数が１万1,000戸を超え、現状

の家畜防疫員のみでは困難なことから、農林振

興局、農業改良普及センターを初めとする農政

水産部全体での対応を含めて検討することとし

ております。また、農場に対する指導につきま

しては、市町村やＪＡ、外部獣医師等の通常業

務の中で、協力をいただきながら取り組んでま

いりたいと考えております。

○松村悟郎議員 １万1,000戸の対象農家を調査

・指導となりますと、大変大がかりな業務にな

ると思います。現実に、先日、ある畜産農家の

衛生面について周辺農家から疑義があり、その

指導を県に相談したところ、指導結果の報告に

数日を要するとのことでありました。たった１

件でこのような状況であります。本県の家畜防

疫員の数は限られております。全戸調査・指導

には、どれほどの時間やマンパワー、予算を要

するのかと大変心配しております。そこで、必

死になって防疫体制に取り組んでいるまじめな

農家の皆様のことを思うと、飼養衛生管理基準

を守れない方への強制力を考える必要もあると

思います。農家の防疫に対する家畜伝染病予防

法の強制力、規制力は、十分発揮できると考え

ているのか。また、宮崎県には日本一の防疫体

制が必要ではないかと思いますが、農政水産部
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長にお伺いいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 家畜伝染病予

防法では、今回の改正も含めまして、農家等の

さまざまな義務や行政上の措置が規定されてお

ります。発生予防の観点からは、発生を予察す

るための検査、いわゆるサーベイランス検査、

畜舎等の消毒設備の設置義務、また埋却地の確

保を含む飼養衛生管理基準の遵守義務などでご

ざいます。また、発生時の蔓延防止の観点から

は、患畜等の隔離、通行の制限・遮断、また患

畜等の殺処分や埋却などであり、これらの点に

つきましては、家畜防疫員に指導、助言、勧

告、命令等の権限が付与されたり、罰則が規定

されております。県といたしましては、家畜伝

染病予防法の趣旨を踏まえ、また実効あるもの

となるよう、自衛防疫組織を核とした地域防疫

・農場防疫の強化や、防疫マニュアルに基づく

市町村等との連携強化等に努め、二度と同じ事

態を引き起こすことのない全国のモデルとなる

防疫体制の確立に取り組んでまいりたいと思い

ます。

○松村悟郎議員 高鍋にあります農業大学校の

口蹄疫のモニュメントに、「家畜防疫日本一を

目指す」とあります。それは農大校だけの問題

ではございません。宮崎県全体が目指すもので

なくてはなりません。農家自身が自主的な責任

と誇りを持てる防疫体制が何よりであります

が、一方で、普段の家畜防疫について、必要な

強制力のある遵守規定を定めるなど、日本一を

誇れる家畜防疫体制を構築すべきだと思いま

す。

次に、埋却地についてであります。まず、中

野廣明議員の質問と重複する点もありますが、

埋却地の確保は、原則として、発生農家が発生

地かその周辺に確保しなければならないことに

なっていましたが、現実には、埋却地の確保が

追いつかずに、殺処分がおくれてしまいまし

た。今回の改正においても、農家の責任による

確保が規定され、一方で、県にも一定の役割が

規定されております。埋却の目的であるウイル

スの拡散を防ぐには、できるだけ速やかに発生

地の近隣に埋却することが条件となりますが、

現実問題として、改正法の規定どおりに家畜所

有者が埋却地を確保できないことが十分予想さ

れます。万一、口蹄疫が発生した場合には、埋

却地が確保できるのか大変心配しております。

この埋却地の確保への県の支援について、農政

水産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 万一、口蹄疫

が発生した場合、円滑な防疫措置を遂行するた

めには、埋却地の確保が極めて重要であると考

えております。本年４月に改正された家畜伝染

病予防法においても、迅速な防疫措置が講じら

れるよう、家畜の所有者が遵守すべき飼養衛生

管理基準の中に、埋却地の確保を規定すること

とされたところであり、また、都道府県知事の

責務として、土地の確保等に関する情報の提

供、助言、指導、補完的に提供する土地の準備

などが規定されたところであります。県といた

しましては、７月の上旬には、支庁・振興局単

位で、市町村と埋却地の確保対策に関する協議

を行う予定であり、ＪＡなど関係機関の協力も

いただきながら、県と市町村が一体となって、

各地域の実情に合った対策を推進し、埋却地の

確保に努めてまいりたいと考えております。

○松村悟郎議員 次に、埋却地の管理について

であります。殺処分された29万8,000頭の家畜

が、98ヘクタール、268カ所の農地に埋却されま

した。これらの埋却地については、市町村がモ

ニターしながら環境への影響などを調査されて
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おりますが、どのような方法で調査されている

のか、環境森林部長にお伺いいたします。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 埋却地につき

ましては、地下水への影響や埋却地からの悪臭

の発生などが懸念されるところであります。こ

のため、地下水につきましては、県と関係市町

が協力して、293カ所の井戸等でモニタリング調

査を実施しております。調査は、年４回を基本

として、有機物等や臭気、ｐＨなど、13項目に

ついて行っております。また、地元市町などか

ら悪臭についての連絡があった場合には、関係

部局等と連携し、調査を実施することとしてお

ります。

○松村悟郎議員 発生時には、悪臭の問題が大

きく取り上げられましたが、発生から１年経過

しております。地下水の調査結果はどのように

なっているのか、環境森林部長にお伺いしま

す。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 地下水につき

ましては、昨年７月に都農町で１カ所、また10

月に川南町で１カ所、埋却地の影響と考えられ

る臭いなどが確認されました。これら２カ所に

ついては、ことし６月初めにも臭いなどが確認

されております。現在、この２カ所について

は、周辺も含め、回数をふやして継続的に調査

を行っているところでありますが、周辺の井戸

には、これまでのところ異常は確認されており

ません。これらの井戸の所有者や周辺住民に対

しましては、地元役場や関係部局と連携し、そ

の状況を説明するとともに、臭いなど何らかの

変化に気づいた場合には、速やかに役場に連絡

していただくようお願いしているところであり

ます。なお、いずれの井戸等も飲み水として利

用されておりませんが、その他の利用について

も注意を促したところであります。

○松村悟郎議員 韓国では、埋却地周辺の地下

水汚染などが社会問題になっているとも聞いて

おります。また、今回の大雨、そしてこれから

の暑い夏を考えると、対策を講じておく必要が

あると思いますが、万一、埋却地が原因で地下

水汚染が発生した場合、飲用水の確保に対する

支援について、農政水産部長にお伺いいたしま

す。

○農政水産部長（岡村 巖君） 埋却地につき

ましては、地下水への影響等も考慮した上で選

定したところでありますが、その周辺地域につ

いて、現在、市町村と連携して、水質モニタリ

ング調査や詳細調査等を実施しているところで

あります。今後、埋却地を原因として、飲用水

の確保に支障を来していると判断される事案が

生じた場合には、関係部局や市町村と連携し

て、迅速に水道引き込み工事等の対策を実施す

ることとなります。

○松村悟郎議員 この埋却地は、法に基づい

て、埋却後３年間はそのまま保全されるわけで

ございます。その期限も２年後に迫っておりま

す。２年後には農地として再生し活用を図るた

め、土地の保全管理の徹底と将来の活用のため

の利用者確保などに努力していく必要があると

思いますが、埋却地の再活用に向けての考え方

と対策について、農政水産部長にお伺いいたし

ます。

○農政水産部長（岡村 巖君） 口蹄疫からの

再生・復興を推進する上でも、農地を埋却地と

して利用したものについては、３年間の発掘禁

止期間の終了後、再び農地として有効活用する

ことが重要と考えており、工程表の中でも、埋

却地の再生・活用対策を課題として設定してい

るところでございます。埋却地を農地として再

生・活用を図っていくためには、まずは所有者
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の意向が重要でありますし、状況によっては、

土壌診断や石れき等の除去、客土等が必要とな

る場合も想定されます。県といたしましては、

今後、埋却地所有者の利用意向や埋却地の状況

を調査した上で、市町村や関係団体等とも協議

・連携しながら、再生・活用の推進策について

検討してまいりたいと考えております。

○松村悟郎議員 大変重要なことだと思いま

す。埋却地が優良農地として活用されること

は、今後、埋却地を確保する際の近隣農家の理

解を得やすくなると考えております。よろしく

お願い申し上げます。

次に、大震災の影響と津波対策についてであ

ります。

私も、５月23日に、山下議員、黒木議員と、

宮城県東松島市、石巻市、南三陸町の被災地に

行ってまいりました。全壊の家屋や瓦れきの山

に目を覆いたくなるばかりで、どうやって避難

し命を守ったのか、この町が本当に復興できる

のかと、ただただ津波の恐ろしさを改めて痛感

させられました。三陸沖地震やチリ地震の教訓

で、津波の避難訓練など、防災意識の高かった

この地域でございます。それでも逃げおくれて

被害に遭われた方がたくさんいらっしゃいまし

た。まずは命を守ること、初動の避難が第一だ

と思いました。そこで、地震が発生した３月11

日には、本県でも津波警報が出されましたが、

実際にはどれぐらいの県民が避難されたのか、

総務部長にお伺いいたします。

○総務部長（稲用博美君） ３月11日に津波警

報が出されました際には、沿岸の市・町の約４

万9,000世帯、約９万8,000人が避難の対象と

なっておりました。それぞれ独自に高台などに

避難された方もいらっしゃいますので、正確な

人数の把握はできませんが、各市・町への聞き

取りによりますと、設置された避難所に避難さ

れた住民の数、これはピーク時の合計で約3,400

人でありまして、対象者全体の約3.5％となって

おります。

○松村悟郎議員 この大震災の影響を受け、南

海・東南海、日向灘地震に対する防災対策の見

直しも行われ、新たな避難場所や避難ルートな

ども当然作成されるわけですが、災害から命を

守るには、その周知とともに、自分の身は自分

で守るという意識を持って、的確に避難行動を

とることが大切であります。県として、どのよ

うに啓発に取り組んでいくのか、総務部長にお

伺いいたします。

○総務部長（稲用博美君） 今、御質問があり

ましたように、自分の身は自分で守る、いわゆ

る自助の考え方、これは過去の数々の災害の中

でも教訓とされてきたところでありまして、大

変重要なことだというふうに思っています。県

民の防災意識を高めるための取り組みにつきま

しては、これまで、さまざまな災害を想定しま

した防災訓練や県内各地での出前防災講座、防

災啓発イベント、また自主防災組織を通じまし

ての意識啓発や学校教育の中での防災教育な

ど、継続的に実施してきたところであります。

しかしながら、今回の東日本大震災の被害の大

きさ、そして本県における避難の状況も踏まえ

まして、今後の防災意識の啓発に当たりまして

は、早期避難ということを最重要課題として考

えまして、例えば視覚的にわかりやすい映像、

そういったものを活用したり、あるいは今回の

大震災における避難の検証結果を反映するなど

して、いわゆる記憶というものを風化させない

よう、さらなる工夫と充実を図りながら、市町

村とともに連携して取り組んでまいりたいとい

うふうに考えております。
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○松村悟郎議員 被災地を見てきた中で、特に

印象に残ったのが、海岸沿いにある介護施設で

ありました。新しい鉄筋コンクリートの２階建

てでありました。建物の骨組みは残っておりま

したが、窓は全壊、周辺の住宅も基礎だけであ

りました。この地域もたくさんの方々が犠牲に

なられた地域で、ここの入所者はどうやって避

難されたのか、無事に避難されたのかは、話を

聞くことができませんでした。宮崎県も400キロ

以上の海岸を有した県であります。そこで、東

南海・南海地震による津波で浸水の可能性が予

測されていた地域の中に、介護施設などはどれ

ぐらいあるのか、その現状を福祉保健部長にお

伺いいたします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 県が平成18年

度に実施いたしました地震・津波被害想定調査

において、東南海・南海地震による津波で浸水

可能性がある地域が予測されているところであ

ります。この予測図と、特別養護老人ホームな

どの介護保険施設等の住所を照合いたしました

結果、津波による浸水が想定される地域内に所

在すると見られる介護保険施設等は、14カ所と

考えております。

○松村悟郎議員 今回の東日本大震災のことを

踏まえますと、本県も計画の見直しがされるこ

とになっております。予想される津波の高さ

も、今までの６メートルから見直されると思い

ます。そうなると、もっと多くの施設が対象に

なります。介護保険施設などにおける防災対策

の取り組みについて、福祉保健部長にお伺いい

たします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 介護保険施設

等においては、風水害や地震などの「非常災害

に対する具体的計画」の作成が義務づけられて

おりまして、この計画に基づいて、緊急時の体

制整備や避難訓練が実施されております。しか

しながら、このたびの東日本大震災では、介護

保険施設等でも大きな被害がありましたことか

ら、本年４月に、関係する1,105施設に対しまし

て、防災計画の点検及び必要な見直しを行うよ

う、文書でお願いしたところでございます。現

在、７割弱の741施設から回答をいただいており

ますけれども、その状況を見ますと、611施設が

事業所内での防災訓練の実施、それから350施設

が連絡体制の見直し、317施設が避難場所の見直

しなどを既に実施、または近く実施する予定と

いうことになっております。県といたしまして

は、ただいま議員のほうからもお話がございま

したように、今後の国の方針や県及び市町村に

おける防災計画の見直しの状況等を踏まえなが

ら、必要に応じて、施設の防災計画の見直し等

を指導してまいりたいというふうに考えており

ます。

○松村悟郎議員 ３月11日に本県に出された津

波警報を受け、地元高鍋町でも、海岸近くにあ

る介護施設で避難が実施されました。私も避難

場所に行き、状況を伺いました。避難するのに

寝たきりの方をストレッチャーに乗せ、車でピ

ストン輸送するわけですので、大変な時間がか

かったこと、そして、避難場所でも体調などの

変化を訴えられる方など、大変だったというこ

とをお聞きしました。施設の職員数も限られて

おり、周辺の住民の日ごろからの協力体制とい

うのも大変必要だなと感じたところでありま

す。車での移動のあり方や施設の設置に、津波

対策の観点をどのように加味するのか、命を守

る避難の取り組みについて対策をどうぞよろし

くお願い申し上げます。

次に移ります。渇水対策についてでありま

す。
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記録的な大雨による被害が大変心配されてい

る中ではございますが、渇水対策についてお伺

いをいたしたいと思います。昨年の秋から、ほ

とんどまとまった雨の降らない状況が続きまし

た。例年にない渇水の影響がありました。河川

の管理は、台風などの災害時の大雨、増水など

を考慮して治水管理されていると思いますが、

今回、ダムの湖底が見えるなど、これまで余り

なかったことだと思います。県内河川の渇水状

況について、県土整備部長にお伺いします。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 今回の渇水

は、昨年８月から本年５月初めにかけての記録

的な少雨によるものでありまして、特に本年１

月、３月、４月には、降水量が観測史上、最も

少なかったという観測地点が多数ございまし

た。この結果、一ツ瀬川、小丸川など、ほとん

どの河川では流量が減少しまして、例えば、水

位低下に伴います発電の停止、かんがい用水不

足による早期水稲のおくれ、それから工業用水

不足による工場での減産、そういった影響が見

られたところでございます。

○松村悟郎議員 今回の渇水に対しては、配水

に対しても大変な御苦労をされたんじゃないか

と思います。どのような対策を講じられたの

か。また、水の管理や水源のあり方を考える

と、今後どのような対策をとっていけばいいの

か、県土整備部長にお伺いいたします。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 今回の渇水に

対応しますため、ダムのある河川におきまし

て、河川管理者と農業用水等の水利権を有する

利用者とで、県内では初めて河川法に基づく渇

水調整協議会を開催しまして、各河川ごとに調

整を行いました結果、利用者は、輪番制の実

施、取水量及び時間の制限などを行い、できる

限りの節水に努められました。また、各ダムに

おきましては、残された水を一日でも長く使う

ため、この節水に対応した放流量の調整を行っ

たところであります。特に一ツ瀬ダムでは、ダ

ム管理者であります九州電力の協力によりまし

て、発電を停止し、通常使うことのない最低水

位以下の水を放流し、利用者のニーズにこたえ

ていただいております。今後、今回の渇水の

データをよく分析した上で、このような渇水が

想定される場合には、関係者との協議を重ね、

適切な調整を行うことによりまして、渇水によ

る影響の軽減を図ってまいりたいと考えており

ます。

○松村悟郎議員 農業面にも大きな影響があり

ました。今回の渇水では、早期水稲を初め飼料

用稲の田植えや園芸作物の植えつけ、さらには

お茶の防霜など、年間でも農業用水の利用が最

も多い時期と重なったことから、河川やため池

からの取水が困難となりました。農業用水を管

理する土地改良区を中心に、ポンプの設置や節

水の呼びかけ、さらには輪番制での配水の実施

など、用水の確保に大変御苦労されたと聞いて

おります。今回の渇水は、非常に厳しいもので

ありました。水田、とりわけ県内沿岸部を中心

とする早期水稲地域でございますが、被害も大

きく、報告によりますと、約170ヘクタールで作

付ができず、普通期水稲や飼料作物などへの転

換を余儀なくされました。また一方、畑作地帯

においても、井戸がかれたり、多くの地域で植

えつけや生育のおくれなどが生じました。多く

の作物でいわば雨待ちの農業となり、渇水の影

響がありました。このような中、本県では、畑

作地帯の安定した水を確保する目的で、畑地か

んがい施設の整備が進められています。そこ

で、今回の渇水による畑地かんがい地区への影

響について、農政水産部長にお伺いいたしま
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す。

○農政水産部長（岡村 巖君） 今回の渇水

は、大変厳しく長期間にわたったことから、既

に畑地かんがいが整備されている地区におきま

しても、農業用ダムなどの水利用の調整を担う

土地改良区を中心に、早い時期から農業者に対

し節水を呼びかけるとともに、取水量の制限な

どを行いまして、営農に必要な水の確保に努め

たところでございます。この結果、作付前の土

づくりや比較的水を利用してこなかった葉たば

こやカンショなどの作物にもかん水が行われる

など、例年になく多くの水利用が行われたとこ

ろであり、農家の方々からは、「このような渇

水の中でも水が使えることは非常にありがた

い」という声を伺っております。このように、

畑地かんがい地区におきましては、畑地かんが

いの効果が十二分に発揮されたものと考えてお

ります。

○松村悟郎議員 畑地かんがいが整備された地

域では、今回の渇水による大きな影響はなかっ

たようでございます。ただ、児湯地域において

進められております尾鈴地区国営かんがい排水

事業では、施設がまだ完成しておらず、水を利

用したくてもできない地域が多くあります。水

を待ち望まれている農家もたくさんいらっしゃ

ることだと思います。昨年８月に、国土交通省

から発表されました2010年度版「水資源白書」

によりますと、雨が連続して降らない期間（無

降雨期間）の長期化などが指摘されており、今

回のような渇水がまた起こる可能性が非常に高

いと予測されております。そこで、畑作地帯に

おいて、安定した水を確保し、水を生かした効

率的で付加価値の高い農業を実現していくこと

が重要であり、今後、畑地かんがい整備の速度

を上げていく必要があると考えておりますが、

どのように取り組んでいかれるのか、農政水産

部長にお伺いしたいと思います。

○農政水産部長（岡村 巖君） 畑地が農地の

半分を占めます本県におきましては、天水に

頼った不安定な農業生産から、水を有効に活用

したもうかる農業の実現が必要であり、畑地か

んがい施設の整備と効率的な活用は、大変重要

であると認識しております。このため県といた

しましては、既に振興局に配置しております畑

かん営農推進担当に加え、本年度、畑かん営農

推進室を本庁に設置し、市町村や農業団体な

ど、関係機関と一体となって、畑かん営農を強

力に推進することとしたところであります。ま

た、整備に係る予算の確保について、国に強く

働きかけますとともに、厳しい財政状況の中、

選択と集中による必要な予算の重点配分を行う

など、畑地かんがい施設の整備に積極的に取り

組んでまいりたいと考えております。

○松村悟郎議員 地球温暖化の傾向は、昨今の

気象の変化にも影響を与えているのではないで

しょうか。長期雨不足の一方、ゲリラ豪雨や集

中豪雨など、ダム・河川の機能の見直しが必要

になると思います。豊かな水資源は、ただでは

手に入りません。「水を制する者は国を制す

る」とも言われております。畑地かんがい整備

やダムの保水量の見直しなど、水資源確保の対

策を講じていただくことを期待しております。

次に、電力不足による節電対策であります。

この件に関しましては、たくさんの皆さんか

らの質問がありましたので、熱中症に関して質

問をさせていただきます。東日本は、今回の被

害により、大きな電力不足に陥ることとなり、

地方自治体においても、全県一斉節電行動を実

施したり、企業も西日本へ生産移転を始めるな

どの動きが出ています。被害がなかった九州
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も、その受け皿となる地域となるべきでした

が、原子力発電所の再開のめどが立たず、九州

電力も当初15％の電力不足による節電を要請す

る可能性を示したことで、企業によっては、海

外への生産移転も検討されているようです。環

境保護のための省エネと節電はこれまでどおり

大切ですが、行き過ぎた節電は経済活動に大き

な支障を来します。また、人々の日常において

も、少なからず影響が出てくると思います。そ

こで、夏場の節電による熱中症の発症が大変心

配されます。総務省によりますと、全国では、

一昨年までの10年間の平均で、年間約20名の方

が亡くなられていましたが、記録的な猛暑であ

りました昨年は、亡くなられた方が全国で172名

だったことが報告されております。ことしも暑

い夏が予想されるようですが、本県の熱中症発

症状況はどのようになっているのか、福祉保健

部長にお伺いいたします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 本県の７月か

ら９月まで、夏季における熱中症発生状況につ

きましては、消防庁の調査によりますと、昨年

までの直近の３年間では、昨年、平成22年が最

も多く、熱中症により救急搬送された方は417名

でありまして、平成20年の約1.3倍、それから平

成21年の約２倍となっております。この昨年の

数値は、人口10万人当たりでは、全国平均をか

なり下回ってはおりますが、搬送された方のう

ち、半分近い197名が高齢者ということでござい

ます。また、昨年救急搬送された方のうち、初

診時における傷病の程度は、半分以上の231名が

軽症で、重症は９名となっているところであり

ます。

○松村悟郎議員 今のお話を聞きますと、宮崎

県では幸い、昨年の７月から９月の夏の間は、

亡くなられた方がいなかったということでござ

いますが、埼玉県では昨年19名、愛知県では15

名亡くなられております。また、全国での救急

搬送者が約５万6,000人という数字を見ておりま

しても、南国宮崎とうたわれておりますが、我

が宮崎県は比較的過ごしやすい環境だなと改め

て思いました。ただ、本年は、夏場の電力不足

に節電という話題が多く取り上げられ、本当に

生まじめな高齢者などが、エアコンの使用を必

要以上に控えてしまわれないかと心配です。今

後の熱中症予防対策をどのように進めるのか、

福祉保健部長にお伺いいたします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 熱中症の予防

対策といたしましては、３原則と言っておりま

すけれども、日陰に入ること、帽子をかぶるこ

と、水分を小まめにとること、この３つを守る

ことが重要でありまして、従来から、ホーム

ページなどを通じまして周知を図ってきたとこ

ろでございます。特に、熱中症にかかりやすい

高齢者、乳幼児等は、室内においても熱中症に

注意する必要があり、節電を意識する余り、健

康を害することがないよう、気温や湿度が高い

日には、適度にエアコン等を利用して、予防し

ていただく必要がございます。このような内容

について、国においても周知を図っているとこ

ろでありますが、県におきましても、今後、テ

レビや新聞などを活用するとともに、市町村や

保健所などを通じて、広く周知していきたいと

考えております。

○松村悟郎議員 今お話がありましたように、

熱中症にかかる方の半数近くが65歳以上の高齢

者であります。また、熱中症にかかった高齢者

の60％が住宅内でかかっていると報告されてお

ります。節電を過度に意識する余り、暑さを無

理に我慢されないよう、また、エアコンと扇風

機の併用など、上手な節電方法の指導もあわせ
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て、熱中症予防の周知をどうぞよろしくお願い

いたします。

以上で一般質問を終わります。ありがとうご

ざいました。（拍手）

○外山三博議長 次は、黒木正一議員。

○黒木正一議員〔登壇〕（拍手） 東臼杵郡選

出の黒木正一でございます。本定例会最後の質

問者となりました。20人目となりますと質問が

重なるところがありますが、しばらくおつき合

いください。

もうすっかり忘れられようとしていますが、

ついこの前まで、飲料水が切れて給水車で飲み

水を運んでいた地域がありました。ことしは田

植えは無理だろうと言っていたのが、もう昔の

ことのように思える大雨でございます。ことし

は、正月から大変な寒さと乾燥が続きました。

そして、これまで見たことのない景色を見るこ

とになりました。私は山から耳川沿いを通っ

て10号線に出てくるのですが、例年、春先には

親葉が落ちて新しい芽が出てくるカシの木が、

川沿いのあちこちでまとまって茶色に変色した

のです。大震災の後だっただけに不気味でし

た。もう枯れてしまうだろうと思っていたカシ

の木、枯れたものもありますが、多くがこのと

ころの雨で芽が出てきています。あきらめてい

たカシの木に新しい芽生えが始まったように、

大震災で被災された方々に、希望の芽生えが始

まることを祈りたいと思います。

東日本では、地震、津波、放射能によるトリ

プルピンチ、我が県では、口蹄疫、鳥インフル

エンザ、新燃岳噴火によるトリプルピンチ、本

県の経済は冷え込み、財政状況も厳しいものが

あります。今回の補正予算は、財政の収支不足

が続く中で経済復興を図らなければならないと

いう、難しい予算編成ではなかったかと思いま

す。このような状況の中で、河野色をどう出す

かは大変ですし、大変な時期に知事になったも

のだと思います。今回の肉付け予算で、知事が

最もアピールしたかったものは何かお伺いしま

す。

以下の質問は、質問者席から行います。（拍

手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

補正予算についてであります。今議会に提案

させていただいております補正予算案につきま

しては、私の政策提案を具現化するための政策

的事業や新規事業に、口蹄疫・経済復興対策や

東日本大震災対策などの緊急的な課題に対応す

るための事業を加えました肉付け予算として編

成したところであります。厳しい財政状況の中

で、非常に困難な編成作業となりましたが、ま

ずは口蹄疫・経済復興対策として26億円、高病

原性鳥インフルエンザ対策として１億円、新燃

岳噴火に伴う活動火山対策として４億円、東日

本大震災対策として11億円を追加的に措置いた

しまして、口蹄疫の発生等によりまして深刻な

影響を受けた県民の皆様の暮らしや県内経済の

復興に必要な事業などについては、積極的に対

応することとしたところであります。この結

果、県債発行額の抑制など、財政改革の取り組

みについては着実に進めながらも、当初予算に

６月補正予算案を加えた総額では、13年ぶりに

国の予算と地方財政計画の伸び率を両方とも上

回る0.6％の伸び率を確保し、特に県単公共事業

につきましては、前年度に比べ24.1％増の伸び

を確保するなど、積極型の肉付け予算としたと

ころであります。以上であります。〔降壇〕

○黒木正一議員 口蹄疫からの復興、鳥インフ

ルエンザ、新燃岳噴火対策、そして東日本大震
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災対策と、それぞれの災害への対策に加え、特

に、答弁にありましたように、県単独事業を上

乗せし、昨年比124.1％とするなど、県民経済を

立て直そうと、即効性・機動性のある対応をし

ようとする知事の思いが伝わる予算ではないか

と思います。

横田議員も見に行ったそうですが、幾つかの

新聞記事を読んで、「100,000年後の安全」とい

う映画を見ました。放射能が安全なレベルに下

がるまで10万年間閉じ込める、放射性廃棄物の

最終処分場建設の物語です。目先の短期的な経

済的利害で判断することが、一体何をもたらし

何を失わせるのかを考えさせられました。原子

力エネルギーが実は制御できないことを示した

福島原発の事故は、科学技術をどう使いこなし

ていくのかという重要な問いかけを我々に投げ

かけています。原発事故以降、エネルギー政策

の見直しを求める声が国内外で起こっています

が、知事の原発、新エネルギーについての考え

方をお伺いします。

○知事（河野俊嗣君） 原子力発電につきまし

ては、災害時等の安全性が確保されていること

を前提に、経済性や電力供給の安定性の面か

ら、あるいは地球温暖化対策として推進されて

きたところであります。しかしながら、今回の

福島第１原子力発電所の事故では、東日本大震

災のような大規模災害が発生した場合、これま

での基準や考え方では安全性は確保されないこ

とを示しており、また今御指摘がありましたよ

うに、放射性廃棄物の取り扱いの問題など、原

子力発電のあり方につきまして、さまざまな観

点からの見直しが必要となってきておるところ

であります。その一方で、我が国の電源構成を

見てみますと、原子力が３割を占め、基幹的な

役割を担っているということも事実でありま

す。新エネルギーにつきましては、安定性や効

率性、設置コストなど、さまざまな課題があ

り、原子力から直ちに転換できる状況にはない

ということも認識しておるところであります。

今後の原子力発電や新エネルギーに関する取り

組みにつきましては、エネルギー政策全体の中

で、国の責任において決定される事項でありま

すが、県といたしましては、国の動きを注視し

ますとともに、ソーラーフロンティア構想のさ

らなる推進など、新エネルギーへの転換に向け

た取り組みというものを積極的に進めてまいり

たいと考えております。

○黒木正一議員 続きまして、ＴＰＰ交渉に対

する知事の考え方についてお伺いいたします。

大震災を受けて、もう忘れてしまったと思って

おりましたＴＰＰ交渉参加の判断が先送りされ

るようですが、ＴＰＰは、農業問題だけでな

く、公共事業、金融、医療など、国民生活に大

きく影響する問題を含んでいることが明らかに

なっています。昨年の10月、前原前外務大臣

は、「ＧＤＰ1.5％の第１次産業を守るため

に、98.5％という大部分のものが犠牲になって

いるのではないか。国を開くことを本気で考え

るべき」と述べ、話題となりました。ＧＤＰに

占める第１次産業の割合が低いのは日本に限っ

た話ではなく、アメリカ、イギリス、ドイツな

どは日本より低く、先進国に共通する特徴であ

り、それぞれの国が日本以上に農業に必要な財

政支援をしております。将来における食料・エ

ネルギーの安定確保に対する不安から、農地争

奪戦―知事はランドラッシュとこの前言われ

ましたけれども―も行われておる現実から見

ましても、目先の経済的利益に左右されず、長

期的な視点に立った議論をすべきであります。

今は、日本の食料・農業政策をこそ全力で追求
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すべきであり、食料供給県である本県は、ＴＰ

Ｐ交渉参加に反対すべきと考えますが、知事の

考えをお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） ＴＰＰでありますが、

アメリカやオーストラリアなど環太平洋地域の

９カ国が参加しまして、年内決着を目指して経

済連携の枠組みの協議が進められております。

我が国におきましては、６月までに基本方針を

決定することとされておりましたが、東日本大

震災の影響を踏まえて、その決定が延期された

ところであります。具体的な協議の内容としま

しては、今、御指摘がありましたように、関税

の撤廃や投資のルール、労働、知的財産権な

ど、多岐にわたっているわけでありますが、Ｔ

ＰＰに参加した場合に、まず影響が出てくる問

題が関税の撤廃であるというふうに考えており

まして、特に農林水産業は大きな打撃を受ける

可能性が高く、国の試算では、我が国の食料自

給率は13％に低下するということになっておる

ところであります。一方で、世界的な人口増加

や経済成長によりまして、将来、世界的に食料

確保が困難になることが予想されておるところ

でありますが、そのような場合に、このＴＰＰ

の枠組みというものが日本の食料を保証してく

れるわけではないわけであります。このような

ことからも、現段階でＴＰＰへの参加を認める

ことはできないと考えておりまして、まずは長

期的な視点からの食料政策、農業政策、あるい

はその他の分野における影響や対策というもの

が明確に示されて、その上で国民的な議論がな

されるべきだと考えております。

○黒木正一議員 次に、農業政策についてお伺

いします。

今回提案されている第七次農業・農村振興長

期計画は、担い手の減少、農家戸数の減少に歯

どめがかからない中で、素材提供型から農産加

工など総合食料供給型への転換を目指し、もう

かる農業を計画の一番の柱にしていると思いま

す。そこで、本県の農家所得がどうなっている

のか、また全国の中でどういう位置にあるの

か、農政水産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 平成21年の本

県の販売農家の農業所得は、162万5,000円で全

国では４位となっております。これに農外所得

を加えた農家所得は、217万1,000円で全国で

は31位となっており、農業所得への依存度が高

い所得構造となっております。次に、農外所得

減少の原因につきましては、公共事業の減少や

景気後退等による農村地域での所得機会の減少

等の影響を強く受けているものと考えておりま

す。このため、農家所得を上げるためには、農

業所得確保に向けた取り組みを、より一層強化

していくことが重要であると考えております。

○黒木正一議員 今の答弁によりますと、平

成21年の農業所得は、162万5,000円で全国で４

位、農外所得を加えた農家所得は、217万1,000

円で31位と言われました。農外所得については

今言われませんでしたが、56万4,000円で全国46

番目であります。46番目というのは、ほぼ全国

最下位ということです。全国と比べて、農業所

得がトップクラス、農外所得が最低と言えま

す。平成19年には、農業所得は196万2,000円で

全国２位、農外所得は176万9,000円で全国25

位、合計した農家所得は373万1,000円で全国15

位でありました。平成20年から農外所得が急激

に減少、前年19年の約３分の１となり、それに

伴い農家所得は減少し、21年も同じように続い

ております。部長の答弁では、農外所得減少の

原因について、公共事業の減少や景気後退など

による農村地帯での所得機会の減少の影響を強
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く受けていると言われました。確かに、公共事

業は減少しております。この10年間で、半分ま

でにはいっていませんが、半分近くになってお

り、この影響は確かに大きいと思います。た

だ、19年前後を境に、急に公共事業費が減少し

たわけではありませんし、景気後退の影響

は、20年秋にリーマンショックが起こりました

が、これは全国に影響しているわけで、本県に

おいて20年から農外所得が極端に減ったのは、

全国統計と比べて異常なことです。平成19年に

知事がかわり、入札制度改革があり、雇用環境

が不安定になったときと重なります。この影響

も大きいものがあるのではないかと思います。

原因をいま一度しっかり分析して、対応を考え

る必要があると思います。

農外所得の減少が最も大きく影響しているの

が、雇用の場が少なく、これまで公共事業に大

きく依存していた中山間地域ではないかと思い

ます。22年の国勢調査によりますと、17年の調

査からの５年間で、県全体で1.55％の人口減少

であるのに対し、最も人口減少が大きい地域

は、私の住む東臼杵郡の山間地と西臼杵郡であ

ります。諸塚村、椎葉村、日之影町が11％台の

減少、美郷町9.11％、五ヶ瀬町８％、高千穂

町7.14％と大きく減少しています。この地域は

本県の林業地帯でもあります。この地域からの

人口流出、衰退の最大の要因は、次第に収入が

減少したことではないかと思います。新たな価

値観を持って定住するＩターン者も出てきては

おりますが、定住のためには最低限の収入は必

要であります。県内の林家戸数は約１万8,000戸

ありますが、そのうち、保有山林５ヘクタール

未満の小規模林家は73％を占めており、50ヘク

タール未満となると97.8％になります。経営形

態は、林家農家が７割を超える、つまり特用林

産物を含む林業と、畜産、果樹、野菜、茶など

の農林複合経営がほとんどとなっています。木

材価格の低迷、小規模林家が多いことなどによ

り、建設業などに頼ってきたのが実情でありま

す。そこで現金収入を得て生活することで、辛

うじて山林や農地は守られてきたと言ってもい

いと思います。公共事業の減少、景気の悪化、

さらに入札制度の改革で、雇用環境は不安定と

なっています。さらなる人口流出により、多く

の集落の機能不全、消滅の可能性が考えられま

す。しかし、将来における石油、食料の大量輸

入、これが不安視されていることからも、食

料、環境、エネルギーを担う地域として、一定

の定住を図ることが必要と私は考えます。た

だ、将来の国全体の人口の減少による国力の低

下で、これまでのような国からの支援に大きく

依存することは厳しくなることを覚悟する必要

があると考えます。最低限の所得を確保して、

自立を目指す必要があります。農外所得が減少

している中で、基幹となる林業・農業所得をふ

やすことが必要となります。これまで私は林業

に関する質問が多かったのですが、地形など厳

しい条件にある中山間地域の農業振興につい

て、どのような対策を行っているのか、農政水

産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 中山間地域の

農業振興を図るためには、特色のある地域資源

を最大限に活用した、付加価値の高い農業生産

の推進が必要であります。このため県では、夏

場の冷涼な気象条件に適した収益性の高い品目

の選定や新技術の導入に取り組むとともに、花

のラナンキュラスや完熟キンカン、カラーピー

マンなどを重点品目と位置づけ、農業改良普及

センターを中心とした技術・経営指導や、ハウ

ス・省力化施設等の条件整備を推進し、農家経
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営の安定や産地化に努めているところでありま

す。さらには、集落ぐるみの鳥獣被害対策を推

進するとともに、起業型の農産加工グループの

育成などをあわせて行い、中山間地域農業の活

性化を図っているところであります。

○黒木正一議員 次に、中山間地域における試

験研究の現状と今後のあり方についてお伺いし

ます。本県には、総合農業試験場、畑作園芸支

場、茶業支場、亜熱帯作物支場、薬草・地域作

物センターの農業関係試験場があり、大きな成

果を上げておりますが、いずれも宮崎平野、霧

島周辺の平たん地の主として黒ぼく土地帯にあ

ります。本県の中山間地域は、そのほとんどが

主として褐色森林土地帯にあります。また、平

たん地とは、地形、気象なども大きく異なって

います。先ほどから申し上げているとおり、中

山間地域は、農家が林家や兼業である場合が多

く、労働配分の面で配慮が必要であります。こ

れらの課題の解決のためには、それぞれの違い

に即した研究開発、技術の実証・普及を現地で

行うことが極めて重要であると思いますが、そ

ういう試験研究施設の設置についてどう考える

か、農政水産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 中山間地域に

おける試験研究につきましては、中山間地域特

有の課題解決を図るため、総合農業試験場が定

期的あるいは状況に応じて、現地における試験

圃場の設置や調査・研究などを実施しており、

本年度は約20カ所の設置を予定しております。

近年の試験成果を生かした事例といたしまし

て、ラナンキュラスや夏イチゴの品種育成・栽

培方法の確立の成果をもとに、普及センター、

関係機関と連携しながら、地域と一体となって

産地化に取り組んでいるところであります。今

後とも、中山間地域における試験研究につきま

しては、中山間地域農業の特性を生かした新技

術や新品種等の開発を進めるとともに、産地形

成や人材育成につきましては、林業との複合経

営など、平地と異なる経営実態等も十分踏まえ

ながら、的確に対応してまいりたいと考えてお

ります。

○黒木正一議員 現地における試験圃場で対応

するということでありますが、果たしてそれで

十分なのかどうか。新たな試験研究施設をつく

るということは、現下の財政状況等を考えれば

極めて困難でありますから、今ある施設を活用

する方法はできないのか。一案として、県林業

技術センターは、農業技術や鳥獣害対策の研究

・実証、６次産業化への支援など、中山間地域

の農林業を総合的に支援する組織を併設させる

施設として利用できないのか。今回の補正予算

の中にも、ゼロ予算政策の一つに、林業技術セ

ンターの有効活用が上がっております。島根県

は、林業試験場と中山間地域振興センターが併

設されており、中国地方の林業、中山間地域研

究の中心地となっております。このようなこと

を考えますのは、高齢化が進み、人口が急激に

減少する現状を見ると、果たして山は、森林は

守れるのかと思うからです。本県は、杉の素材

生産量が平成３年から連続で日本一となるな

ど、国内有数の国産材供給基地としての地位を

築いてきています。８齢級以上の人工林が63％

を占めており、先人が苦労して育てた資源をい

かに有効活用するのか。そして、それに続く森

林をいかに育てる仕組みをつくるのか。日本で

唯一の循環可能な資源と言われる森林資源を循

環させることができるのか。ボランティアの人

たちだけで山を循環できるほど容易なものでは

ありません。今回の新たな森林・林業長期計画

にも、山村地域の課題として、農林業複合経営
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による所得の確保が述べられております。どう

か部局を超えた総合的な対策を今後検討してい

ただくように要望しておきたいというふうに思

います。

次に、口蹄疫からの再生・復興について質問

をいたします。再生・復興方針では、全国のモ

デルとなる畜産を再構築するとして、本県畜産

の新生を目標として掲げています。昨日、太田

議員から、アニマルウエルフェアに関する質問

がありましたが、この方針では、飼養密度の適

正化が強調されていますが、これは農場での飼

育頭数のことなのか、地域内での密度のことな

のか。また、正しい飼養密度をどう考えるの

か。口蹄疫復興対策連絡会議において、飼養頭

数の上限をしっかり示してもらいたい旨の意見

があったと聞いております。現在、畜産経営再

開状況は、農場数でおよそ半数とのことです

が、早目に考え方を示す必要があると思いま

す。どうお考えなのかお伺いをいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 適正飼養密度

につきましては、適正に管理できる頭数を飼養

するという観点から、畜産経営をとらえるもの

でございます。新しい視点でのテーマであるこ

とから、防疫の強化、埋却地の確保、また生産

性の向上等のさまざまな角度から、関係団体や

生産者の代表、大学関係者等と意見交換を行

い、その効果や課題、また具体的な取り組み方

法等について検討することとしております。こ

の検討結果に基づいて、市町村、また農業団体

等と協議・調整を行った上で、９月をめどに考

え方を取りまとめたいと考えております。

○黒木正一議員 次に、粗飼料自給率向上につ

いてお伺いします。再生・復興方針の工程表で

は、安全・安心の確保のためには、飼料自給率

の向上が必要であるとされて、県のコントラク

ター協議会を設立することになっております。

また、粗飼料対策は、前回、口蹄疫が発生した

とき、輸入わらが感染源として疑われたことが

ありましたが、非常に重要なことであると思い

ます。工程表では、来年度、稲わらストックセ

ンターを整備することが検討されるようになっ

ておりますが、現在の県内における粗飼料の作

付面積と自給率はどうなっているのか。また、

農水省によりますと、国内で生産されるわらは

約870トンで、このうち飼料用として利用されて

いるのはわずか3.9％ということでありますが、

本県における稲わらの利用はどうなっているの

かをお伺いいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 粗飼料の自給

率向上は、防疫面や安全で安心な畜産物を生産

する上で大変重要であることから、飼料生産受

託組織の育成や飼料用機械の導入支援等を行

い、生産拡大を図ってきたところであります。

その結果、平成22年の自給粗飼料の作付面積

は、全国第３位の３万500ヘクタールとなり、自

給率は約90％に達したところであります。ま

た、稲わらにつきましては、主食用米の約６割

に当たる６万3,000トンと飼料用稲や飼料用米の

２万500トンが利用されております。県といたし

ましては、粗飼料自給率100％を目指して、引き

続き、飼料生産基盤の整備や飼料生産の外部委

託化などを図ることにより、自給粗飼料のさら

なる生産拡大と利用推進に努めてまいりたいと

思います。

○黒木正一議員 次に、中山間地域での増頭に

ついてお伺いします。中山間地域の農業におい

て、畜産の占めるウエートは大きいものがあり

ます。しかし、昨年の口蹄疫が発生したとき

に、特に山間地においては、埋却地をどこにす

るのか、その確保は大きな問題でした。再生・
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復興方針には、全県的な頭数については、中山

間地域での規模拡大等によって、少なくとも肉

用牛については、現在と同程度を確保すること

を目指すというふうにあります。埋却地は、農

家が農場近くに確実に確保することを目標とし

ていますが、山間地域においては、極めて難し

い地域があります。私は、必ずしも数をもとに

戻すことが復興ではないと思いますが、埋却地

の確保など、中山間地の問題をしっかり検討さ

れて進めていく必要があると思います。どうお

考えですか、お伺いいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 中山間地域の

肉用牛生産は、地域農業の振興はもとより、農

地保全や地域経済の活性化、また関連産業も含

めた雇用創出など、大変重要な役割を担ってお

り、今後とも、生産振興を図っていく必要があ

ると考えております。そのためにも、防疫体制

の強化は不可欠であり、埋却地の確保もその重

要な要素の一つであります。具体的に確保を進

めるに当たりましては、農場の規模や地理的条

件等によっては、周辺に平地が少ない、また、

れきや岩が多く埋却地に適していないなど、さ

まざまな課題も考えられますが、今後、地域の

実情を踏まえながら、市町村や関係機関と一体

となって、確保に努めてまいりたいと考えてお

ります。

○黒木正一議員 次に、林業政策についてお伺

いいたします。

国は、21年度の暮れに森林・林業再生プラン

を策定いたしました。10年後の国産材自給率50

％を目指すということにしております。そのた

めには、作業路網の整備や大型機械の導入など

によりまして、集約施業を進め、林業の採算性

を上げるという方針で、本県では、椎葉村にお

いてそのモデル事業が行われました。この再生

プランの推進のために、森林法が改正されたと

聞いておりますが、その内容についてお伺いし

たいと思います。また、近年、話題となってお

ります外国資本による森林買収に対する対応も

盛り込まれたと聞いておりますが、その内容に

ついてもお伺いをいたします。副知事は、林野

庁の企画課長として、森林法改正に尽力された

とうわさに聞いておりますので、副知事にお伺

いしたいと思います。

○副知事（牧元幸司君） 御指摘ございました

ように、今、森林・林業政策全般の見直しが国

において進められているところでございまし

て、その中で、川上におきましては、間伐でご

ざいますとか植林といったような森林施業が適

切に行われるような仕組みを整備するというこ

と、それから川下におきましては、木材の安定

供給体制の整備でありますとか国産材の需要拡

大を進めることによりまして、これも御指摘の

あったとおりでございますけれども、国産材の

自給率50％以上を目指すといったような内容で

ございます。今回の森林法改正につきまして

は、このような政策見直しの一環で行われたも

のでございまして、具体的な内容といたしまし

ては、一つには、一定のまとまりを持った森林

におきまして、間伐の集約化でございますとか

あるいは路網の整備などを計画的に進められま

すように、森林計画制度の見直しが行われたと

ころでございます。また、あわせまして、早急

に間伐が必要な森林に対する間伐でございます

とか、あるいは路網の整備を進める上におきま

して、例えば不在村の森林所有者が見つからな

くて、なかなか同意が得られなくて事業が進ま

ないというようなときにも、手続が進められる

ような法的な措置といったようなものがとられ

たところでございます。それからさらに、今回
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の改正では、新たに森林の土地の所有者となっ

た者に対する届け出義務というものが創設され

たところでございまして、この点が、御指摘ご

ざいました外国人の土地取得問題、これを背景

にした改正でございます。この点につきまして

は、北海道を中心といたしまして、外国人によ

る森林買収の事例というものが明らかになった

ということでございまして、これに対応して、

このような森林の所有の移動を把握できるよう

な形、こういうものが制度的に手当てをされた

ということでございます。従来、森林を伐採す

るとかあるいは森林を宅地に変更するといった

ようなものについては、森林法上のいろんな規

制があったわけでございますけれども、このよ

うな土地の所有の変化については、特段の措置

がなかったところでございますが、今回の法改

正の中で、新たに森林の土地所有者になった者

に対する届け出義務というものがつけ加えられ

たところでございます。以上のような森林法の

改正の内容でございますけれども、こういった

改正内容を活用いたしまして、杉生産量日本

一、これも御指摘があったところでございます

けれども、こういう生産量を誇ります本県林業

の発展というものを一層図ってまいりたいとい

うふうに考えているところでございます。

○黒木正一議員 外国資本の山林買収の話がい

ろいろ話題になっているんですけれども、何も

外国資本が悪いというわけではないと思うんで

すが、日本が乗っ取られるんじゃないかという

ような不安感も非常にありまして、そういう面

が少しでも改善されるとありがたいなというふ

うに思っております。

続きまして、環境・新エネルギー先進地づく

りについてお伺いしたいと思います。長期ビ

ジョンでは、環境・新エネルギー先進地づくり

戦略として、新エネルギーの導入量を20年後

に10倍とする目標が示されています。アクショ

ンプランにおいては、新エネルギー総出力電力

を現況の18万9,257キロワットから、平成26年に

は約２倍にするという目標値を設定しておりま

す。非常に具体的な細かな指標になっておりま

すが、これは新エネルギーのそれぞれを積み上

げたものでしょうが、その内訳をどのように見

込んでいるのかを環境森林部長にお伺いいたし

ます。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 新エネルギー

総出力電力の目標値は、40万6,000キロワットと

しておりますが、その内訳といたしましては、

バイオマス発電が17万8,000キロワット、太陽光

発電は20万7,000キロワット、中小規模水力発電

が１万8,000キロワットなどを見込んでいるとこ

ろであります。

○黒木正一議員 知事は、予算の提案理由説明

の中で、新エネルギーによる循環型社会づくり

や次代に継承する森・川・海づくり、持続可能

な森林・林業・木材産業の振興に取り組んでま

いると述べておりますが、どうか普及に当たっ

ては、農山漁村地域の振興とセットで推進して

いただきたいというふうに思います。

続きまして、木質バイオマスの可能性につい

てお伺いいたします。この件についても質問さ

れた方がおりましたけれども、森林・林業基本

計画の目標数値によりますと、木材需給見通し

は、森林・林業再生プランの実現を目指して、

国産材供給量、現在1,800万立方メートルを10年

後には3,900万立方メートルに増加させる。一

方、10年後の木材需要量は7,800万立方メートル

とし、自給率を50％とすると。ただ、平成21年

度の木材需要量は、対前年比で２割近く減少し

ていることからも、少子高齢化が進む国内市場
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で、いかに総需要量を上げることが課題とされ

ており、そのためには、木質バイオマスエネル

ギー利用の拡大がかぎというふうにされており

ます。本県においては、木質バイオマス発生量

は87万トンと推測されるという話がありました

が、製材残材、建築廃材の約20万トンは利用さ

れているけれども、林地残材については、利用

がほとんど進んでいない。森林・林業長期計画

では、平成27年度に14万立方メートル、32年

に15万立方メートルを利用目標としておりま

す。ただ、集材・運搬のコストが大きく、目標

達成には乗り越えなければならないハードルが

たくさんあるのではないかと思います。林家の

所得につながるのではないかという大きな期待

と同時に、大きな需要源として利用する可能性

があるのかどうかというような不安の声を聞き

ますが、この可能性について、環境森林部長に

お伺いいたします。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 御指摘のよう

に、本県では、年間約87万トンの木質バイオマ

スが発生しており、そのうち製材残材や建設廃

材などは、その多くが木材乾燥用の燃料等に利

用されております。一方、林地残材につきまし

ては、これまでほとんど利用されておりません

でしたが、近年、県内では、木質ペレット工場

が相次いで稼働するとともに、石炭と混焼する

大型の発電施設が建設中でありまして、今後、

エネルギー分野で利活用が期待されるところで

す。県といたしましては、木質バイオマスは、

再生可能な地域資源として大きな可能性を有す

ると認識しておりまして、今年度からスタート

した森林・林業長期計画においても、10年後の

林地残材利用量の目標を年間15万立方メートル

として、利用拡大に努めることとしておりま

す。

○黒木正一議員 林業白書によりますと、新規

需要分野の開拓が不可欠であるとして、再生可

能エネルギーの全量買取制度などを追い風に、

木質バイオマスのエネルギー利用を進めること

が課題だとしております。また、ソフトバンク

の社長が呼びかけておりますメガソーラーの建

設などを進める自然エネルギー協議会に、本県

など33道府県が参加して設立する見込みとの報

道がありますが、自然エネルギーで発電した電

力の全量買取制度を事業の前提として訴えてい

るとのことであります。現在の売電価格は幾ら

なのか。政府は全量買取制度の法案を国会に提

出しており、今、新聞紙上でいろいろと話題に

なっておりますけれども、その制度の概要につ

いて、環境森林部長にお伺いいたします。

○環境森林部長（加藤裕彦君） まず、売電価

格についてですけれども、県内で木質バイオマ

ス発電を行っている製材工場から聞き取りしま

したところ、九州電力の余剰電力買い取り価格

は、１年間の平均で、１キロワットアワー当た

り約12円とのことであります。次に、全量買取

制度についてです。再生可能エネルギーの全量

買取制度につきましては、現在、国会に「電気

事業者による再生可能エネルギー電気の調達に

関する特別措置法案」が提出されているところ

であります。この全量買取制度につきまして

は、バイオマスや太陽光などを用いて発電され

た電気について、一定の価格で一定の期間、電

気事業者が買い取ることを義務づけるとされて

おります。この買い取り価格等につきまして

は、今後、省令で定められるようであります

が、バイオマス発電の場合は、買い取り価格は

１キロワットアワー当たり15円から20円の範囲

内、買い取り期間は15年から20年の範囲内が想

定されているようであります。
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○黒木正一議員 県民政策部長が横田議員の質

問に答えたのだと思いますが、エネルギー政策

について、国による明確な方向づけ、政策誘導

が必要だと言われましたけれども、対策ではな

くて政策としてしっかり取り組んでもらわなけ

れば、こういう制度は進まないのではないかと

いうふうに思います。

次に、話を変えまして、少子化対策、出会い

応援事業についてお伺いいたします。

本県の合計特殊出生率は1.63で、長期ビジョ

ンにおいて、20年後の目標を1.85と設定してい

ます。これの達成のためには、当たり前のこと

ですが、独身男女が早く結婚して子供を産むこ

とが重要です。本県の初婚年齢は、男性が29.5

歳、女性28.3歳で、全国平均は下回っているも

のの、年々晩婚化が進んでおります。また、未

婚化が進んでいるのも少子化の要因ですが、国

立社会保障・人口問題研究所の推計では、この

まま未婚化が進むと、10年後には生涯未婚率

は、男性26％、女性17.4％に達すると見られて

おり、大きな問題だと思います。アクションプ

ランでは、独身者の出会いのきっかけづくりの

ための民間団体による出会いの機会づくりの場

を創出するとあります。独身男女の出会いを応

援するこれまでの取り組みと今後の対応につい

て、福祉保健部長にお伺いします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 未婚化・晩婚

化の進行は、少子化の大きな要因の一つである

と考えられますことから、県では平成20年度か

ら、「みやざき新たな出会い応援事業」や「宮

崎魅力再発見 出会い・ふれあい交流事業」な

どに取り組みまして、独身男女が出会うイベン

トや結婚を応援するＮＰＯ法人等の活動支援を

行ってきたところでございます。これらの取り

組みによりまして、民間団体の活動の活性化や

社会全体で結婚を応援する機運の醸成が図られ

つつあると考えております。今年度につきまし

ては、結婚を応援する団体のネットワーク化を

図りますとともに、独身男女の交際力を高める

セミナー等を開催することといたしておりま

す。県としましては、独身男女の出会いを応援

する取り組みは、未婚化・晩婚化対策の取り組

みの一つとして重要と考えておりますので、今

後とも、積極的に出会いや交流の場づくりに努

めてまいりたいと考えております。

○黒木正一議員 若者の結婚問題についての会

合に行きますと、出会い事業というのは、行政

の仕事になじまないのではないかという議論が

ありますし、最終的には個人の問題として片づ

けられることが多くありますが、出会いの場が

少ないという声もありますし、何らかのサポー

トは必要ではないかというふうに思いま

す。2011年版の子ども・子育て白書によります

と、男性の既婚率は、所得がふえるに従って上

昇する傾向があり、特に年収300万を境に大きな

差があると分析しています。宮崎県の県民所得

から考えると多いと思いますが、少子化対策に

は就労支援が不可欠として、非正規労働者の待

遇向上やフリーターの就労促進に向けた取り組

みの必要性を強調しております。この改善への

取り組みも、今後の大きな課題であると言える

と思います。

続きまして、不妊治療についてお伺いしま

す。子供が欲しくてもできない夫婦の問題も深

刻です。本県では、今回の補正予算を含め

て8,967万6,000円の不妊治療費助成事業で、不

妊治療を受ける夫婦に支援を行うことになって

いますが、事業の内容についてお伺いします。

また、治療対象者の推移はどうなっているの

か。不妊に悩む夫婦への相談体制はどうなって
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いるのかについてもお伺いします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 不妊に悩む方

への支援につきましては、安心して子供を生み

育てられる社会の実現のために重要であると認

識しておりまして、少子化対策にも資するもの

と考えております。本県では、経済的負担の軽

減を図りますために、平成16年度から、医療保

険の適用されない体外受精及び顕微授精に対し

まして、治療費の一部を助成する事業を実施し

ております。平成22年度の助成実績でございま

すが、宮崎市実施分を含めまして671件、9,481

万1,000円であり、このうち県の助成実績は378

件、5,365万9,000円となっておりまして、申請

件数等は年々増加いたしております。また、不

妊に関する心や体の不安や悩みについて相談を

受けたり、適切な情報を提供するため、平成15

年度から、専門の相談員を配置した不妊専門相

談センターを開設いたしまして、電話やメール

での相談とともに、不妊に悩む方同士の交流

会、こういったものを実施しているところでご

ざいます。

○黒木正一議員 不妊治療を受けている人の話

を聞きますと、治療費の負担の問題─男性に

も30から40％の原因があるようですけれども、

女性のほうの精神的苦痛が大きいようです。十

分な支援体制が必要ではないかというふうに思

います。

私はいつも思うのですけれども、若者を都会

に集めて夜通し電気をつけている今の社会で

は、なかなか子供は生まれないのではないか。

早寝、早起き、朝御飯とよく言われますが、そ

のような生活を進めることこそが少子化対策に

つながり、今課題となっております節電にもな

るのではないかというふうに思います。２日前

の日曜日、日向市東郷町の坪谷小学校での食育

に関する講演会に行ってきました。その中で、

さきに質問しました不妊治療についての話があ

りました。現在、不妊外来に来る人が増加して

おり、体外受精児がふえているとのこと

で、2002年には生まれる子供の80人に１人だっ

たのが、今は50人に１人が体外受精で生まれて

いるそうであります。その数に驚きました。そ

の一因が食べ物ではないかという内容の話であ

りました。初日に有岡議員が、そして先ほどは

髙橋議員が「弁当の日」について質問し、初日

には教育長の熱い思いを感じました。私はたか

が「弁当の日」と考えておりましたが、この講

演会に行きまして、「弁当の日」が教育的な意

義だけではなく、今の社会が抱えているいろい

ろな課題の解決につながるものということを知

りました。本県は農業県として、これまで食育

には積極的に取り組んでおりますが、「弁当の

日」の実施状況と今後の推進をどう図っていく

のか、教育長にお尋ねいたします。

○教育長（渡辺義人君） 県内で子供がつくる

「弁当の日」を実施している学校は、この１年

ほどで急速にふえまして、本年３月末現在で、

小中学校及び県立学校合わせて152校と、実践校

数で全国最多となっております。しかしなが

ら、実践校数は全体の３分の１程度であります

ことから、「弁当の日」の取り組みを全県的に

広げ、一層の推進を図るために、新規事業とし

て「自分でつくる「みやざき弁当の日」推進事

業」を今議会の補正予算でお願いしているとこ

ろであります。具体的には、実践校を指定しま

して、効果的な取り組みについて研究を行い、

成果を普及するモデル的な役割を果たしてもら

うとともに、未実施の学校の多い地域において

シンポジウムを開催し、実践校による発表や、

保護者、児童生徒などによるパネルディスカッ
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ションを行うなど、「弁当の日」の持つ教育的

な意義等について、保護者や教育関係者に啓発

・普及し、実践化を図りたいと考えておりま

す。「弁当の日」の取り組みは、食育はもとよ

り、みずから考え・判断し・表現する力など、

子供たちのたくましく生き抜く力を培うための

教育的要素がすべて含まれていると考えており

ます。自立心をはぐくむという意味において申

し上げますと、これは私が言っているわけでは

なくて、受け売りでありますけれども、まず、

冷蔵庫の中にある食材だけでつくるとすれば、

それを組み合わせてつくりますから、発想力が

つきます。それから、そのでき上がりをイメー

ジしますから、想像力がつきます。３つ目は、

弁当箱に詰めるおかずは１品ではありません。

複数の品をつくらなきゃいけませんので、限ら

れた時間の中で手際よく調理をしなければなり

ません。段取り力がつきます。それから、弁当

をつくるためには早起きをしますので、早寝、

早起きの習慣づくりにもなるということで、自

己管理力も培われる。このように、いろんな効

果が期待できると思います。それから、議員が

今言われましたように、子供たちの命、体とい

うのは、自分たちだけのものではありません。

当然に自分たちが今度は親になっていくわけで

すから、その生まれる子供たちが本当に健やか

に育つように、そういったことも教えはぐくん

でいかなければならないと思っております。そ

ういったふうに、「弁当の日」には幅広い教育

的な効果が認められますことから、この取り組

みがますます広がって定着していくように、さ

らなる取り組みに努めてまいりたいと考えてい

ます。以上であります。

○黒木正一議員 ６月は食育月間だそうです。

そして、毎月10何日かが食育の日だそうです。

これまで─今もですが、知りませんでした。

県民みんなが食べ物について考えるようになる

まで、ぜひ取り組んでいってもらいたいという

ふうに思います。

まだ質問事項が幾つも残っておりましたけれ

ども、次回に回させていただきます。以上で私

の質問を終わります。（拍手）

○外山三博議長 以上で一般質問は終わりまし

た。

◎ 議案第22号から第25号まで採決

○外山三博議長 ここで、さきに提案のありま

した公安委員会委員、人事委員会委員及び収用

委員会委員の任命または選任の同意についての

議案第22号から第25号までの各号議案を一括議

題といたします。

お諮りいたします。

各号議案については、会議規則第39条第３項

の規定により、委員会の付託を省略して直ちに

審議することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○外山三博議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。

質疑並びに討論の通告はありません。

これより採決に入ります。

議案第22号から第25号までの各号議案につい

て、一括してお諮りいたします。

各号議案については、同意することに御異議

ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○外山三博議長 御異議なしと認めます。よっ

て、各号議案は同意することに決定いたしまし

た。

◎ 議案第１号から第21号まで及び
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報告第１号並びに請願委員会付託

○外山三博議長 次に、今回提案されました議

案第１号から第21号まで及び報告第１号の各号

議案について、質疑の通告はありません。

当該議案及び新規請願は、お手元に配付の付

託表のとおり、それぞれ関係の委員会に付託い

たします。

あすからの日程をお知らせします。

あす22日から28日までは、常任委員会並びに

特別委員会等のため、本会議を休会いたしま

す。

次の本会議は、29日午前10時開会、常任委員

長の審査結果報告から採決までであります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時52分散会



６月29日（水）
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◎ 常任委員長審査結果報告

○外山三博議長 ただいまの出席議員39名。定

足数に達しておりますので、これより本日の会

議を開きます。

本日の日程は、常任委員長の審査結果報告か

ら採決までであります。

議案第１号から第21号まで及び報告第１号の

各号議案、並びに請願第１号から第５号を一括

議題といたします。

ただいまから、常任委員長の審査結果報告を

求めます。まず、総務政策常任委員会、山下博

三委員長。

○山下博三議員〔登壇〕（拍手） 御報告いた

します。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第１号外10件及び新規請願２件の計13件で

あります。慎重に審査をいたしました結果、お

手元に配付の議案・請願委員会審査結果表のと

おり決定いたしました。なお、議案第16号、議

案第17号、報告第１号及び請願第４号について

は賛成多数、その他の議案及び請願については

全会一致により決定しております。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、「平成23年度宮崎県一般会計補正予

算」についてであります。

今回の補正は、本県の厳しい財政状況も踏ま

えながら、政策的事業や新規事業に、口蹄疫・

経済復興対策や東日本大震災対策などの事業を

加えた、いわゆる肉付け予算として編成された

ものであり、補正額は568億8,700万円の増額と

なっております。

この結果、補正後の一般会計の予算規模

は5,805億5,000万円で、前年度の当初予算と比

較して32億8,400万円、0.6％の増となっており

ます。また、特別会計は2.2％の増、公営企業会

計については0.2％の増となっております。

歳入面を見てみますと、まず、自主財源比率

については、繰入金の増等により、前年度当初

比で1.8ポイント上昇し38.0％となっておりま

す。また、依存財源では、地方交付税が前年度

当初比4.7％、地方譲与税が16.7％の増となった

ものの、国庫支出金は、施設整備事業の減等に

より3.9％の減となっております。さらに、県債

が投資的経費の縮減、重点化及び地方交付税の

代替財源として措置される臨時財政対策債の減

により、前年度当初比16.1％の減となるなど、

依存財源全体では2.2％の減となっております。

一方、歳出面を見てみますと、国の予算と地

方財政計画の伸び率を13年ぶりに両方とも上回

る伸び率を確保した積極型の予算となっており

ます。

その結果、当初予算と合わせた財源調整のた

めの基金からの繰り入れは194億円余となってお

り、この結果、平成23年度末における基金残高

は373億円となる見込みであります。

また、県債残高につきましては、１兆580億円

で、昨年度末に比べ11億円の減となる見込みで

あり、臨時財政対策債と口蹄疫対策転貸債等を

除いた実質的な県債残高は6,3 4 3億円とな

り、338億円の減となります。

次に、県民政策部所管の補正予算についてで

あります。

今回の補正は、一般会計で14億2,300万円余、

特別会計で5,000万円の増額補正であります。こ

の結果、一般会計及び特別会計を合わせた補正

後の県民政策部の予算額は120億2,800万円余と

なります。

このうち、東日本大震災被災者受入応援事業

平成23年６月29日(水)
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についてであります。

これは、県内の中山間地域での被災者の受け

入れを雇用の面から支援し、被災者の生活再建

を図るものであります。

このことについて委員より、「被災された方

々は新たな生活拠点を求めて、重大な決意のも

と本県に来られるのであるから、しっかりとし

たフォローを行ってほしい」との要望がありま

した。

これに対して当局より、「雇用の面だけでな

く、住まいの相談、さらには心のケア等も含

め、各部局を初め、市町村や関係団体とも連携

して、トータルパッケージで支援してまいりた

い」との答弁がありました。

次に、議案第16号「宮崎県総合計画の変更に

ついて」であります。

これは、平成23年２月議会で議決されました

長期ビジョンや知事の政策提案を踏まえ、本県

が直面する課題を克服し、希望ある未来を築い

ていくため、今後４年間の施策目標を明らかに

するとともに、それらを実現するためにどのよ

うに行動していくのかを示すアクションプラン

を策定するものであります。

当局より、このアクションプランの施策目標

が示され、優先的に取り組む重点施策について

説明がありました。

このことについて委員より、「アクションプ

ランの進行管理はどのように行うのか」との質

疑がありました。

これに対して当局より、「重点施策に掲げた

具体的な取り組みを着実に推進するため、詳細

な数値目標を掲げた工程表を作成し、おくれて

いる部分については、課題の分析等も行ってい

く、また、県政全体がどのように進んでいる

か、県民に対してわかりやすく説明できるよう

工夫してまいりたい」との答弁がありました。

また、関連して別の委員より、「外部有識者

による政策評価に当たっては、公正な評価がで

きるよう、人選には配慮していただきたい」と

の要望がありました。

次に、総務部所管の補正予算についてであり

ます。

今回の補正は、17億8,900万円余の増額補正で

あり、補正後の総務部の予算額は1,373億3,100

万円余となります。

このうち、自主防災組織結成促進・活性化事

業についてであります。

このことについて委員より、「県民の防災へ

の意識が薄らぐ前に、スピード感を持って取り

組むとともに、自主防災組織の育成・強化を地

域コミュニティーの再生・活性化にもつなげて

いただきたい」との要望がありました。

次に、議案第17号「宮崎県行財政改革大

綱2007」の変更についてであります。

これは、県財政が非常に厳しい状況にある

中、県総合計画に掲げる施策を着実に推進して

いくため、新たな行財政改革の指針となる「み

やざき行財政改革プラン」を策定するものであ

ります。

このことについて当局より、「効果的・効率

的な行政基盤の確立」「県民目線による行政サ

ービスの提供」「持続可能な財政基盤の確立」

という３つの改革の視点が示され、それぞれの

視点に基づく改革プログラムについて説明があ

りました。

このうち、効果的・効率的な行政基盤の確立

に関して、複数の委員より、「知事部局等の職

員数を平成17年対比で１割程度削減とあるが、

削減の根拠が不明確である」との意見や、「適

正な業務分担や適正な人材配置の視点も必要で

平成23年６月29日(水)



- 278 -

平成23年６月29日(水)

はないか」との意見がありました。

また、別の委員より、「職員のメンタルヘル

ス対策として、心のケアや、職場復帰までの

フォローをしっかり行ってほしい」との要望が

ありました。

さらに、持続可能な財政基盤の確立に関し

て、委員より、「本県財政が極めて厳しい状況

は十分理解しているが、当局におかれては、地

場産業や県民経済の活性化の点にも配慮しなが

ら行財政改革に取り組んでいただきたい」との

要望がありました。

次に、「地方消費者行政に対する国の実効的

支援を求める意見書」についてであります。こ

れは、当委員会に付託を受けました請願第５号

に基づくものであります。

現在、国による地方消費者行政の充実策が検

討されておりますが、他方で地域主権改革の議

論が進む中、地方消費者行政に対する国の役割

・責任が不明確となることが懸念されておりま

す。もとより地方自治体が独自の工夫・努力に

よって消費者行政を充実させることは当然では

ありますが、これまで消費者行政を推進する中

央官庁が存在しなかったこともあり、消費者行

政に対する地方自治体の意識や体制は余りにも

格差があります。加えて、地方自治体が担って

いる消費者行政の業務の中には、相談情報を国

に集約する作業や、違法業者に対する行政処分

等、国全体の利益のために行っているものも少

なからず存在いたします。現在、国からは交付

金による支援がありますが、期間が限られてお

り、相談員や正規職員の増員による人的体制強

化等継続的経費への活用が困難な状況にありま

す。

このようなことから、国に対して、地方自治

体の消費者行政が充実するよう、継続的かつ実

効的な財政支援を行うこと等、特段の措置を講

じられるよう強く要望するものであります。

以上、意見書の提出につきましては、全会一

致で決定したところでありますので、議長にお

いてよろしくお取り計らいいただくよう、お願

いいたします。

最後に、「総合政策及び行財政対策に関する

調査」につきましては、地方自治法第109条第９

項の規定により、閉会中の継続審査といたした

いので、議長においてその取り扱いをよろしく

お願いいたします。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

○外山三博議長 次は、厚生常任委員会、黒木

正一委員長。

○黒木正一議員 〔登壇〕（拍手） 御報告い

たします。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第１号外１件及び新規請願２件の計４件で

あります。慎重に審査をいたしました結果、い

ずれも全会一致により、お手元に配付の議案・

請願委員会審査結果表のとおり決定いたしまし

た。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、福祉保健部所管の補正予算についてで

あります。

今回の補正予算は、59億4,900万円余の増額補

正であり、補正後の一般会計予算額は97 4

億7,900万円余となり、前年度当初予算額に対し

て8.4％の増額となっております。

このうち、宮崎県地域医療支援機構（仮称）

設置事業についてであります。

これは、本県が抱える医師不足及び医師の地

域偏在を解消するため、宮崎大学、県医師会、
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市町村及び県の関係機関が密接に連絡した同機

構を設置し、本県の地域医療提供体制の充実を

図るものであり、国の採択を受けて、国費２分

の１、県費２分の１を財源として実施するもの

であります。

このことについて、委員より、当機構を設置

する趣旨について質疑があり、当局より、「国

の機構は、センターを１カ所設置して、そこで

医師の派遣や調整などを実施するというもので

あったが、本県の場合、１カ所で実施するより

も、大学、医師会、県、市町村で協力して一緒

に取り組む方法がよいということで、国にも認

めていただいた」との答弁がありました。

当委員会といたしましては、関係機関等との

連携、特に病院局との連携を十分に図るととも

に、数値目標を掲げ、それを達成するための具

体的な手段を検討した上で事業実施することな

どにより、医師不足病院への医師の配置と臨床

研修マッチング数の増加を実現することを強く

要望いたします。

次に、放課後児童健全育成総合対策事業の一

つである放課後家庭塾推進モデル事業について

であります。

これは、放課後児童の新たな受け皿として、

地域のシニア層が家庭で預かる仕組みを推進す

ることにより、子供の放課後の安全確保及び保

護者の仕事と家庭の両立支援を図るとともに、

地域のシニア層の社会参加を促進するものであ

ります。

このことについて、委員より、「責任を持っ

て子供を預かる必要があり、事故等の問題を

しっかりと考えないといけない」との意見があ

り、当局より、「損害保険へ加入するなど、十

分配慮して対応したい」との答弁がありまし

た。

次に、「人にやさしい福祉のまちづくり条例

の一部を改正する条例」についてであります。

これは、バリアフリーの施設づくりのさらな

る推進を図るため、所要の改正を行うものであ

ります。

これに対して委員より、「施設に対し、整備

基準に適合した際に交付される適合証につい

て、県民にわかりやすく表示するよう指導して

ほしい」との要望がありました。

次に、病院局における平成23年度臨床研修医

確保事業についてであります。

これは平成23年度の新規事業として、県立病

院における臨床研修医の確保を図るために、病

院合同説明会への参加やバスツアーの実施等、

医学生に対するＰＲ活動を強化するとともに、

県立病院群としての新たな臨床研修プログラム

を平成24年度からスタートさせるものでありま

す。

このことについて、委員より、「学生にとっ

て魅力的な研修プログラムとなるよう、アンケ

ート等で学生の意見を把握する必要があるので

はないか」との意見があり、当局より、「今回

のプログラムは副院長や研修医等の意見を聞い

た上で作成したものであるが、今後も、説明会

での学生の意見等も聞きながら、よりよいもの

になるよう柔軟に考えていきたい」との答弁が

ありました。

また、他の委員より、「未来みやざき創造プ

ランの工程表に、県立病院における臨床研修医

確保に関する数値目標を盛り込むべきではない

か」との意見がありました。

当委員会といたしましては、研修事業や医師

不足に係る実態を十分に踏まえ、明確な目標を

設定した上で本事業を実施し、県立病院が、数

多くの臨床研修医を確保することを強く要望い
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たします。

最後に、「福祉保健行政の推進並びに県立病

院事業に関する調査」につきましては、地方自

治法第109条第９項の規定により、閉会中の継続

審査といたしたいので、議長においてその取り

扱いをよろしくお願いいたします。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

○外山三博議長 次は、商工建設常任委員会、

松村悟郎委員長。

○松村悟郎議員〔登壇〕（拍手） 御報告いた

します。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第１号外３件及び新規請願１件の計５件で

あります。慎重に審査をいたしました結果、お

手元に配付の議案・請願委員会審査結果表のと

おり決定をいたしました。なお、議案について

は全会一致により決定しております。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、商工観光労働部の補正予算についてで

あります。

今回の補正予算は、一般会計で119億7,700万

円余の増額補正であります。この結果、補正後

の一般会計予算額は、502億7,000万円余とな

り、一般会計と特別会計を合わせた商工観光労

働部の予算額は、515億600万円余となります。

このうち、商工観光労働部の雇用に係る取り

組みについてであります。

このことについて、当局より、「緊急雇用創

出事業臨時特例基金及びふるさと雇用再生特別

基金を財源として、失業者や地域求職者に対

し、一時的な雇用・就業機会の創出や地域の実

情に応じた安定的な雇用の創出を図りたい」と

の説明があり、委員より、「新燃岳の噴火や口

蹄疫の発生、さらに東日本大震災等の災害が発

生したことにより、地域経済が深刻な影響を受

けている。このことは、雇用に関しても例外で

はなく、当該基金事業が平成23年度で終了する

と、宮崎県の雇用環境が悪化することは容易に

想像できる。そのため、同様の事業が平成24年

度以降も引き続き実施できるよう、国に対して

新たな基金事業の創設等を働きかけていただき

たい」との意見がありました。

これに対して当局より、「この基金事業によ

る雇用創出は大きな効果が上がっているため、

平成24年度以降も当該基金事業の継続、または

代替事業の創設等についても、国に強く要望し

ていきたい」との答弁がありました。

当委員会といたしましては、災害時により地

域経済が冷え込む中、商工業者等への支援や雇

用対策の継続は必要であり、その中でも当該基

金事業は非常に重要なものであることから、平

成24年度以降も引き続き同様の雇用事業が実施

されるよう、国に対して強く求めていくことを

要望いたします。

次に、県土整備部の補正予算についてであり

ます。

今回の補正予算は、一般会計で170億3,900万

円余の増額補正となっております。この結果、

補正後の一般会計予算額は、781億6,000万円余

となり、一般会計と特別会計を合わせた県土整

備部の予算額は、809億2,200万円余となりま

す。

このうち、県土整備部に係る公共事業予算に

ついてであります。

このことについて委員より、「本議会に提案

されている「みやざき行財政改革プラン」によ

ると、公共事業については、毎年度前年比５％

削減との方向性が示されているが、県民生活に
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支障が生じないよう適切な公共事業に係る予算

を確保する必要がある」との意見がありまし

た。

当委員会といたしましては、今年度の予算が

平成８年度の県土整備部の公共事業予算の

約1,350億円から半減している事実を考慮する

と、行財政改革の必要性を十分認識しても、こ

れ以上の削減は県民生活に支障が生じることが

考えられることから、慎重な対応をしていただ

くよう要望いたします。

次に、入札制度についてであります。

このことについて、委員から、「公共事業予

算の削減と過去の入札制度改革により、建設業

を初めとする県内産業が疲弊している。今後

は、公平性と透明性を担保した上で、県内産業

の健全な育成という視点を重視し、指名競争入

札を含めた入札制度の見直しなどを進めるべき

ではないか」との意見があり、当局から、「今

までの改革の検証を行い、制度の安定性を高め

ていきたい。一般競争入札を基本としつつ、地

域の実情に即した形で制度を構築していきた

い」との答弁がありました。

次に、県土整備部に係る指定管理者の選定に

ついてであります。

このことについて委員より、「さまざまな団

体が応募しているが、公平性や透明性を保った

上で、利用者の利便性やサービスの向上に資す

る団体を選定するよう、引き続き努めていく必

要がある」との意見がありました。

次に、災害に対する県土整備部の取り組みに

ついてであります。

このことについて、委員より、「津波対策と

しての海岸線の整備の状況はどうなっている

か」との質疑があり、当局より、「高潮対策や

河川の洪水対策などは実施しているが、津波対

策に特化したハード事業はなく、ソフト面での

対策を進めている」との答弁がありました。

これに対して、委員より、「県民の安心・安

全を考えるならば、ソフト面での対策だけでな

く、ハード面での整備についても、早急に実施

すべきである」との意見があり、当局より、

「ハード面の整備は、当然やっていかなければ

ならないとの認識を持っているが、時間や予算

もかかるため、当面はソフト面での対策を進め

ていきたい」との答弁がありました。

また、別の委員から、「木造住宅耐震化普及

促進事業については、周知が徹底されていな

い。県民に地震への備えをしてもらうために

も、行政としてもさらにＰＲすべきではない

か」との意見があり、当局から、「まだ耐震診

断の件数は少ないため、さらなる普及啓発を

図っていきたい」との答弁がありました。

当委員会といたしましては、県民を災害から

守るため、おくれている高速道路等の県内イン

フラ整備を津波対策等を含めて進めていくこ

と、また地震や津波等の災害の危険性について

は、人命にかかわることであるため、引き続き

情報発信に努めていただくよう要望いたしま

す。

最後に、当委員会において継続審査と決定い

たしました案件の外、「商工観光振興対策及び

土木行政の推進に関する調査」につきまして

は、地方自治法第109条第９項の規定により、閉

会中の継続審査といたしたいので、議長におい

てその取り扱いをよろしくお願いいたします。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

○外山三博議長 次は、環境農林水産常任委員

会、田口雄二委員長。

○田口雄二議員〔登壇〕（拍手） 御報告いた



- 282 -

平成23年６月29日(水)

します。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第１号外５件であります。慎重に審査をい

たしました結果、お手元に配付の議案・請願委

員会審査結果表のとおり、いずれも全会一致で

決定いたしました。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、環境森林部の補正予算についてであり

ます。

今回の補正は、一般会計75億7,300万円余、特

別会計1,400万円余の増額補正であります。この

結果、一般会計と特別会計を合わせた環境森林

部の補正後の予算額は、252億1,000万円余とな

ります。

このうち、太陽光発電システム導入促進事業

についてであります。

本事業は、住宅に太陽光発電システム等を設

置する場合に、その経費の一部を補助するもの

でありますが、県内で製造された太陽光パネル

を設置する場合や県産材を使用した新築木造住

宅に設置する場合には、補助上限額を増額する

優遇措置が新設されたものであります。

このことについて委員より、「再生可能エネ

ルギーの活用が望まれている中で、優遇措置を

設けたことにより、県内産パネルや県産材の利

用促進が図られることが期待できるので、積極

的に事業を推進していただき、厳しい財政状況

ではあるが、事業の拡大も検討してもらいた

い」との意見がありました。

次に、林業公社貸付金についてであります。

このことについて、委員より、「貸付金が11

億7,200万円余と多額となっているが、これは林

業公社改革の計画どおりとなっているのか」と

の質疑があり、当局より、「平成19年度に策定

した第三次経営計画に基づき経営を行ってお

り、計画どおりの貸し付けとなっているが、厳

しい経営状況にあるので、今年度、経営計画の

改定を1年前倒しで行う必要があると考えてい

る」との答弁がありました。

次に、農政水産部の補正予算についてであり

ます。

今回の補正は、一般会計98億1,500万円余の増

額補正であり、この結果、一般会計と特別会計

を合わせた農政水産部の補正後の予算額は393

億6,600万円余となります。

このうち、畜産基盤再編総合整備事業につい

てであります。

このことについて、委員より、「家畜伝染病

予防法の改正により家畜所有者に埋却地の確保

が義務づけられるが、建設用地については、埋

却地や水問題の対策を検討した上で選定してい

るのか」「事業を実施した農家から、施設の建

設単価が割高になっているとの声を聞いている

が、実態を把握しているか」との質疑があり、

当局より、「用地選定に当たっては、今後とも

事業主体や受益者と十分協議していきたい」、

また、「建設単価については、これまでの実績

を見ると、ほとんど差はない」との答弁があり

ました。

これに対して委員より、「用地の選定に当

たっては、周辺の住民にも配慮して検討を進め

ていただきたい」「建設単価については、受益

者の負担が少しでも軽減されるように、配慮願

いたい」との要望がありました。

次に、メロン産地改革緊急支援事業や宮崎方

式ＩＣＭ定着促進緊急対策事業に関して、複数

の委員より、「本県特産のメロンやショウガな

どの生産は、土壌消毒剤の使用制限により土壌

病害が多発し危機に瀕しているので、新技術を
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早急に確立してもらいたい」「試験研究は、本

県農業の将来の活路を見出す基礎となるものな

ので、積極的に取り組んでもらいたい」との要

望がありました。

次に、第七次宮崎県農業・農村振興長期計画

についてであります。

今回策定される計画の目指す将来像の一つ

に、「儲かる農業の実現」を掲げてあります

が、このことについて複数の委員より、「農家

の所得目標額を定めるとともに、実態をしっか

りと把握・分析した上で、農家所得の向上に努

めてもらいたい」「農商工連携を推進すること

により、農家の所得向上につなげてもらいた

い」との要望がありました。

また、別の委員より、「過疎化・高齢化によ

り農村集落の衰退が深刻化しているので、農村

の既存集落における未利用農地の有効活用を積

極的に進めて、農村整備の活性化を図ってもら

いたい」との強い意見がありました。

次に、口蹄疫からの経営再開状況調査の概要

についてであります。

このことについて当局より、「５月末で54％

の農家が経営再開している一方、防疫面や価格

面に不安があり、経営を再開できないでいる農

家が11％、畜産経営を中止することを検討して

いる農家が23％となっている」との報告があり

ました。

当委員会といたしましては、口蹄疫が発生し

た地域を中心に、畜産業はもとより、あらゆる

分野の産業も深刻な被害を受けておりますの

で、一刻も早く地域全体の産業規模が従前以上

となるように、各部局と連携して対策を講じ、

復興対策に尽力されることを強く要望いたしま

す。

最後に、「環境対策及び農林水産業振興対策

に関する調査」につきましては、地方自治法

第109条第９項の規定により、閉会中の継続審査

といたしたいので、議長においてその取り扱い

をよろしくお願いします。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

○外山三博議長 次は、文教警察企業常任委員

会、河野哲也委員長。

○河野哲也議員〔登壇〕（拍手） 御報告いた

します。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第１号外４件の計５件であります。慎重に

審査をいたしました結果、お手元に配付の議案

・請願委員会審査結果表のとおり決定をいたし

ました。なお、議案第１号、第４号、第７号及

び報告第１号については、全会一致により決定

しております。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、公安委員会所管の補正予算についてで

あります。

今回の補正は、一般会計で８億4,000万円余の

増額補正となっており、この結果、補正後の一

般会計予算額は279億8,600万円余となります。

このうち、安全で人にやさしい信号機等整備

事業についてであります。

この事業は、高齢歩行者の交通事故防止及び

交通量の増大した道路において、歩行者が安心

して横断等ができるなど、交通事情に対応した

信号機の新設整備を図るものであります。

このことについて、委員より、「信号機設置

の考え方はどうなっているのか」との質疑があ

り、当局より、「交通事故の発生状況、交通

量、通学路における児童生徒の移動の有無、住

民からの要望等を勘案するとともに、警察本部
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や警察署の担当幹部のほか、場合によっては住

民に立ち会いをしていただき、必要性を検討す

るとともに、特に緊急性を考慮し設置してい

る」との答弁がありました。

これに対して委員より、「信号機が重なって

設置されている箇所も見受けられ、それによっ

て交通渋滞が発生する可能性もある。一度設置

した信号機を取り外すのは難しいかもしれない

が、今後、信号機の設置及び撤去に当たって

は、交通量等を含めて十分精査の上、検討して

いただきたい」との要望がありました。

次に、企業局におけるマイクロ水力発電設備

及び太陽光発電設備についてであります。

これは、現在建設中の祝子ダムの維持流量を

利用したマイクロ水力発電設備と一ツ瀬川県民

スポーツレクリエーション施設に設置した太陽

光発電設備に係るものであります。

このことについて、委員より、「この２つの

施設は、最大出力や事業費、目標発電電力量だ

けでは施設の発電効率を比較しにくい。１キロ

ワットアワー当たりの施設整備に係る発電コス

トは幾らか」との質疑があり、当局より、「祝

子ダムのマイクロ水力発電については、耐用年

数を60年と想定すると12円、一ツ瀬川県民スポ

ーツレクリエーション施設の太陽光発電設備に

ついては、耐用年数を25年と想定すると27円と

なっている」との答弁がありました。

これに対して他の委員より、「これまで企業

局は水力発電を中心に事業を進めてきており、

これまでに培ってきた技術を生かした新エネル

ギーに対しての取り組みに大いに期待してい

る。今後とも健全経営を維持しながら、新エネ

ルギー法案の動向等にも留意し、議会も含め関

係機関と連携して取り組みを進めてほしい」と

の要望がありました。

次に、議案第20号「宮崎の就学前教育すくす

くプラン、宮崎の教育創造プラン、宮崎県生涯

学習振興ビジョン及び宮崎県スポーツ振興基本

計画の変更について」であります。

これは、これまでの「宮崎の就学前教育すく

すくプラン」など４つの基本計画をもって「宮

崎県教育振興基本計画」と位置づけ、宮崎県教

育基本方針の具現化を図ってきたものを、将来

世代である子供たちを初め、県民一人一人が宮

崎や我が国、世界の未来を切り開いていく人と

なることを願い、新たに「第二次宮崎県教育振

興基本計画」として策定するものであります。

この計画の策定の経緯については、平成22年

１月に一般県民などを対象として実施した「み

やざきの教育に関する調査」を初めとして、同

年５月以降に、「第２次宮崎県教育振興基本計

画策定懇話会」や「教育ミーティング」により

複数回の意見聴取、また、同年11月定例県議会

への進捗状況報告、23年２月定例県議会では素

案説明がされました。その後、パブリックコメ

ントを経て、同年５月の閉会中の常任委員会で

計画案の説明があり、今回の本議会に上程され

たものであります。

このことについて、委員より、「東日本大震

災後に「絆」ということが重視されているが、

「絆」とは家庭から始まり、地域、学校との連

携、さらには市町村や県、国との結びつきが大

事であることから、「我が国を愛する」という

文言は重要なものである」との意見があり、ま

た別の委員より、「国を愛するということは大

事であるという観点からも、教育基本法の教育

目標にある「我が国と郷土を愛する」という文

言を盛り込んだもので修正をお願いしたい」と

の要請がありました。

これに対して当局より、「本計画は教育基本
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法及び国の教育振興基本計画を参酌して策定し

たこと、計画の特徴を説明する中で、本計画の

「我が国の伝統と文化を尊重する」ということ

が、教育基本法に示された「伝統と文化を尊重

し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛

すること」につながることを教育現場に周知徹

底したい」との答弁があるなど、委員と当局の

間で幾度となく質疑と答弁が繰り返されまし

た。

採決前に、委員４名から委員会に同計画の一

部の修正案が提出され、委員会において協議い

たしました。

まず、修正案の提出者より修正内容の説明が

あり、これに対して、別の委員より、「この基

本計画については、これまで委員会において当

局から説明がなされており、質疑もなされてき

たものである。内容に乖離やそごがあるなど大

きな相違があれば納得できるが、特に違和感も

なく、理解しやすいものとなっている。安易に

修正案が提出されているように思われ、今回の

議案上程がされた段階での文言の修正というの

はいかがなものかと思われる。これまで委員会

が審議してきた経緯が何だったのか」との質疑

があり、提出者より、「当局からのこれまで当

委員会に説明があって上程されたという経過が

あったものではあるが、上程されたから修正が

できないというものではない。平成18年に改正

された教育基本法の趣旨をより明文化した計画

とするべきものであり、また修正することによ

り、総体的に影響することもなく、内容的にも

よくなると思われる。この計画は今後10年に及

ぶ重要なものであることから、議会が当局の最

終案に手を加えることがあってもよいのではな

いか」との答弁がありました。

また討論では、委員より、「学校等の現場か

ら見たときに、この計画を理解する上では、当

局の作成した原案の表現が適切であり、また十

分伝わると思われる」との反対討論がありまし

た。

また、提出者より、「児童生徒へよりわかり

やすく伝えるためには、現場への指導徹底が重

要である。修正案とした場合は、現場では素直

にわかりやすく伝わるものと思われる」との賛

成討論がありました。

質疑と討論の後、採決の結果、修正案は賛成

多数で可決すべきものと決定し、修正の動議に

つきましては、賛成議員の発議により議長に提

出することとなりました。

なお、修正部分を除く議案第20号につきまし

ては、全会一致で原案のとおり可決すべきもの

と決定いたしました。

最後に、「教育及び警察行政の推進並びに公

営企業の経営に関する調査」につきましては、

地方自治法第109条第９項の規定により、閉会中

の継続審査といたしたいので、議長においてそ

の取り扱いをよろしくお願いいたします。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

○外山三博議長 以上で常任委員長の審査結果

報告は終わりました。

◎ 質 疑

○外山三博議長 これより委員長の審査結果報

告に対する質疑に入りますが、質疑についての

発言時間は、議会運営委員会の決定どおり１

人10分以内といたします。

質疑の通告がありますので、順次発言を許し

ます。まず、髙橋透議員。

○髙橋 透議員 私は、文教警察企業常任委員

会の委員長報告に質疑をいたします。隣にい
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らっしゃるものですから聞きづらいのですが、

第20号に対する経過については、るる、委員長

報告の中でありました。よくわかりました。

その中で、５月26日だったわけですが、常任

委員会が開かれました。そこで、最終素案が出

されています。その中で、いわゆる今回出され

ている修正案の中身、文言の議論があったの

か、それ一点についてのみ委員長に質疑いたし

ます。

○外山三博議長 文教警察企業常任委員会、河

野委員長。

○河野哲也議員 確かに委員のほうから、教育

基本法の改正について、反映されているのかと

いう質問があったと記憶しております。それに

ついて丁寧な説明がなされて、了とされたとい

う記憶がありますので、文言修正についての議

論はなかったというふうに記憶しております。

○髙橋 透議員 わかりました。５月26日の閉

会中の常任委員会に最終素案が出されたが、そ

のときには丁寧に説明があって、今回、修正案

を出されていますが、その文言に関する議論は

なかったということで理解いたします。終わり

ます。

○外山三博議長 次は、鳥飼謙二議員。

○鳥飼謙二議員 斜め後ろからで非常に申しわ

けないんですが、今、委員長報告と質疑の委員

長のお答えを聞いておりますと、そんなに問題

ありというふうには思えないんですけれども、

ただ一点だけお聞きをしたいのは、そういう指

摘をしていく。「ここに問題ありよ」という指

摘をする。教育委員会からは、「いや、それは

できません」という答弁があるというようなこ

とではなかったんですけれども、私から思う

に、委員長の委員会運営に問題ありというふう

なことで修正案が出されているのかなというよ

うな感じもしないわけじゃないんですが、お答

えしにくいと思いますけれども、いかがでしょ

うか。

○河野哲也議員 委員会運営のルールにのっ

とって審議をしたものというふうに考えており

ます。

○鳥飼議員 終わります。

○外山三博議長 以上で常任委員長の審査結果

報告に対する質疑は終わりました。

◎ 議案第20号に対する修正動議提出

○外山三博議長 次に、お手元に配付のとお

り、中野一則議員外３名から、議案第20号に対

する修正動議が提出され、所定の発議者があり

ますので、動議は成立したものと判断し、議題

に追加いたします。

事務局長に修正動議を朗読させます。

〔事務局長朗読〕

平成23年６月24日

宮崎県議会議長 外山 三博 殿

提出者 宮崎県議会議員 中野 一則

横田 照夫

外山 衛

後藤 哲朗

議案第20号に対する修正案

議案第20号「宮崎の就学前教育すくすくプラ

ン、宮崎の教育創造プラン、宮崎県生涯学習振

興ビジョン及び宮崎県スポーツ振興基本計画の

変更について」に対する修正案を別紙のとおり

提出する。

◎ 提出者趣旨説明

○外山三博議長 ここで、本件について、提出

者の趣旨説明を求めます。中野一則議員。
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○中野一則議員〔登壇〕 それでは、提案者を

代表して、議案第20号「宮崎の就学前教育すく

すくプラン、宮崎の教育創造プラン、宮崎県生

涯学習振興ビジョン及び宮崎県スポーツ振興基

本計画の変更について」の修正案の説明をさせ

ていただきます。

平成23年７月から平成32年までの10年間の計

画として策定されます「第二次宮崎県教育振興

基本計画」について、お手元に配付しておりま

す修正案のとおり、修正をお願いしたいと考え

ております。

御案内のとおり、平成18年に教育基本法が

約60年ぶりに改正され、その第２条第１項第５

号に、今日重要と考えられる「教育の目標」の

一つとして、「伝統と文化を尊重し、それらを

はぐくんできた我が国と郷土を愛するととも

に、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄

与する態度を養うこと」と規定されたところで

あります。

しかしながら、今回提案されました「教育振

興基本計画」には、「我が国と郷土を愛する」

という教育基本法の大変重要な文言が、残念な

がらすっぽりと抜け落ちております。

個人主義が重要視され過ぎている現在の日本

社会で、日本人が古来大切にしてきた礼節や親

孝行という価値観が失われつつあることにかん

がみ、もう一度我が国のすぐれた文化を再認識

して、「秩序ある道義国家」を足元から築いて

いくために、教育基本法に「我が国と郷土を愛

する」という記述が盛り込まれたところであり

ます。

自分が生まれ育った郷土や国を愛する態度を

養うことや、誇りに思う気持ちをはぐくむこ

と、そして、こういう教育につなげることは、

まことに大切なことでありますので、今後10年

間の本県教育の方向性を定める「教育振興基本

計画」に、この文言が記載されることは至極当

然のことであると考えます。今回の修正案は、

あくまで教育基本法の基本的な理念を反映させ

るものであることを御理解いただきたいと存じ

ます。

ただいま申し上げました趣旨を踏まえ、何と

ぞ議員各位の御賛同をいただきますようお願い

申し上げまして、修正案の説明とさせていただ

きます。（拍手）〔降壇〕

○外山三博議長 提出者の説明は終わりまし

た。

◎ 質 疑

○外山三博議長 これより修正動議に対する質

疑に入ります。

質疑の通告がありますので、順次発言を許し

ます。まず、髙橋透議員。

○髙橋 透議員 今、修正案の提案理由説明を

された中野一則議員にお尋ねしますが、中野議

員は、改選前、どこの委員会に所属されていた

のか、まずお聞きをいたします。

○中野一則議員 本議会の文教警察企業常任委

員会に所属しておりました。

○髙橋 透議員 よくわかりました。前期から

文教警察企業常任委員会に所属されて、教育の

プロということでよくわかりましたが、先ほど

河野常任委員長からも詳しく報告がありました

が、11月に進捗状況が議会に説明されて、こと

し２月に素案が全議員に配付されたというふう

に私記憶しておりますが、それを説明してい

らっしゃいます。そのときに、中野議員は、文

教警察企業常任委員会に所属されていたわけで

すから、そのときの議論についてちょっとお聞

きしたいのでありますが、いわゆる計画案に反
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対をする、そういう議論をされたのか、お尋ね

をします。

○中野一則議員 反対とか賛成とか、そういう

ことを議論する機会というか、場はありません

でした。先ほども委員長から委員会の模様が細

かく説明をされましたが、この教育振興基本計

画というのは、10年に及ぶもので大変重要なも

のであります。最初我々に提案されたのは、11

月定例議会でありました。12月の初めに説明が

ありました。そのときには、今、こういうこと

で進めておりますということを大まかに説明が

ありました。もちろん、どこの委員会でもあり

ますように、委員会資料というのが委員会には

提出されますが、その委員会資料に基づいての

説明であります。そのときに、私が言ったの

は、教育というのは非常に大切で長期なもので

あるから、知事選挙も近くあるし、またその他

の選挙もあるので、この計画は、知事が新しく

就任されても、骨格予算をまずは提出される。

その後は、６月に向けて肉付け予算を提出され

る、大変お忙しいということもありましたの

で、そういう思いもしましたので、大切な基本

計画は、やはり１年ぐらいは延期すべきもので

あると。拙速であってはならんという気持ち

で、そういう旨の発言をしました。そのことは

委員長報告に盛られて、６月に固執するもので

はないというような委員長報告にまとまったも

のであると、このように思っております。そう

いうことを経まして、２月の定例議会に素案と

いう形で、もちろん冊子も渡りましたが、説明

の中においては、委員会資料に基づいた説明が

されました。

その中で、私が基本的に申し上げたのは、教

育基本法が改正され、また学習指導要領等も改

正されているが、こういうものにのっとった計

画案であるのかということを質問しましたら、

そういう旨の答弁でありましたから、そのこと

ならよしと、すばらしい日本人が生まれると、

こういう応答はした記憶がございます。正直に

言いまして、ちょうど３月の初めでありました

から、それぞれ議会は次のことでいろいろと多

忙をきわめている時期でありましたので、細か

く冊子を見る間はなく、５月の委員会になった

ところであります。そのときも同じようなこと

を質問した記憶がございます。以上です。

○髙橋 透議員 長々と答えていただきました

ので、ちょっとわからなくなりましたが、私が

お尋ねしたのは、２月に素案が出されて、説明

を執行部がしたはずなんですよ。そして、質疑

はありませんかと委員長が諮っているはずなん

ですよね。そこで、所属されていた中野議員

は、先ほど壇上でおっしゃった、「我が国と郷

土を愛し」というあの文言について、いわゆる

質疑をされたかどうか、そこが一つのポイント

だと思うのですね。そこを尋ねたわけで、そこ

については、後ほどまた出てくると思います

が、先ほど、その場ではなかったとすれば、そ

れはちょっと間違っていると思います。議論の

場はなかったというふうにお答えされたら、そ

れは間違いだ思いますので、後ほど訂正いただ

きたいと思います。

それと、５月の常任委員会で、これはまた最

終素案、２月は素案、５月には最終素案という

のを出されています。私は、２月の素案と５月

の最終素案を見ましたけれども、余り変わって

ないんですよね。そういうように私は認識しま

した。中野議員は変わったというふうに私は認

識されたんだなというふうに推察します。どこ

が変わったかを説明いただけませんか。

○中野一則議員 総体的には変わっていないん
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ですよ。変わっていなかったので、今日、「我

が国と郷土を愛する」という文言が入ってな

かったので、その修正をお願いしたところであ

ります。

○髙橋 透議員 先ほど、私の質疑でお答えに

なったかもしれませんが、いま一度聞きますけ

ど、じゃ、５月に最終案を出された。そこで執

行部が説明したと思います。そこでまた委員長

が諮ったと思いますよ、質疑はありませんか

と。そこで、先ほどから提案説明もされていま

すが、文言修正の部分、この質疑をされたの

か。そしてまた、議案に対してだめですよと、

この議案ではだめですよという討論があったの

か、中野議員にお尋ねします。

○中野一則議員 先ほどもちょっと申し上げま

したが、我々の委員会での説明は、どこの部局

も一緒、大体そうでありますが、こういう分厚

いものが手元にあったにしても、委員会資料に

基づいてその説明がされるんですよ。その中

に、こういう委員会資料には、そういう文言は

ありませんでした。また、説明もありません。

しかし、私は、３月の初めの議会のときにも、

教育基本法が改正されているよ、学習指導要領

もされているよ、そのことが盛り込まれておる

のかと、そういう趣旨の質問をしました。ま

た、この５月議会の説明は、担当課長がされま

した。政策企画監ですかね、その方は御病気で

欠席でありましたので、担当課長が説明されま

したが、そう長々と説明したものではなくて、

そういう資料に基づいて簡単に説明されたと。

その中に、はっと思ったのは、委員の皆さん方

の考えを聞いて進めるというような話もありま

したので、私は、質問のときに、委員の考えを

聞くという場は今この場所かと、こういう質問

をしました。そのとおりだということでしたの

で、先ほど言ったことの繰り返しになります

が、教育基本法あるいは学習指導要領が改定さ

れているから、そのことがきちんと入った基本

計画であるのかということを再度質問したとこ

ろであります。それについては、長々と次長を

含めて説明がありました。

○髙橋 透議員 なかなかわかりづらい部分と

か聞きづらい部分もあるんですよ。じゃ、聞き

ますけど、６月の議会で、いわゆる文言修正の

部分を具体的に出されたわけですよね。それま

では説明があって、質疑はどうですかと、中で

おぼろげに分厚い冊子を渡されて、そういった

ところに具体的に踏み込まなかったというふう

におっしゃいました。でも、６月議会では、中

野議員は、先ほど委員長報告もありましたよう

に、委員会の中で質疑をされているんですよ

ね。６月に来て、なぜ突如としてこの文言修正

の発言が出てきたのか、その理由についてお聞

かせください。

○中野一則議員 いよいよ今議会になりまし

て、具体的にやはり大切な基本計画であります

ので、おくればせながら、具体的に読ませてい

ただきました。そういう中で、我々が修正をお

願いしている、「我が国と郷土を愛する」とい

う、私に言わせれば、これは一体不可分の文章

であると思いますが、「我が国」だけでもいけ

ない、そしてまた「郷土」だけでもいけない。

「我が国と郷土を愛する」という一体不可分の

文言が入ってこそこの基本計画だと、法律にそ

う書いてあるわけですから、それを素直に入れ

てほしいということで、修正案を出したところ

です。

○髙橋 透議員 なかなか申し上げにくいこと

なんですが、お互いに切磋琢磨をして議案熟読

をして、いろんな執行部が提案をされた資料を
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お互い勉強して、そのことについて議論したい

なと思っています。

それと、私、法律の専門家じゃありません

が、日本国には憲法があって、その下に今みた

いに教育基本法があって、都道府県でつくられ

る条例とかいろんな計画とかあると思うのです

ね。それを一字一句しっかりと取り入れること

がいいのかどうか、それは都道府県の判断もあ

るんでしょうが、私は、その趣旨がしっかり

と、憲法の趣旨が基本法に、基本法の趣旨が今

提案されている計画案に盛り込まれていれば、

それで私はよしとするべきだというふうに思っ

ています。今度つくられている計画案に施策が

あります。施策をチェックすることが私たちの

任務でもあるし、そういうことをしっかりやっ

ていくべきだと思っています。この後について

は、また討論で申し上げたいというふうに思い

ます。終わります。（拍手）

○外山三博議長 次は、鳥飼謙二議員。

○鳥飼謙二議員 私は、この議案について、中

身について問題にしているわけではございませ

ん。その手続について問題がありというふうに

言っているわけですね。確かに重要な経過につ

いては、本議会の承認を得るというふうに条例

上なっておりますので、それの手続は踏まれて

いくだろうと。しかし一方、執行部と議会は車

の両輪だと言われているわけですから、それな

りの役割を私どもは果たしていかなくちゃなら

ないし、そのことが今問題になっております地

方議会に対する有権者の厳しい視線になってい

るというふうに思っております。ですから、議

会のあり方検討委員会といいますか、このよう

なものもつくられたのではないかなというふう

に思っております。そしてまた、この教育基本

法の中身は、１条が教育の目的、２条が教育目

標としまして、１番目に幅広い知識と教養を身

につけ、真理を求める態度を養い、２番目に個

人の価値を尊重して云々、３番目に正義と責

任、４番目に男女の平等、そして５番目に伝統

を文化を尊重しというふうになっているわけで

すね。こういうものを受けながら、この計画が

つくられていくだろうというふうに思います

し、当然教育委員会においては、このスケジュ

ールをこれまでにも示してきたわけですから、

６月議会で提案があって採決をしていくという

ものは、議員、県民においても、すべての皆さ

ん方が重々承知をしている。とりわけ県会議員

は、そうあらなくてはならないというふうに

思っております。

そこで、中野議員にお尋ねをしますが、繰り

返すようで恐縮でございますけれども、修正

点、問題点を示す機会というのは、何回もあっ

たような気がするわけですけれども、これまで

それを行われなかったのはなぜなのかと、そう

いうことをお尋ねしたいと思います。

○中野一則議員 委員会が昨年の11月定例議会

の12月初めの常任委員会から、今回を入れれば

４回あったわけですので、早目にこういう修正

案を出せばよかったという、今になれば悔やま

れるところでありますけれども、遅きに失した

とは思いませんが、今回、この議会に間に合っ

てよかったと、そう思っているところでありま

す。

○鳥飼謙二議員 わかりました。議会の怠慢、

議員の怠慢と言われても仕方がないような感じ

も私はしますが、それで修正案の提案者には、

それぞれなっておられますので、外山議員に

ちょっとお尋ねをいたします。計画策定の趣

旨、これが挿入をそれぞれされておるわけです

けれども、どちらかといいますと、中野議員の
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説明では非常にこの計画の大宗といいますか、

基本部分ですよというようなことを言っておら

れるようですけれども、しかし、この修正をさ

れる部分は、いわば枝葉の部分といいますか、

具体的な行動のところになる部分でございま

す。そんなふうに感じられるわけですけれど

も、ですから、そういう意味では、この議案自

体が練られていない、不十分な議案であると私

は思うわけですけれども、いかがお考えかお尋

ねしたいと思います。

○外山 衛議員 今回の教育振興基本計画、こ

れは読ませてもらいましたけれども、非常によ

くできておると思います。本当に、教育基本法

にのっとった内容になっておると思うのです

よ。今回、ただそうでありますけれども、確か

に前回の委員会であるとか、時期を逸したと

おっしゃいますが、この最後の議案上程におい

て、最終決定の中において、私ども自由民主党

におきましては、やはり「我が国と郷土を愛す

る」という文言を入れるべきではないかという

結論を出したので、あくまでもこれは、この計

画を否定するものではなくて、十分認めなが

ら、この文言だけは入れてもらえないかと、逆

にお願いでありまして、そういう感覚でござい

ますので、決して基本計画そのものを全面否定

するものではありません。

○鳥飼謙二議員 この議案というのは、起承転

結が議案についてもあるだろうと思っているん

ですね。なぜこういうものがつくられるのか、

目的があって、趣旨の説明があって、そういう

ような手順を踏んで、そしてこういうところを

つくり上げていこうと。それで議案がつくり上

げられるだろうと。これは「未来を切り拓く心

豊かでたくましい宮崎の人づくり」という、こ

の４つの計画を今回、第二次宮崎県教育振興基

本計画にまとめていくというものでございま

す。そういう意味では極めて重要でございます

から、先ほどの提案者の答弁を聞いております

と、やはりこの基本的なところに計画策定の趣

旨といいますか、枝葉と言っては語弊がござい

ますけれども、まず、どんと打ち出すところに

これを持っていくべきではないかというふうな

思いも私はするわけで、そういう意味では、極

めて提案は生煮えで不十分だというようなこと

を指摘をしておきたいと思います。

そこで、横田議員も提案者になっておられま

すので、お尋ねをいたします。修正案と原案、

修正案はここにありますけれども、それと原案

では、例えば最初のところ、第３章の２のとこ

ろにあるわけですけれども、「高度情報化、技

術革新や国際化などが」とありまして、「能力

や」、ここからが変わっているんですかね、こ

こを「我が国の伝統と文化を尊重するととも

に、異文化を理解し、国際社会の一員として主

体的に生きていこうとする態度をはぐくむな

ど」というふうに「社会の変化に対応できる教

育の推進に取り組みます」というふうに原案は

なっているわけですね。ここで、修正案につい

ては、この「能力」の後に、「我が国の伝統と

文化を尊重するとともに、異文化を理解し」と

なっておりまして、どう読んでも同一趣旨に見

えるわけですね。どこがどう違うのか、そこを

お尋ねしたいと思います。

○横田照夫議員 教育基本法が改正される際

に、一番協議されたところが、「我が国と郷土

を愛し」というところだったというふうに考え

ております。今回の基本計画の中には、その意

味合いというのは十分反映されているというふ

うに考えておりまして、その内容については、

私たちもしっかりと高い評価をしているところ
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であります。でも、一番大事なのは、だれが読

んでもそのことがしっかりと理解できるという

ことが一番大事だというふうに考えます。よっ

て、一番大事だと考える「我が国と郷土を愛す

る」という文言をやっぱり入れるべきだという

ふうに考えて、そういう修正を提案させていた

だいたところでございます。以上です。

○鳥飼謙二議員 横田議員にも同じような質問

をさせていただきますけれども、これまでも修

正点を示す機会というのはあったと思うのです

ね。本来、我々議員というものは、対立すると

ころは対立をする、執行部とも対立することも

あるかもしれませんけれども、私どもはよくあ

るんですけど、国際化推進プランとか、知事の

アクションプランとか、それから行財政改

革2007とか、アクションプランは賛成をいたし

ましたよ。しかし、その前にしっかり読みまし

たね。2007もしっかり読みました。読んで、一

部については問題があるんじゃないかというこ

とで申し上げましたけれども、そういう意味で

は、しっかり読んでいただいて、というふうに

思うんですよ。私は、横田議員は非常にまじめ

な方で、誠実な方だと思っているものですか

ら、何でこういうことをされるのかなというの

が残念なんですけれども、これまでそういうこ

とをしてこなかったのはなぜなのかということ

をお尋ねしたいと思います。

○横田照夫議員 先ほど、中野一則議員も言わ

れましたけれども、確かにこれまでそういう指

摘ができなかったことに対して、遅きに失した

という思いはあります。でも、今回が最終の議

案ということで提出されたわけですので、やっ

ぱり何とか間に合わせんといかんという思い

で、今回提出させていただきました。

○鳥飼謙二議員 余り理由にならんような感じ

も私は受けていますよ。それと、もう一つ、後

藤議員も、申しわけないけど提案者になってお

られますので、お尋ねをしたいと思いますが、

今までの委員長報告とか聞いておられて、それ

から委員となって議論をしてこられて、昨年12

月の議会、それからことし３月の議会、そして

５月の常任委員会、６月ということで、極めて

丁寧な手順を踏んで説明をなされているという

ふうに思っているんですけれども、後藤議員

は、これまでも延岡市での長い経験をお持ちで

すが、この手順については、どんなふうに評価

をしておられますか。

○後藤哲朗議員 お答えしたいと思います。実

は、私、新人─今回の常任委員会は２回目、

５月の先ほど御指摘がありました第１回目は、

担当所管事務の説明でございまして、基本計画

内容については、事詳しくは説明を受けており

ません。ですから、今回の常任委員会で初めて

しっかりと目を通させていただきました。この

経過経緯、審議会が設立されていれば、非常に

重要視するところでございますが、懇話会、そ

こら辺広くパブリックコメント、いろんな御意

見を聞かれたんじゃないかなと思います。ただ

やはり、私ども委員会、議会改革の一環でもあ

るんですが、審査の充実、特に教育の基本改正

計画による審議というのは、戦後、長時間審議

の国会である沖縄返還であるとか、その中に数

えられる非常にこれは大事な案件でありまし

て、だから、こうやって議論することがかえっ

て私は非常に喜ばしいと思います。そして、私

は、特に委員長報告にありましたように、やは

りこのきずなという話は、原点が来るのは家庭

であり、地域であり、最終は私は国とのきず

な、そして、今よく言われる愛する気持ち、敬

愛、慈愛、いろんなあれがありますが、特に教
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育の部分で叫ばれている項目かなと。それと同

じく、やはり委員長報告にありましたように、

一番はこの項目は子供たちの教育の一環です。

県づくりの目指す像がありましたけれども、こ

の項目に関しては、児童生徒にわかりやすく説

明するというのが私は論点ですが、これを素直

にこの気持ちというのを文言を明記するのがい

いんじゃないかということで、提案者の一人と

させていただきました。以上でございます。

○鳥飼謙二議員 お尋ねしていないことの答弁

もございましたけれども、やはり私とすれば、

丁寧な手順で説明がされ、提案がされ、議論が

されてきたと思っているんですね。そういう中

で、いざというところに、こういうふうに製本

化されて、議案になって印刷されたやつを、修

正をされていく、それは議会の権限ですから、

議会もできるわけですけれども、しかし、それ

はやっぱりやっちゃならんことじゃないかな

と。私もこの議会に来させていただいてもう20

年を超しましたけれども、そんなふうに思いま

す。以上で終わります。

○外山三博議長 以上で修正動議に対する質疑

は終わりました。

◎ 討 論

○外山三博議長 これより討論に入りますが、

討論についての発言時間は、議会運営委員会の

決定どおり、１人10分以内といたします。

討論の通告がありますので、順次発言を許し

ます。まず、前屋敷恵美議員。

○前屋敷恵美議員〔登壇〕 日本共産党の前屋

敷恵美でございます。提出議案に対する討論を

行います。今議会に提出されました議案のう

ち、まず、議案第15号、第16号、第17号、第20

号の修正案及び報告第１号について、反対の立

場から討論を行います。

まず、議案第15号「農政水産関係建設事業執

行に伴う市町村負担金徴収について」です。

本来、国や県の直轄事業については、それぞ

れが責任を持って事業を執行することが当然で

す。市町村の財政を圧迫させないためにも、負

担金の徴収はすべきではないと考えます。

次に、議案第16号「宮崎県総合計画の変更に

ついて」です。

そもそも総合計画は、策定の趣旨にもあるよ

うに、県民の暮らしを守るために、とりわけア

クションプランは、県がこの４年間で何を目指

し、どのように行動していくかを示すもので

す。

今回のアクションプランは、すべての項目に

おいて、結論として、「県民の主な役割」が強

調されています。長引く不況のもとで、県民の

暮らしは深刻さを増しており、県行政が果たす

役割はますます重要になってきています。それ

だけに、アクションプランは、こうした県民の

苦労やさまざまな要望に正面からこたえるもの

でなければなりません。

しかし、今回のアクションプランは、県民の

こうした切実な要望にこたえるものにはなって

おらず、それどころか、自助努力が強調され、

本来の趣旨とはかけ離れたものになっていると

考えます。

今、必要なのは、県民の切実な要望を県とし

てどう実現していくかを示すことです。公助が

しっかり位置づけられてこそ、自助や共助が生

きてきます。こうした立場にしっかり立ったア

クションプランを作成するよう強く求めるもの

です。

次に、議案第17号「宮崎県行財政改革大

綱2007の変更について」です。
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今回の「みやざき行財政改革プラン」は、

「宮崎県行財政改革大綱2007」を引き継ぐもの

であり、基本は全く変わっておりません。この

間、行財政改革の名で進められたのは、県職員

の大幅削減と、本来県が責任を負うべきさまざ

まな管理運営を民へ移す民営化でした。その影

響は、県民サービスの切り捨て、県の出先の統

廃合や、特に県営住宅への指定管理者制度の導

入などで、さまざまなトラブルを生んできまし

た。とりわけ、県職員の大幅削減は、東日本大

震災で住民の命と暮らしを守る自治体職員の果

たす役割が見直されているときに、引き続き削

減することには問題があります。改めて、県の

役割・仕事は何なのかという原点に立ち返り、

県民の命と暮らしを守るという立場から、「み

やざき行財政改革プラン」も策定されるべきだ

と思います。

次に、議案第20号、宮崎の就学前教育すくす

くプランなど教育関連施策の基本計画の変更に

ついてに対する修正案についてです。

今回提出された修正案では、子供たちに我が

国と郷土を愛する教育の推進を位置づける内容

になっています。しかし、それが果たして正し

いことなのでしょうか。本来、だれしも自分の

生まれ育ったふるさとや国を愛する気持ちとい

うものは持っているものです。こうした国や郷

土を愛する心、思いなどは、おのずと醸成され

るものであって、他人から命令されたり、また

教育で上から押しつけるようなものではありま

せん。また、そうであってはならないと思いま

す。今、いろいろと愛国心という言葉が取りざ

たされていますが、国民が心から愛せるような

国や郷土をつくることこそ求められているので

はないでしょうか。したがって、同修正案には

反対です。

次に、報告第１号「平成22年度宮崎県一般会

計補正予算（第12号）の専決処分の承認を求め

ることについて」です。

同報告は、補正予算（第12号）において、歳

入歳出をそれぞれ12億207万4,000円を追加し、

予算の総額を7,599億3,143万6,000円とする予算

専決です。

本来、予算を定めることは議会の権限であっ

て、予算の専決はごく限られています。災害時

の緊急な支出で議会を開けない場合や、地方交

付税、国庫支出金確定など、税制上やむを得な

い場合です。

今回、そういったものも含まれていますが、

県民税や地方消費税など県税を16億7,000万円の

追加を行っています。本来、税収などについて

は、的確な把握を行い予算化して、県民施策に

生かすことが必要ですし、２月補正以降の増収

については、決算であらわし、翌年の予算編成

に生かすことが本来のあり方です。毎年の慣例

的な取り扱いとせず、改善を求めたいと思いま

す。

また、議案第１号「平成23年度一般会計補正

予算（第１号）」について、今回、口蹄疫復興

対策や東日本大震災対策などの事業も含まれて

おり、反対するものではありませんが、ただ、

商工費で企業立地促進に係る予算については、

見直しが図られるべきだと思います。特に、企

業立地促進補助金に35億6,500万円が計上されて

います。企業誘致も確かに大事ですが、もっと

地元企業を支援することにも重点を置いて、融

資などだけにとどめず、直接助成の手立ても行

うなど、地元中小企業をしっかりフォローし

て、雇用の拡大にも結びつけることが重要だと

思います。こうした点を指摘しておきたいと思

います。
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次に、請願についてです。

継続審査との報告がありました請願第３号

「宮崎地方最低賃金改正についての請願」の採

択を求めるものです。

賃金の低廉な労働者にとって、賃金の最低額

を保障することが、労働者の暮らしの安定を、

ひいては経済の発展にも寄与すること、これは

最低賃金法でもうたわれています。最低賃金以

下で働く労働者をなくすことや、全国でも最下

位クラスに位置する本県の最低賃金の見直しを

図ることは当然のことであり、喫緊の課題でも

あります。こうした県内の労働者の置かれた状

況をしっかり受けとめて、県民の暮らしや地域

経済を守っていくためにも、同請願の採択を求

めるものです。

以上で討論を終わります。〔降壇〕

○外山三博議長 次は、太田清海議員。

○太田清海議員〔登壇〕 議案第17号「宮崎県

行財政改革大綱2007の変更について」、いわゆ

る「みやざき行財政改革プラン」に対して反対

の立場で討論いたします。

県は、これまで財政関係基金の減少による収

支不足によって、財政再生団体に陥るおそれが

あるなどの表現を使いながら、行財政改革に取

り組んでこられました。結果として、平成17年

度当初比で、平成23年度当初までに1,000名の純

減目標を133名上回る1,133名の職員の削減を達

成したということになりました。さらに今後も

厳しさを増す財政状況の中で、職員数削減に取

り組んでいく必要があるとも述べられていま

す。

今回上程されたこのプランの中には、確かに

風通しのよい職場環境の醸成と職員の健康管理

という項目も設けられ、職員の心と体の健康管

理を図るメンタルヘルス対策もとられており、

行革の影の部分への対応など一定の評価もして

もよいとは思いますが、基本的にはこれまでの

職員数削減を基本としたものであり、さらに削

減を図ろうとしております。地方自治体とし

て、または疲弊する地方を多く抱える宮崎県と

しては、果たしてこのような改革の方向のみで

いいのでしょうか。宮崎県が今置かれている状

況を考えると、改革の方向を変えなくてはなら

ないのではないでしょうか。アウトソーシング

で雇用総数は変わらないという見方もあるかも

しれませんが、生活保護世帯の急増や自殺率の

高さ、そして職員のメンタルダウンを含め、県

民の働く環境はますます悪化というか、劣化し

てきているのではないでしょうか。もうそろそ

ろ県民の目を行革という視点のみではなく、ま

た、経済を委縮する方向に向かわせるのではな

く、プラスの方向にメッセージを発していくこ

とが自治体に求められているのではないでしょ

うか。

さきの一般質問で、私は、脱原発の立場から

質問をいたしましたが、ただ原発に反対すると

いうのではなく、こうすれば原発に頼らなくて

いいんだよということで３つの提案をいたしま

した。同じように、今回のプランに対して、反

対の立場でありますが、それにかわる提案とし

て、次のようにも訴えたいと思っております。

国に対して所得再配分機能を高める税体系の変

更を求め、その中で地方交付税などの充実を図

り、地域間格差をなくす施策を打っていく、こ

のような方向に持っていくべきではないでしょ

うか。そのことを地方分権と言われる今日、地

方からその声を上げていかなければならない時

期にあると思います。

以上述べ、反対討論といたします。〔降壇〕

○外山三博議長 次は、鳥飼謙二議員。
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○鳥飼謙二議員〔登壇〕 議案第17号「宮崎県

行財政改革大綱2007の変更について」及び議案

第20号「宮崎の就学前教育すくすくプラン、宮

崎の教育創造プラン、宮崎県生涯学習振興ビ

ジョン、及び宮崎県スポーツ振興基本計画の変

更について」に対する修正案に反対の立場で討

論をいたします。

まず、行財政改革プランについてであります

けれども、このことにつきましては、今、太田

議員が詳しく述べましたので、私は、適正な定

員管理に絞って簡潔に申し上げたいというふう

に思います。

2006年に「簡素で効率的な政府を実現するた

めの行政改革の推進に関する法律」というのが

成立いたしまして、国家公務員は100分の５、地

方公務員は100分の4.6、そういう人員の削減を

やりましょうということになりました。それを

受けながら、宮崎県行財政改革大綱2007で知事

部局、県立病院、教育委員会、警察本部の県職

員、これを1,000名減らしましょうという計画が

出されました。これが4.6％ではなくて5.3％の

減であります。

その結果、現在、1,133人減になりまして6.07

％減になっているということでございます。今

回、知事部局をさらに減らそうということでご

ざいます。56人です。そうなりますと、結果と

して、当初は「2007」では知事部局は300人だっ

たのですけれども、結局375人の減になりまし

て8.86％、そういうことになります。今回、さ

らにトータルとして4,231人の１割を削減すると

いう新しいプランになるわけでございますけれ

ども、根拠が極めて不明確です。減員するの

は、確かに不必要であれば、減をしても結構だ

と思います。さらにもっと減員できるかもしれ

ませんが、やはり根拠を明確にして、どこの部

署には何名要りますよ、どこの部署には何名要

りますという積み上げをして、その点について

は努力をしていくというのが妥当ではないか。

先ほど、私が所属します総務政策常任委員会の

山下委員長が委員長報告で申し上げましたけれ

ども、消費者行政についてもっと力を入れてい

くということがございましたが、消費生活相談

員、非常勤ですけれども、これを常勤化をして

いくとか、新たな視点というものもやはりなく

てはならないんじゃないか、そんなふうに思う

わけございます。

今、県庁の職場には、この本庁と、それから

出先機関として西臼杵支庁、延岡、日向、高

鍋、宮崎、日南、都城、小林にそれぞれ総合庁

舎がありまして、農林振興局や土木事務所、県

税事務所、総務事務センター、さらに児童相談

所とかいろんな機関がございますし、畜産試験

場とかいうような研究機関もございます。そう

いうところがありまして、県庁というのが成り

立っている。宮崎県行政が成り立っているとい

うことを我々はしっかりと押さえなくてはなら

ない。今、こういう状況の中で、やはりメンタ

ルダウンをする職員が急激にふえてきていると

いう現状を直視しなくてはならないというふう

に思っておりますので、ぜひそういう意味で、

適正な人員配置をお願いしたい。臨時職員が250

人、非常勤職員が1,100人、1,300人から1,500人

程度のそういう人たちがいるわけですね。さら

にアウトソーシングもあるわけですから、しっ

かりと県の行政としての責任を果たしていただ

きたいというのが行財政改革についての意見で

ございます。

それから、先ほど質疑しました教育振興計画

の修正案についてでございますけれども、第20

号は、2006年に改正された教育基本法第17条第
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２項の規定に基づき、宮崎の就学前教育すくす

くプランや宮崎の教育創造プランなど、４計画

を統合して、第二次宮崎県教育振興基本計画と

して定めるものであります。そもそも教育と

は、人格の完成を目指す、平和的な国家及び社

会の形成者として、真理と正義を愛し、個人の

価値をたっとび、勤労と責任を重んじ、自主的

精神に満ちた心身とも健康な国民の育成を期し

て行われるものであります。私どもはこの目的

を推進するために、教育水準の意義、教育の機

会均等の確保、例えば、提案者が言っておられ

ます、提案者の選挙区にあります飯野高校、串

間にあります福島高校の存続、こういうことに

ついても意見を申し上げてまいりましたし、そ

の他、義務教育の国庫負担、制度の堅持と、２

分の１に復元をしてほしいということとか、い

じめ、不登校、荒れ、いわゆるキレる子供た

ち、そして学力の低下を解消して、一人一人の

子供を大切にする少人数学級の実現などを追求

してきたのでございます。

今回の第二次宮崎県教育振興基本計画は、憲

法26条、教育基本法17条を受け、制定されるも

のでありまして、本年３月に定められた宮崎県

総合計画における「未来を担う人材が育つ社

会」、今議会に提案されている「未来みやざき

創造プラン」にうたう人材づくりの重要な位置

を占めるものであります。しかるに、今回提案

は、本基本計画中、施策の目標に生きる基盤を

はぐくむ教育の推進における情報通信技術の活

用能力姿勢に関する記述や、施策７の技術革新

や国際化の進展に対応する教育の推進の中の施

策内容を修正するものであり、いわば主要とも

言える部分に位置するものでございます。修正

する時間は十分あったにもかかわらず、製本化

された段階で修正するのは、議会の怠慢と言わ

れても仕方がない。私は、議員歴20年以上にな

りますけれども、こんなことは初めてでござい

ます。多数会派の横暴と言われても反論できな

いのではないかということを思いまして、ぜひ

議員の皆さん方の良識ある判断をお願いをした

い。県民が望む議会改革とはこのようなもので

あったんでしょうか。私は、地方議会への有権

者の厳しい視線、これが今根底にあるというふ

うに思っておりまして、これが一つは低投票率

になってあらわれているんではないかなという

ふうな懸念もし、極めて議会の存立が危うい状

況に置かれているんじゃないかなというふうに

思うわけでございます。車の両輪となれるよ

う、しっかりと議会の責務を果たすという意味

で、ぜひとも修正案の否決をお願い申し上げた

いということを申し上げて、討論にかえさせて

いただきたいと思います。ありがとうございま

した。〔降壇〕

○外山三博議長 次は、井上紀代子議員。

○井上紀代子議員〔登壇〕 議案第20号に対す

る修正案に対し、新みやざきを代表して反対の

立場から討論を行います。

今議会において、宮崎県議会のあり方検討委

員会が設置されました。県民の皆様にとりまし

て、身近な県議会を目指して議員が努力してい

くことは、絶対に重要だと思いますし、議員間

の議論も活発にすることが重要だと思います。

その取り組みの初めの段階で、今回の議案第20

号に対する修正案提出は、宮崎県議会のあり方

にもかかわる本当に残念な修正案と言わざるを

得ません。今回、提出された議案第20号に対す

る修正案は、第３章、今後10年間を通じて目指

す本県教育の姿、２の（２）施策の目標、⑦高

度情報化技術革新や国際化などが進展する中

で、子供たちに情報通信技術を適切に活用する
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能力や、この次からの文章ですが、「我が国の

伝統と文化を尊重するとともに、異文化を理解

し」というところを、国の基本法どおりに、

「伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんでき

た我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重

し」とするものです。また、施策の目標、２、

生きる基盤をはぐくむ教育の推進の施策７、②

国際化に対応した教育の推進を、先ほどの文章

と同じく修正するものです。この修正部分につ

きまして、平成15年３月策定の「みやざきの教

育創造プラン」には、今回上程された議案第20

号と同じ文章が書かれていることは言うまでも

ありません。つまり、これまでの10年近く、学

校で、地域で、このプランに基づいて実行され

てきたということです。この宮崎県で生活し、

この郷土宮崎県を愛する心でつくり上げられ、

計画を県民が納得して実行していくことこそが

大事であり、宮崎県民が参加してつくり上げた

ものよりも、国の基本法の文章をそっくりその

ままに修正すればよいという感覚は、全く啞然

とするばかりです。子供を初めとして理解しや

すい文章であるということは大切です。委員会

の質疑においても、明確な修正理由は述べられ

ず、議員のこだわり、その上に修正することを

主張する宮崎県教育振興基本計画の素案につい

ては見ていない、読んでいないと発言するに

至っては啞然とせざるを得ません。第二次宮崎

県教育振興基本計画は、教育基本法第17条第２

項に規定する地方公共団体が策定する教育の振

興のための施策に関する基本計画として位置づ

けられています。今回上程されています議案

は、これまでの宮崎県教育振興計画、宮崎の就

学前教育すくすくプラン、宮崎の教育創造プラ

ン、宮崎県生涯学習振興ビジョン、宮崎県スポ

ーツ振興計画の４つの基本計画を統合して、第

二次宮崎県教育振興計画として策定するもので

す。

この計画は、平成23年７月から平成32年度ま

での10年間の計画とし、必要に応じ見直しを行

うとしています。この議場内の宮崎県議会議員

初め執行部の皆様は御存じのこととは思います

が、確認のため申し上げれば、宮崎県教育基本

方針は次のように決められています。

「本県の教育は、あらゆる教育の場を通じ、

教育基本法にうたわれている人間尊重の精神を

基調として、「たくましいからだ 豊かな心

すぐれた知性」をそなえ、郷土に対する誇りと

柔軟な国際感覚にあふれ、新たな時代を切り拓

いていく気概を持ち、心身ともに調和のとれた

人間の育成をめざします」となっています。御

存じのとおり、この宮崎県教育基本方針の具現

化を図るために、これまでも教育振興計画を策

定してきました。平成15年３月策定、宮崎県の

教育創造プラン、平成15年４月策定、宮崎県ス

ポーツ振興基本計画、平成20年３月策定、宮崎

県生涯学習振興ビジョン、平成18年10月策定、

宮崎の就学前教育すくすくプラン、これらのプ

ランは、県民意識・ニーズ調査、宮崎の教育創

造懇話会、市町村教育委員会、宮崎県校長会、

宮崎県県立学校校長会、ＰＴＡ、各関係団体な

ど、多くの方がかかわり、素案化され、そして

県議会の審議を経て可決し、策定されていま

す。今回の策定の第二次宮崎県教育振興基本計

画は、平成22年１月、県民を対象とした宮崎の

教育に関する調査を実施・分析し、同じく４

月、基本計画庁内策定委員会を設置して具体的

素案作成作業に入りました。この間、県民から

意見を聴取し、基本計画策定懇話会を計４回開

催し、高校生、青年団関係者、企業等を対象と

して教育ミーティングが計３回開催をされてい
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ます。12月には、11月定例県議会へ進捗状況が

報告され、本年３月、２月定例県議会におい

て、素案説明がされました。議員の皆様は御承

知のとおり、議員に対しては、いつものよう

に、委員会開催日前に素案が委員会所属各議員

に配付をされ、委員会審議にそごがないよう、

また、議員が熟読でき、十分な発言可能なよう

に熟読期間が確保されています。ちなみに、今

回の修正案提出者は、この段階でも委員会に所

属されており、委員会において、教育振興基本

計画素案に対して教育委員会に質疑をされてい

ます。その結果、議事録によれば、基本法をも

とにつくられたということで、「了解いたしま

した」と了承することを明確に発言していま

す。くどいようですが、記録されているよう

に、委員会審議の中で見事に了承されていま

す。この議案上程までには、パブリックコメン

トが実施され、５月定例教育委員会での計画案

の説明があり、同じく５月、常任委員会での計

画案の説明が行われました。これもまた、選挙

後の委員会の構成メンバーが決定すると、即委

員会メンバー議員の自宅に素案が送付され、そ

の上に議員控室において、一人一人の議員への

説明が丁寧に行われました。計画素案について

知らないなどとは言えないのです。また、読ん

でいなければ、議員の怠慢です。新メンバーに

よる委員会においての振興計画素案の説明がな

されましたが、原案修正提出者のどなたからも

修正につての意見は出されませんでした。

このような経緯を経て、６月定例県議会への

計画・議案上程となったのです。

るる申し上げましたが、それぞれの立場にあ

る県民が参加して作成されたものに対して、安

易に修正しようとすることについて、議会にお

いて毎年開催されている常任委員会の審議に継

続性はないのか、上げれば切りがないほど、ま

ことに疑問を持ちます。議会として湧き上がる

ような中身についての議論をするのではなく、

単に議員のこだわりで修正すると主張し続け、

教育振興基本計画については見ていない、読ん

でいないというレベルでは、これからの子供た

ちに対しても、修正理由の説明もできず、余り

にも恥ずかしく、議員の数を振りかざして強硬

な議会運営をしようとする姿勢のみが目につき

ます。この宮崎県で、子供を育て、この郷土を

愛して生活していこうとする県民がつくり上げ

た教育振興基本計画を国の教育基本法の文章そ

のままに修正する愚行は、決してあってはなら

ないと主張いたします。この修正案を提出され

た議員、また賛同された議員各位に、猛省を促

し、反対討論といたします。（拍手）〔降壇〕

○外山三博議長 次は、横田照夫議員。

○横田照夫議員〔登壇〕 議案第20号の修正案

に賛成の立場から、自由民主党を代表して討論

いたします。

今回提案をされております「第二次宮崎県教

育振興基本計画」の策定の趣旨には、「社会の

変化が激しい時代だからこそ、「絆」を大切に

しながら、人としての在り方、生き方の基とな

る豊かな情操や寛容の心、道徳心や公共の精神

といった「心の豊かさ」とともに、自らの資質

や能力を磨き、夢や目標を持って、その実現に

向けて挑戦し続ける「たくましさ」が重要とな

る」と記述されております。

教育基本法には、「我が国と郷土を愛する」

ことが規定されておりますが、私は、このこと

が人や家族を愛することにつながり、そこから

まさに人と人のきずなが生まれてくるものであ

ると考えておりますので、これを否定すること

は家族やきずなを否定することと同じであると
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思っております。

連日のように報道されております児童虐待や

家族間での犯罪、目に余るような凶悪事件の発

生、平成18年に教育基本法が改正された背景に

は、こうした現在の家庭の崩壊や犯罪の増加に

よって、日本の社会全体がすさんでいることに

かんがみ、我が国の「和を重んじる伝統と文化

の尊重」をもう一度見直すべきであるという考

え方があったことを、いま一度思い起こしてい

ただきたいと思います。

今回提案のありました教育基本計画自体は、

実によくできたすばらしい内容であると考えて

おりますが、修正を求めている部分につきまし

ては、執行部から繰り返し説明があったその思

いに理解はしつつも、だれが読んでもすぐにそ

のことがわかるような表現を入れ込んだほうが

よいと考え、文言の修正を御提案しているとこ

ろであります。

我が国と郷土を愛する心を、健全な形で、そ

して自然な結果として子供たちが身につけられ

る、そのような教育にぜひ努めていただきたい

と考えております。

なお、九州各県におきましても、教育基本法

が改正されて以降、これまでに熊本県、鹿児島

県、長崎県、沖縄県の４県で、教育振興基本計

画の改訂がなされておりますが、４県それぞれ

の計画の中の関係する部分を朗読させていただ

きますと、熊本県では「我が国やふるさとを愛

し」、鹿児島県では「伝統と文化を尊重し、そ

れらをはぐくんできた我が国と郷土を愛する態

度を養い」、長崎県では「我が国に対する理解

と愛情を深めるため」、沖縄県では「我が国と

郷土を愛するとともに」と、そういう文言が記

載されておりますことを申し添えておきます。

議員各位におかれましては、以上申し上げて

まいりました趣旨を御理解の上、御賛同賜りま

すようよろしくお願いを申し上げ、賛成討論を

終わります。（拍手）〔降壇〕

○外山三博議長 次は、髙橋透議員。

○髙橋 透議員〔登壇〕 議案第20号「宮崎の

就学前教育すくすくプラン、宮崎の教育創造プ

ラン、宮崎県生涯学習振興ビジョン及び宮崎県

スポーツ振興基本計画の変更についての修正

案」に反対する立場から討論を行います。

先ほどからの委員長報告あるいは質疑で明ら

かになりましたように、この修正案が出される

に至る経過に大いなる疑問を持たざるを得ませ

ん。

この計画の策定に当たっては、先ほどの井上

議員の討論の中にもありましたが、平成22年１

月に県民の意識調査、「宮崎の教育に関する調

査」の実施と分析が行われています。同年４月

には、第二次宮崎県教育振興基本計画庁内策定

委員会が設置をされ、県民からの意見聴取とし

て計画策定懇話会を４回、教育ミーティングと

して３回、６月に高校生、７月には企業・社会

教育関係者、９月には青年団体関係者を対象に

それぞれ開かれております。

このように、時間をかけて計画策定にかかわ

り、県議会にも十分な議論の保障をするため

に、昨年11月議会で計画の進捗状況の説明がな

され、ことしの２月議会においては、計画の素

案を全議員に配付し、所管委員会において説明

されています。

そこで、常任委員会の会議録を確認いたしま

したが、昨年11月議会において、修正案提案者

は、「教育基本法が２～３年前に改正された。

国を愛するという言葉もあったり、国及び郷

土、ふるさとを愛するというのがある。基本計

画ではどのようにうたっていくのか」と質疑を
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されています。その質疑に対し、教育委員会か

ら、「国の教育振興基本計画を参酌して策定を

する。国の教育基本法が目指す人の姿というも

のを十分踏まえながら、本県の県民像も設定し

た」と答弁されています。

その答弁に対し修正案提案者は、「基本法を

もとにつくられたということで理解いたしまし

た」と納得されています。修正案にある文言に

ついて賛否の議論はなかったのであります。だ

から、突如として６月議会で修正の動議を出さ

れた行為が不可解でなりません。昨年11月、そ

してことしの２月、５月に開かれた常任委員会

では、計画案の内容に反対する質疑もありませ

んでした。本会議での質問にも取り上げられた

経緯はありません。突如として出された修正案

は、県議会を初め、懇話会や教育ミーティン

グ、パブリックコメント等、これまで積み上げ

られてきた県民の声、議論を否定するもので、

今回の修正案には、ただただ信じられない驚き

でいっぱいであります。丁寧かつ慎重な議論を

保障するために、半年前から県議会へ説明され

てきた執行部に対して甚だ失礼であり、今回の

修正案の提出は、執行部と議会の信頼関係を崩

す行為と言わざるを得ません。また、この最終

段階の時期になって、修正案を出されること

は、議会及び我々議員の能力、チェック機能を

問われかねないものであります。ましてや修正

案の文言を見たとき、原案にその趣旨は十分う

たってあると理解されます。

国の教育基本法第１章第２条第５号にある

「伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんでき

た我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重

し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養

うこと」という文章を、原案に相違することに

なぜ固執されているのかよくわかりませんが、

この文言の趣旨は、原案にしっかり生かされて

います。例えば、計画原案の第３章に「今後10

年間を通じて目指す本県教育の姿」とあり、第

４章、施策の目標Ⅲの施策１に、「ふるさと宮

崎に学び、誇りや愛着を育む教育の推進」とあ

ります。この中に、「学校や地域において、ふ

るさとを知り、ふるさとにふれ、ふるさととの

かかわりを深める中で、ふるさと宮崎に学び、

誇りや愛着を育む教育を推進します。」とあり

ます。だれが読んでもわかる表現がここにある

じゃありませんか。このように、より具体的に

わかりやすく表現されていると私は思います。

全体としてよくまとめられて、わかりやすく構

成されていると評価いたします。よって、この

修正案は、これまでの議論の経過を無視したも

ので、内容は原案の趣旨と違いがなく、修正案

に反対するものであります。

結びに、今回提案されています第二次宮崎県

教育振興基本計画は、あくまでも本県教育の基

本となるものでございます。宮崎の教育の方向

性を示すものであり、事細かな文言にとらわれ

るべきではないと思います。幾らよいものをつ

くっても、広く県民に伝えられなければ意味が

ありません。また、すべてにおいて、全国上位

を達成できるものでもありません。いわゆる横

並びではない、画一的な教育になることなく、

個人が尊重され、個人の能力が伸ばされていく

教育を目指していくべきだと思います。現実を

しっかり受けとめ、宮崎ならではの教育の推進

に期待を申し上げ、修正案反対の討論といたし

ます。（拍手）〔降壇〕

○外山三博議長 次は、有岡浩一議員。

○有岡浩一議員〔登壇〕 郷中の会の有岡でご

ざいます。議案第20号に対する修正案に反対の

立場で討論をいたします。
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第二次宮崎県教育振興基本計画策定に当たっ

ては、児童生徒や保護者、地域住民や一般県民

などを対象として、宮崎の教育に関する調査を

実施し、第二次宮崎県教育振興基本計画策定懇

話会を開催するほか、教育ミーティングやパブ

リックコメントを行っています。

今回、一部修正案の内容は、平成18年12月22

日公布されました教育基本法の第２条第５号の

文中、「我が国と郷土を愛するとともに他国を

尊重し」という文言をそのまま導入した修正案

となっておりますが、これまで議論を重ねて提

案された最終案は、教育基本法をもとに、「我

が国の伝統と文化を尊重するとともに、異文化

を理解し」とわかりやすく、宮崎県の教育の現

場に合った文章となっております。

また、国際交流の経験の中から申し上げます

と、私は、子育ての中で、子供たちが姉妹都市

交流事業を通して海外の友達と仲よくなり、ホ

ームステイの受け入れを通して日本の文化を理

解してもらえる交流を行ってまいりました。そ

の経験からも、修正前の原案「異文化を理解

し、尊重する」という原文が適切であると考え

ます。宮崎県として、修正案で言う「他国を尊

重し」という表現は、就学前から生涯教育とい

う幅広い教育現場では理解しにくいと感じてお

ります。

さらに大切なことは、第二次宮崎県教育振興

基本計画をつくることが目的ではなく、今後10

年間に見出す本県教育の姿とその実現のために

取り組むべき施策を総合的・体系的に示し、そ

の着実な実施を図るために基本計画がつくられ

るわけであります。教育振興基本計画の施策目

標の２、生きる基盤をはぐくむ教育の推進、⑦

情報通信技術（ＩＣＴ）を適切に活用する能力

とありますが、これは情報リテラシーという情

報活用能力、情報を使いこなす力を示すわけ

で、情報を効果的に、そして効率的に精査し、

使うことができる能力をはぐくむことが求めら

れております。社会の変化に対応できる教育の

推進において、情報リテラシー能力の向上が必

要であります。整理しますと、それは媒体を問

わず、あらゆる情報に対して、情報ニーズを認

識する能力、情報管理能力、情報に基づいて新

たな理解を生み出す能力、情報の背景にある問

題を認識する能力であります。議会において、

今回の基本計画に対し修正案が提出されたこと

は、果たして情報リテラシー能力が発揮された

のか疑問であります。

そこで、教育の現場から見たときに、私は、

子育て世代の議員として、ＰＴＡに携わる立場

から、多くの方々が審議され、現場の声を反映

した原案をしっかりと現場で実施していただく

ためにも、議案第20号は原案が適切と考えま

す。よって、今回の一部修正案に対して反対の

立場を重ねて表明し、討論を終わります。（拍

手）〔降壇〕

○外山三博議長 以上で討論は終わりました。

◎ 議案第１号から第14号まで、第18号、

第19号及び第21号採決

○外山三博議長 これより採決に入ります。

まず、議案第１号から第14号まで、第18号、

第19号及び第21号の各号議案について、一括お

諮りいたします。

各号議案に対する委員長の審査結果報告は可

決であります。委員長の報告のとおり決するこ

とに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○外山三博議長 御異議なしと認めます。よっ

て、各号議案は委員長の報告のとおり可決され
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ました。

◎ 議案第15号、第16号及び報告第１号

採決

○外山三博議長 次に、議案第15号、第16号及

び報告第１号について、一括お諮りいたしま

す。

各号議案に対する委員長の審査結果報告は可

決または承認であります。委員長の報告のとお

り決することに賛成の議員の起立または挙手を

求めます。

〔賛成者起立〕

○外山三博議長 起立多数。よって、本案は委

員長の報告のとおり可決または承認されまし

た。

◎ 議案第17号採決

○外山三博議長 次に、議案第17号についてお

諮りいたします。

本案に対する委員長の審査結果報告は可決で

あります。委員長の報告のとおり決することに

賛成の議員の起立または挙手を求めます。

〔賛成者起立〕

○外山三博議長 起立多数。よって、本案は委

員長の報告のとおり可決されました。

◎ 議案第20号に対する修正案採決

○外山三博議長 次に、議案第20号に対する修

正案についてお諮りいたします。

本修正案に賛成の議員の起立または挙手を求

めます。

〔賛成者起立〕

○外山三博議長 起立多数。よって、本修正案

は可決されました。

◎ 修正議決した部分を除く原案採決

○外山三博議長 次に、ただいま修正議決した

部分を除く原案についてお諮りいたします。

修正部分を除く分については、原案のとおり

決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○外山三博議長 御異議なしと認めます。よっ

て、修正議決した部分を除く分は原案のとおり

可決されました。

◎ 請願第１号、第２号及び第５号採決

○外山三博議長 次に、請願第１号、第２号及

び第５号について、一括お諮りいたします。

各請願に対する委員長の審査結果報告は採択

であります。委員長の報告のとおり決すること

に御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○外山三博議長 御異議なしと認めます。よっ

て、各請願は委員長の報告のとおり採択するこ

とに決定いたしました。

◎ 請願第４号採決

○外山三博議長 次に、請願第４号についてお

諮りいたします。

〔退席する者あり〕

○外山三博議長 本請願に対する委員長の審査

結果報告は採択であります。委員長の報告のと

おり決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○外山三博議長 御異議なしと認めます。よっ

て、本請願は委員長の報告のとおり採択されま

した。

◎ 閉会中の継続審査及び継続調査案件採決

○外山三博議長 次に、お手元に配付のとお
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り、各常任委員長及び議会運営委員長より、閉

会中の継続審査及び調査の申し出がありますの

で、これを議題といたします。〔巻末参照〕

まず、請願第３号についてお諮りいたしま

す。

本請願は、委員長の申し出のとおり閉会中の

継続審査とすることに賛成の議員の起立または

挙手を求めます。

〔賛成者起立〕

○外山三博議長 起立多数。よって、本請願

は、委員長の申し出のとおり閉会中の継続審査

とすることに決定いたしました。

次に、ただいまお諮りしました請願を除く閉

会中の継続調査については、各委員長の申し出

のとおり決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○外山三博議長 御異議なしと認めます。よっ

て、各委員長の申し出のとおり、閉会中の継続

審査とすることに決定いたしました。

◎ 議員発議案送付の通知

○外山三博議長 次に、お手元に配付のとお

り、委員会及び議員から議案の送付を受けまし

たので、事務局長に朗読させます。

〔事務局長朗読〕

平成23年６月29日

宮崎県議会議長 外山 三博 殿

提出者 議会運営委員長 押川修一郎

議員発議案の送付について

下記の議案を会議規則第16条第２項の規定に

より提出します。

記

議員発議案第２号

震災からの復旧・復興に向けた補正予算の

早期編成を求める意見書

議員発議案第３号

当面の電力需給対策及びエネルギー政策の

見直しに関する意見書

議員発議案第４号

必要な公共事業の着実な推進を求める意見

書

議員発議案第５号

九州中央自動車道の早期整備を求める意見

書

議員発議案第６号

地方財政の充実・強化を求める意見書

議員発議案第７号

公立学校等公共施設における防災機能の整

備の推進を求める意見書

平成23年６月29日

宮崎県議会議長 外山 三博殿

提出者 総務政策常任委員長 山下 博三

議員発議案の送付について

下記の議案を会議規則第16条第２項の規定に

より提出します。

記

議員発議案第８号

地方消費者行政に対する国の実効的支援を

求める意見書

平成23年６月29日

宮崎県議会議長 外山 三博殿

提出者 宮崎県議会議員 西村 賢

田口 雄二

井上紀代子

徳重 忠夫

渡辺 創

議員発議案の送付について
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下記の議案を会議規則第16条第１項の規定に

より提出します。

記

議員発議案第９号

延岡南道路無料化継続を求める意見書

平成23年６月29日

宮崎県議会議長 外山 三博 殿

提出者 宮崎県議会議員 緒嶋 雅晃

星原 透

井上紀代子

外山 衛

髙橋 透

新見 昌安

押川修一郎

黒木 正一

議員発議案の送付について

下記の議案を会議規則第16条第１項の規定に

より提出します。

記

議員発議案第10号

森林・林業・木材産業施策の積極的な展開

を求める意見書

◎ 議員発議案第２号から第10号まで

追加上程

○外山三博議長 ただいま朗読いたしました議

員発議案第２号から第10号までの各号議案を日

程に追加し、議題とすることに御異議ありませ

んか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○外山三博議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。

まず、議員発議案第２号から第８号まで及び

第10号の各号議案を、一括議題といたします。

お諮りいたします。

各号議案については、会議規則第39条第２項

及び第３項の規定により、説明、質疑及び委員

会の付託を省略して直ちに審議することに御異

議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○外山三博議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。

◎ 討 論

○外山三博議長 これより討論に入ります。

討論の通告がありますので、発言を許しま

す。前屋敷恵美議員。

○前屋敷恵美議員〔登壇〕 議員発議案第６号

「地方財政の充実・強化を求める意見書」につ

いて反対の立場から討論いたします。

地方自治体が本来果たす役割を全うするため

にも、地方財政の充実・強化を図ることは極め

て重要であり、国にも当然その責任を果たして

もらわなければなりません。

しかし、同意見書にあります「地方消費税の

充実」を求めるということには問題がありま

す。もともと我が党は消費税そのものに反対で

す。しかし、現行制度のもとで、地方消費税の

充実を求めることは、国の税収不足を理由にさ

らなる増税に道を開くことになりかねません。

消費税の増税は、震災被災地はもとより、疲

弊した国民の暮らしをますます厳しいものにし

ます。絶対に避けなければなりません。

したがって、地方財政の充実・強化のため

に、地方消費税の充実による財源確保は認めら

れないものです。よって、同意見書に賛同する

ことはできない立場を表明して討論といたしま

す。〔降壇〕

○外山三博議長 以上で討論は終わりました。
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◎ 議員発議案第６号採決

○外山三博議長 これより採決に入ります。

まず、議員発議案第６号についてお諮りいた

します。

本案は原案どおり可決することに賛成の議員

の起立または挙手を求めます。

〔賛成者起立〕

○外山三博議長 起立多数。よって、本案は原

案のとおり可決されました。

◎ 議員発議案第２号から第５号まで、

第７号、第８号及び第10号採決

○外山三博議長 次に、議員発議案第２号から

第５号まで、第７号、第８号及び第10号の各号

議案を一括お諮りいたします。

各号議案は原案のとおり可決することに御異

議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○外山三博議長 御異議なしと認めます。よっ

て、各号議案は原案のとおり可決されました。

◎ 議員発議案第９号提案理由説明

○外山三博議長 次に、議員発議案第９号を議

題といたします。

ここで、提出者に提案理由の説明を求めま

す。田口雄二議員。

○田口雄二議員〔登壇〕（拍手） 「延岡南道

路無料化継続を求める意見書」の提出者を代表

して、提案理由を申し述べさせていただきま

す。

国道10号の延岡市塩浜町から門川町加草間

の5.9キロメートルは、２車線の上、幹線道路が

ほかになく、車が集中し、朝夕の通勤ラッシュ

時は大変渋滞し、その他の時間帯でも終日のろ

のろ運転が続いていました。国道10号の土々呂

地区は、ＪＲ九州と並行しており、また住宅が

道路のそばに密集しており、拡幅や４車線化が

極めて困難で、用地買収等の面からも多額の費

用が予想されました。よって、延岡市等々のた

び重なる陳情要望活動により、有料のバイパス

道路として「延岡南道路」が、平成２年２月に

全線開通いたしました。全長6.1キロメートル、

うち有料区間が3.7キロメートル、設計速度が時

速80キロで、渋滞の緩和に大きな期待が寄せら

れましたが、走行距離に対し250円の料金は割高

感があり、効果は発揮できませんでした。その

後、延岡市や経済団体等による利用促進の運動

が推進され、延岡南道路の交通量は少しずつふ

えましたが、土々呂地区の渋滞の改善は一向に

見られませんでした。そのような状況を打開し

ようと延岡市や各関係団体が、値下げ並びに無

料化の陳情要望を重ねてまいり、この県議会の

議場でも、私ももちろんのことですが、県北の

議員が何度も県当局に要望してまいりました。

その後、接続する国道10号延岡道路の延岡南

―延岡間が平成17年４月に開通、国道218号北方

延岡道路が平成20年４月に完成、接続され、そ

して平成21年１月からＥＴＣ設置車への対応が

可能となり、ＥＴＣ設置車は割引制度が適用さ

れることとなり、少しずつ車の流れが変わりつ

つありましたが、抜本的な渋滞解消策にはなり

得ませんでした。

そんな中、政権交代により、現政権がマニ

フェストで掲げた地域経済の活性化を図るため

の施策の一つ、高速道路の無料化社会実験がス

タートしました。平成22年６月28日から全国の

高速道路のうち、37路線の50区間において、県

内では延岡南道路と東九州自動車道の清武―西

都間が対象となり、劇的な効果があらわれまし
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た。延岡南道路においては特にその効果が顕著

で、実験前の平日の１日当たりの通行量は平

均6,400台から２万5,100台へと、４倍近い伸び

率となりました。無料化当初は、延岡南道路が

逆に渋滞するほど、余りにも車の流れが変わ

り、国道10号は約35％の交通量の減少が見ら

れ、土々呂地区の渋滞は見事に解消され、地域

住民の生活の向上に大きく寄与しました。道路

事情の特に厳しい県北での実験の効果は一目瞭

然で、今後も引き続き無料化が継続、拡大され

ることを市民を挙げて要望してきました。

ところが、３月11日の東日本大震災により、

未曾有の被害がもたらされた東北地方を中心

に、再生復興の費用確保のため、高速道路の無

料化社会実験が６月19日をもって凍結されてし

まいました。凍結後は、無料化社会実験前と同

じ状況に陥り、延岡南道路の交通量は４分の１

に激減し、全国的に見てもワーストに近い減少

率です。国道10号や並行する狭隘な県道にまた

しても車が集中し、以前の土々呂地区の劣悪な

道路事情に戻ってしまいました。特にやりきれ

ないのは、無料化社会実験とは全く関係なく、

直轄方式で建設され、県が１割の建設費を負担

していただいたことにより、今後も無料化が継

続される国道10号延岡道路や国道218号北方延岡

道路を利用してきた車が、延岡南道路の手前の

インターチェンジで一般道におり、渋滞をさら

に悪化させることです。

公共交通機関の利便性が低く、自動車に頼ら

ざるを得ない本県にとって、道路は住民にとっ

て生活を支え、命の基盤となる重要な社会資本

です。高速道路無料化による社会実験等によ

り、本県の高速道路、とりわけ建設以来20年も

の間、地元住民の悲願であった延岡南道路にお

いては、交通量が大幅に増加するなど、全国の

実験区間の中でもその効果は上位に位置してお

り、物流や人の交流、観光振興等々に大きく貢

献してくれました。

また、昨年の８月、全国の103の重要港湾の中

から、今年度から集中的な整備をする43の重点

港湾に細島港が指定され、港の持つポテンシャ

ルが向上し、工都延岡市を結ぶ産業道路として

の役割や利便性の向上等々、期待も大きく膨ら

んでいたところです。

県北地区における延岡南道路の無料化は、長

年にわたる地元の悲願でもあり、今回の凍結

は、人の流れや物流に大きな支障を生じ、地域

住民の生活にも大きな影響が既に出ています。

また、企業立地や雇用などの地域経済の影響も

懸念されます。

よって、国においては、延岡南道路の無料化

継続について、特段の措置を講じていただきた

く、強く要望するものであります。

以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意

見書を提出したく提案申し上げます。県民の声

を国へとつなげていくことは、政党や会派を超

えて行わなければなりません。ぜひとも各議員

の御賛同を、特に県北の議員の皆様、県北の浮

揚がかかっていると言っても過言ではありませ

ん。よろしくお願いいたしまして、提案理由と

いたします。（拍手）〔降壇〕

○外山三博議長 提出者の説明は終わりまし

た。

お諮りいたします。

本案については、会議規則第39条第３項の規

定により、質疑及び委員会の付託を省略して、

直ちに審議することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○外山三博議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。



- 308 -

平成23年６月29日(水)

◎ 討 論

○外山三博議長 これより討論に入ります。

討論の通告がありますので、発言を許しま

す。太田清海議員。

○太田清海議員〔登壇〕（拍手） 議員発議案

第９号「延岡南道路無料化継続を求める意見

書」の提出に反対する立場から討論いたしま

す。

今申しましたように、この意見書の内容につ

いての反対ではなく、提出について反対するも

のです。延岡市選出である私が、その手続をめ

ぐり、反対の立場でこの場に立たざるを得ない

ことは非常に残念な思いではありますが、お互

いの会派の発展のためにも、問題点は訴え、ま

た議会の活性化のためにも、意見は述べさせて

いただきます。

我々社民党県議団は、意見書というものは全

会一致したものを提出すべきであり、全会一致

なきものは提出を見合わせるべきとの主張をこ

れまで行ってきました。意見書というものは、

県民の共通一致する切なる要望・願いなるもの

を表現すべきであり、多数決というものにはな

じまないと考えるからです。

このため、歴史上評価の分かれる内容や、政

治的スタンスで疑義のある内容は極力提出を避

けてきました。事実、過去の宮崎県議会では、

ちょうど12年前になりますが、平成11年６月に

提出された、「従軍慰安婦・強制連行」の教科

書からの削除を求める意見書、正式には「中学

校社会科歴史教科書正常化に関する意見書」

や、平成16年６月に提出された「教育基本法の

早期改正をめぐる意見書」など、全会一致が見

られず提出されたため、その賛否の討論・質疑

は深夜に及んだものもあり、多くのしこりを残

したものもあると聞いています。

特に意見書というものは、採択されてしまえ

ば、多様な立場にある現在39名の議員の総意と

して、その意思が宮崎県議会としての冠が冠せ

られるわけであります。そうであればなおさら

のこと、その意見書の全会一致を得ることは、

議員一人一人にとっても極めて大事なことであ

ります。

そもそも意見書とは、地方自治法99条２項に

述べられているとおり、「議会は普通地方公共

団体の公益に関する事件につき意見書を関係行

政庁に提出できる」とあります。意見書の内容

はひとえに公益に関することであります。これ

までの宮崎県議会の歴史を振り返ってみると、

公益に関する県民の願いを表現する意見書が幾

つも採択されています。最近では、「高病原性

鳥インフルエンザ対策を求める意見書」「医師

臨床研修制度の見直しに関する意見書」「公共

投資の積極的な推進による景気対策を求める意

見書」、さらに、口蹄疫からの復興と法整備を

願う「口蹄疫からの復興支援対策等を求める意

見書」が出されています。また、今議会でも、

これまでなかなか受け入れてもらえなかった原

発に対する我々社民党の主張や考え方が、自民

党の皆さんの意見書の一部に反映され、全会派

の合意が得られましたことは、大変意義のある

ことであると考えています。まさに各会派が県

民の意向を酌み取り、相持ち寄り協議し、県民

全体の願いとして表現したものと思います。

今回提出された「延岡南道路無料化継続を求

める意見書」の意味するところは、地域交通の

渋滞の緩和、物流上、防災上、地域経済の活性

化、安全のためにも、公益上、多大な効果があ

るとの判断もあり、我が会派は、初めからこの

意見書に対して賛意を表してきましたが、残念
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平成23年６月29日(水)

ながら、国家財政の問題またはばらまき論争な

どがあったのでしょうか、他会派の同意が得ら

れず、全会一致とはなりませんでした。この意

見書の意味する公益性について、ぜひ理解いた

だきたいとは願うものの、全会一致を見ない意

見書を何でもかんでも出してよいという前例を

つくることになりはしないかと危惧するもので

あります。そして、それを多数決にまで付すこ

とには、意見書の性格上、大変問題があると思

います。

よって、内容の問題ではなく、全会一致を見

ない今回の意見書の提出という手続を問題とし

て反対をいたします。

以上で反対討論を終わります。（拍手）〔降

壇〕

〔退席する者あり〕

○外山三博議長 以上で討論は終わりました。

◎ 議員発議案第９号採決

○外山三博議長 これより採決に入ります。

議員発議案第９号についてお諮りいたしま

す。

本案を原案のとおり可決することに賛成の議

員の起立または挙手を求めます。

〔賛成者起立〕

○外山三博議長 起立少数。よって、本案は否

決されました。

◎ 閉 会

○外山三博議長 以上で、今期定例会の議事は

すべて終了いたしました。

これをもちまして、平成23年６月定例県議会

を閉会いたします。

午後０時30分閉会



資 料
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平成２３年６月定例県議会日程

２０日間

月 日 曜 区 分 議 事 備 考

開会 議会運営委員会 9:30
議席変更
会議録署名議員指名

６．１０ 金 本会議 議会運営委員長審査結果報告
会期決定
議案上程
知事提案理由説明

１１ 土
（ 閉 庁 日 ）

１２ 日

１３ 月 一般質問通告締切 12:00
休 会 （ 議 案 調 査 ）

１４ 火

１５ 水 議会運営委員会 9:30

１６ 木 本会議 一 般 質 問 請願締切 12:00

１７ 金

１８ 土
（ 閉 庁 日 ）

１９ 日

２０ 月 一 般 質 問
議員発議案締切 17:00

本会議
（会派提出）

２１ 火
一 般 質 問 議会運営委員会 9:30
議案・請願委員会付託

２２ 水

２３ 木 休 会 常 任 委 員 会

２４ 金
議員発議案締切 17:00
（会派提出を除く）

２５ 土
（ 閉 庁 日 ）

２６ 日

２７ 月 特 別 委 員 会 議会運営委員会
休 会

２８ 火 （ 議 事 整 理 ）

常任委員長審査結果報告、 議会運営委員会 9:30
２９ 水 本会議 質疑、討論、採決

閉会
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平成２３年６月定例会

一 般 質 問 時 間 割

６月１５日（水）

順序 会 派 質 問 者 時 間 備考

１ 自 由 民 主 党 内村 仁子 １０：００～１１：００

２ 郷 中 の 会 有岡 浩一 １１：００～１２：００ 休憩

３ 公 明 党 河野 哲也 １３：００～１４：００

４ 新 み や ざ き 渡辺 創 １４：００～１５：００

６月１６日（木）

順序 会 派 質 問 者 時 間 備考

５ 自 由 民 主 党 押川修一郎 １０：００～１１：００

６ 自 由 民 主 党 横田 照夫 １１：００～１２：００ 休憩

７ 自 由 民 主 党 中野 廣明 １３：００～１４：００

８ 公 明 党 重松幸次郎 １４：００～１５：００

６月１７日（金）

順序 会 派 質 問 者 時 間 備考

９ 自 由 民 主 党 山下 博三 １０：００～１１：００

１０ 自 由 民 主 党 中村 幸一 １１：００～１２：００ 休憩

１１ 日 本 共 産 党 前屋敷恵美 １３：００～１４：００

１２ 自 由 民 主 党 丸山裕次郎 １４：００～１５：００
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６月２０日（月）

順序 会 派 質 問 者 時 間 備考

１３ 自 由 民 主 党 清山 知憲 １０：００～１１：００

１４ 新 み や ざ き 西村 賢 １１：００～１２：００ 休憩

１５ 社 会 民 主 党 太田 清海 １３：００～１４：００

１６ 新 み や ざ き 田口 雄二 １４：００～１５：００

６月２１日（火）

順序 会 派 質 問 者 時 間 備考

１７ 自 由 民 主 党 二見 康之 １０：００～１１：００

１８ 社 会 民 主 党 髙橋 透 １１：００～１２：００ 休憩

１９ 自 由 民 主 党 松村 悟郎 １３：００～１４：００

２０ 自 由 民 主 党 黒木 正一 １４：００～１５：００

＊ １人当たりの質問時間 ３０分以内
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平成２３年６月定例会

議案・請願 委員会審査結果表
［議 案］

常 任 委 員 会

番 号 件 名
総務 商工

環境 文教

政策
厚生

建設
農林 警察
水産 企業

第１号 平成23年度宮崎県一般会計補正予算（第１号） 可決 可決 可決 可決 可決

第２号
平成23年度宮崎県開発事業特別資金特別会計補正予

可決
算（第１号）

第３号
平成23年度宮崎県山林基本財産特別会計補正予算

可決
（第１号）

第４号 平成23年度宮崎県公営企業会計（電気事業）補正予 可決
算（第１号）

第５号 県税の課税免除等の特例に関する条例の一部を改正
可決

する条例

平成22年４月以降において発生が確認された口蹄疫
第６号 に起因して生じた事態に対処するための手当金等に 可決

ついての個人の事業税の臨時特例に関する条例

第７号 警察関係使用料及び手数料徴収条例の一部を改正す 可決
る条例

第８号 宮崎県市町村間連携支援基金条例 可決

第９号 宮崎県東日本大震災被災者等支援基金条例 可決

第１０号 宮崎県情報公開条例及び宮崎県個人情報保護条例の
可決

一部を改正する条例

第１１号 人にやさしい福祉のまちづくり条例の一部を改正す 可決
る条例

第１２号
宮崎県営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を

可決
改正する条例

第１３号 工事請負契約の変更について 可決

第１４号 工事請負契約の変更について 可決

第１５号 農政水産関係建設事業執行に伴う市町村負担金徴収 可決
について

第１６号 宮崎県総合計画の変更について 可決

第１７号 宮崎県行財政改革大綱2007の変更について 可決

第１８号 第６次宮崎県農業・農村振興長期計画の変更につい 可決
て

第１９号 宮崎県水産業・漁村振興長期計画の変更について 可決

宮崎の就学前教育すくすくプラン、宮崎の教育創造
修正

第２０号 プラン、宮崎県生涯学習振興ビジョン及び宮崎県ス
可決

ポーツ振興基本計画の変更について

第２１号 当せん金付証票の発売の変更について 可決

報告第１号 専決処分の承認を求めることについて 承認 承認 承認
＊平成22年度宮崎県一般会計補正予算（第12号）
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［請 願］

常 任 委 員 会

番 号 件 名
総務 商工

環境 文教

政策
厚生

建設
農林 警察
水産 企業

「シェーグレン症候群」「成人スティル病」「進行

第１号
性骨化性異形成症」「線維筋痛症」「アレルギー性

採択
肉芽腫性血管炎」５疾患を県単独事業の特定疾患に
認定を求める請願

第２号 宮崎県の地域医療の拡充と専門医師不足の解消を求 採択
める請願

第３号 宮崎地方最低賃金改正についての請願 継続

震災・噴火など、大規模自然災害発生時において

第４号 「宮崎－大阪」カーフェリー航路を活用し、県民の
採択

保護に万全を期す政策の実現と「地産地送」の実現
に向けた実効ある措置を求める要請についての請願

第５号 地方消費者行政充実のための国による支援に関する
採択

請願
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閉 会 中 の 継 続 審 査 ・ 調 査 申 出 一 覧

平成２３年６月定例県議会

委 員 会 名 事 件 理 由

総務政策常任委員会 県民政策及び行財政対策に関する調査 調査を要す

るため

厚 生 常 任 委 員 会 福祉保健行政の推進並びに県立病院事業に関する調 調査を要す

査 るため

請願第３号 宮崎地方最低賃金改正についての請願 慎重な審査

商工建設常任委員会 ・調査を要

商工観光振興対策及び土木行政の推進に関する調査 するため

環 境 農 林 水 産 環境対策及び農林水産業振興対策に関する調査 調査を要す

常 任 委 員 会 るため

文 教 警 察 企 業 教育及び警察行政の推進並びに公営企業の経営に関 調査を要す

常 任 委 員 会 する調査 るため

円滑な議会

議 会 運 営 委 員 会 次期県議会の会期日程及び議会運営に関する調査 運営を図る

ため



議 案 議 決 件 名 一 覧 表
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議 案 番 号 件 名 議 決 月 日

知事提出議案第１号 平成23年度宮崎県一般会計補正予算（第１号） ６月29日・ 可 決

〃 第２号 平成23年度宮崎県開発事業特別資金特別会計補正予 〃

算（第１号）

〃 第３号 平成23年度宮崎県山林基本財産特別会計補正予算（ 〃

第１号）

〃 第４号 平成23年度宮崎県公営企業会計（電気事業）補正予 〃

算（第１号）

〃 第５号 県税の課税免除等の特例に関する条例の一部を改正 〃

する条例

〃 第６号 平成22年４月以降において発生が確認された口蹄疫 〃

に起因して生じた事態に対処するための手当金等に

ついての個人の事業税の臨時特例に関する条例

〃 第７号 警察関係使用料及び手数料徴収条例の一部を改正す 〃

る条例

〃 第８号 宮崎県市町村間連携支援基金条例 〃

〃 第９号 宮崎県東日本大震災被災者等支援基金条例 〃

〃 第10号 宮崎県情報公開条例及び宮崎県個人情報保護条例の 〃

一部を改正する条例

〃 第11号 人にやさしい福祉のまちづくり条例の一部を改正す 〃

る条例

〃 第12号 宮崎県営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を 〃

改正する条例

〃 第13号 工事請負契約の変更について 〃

〃 第14号 工事請負契約の変更について 〃

〃 第15号 農政水産関係建設事業執行に伴う市町村負担金徴収 〃

について

〃 第16号 宮崎県総合計画の変更について 〃

〃 第17号 宮崎県行財政改革大綱2007の変更について 〃

〃 第18号 第６次宮崎県農業・農村振興長期計画の変更につい 〃

て

〃 第19号 宮崎県水産業・漁村振興長期計画の変更について 〃
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議 案 番 号 件 名 議 決 月 日

知事提出議案第20号 宮崎の就学前教育すくすくプラン、宮崎の教育創造 ６月29日・修正可決

プラン、宮崎県生涯学習振興ビジョン及び宮崎県ス

ポーツ振興基本計画の変更について

〃 第21号 当せん金付証票の発売の変更について ６月29日・ 可 決

〃 第22号 公安委員会委員の任命の同意について ６月21日・ 同 意

〃 第23号 人事委員会委員の選任の同意について 〃

〃 第24号 収用委員会委員の任命の同意について 〃

〃 第25号 収用委員会委員の任命の同意について 〃

報 告 第１号 専決処分の承認を求めることについて ６月29日・ 承 認

議員発議案 第１号 県議会のあり方に関する検討委員会の設置 ６月15日・ 可 決

〃 第２号 震災からの復旧・復興に向けた補正予算の早期編成 ６月29日・ 可 決

を求める意見書

〃 第３号 当面の電力需給対策及びエネルギー政策の見直しに 〃

関する意見書

〃 第４号 必要な公共事業の着実な推進を求める意見書 〃

〃 第５号 九州中央自動車道の早期整備を求める意見書 〃

〃 第６号 地方財政の充実・強化を求める意見書 〃

〃 第７号 公立学校等公共施設における防災機能の整備の推進 〃

を求める意見書

〃 第８号 地方消費者行政に対する国の実効的支援を求める意 〃

見書

〃 第９号 延岡南道路無料化継続を求める意見書 ６月29日・ 否 決

〃 第10号 森林・林業・木材産業施策の積極的な展開を求める ６月29日・ 可 決

意見書



意 見 書、そ の 他
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県議会のあり方に関する検討委員会の設置

名 称 県議会のあり方に関する検討委員会

目 的 県議会の今後のあり方に関する協議又は調整
を行うことを目的とする。

構 成 員 副議長及び議会運営委員会の委員

招集権者 議長

期 限 平成２４年３月３１日までとする。



（
別

紙
）

議
案
第
2
0
号
「
宮
崎
の
就
学
前
教
育
す
く
す
く
プ
ラ
ン
、
宮
崎
の
教
育
創
造
プ
ラ
ン
、
宮
崎
県
生
涯
学
習
振
興
ビ
ジ
ョ
ン
及
び
宮
崎
県

ス
ポ
ー
ツ
振
興
基
本
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
」
に
対
す
る
修
正
案

議
案
第
2
0
号
「
宮
崎
の
就
学
前
教
育
す
く
す
く
プ
ラ
ン
、
宮
崎
の
教
育
創
造
プ
ラ
ン
、
宮
崎
県
生
涯
学
習
振
興
ビ
ジ
ョ
ン
及
び
宮
崎
県
ス
ポ
ー
ツ
振
興
基
本
計
画
の
変
更
に

つ
い
て
」
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
修
正
す
る
。

次
の
表
の
修
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
修
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
下
線
で
示
す
よ
う
に
修
正
す
る
。

修
正

前
修

正
後

第
一
章
・
第
二
章

［
略
］

第
一
章
・
第
二
章

［
略
］

第
三
章

今
後
１
０
年
間
を
通
じ
て
目
指
す
本
県
教
育
の
姿

第
三
章

今
後
１
０
年
間
を
通
じ
て
目
指
す
本
県
教
育
の
姿

１
［
略
］

１
［
略
］

２
今
後
１
０
年
間
に
総
合
的
・
計
画
的
に
取
り
組
む
施
策

２
今
後
１
０
年
間
に
総
合
的
・
計
画
的
に
取
り
組
む
施
策

（
１
）
［
略
］

（
１
）
［
略
］

（
２
）
施
策
の
目
標

（
２
）
施
策
の
目
標

施
策
の
目
標
Ⅰ
［
略
］

施
策
の
目
標
Ⅰ
［
略
］

施
策
の
目
標
Ⅱ
「
生
き
る
基
盤
を
育
む
教
育
の
推
進
」

施
策
の
目
標
Ⅱ
「
生
き
る
基
盤
を
育
む
教
育
の
推
進
」

①
～
⑥

［
略
］

①
～
⑥

［
略
］

⑦
高
度
情
報
化
・
技
術
革
新
や
国
際
化
な
ど
が
進
展
す
る
中
で
、

⑦
高
度
情
報
化
・
技
術
革
新
や
国
際
化
な
ど
が
進
展
す
る
中
で
、

子
ど
も
た
ち
に
、
情
報
通
信
技
術
（
Ｉ
Ｃ
Ｔ
）
を
適
切
に
活
用
す

子
ど
も
た
ち
に
、
情
報
通
信
技
術
（
Ｉ
Ｃ
Ｔ
）
を
適
切
に
活
用
す

る
能
力
や
、
我
が
国
の
伝
統
と
文
化
を
尊
重
す
る
と
と
も
に
異
文

る
能
力
や
、
伝
統
と
文
化
を
尊
重
し
、
そ
れ
ら
を
育
ん
で
き
た
我

化
を
理
解
し
、
国
際
社
会
の
一
員
と
し
て
主
体
的
に
生
き
て
い
こ

が
国
と
郷
土
を
愛
す
る
と
と
も
に
、
他
国
を
尊
重
し
、
国
際
社
会

う
と
す
る
態
度
を
育
む
な
ど
、
社
会
の
変
化
に
対
応
で
き
る
教
育

の
一
員
と
し
て
主
体
的
に
生
き
て
い
こ
う
と
す
る
態
度
を
育
む
な

の
推
進
に
取
組
み
ま
す
。

ど
、
社
会
の
変
化
に
対
応
で
き
る
教
育
の
推
進
に
取
組
み
ま
す
。

施
策
の
目
標
Ⅲ
～
施
策
の
目
標
Ⅴ

［
略
］

施
策
の
目
標
Ⅲ
～
施
策
の
目
標
Ⅴ

［
略
］

（
３
）
・
（
４
）

［
略
］

（
３
）
・
（
４
）

［
略
］

３
［
略
］

３
［
略
］

第
四
章

今
後
１
０
年
間
に
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
取
り
組
む
施
策

第
四
章

今
後
１
０
年
間
に
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
取
り
組
む
施
策

施
策
の
目
標
Ⅰ
［
略
］

施
策
の
目
標
Ⅰ
［
略
］

- 328 -



施
策
の
目
標
Ⅱ
「
生
き
る
基
盤
を
育
む
教
育
の
推
進
」

施
策
の
目
標
Ⅱ
「
生
き
る
基
盤
を
育
む
教
育
の
推
進
」

施
策
１
～
施
策
６

［
略
］

施
策
１
～
施
策
６

［
略
］

施
策
７

技
術
革
新
や
国
際
化
の
進
展
に
対
応
す
る
教
育
の
推
進

施
策
７

技
術
革
新
や
国
際
化
の
進
展
に
対
応
す
る
教
育
の
推
進

現
状
と
課
題

［
略
］

現
状
と
課
題

［
略
］

施
策
の
内
容

施
策
の
内
容

①
［
略
］

①
［
略
］

②
国
際
化
に
対
応
し
た
教
育
の
推
進

②
国
際
化
に
対
応
し
た
教
育
の
推
進

我
が
国
の
伝
統
と
文
化
を
尊
重
す
る
と
と
も
に
、
異
文
化
を
理
解
し

伝
統
と
文
化
を
尊
重
し
、
そ
れ
ら
を
育
ん
で
き
た
我
が
国
と
郷
土
を

尊
重
す
る
態
度
や
国
際
的
な
視
野
で
考
え
る
力
の
育
成
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

愛
す
る
と
と
も
に
、
他
国
を
尊
重
し
、
国
際
的
な
視
野
で
考
え
る
力
の

ー
シ
ョ
ン
能
力
の
向
上
な
ど
、
国
際
化
に
対
応
し
た
教
育
を
推
進
し
ま

育
成
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
の
向
上
な
ど
、
国
際
化
に
対
応
し

す
。

た
教
育
を
推
進
し
ま
す
。

③
・
④

［
略
］

③
・
④

［
略
］

主
な
取
組

［
略
］

主
な
取
組

［
略
］

施
策
の
目
標
Ⅲ
～
施
策
の
目
標
Ⅴ

［
略
］

施
策
の
目
標
Ⅲ
～
施
策
の
目
標
Ⅴ

［
略
］

第
五
章

［
略
］

第
五
章

［
略
］

- 329 -



- 330 -

震災からの復旧・復興に向けた補正予算の早期編成を求める意見書

３月１１日に発生した東日本大震災からの本格的な復旧・復興は、被災地のみな

らず、我が国全体の再興を意味することとなる。全国的に深刻な事態に陥っている

今、国が迅速に復旧・復興に向けた大規模な補正予算を編成し、執行していくこと

が、被災者に安心を与え、内外に対して力強いメッセージを発信することにつなが

るものである。

被災地の実情に即したスピード感を持った復旧・復興支援策が今まさに求められ

ているところであり、対策が遅れるようなことがあってはならない。一日も早く、

被災地のニーズに精通した地方自治体が主体となって、具体的な復旧・復興プラン

を迅速に推進できるよう、国の財政支援措置を講じる必要がある。

また、我が国の景気・雇用の先行きも、震災発生による資材調達の停滞や供給網

の寸断、さらには原発事故の風評被害や電力不足の懸念も相まって、予断を許さな

い状況にある。

よって、国においては、今回の未曾有の大災害から一刻も早い復旧・復興を実現

するため、早期に本格的な補正予算を編成するよう強く要望する。

以上、地方自治法第９９条の規定に基づき、意見書を提出する。

平成２３年６月２９日

宮 崎 県 議 会

衆 議 院 議 長 横 路 孝 弘 様

参 議 院 議 長 西 岡 武 夫 様

内 閣 総 理 大 臣 菅 直 人 様

財 務 大 臣 野 田 佳 彦 様

内 閣 官 房 長 官 枝 野 幸 男 様

国 家 戦 略 担 当 大 臣 玄 葉 光一郎 様

経済財政政策担当大臣 与謝野 馨 様

東日本大震災復興対策担当大臣 松 本 龍 様
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当面の電力需給対策及びエネルギー政策の見直しに関する意見書

３月１１日に発生した東日本大震災に伴い、東北電力・東京電力管内地域は原子
力発電所の停止などにより電力供給が大幅に減少した。さらに、菅直人総理による
中部電力浜岡原子力発電所の停止要請により、夏場の電力不足問題は東日本のみな
らず全国的な問題に発展している。
電力供給力不足は、国民生活や日本経済全体に大きな影響を及ぼすものと懸念さ

れているが、政府の電力需給緊急対策本部（電力需給に関する検討会合）が５月に
発表した対策では、国民に節電を呼び掛けるばかりで、節電のインセンティブが働
くような施策が盛り込まれなかったところであり、夏場の電力不足を前に政府は、
予算措置を含めた電力需給対策を早急に打ち出すべきである。
さらに、政府は今回の東京電力福島第一原子力発電所の事態を十分踏まえ、原子

力発電に対する不安払拭や安全・安心の確保を図るとともに、将来的な新エネルギ
ー戦略を見据えた施策を速やかに打ち出す必要がある。そのため、省エネルギーの
推進と併せて、太陽光やバイオマス等の自然エネルギーの導入促進などエネルギー
施策の見直しを図られるよう強く要望する。
よって、国においては、下記の事項について速やかに実現を図るよう強く要望す

る。

記

１ 自家発電設備、太陽光発電・蓄電池、太陽熱利用システムの導入にかかる補助
を大幅に拡充するなど、低炭素社会構築のために、再生可能エネルギー等の導入
促進を推進すること。

２ ＬＥＤ照明設備の導入補助や、エコポイント制度の復活等、国民に対して節電
のメリットが実感できる施策を早急に実施すること。

３ 二度と原発震災を引き起こさないために、技術から政策決定に至るまでの総合
的な「事故調査委員会」を設け、事故の構造的な要因を徹底的に洗い出すこと。

４ 今回の原子力発電所の事故の原因を徹底的に検証した上で、安全規制のための
独立性の高い機関を設置するなど原子力安全行政を見直し、安全対策を十分講じ
ること。

以上、地方自治法第９９条の規定に基づき、意見書を提出する。

平成２３年６月２９日
宮 崎 県 議 会

衆 議 院 議 長 横 路 孝 弘 様
参 議 院 議 長 西 岡 武 夫 様
内 閣 総 理 大 臣 菅 直 人 様
総 務 大 臣 片 山 善 博 様
財 務 大 臣 野 田 佳 彦 様
文 部 科 学 大 臣 髙 木 義 明 様
経 済 産 業 大 臣 海江田 万 里 様
内 閣 官 房 長 官 枝 野 幸 男 様
原発事故の収束及び再発防止担当大臣 細 野 豪 志 様
国 家 戦 略 担 当 大 臣 玄 葉 光一郎 様
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必要な公共事業の着実な推進を求める意見書

３月１１日に発生した東日本大震災は、想定をはるかに上回る津波を伴い、東北

をはじめとする広大な範囲で多くの尊い人命と貴重な財産を奪い、道路や鉄道など

社会生活の基盤となるライフラインを壊滅させるなど、地元の人々の生活に甚大な

被害を与えたところである。３カ月以上が経過した現在においても、多くの被災者

が不自由な避難生活を余儀なくされており、一日も早い生活再建と被災地の復旧・

復興が強く求められている。

このような中、政府は、被災地対策として復旧・復興財源を確保するため、平成

２３年度予算のうち公共事業費等の５％を執行停止する方針を打ち出したところで

ある。未曾有の被害に遭遇している被災地の早期の復旧・復興は全国民の願いであ

るが、一方で、その復旧・復興を支える他地域の公共事業が今後さらに削減される

懸念もある。

今回の震災では、高速道路や国道等が「命の道」としていかに重要であるかを改

めて認識させられたところであり、日向灘地震の発生が危惧される中、東九州自動

車道や九州中央自動車道、都城志布志道路の未整備区間や国直轄の防災事業として

新たに採択された国道２２０号等の一刻も早い整備が求められている。

よって、地方において真に必要とされる公共事業が、今回のことで遅れることな

く着実に推進されるよう強く要望する。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２３年６月２９日

宮 崎 県 議 会

衆 議 院 議 長 横 路 孝 弘 様

参 議 院 議 長 西 岡 武 夫 様

内 閣 総 理 大 臣 菅 直 人 様

財 務 大 臣 野 田 佳 彦 様

国 土 交 通 大 臣 大 畠 章 宏 様

内 閣 官 房 長 官 枝 野 幸 男 様

国家戦略担当大臣 玄 葉 光一郎 様



九州中央自動車道の早期整備を求める意見書

高規格幹線道路は、その広域性、高速性によって、観光や物流など「人」と

「物」の交流を支え、住民生活の向上及び産業の振興、防災、救急医療をはじめ

とする緊急事態への対応など生活を支え、命の基盤となる必要不可欠な社会資本

である。

特に、高速道路の供用率が全国に比べ著しく低く、その他社会資本整備が遅れ

いている本県においては、循環型高速交通ネットワークの形成により、口蹄疫、

高病原性鳥インフルエンザ、新燃岳の噴火災害からの再生・復興に大きく寄与す

るとともに、九州の扇の要に位置する細島港との連携によっても多大な効果が見

込まれ、九州の社会資本整備の東西格差解消・景気の一体的浮揚が期待できる。

よって、国においては、九州中央自動車道の早期整備に向けた、下記の事項に

ついて特段の措置を講ずるよう強く要望する。

１ 地方の道路整備を緊急かつ計画的に進めるため、道路整備のための予算を十

分に確保するとともに、特に高速道路の供用率が著しく低い本県など地方への

重点配分を行い、地方における道路整備予算の更なる拡大を図ること。

２ 九州中央自動車道の整備にあたって、地方の意見を十分反映するとともに、

地方の負担を極力軽減し、事業の進捗を図ること。

３ 九州中央自動車道を必要な道路として新たな整備計画に盛り込むとともに基

本計画区間である「山都～延岡間」の整備計画を早期に策定すること。

４ 九州中央自動車道と一体となって機能する国道２１８号北方延岡道路・高千

穂日之影道路の早期完成を図ること。

以上、地方自治法第９９条の規定に基づき、意見書を提出する。

平成２３年６月２９日

宮 崎 県 議 会

衆 議 院 議 長 横 路 孝 弘 様

参 議 院 議 長 西 岡 武 夫 様

内 閣 総 理 大 臣 菅 直 人 様

内 閣 官 房 長 官 枝 野 幸 男 様

財 務 大 臣 野 田 佳 彦 様

国 土 交 通 大 臣 大 畠 章 宏 様
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地方財政の充実・強化を求める意見書

東日本大震災によって、東北・関東では、多くの自治体が甚大な被害を受け、今後、

被災した自治体が中心となった復興が求められている。また、全国の経済状況は依然と

して停滞しており、地域の雇用確保、社会保障の充実など、地域のセーフティネットと

して地方自治体が果たす役割は、ますます重要となっている。

特に、地域経済の活性化と雇用の拡大が求められる中で、介護・福祉施設の充実、農

林水産業の振興、クリーンエネルギーの開発など、雇用確保と直結した政策の充実・強

化が求められている。

平成 23 年度政府予算では、総額 17.5 兆円の地方交付税が計上されたところであり、
平成 24 年度についても震災対策費を確保しつつ同規模の予算として地方財政計画や地
方交付税に盛り込まれることが求められる。

このため、平成 24年度の地方財政予算全体の確保に向け､次の事項を実現するよう強
く要望する。

記

１ 被災地自治体に対する復興費については、国の責任において確保し、自治体の財政

が悪化しないよう各種施策を十分講ずること。

２ 医療、福祉分野の人材確保をはじめとするセーフティネット対策の充実、農林水産

業の再興、環境対策など今後増大する財政需要を的確に把握し、平成 24 年度地方財
政計画・地方交付税総額を確保すること。

３ 社会資本整備の遅れた地方の実情を反映するよう、一括交付金の適切な基準見直し

を行うこと。

４ 地方財源の充実・強化を図るため、国・地方の税収配分５：５を実現する税源移譲

と格差是正のための地方交付税確保、地方消費税の充実、国の直轄事業負担金の見

直しなど、抜本的な対策を進めること。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２３年６月２９日

宮 崎 県 議 会

衆 議 院 議 長 横 路 孝 弘 様
参 議 院 議 長 西 岡 武 夫 様
内 閣 総 理 大 臣 菅 直 人 様
総 務 大 臣 片 山 善 博 様
財 務 大 臣 野 田 佳 彦 様
経 済 産 業 大 臣 海 江 田 万 里 様
経済財政政策担当大臣 与 謝 野 馨 様
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公立学校等公共施設における防災機能の整備の推進を求める意見書

これまで公立学校等公共施設は、大規模地震や豪雨等の非常災害時には地域住
民の防災拠点として中心的な役割を担ってきた。
この度の東日本大震災においても、多くの被災住民の避難場所として利用され

るとともに、必要な情報を収集または発信する拠点になるなど様々な役割を果た
し、その重要性が改めて認識されている。
しかし一方で、多くの公立学校等公共施設において、備蓄倉庫や自家発電設備、

緊急通信手段などの防災機能が十分に整備されていなかったため、避難所の運営
に支障をきたし、被災者が不便な避難生活を余儀なくされるなどの問題も浮き彫
りになってきた。こうした実態を踏まえ、現在、避難所として有すべき公立学校
等公共施設の防災機能の在り方について、様々な見直しが求められている。
よって、政府においては、大規模地震等の災害が発生した際、公立学校等公共

施設において、地域住民の「安全で安心な避難生活」を提供するために、耐震化
等による安全性能の向上とともに、防災機能の一層の強化が不可欠であるとの認
識に立ち、下記の事項について特段の措置を講ずるよう強く要望する。

記

１ 公立学校等公共施設を対象として、今回の東日本大震災で明らかになった防
災機能に関する諸課題について、阪神・淡路大震災や新潟県中越沖地震など過
去の大規模災害時における事例も参考にしつつ、十分な検証を行うこと。

２ 公立学校等公共施設を対象として、避難場所として備えるべき、必要な防災
機能の基準を作成するとともに、地方公共団体に対し、その周知徹底に努め、
防災機能の整備向上を促すこと。

３ 公立学校等公共施設を対象として、防災機能の整備状況を適宜把握し、公表
すること。

４ 公立学校等公共施設の防災機能を向上させる先進的な取り組み事例を収集
し、様々な機会を活用して地方公共団体に情報提供すること。

５ 公立学校等公共施設の防災機能向上に活用できる国の財政支援制度に関し
て、地方公共団体が利用しやすいよう、制度を集約し、窓口を一元化すること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成２３年６月２９日
宮 崎 県 議 会

衆議院議長 横 路 孝 弘 様
参議院議長 西 岡 武 夫 様
内閣総理大臣 菅 直 人 様
文部科学大臣 髙 木 義 明 様
国土交通大臣 大 畠 章 宏 様
総 務 大 臣 片 山 善 博 様
防災担当大臣 松 本 龍 様



- 336 -

地方消費者行政に対する国の実効的支援を求める意見書

現在、国による地方消費者行政の充実策が検討されているが、他方で地域主権
改革の議論が進む中で、地方消費者行政に対する国の役割・責任が不明確となる
ことが懸念される。
もとより地方自治体が独自の工夫・努力によって消費者行政を充実させること

は当然であるが、これまで消費者行政を推進する中央官庁が存在しなかったこと
もあり、消費者行政に対する地方自治体の意識や体制はあまりにも格差がある。
加えて、地方自治体が担っている消費者行政の業務の中には、相談情報を国に

集約する作業や、違法業者に対する行政処分等、国全体の利益のために行ってい
るものも少なからず存在する。
現在、国からの支援として、地方消費者行政活性化交付金、住民生活に光をそ

そぐ交付金が存在するが、いずれも期間が限られており、相談員や正規職員の増
員による人的体制強化等継続的経費への活用が困難な状況にある。
よって、国におかれては、地方消費者行政の一層の推進に向け、下記の事項に

ついて特段の措置を講ずるよう強く要望する。

記

１ 国は、地方自治体の消費者行政が充実するよう、地方消費者行政活性化基金
等の延長も視野に入れつつ、継続的かつ実効的な財政支援を行うこと。

２ すべての地方自治体が身近で専門性の高い消費生活相談窓口を消費者に提供
するという観点から、国は、あるべき相談窓口の姿について一定の目安を提示
するとともに、都道府県と市町村とが広域的に連携して相談窓口を設置する方
策など、地方自治体にとって利用しやすい制度枠組みを提示すること。

３ 消費者が安心して相談できる消費生活相談窓口の充実・強化を図るため、消
費生活相談員の地位・待遇の向上を可能とすることができる専門職任用制度の
整備を行うこと。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２３年６月２９日
宮 崎 県 議 会

衆 議 院 議 長 横 路 孝 弘 様
参 議 院 議 長 西 岡 武 夫 様
内 閣 総 理 大 臣 菅 直 人 様
内 閣 官 房 長 官 枝 野 幸 男 様
総 務 大 臣 片 山 善 博 様
財 務 大 臣 野 田 佳 彦 様
消費者及び食品安全担当大臣 細 野 豪 志 様



森林・林業・木材産業施策の積極的な展開を求める意見書

我が国の森林はまさに今、戦後造成してきた人工林が利用期を迎えつつあ
り、この資源を活用して森林・林業の再生を図ることが、疲弊した地方の再
生を図り、持続可能な循環型社会を構築する鍵と言える。
しかしながら、森林・林業・木材産業を取り巻く状況は依然厳しく、地域

の方々の努力により築かれてきたこの森林は、採算性の低迷等のため利用さ
れず放置され、このままでは林業の再生が実現しないばかりか、森林の荒廃
を招き、水源涵養、国土保全、地球温暖化防止等の森林の公益的機能の発揮
に支障を及ぼすことが懸念される事態となっている。
また、未曾有の被害をもたらした東日本大震災の復興を図っていくために

は、山地災害からの復旧や海岸防災林の再生のみならず、被災地域の基幹産
業として林業・木材産業を再生していくこと、復興資材である木材を全国的
に安定供給していくことが急務となっている。
よって、国においては、森林・林業の再生を図り東日本大震災の被災地の

復興を全国規模で進めることができるよう、下記事項について特段の措置を
講じるよう強く要望する。

記

１ 森林・林業の再生に向けた取組を一層推進するため、「森林整備加速化
・林業再生事業」の継続・拡充を図ること。

２ 東日本大震災からの速やかな復興に向けて、被災した治山施設や林道、
木材加工施設等の早期復旧に加え、雇用拡大や復興木材の供給に向けた森
林・林業再生の施策の充実を図ること。

３ 新たなエネルギー政策を進めるに当たっては、再生可能な資源である木
質バイオマスのエネルギー分野への一層の有効利用が図られるよう必要な
措置を講じること。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２３年６月２９日
宮 崎 県 議 会

衆 議 院 議 長 横 路 孝 弘 様
参 議 院 議 長 西 岡 武 夫 様
内 閣 総 理 大 臣 菅 直 人 様
内 閣 官 房 長 官 枝 野 幸 男 様
東日本大震災復興対策担当大臣 松 本 龍 様
総 務 大 臣 片 山 善 博 様
財 務 大 臣 野 田 佳 彦 様
厚 生 労 働 大 臣 細 川 律 夫 様
農 林 水 産 大 臣 鹿 野 道 彦 様
国 土 交 通 大 臣 大 畠 章 宏 様
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請 願 一 覧 表



総 括 表

請 願

委 員 会 計 備 考

新 規 継 続

総 務 政 策 2 － 2

厚 生 2 － 2

商 工 建 設 1 － 1

環 境 農 林水 産 － － －

文 教警 察企 業 － － －

計 5 － 5
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新 規 請 願

厚 生 常 任 委 員 会

請 願 番 号 請 願 第 １ 号 受理年月日 平成２３年６月１５日

請 願 者 宮崎市江平１丁目２－２８ 第４丸三ビル６階

住所・氏名 宮崎県難病団体連絡協議会

会長 首藤 正一

「シェーグレン症候群」「成人スティル病」「進行性骨化性異形成

症」「線維筋痛症」「アレルギー性肉芽腫性血管炎」５疾患を県単

独事業の特定疾患に認定を求める請願

（要旨）

「シェーグレン症候群」「成人スティル病」「進行性骨化性異形成

症」「線維筋痛症」「アレルギー性肉芽腫性血管炎」の５疾患を宮

崎県単独事業としての特定疾患に認定を求める請願

請願の件名 （理由）

「シェーグレン症候群」「成人スティル病」「進行性骨化性異形成

症（ＦＯＰ）」「アレルギー性肉芽腫性血管炎」「線維筋痛症」は

国の特定疾患として認定されていないが、県内の５疾患の患者団

体から特定疾患認定の強い要望があります。

特に、「アレルギー性肉芽腫性血管炎」や「シェーグレン症候群」

は他の都道府県において特定疾患として認定し、独自の医療費助

成を行われています。認定されれば、医療費負担の軽減だけでな

く、保健所等がこれらの疾患の患者の状態を把握することができ、

あらゆる医療福祉サービスに反映させることができると考えてい

ます。県内のこれらの希少疾患を特定疾患に認定するよう請願い

たします。

紹 介 議 員 清山 知憲

横田 照夫

田口 雄二

鳥飼 謙二

河野 哲也

前屋敷恵美

図師 博規

摘 要
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新 規 請 願

厚 生 常 任 委 員 会

請 願 番 号 請 願 第 ２ 号 受理年月日 平成２３年６月１５日

請 願 者 宮崎市江平１丁目２－２８ 第４丸三ビル６階

住所・氏名 宮崎県難病団体連絡協議会

会長 首藤 正一

宮崎県の地域医療の拡充と専門医師不足の解消を求める請願

（要旨）

医師不足、専門医の偏在などをなくし、地域医療対策の充実と救

急医療体制の整備について、県民の代表である県議会が中心とな

って調査研究をし、関係機関に呼びかけてもらえるよう求める請

願

請願の件名

（理由）

平成２１年４月４日に日向市で発生した救急患者が病院に受け入

れられずに死亡し、全国に報道された事例が再び起こることのな

いように対策を講じてください。

また、神経難病など専門医の不足は更に深刻です。この根底には、

医師不足など宮崎県の地域医療の体制に問題があると思います。

これらのことについて、県としても積極的に取り組まれていると

思いますが、尚一層のご努力をお願いしたく請願いたします。ど

うかよろしくお願いいたします。

紹 介 議 員 清山 知憲

横田 照夫

田口 雄二

鳥飼 謙二

河野 哲也

前屋敷恵美

図師 博規

摘 要
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新 規 請 願

商工建設常任委員会

請 願 番 号 請 願 第 ３ 号 受理年月日 平成２３年６月１５日

請 願 者 宮崎県宮崎市別府町３番９号 宮崎県労働福祉会館４階

住所・氏名 日本労働組合総連合会宮崎県連合会（連合宮崎）

会 長 横 山 節 夫

宮崎地方最低賃金改正についての請願

「要旨」

宮崎地方最低賃金改正に関して、下記について、宮崎労働局な

らびに関係行政機関に対して意見書を提出いただくよう請願いた

します。

「理由」

最低賃金法第１条は、賃金の低廉な労働者について、賃金の最

低額を保障することにより、労働条件の改善を図り、もって、労

働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事業の公正な競争の確

保に質するとともに、国民経済の健全な発展に寄与することを目

請願の件名 的とすると明記されています。

連合は、これらの目的および最低賃金法の趣旨に照らし、「生

活できる最低賃金」であることはもとより、賃金が労働の対価と

して適正なものとなるようその底上げと格差改善に寄与する最低

賃金の確立に向け、その水準や決定の仕組みをさらに拡充・改善

させることが重要と考えます。

日本経済はデフレ傾向が長期化し、社会的公正や安心・安全と

いう社会の基盤が揺らぎ、格差は拡大し貧困が増加しました。非

正規労働者の比率は、雇用労働者の１／３を超えるまでに拡大し

ており、年収２００万円以下の労働者が１，０００万人（雇用労

働者の２３％）を超えるなど、低賃金労働者が増大し、懸命に働

いても貧困から抜け出せない状況が続いています。また親の年収

差で大学進学等に影響を与えるとの調査も公表されています。

最低賃金は、臨時、パート、アルバイトなどを含めたすべての

労働者に適用されます。本県の平成２２年度地域別最低賃金時間

額は、「６４２円」であり、３年連続全国最下位グループに位置

しています。

本県は、昨年の口蹄疫、今年の新燃岳、鳥インフルエンザと大

きな被害にあいました。宮崎県の復興と再生にむけて全力で乗り
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越えていくためにも、宮崎県内で働き生活を営む県民の方々が、

まじめに働けば安心して暮らし、生活ができる希望の持てる安定

が今こそ重要です。その大きな役割が賃金の基盤となる最低賃金

の健全な引き上げです。更に３月１１日に発生した未曾有の東日

本大震災は、消費の減少等による景気への影響が懸念されていま

す。あらゆる英知を集め、国民総力戦で力強い日本を再生してい

かなければなりません。

以上の観点から、貴議会におかれましては、本請願の要旨をご

理解の上、宮崎労働局ならびに関係行政機関に対して意見書を提

出いただくようお願いいたします。

記

１．宮崎地方最低賃金の改正にあたっては、最低賃金法の趣旨を

踏まえ、必要最低生計費の実態、一般労働者の賃金水準の適切な

反映、経済諸指標との整合性の確立、さらには中央水準との格差

是正などを踏まえた上積みの改正を図ること。

２．宮崎県内で最低賃金以下の労働者をなくすために、事業所に

対する指導監督を強化し、最低賃金法の周知・徹底を図ること。

「派遣労働者には派遣先の地域別最低賃金が適用されること」に

ついて周知を図り、罰則規定、行政指導を強めること。

３．最低賃金の履行確保のための監督にあたる労働基準監督官の

増員などにより監督行政の抜本的強化を図り、違反事業所の積極

的な摘発や罰則適用の強化等、最低賃金制度の実効性を高めるこ

と。

紹 介 議 員 田口 雄二

井上紀代子

西村 賢

徳重 忠夫

鳥飼 謙二

髙橋 透

太田 清海

前屋敷恵美

有岡 浩一

図師 博規

摘 要
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新 規 請 願

総務政策常任委員会

請 願 番 号 請 願 第 ４ 号 受理年月日 平成２３年６月１５日

請 願 者 神奈川県横浜市神奈川区東神奈川1-9-10

住所・氏名 全日本海員組合 組合長代理

関東地方支部長 池谷 義之

宮崎県宮崎市港3-14

宮崎カーフェリー株式会社

取締役社長 黒木 政典

震災・噴火など、大規模自然災害発生時において「宮崎－大阪」

カーフェリー航路を活用し、県民の保護に万全を期す政策の実現

と「地産地送」の実現に向けた実効ある措置を求める要請につい

ての請願

（請願の趣旨）

本年３月１１日に発生した東日本大震災は、その激震と大津波

により東北・関東地方の太平洋沿岸部に壊滅的なダメージを与え

たばかりか、我が国の経済、社会、国際的信用などにも多大な影

響をもたらしております。

世界で発生する地震の約２割が日本近海のプレート周辺で発生

請願の件名 しており、我が国においては、常に大規模地震・津波に対する備

えが必要とされております。宮崎県では、地震以外にも洪水、噴

火、台風など、多くの自然災害への対策を整備しておかなければ

ならず、輸送手段を失って県民の安全が損なわれる事の無いよう、

緊急物資の搬送や災害支援などの移動手段として海路・陸路・空

路よる複数の行（航）路を確保しておかなければならないと考え

ます。特に海洋立国である日本においては、海上交通・輸送は重

要であり、復旧・復興に果たす役割は重要と考えておりますが、

宮崎県においても全く同様の状況と認識しており、「宮崎－大阪」

カーフェリー航路は災害時のライフラインの要となるのではない

でしょうか。また、邦人船員の必要性・重要性についても、福島

第１原発からの放射性物質流出による風評被害により、外国人船

員が周辺海域への就労を拒否する現実から見れば明らかであり、

我が国の主権が及ぶ愛国心を有する邦人船員の必要性とその重要

性について、日本国民をはじめ政府、各政党、地方自治体に再認

識を求めるところであります。
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東日本大震災の発生により埋没してしまった感はありますが、

宮崎県においては、昨年来、口蹄疫、鳥インフルエンザ発生によ

る畜産業への被害、新燃岳噴火による農作物被害や登山、プロ野

球キャンプ観戦の観光客の大幅減少など、度重なる災害により宮

崎県経済は大きな痛手を受け、ライフラインの要である「宮崎－

大阪」カーフェリー航路も非常に苦しい経営環境に追い込まれ、

このような状況が続けば同航路の存続が危ぶまれ、多くの雇用が

失われる事も懸念されます。

幸いな事に口蹄疫、鳥インフルエンザは終息し畜産業は再び活

気を取り戻すべく始動し始め、今後、世界規模で成長が期待され

る太陽電池パネルの大規模生産拠点が宮崎県内に建設されるなど

宮崎県経済は回復への道のりを歩み出しました。

県内経済の回復を更に加速させるためにも、宮崎県で生産した

産品は宮崎県の物流業者がその輸送を担う、所謂「地産地送」の

実現は最重要課題ではないかと認識しており、荷主に対し一定の

補助等を行う制度の確立が急がれております。

以上のことから、「海の産業道路」として宮崎県の物流に重要

な役割を果たしてきた「宮崎－大阪」カーフェリー航路が今後も

永続的に旅客・物資輸送を、観光ならびに地域住民の交通手段と

して、大災害時においても避難・緊急物資の代替輸送にあたるラ

イフラインの要として存続できるよう、早期に下記施策を実行し

ていただきますよう要請いたします。

記

１．大規模自然災害発生時には、多様な輸送手段により住民避難

や物資輸送を行い、県民を保護していかなければならない観点か

ら、海上輸送交通インフラである「宮崎－大阪」カーフェリー航

路に就航する船舶と災害時輸送協定を締結し、県民の安全を保障

すること。

２．宮崎県の主要産品である農畜産物は元より、地球規模の環境

対策が急がれるなか、宮崎県の主要工業製品として成長が期待さ

れる太陽電池パネルなど、宮崎県産品は県内物流業者がその輸送

を担う「地産地送」の実現に向け、荷主に対し運賃の一部補助を

行う等の措置を講ずること。

以上

紹 介 議 員 中野 廣明

押川 修一郎

摘 要
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新 規 請 願

総務政策常任委員会

請 願 番 号 請 願 第 ５ 号 受理年月日 平成２３年６月１６日

請 願 者 宮崎市旭１丁目８番２８号

住所・氏名 宮崎県弁護士会

会長 近藤 日出夫

地方消費者行政充実のための国による支援に関する請願

第１ 件名

地方消費者行政を充実させるため、地方消費者行政に対する国

による実効的支援を求める意見書を政府等に提出することを求め

る件

第２ 請願の趣旨（要旨）

宮崎県議会が、国会及び政府に対し、地方消費者行政を充実さ

せるため、地方消費者行政に対する国による実効的支援を求める

意見書を提出することを採択していただくよう請願致します。

請願の件名 第３ 請願の理由

１ 本県における消費者被害及び消費者行政の状況

一昨年、消費者庁が発足し、消費者行政を推進する中央官庁が

できました。しかし、消費者庁ができたからといって、それだけ

で消費者被害、消費者事件がなくなるわけではありません。

最近では、全国的に未公開株購入や資源開発への投資をめぐる

詐欺が横行し、東日本大震災による混乱に乗じた悪質商法による

被害も報告されております。インターネットや電子メールを介し

た架空請求や不等請求による被害も、若者を中心に全国的に広が

っており、近年行政においても解決に力を入れてきた多重債務の

問題も、まだまだ存在しています。

これらは、本県においても例外ではありません。未公開株等に

ついては本県でも高齢者を中心に被害者が存在し、災害に関して

は新燃岳噴火による降灰につけこんだ悪質商法の事例が報告され

ています。また、インターネット等を介した被害も増加傾向にあ

り、多重債務者も依然として多く存在しています。

近年、本県消費生活センターに対して消費者から寄せられる苦

情件数は、依然として多い状況にあります（平成１９年度９，９

３５件、平成２０年度８，６６５件、平成２１年度８，８３４件）
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〔宮崎県消費生活センターホームページより〕）。消費者庁の発足

によっても、被害が発生している現場である「地方」における消

費者行政の重要性が低下するものではなく、その重要性は依然と

して高いと言えます。

これらの消費者被害に対して、本県では、県消費生活センター

を中心として、各種啓発活動や相談体制の充実が図られておりま

す。また、一部の市町村では、独自に消費生活に関する相談窓口

を設け、市民からの相談に対応できるような態勢が整えられつつ

あります。

もっとも、新たな手口による悪質商法等による被害は後を絶ち

ません。住民の安心・安全な生活を守るためには、今後も県や各

市町村による継続的、積極的な取組が不可欠であり、消費者行政

の充実が求められます。

２ 国による地方消費者行政に対する実効的な財政措置の必要性

現在、国による地方消費者行政の充実策が内閣府から建議され、

今後消費者庁においてその具体化が図られることになっていま

す。他方で、地域主権改革の議論が進む中、地方消費者行政に対

する国の役割・責任が不明確となることが懸念されます。

もとより地方自治体が独自の工夫・努力によって消費者行政を

充実させることは当然であり、本県においても、県や各市町村が

それぞれの責任で消費者行政を充実させていくことが今後も求め

られております。しかしながら、これまで消費者行政を推進する

中央官庁が存在しなかったこともあり、消費者行政に対する地方

自治体の意識や体制には、地方自治体間においてもあまりにも格

差があります。加えて、地方自治体が担っている消費者行政の業

務の中には、相談情報を国に集約するパイオ・ネットシステムへ

の入力作業や、違法業者に対する行政処分等、国全体の利益のた

めに行っているものも少なからず存在します。現在、国からの支

援として地方消費者行政活性化交付金、住民生活に光をそそぐ交

付金が存在しますが、いずれも期間限定の支援に留まっており、

相談員や正規職員の増員による人的体制強化等、継続的な経費の

活用には自ずと限界があります。ことに、本県や県内各市町村の

ような人口が比較的小さい地方自治体は、大都市部と異なり財政

規模も小さく人的資源にも限りがある以上、国による財政支援は

不可欠と思われます。

したがって、国は地方消費者行政充実のために継続的かつ実効

的な財政支援を行うべきです。
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３ 具体的な制度設計の提示の必要性

すべての自治体が身近で専門性の高い消費生活相談窓口を整備

するためには、国が相談窓口のあるべき姿について一定の目安を

示す必要があると考えられます。他方で､自治体によっては単独

での消費生活センターの設置が困難なケースもあるため、国は、

小規模な市町村がよりスムーズに消費者行政の強化を行うことが

できるよう、都道府県と市町村が広域的に連携して相談窓口を設

置する方策など、地方自治体にとって取り組みやすい制度設計を

具体的に示す必要があります。

４ 消費生活相談員の地位・待遇の向上を可能とすることができ

る制度整備の必要性

消費生活相談窓口を現場で担っている消費生活相談員は、住民

が悪質商法等の被害に遭った際の苦情相談を受けてアドバイスを

おこなうだけでなく、消費者と業者の間に入って解決を図る「あ

っせん」業務もおこなっており、相応の知識、経験、専門性が要

求されます。しかし、消費生活相談員は期限付きの非常勤職員の

扱いが大半であり、その地位の安定と専門性の向上を図ることが

困難な状況にあります。その待遇も、消費生活相談業務の専門性

に見合ったものとは言い難い現状にあります。

住民が安心して相談できる消費生活相談窓口を実現するために

は、消費生活相談員の専門性の向上とともに、その地位の安定、

待遇の改善に向けた制度の整備も重要です。現状では、非常勤の

立場で安定的に勤務できる任用制度がないため、この点について

手当てする必要がありますし、正規職員でない形態で常勤的に勤

務する任用制度の整備も望まれます。そのためには、その職種の

専門性に着目した専門職任用制度を新たに整備する必要がありま

す。

５ 結び

以上の理由により、消費者の安全な生活を確保するために、地

方消費者行政を充実させるという観点から、貴議会に請願致しま

す。

紹 介 議 員 横田 照夫 井上紀代子

松村 悟郎 鳥飼 謙二

後藤 哲朗 新見 昌安

西村 賢 有岡 浩一

徳重 忠夫 前屋敷恵美

渡辺 創 図師 博規

田口 雄二 岩下 斌彦

摘 要
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議 事 経 過
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月 日 曜 区 分 議 事 内 容

開 会

議席の変更

会議録署名議員指名（二見康之、新見昌安両議員）
６月10日 金 本 会 議

議会運営委員長審査結果報告

会期決定

議案第１号～第21号並びに報告第１号上程

知事提案理由説明

６月11日 土

６月12日 日

６月13日 月
休 会 （議案調査）

６月14日 火

議案第22号～第25号追加上程

知事提案理由説明

一般質問（内村仁子、有岡浩一、河野哲也、渡辺 創

６月15日 水
各議員）

議員発議案送付の通知

議員発議案第１号追加上程
本 会 議

質疑（前屋敷恵美議員）

議員発議案第１号採決（可決）

６月16日 木
一般質問（押川修一郎、横田照夫、中野廣明、重松幸次郎

各議員）

６月17日 金
一般質問（山下博三、中村幸一、前屋敷恵美、丸山裕次郎

各議員）

６月18日 土

６月19日 日

６月20日 月
一般質問（清山知憲、西村 賢、太田清海、田口雄二

各議員）

本 会 議
一般質問（二見康之、髙橋 透、松村悟郎、黒木正一

６月21日 火
各議員）

議案第22号～第25号採決（同意）

議案・請願委員会付託
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月 日 曜 区 分 議 事 内 容

６月22日 水

６月23日 木 休 会 常任委員会

６月24日 金

６月25日 土

６月26日 日

６月27日 月
休 会

特別委員会

６月28日 火 (議事整理）

常任委員長審査結果報告

質疑(髙橋 透、鳥飼謙二各議員）

議案第20号に対する修正動議提出

提出者趣旨説明（中野一則議員）

質疑（髙橋 透、鳥飼謙二各議員）

討論（議案第15号、第16号、第17号、第20号の修正案及び報

告第１号に反対、請願第３号の継続審査に反対）（前屋敷恵

美議員）

討論（議案第17号に反対）（太田清海議員）

討論（議案第17号及び第20号に対する修正案に反対）（鳥飼

謙二議員）

討論（議案第20号に対する修正案に反対）（井上紀代子議

６月29日 水 本 会 議 員）

討論（議案第20号に対する修正案に賛成）（横田照夫議員）

討論（議案第20号に対する修正案に反対）（髙橋 透議員）

討論（議案第20号に対する修正案に反対）（有岡浩一議員）

議案第１号～第14号、第18号、第19号、第21号採決（可決）

議案第15号、第16号及び報告第１号採決（可決または承認）

議案第17号採決（可決）

議案第20号に対する修正案採決（可決）

修正議決した部分を除く原案採決（可決）

請願第１号、第２号、第５号採決（採択）

請願第４号採決（採択）

閉会中の継続審査・調査案件採決（委員長の申し出のとお

り）
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月 日 曜 区 分 議 事 内 容

議員発議案送付の通知

議員発議案第２号～第10号追加上程

討論（議員発議案第６号に反対）（前屋敷恵美議員）

議員発議案第６号採決（可決）

６月29日 水 本 会 議
議員発議案第２号～第５号、第７号、第８号、第10号採決

（可決）

議員発議案第９号提案理由説明（田口雄二議員）

討論（議員発議案第９号の提出に反対）（太田清海議員）

議員発議案第９号採決（否決）

閉 会



署 名

宮 崎 県 議 会 議 長 外 山 三 博

宮 崎 県 議 会 副 議 長 十 屋 幸 平

宮 崎 県 議 会 議 員 二 見 康 之

宮 崎 県 議 会 議 員 新 見 昌 安


